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亀 山 市 議 会 

定 例 会 会 議 録 



－１－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１２日】 

 
 

代表質疑 

１ 伊藤彦太郎（ぽぷら） ３５～４５ページ 

 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 後期基本計画策定を前にして、市として当決算をどのように評価するのか 

 ２ 市債の発行状況と、今後の財政への負担について、どのような見通しを持っているのか 

議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

 １ 市として当決算をどのように評価するのか 

 ２ テクノヒルズの企業の責任水量が、今後の経営に及ぼす影響をどのように考えているのか 

議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 患者数の増減についての市の見解は 

議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

 １ 宿舎経営における人件費に対する市の見解は 

 
 

２ 服部孝規（日本共産党議員団） ４５～５３ページ 

 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 市長が言う「市民の暮らしの質を高める」ことが求められている中で、基金総額を１０６

億円から１１５億円に９億円も増やしているが、こうした財政運営が妥当だったのか 

 ２ 平成２２年３月に提示された「中期財政見通し」がもう大幅に違ってきている。見直しを

すべきではないのか 

議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 １ 市営住宅を建てずに民間賃貸共同住宅を「借り上げ」、市営住宅として供給するのはなぜ

か 

 
 

３ 森 美和子（公明党） ５３～５９ページ 

 

議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

 １ 条例改正の要因について 

 ２ 新たな団員確保の働きかけについて 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ 第３款 民生費、「障がい者福祉施設整備事業」の内容について 

報告第９号 決算に関する附属書類の提出について 

 １ 主要施策の成果報告書について 

 （１）「学校図書館支援事業」について 
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   ア 協力校５校の検証について 

   イ 協力校以外の６校の図書館環境の現状について 

   ウ 今後の協力員の情報交換等連携体制について 

 
 

４ 坊野洋昭（緑風会） ５９～６９ページ 

 

議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

 １ どのような改正か 

 ２ 委員の定数及び任期を問う 

 ３ 委員の委嘱に対する考え方を問う 

議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

 １ どのような改正か 

 ２ 消防団員の定数はどうして定めるのか 

 ３ 団員不足の背景は何か 

 ４ 年齢制限の削除の必要性を問う 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ なぜこの時期に補正が必要か 

 ２ 第６款農林水産業費 第１項農林水産業費 第３目農業振興費 中山間地域等直接支払事

業について 

 ３ 第８款土木費 第２項道路橋梁費 第１目道路橋梁総務費 地籍調査事業について 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 第８款土木費 第２項道路橋梁費 

 （１）第１目道路橋梁総務費 地籍調査事業について 

 （２）第３目道路新設改良費 野村布気線整備事業について 

 
 

代表質疑 

５ 中村嘉孝（新和会） ６９～８２ページ 

 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 決算についての総括、検証について 

 ２ 財政分析指標を鑑みての今後の財政運営について 

 ３ 財政調整基金、減債基金の積立について 

 ４ 市債の発行について 

報告第９号 決算に関する附属書類の提出について 

 １ 主要施策の成果報告書について 

 （１）地籍調査事業について 

   ア 亀山市の現状と全国の実施状況について 

   イ 調査が進まない原因（人員不足、財政問題）について 

   ウ 調査に対する市の考え方について 
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 （２）リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立状況について 

   ア 現状と市民意識について 

   イ 今後の方針について 

 （３）介護基盤緊急整備事業について 

   ア 施設整備の現状と今後の方向性について 

 （４）実施計画シート兼実績シートの成果指標について 

 
 

代表質疑 

６ 竹井道男（市民クラブ） ８２～９７ページ 

 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 平成２２年度決算の評価について 

 ２ 中期財政見通しとの差異について 

 （１）市税について 

 （２）地方交付税について 

 （３）臨時財政対策債について 

 （４）基金繰入について 

 （５）予算執行について 

報告第９号 決算に関する附属書類の提出について 

 １ 決算の概要について 

 ２ 主要施策の成果について 

 （１）小学校校庭芝生化事業について 

 （２）総合環境研究センター事業について 

議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 純損失計上の背景について 

 ２ 改革プランの数値目標に対する結果と差異分析について 

 ３ 医療費の未収金について 

議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

 １ 純損失計上の背景について 

 ２ 国民宿舎の経営資金について 

 
 

７ 櫻井清蔵（ぽぷら） ９７～１０６ページ 

 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ 第８款土木費、第５項住宅費、第１目住宅管理費 事業名 緊急地域経済対策事業 住宅

リフォーム助成事業５,９６６千円（一般財源）について 

 （１）事業内容（交付要綱）について 

 （２）第２次実施計画の追加見直しについて 

 （３）年度途中における新規事業の提案の根拠について 
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議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

 １ 施設の名称について 

 （１）「亀山市待機児童館」とした根拠について 

議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

 １ 条例の改正内容について 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 基金運用について 

 
 

８ 福沢美由紀（日本共産党議員団） １０６～１１４ページ 

 

議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

 １ 施設の名称について 

 ２ 保育の内容について 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算(第２号)について 

 １ 住宅リフォーム助成事業の内容について 

 ２ 障がい者福祉施設整備事業の内容について 
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質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１３日】 

 
 

１ 岡本公秀（新和会） １１７～１２３ページ 

 

議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

 １ 現在の亀山市消防団の現況について 

 ２ 年齢制限撤廃以外の方法について 

 ３ 若い団員が入団しやすい環境の整備について 

 
 

２ 前田耕一（市民クラブ） １２３～１３３ページ 

 

議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

 １ 第１条 設置目的について 

 ２ 第２条 名称及び位置について 

 ３ 第３条 児童館で行う事業について 

 ４ 第４条 入所対象児童について 

 ５ 第１４条 児童館の目的外利用について 

 ６ 同条例施行規則の制定について 

 
 

３ 豊田恵理 １３３～１４０ページ 

 

議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

 １ 待機児童館の目的・役割について 

 ２ 保育所利用条件について 

 ３ 待機児童が解消した時の待機児童館の取り扱いについて 

議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

 １ 亀山市消防団の現状について 

 ２ 条例の一部改正を行うまでの経緯、ねらいについて 

 ３ 消防団人員の増強対策について 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ 第３款民生費 第２項児童福祉費のうち児童扶養手当給付費について 

 （１）増額が必要な理由について 

 



－６－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１３日】 

 
 

１ 鈴木達夫（ぽぷら） １４６～１５６ページ 

 

計画策定及び変更と市の説明責任について 

 １ 新市まちづくり計画の変更について 

 （１）計画変更の内容について 

 （２）合併特例債の活用について 

 （３）説明責任について 

 ２ 第１次総合計画・後期基本計画策定事業について 

 （１）市を取り巻く環境変化について 

 （２）「市長の意思」の反映について 

 （３）説明責任について 

 
 

２ 服部孝規（日本共産党議員団） １５６～１６７ページ 

 

地域内でお金が循環する施策を講じ、地域経済を活性化させるいくつかの提案について 

 １ 市内の事業所の９４％が３０人未満の中小零細企業だが、こうした中小企業に対する市の

施策にはどんなものがあるのか 

 ２ 「官製ワーキングプア」をなくすために、公契約条例が必要だが、制定する考えはないか 

 ３ 市内の小規模な業者を対象に、市が発注する軽易な修繕などの受注機会の拡大を図るため、

「小規模修繕参加登録制度」をつくる考えはないか 

福島第１原発事故に伴う放射能汚染について 

 １ 放射能に汚染された「がれき」は、安全が確保されない現状では受け入れるべきではない

と考えるがどうか 

 ２ 市内には、継続的に放射能を測定する場所がないが何カ所かつくるべきではないか 

 
 

３ 新 秀隆（公明党） １６８～１７６ページ 

 

市税等の滞納者対策について 

 １ 滞納状況について 

 （１）現在の滞納状況について 

 （２）滞納者への相談体制について 

 （３）雇用促進の状況について 

市民の安心・安全を守るまちづくりについて 

 １ 街頭補導活動･環境浄化パトロール（青パト）について 

 （１）運用の目的について 
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 （２）管理体制について 

 （３）危機管理局との連携について 

 ２ 市民ボランティアによる自主防犯パトロ－ル（青パト）について 

 （１）管理体制について 

 （２）行政との協働防犯抑止について 

 （３）自主防犯パトロ－ルの支援体制について 

 
 

４ 尾崎邦洋（緑風会） １７６～１８５ページ 

 

防災対策について 

 １ 防災士の育成について 

 ２ 被災者支援システム導入について 

 ３ 亀山市地域防災計画書について 

東野公園駐車場について 

 １ 駐車場拡張について 

職場の活性化・市民サービス等向上について 

 １ 職員事務改善提案の内容について 

 
 

５ 中﨑孝彦（新和会） １８５～１９２ページ 

 

市営住宅について 

 １ 耐震強度が不足している住宅入居者の安心安全の確保の取り組み、方策について聞きたい 

 ２ 亀山市住生活基本計画において、要支援世帯が新規に入居可能な戸数を平成２７年度まで

に約２００戸と設定しているがこの目標は達成できるのか 

 ３ 住山住宅の整備について 

 
 

 



－８－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１４日】 

 
 

１ 片岡武男（市民クラブ） １９４～２０３ページ 

 

溶融炉の長寿命化計画について 

 １ 溶融炉を現在までに改造した内容と理由について 

 （１）三段羽口に改造した理由と必要経費について 

 （２）スーパーヒーターを取り替えた必要経費について 

 ２ 溶融炉の長寿命化計画への投資に対する効果と個々の改造内容の確認について（６月の産

業建設委員会資料から） 

 （１）ＣＯ２削減、定期、非定期整備の必要額と、ＣＯ２削減工事は、国の交付金対象なのか

について 

 （２）空気圧縮機の重要度Ｂ２の判定基準について 

 （３）高耐熱炉布への変更理由について 

 （４）低温触媒への変更理由、耐用年数、改良によるこれまでの経費と削減額について 

 （５）低流量バーナーでの炉内の温度上昇は可能なのか、また、これの導入による経費等の削

減策について 

 （６）再循環送風機の仕様変更について 

 （７）ＤＣＳの予備品管理状況について 

 ３ 今後の大規模溶融炉への転換計画と、排出されるＣＯ２の削減策について 

 （１）更新時には広域化によるゴミ処理量の増加を見込んだ経費等の削減計画の策定と、市民

負担の軽減について 

 （２）溶融炉で排出のＣＯ２をカーボンオフセット化する考え方について 

 
 

２ 伊藤彦太郎（ぽぷら） ２０３～２０９ページ 

 

市長マニフェストにある「支所機能を兼ね備えた消防北東分署」について 

 １ 常備消防力適正配置調査により、北東分署の設置が必要とされた場合、支所機能はどうす

るのか。「支所機能を兼ね備えた消防北東分署」か、「消防北東分署」か、どちらを設置

するのか 

 ２ 常備消防力適正配置調査により、北東分署の設置が不要とされた場合、北東部を対象にし

た支所を単独で設置するのか 

関文化交流センターのバリアフリー化について 

 １ エレベータ設置の考え方について 

 
 
 
 
 



－９－ 

３ 福沢美由紀（日本共産党議員団） ２０９～２２１ページ 

 

災害時の市民の避難について 

 １ 今回の台風６号、１２号の経験を踏まえ、市が反省・検討したことは何か 

 ２ 代表避難所（井田川小学校）のトイレが和式のみで、高齢者が大変不自由であった。せめ

て洋式トイレを設置するべきと思うがどうか 

地域公共交通について 

 １ 地域公共交通会議の進捗状況を含め、今後の方針について伺う 

アートによる街づくりについて 

 １ 市民と協働で行われているアートによる街づくりについて、どのような効果があると考え

るか 

 
 

４ 森 美和子（公明党） ２２２～２３３ページ 

 

生きがいを持てる福祉の展開について 

 １ 高齢者支援について 

 （１）一人暮らしの高齢者の実態把握について 

 （２）一人暮らしの高齢者の見守り強化について 

 （３）認知症高齢者の徘徊等の事故を防ぐ対策について 

 （４）認知症サポーター養成の促進について 

 （５）介護予防対策（簡易聴覚チェッカーの導入）について 

 （６）救急医療キット配布の進捗状況について 

危機管理体制について 

 １ 台風６号と台風１２号の検証について 

 （１）避難所の在り方について 

 （２）女性防災会議の開催について 

 
 

５ 坊野洋昭（緑風会） ２３４～２４７ページ 

 

事業仕分けについて 

 １ 目的、意義は何か 

 ２ 平成２２年度までの事業仕分けについての総括を問う 

 ３ 平成２３年度の事業仕分けについて 

 （１）誰がどのような人員、規模及び時間を使って行ったのか 

 （２）事業仕分けの委員は誰がどのような観点から選ぶのか 

 （３）不要とされた事業について今後どのように取り扱うのか 

 ４ 今後も事業仕分けを同じ手法で続けるのか 

避難所指定について 

 １ 避難所は市内に何カ所指定されているか。そのうち学校は何カ所あるのか 
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 ２ 避難所にどのような設備の設置が必要と考えるのか 

 ３ 防災倉庫や非常用照明装置の設置率について問う 

 ４ 学校の防災対応マニュアルの策定について問う 

県と市町の地域づくり連携協同協議会（地域会議）のトップ会議について 

 １ トップ会議に臨むに当たり、どのような準備をされたか問う 

 ２ 亀山市として何を要望されたのか 

 ３ トップ会談に対する市長の評価を問う 

市道野村布気線について 

 １ 平成２５年供用開始は可能か 

 ２ 県道亀山関線との一体性及び事故多発地点の改良の必要性について市の見解を問う 

 
 

６ 中村嘉孝（新和会） ２４７～２５８ページ 

 

障がい者小規模作業所支援事業について 

 １ 市内作業所運営の状況について 

 ２ 三重県障がい者小規模作業所運営補助金について 

 ３ 自立支援法に基づく事業所移行について 

 ４ 小規模作業所の統合について 

放課後児童健全育成事業（学童保育）について 

 １ 運営形態の今後の方向性について 

 ２ 学童保育施設に対する考え方について 

 ３ 量的・質的な拡充と格差是正について 

国道２５号（県管理）の整備について 

 １ 国道２５号の改良済延長と改良率について 

 ２ 改良整備遅滞の理由について 

 ３ 県への要望について 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１５日】 

 
 

１ 竹井道男（市民クラブ） ２６２～２７６ページ 

 

時間外勤務と要員配置について 

 １ なぜ時間外勤務が必要なのかについて 

 ２ 職員数、時間外勤務時間、臨時職員数との関係について 

 ３ 時間外勤務の指示について 

 ４ 要員配置に問題はないのかについて 

図書館システムの活用について 

 １ 図書館システムの状況について 

 ２ 学校図書館管理システムの状況について 

 ３ 図書館システムを活用して学校図書館管理システムを運用できないのかについて 

 
 

２ 櫻井清蔵（ぽぷら） ２７７～２８８ページ 

 

人権について 

 １ ６月定例会において質問をしたが、条例を制定する考えを再度尋ねたい 

 （１）条例制定への意欲について（元三重県生活文化部長の経験を踏まえて、いまだ未制定で

ある亀山市のあり方について） 

保育所について 

 １ 市長の各園の見解を知りたい 

 （１）保育士の適正配置について（児童福祉施設最低基準、通知「平成１０年２月１８日・児

発第８５号」の捉え方について） 

障がい者福祉について 

 １ 小規模作業所の今後について 

合併特例債について 

 １ 今後の推移について知りたい 

９月定例会市政現況報告について 

 １ 地上波デジタル放送の完全移行において、「大きな問題も発生せず」と表現されたが、そ

の認識の真意について知りたい 

 
 

３ 宮村和典（緑風会） ２８８～２９９ページ 

 

当市の人口について 

 １ 人口が５万人未満となった要因は何か 

 ２ 当市に及ぼす影響は何か 
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 ３ 回復するための施策をどのように講ずるか 

ＪＲ下庄駅周辺の再開発について 

 １ 過去に３度質問しているが、交渉経緯を問う 

 ２ 課題は何か 

 ３ 総合計画の後期基本計画に載せる考えを問う 

シャープ亀山工場の新展開について 

 １ 亀山工場全体の稼働状況を問う 

 ２ 第１工場の生産体制を問う 

 ３ 当市に与える影響を問う 

 
 

４ 前田耕一（市民クラブ） ３００～３１０ページ 

 

学校体育施設の整備について 

 １ 中学校運動場の現状について 

 ２ 小学校運動場の現状について 

 ３ 整備の現況と今後の計画について 

雇用の現況と対策について 

 １ 市内企業の雇用状況について 

 ２ 来春高校卒業予定者の求人状況について 

 ３ 企業誘致の計画とトップセールスについて 

 
 

５ 髙島 真 ３１１～３１８ページ 

 

ＬＥＤ防犯灯について 

 １ 市内の防犯灯の設置数について 

 ２ 年間の電気料金について 

 ３ 今後の取り組みについて 

防災体制について 

 １ 市内の備蓄品等の保有状況について 

 ２ 緊急時における備蓄品等の配布体制について 

 ３ 避難所の備蓄品等の保有状況について 

 ４ 災害時における市役所の体制について 

 
 

６ 豊田恵理 ３１８～３３０ページ 

 

亀山市の防災に関して 

 １ 災害時の避難について 

 （１）台風１２号に伴う避難状況について 

   ア 避難勧告の周知について 
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   イ 避難所の状況について 

 （２）洪水ハザードマップについて 

   ア どのような基準で警戒地域が決められたのか 

   イ 防災に関する知識の啓発について 

 （３）防災協定について 

   ア 亀山市の防災協定実施状況について 

   イ 亀山市の備蓄品の保有状況について 

   ウ 備蓄・配送の考え方について 

事業仕分けの実施について 

 １ 平成２２年度事業仕分け結果について 

 （１）結果を今年度どのように反映したか 

 （２）事業選定のあり方について 

 ２ 今回の工夫と課題について 

 

 



 

 

 

 

平成２３年９月１日 

 

 

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 １ 号 ） 
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●議事日程（第１号） 

 平成２３年９月１日（木）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 諸報告 

第  ２ 会議録署名議員の指名 

第  ３ 会期の決定 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

第  ６ 議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

第  ７ 議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

第  ８ 議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

第  ９ 議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

第 １０ 議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

第 １１ 議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第 １２ 議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 １３ 議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 １４ 議案第６２号 平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 １５ 議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 １６ 議案第６４号 平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第 １７ 議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 １８ 議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 １９ 議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について 

第 ２０ 議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

第 ２１ 議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

第 ２２ 議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

第 ２３ 議案第７１号 協定の締結について 

第 ２４ 議案第７２号 工事請負契約の締結について 

第 ２５ 議案第７３号 市道路線の変更について 

第 ２６ 議案第７４号 市道路線の変更について 

第 ２７ 議案第７５号 市道路線の廃止について 

第 ２８ 報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について 

第 ２９ 報告第１０号 健全化判断比率の報告について 

第 ３０ 報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ３１ 報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 
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第 ３２ 報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

第 ３３ 報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について 

第 ３４ 報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

第 ３５ 報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

第 ３６ 報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について 

第 ３７ 報告第１８号 専決処分の報告について 

第 ３８ 報告第１９号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

                       総 務 部 長 
企 画 部 長  古 川 鉄 也 君              広 森   繁 君 
                       (兼)選挙管理委員会事務局長 

総 務 部 参 事 
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長 

文 化 部 長  川 戸 正 則 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  岡 﨑 賢 一 君 

上 下 水 道 部 長  三 谷 久 夫 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 
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危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  渡 邉 靖 文 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時０２分 開会） 

○議長（大井捷夫君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから平成２３年９月亀山市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。 

 日程第１、諸報告をいたします。 

 まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおり、それぞれ出席を得ておりますの

で、ご了承願います。 

 次に、監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づく例月出納検査結果報告書６

件が提出されており、いずれも印刷の上、お手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願いた

いと存じます。 

 次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、議長におきまして、 

  ３番 尾 崎 邦 洋 議員 

 １５番 片 岡 武 男 議員 

のご両名を指名いたします。ご両名にはよろしくお願いをいたします。もし、会期中におきまして、

ただいま指名の方にお差し支えが生じました場合には、それぞれ次の議席の方にお願いをいたしま

す。 

 次に日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から９月２９日までの２９日間にいたしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月２９日までの２９日間と決定いたしました。 
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 次いで日程第４、現況報告を行います。 

 初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成２３年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告し、

議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 さて、我が国経済は、東日本大震災で寸断された供給連鎖活動の立て直しなどにより、景気持ち

直しの動きも出てまいりましたが、記録的な円高水準と株安の影響もあり、依然として先行き不透

明な状況が続いております。 

 一方、先月５日の閣議において、各自治体への普通交付税の額を示す平成２３年度普通交付税大

綱が決定され、普通交付税の総額が前年度比３.４％増の１６兆４,１９３億円と４年連続で増加す

るとともに、社会保障費等の財政需要の伸びが税収の伸びを上回る自治体が増加したことにより、

普通交付税の不交付団体数も、昨年度の７５団体から５９団体に減少しております。 

 本市におきましては、これまで積極的な産業振興施策による液晶関連産業の立地や既存企業の設

備投資などに支えられ、平成１７年度から普通交付税不交付団体として、財政運営も堅調に推移し

てきましたが、生産設備の償却による固定資産税の落ち込みに加え、基準財政需要額における公債

費の償還の増加などから、７年ぶりに普通交付税交付団体に転じることとなり、行政経営の大きな

転換点を迎えております。 

 低迷する経済情勢や税収動向等を踏まえた中で、第１次亀山市総合計画の実現を図るため、将来

を見据えた安定的かつ持続可能な健全財政を目指し、効率的で無駄のない財政運営に努めてまいり

たいと考えております。 

 ところで、東日本大震災から半年が経過しようとしておりますが、被災地では懸命の復旧・復興

作業が続けられており、ご奮闘いただいておられます関係者の方々に深く敬意を表します。このよ

うな中、私も先月２日から５日にかけて、本市と地域特性が類似する内陸部の被災地を訪問し、そ

の実態把握に努める中で、大震災に対する幾つかの課題や対応策について深く考えさせられたとこ

ろであります。今回の経験を通じて、東海・東南海・南海地震への十分な備えとして、共助の発揮

を基軸に、市民・地域・行政が一体となった災害に強いまちづくりを一層推進していく必要性につ

いて、強く認識いたした次第であります。 

 また、先月２２日には、鈴木知事就任後初めてとなる県と市町の地域づくり連携・協働協議会の

鈴鹿・亀山地域トップ会議が開催され、危機管理や県土形成の方向性などについて意見交換を行い、

内陸部の震災対策についても協議をいたしました。今後もこのような場を生かし、広域的な観点か

らの政策提言を行ってまいりたいと考えております。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第１次亀山市総合計画の基本施策の体系に沿ってご説明申し

上げます。 

 まず、「美しい都市環境の創造と産業の振興」のうち、産業の集積、雇用の創出でありますが、

市内産業の持続的な振興を図るため、亀山商工会議所と連携しながら市内の製造業等の中小企業者

を対象に、経営革新に向けた専門家による「亀山ものづくり経営革新塾」を開催いたします。 

 今月２１日には事前公開セミナーを、また来月からは６回シリーズで経営革新塾を開催すること
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としており、これらの取り組みを通じて中小企業のものづくりを支援してまいります。 

 ところで、今月２５日には、亀山駅周辺まちづくり研究会、ＪＲ東海、各種団体等により、３回

目となります亀山“駅”サイティングまつりが亀山駅前で開催されます。駅周辺のにぎわいの向上

と地域のきずながさらに深まることを期待するところでございます。 

 次に、景観づくりの推進につきましては、亀山市景観条例に基づく亀山市景観計画の運用を本日

から開始をいたしました。今後はこの計画に基づき、景観に関する建築等の行為の届け出を通して、

良好な景観形成を図るとともに、地域の景観資源を生かしたきめ細かな景観づくりを地域の方々と

ともに進めてまいります。 

 次に、住環境の向上のうち、民間活用市営住宅事業につきましては、住宅困窮者の居住の安定を

確保するため、最寄り駅からの距離など入居者の利便性を考慮した中で、井田川駅前に単身者向け

の民間賃貸共同住宅を１０戸借り上げ、市営住宅として供給してまいりたいと考えておりますので、

本議会に亀山市営住宅条例の一部改正を提案させていただいております。 

 一方、良好な住環境を確保していくため、住宅リフォーム助成事業として、市内に在住する者が

みずから居住する持ち家について、市内の施工業者により修繕等の住宅改修工事やリフォーム工事

を行った場合、さらには高齢者や障がい者の日常生活を支援するための住宅改修等の工事を行った

場合において、その経費の一部を助成する制度を新たに設けてまいりたいと考えております。その

ため、本議会に、当該助成事業に係る関係経費の予算補正を提案させていただいております。あわ

せて、木造住宅の耐震補強工事と同時に実施するリフォーム工事につきましても、去る７月に県に

おいて補助制度が新設されましたので、市といたしましても、市内の施工業者により行われる場合

については、県補助制度への上乗せ補助を行ってまいりたいと考えております。 

 これら住宅リフォーム関連の取り組みを通じて、厳しい経済情勢や雇用状況が続く中で、地域経

済の活性化を図るため、緊急経済対策を講じてまいりたいと考えております。 

 続きまして、「市民参画・協働と地域づくりの推進」についてご説明申し上げます。 

 分権自治の推進のうち、地区コミュニティセンター充実事業として実施しております川崎地区コ

ミュニティセンター改築工事につきましては、去る６月に工事契約を締結し、本年度内の完成に向

け、現在、既存施設の解体を終え、基礎工事を進めているところであります。 

 ところで、去る７月２４日の地上波デジタル放送への完全移行につきましては、事前周知の成果

もあり、大きな問題も発生せず、順調に移行ができたものと考えております。 

 続きまして、「健康で自然の恵み豊かな環境の創造」についてご説明申し上げます。 

 循環型社会の形成、エコシティーの実現のうち、地球温暖化防止対策推進事業につきましては、

家庭における電力の使用量等を抑え、二酸化炭素の排出を削減するための取り組みとして、市内各

戸にエコライフチェック１０シートを配付するとともに、市内の企業や市民団体などにも協力を依

頼し、省エネルギー・省資源に対する取り組みの普及啓発を行っております。 

 また、総合環境研究センター事業につきましては、去る６月１７日にかめやま市民大学「キラ

リ」を開校し、既に３講座を開催したところであります。中でも、去る７月２６日の講座では、市

内の家族連れ５２名がシャープ亀山工場を見学し、太陽光パネルやＬＥＤ電球を使った環境や省エ

ネルギーについての体験学習を行いました。 

 また、今月１８日には、亀山市中央コミュニティセンターにおいて、三重大学学長の内田淳正氏
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を講師にお招きし、「超高齢化社会を楽しく生きる」と題して、長寿社会に向けて、市民一人一人

がどのように生き生きと輝き、健康で人に優しい地域社会を形成していくかなどについて、ご講演

をいただくこととしております。 

 一方、所定のごみ集積所に排出された資源物の持ち去り禁止を規定した亀山市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例が先月１日に施行されましたので、早期の監視パトロール

を強化し、これまでに２件の禁止命令を行ったところであります。今後もこのような行為者には厳

しく対処し、資源物の持ち去り行為の抑止に努めてまいります。 

 次に、農業の振興につきましては、本年度より本格実施となりました農業者戸別所得補償制度に

ついて、所得補償交付金の交付申請書の取りまとめを終え、現在、作付等の確認を行っているとこ

ろであります。 

 また、中山間地域における耕作放棄地の防止と農地の多面的機能を確保する中山間地域等直接支

払事業につきましては、新たに７集落において約２０ヘクタールの農地について集落協定が締結を

され、市全体として、１６集落で約７０ヘクタールについて取り組みが展開されることとなりまし

た。今後もこのような地域での取り組みが拡大されることを期待いたしております。 

 次いで、健康づくりと地域医療の充実のうち、任意予防接種のヒブワクチン及び小児用肺炎球菌

ワクチンの予防接種費用助成事業につきましては、ゼロ歳児から４歳児までの児童を対象に、本年

１月から全額助成を実施いたしております。 

 これらワクチンは、接種時の月齢により回数が異なりますが、ゼロ歳児のほとんどが定期予防接

種と同時に接種をしており、想定より多くの児童が本年度内に３回接種する見込みであります。ま

た、２歳児から４歳児までの児童につきましても、市や医療機関からの周知効果もあり、大幅な接

種率の増加が見込まれますことから、本議会に関係経費の予算補正を提案させていただいておりま

す。 

 また、先月２日から２日間、名古屋市において、第７回健康都市連合日本支部総会及び大会が開

催され、副市長及び関係職員が出席をいたしました。大会には、健康に関連の深い市民団体の方々

など延べ２９人もご参加いただき、健康都市の取り組みについて理解を深めていただきました。今

後も市民団体のご協力を得ながら、健康都市の実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、安心・安全なまちづくりのうち、消防力の充実につきましては、去る７月から消防力の適

正配置に係る調査を行っているところであります。また、各種の災害に迅速・的確に対応するため、

消防職員の資質と技術の向上を目的とした各種訓練を反復実施するとともに、今月４日に名張市及

び伊賀市において開催される三重県総合防災訓練には、三重県相互応援隊として、亀山市消防本部

から消火隊４名を派遣し、実践的な広域訓練に参加することといたしております。 

 さらに、市消防団につきましては、日々の訓練の成果として、去る７月１０日に神辺小学校にお

いて亀山市消防団操法大会を実施し、技術の錬磨に努めております。 

 なお、平素から、郷土愛護の精神に基づき、地域防災力の中核を担う消防団員の人材を確保する

ため、本議会に亀山市消防団条例の一部改正を提案させていただいております。 

 一方、台風６号の影響により、去る７月１８日には、市内白木町貝下周辺において竜巻が発生し、

工場等の屋根材の飛散や電柱の倒壊、停電などの被害が発生をいたしました。また、翌１９日には、
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午後からの強い雨により鈴鹿川が増水し、はんらん注意水位に迫る水位となりましたので、南鹿島

町の全世帯に対し避難勧告を発令いたしました。 

 早期の電力復旧や速やかな避難等により、幸いにも大きな被害には至らず、安堵したところでは

ありますが、これから本格的な台風シーズンに入りますので、危機管理には万全を期してまいりた

いと考えております。 

 また、来月２日には、川崎小学校を主会場として住民主導型の総合防災訓練を実施いたします。

この訓練を通じて、いつ起こるかわからない地震災害に対して、地域住民お一人お一人が速やかな

対応が図れるよう、地域の実情に応じた避難行動を再確認いただき、地域防災力のさらなる向上を

図ってまいりたいと考えております。 

 ところで、木造住宅の耐震化につきましては、緊急地震対策・木造住宅補強事業により、市内の

住宅耐震化率の向上を図ってまいりましたが、耐震補強工事は高額な費用を要しますので、いまだ

耐震化が進んでいない住宅も存在いたします。そのため、耐震補強工事と同時に実施するリフォー

ム工事に対する県制度への上乗せ補助や、耐震補強計画の作成に要する費用に対する補助上限額の

引き上げにより、当該補助金の交付対象者がより利用しやすい制度に改正を行いながら、住宅の耐

震化を一層促進し、震災に備えた対策を充実してまいりたいと考えております。 

 続きまして、「道路・交通ネットワークの形成」についてご説明申し上げます。 

 道路網の整備のうち、市道和賀白川線整備事業につきましては、国土交通省との鈴鹿川に関する

河川協議が調いましたので、去る７月に国土交通省と鈴鹿川橋梁下部工事に係る委託契約を締結い

たしました。 

 また、ＪＲ東海とのＪＲ関西本線の跨線橋に関する協議も調い、先月、ＪＲ東海と委託工事の仮

協定を締結いたしております。さらに、市発注工事であります鈴鹿川橋梁上・下部工事につきまし

ても、先月仮契約を締結いたしましたので、今後は平成２５年度の供用開始に向け、事業進捗を図

ってまいりたいと考えております。そのため、本議会に協定の締結並びに工事請負契約の締結を提

案させていただいております。 

 続きまして、「生きがいを持てる福祉の展開」についてご説明申し上げます。 

 生涯学習・生涯スポーツの推進のうち、スポーツの推進につきましては、昭和３６年に制定され

たスポーツ振興法が５０年ぶりに全部改正され、スポーツに関する基本理念を初め、国及び地方公

共団体の責務やスポーツに関する施策の基本となる事項などを定めたスポーツ基本法が先月２４日

に施行されました。この法律の施行に伴い、本議会に亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正を

提案させていただいております。今後は、国が策定するスポーツ基本計画を参考にしながら、本市

の実情に沿った亀山市スポーツ振興計画の見直しを進めてまいります。 

 次に、高齢者・障がい者の介護・支援のうち、亀山市地域福祉計画の策定につきましては、庁内

関係部署及び策定委員会での検討を重ね、素案が作成できましたので、近くパブリックコメントを

実施し、早期の計画策定に努めてまいります。 

 続きまして、「次世代を担う人づくりと歴史文化の振興」についてご説明申し上げます。 

 子育て支援のうち、民間保育所整備事業につきましては、川崎愛児園が園舎の建てかえ工事を完

了され、本日から新園舎に移って保育を実施されると伺っております。 

 また、待機児童施設緊急整備事業につきましては、総合保健福祉センター分館の一部を受け入れ
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施設として改修するための実施設計が完了いたしましたので、来年１月の開所に向け、順次工事を

進めてまいります。 

 なお、この施設の設置に関し、本議会に亀山市待機児童館条例の制定について提案させていただ

いております。これらの取り組みにより、待機児童の解消が図れるものと期待をいたしております。 

 一方、東日本大震災の影響による企業の夏期の電力需給対策に伴い、保護者が日曜日に児童を保

育することができない場合に対応し、去る７月から今月までの３ヵ月間、教育委員会の幼稚園教諭

の協力も得ながら、毎週日曜日に和田保育園において保育を実施しております。 

 次に、歴史的な町並みの保存整備のうち、亀山城周辺保存整備事業につきましては、多門櫓石垣

の修復工事が６月初旬に完了いたしましたので、引き続き城下町亀山のシンボルである多門櫓を、

文化財調査に基づいて江戸時代の姿に復原するための修復工事に着手いたしました。 

 なお、今回の修復は、明治時代に行われて以来の大規模なものであり、平成の大修理になるもの

と考えております。 

 続きまして、「行政経営」についてご説明申し上げます。 

 行財政改革のうち、事務事業の見直しにつきましては、先月２８日に実施しました事業仕分けの

判定結果や仕分け委員からの意見を踏まえ、改めて事業の必要性や改善点などを検証し、その結果

を今後の予算編成に反映するよう努めてまいります。 

 また、コンビニ収納事業につきましては、来月からコンビニエンスストアにおいて、市税等の収

納を開始いたします。今回、ご利用が可能となりますのは、来月以降に発行する水道料金の納入通

知書及び市税の督促に係る納付書等についての納付であり、来年度からは、市税の納税通知書に係

る納付につきましても実施を予定いたしております。夜間・休日の収納窓口が拡大することで、収

納環境と納税者等の利便性の向上が図れるものと期待するところであります。 

 一方、住民基本台帳法の一部を改正する法律が来年７月をめどに施行され、外国人住民の利便の

増進と市町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられ

ることとなります。そのため、外国人住民の住民基本台帳への登録に向けた移行措置として、住民

票の基礎となる仮住民票の作成が必要となりますので、それらを的確に作成できるシステムの構築

について、本議会に関係経費の予算補正を提案させていただいております。 

 ところで、第１次亀山市総合計画後期基本計画の策定につきましては、先月２６日に第４回総合

計画審議会を開催し、基本施策ごとの現状と課題など、現段階における庁内検討組織での検討資料

を提出し、協議をいただいたところであります。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 

 最後に、本年５月２１日から８月２０日までにかかる３,０００万円以上１億５,０００万円未満

の工事請負契約の状況は別紙のとおりでございましたので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育委員会委員長に教育行政の現況について報告を求めます。 
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 肥田教育委員会委員長。 

○教育委員会委員長（肥田岩男君登壇） 

 おはようございます。 

 平成２３年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況についてご報告申し上げ、議

員各位を初め、市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、この夏も猛暑に見舞われ、児童生徒の健康保持について、熱中症や食中毒等の注意報や警

報発令時の対応について注意をしてまいりました。大きな事故報告もなく、子供たちが地域の皆様、

市民の皆様に支えられた夏休みが送れたことを深く感謝申し上げます。 

 ところで、去る７月２６日に、木材利用推進中央協議会が主催します平成２３年度木造施設普及

コンクールにおきまして、農林水産大臣賞を受賞いたしましたのでご報告申し上げます。 

 地域の杉材等を柱、壁、天井等に使用し、木のぬくもりを感じる校舎であることや、関宿の町並

み近くにあることから、まちづくりと調和のとれた学校施設であることが高く評価されて、今回の

受賞につながったものと考えています。 

 次に、教育に関する国の情勢でありますが、去る７月に文部科学省有識者会議より２件の報告書

が出されました。一つは、東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備についてであります。も

う一つは、子供の豊かな学びを創造し、地域のきずなをつなぐ、地域とともにある学校づくりの推

進方策であります。二つの報告書が共通して言及していることは、地域の中の学校及びそこでの教

職員の役割という視点であります。 

 そこで、このような視点にも配慮しながら、後期基本計画の作成や教育委員会所管の各種計画の

見直しを行っているところでございます。 

 それでは、最初に学校教育関係についてご説明申し上げます。 

 感染症対策の一環といたしまして、本年度から疾患の流行状況を関係者で共有するサーベイラン

スシステムを市内の幼稚園や小・中学校においても導入いたします。パソコンを使って感染症によ

る欠席者等を入力していくものでありますが、今月を試行期間とし、来月から正式参加を予定して

いるところでございます。 

 続きまして、教育研究関係についてご説明申し上げます。 

 まず、去る７月に開催されました鈴亀地区中学校総合体育大会において、団体の部で中部中学校

野球部が、また亀山中学校と中部中学校の剣道部女子が県大会出場を果たしました。健闘をいたし

ましたが、残念ながら入賞には至りませんでした。 

 個人の部では、剣道・柔道・新体操・水泳の４種目で１２名が県大会に出場し、そのうち４名が

東海大会に出場しました。 

 東海大会においては、陸上で中部中学校１名が６位に、また水泳で亀山中学校１名が１５位に入

り、見事入賞を果たしました。各大会での皆さんの健闘をたたえるとともに、今後も生徒が活躍で

きるよう、体力向上に向けた取り組みやクラブ活動の支援を行ってまいります。 

 次に、子供たちの学力についてでございます。 

 本年４月に実施いたしました亀山市レディネス・テストにつきまして、昨年度の結果と比較しま

すと、小・中学校の国語科の得点に向上が見られました。これは、これまで全保幼・小・中学校全

体で読書指導や国語科研究等に力を注いできたことが成果につながったと考えております。 
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 一方で、算数・数学科におきましては、分数、図形、数量関係等に弱さが見られ、課題となって

いるところでございます。今後は算数・数学科につきましても、反復・補充学習を強化するなど工

夫し、学力向上に向けてさらに取り組んでまいります。 

 続きまして、学校施設等の整備関係についてご説明申し上げます。 

 まず、井田川小学校教室増設工事でございますが、第１理科室の普通教室への転換につきまして

は、工事請負契約を締結し、現在、改築工事を進めているところでございます。 

 次に、空調機設置事業でありますが、本年度、中部中学校の学習対応教室及び特別支援教室等８

教室への空調機の設置について、夏季休業期間を活用した工事に取り組んでいるところでございま

す。 

 続きまして、生涯学習関係についてご説明申し上げます。 

 まず、公民館事業につきましては、中央公民館及び各地区コミュニティセンターにおきまして、

本年度も３８の文化講座を開催しております。最近の傾向としましては、団塊の世代の方々には、

「男のつくるヘルシー料理」や「ぱそこん講座」、また女性には、体を使った心身の健康づくりに

関する「やさしいヨガ」「やさしいピラティス」などの講座が好評を得ております。今後も魅力あ

る講座を企画・開催し、市民の皆様への学習機会の提供に努めてまいります。 

 次に、青少年健全育成関係でございます。 

 青少年総合支援センターでは、青色回転灯搭載車２台による街頭パトロールを実施しております。

特に、夏季期間については河川等のパトロールを重点的に行い、水難事故の防止に向けた取り組み

を行ったところでございます。 

 さらに、関宿夏祭り、納涼大会、関宿納涼花火大会等の夏のイベント時には、地域の補導委員や

青少年育成会議の協力により、合同パトロールを実施し、地域ぐるみで街頭補導や防犯活動を行っ

ていただいております。 

 また、先月１７日から２０日までの間、亀山市青少年育成市民会議との共催により、本年で３年

目となりますサマーキャンプ３泊４日を開催いたしました。これは「亀山っ子市民宣言」を具現化

するため、さまざまな自然体験や生活体験を通して、青少年の規範意識や地域に対する関心の高揚、

自立促進をねらいとした実践活動でございます。このサマーキャンプを通して、参加した子供たち

の健全育成と青年リーダーの育成にも寄与できたとものと感じております。 

 さらに、三重県の安心こども基金地域子育て創生事業補助金を活用し、早寝早起き早ごはんキャ

ンペーンへの取り組みを計画しております。これは、子供の生活リズムの向上を目的として、キャ

ンペーンキャラクターを制作し、市内の幼稚園・保育園・学校等の園児・児童に対して、規則正し

い生活リズムの重要性に向けた啓発を行うもので、本議会に関係経費の予算補正を提案させていた

だいております。 

 続きまして、図書館についてでございます。 

 夏休み期間中には、連日大勢の利用者に来館いただきました。図書館では、季節に応じた図書コ

ーナーの設置や新刊図書の充実を図るとともに、小・中・高生を対象とした課題図書や、「戦争と

平和」「自由研究・工作」コーナー等を設置し、子供たちの自由研究や宿題解決の手助けとなるよ

う努めたところでございます。今後も図書館サービスの充実を図りながら利用促進に努めてまいり

ます。 
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 最後に、文化財の保護関係についてでございます。 

 先月１０日、江戸時代に建築された関宿の質の高い町屋の代表例と言える「旧田中家住宅」及び

亀山市域における豊臣秀吉時代の支配の様子が具体的にうかがえる「豊臣秀吉朱印状（堀尾帯刀宛

知行目録）」を亀山市文化財に指定いたしました。今後も文化財の指定等により、文化財の保護に

努めてまいります。 

 以上、教育行政の現況についてご報告申し上げました。よろしくご審議、ご指導賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 教育委員会委員長の現況報告は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時４３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５５分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの教育行政現況報告につきまして、肥田教育委員長より一部訂正の発言を求められており

ますので、これを許可いたします。 

 肥田教育委員会委員長。 

○教育委員会委員長（肥田岩男君登壇） 

 先ほど申し上げました中で、３ヵ所飛ばしましたので、すみません、申し上げます。 

 １ページ上から１０行目、「昨年度完成しました関中学校が、全国１１２点の応募の中から」、

この間を飛ばしました。 

 それから、３ページの下から３行目でございます。青少年育成市民会議と申し上げなければなら

なかったところを「市民」を抜かしました。青少年育成市民会議ということでございます。 

 それから、４ページの上から９行目、早寝早起き朝ごはんを「早ごはん」と言ってしまいまして、

「朝ごはん」でございます。 

 ３ヵ所大変失礼いたしました。ご訂正をよろしくお願いをいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 ただいま肥田教育委員会委員長から申し出のありました教育行政現況報告の中で、３ヵ所の部分

を訂正することについては、議長においてこれを許可いたします。 

 肥田教育委員会委員長に申し上げます。今後、間違いのないようにお願いしたいと思います。 

 次に日程第５、議案第５３号から日程第３８、報告第１９号までの３４件を一括議題といたしま

す。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 
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 まず、議案第５３号亀山市待機児童館条例の制定についてでございますが、現在、市内の保育所

では、定員超過等により入所したくても入所できない児童が恒常的に発生している状況であります。

この状況を解消するため、緊急的な措置といたしまして、総合保健福祉センター分館の一部を待機

児童を受け入れる施設に改修し、平成２４年１月の開所に向け整備を進めております。 

 今回この施設について、待機児童の保育を行うこと等により、児童の福祉の向上を図る施設とし

て設置するため、本条例を制定するものでございます。 

 制定内容は、まず、施設の名称を亀山市待機児童館といたします。 

 次に、待機児童館で行う事業は、保育所への入所を待機している児童に対し、一時的な保護とし

ての保育を行うこと等といたします。 

 次に、対象となる児童は、保育の実施基準に該当する児童、２以上の保育所に入所の申し込みを

し、待機している児童のいずれにも該当する３歳に達していない児童といたします。 

 次に、待機児童館の開館時間は、午前７時３０分から午後６時３０分までとし、保育時間は、原

則として１日につき８時間といたします。 

 次に、保育料は、保育所の保育料と同額とし、前月納付といたします。 

 次に、待機児童館は、亀山市立医療センターの院内保育に利用いたしますことから、待機児童に

対する保育以外の事業ができることといたします。 

 なお、施行日は平成２４年１月１日とし、入所の承諾に関し、必要な手続、保育料の徴収等につ

きましては、平成２３年１２月１日からできることといたします。 

 次に、議案第５４号亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正についてでございますが、スポー

ツ振興法の全部改正により、スポーツ基本法が平成２３年６月２４日に公布され、８月２４日から

施行されました。 

 現在、市ではスポーツ振興法の規定に基づく亀山市スポーツ振興審議会を設置しておりますが、

今回の法改正により、スポーツ基本法の規定に基づく亀山市スポーツ推進審議会に改めるため、本

条例について所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず、条例の題名を亀山市スポーツ推進審議会条例に改めます。 

 次に、スポーツ基本法第３１条の規定に基づき、亀山市スポーツ推進審議会を置くことといたし

ます。 

 次に、亀山市スポーツ推進審議会の所掌事務は、市長の諮問に応じ、地方スポーツ推進計画に関

すること等のスポーツの推進に関する重要事項について調査・審議し、市長に建議することといた

します。 

 次に、亀山市スポーツ推進審議会の委員は、スポーツに関し識見を有する者のうちから市長が委

嘱することといたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第５５号亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてでございますが、

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が平成２３年７月２９日に公布、施行され、

災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、一定の要件に該当する死亡者の兄弟姉妹が加えられま

した。このことから、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に準拠して、市の災害弔慰金の支給

等に関する事項を定めている本条例について、所要の改正を行うものでございます。 
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 改正内容は、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれもが存しない場合であっ

て、死亡した者の死亡当時、その者と同居し、または生計を同じくしていた兄弟姉妹がいるときは、

その兄弟姉妹に対して災害弔慰金を支給するものといたします。 

 なお、施行日は公布の日とし、改正後の規定は、平成２３年３月１１日以降に生じた災害により

死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用をいたします。 

 次に、議案第５６号亀山市営住宅条例の一部改正についてでございますが、市では、低所得者な

どの住宅困窮者の居住の安定の確保を図るため、平成２１年３月に策定いたしました亀山市住生活

基本計画におきまして、平成２７年度までに２００戸の市営住宅を供給するという目標を定め、そ

のうち７０戸を民間が所有する賃貸共同住宅の活用により供給することといたしております。 

 このため、本年度から亀山市民間活用市営住宅事業を開始しており、民間が所有する賃貸共同住

宅を借り上げ、市営住宅として設置及び管理を行うこととするため、本条例について所要の改正を

行うものでございます。 

 改正内容は、借り上げによる市営住宅として、井田川駅前住宅を設置いたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第５７号亀山市消防団条例の一部改正についてでございますが、少子・高齢化等の社

会環境の変化に伴って、地域防災力の中核を担う消防団員の数が全国的に減少し、定員確保が難し

い現状です。このことから、本市におきましても、地域防災に意欲のある人材を確保する方策の一

つとして、消防団員の任命資格の一部を見直すため、本条例について所要の改正を行うものでござ

います。 

 改正内容は、消防団員の任命資格のうち、年齢の上限である４５歳未満を削ります。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてでございますが、

補正額は１億３,２６９万１,０００円を追加し、補正後の予算総額は２００億５,７３７万５,００

０円といたしております。 

 それでは、歳出の主な補正内容からご説明申し上げます。 

 まず総務費では、住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民を対象に仮住民票を作成するための

外国人仮住民票発行システム導入事業に係る経費を計上いたしました。 

 民生費では、障がい者福祉施設整備事業への補助金やグループホームへのスプリンクラー設置補

助金、また国の補助基準等の改正に伴う学童保育所費を増額計上いたし、衛生費では、接種者の増

加により、ヒブワクチン予防接種費及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費について増額計上いた

しました。 

 農林水産業費では、農業集落排水事業特別会計への繰出金を増額するほか、獣害被害防止対策事

業費補助金や中山間地域等直接支払事業交付金につきまして、それぞれ増額計上いたしました。 

 土木費では、社会資本整備総合交付金の額の確定により、市道川崎白木線における道路舗装事業

費を増額計上し、また、老朽化した樺野下水路における施設整備費を計上するほか、緊急地域経済

対策事業として、安全で安心して暮らすことのできる住環境向上のための住宅リフォーム助成事業

に係る経費を計上いたしました。 

 教育費では、子育て学習展開事業や人権教育キャラバン事業などに係る経費を計上いたし、災害
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復旧費では、さきの台風６号による災害発生に伴う道路橋梁災害復旧事業費を計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、児童扶養手当負担金や災害復旧事業費負担金などの国庫負担金や、

社会資本整備総合交付金として国庫補助金を、また介護基盤緊急整備事業費補助金、障がい者グル

ープホーム等緊急整備事業補助金、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金などの県補

助金を計上するほか、災害復旧事業債などを計上いたしました。 

 なお、補正財源として、前年度繰越金を充当いたしております。 

 次に、議案第５９号平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

ですが、今回の補正額は、歳入歳出それぞれ８,５６０万円を減額し、補正後の予算総額を８億５,

６４０万円といたしております。 

 主な補正内容は、処理施設維持管理費の増額のほか、昼生地区整備事業における県補助金の額の

確定に伴い事業費を減額するものでございます。 

 次に、議案第６０号平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）についてですが、今回

の補正は、昼生地区における農業集落排水事業に伴う事業費の精査などが主なもので、収益的収入

を３１万８,０００円減額し、補正後の予算額を１１億６,８９８万２,０００円に、収益的支出を

１１２万８,０００円増額し、補正後の予算額を１１億４,１０２万８,０００円といたしました。 

 また、資本的収入を５３０万２,０００円減額し、補正後の予算額を１億７９９万８,０００円に、

資本的支出を２,０００万円増額し、補正後の予算額を６億５,０２０万円といたしております。 

 以上が、今回提案いたしました一般会計補正予算、農業集落排水事業特別会計補正予算及び水道

事業会計補正予算の主な内容でございます。 

 なお、詳細につきましては、副市長をして説明いたさせますので、よろしくご審議をお願い申し

上げます。 

 次に、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、

歳入総額２２１億２,１４３万５,１７２円に対し、歳出総額は２０９億６,１８５万３,３５２円と

なり、歳入歳出差引額は１１億５,９５８万１,８２０円の黒字となっております。このうち、翌年

度へ繰り越すべき財源といたしまして、７,７４３万９,８６５円を差し引きました実質収支額は、

１０億８,２１４万１,９５５円となっております。 

 また、地方自治法第２３３条の２の規定により、５億５,０００万円を財政調整基金に繰り入れ

ております。 

 次に、議案第６２号平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額４０億５,７９４万２,７９４円に対しまして、歳出総額は４０億３,４

３３万９,９３５円となり、歳入歳出差引額は２,３６０万２,８５９円の黒字となっております。 

 次に、議案第６３号平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいますが、歳入総額１３１万１,５１４円に対しまして、歳出総額は同額の１３１万１,５１４円

となっております。 

 次に、議案第６４号平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございますが、歳入総額７億３,８８３万８,０１６円に対しまして、歳出総額は７億１,８６

０万７,９８１円となり、歳入歳出差引額は２,０２３万３５円の黒字となっております。 

 次に、議案第６５号平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について



－１５－ 

でございますが、歳入総額６億９,２９５万９,０９５円に対しまして、歳出総額は６億８,２４８

万２９７円となり、歳入歳出差引額は１,０４７万８,７９８円の黒字となっております。 

 次に、議案第６６号平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございますが、歳入総額１３億９５６万６,４８２円に対しまして、歳出総額は１２億８,８３９万

１,９５０円となり、歳入歳出差引額２,１１７万４,５３２円の黒字となっております。 

 このうち、翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして、７００万円を差し引きました実質収支額

は１,４１７万４,５３２円となっております。 

 以上が、平成２２年度の一般会計並びに各特別会計の決算の状況でございます。 

 詳細につきましては、会計管理者から説明いたさせますので、よろしくご了承賜りたいと存じま

す。 

 次に、議案第６７号平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定についてでございますが、収益

的収入の決算額は１１億７,８１９万３,０８０円、同支出は１１億８３７万８,２８５円で、消費

税を差し引いた当年度純利益は４,８６５万８,７４３円となっております。なお、資本的収入は７,

５９０万６０６円で、同支出は６億２,４２３万９,６０９円となっておりまして、収支差し引きで

不足する額５億４,８３３万９,００３円は、当年度分損益勘定留保資金などで補てんいたしており

ます。 

 次に、議案第６８号平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定についてでございますが、

収益的収入の決算額は７,０８３万２,８０９円、同支出は５,５２６万２４２円で、消費税を差し

引いた当年度の純利益は１,５５７万２,５６７円となっております。なお、資本的収入はなく、同

支出は５,１４６万２,９６２円となっておりまして、過年度分損益勘定留保資金で補てんをいたし

ております。 

 次に、議案第６９号平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定についてでございますが、収益

的収入の決算額は１４億９,７４３万６,７４２円、同支出は１５億５,６０５万４,５７１円となり、

収支差し引きの当年度純損失は５,８１３万８,２８０円となったため、これに前年度繰越利益剰余

金の２０７万６,８４２円を充てることにより、当年度未処理欠損金は５,６０６万１,４３８円と

なりました。なお、資本的収入及び支出でございますが、収入額は２,９２５万４,３６１円に対し

まして、支出額は２億２,７２９万８,０３３円となり、差し引き不足額１億９,８０４万３,６７２

円は過年度分損益勘定留保資金で補てんをいたしております。 

 次に、議案第７０号平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定についてでございますが、

収益的収入の決算額は１億３,１４２万７１６円、同支出は１億５,２３４万９,４３１円で、収支

差し引きの当年度純損失は２,０９６万８,９１５円となり、前年度繰越欠損金１９２万５１５円と

合わせて、当年度未処理欠損金は２,２８８万９,４３０円となりました。なお、資本的収入はなく、

同支出は８４万４,２００円となっており、過年度分損益勘定留保資金などで補てんをいたしてお

ります。 

 以上、各企業会計決算の詳細につきましては、所管するそれぞれの担当部長から説明をいたさせ

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、議案第７１号協定の締結についてでございますが、市道和賀白川線整備事業に伴う関西本

線亀山構内６１キロ１８５メートル付近における白髭跨線橋新設工事の施行に関する協定につきま
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して、平成２３年８月１１日付で議会の議決を成立条件といたしまして協定を締結いたしましたの

で、地方自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。なお、協定の金額は

２億２６５万円で、協定の相手方は名古屋市中村区名駅一丁目３番４号、東海旅客鉄道株式会社東

海鉄道事業本部長 中村 滿でございます。 

 次に、議案第７２号工事請負契約の締結についてでございますが、市道和賀白川線整備事業に伴

う和賀白川線鈴鹿川橋梁上・下部工事につきまして、平成２３年８月１２日付で仮契約いたしまし

たので、地方自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条に規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の方法は一般競争入札で、契約の金額は５億８,５９０万円、契約の相手方は津市栄町２丁

目３０４番地、日本ピーエス・堀田特定建設工事共同企業体、共同企業体代表者、株式会社日本ピ

ーエス三重営業所所長 池上茂幸でございます。 

 次に、議案第７３号市道路線の変更について、議案第７４号市道路線の変更について及び議案第

７５号市道路線の廃止についてでございますが、いずれも井田川駅前整備事業に伴う路線再編成に

より、井田川駅前線及び井田川停車場線を路線変更し、また井田川９号線を路線廃止するものでご

ざいまして、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 続きまして、報告第９号の決算に関する附属書類の提出についてでございますが、決算の認定に

関連いたしまして、地方自治法及び同法施行令の規定により、主要施策の成果報告書など附属書類

をあわせて提出いたしておりますので、よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、報告第１０号健全化判断比率の報告についてでございますが、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率とされる実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率及び将来負担比率をご報告するものでございます。 

 平成２２年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきま

しては、実質収支額、資金不足額ともに赤字となっておりませんので、指数はなしとなっておりま

す。 

 また、実質公債費比率は、元利償還額及び準元利償還金の標準財政規模に対する割合をあらわし、

３.１％となっております。 

 さらに、将来負担比率は、将来負担額に対し充当可能財源等が上回るため、指数はなしとなって

おります。 

 このように、平成２２年度決算に基づく健全化判断比率につきましては、早期健全化及び財政健

全化の両基準に対し、十分に余裕を持った指数となっております。 

 次に、報告第１１号から報告第１６号の資金不足比率の報告についてでございますが、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業各会計の資金不足比率を

ご報告するものでございます。 

 平成２２年度決算に基づく資金不足比率は、資金不足額の営業収益に対する割合をあらわしてお

り、各会計ともに資金不足が生じていないため、すべて指数なしでございます。 

 次に、報告第１７号平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告についてでございますが、平成

２１年度から平成２２年度の２ヵ年継続事業として実施いたしました亀山中学校改築事業、関中学
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校改築事業及び亀山東幼稚園改築事業が終了いたしましたので、地方自治法施行令第１４５条第２

項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第１８号専決処分の報告についてございますが、市内布気町地内において発生いたし

ました、庁用車両による物損事故に伴う損害賠償の額を定めることにつきまして、７月１４日に地

方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告

するもので、その賠償金額は１７万２,３２７円でございます。 

 次に、報告第１９号専決処分の報告についてでございますが、市内関町富士ハイツ地内において

発生しました、防火水槽敷地除草作業における物損事故に伴う損害賠償の額を定めることにつきま

して、７月１４日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第

２項の規定により報告するもので、その賠償金額は１万５,１２０円でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 市長の上程各案に対する提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に平成２３年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 今議会に提出をいたしました補正予算の主な項目につきまして、補足説明をさせていただきます。 

 それでは、一般会計補正予算に関する説明書の歳出から、各予算の説明欄をごらんいただきなが

ら、順次ご説明をさせていただきます。 

 補正予算書の４ページをお開き願いたいと思います。 

 第２表 地方債補正でございますが、さきの台風６号による被災の災害復旧に伴う公共土木施設

災害復旧債１７０万円を追加いたしました。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 総務費の上段、一般管理費、実行委員会負担金４９万６,０００円につきましては、新たな団体

が「美（うま）し国おこし・三重」実行委員会の趣旨に沿った事業採択を受けましたことに伴いま

して、事業費の一部を実行委員会へ負担するものでございます。 

 次に、自治会支援事業、集会施設建築等助成金１０万６,０００円につきましては、緊急を要す

る修繕の申請がふえたことに伴いまして増額補正をするものでございます。 

 中段の戸籍住民基本台帳管理費では、臨時雇賃金７４万１,０００円を計上のほか、外国人仮住

民票発行システム導入事業１,２６０万円につきましては、住民基本台帳法の一部改正により、平

成２４年７月を目途に外国人への住民票の交付が行われることに伴い、当該システムの導入に伴う

委託事業を計上いたしました。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

 民生費の上段、一般事業７万９,０００円につきましては、国民生活基礎調査等の実施に伴う調

査員１名分の報酬・旅費等を計上いたしました。 

 次に、障がい者福祉施設整備事業７５０万円につきましては、グループホーム・ケアホーム一体

型の施設整備が行われますことから、設置者への補助金を増額補正するものでございます。 
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 次の介護基盤緊急整備事業３７２万１,０００円につきましては、グループホームへのスプリン

クラー設置経費を助成するものでございます。いずれも財源といたしまして、歳入予算におきまし

て同額の県支出金を計上いたしております。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 上段の学童保育所費４３７万８,０００円につきましては、国の補助金交付要綱の基準が変更に

なりましたことから、既存の学童保育に係る指定管理料及び民間施設活動事業費補助金を増額する

ものでございます。なお、歳入予算におきまして、基準額の変更により県支出金として補助金を増

額計上いたしております。 

 次の児童扶養手当給付費５５５万円につきましては、受給対象者の増に伴い増額計上するもので

ございます。なお、歳入予算におきまして、国庫支出金として負担金を増額計上しております。 

 次に、衛生費の三重大学亀山地域医療学講座支援事業につきましては、三重大学との設置協定を

平成２３年６月から締結いたしましたことに伴い、４月、５月分の５２０万円を減額するものでご

ざいます。 

 次のヒブワクチン予防接種費用助成事業１,２１０万円及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費

用助成事業１,９９０万円につきましては、いずれも接種者の増に伴い委託料を増額計上するもの

で、歳入予算におきまして、県支出金として補助金を増額計上いたしております。 

 次に、１９ページをお願いいたします。 

 農林水産業費の上段、農業集落排水事業４２５万８,０００円につきましては、農業集落排水事

業特別会計の補正に伴い、繰出金を増額するものでございます。 

 次の有害鳥獣対策事業１３５万円につきましては、獣害による農作物に対する被害対策として、

電気さく、網等による防護さく設置に対する補助で、当初の見込みより多くの助成要望にこたえる

ため、増額補正をいたすものでございます。 

 次の中山間地域等直接支払事業１５３万５,０００円につきましては、新たに関地区の７集落と

協定を締結することから、交付金を増額するものでございます。なお、歳入予算におきまして、県

支出金として補助金を増額計上しております。 

 下段の商工費、一般事業につきましては、市が実施した家族の時間づくり事業が国の実証事業に

採択されましたことに伴い、国においてアンケートが実施されることから、委託料１００万円を減

額するものでございます。 

 次に、２１ページをお願いいたします。 

 土木費の一般管理費９９万１,０００円につきましては、道路管理台帳システム保守委託事業に

おいて、業務精査や道路施設のデータ更新を付加することなどから増額補正するものでございます。

また、道路舗装事業４,０８０万円につきましては、社会資本整備総合交付金の額の確定により、

緊急性の高い川崎白木線において舗装工事を実施するものでございます。なお、歳入予算において、

国庫支出金として交付金２,２００万円を計上いたしております。 

 下段の緑地等環境美化事業１６８万２,０００円につきましては、既に緊急雇用創出事業として

本年１１月まで実施いたすものでしたが、平成２４年３月までの延長が認められましたことに伴い

増額するものでございます。なお、歳入予算につきましては、県支出金として同額の補助金を増額

計上いたしております。 
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 次に、２３ページをお願いいたします。 

 土木費の施設整備事業６５０万円につきましては、菅内町樺野地区における下水路の老朽化に伴

い整備を行うものでございます。また、次の県営街路事業８３万４,０００円につきましては、県

道北山芸濃線において、県より歩道整備が行われますので、本市の負担を計上いたしております。 

 下段の住宅リフォーム助成事業５９６万６,０００円につきましては、安全で安心して暮らすこ

とができる住環境の確保のため、住宅リフォームを行う場合に経費の一部を助成するものでござい

ます。また、施工業者を市内に限定することで地域経済の活性化につながるもので、これらに係る

経費として臨時雇賃金及び助成金を計上いたしております。 

 次に、２５ページをお願いいたします。 

 教育費の上段、子育て学習展開事業１７０万円につきましては、市内の幼稚園・保育園等で子供

の生活リズム向上を呼びかける「早寝早起き朝ごはん」キャンペーンキャラクター２体の作製経費

を計上いたしております。なお、歳入予算におきまして、県支出金として同額の補助金を計上いた

しております。 

 次に、一般事業５０万円につきましては、文化会館が実施する音楽の楽しみ方ワークショップと

音楽会について、財団法人自治総合センターより助成を受けるものでございます。なお、歳入予算

において、同額を雑入で地域の芸術環境づくり助成金として計上いたしております。 

 下段の人権教育キャラバン事業２５万円につきましては、県の委託事業として、亀山中学校にお

いてさまざまな子供の人権課題に対応するキャラバン事業を実施するものでございます。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

 災害復旧費、道路橋梁災害復旧事業５１０万円につきましては、さきの台風６号により、市道神

武線の災害箇所の復旧に係る経費を計上いたしております。なお、財源として、歳入予算におきま

して、国庫支出金及び市債を計上いたしております。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。 

 戻りまして、９ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、今回補正をいたしました事業に対する国・県支出金等をそれぞれ計上いた

しました。 

 下段の県支出金、第２目民生費県補助金のうち、第１節社会福祉費補助金で過年度県補助金精算

金５６０万２,０００円につきましては、福祉医療費の過年度精算金を計上いたしております。 

 次に、１１ページをお願いいたします。 

 ２段目の繰越金につきましては、今回の補正予算の一般財源として、前年度繰越金６,３６３万

１,０００円を計上いたしております。 

 次に、雑入につきましては、老人保健診療報酬過年度返還金２,０００円を、中勢用水土地改良

事業負担金４万５,０００円などを計上いたしております。 

 以上、簡単でございますが、一般会計補正予算（第２号）の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 第２表 地方債補正でございますが、昼生地区農業集落排水整備事業について、県補助金の額の

確定に伴い、あわせて地方債を４,４００万円減額するものでございます。 
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 次に、４１ページをお願いいたします。 

 上段の事業費で処理施設維持管理費４４０万円につきましては、加太地区における農業集落排水

処理場において、緊急通報装置や中継ポンプ場制御盤においてふぐあいが生じていることから、修

繕が必要となり増額するものでございます。 

 中段の建設改良費の施設整備事業につきましては、昼生地区農業集落排水事業に要する経費で、

県補助金の減額や、新たに下水道工事にあわせて実施いたします水道管改良工事などによる事業精

査により、工事請負費や水道管移設補償費など９,０００万円を減額するものでございます。 

 戻りまして、３７ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、補助金の決定を受けて、各費目において精査し補正するほか、下庄地内に

おいて農業集落排水事業とあわせて実施をいたします水道管改良工事に伴う工事請負金２,０００

万円などを計上いたしております。 

 次に、水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 収益的収入につきましては、昼生地区農業集落排水事業に伴う事務費を３１万円８,０００円減

額するものでございます。次の支出では、臨時事務補助員１名分の賃金１１２万８,０００円を増

額計上いたしております。 

 次に、４６ページをお願いいたします。 

 資本的収入につきましては、昼生地区農業集落排水事業に伴う工事負担金５３０万２,０００円

を減額するものでございます。また、資本的支出のうち、負担金２,０００万円につきましては、

農業集落排水事業により実施する水道管改良工事の水道負担金を計上いたしております。 

 以上をもちまして、一般会計並びに農業集落排水事業特別会計、水道事業会計の補正予算の補足

説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 

 次に、平成２２年度各会計決算について補足説明を求めます。 

 まず、会計管理者に平成２２年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算についての補足説明を求

めます。 

 片岡会計管理者。 

○会計管理者（片岡久範君登壇） 

 それでは、議案第６１号から議案第６６号までの平成２２年度一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算について、補足説明をいたします。 

 先ほど市長から提案理由の説明がございましたが、私からは歳入の主なものと、歳出は実施計画

に登載された主要事業の中から主なものについて決算状況を説明いたします。 

 お手元の一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書、並びに決算の附属書類の一般会計歳入歳出決

算事項別明細書の４２、４３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、一般会計の歳入の主なものでございますが、第１款市税は、２１年度と比べ約１５億円の

減収となっておりまして、調定額１３２億１,１４７万５,０２３円、収入済額１２３億４,１１７

万３,０２６円、不納欠損額１,１８１万８,０６６円、収入未済額８億５,８４８万３,９３１円で、
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調定額に対します収納率は９３.４％となっております。 

 市税の主な税目の収納率でございますが、市税は９０.９％、固定資産税は９５.９％、軽自動車

税は８５.６％、都市計画税は９５.９％となっております。 

 次に、４６、４７ページをごらんください。 

 第１０款地方交付税の収入済額は８億４,２４７万１,０００円でございます。 

 次に、５２、５３ページ中ほどをごらんください。 

 第１４款国庫支出金の収入済額は１９億９,６２８万７,４９８円となっております。 

 次に、５８、５９ページ中ほどでございますが、第１５款県支出金の収入済額は１１億５,７６

２万２,７３３円となっております。 

 次に、６６、６７ページ下段をごらんください。 

 第１８款繰入金の収入済額は９億２,９５９万９,１４０円で、主なものは、財政調整基金からの

繰入金でございます。 

 次に、６８、６９ページをごらんください。 

 第１９款繰越金の収入済額は１２億３,２３１万６００円で、備考欄に記載のとおり、前年度繰

越金、繰越明許費等が主なものでございます。 

 次に、７４、７５ページ中ほどをごらんください。 

 第２１款市債の収入済額は１５億９,６６０万円でございます。主なものといたしましては、臨

時財政対策債を初め、和賀白川線及び野村布気線整備事業に伴います土木債、並びに亀山中学校、

関中学校改築に伴います教育債などでございます。 

 ページ下段の歳入合計は、予算現額２１６億６,０８３万６,０８３円に対しまして、調定額は２

３１億１,３９６万３,０２８円、収入済額は２２１億２,１４３万５,１７２円でございます。また、

不納欠損額は１,２４３万１,５８６円、収入未済額は９億８,００９万６,２７０円となった次第で

ございます。 

 続きまして、一般会計の歳出につきまして、実施計画に登載されております事業を中心に、主な

ものに絞って説明させていただきます。 

 まず、第２款総務費でございます。１０７ページ上段をごらんいただきたいと存じます。 

 緊急耐震対策事業の木造住宅補強事業は、住宅耐震補強事業補助金等に要した経費４,８５４万

１,０００円、中段の内部情報系システム事業は、総合型内部情報システム導入に要した経費で、

６,６４５万２,１２１円などが主なものでございます。 

 次に、第３款民生費でございます。１３５ページ上段をごらんください。 

 介護基盤緊急整備事業は、施設整備に対する財政支援に要した経費２億９,３２７万９,０００円、

１４３ページ上段の民間保育所整備事業は、施設整備に対し助成した経費で６,４０９万２,０００

円、中段の小中学生医療費無料化事業で８,８６６万２,７９１円などが主なものでございます。 

 続きまして、第４款衛生費でございます。１５９ページ中ほどをごらんください。 

 妊婦健康診査支援事業で３,７０７万８,７９２円、１７３ページ中段の飛灰再資源化事業は、飛

灰資源化処理業務委託に要した経費２,２５４万２,４８９円、１７５ページ中段のストックヤード

整備事業で２,８５９万６,１００円などが主なものでございます。 

 次に、第６款農林水産業費でございます。１９１ページ上段をごらんください。 
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 森林環境創造事業は、環境林整備に要した経費２,１８４万９,１７９円が主なものでございます。 

 次に、第７款商工費でございます。１９３ページ下段をごらんください。 

 新地域生活交通再編事業は、「さわやか号」などの運行等に要した経費１億６８１万５,９７５

円、２０１ページ中段のＪＲ亀山駅バリアフリー化促進補助金交付事業で２億３,９４５万５,３２

５円などが主なものでございます。 

 次に、第８款土木費でございます。２０３ページをごらんください。 

 土砂災害情報相互通報システム整備事業は、受信サーバーの設置、システム作成等に要した経費

１,６５６万９,０００円、２０５ページの道路台帳整備費で５,４０４万４,４５５円、２０９ペー

ジ下段から２１１ページの合併特例事業、和賀白川線整備事業で繰り越し分を含め６,２７３万１,

３９１円、野村布気線整備事業で繰り越し分を含め５,５９６万７２５円、２１５ページ中ほどの

地域活力基盤創造事業、耐震化補強事業で７,６３３万３,０５０円、社会資本整備総合交付金事業、

耐震化補強事業で７,０３９万２,０００円、２２１ページ下段の亀山公園整備事業で、繰り越し分

を含め５,５５４万６,０５０円、２２５ページ上段の天神水路整備事業で７,１６６万３,５５０円

が主なものでございます。 

 次に、第１０款教育費でございます。２４１ページ中ほどをごらんください。 

 個の学び支援事業は、介助員等を配置した経費で、小学校費４,９６６万３,７２３円、２４７ペ

ージ下段の中学校費で１,９５４万４,９４５円、２５５ページ、幼稚園費で１,３７７万２,５９０

円でございます。 

 少し戻っていただきまして、２４１ページ中ほどをごらんください。 

 安全・安心な学校づくり事業として、トイレ改修事業で４,４１０万円、空調機整備事業で３,９

８０万３,４００円、校庭芝生化モデル事業で１,４４１万６,５００円、２４７ページ下段の中学

校給食実施事業で３,１０８万８,２３８円、亀山中学校改築事業で繰り越し分を含め６億５,２２

４万１,２３７円、２４９ページの関中学校改築事業で繰り越し分も含め８億４,０５９万４,９６

１円、２５５ページ下段の亀山東幼稚園改築事業で２億７,３８０万６,５９４円、２７７ページ下

段の市史編さん事業で５,４７５万７,４６１円、２９３ページ下段の少人数教育推進事業で２,２

７９万９,０５９円が主なものでございます。 

 ２９６、２９７ページをごらんください。 

 第１２款諸支出金は９億２,９４８万５６９円でございます。主なものは、財政調整基金への積

立金５億２,０１３万８,０００円、減債基金への積立金３億１８３万８,０００円などでございま

す。 

 ２９８、２９９ページ下段をごらんください。 

 歳出合計は、予算現額２１６億６,０８３万６,０８３円に対しまして、支出済額は２０９億６,

１８５万３,３５２円、繰越明許費は１億２,６５９万６,６５５円、事故繰越は４,７５７万７,２

１０円、不用額は５億２,４８０万８,８６６円となっております。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計でございます。 

 まず、歳入でございますが、３０２、３０３ページをごらんください。 

 第１款国民健康保険税の収入済額は９億４,７８２万９,４４１円、不納欠損額は９６０万４,４

９７円、収入未済額は５億３,２４８万８,２２０円で、調定額に対します収納率は６３.６％とな
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っております。 

 ３０４、３０５ページの第３款国庫支出金の収入済額は９億１,１７６万９,０８４円。 

 ３０６、３０７ページの第６款前期高齢者交付金の収入済額は８億２,８７５万６,４４７円。 

 その下の第７款共同事業交付金の収入済額は４億１,３２９万５４３円。 

 第８款繰入金は、一般会計及び基金からの繰入金で収入済額は３億８,０７０万７,０００円でご

ざいます。 

 ３１０、３１１ページ下段の歳入合計をごらんください。 

 予算現額は４１億３,０８４万４,０００円に対しまして、調定額は４６億３万５,５１１円、収

入済額は４０億５,７９４万２,７９４円、不納欠損額は９６０万４,４９７円、収入未済額は５億

３,２４８万８,２２０円となっております。 

 一方、歳出でございますが、３１４、３１５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 本特別会計の支出の大半を占めます第２款保険給付費の支出済額は２７億８,２３８万２,６２０

円、３１６ページ下段の後期高齢者支援金等の支出済額は４億２,４９８万１,７８４円。 

 ３２０ページ上段、第７款共同事業拠出金の支出済額は３億７,２３４万３,９２３円となってお

ります。 

 ３２４、３２５ページ下段の歳出合計は、予算現額４１億３,０８４万４,０００円に対しまして、

支出済額４０億３,４３３万９,９３５円、不用額は９,６５０万４,０６５円となっております。 

 続きまして、老人保健事業特別会計でございます。 

 ３２８、３２９ページ下段をごらんいただきたいと存じます。 

 歳入合計でございますが、予算現額は７５１万２,０００円に対しまして、調定額、収入済額と

も同額の１３１万１,５１４円でございます。 

 一方、歳出でございますが、３３０、３３１ページ下段をごらんいただきたいと存じます。 

 歳出の合計は、予算現額７５１万２,０００円に対しまして、支出済額１３１万１,５１４円で、

不用額は６２０万４８６円となっております。歳入歳出差引額ゼロ円で、過年度分の精算処理を行

っております。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。 

 ３３４、３３５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、歳入でございますが、第１款後期高齢者医療保険料は、年金からの特別徴収と普通徴収が

ございます。収入済額は２億７,４６８万８,１１６円、不納欠損額は１５万１,７５３円、収入未

済額は３３３万９,２６５円で、調定額に対します収納率は９８.７％となっています。 

 第３款繰入金は一般会計からの繰入金で、収入済額は４億１,２３４万３,０００円でございます。 

 これらを含めました歳入合計額は、下段でございますが、予算現額７億２,８４３万６,０００円

に対しまして、調定額７億４,２３２万９,０３４円、収入済額７億３,８８３万８,０１６円、不納

欠損額１５万１,７５３円、収入未済額は３３３万９,２６５円でございます。 

 一方、歳出でございますが、３３６、３３７ページ中ほどをごらんいただきたいと存じます。 

 第２款後期高齢者医療広域連合納付金が支出の大変を占めておりまして、その支出済額は６億７,

５５５万９,００８円でございます。 

 歳出の合計は、３３８、３３９ページ下段にございますとおり、予算現額７億２,８４３万６,０
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００円に対しまして、支出済額７億１,８６０万７,９８１円、不用額は９８２万８,０１９円とな

っております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計でございます。 

 ３４２、３４３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 歳入でございますが、第２款使用料及び手数料は施設使用料で、収入済額は８,６７０万２,５３

０円、収入未済額は１４７万５,３６０円で、調定額に対します収納率は９８.３％となっておりま

す。 

 第５款の繰入金は一般会計からの繰入金で、収入済額は２億９,２４６万９,０００円でございま

す。 

 これらを含めました歳入合計は、下段でございますが、予算現額は６億９,５３５万４,１８０円

に対しまして、調定額６億９,４４３万４,４５５円、収入済額６億９,２９５万９,０９５円、収入

未済額は１４７万５,３６０円でございます。 

 一方、歳出でございますが、第１款事業費では、３４５ページ中ほどの処理施設維持管理費に要

した経費１億４,９９０万２５９円、３４７ページ下段の昼生地区整備事業に係ります経費３億９

５１万６,６８０円が主なものでございます。 

 これらを含めました歳出合計は、３４８、３４９ページ下段にございますとおり、予算現額６億

９,５３５万４,１８０円に対しまして、支出済額６億８,２４８万２９７円、不用額は１,２８７万

３,８８３円でございます。 

 最後に、公共下水道事業特別会計でございます。 

 ３５２、３５３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 歳入でございますが、第１款分担金及び負担金は、収入済額４,９５２万２,５００円、不納欠損

額は２７万５,６９０円、収入未済額は１,７４６万６,０８９円で、調定額に対します収納率は７

３.６％となっております。 

 第２款使用料及び手数料のうち、公共下水道使用料で収入済額３億３,６３９万９,１１９円、不

納欠損額１０万７７０円、収入未済額１,１０４万７７５円で、調定額に対します収納率は９６.

８％となっております。 

 第３款国庫支出金の収入済額は２億４４１万５,０００円。 

 第５款繰入金の収入済額は３億１,７１１万円で、これらを含めました歳入合計は、３５４、３

５５ページ下段にございますとおり、予算現額１３億４,７９６万８,０００円に対しまして、調定

額は１３億４,９７５万４,８０６円、収入済額は１３億９５６万６,４８２円、不納欠損額は３７

万６,４６０円、収入未済額は３,９８１万１,８６４円でございます。 

 一方、歳出でございますが、第１款事業費では、３５９ページ下段の施設整備事業で、城跡北部

処理分区など７処理分区で事業を進めてまいりました経費４億９,０８１万２,１３９円などが主な

ものでございます。 

 ３６０、３６１ページ下段をごらんいただきますと、歳出合計は予算現額１３億４,７９６万８,

０００円に対しまして、支出済額は１２億８,８３９万１,９５０円、繰越明許費が４,１９０万５,

０００円、不用額は１,７６７万１,０５０円となっております。 

 以上、簡単でございますが、平成２２年度亀山市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算について
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説明させていただきました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 会計管理者の補足説明は終わりました。 

 説明の途中ですが、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

（午後 ０時０３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、上下水道部長に、平成２２年度亀山市水道事業会計決算及び平成２２年度亀山市工業用水

道事業会計決算についての補足説明を求めます。 

 三谷上下水道部長。 

○上下水道部長（三谷久夫君登壇） 

 それでは、議案第６７号平成２２年度亀山市水道事業会計決算の補足説明を申し上げます。 

 決算書の１、２ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出でございますが、収入における第１款水道事業収益の決算額は１１億

７,８１９万３,０８０円となっております。 

 第１項営業収益の決算額は１１億７,６４３万１,６２６円で、その大半が給水収益となっており

ます。 

 第２項営業外収益の決算額は１７６万１,４５４円で、主なものは、上水道事業の施設などを工

業用水道事業が一部利用することに対する使用料などとなっています。 

 一方、支出につきましては、第１款水道事業費用の決算額は１１億８３７万８,２８５円となっ

ています。 

 第１項営業費用の決算額は１０億２６８万２,５５６円で、これは県企業庁への受水費や水道施

設の維持管理などに要した費用でございます。 

 第２項営業外費用の決算額は１億５１２万１,３１５円で、主として企業債利息及び消費税でご

ざいます。 

 第３項特別損失の決算額は５７万４,４１４円で、主に水道料金の不納欠損でございます。 

 次に、３、４ページの資本的収入及び支出でございますが、第１款資本的収入の決算額は７,５

９０万６０６円となっております。 

 第２項工事負担金の決算額は６,９２１万３,２３０円で、主なものは公共下水道事業に伴う排水

管移設や舗装の工事負担金などでございます。 

 第３項負担金の決算額は６６８万７,３７６円で、消火栓設置に伴う一般会計からの負担金でご

ざいます。 

 次に、資本的支出でございますが、第１款資本的支出の決算額は６億２,４２３万９,６０９円で、

第１項建設改良費の決算額は４億４,８１８万２,７７８円で、主なものは、第４水源３号取水井築

造工事、みどり町地内配水管改良工事、農業集落排水事業及び公共下水道事業に伴う排水管改良工

事でございます。 
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 第２項企業債償還金の決算額は１億７,６０５万６,８３１円となっております。 

 以上、資本的収入額が資本的支出額に不足する額５億４,８３３万９,００３円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんいた

しております。 

 次に、５ページの平成２２年度亀山市水道事業損益計算書につきましては、平成２２年４月１日

から平成２３年３月３１日までの期間における損益の状況を示しているもので、この経理期間にお

ける純利益は４,８６５万８,７４３円となっております。 

 次に、６ページの平成２２年度亀山市水道事業剰余金計算書でございますが、利益剰余金の部Ⅰ

の減債積立金は、前年度２,０００万円を繰り入れ、当年度末残高は１億７９７万６,３１１円とな

っております。 

 Ⅱの建設改良積立金は、前年度の５,０００万円を繰り入れ、当年度財源補てんをいたしました

処分額１億５,６３８万４,０５５円を差し引いた当年度末残高は２億２,０１２万２,１２８円とな

り、積立金合計額は３億２,８０９万８,４３９円となっております。 

 Ⅲの未処分利益剰余金につきましては、繰越利益剰余金年度末残高が４,９７３万１,２８９円で、

経理期間における純利益を加えました９,８３９万３２円が当年度未処分利益剰余金となっており

ます。 

 ７ページの資本剰余金の部でございますが、Ⅲの工事負担金及びⅥのその他資本剰余金について

は、当年度発生額が生じております。 

 以上、各項目の年度末残高を合計いたしました翌年度繰越資本剰余金は６８億６,７５８万２,２

０１円となっております。 

 次に、平成２２年度亀山市水道事業剰余金処分計算書についてでございますが、当年度未処分利

益剰余金は９,８３９万３２円を法定積み立てとして、減債積立金に２,０００万円、建設改良積立

金に５,０００万円積み立て、今後の施設更新事業に充ててまいりたいと考えております。その結

果、翌年度繰越利益剰余金は２,８３９万３２円とするものでございます。 

 次に、８ページの平成２２年度亀山市水道事業貸借対照表についてご説明申し上げます。 

 まず、資産の部ですが、１の固定資産合計額は、有形固定資産と無形固定資産とを合わせました

１０５億８,００１万８,４１１円となっております。これらの明細につきましては、決算書２３、

２４ページに記載をいたしております。 

 ２の流動資産は、現金預金、未収金及び貯蔵品で、合計額は１１億３,５３２万４,１７７円でご

ざいます。 

 以上、資産の部を合計いたしますと１１７億２,６８１万８,１８８円となっております。 

 一方、９ページの負債の部につきましては、４の固定負債が合計額７,４２５万５,３３０円で、

５の流動負債は未払金、前受金及びその他流動負債で、合計額は２億９,１９３万３,６３０円であ

り、負債合計額といたしましては３億６,６１８万８,９６０円となっております。 

 次に、資本の部における自己資本金と借入資本金合計額は４０億６,６５５万８,５５６円でござ

います。なお、企業債の明細につきましては、決算書２５ページから３０ページに記載をいたして

おります。また、剰余金合計額は、資本剰余金と利益剰余金とを合わせまして７２億９,４０７万

６７２円でありますので、資本合計といたしましては１１３億６,０６２万９,２２８円となります。 
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 以上、負債と資本の合計額は１１７億２,６８１万８,１８８円となり、資産合計額と一致いたし

ております。 

 以上、議案第６７号平成２２年度亀山市水道事業会計決算の補足説明でございます。 

 続きまして、議案第６８号平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の補足説明を申し上げま

す。 

 決算書の１、２ページをお開きください。 

 まず、収益的収入でございますが、第１款工業用水道事業収益の決算額は７,０８３万２,８０９

円となっております。 

 次に、収益的支出につきましては、第１款工業用水道事業費用の決算額は５,５２６万２４２円

となっております。 

 第１項営業費用の決算額は４,３５７万５,２９６円で、これは水道施設の維持管理などに要した

経費でございます。 

 第２項営業外費用の決算額は１,１６８万４,９４６円で、その内訳は企業債利息及び借入金利息

でございます。 

 次に、３、４ページの資本的支出でございますが、建設改良事業はなく、第１項企業債償還金の

みとなっており、決算額は５,１４６万２,９６２円といたしております。その結果、資本的収入額

ゼロに対し、資本的支出額に不足する額５,１４６万２,９６２円は過年度分損益勘定留保資金で補

てんいたしております。 

 次に、５ページの平成２２年度亀山市工業用水道事業損益計算書につきましては、平成２２年４

月１日から平成２３年３月３１日までの期間における損益の状況を示しており、この経理期間にお

ける純利益は１,５５７万２,５６７円となっております。これにより、これまでの利益剰余金に加

えた当年度未処分剰余金は２,６０４万１,６３１円となっております。 

 次に、６ページの平成２２年度亀山市工業用水道事業剰余金計算書でございますが、利益剰余金

部、減債積立金の当年度末残高は１,２００万円となっております。 

 Ⅱの建設改良積立金は、前年度繰り入れにより、当年度未残高は３,０００万円となっておりま

す。 

 次に、Ⅲの２の繰越利益剰余金年度末残高に当年度純利益を加えた当年度未処分利益剰余金は２,

６０４万１,６３１円となっております。 

 次に、７ページの資本剰余金の部でございますが、当年度発生及び処分がございませんので、翌

年度繰越資本剰余金は２億４,８２４万７,９４８円となっております。 

 次に、平成２２年度亀山市工業用水道事業剰余金処分計算書につきましては、当年度未処分利益

剰余金は２,６０４万１,６３１円で、減債積立金に２００万円、建設改良積立金に１,０００万円

といたしております。それにより、翌年度繰越利益剰余金は１,４０４万１,６３１円となります。 

 次に、８ページの平成２２年度亀山市工業用水道事業貸借対照表についてご説明申し上げます。 

 まず、資産の部、１の固定資産についてですが、有形固定資産の合計額は７億４,８６１万７,９

８９円となっております。固定資産の明細につきましては、決算書１７、１８ページに記載をいた

しております。 

 ２の流動資産につきましては、現金預金及び未収金などの合計額で１億７,７６９万４,５０８円
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でございます。 

 以上、資産合計といたしましては９億２,６３１万２,４９７円となっております。 

 一方、９ページの負債の部につきましては、３の固定負債は、退職給与引当金が１５５万円で、

４の流動負債は、未払金及びその他流動負債の合計が３９２万２,９８４円でありますことから、

負債合計額は５４７万２,９８４円となっております。 

 次に、資本の部の資本金合計額は６億４５４万９,９３４円でございます。借入資本金の企業債

など明細につきましては、決算書の１７、１８ページに記載をいたしております。 

 以上、負債と資本の合計額は９億２,６３１万２,４９７円となり、資産合計額と一致をいたして

おります。 

 以上、議案第６８号平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の補足説明でございます。よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 上下水道部長の補足説明は終わりました。 

 次に、医療センター事務局長に平成２２年度亀山市病院事業会計決算についての補足説明を求め

ます。 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 議案第６９号平成２２年度亀山市病院事業会計決算につきまして補足説明を申し上げます。 

 平成２２年度亀山市病院事業会計決算書、１、２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、収益的収入及び支出のうち収入でございますが、第１款病院事業収益決算額は１４億９,

７４３万６,７４２円で、その内訳は、第１項の入院・外来等の医業収益決算額１２億１４７万２,

３０８円と、第２項の他会計負担金や補助金等の医業外収益決算額の２億９,５１７万６,５５５円

及び第３項の特別利益の７８万７,８７９円でございます。 

 続きまして、支出でございますが、第１款病院事業費用決算額は１５億５,６０５万４,５７１円

で、その内訳は、第１項医業費用として、給与、材料、施設維持管理費、管理経費等の決算額が１

４億９,３３０万７,１２７円と、第２項医業外費用として、企業債支払利息等の決算額は６,２７

２万９,５６５円、第３項の特別損失は過年度損益修正損で、決算額は１万７,８７９円となってお

ります。 

 次に、３、４ページの資本的収入及び支出でございますが、まず収入については、第１款資本的

収入決算額は、第１項の出資金の２,９２５万４,３６１円で、企業債償還金に対する他会計出資金

でございます。 

 続きまして、支出でございますが、第１款資本的支出決算額は２億２,７２９万８,０３３円で、

第１項建設改良費は、器械備品購入費が超電導磁石式全身ＭＲ装置や透析用監視装置などの診療用

機器の更新及び院内の一部改修工事等で、１億８,２３６万６,４９１円でございます。 

 第２項企業債償還金は４,３８８万１,５４２円となり、第３項の投資は、看護師の修学資金貸付

金に係るもので１０５万円でございます。 

 収支いたしますと１億９,８０４万３,６７２円の不足が生じ、過年度分損益勘定留保資金で補て

んいたしております。 
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 次に、５ページの平成２２年度亀山市病院事業損益計算書についてご説明申し上げます。ここか

らは、法定書式によりまして消費税抜きで記載しております。 

 １の医業収益は１１億９,９６９万２,２７０円で、これに対しまして２の医業費用が１４億７,

６９８万２,０９２円となり、差し引きいたしました医業収支は２億７,７２８万９,８２２円の医

業損失となります。 

 一方、３の医業外収益は２億９,４７２万２０３円で、４の医業外費用が７,６３３万８,６６１

円でございますので、医業外収支におきましては２億１,８３８万１,５４２円の利益となっており

ます。したがいまして、医業外利益と医療損失を差し引きしました５,８９０万８,２８０円が経常

損失となりまして、そこに特別利益と特別損失の差し引き７７万円を加えますと、平成２２年度の

純損失は５,８１３万８,２８０円となり、これに前年度繰越利益剰余金の２０７万６,８４２円を

充てることにより、当年度未処理欠損金は５,６０６万１,４３８円となっております。 

 続きまして、６ページの平成２２年度亀山市病院事業剰余金計算書をごらんいただきたいと存じ

ます。 

 利益剰余金の部でございますが、２の未処分利益剰余金につきましては、前年度未処分利益剰余

金２０７万６,８４２円を当年度純損失の５,８１３万８,２８０円に充てましたことから、当年度

未処理欠損金が５,６０６万１,４３８円となっております。 

 続きまして、資本剰余金の部、１の補助金は、前年度末残高が２,２５２万２,０００円で、平成

２２年度は発生及び処分がございませんでした。 

 ２のその他資本剰余金は、前年度末残高１３２万３,４４５円で、平成２２年度は発生及び処分

がなかったことから、２,３８４万５,４４５円が翌年度繰越資本剰余金となっております。 

 次に、平成２２年度亀山市病院事業欠損金処分計算書についてでございますが、当年度未処理欠

損金５,６０６万１,４３８円を翌年度繰越欠損金といたしております。 

 最後に、７、８ページの平成２２年度亀山市病院事業貸借対照表でございますが、まず資産の部

では、１の固定資産は、土地、建物、構築物、器械備品等の有形固定資産と電話加入権の無形固定

資産及び長期貸付金の投資で、合わせまして２４億３,００９万２,７３６円となります。 

 ２の流動資産につきましては、現金預金、未収金、有価証券、薬品・診療材料の貯蔵品等で、合

計１４億７,６４５万１,３９４円となっております。 

 ３の繰延勘定につきましては、４条予算の建設改良費に係る控除対象外消費税額２６７万６,８

６３円でございます。 

 以上、資産合計は３９億９２２万９９３円となっております。 

 続きまして、８ページの負債の部でございますが、４の固定負債の引当金につきましては、残高

はございません。 

 ５の流動負債は、未払金及びその他流動負債合わせて９,１３２万８,９８０円となっております。 

 次に、資本の部でございますが、６の資本金は、自己資本金と企業債による借入資本金を合わせ

た３８億５,０１０万８,００６円となっており、７の剰余金は、６ページでもご説明申し上げまし

たが、資本剰余金２,３８４万５,４４５円と欠損金が５,６０６万１,４３８円で、マイナス３,２

２１万５,９９３円となり、資本の合計は３８億１,７８９万２,０１３円となっております。した

がいまして、負債資本の合計は３９億９２２万９９３円となり、資産の合計額と合致しております。 
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 以上、議案第６９号平成２２年度亀山市病院事業会計決算の補足説明とさせていただきます。 

 なお、９ページ以降の附属書類もあわせて、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 医療センター事務局長の補足説明は終わりました。 

 次に、関支所長に平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算についての補足説明を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 議案第７０号平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の補足説明を申し上げます。 

 それでは、決算書の２、３ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出でございますが、まず収入につきましては、第１款宿舎事業収益１億３,１

４２万７１６円の決算額となっております。その内訳といたしましては、第１項営業収益１億２,

５０３万５,２２５円で、その主なものは、宿舎の利用収入でございます。 

 また、第２項営業外収益６３８万５,４９１円で、その主なものは、テナント業者の賃貸料など

の雑収入でございます。 

 続きまして、支出でございますが、第１款宿舎事業費用１億５,２３４万９,４３１円の決算額と

なっております。その内訳といたしましては、第１項営業費用１億４,９２４万６,３３１円で、国

民宿舎並びに道の駅の維持管理などの運営に要した経費でございます。 

 第２項営業外費用３１０万３,１００円につきましては、消費税でございます。 

 続きまして、決算書４、５ページの資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。 

 まず、資本的収入につきましては、平成２２年度の収入はございません。 

 資本的支出につきましては、第１款資本的支出決算額８４万４,２００円で、第１項建設改良費

の資産購入によるものでございます。 

 このことから、資本的収入が資本的支出に不足する額８４万４,２００円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補てんしております。 

 続きまして、決算書６ページをお開きください。 

 平成２２年度亀山市国民宿舎事業損益計算書につきましては、宿舎事業と道の駅事業をあわせて

損益を記載してございます。 

 それぞれの事業損益計算書は、決算書の２２、２３ページに参考資料として記載してありますこ

とからごらんいただきたいと存じます。 

 なお、６ページの損益計算書から９ページの貸借対照表までは、消費税抜きの記載となっており

ますので、ご承知おきお願い申し上げます。 

 それでは、平成２２年度亀山市国民宿舎事業損益計算書に基づきご説明申し上げます。 

 １の営業収益につきましては、宿舎利用に伴う宿泊使用料、食事料などの利用収益、売店収益及

びその他営業収益並びに道の駅営業収益の合計１億１,９０８万１,３２３円となっております。こ

れに対しまして、２の営業費用は、宿舎経営費、減価償却費、道の駅経営費の合計１億４,６１３

万１,７９４円となっております。これにより、営業収益から営業費用を差し引きました営業収支

は２,７０５万４７１円の損失となっております。 

 次に、営業外収益は、宿舎及び道の駅の雑収益の６０８万１,５５６円となり、これにより当年
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度純損失は２,０９６万８,９１５円となり、前年度繰越欠損金１９２万５１５円を合わせた当年度

未処理欠損金は２,２８８万９,４３０円となりました。 

 次に、７ページの平成２２年度亀山市国民宿舎事業剰余金計算書につきましてご説明申し上げま

す。 

 まず、利益剰余金の部でございますが、Ⅰの利益積立金につきましては、前年度に欠損金の補て

んに使用いたしましたことから、当年度未残高はございません。 

 Ⅱの建設改良積立金は、前年度末残高８,００２万４,７３６円となっております。 

 Ⅲの未処理欠損金でございますが、繰越未処理欠損金年度末残高１９２万５１５円に、当年度純

損失２,０９６万８,９１５円を加えた２,２８８万９,４３０円が当年度末処理欠損金となっており

ます。 

 次に、資本剰余金の部につきましては、前年度末残高と変わりなく、１億１,８３１万５,１７０

円が翌年度繰越資本剰余金となっております。 

 次に、平成２２年度亀山市国民宿舎事業欠損金処理計算書につきましてご説明申し上げます。 

 当年度未処理欠損金２,２８８万９,４３０円を翌年度繰越欠損金といたしました。 

 次に、８ページの平成２２年度亀山市国民宿舎事業貸借対照表でございますが、まず資産の部、

１の固定資産でございますが、有形・無形固定資産及び投資の合計といたしまして２億５,４３５

万１７０円となっております。 

 次に、２の流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品など、これらの合計１億６,２５７万４,２８

４円となっており、以上のことから、資産合計といたしましては４億１,６９２万４,４５４円とな

っております。 

 次に、９ページの負債の部でございますが、３の固定負債６７４万５,０００円、４の流動負債

１,５２５万６,５２１円となり、これら負債の合計は２,２００万１,５２１円となっております。 

 次に、資本の部でございますが、５の資本金、自己資本金は２億１,９４７万２,４５７円となっ

ており、６の剰余金につきましては、資本剰余金、利益剰余金合わせて１億７,５４５万４７６円

となっております。 

 したがいまして、資本合計３億９,４９２万２,９３３円となっており、以上、負債と資本の合計

といたしまして４億１,６９２万４,４５４円となり、８ページの資産合計と合致いたしております。 

 以上、議案第７０号平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の補足説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 関支所長の補足説明は終わりました。 

 以上で上程各案に対する提案説明は終わりました。 

 次に、お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 
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 続いて、お諮りいたします。 

 明２日から１１日までの１０日間は、議案精査のため休会いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、明２日から１１日までの１０日間は休会することに決しました。 

 次の会議は９月１２日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後 １時３３分 散会） 
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●議事日程（第２号） 

 平成２３年９月１２日（月）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

     議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

     議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

     議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

     議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

     議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

     議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

     議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第６２号 平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第６４号 平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

     議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について 

     議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

     議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

     議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

     議案第７１号 協定の締結について 

     議案第７２号 工事請負契約の締結について 

     議案第７３号 市道路線の変更について 

     議案第７４号 市道路線の変更について 

     議案第７５号 市道路線の廃止について 

     報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について 

     報告第１０号 健全化判断比率の報告について 

     報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 
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     報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

     報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について 

     報告第１８号 専決処分の報告について 

     報告第１９号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

                       総 務 部 長 
企 画 部 長  古 川 鉄 也 君              広 森   繁 君 
                       (兼)選挙管理委員会事務局長 

総 務 部 参 事                
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長                

文 化 部 長  川 戸 正 則 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  岡 﨑 賢 一 君 

上 下 水 道 部 長  三 谷 久 夫 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 
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監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  渡 邉 靖 文 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日は、議長の都合により、副議長の私が議長の職務をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 

 これより日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 １１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 おはようございます。 

 それでは、議案質疑の方を通告に従いましてさせていただきます。 

 まず、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について質疑をさせていた

だきます。 

 平成２２年度は、櫻井市長就任の２年目の予算ということで、櫻井市長の色がいよいよ出てくる

のかというようなところではありました。中でも、市の政策の根幹をなす総合計画につきまして、

第１次総合計画が半ばであるのにかかわらず第２次総合計画を策定されるということで、非常に衝

撃的な部分もありましたけれども、結局第２次総合計画ではなく、後期基本計画を策定するという

ふうになったわけですけれども、ただ、どちらにしましても、この後期基本計画にいよいよ櫻井市

政の色が反映されるということであると思っております。 

 そこで、この後期基本計画の案がいよいよでき上がってくるというところではあるんですけれど

も、それを前にしまして、この決算を一体どういうふうに評価されるのか、市としての見解をお聞

かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 伊藤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 市税収入が、平成２０年度のピーク時から約２３億円もの大幅な落ち込みによる厳しい財政状況

の中にありました平成２２年度決算におきましては、組織の再編成、機構改革による行政機能の強
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化などを掲げた平成２２年度行政経営方針に基づいて、総合計画におけます前期基本計画第２次実

施計画に掲げるさまざまなハード施策、ソフト施策を、市民の参画・協働により推進を図ってきた

ところでございます。 

 予算の執行に当たりましては、職員一人一人にコスト意識を徹底させ、無駄のない財政運営に取

り組むとともに、市政の透明性の確保と市民サービスの向上に努め、最少の経費で最大の効果を上

げるべく取り組めたと感じております。こうした取り組みによりまして、一部で年度末の震災等に

より繰越事業がございましたものの、実施計画に基づく各種施策につきましては、おおむね計画ど

おりの進捗を図り、それぞれ初期の目標を達成することができたものと考えております。 

 しかしながら、議員もご案内のところでございますが、財政指標が示すように、市税収入等の減

少、借金の償還増などにより、財政構造の硬直化を示す指標が高くなってきておりますので、今後、

この平成２２年度決算を踏まえ、さらに行財政改革の取り組みを強力に進め、健全で持続可能な財

政運営を図ってまいりたいと、このように考えておるものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 ２３年度の決算ということも言われました。今年度も全くそのとおりだと思いますけれども、や

はり２２年度が後期基本計画に向けての、私としては、様子見といったら言葉は悪いかもしれませ

んけれども、あまり積極的な予算編成ではなかったという印象を持っております。 

 ただ、たしか２２年度の予算審議の前に、３月議会だったと思います、身の丈に合った政策とい

うことを市長が言われたと思っております。健全で持続可能な財政運営と言われましたけれども、

やはりそのためには身の丈に合ったということは非常に大事なことで、私もその部分には非常に賛

成する思いではあります。そういう意味では、身の丈に合った市政、財政運営にしていくため、そ

れを目指すための１年であったのかというふうに思うんですけれども、そこでお聞きしたいんです

けれども、今回のこの決算、目標は達成させられたとか言っていますけれども、個々の部分では特

に。全体として、今回の決算を見て、身の丈に合った政策が実現できたのか、あるいはその身の丈

に合った財政運営に近づくことができたのか、その点の見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 身の丈に合った政策ができたのかとご質問でございますが、平成２２年度につきましては、先ほ

どもご答弁をさせていただきましたけれども、大幅な市税収入の減少により財政運営が厳しさを増

す中で、持続可能な自治体経営を確立するため、第１次実施計画を評価・検証しまして、聖域なき

事業の見直し、選択を行いました。庁舎建設の計画の凍結、自然の森公園整備事業の廃止、市道和

賀白川線橋梁整備事業の減額などの大幅な見直しを行った上で、最優先で取り組むとした地域医療

の再構築と医療センターの再生を初め、関中学校、亀山中学校、亀山東幼稚園の改築事業、南小学

校の芝生化事業など教育施設の整備、福祉事業におきましては私立保育所及び特別養護老人ホーム

の整備に対する助成事業、健康医療政策におきましてはがん治療高度医療機器整備事業など、第２
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次実施計画に基づく各種施策につきまして、おおむね計画どおりの進捗は図られたものと認識をい

たしておるものでございます。 

 一方で、市税収入や特別交付税の増額などの歳入増に恵まれました。昨年を上回る基金残高とな

ったことなども踏まえますと、いわゆる歳入規模に応じた、身の丈に合った行政経営が展開できた

ものと、このように考えておるものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 身の丈に合ったというようなことを大体できたというようなことで、順調であったのかなという

ことをちょっと確認させていただきました。 

 そういうことで、次に、市債の発行状況と今後の市の負担ということでお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 先ほどから、財政運営云々の話の中で、借金の償還とかの話がありました。 

 まず、今年度の市債の発行状況について約１６億円、そして年度末現在高が約２００億円となっ

ておりますけれども、これが５万人規模の自治体として一体どうなのか、この点について見解をお

聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 おはようございます。 

 平成２２年度の市債の発行額は、臨時財政対策債が６億９２０万円、関中改築事業などの合併特

例債が７億４,６００万円、そのほか亀中の改築事業債など２億４,１４０万円の合計１５億９,６

６０万円となりまして、市債残高は約１９９億円となったところでございます。 

 これを県内各市の標準財政規模に対する比率で見てみますと、２９市町中、これは高い方からで

すけれども１６番目と、１４市では１０番目といったことで、中ごろより下の方のランクになって

おります。また、類似団体８８団体ございますけれども、この比較で見ますと、１人当たり残高で

は高い方から５９番目となっておりまして、この残高１９９億円といったものにつきましては、平

均的な額ではないかというふうに理解をしているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 発行額、現在高ともに平均的ではないのかということを確認させていただきました。 

 ただ、市債発行の内訳の資料をいただいておりますけれども、合併特例債事業というものが非常

に目立ちます。あと臨時財政対策債というのも出ております。たしかこの辺は交付税措置が受けら

れるということでありまして、交付団体になった今、当然標準財政需要額に繰り入れられるという

ことで、この分に対して交付税が受けられるということになりまして、実際の市の負担はもう少し

減るというふうに思われるんですけれども、今年度の市債が償還時に実際何割ぐらい交付税措置を
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されると見込んでおられるのか。今後、例えばこの１６億円のうち何割ぐらいが実際の市の負担に

なるのか、その点をちょっと確認させていただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 交付税算入の率でございますけれども、平成２２年度の市債につきましては、いずれの市債も交

付税措置のある有利なものを選択いたしまして、借り入れを行ったところでございます。合併特例

債につきましては元利償還金の７０％、臨時財政対策債につきましては１００％の交付税が算入を

されておりまして、平成２２年度の公債費が２３億７,４００万円ございますけれども、このうち

約５７％に当たります１３億５,０００万円といったものが交付税に算入をされているところでも

ございます。ただ、２２年度に１６億円借り入れをさせていただきましたけれども、いずれも合併

特例債、臨時財政対策債といったものが主なものでございますので、先ほどの５７％よりはもっと

高い額で、後年度において交付税に算入されるというふうに理解をいたしておるところでございま

す。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 それと、今後の見通しということでお聞きしたいと思いますけれども、これまでに発行された２

００億円が、償還のピークをこれから迎えるのではないかというような話も聞いておりますけれど

も、最近のこの市債発行でも、同様に合併特例債とか臨時財政対策債が多かったんではないのかと

思っております。そういう意味では、今後の公債費の額と同時に、やっぱり市債償還に対する交付

税額というのも考えていく必要があるんではないのかなと思われるんですけれども、そこでちょっ

とお聞きしたいんですけれども、これからピークを迎えようとしている市債の償還時に、実際の市

の負担額、さっきは２３年度の分ではありましたけれども、実際の市の負担額がどのように推移す

るのか、かなり財政を本当に圧迫していくようなものなのか、その辺、市としてのお考えをお聞か

せ願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 中期財政見通しによりますと、合併特例債に伴う償還などによりまして、公債費は２２年度２４

億円でございましたけれども、２５年度には約３０億円とピークを迎えようとしております。 

 今後の償還額につきましては、従前の借り入れに比べ、合併特例債や臨時財政対策債など、交付

税算入される起債に対する償還に移り変わることから、先ほど私、算入率５７％と答えを申し上げ

ましたが、今後年々交付税への算入率が高くなることから、市の負担額から見ると、それほど大き

な変化はないというふうに考えてございます。 

 また、減債基金につきましても、１７億円の残高といったものを積み立てをいたしておりますの

で、基金の活用によりまして、年度間の平準化といったものを図ってまいりたいというふうに考え
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てございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 それほど大きな感じではないだろうと、交付税の繰り入れとか考えると平準的に推移するであろ

うということなんですけれども、確かに、ただ交付税措置がなされるからといって、やはり借金で

あることには間違いないですし、いただく交付税も税金であることには変わりませんもんで、もら

えるから使うてええというもんではないと私も思っております。たしかその辺、竹井議員も以前に

言われていたとは思いますけれども、私もそのとおりやと思いますんで、もらえるから使えという

ものではない。その上での話にはなるんですけれども、櫻井市長が身の丈に合ったとか、持続可能

な財政運営というふうなことを言われまして、やはりその一番のポイントは、この市債のことだろ

うなと思いまして、やっぱりどんだけでも借金が多いというのは、一番経営に対しては怖いことで

す。 

 そういう意味では、借金はできるだけせんようにというこの姿勢が市長が貫かれておるようなこ

となのかなというふうに私としては思っておるんですけれども、類似の人口規模の自治体から見て

も平均的である。ただ、幾ら交付団体になったといっても、まだ亀山市の財政はええと言われてお

る。そうしますと、やはり何か大きな事業をしてもいいというような、そういう考え方も出てくる

とは思います。その中で、市長、この決算を見て、今後のこういう決算、この姿勢を今後も続けて

いかれるのか、何か後期基本計画に向けて大きなことでも考えておられるのか、その辺の見解があ

れば、一度聞かせていただきたいなと思いますけれども。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員のただいまのご指摘でございますが、基本的には、非常に不確定な要素がございますけれど

も、しかししっかりと将来を見据えて、健全で持続可能な行財政経営を展開していきたいというふ

うに思っております。 

 現在、一般会計の市債残高は約２００億、特別事業会計を含めますと３５０億という規模でござ

いまして、他の団体との比較ということでは平均的ではないかというふうにも思っておりますが、

ただ、少し国の動きで、例えば合併特例債の扱い、それから国と地方の関係の中で、地方交付税制

度のあり方がどうなっていくのか、ここも大変不確定でございまして、現に、たしか平成１３年で

あったと思いますけれども、国の財源不足を補うという意味から１年限りの臨時財政措置として導

入された臨時財政対策債が、１０年たっても今もなお延長されておると、こういう現状を考えます

ときに、やっぱりしっかり国と地方の地方交付税制度のあり方も含めて、中央分権制度の改革の行

方も踏まえて、将来の変事のために、亀山市としてしっかり経営を運営していく必要があると強く

思っております。 

 したがいまして、起債の抑制を行い、なおかつそのコスト意識等々、本当に健全、なおかつ持続

可能な行財政運営をしていくと、このことは基本方針でございまして、その上で、市民の皆さんの
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暮らしの質、あるいは地域の将来への躍動というものをつくっていくような行財政の運営を、しっ

かり今後もさせていただきたいと、こういう基本的な認識を持たせていただいております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、次に議案第６８号平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定についてお聞き

します。 

 まず、今回の決算をどのように評価されるのか、市としての見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 三谷上下水道部長。 

○上下水道部長（三谷久夫君登壇） 

 おはようございます。 

 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計の決算につきましては、当年度の事業収益が６,７４５

万９,９３４円で、事業費用の５,１８８万７,３６７円を収支差し引きいたしますと、１,５５７万

２,５６７円の純利益となっております。この純利益は、平成１９年度の５４９万２,０００円から

毎年増加をしておりまして、良好な経営状態を保っておるというものでございます。 

 また、給水状況としましては、北中勢水道との併用給水から、前年度と比較をいたしますと４３

万４,９７７立米減少いたしておりまして、当年度の総配水量が４０万８,２２３立米となりました。

ですが、責任水量制という制度を用いておりますので、それで料金を徴収いたしておりますので、

事業収益に影響を与えるということはございません。 

 以上が決算状況でございますが、工業用水道事業の運営に当たりましては、健全な財政運営を継

続するとともに、地域産業の振興と安定的な雇用を誘導する公的な役割を保つよう努力をしてまい

りたいと、そういう所存でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 説明にもありますけど、資料を見させていただきますと、県の工業用水との関係もあるというこ

とでしたけれども、給水量がかなり減っているというのが目立ちまして、ただ責任水量ということ

で、給水していなくても収入があるということで、ただこの辺が、逆に給水しなくてもこれだけの

お金がもらえるということで、それがかなり利益につながっているのでないのかなというようなふ

うにも見受けられます。それで、実際給水量がこのまま下回るような状況と、あるいは責任給水ぐ

らいの量を実際給水するのと、あるいはもっと責任水量以上のかなり多くの給水を行われる、制限

はあると思いますけれども、この辺によって市の利益は一体どういうふうに違うのか。少ない状態、

責任水量並みの状態、それよりも超えた状態、どれが一番市としては利益が大きくなるのか、ちょ

っとその辺、単純な話で申しわけないんですけれども、聞かせていただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 三谷上下水道部長。 
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○上下水道部長（三谷久夫君登壇） 

 先ほど責任水量のお話がございまして、それだけわかりやすくご説明を申し上げたいと思います。 

 亀山市の工業水道事業は、安定給水を図るために責任水量制というのを採用しております。この

責任水量制とは、需給契約で結んだ水量を受水企業の皆さんに責任を持って引き受けていただく制

度でございます。実際に使用した水量が契約水量より少ない場合でも、契約水量分の料金を支払っ

ていただくという制度でございます。 

 先ほどご質問がございました、責任水量の部分、以下とそれからそれ以上ということでございま

すが、責任水量以下の部分でございますと、水量は当然少ないということですね。それに伴う動力

費等が少なくなりますので、責任水量金額の差額分が利益になってくるということでございます。

それと、責任水量以上に供給をいたしますと、超過料金というのが発生してまいりますが、その責

任水量を供給するための動力費等がございますので、それを賄う金額が出てまいりますので、責任

水量以下で供給している方が利益分は多いというふうに考えてございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 この責任水量の話が当初出たときに、実際下回ったときどうなるのかなとかいうふうに思いまし

て、市が丸もうけという言い方はおかしいですけれども、本当にそうなんのかなと思ってはおった

んですけれども、実際責任水量を下回ったときにやはり利益が出たということではあるんですけれ

ども、ただ、給水する側としては利益が出てありがたいことではあるんですけれども、受ける側と

しては、やはりこの責任水量が負担になってくるとか、今後話が出てくるかなというふうにも思い

ます。 

 県の工業用水も来ておる中で、亀山市の供給しているこの工業用水というものが、企業にとって

不要なものになっていくとなってきたときに、工業用水の清算ということもやっぱり考えていかな

ければならないのではないのかなというふうに思っておるんですけれども、その辺につきまして、

仮にその契約がどうなっているかとかもあるとは思いますけれども、そうなったときに、この責任

水量よりも下回った状態が続いたりとか、こういう状況がええのか悪いのかというか、工業用水の

今後を考える上で、ちょっとその点を聞かせていただきたいなと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 三谷上下水道部長。 

○上下水道部長（三谷久夫君登壇） 

 先ほど責任水量のお話がありまして、その後、受水企業さんが例えば撤退というようなお話にな

ったかと思うんですが、仮に受水企業さんが撤退する場合になりましても、施設建設に投下した費

用というのは清算をすることになってございますので、市の方で損害ということはございません。

ただ、企業さんの方でずっと純利益等が増加をしてまいりますと、今度清算の時点で受水企業さん

の負担が少なくなってまいります。そういう考え方になると思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 
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○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 営業云々でいえば、利益が出た方がありがたいという部分もそれはあるんでしょうし、またそう

いう意味で、企業としても負担が少なくなる分、清算もしやすくなるのかなという部分をちょっと

確認させていただいたんですけれども、その工業用水で水を供給するということでありますけれど

も、本来は県の工業用水を引っ張ってきて賄うはずというのもありまして、もともと亀山市にある

水資源を大事にせなあかんという考え方もあると思います。そういう意味では、やはり当初の話ど

おり、県の工業用水によってテクノの企業さんは賄ってもらうべきやというのは根底にあるとは思

いますもんで、そういう意味では、今利益が出ておるでええやないかということだけではなくて、

今後もちょっとその辺は考えていっていただかないといけないんではないのかなということで、ち

ょっと質疑の方をさせていただきました。どうもありがとうございました。 

 それでは次に、議案第６９号の平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定についてお聞きいた

します。 

 特にこの中で提出された資料で、患者数の増減が記載されておりますけれども、この増減につい

て、まず市の見解をお聞きしたいと思います。特に全体的に増加しているような様子ではあったん

ですけれども、医師がやめられて一たんストップしていた整形というのはわかるんですけれども、

透析の減少が書いてあるんですけれども、これはなぜなのか、その点を特にお聞かせ願いたいと思

います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 おはようございます。 

 平成２２年度の患者数についてでございますが、入院患者数につきましては、積極的な救急患者

の受け入れに努めた結果、前年度１万７,７５２人に対しまして、平成２２年度は１万９,１９１人

と、１,４３９人の増加となっております。外来患者数につきましては、前年度４万２,２４２人に

対しまして、平成２２年度は３万８,３７７人と、３,８６５人の減少となりました。これは、整形

外科の常勤医師の退職による後任を確保できなかったことが大きな要因と考えておりますが、三重

大学からの医師派遣などにより外来診療体制は維持したことから、一定の減少にとどまったものと

考えております。また、これに関連しまして、理学療法の患者数につきましても、前年度８,７０

３人に対しまして、平成２２年度７,９８５人と７１８人の減少となっております。 

 先ほど言われました透析患者数でございますが、実患者数、当院でお世話をさせていただいてお

る患者数につきましては、年度末比較で４名増の７７人となっておりますが、透析につきましては、

月・水・金、火・木・土、隔日で透析を受けていただいておる関係もございまして、年間の年度を

またぐ日にちの関係で、１日違うと約５０人変わってきます。その関係で若干減っておりますが、

実患者数としてはふえております。 

 全体としましては、入院においては患者数が増加しておる、さらには外来で減少したという結果

でございますが、平成２２年度におきまして、三重大学との連携を強化するため、寄附講座開設に

向けての協議が整いまして、本年６月から亀山地域医療学講座としてスタートしておりますことか



－４３－ 

ら、総合診療科医師及び整形外科医師の常勤配置も含めて診療体制も充実しておりまして、入院患

者、外来患者数とも増加しているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 全体として増加ということで、医師不足で医療センターの存続が危ぶまれているとか言われてい

たときも、特に透析につきましては、非常に自他ともに認められるというか、非常に評価されてい

たという記憶がありますもんで、その透析が減っておるというのは、一体何かふぐあいでもあった

のかなというようなふうにもとられかねないということで、確認をさせていただきました。単なる

日程の問題で５０人、１日で増減があるということで、そういう意味では全体的に増加しておると。

先日も、医療センターの整形に行っておられた方が、もうなくなってしもうたで、ちょっと遠くま

で行かなあかんで困るわというふうに言うてましたもんで、いや、後任の方が見えたみたいですよ

と言ったら、ああそうかと、また行くわというような感じのことを言うておられまして、全体的に

やはり非常に患者数がふえておるなという雰囲気ですね。 

 やはり決算というと、どうしても金額の問題が出てはきますけれども、やはり特に医療センター

につきましては、金額以上に患者数の推移というのが最も経営にかかわることやと思っております

もんで、そういう意味では、患者数がふえたで喜ぶべきことではないんですけれども、やはり信頼

が回復されてきていることは間違いないなと思いますので、この調子で進んでいっていただきたい

なというふうに思います。 

 それでは最後に、議案第７０号の平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について質問

させていただきます。 

 今回の特にこの関ロッジの決算ですね、損失が２,０９７万円ということで、非常に厳しいもの

というふうになっております。特にその損失の大部分を占めるのが宿舎経営というふうに評価され

ておりましたけれども、その理由としまして、宿泊客の減少ということが以前から言われておりま

して、今回もそうだということで、ただ宿泊者の減少という一方で、それらはやはり宿泊客への対

応が減る分、経費も減らせる部分が出てくるんじゃないのかということで、この人件費の削減をも

う考える必要がないのかというふうに思われます。 

 そこで、現在、特に宿舎事業における人件費につきまして、市としてどういうふうに考えておら

れるのか、今の人件費が妥当なのかどうか、その点の見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 おはようございます。 

 ただいま伊藤議員の方から、厳しい経営の中で営業費用の占める割合が大きい人件費に対する見

解はというご質問でございました。 

 国民宿舎関ロッジは、現在、正規職員４名、臨時職員９名、並びに短時間アルバイト１３名、計

２６名体制で運営を行っております。この体制は、やはり宿舎利用サービスを提供するために必要
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な人数と考えております。 

 平成２２年度人件費につきましては、給料、手当、賃金、退職手当引当金、法定福利費等合わせ

まして６,０８１万ほどの人件費となっておりますが、前年度に比べますと１３０万円の減少とな

っており、経営面にも考慮した取り組みに努めておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 １３０万円人件費を減らしたということも言われました。ただ、このロッジの方向性ということ

で、議会でも公営企業経営問題特別委員会というのも立ち上げまして、答申も出ておりますし、た

だ、当面のことを考えるとすれば、はっきり言って、端的に言えば、もう三つしかないと思ってお

ります。事業拡大するか、現状維持か、縮小するか。現時点では拡大ということはまず考えにくい

ということで、現状維持を目指すのか、縮小なのかというふうなことを考えていかなあかんとは思

っております。 

 前の議会で、当時の総務委員会のことをちょっと引用させてもらいましたけれども、そのときは

宮村議員の意見を紹介させてもらいましたけれども、そのときに同じく髙島議員が言われたことで

すけれども、その結果に対して、関ロッジをどういうふうにしていくのかという案は出てきたけれ

ども、髙島議員が言われる、のれんをかけて待っておるだけでは、どんだけ中をきれいにしてもそ

んなもん来るわけない、きちっと営業せんことにはそんなもん来るわけないというふうに言われて

いました。全くそのとおりやと私も思いました。関ロッジの中をどうするのかというのもあります

けれども、本当やったら、どういうふうに営業していくかというのまで考えていかなければならな

い。そういう意味では、まず現状維持ということであれば、当然売り上げが落ちないように営業努

力もしなければならないということがあると思います。 

 ただ、これはあくまでも民間ではなくて公がすることですし、公がすることで民業圧迫という話

がよく出てきますけれども、営業努力をすることが全く正しいとも言えない部分があると思います。

ただ、それでも関ロッジに対しては、やはり根強いニーズというのもあると思います。私の母校も、

年に１回合宿のようなことを、部活やなくてしておるらしくて、非常に環境もええし、ええとこや

というふうに先日も校長先生から言われたところではあるんですけれども、やはりそういうふうな

ニーズもあるんだったら、営業努力はできない、現状維持が難しいんであるんやったら、やはり事

業規模の縮小とか、最低限の維持を心がける。 

 特に宿泊の方、やはりこの宿泊が一番利益、利幅としては大きいということではあるんで、そう

いう意味では、何といっても経営において一番費用がかかるのは人件費と言われていますもんで、

今回も２,１００万の損失で、減価償却を差っ引いた実質の、営業損失という言い方はおかしいん

ですけど、８００万円前後がやはり人件費による赤やというふうに思うと、大体職員１人当たりに

必要な人件費というふうに思われるわけで、今関ロッジの方におられる職員さん、正職員の方で数

名おられますけれども、確かに宴会とかの需要もありますし、実際送迎とかもされていますし、そ

ういう意味では人も足るとは思うんですけれども、正直乱暴な言い方をすれば、現状維持というか

赤を出さんためには、もう人を切れというふうなことは民間では当然あるわけですので、ただ市民

サービスの部分で職員が必要という部分であれば、当然経営側面でははかれない部分があるという
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ことになります。 

 そういう意味で、もっと縮小してでも、とにかくコストカットしていくような考え方があるのか、

それとも、赤でもある程度市民の方に宴会利用でも何でもしてもらうための市民サービスの側面を

考えていくべきなのかどうかという、ちょっとその辺で、特に削減、縮小していくような、とにか

く徹底したコストカットというふうなことをもう一度考える考えはないのかということ、その辺ち

ょっと聞かせていただきたいなと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 今の経営状況からいって、規模の縮小というふうなことの考えはないかというふうなご質問でご

ざいます。 

 現在、私どももさまざまな角度から経営面に関して検討をさせていただいています。６月の議会

でも、今年度末、方向性を出させていただきますというふうなことでご答弁もさせていただいてお

ります。その内容につきましては、ただいま検討中でございますので、もう少し時間をいただきた

いと思います。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時４２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５３分 再開） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 それでは、通告に従い質疑をいたします。 

 まず、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 まず最初に、私たち議員団が決算を見る場合、会計処理がきちんとされたのかだけではなく、そ

の決算が市民生活を守り、暮らしを応援するために効果のある使われ方がされたのかどうか、この

ことを見ることが大事だと考えております。 

 今、市民生活は大変厳しいものになっています。そこで、平成２２年度の一般会計決算を見る場

合、市長が常々言っている、市民の暮らしの質を高めることがどこまでできたのか、そのために予

算が使われたのかどうかを見ることが大事だというふうに思っております。 

 そこで決算を見ますと、基金総額、家庭でいえば貯金ということですけれども、これが平成２１

年度末現在高の１０６億円から、２２年度末には１１５億円に９億円もふえております。市民の暮

らしの質を高めるためにやるべきことがたくさんあるのに、基金をふやした決算となっております。
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こうした決算が妥当だったと評価していいのか、まずお聞きしたい。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 １８番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成２２年度決算につきましては、第１次総合計画における前期基本計画・第２次実施計画に掲

げるさまざまなハード施策やソフト施策の推進を図り、おおむね計画どおりの進捗を図り、それぞ

れ所期の目的を達成することができたものと考えてございます。特に教育施設、福祉施設の整備な

ど、市民生活に直接かかわる基盤整備の充実を図るとともに、医療費の無料化、タクシー券の交付

対象者の拡大など、ソフト施策も着実に実施をいたしまして、市民の暮らしの質を高めることがで

きたというふうに感じているところでございます。 

 このような中で、結果的には財源に余裕が生じましたことから、基金に積み立てを行ったところ

であり、総じて適正な財政運営が図れたものというふうに考えているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 私はこの予算を審議するときにも申し上げましたけれども、やはり市民の暮らしの質を高めると

いうのであれば、もっとやるべきことがあるんじゃないかということで、不十分だということを申

し上げました。市民の生活というのが本当に皆さんわかってみえるのかということを、やっぱり問

いたいと思います。 

 決算を見ましても、市税の滞納額が年々増加をしております。２２年度だけで１億６,７００万、

滞納繰越分が６億９,０００万ありますので、合わせて８億６,０００万円。収納率も当然ながら前

年度よりも０.８％下がっております。国民健康保険税はもっと深刻で、滞納額は５,６７５万円増

加し、５億３,０００万円にもなっている。収納率はさらに下がって６３.３％となっている。これ

は、主に払いたくても払えない人たちが増加しているという現象だろうというふうに思っておりま

す。こうした状況を見るならば、やっぱり市民生活を守る、暮らしを応援する施策こそ必要ではな

かったのかというふうに私は思います。ところが、そういう中で、そういう施策が十分やられずに、

結果として貯金だけが積み上がっていったということですね。基金総額で９億円ふえている。具体

的にいうと、財政調整基金が６億円ふえました。リニア基金で５,０００万、借金返済に充てる減

債基金が３億円、建てかえる計画が立っていない庁舎建設基金に５,０００万、これが主なもので

あります。こういうふうな形で基金をふやしながら、市民の生活を守るための施策が十分されてい

ないというのが決算の現状ではないかなと、私は思っております。 

 それで、まず基金について具体的にお伺いをしたいと思います。 

 まず、リニア基金です。さらに５,０００万円の積み増しをし、１３億円になっております。３

０年以上も先の事業で、しかも亀山に駅ができるかどうかわからない上に、駅ができたとしてどん

なメリットがあるのかも示されていません。そういうリニアへの積み立てが、今言った市民の暮ら

しの応援よりも優先すべきことなのか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 
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 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 おはようございます。 

 リニア中央新幹線は、２０２７年の東京・名古屋間の開業目標を目指し、現実性のある国家的プ

ロジェクトとして本格的に動き始めております。このような中、ＪＲ東海は２０４５年には近畿圏

までの開業を予定しておりますので、市といたしましても、新たな国土軸の通過地域ではなく、活

用拠点地域として市内停車駅を誘致し、駅を中心とした魅力的な都市空間を形成していく考え方に

変わりございません。そのための財源となりますリニア基金の積み立てにつきましても、将来を見

据えた中で必要な基金であると考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 今の答弁ね、全く市民の感覚とずれていますよ、これ。今、本当に毎日毎日の生活が大変なんで

すよ。３０年も先にあるかないかわからない事業に市の予算を５,０００万も積むような、そんな

状況はないですよ。そのことがわかっていないんですよ。 

 そして、もう一つ言うならば、駅をつくることになった場合に、ＪＲ東海は３５０億円、中間駅

は地元に負担してもらいます、こう言っているわけですよ。そうなってくると、２０億円では頭金

にもなりませんよ、これ。そうすると、市の年間の一般会計予算２００億円ぐらいの積み立てをし

なければならなくなってくるわけですよ。そんなことを前提にして、駅を誘致することのメリット

も、何かぼやっとした言い方でしか示されていませんよね、今の答弁では。だから、やっぱりそう

いうこともきちっと示して、本当に中間駅をつくる、そしてそれに多額の費用がかかる、それでも

メリットがあると、こういうことを示すべきではないかと思うんですけどね。再度答弁を求めます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 リニア駅整備と負担の関係でございますが、ＪＲ東海側につきましては全額を地元自治体負担と

いうような考えでございますが、現在、東京・名古屋間という部分で見てみましても、地元につい

てはＪＲ東海、あるいは国・県の負担を求めておるというふうに聞いております。こういった部分

の中で、私どもとしましては、中間駅の建設費用は現在のところ建設主体であるＪＲ東海負担とし

た中で、駅周辺の整備に充当すべく積み立てを行っておるというようなことでございます。 

 今後、中間駅の候補地における協議の中で、その負担費用のあり方も明確になってくるんではな

いかと考えておりますので、その動向も見守っていきたいと考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 そうですよね、たしか２０億というのは駅前整備でしたね。だから、これにプラス中間駅の建設

費が入ったら、これはもうすごい額になりますよ。こんな額本当に負担するんですか。そのことに

よってメリットがあるんですか。やっぱりこのことはきちっと市民に明らかにして、その上で市民
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の理解を得たんなら積み立てを続ける、これはいいでしょう。ところが、全くそんなメリットも示

さない状況の中で、どんどんどんどん積み立てだけは決めたことだからと、そうでしょう。もう何

年前ですか、決めたのは。それをただやみくもに続けているだけやないですか。 

 問題のある基金というのは、リニアだけではありません。財政調整基金ですけれども、この財政

調整基金というのは、もともと年度間で大きな財政の変動がある、こういうときのために余裕のあ

るときに積み立てる、こういうのが市の答弁でした、今までね。 

 決算では、前年度と比較すると、３９億から４５億へ６億円ふえています。そこで、市民生活に

必要な施策は十分にやった上で、財政に余裕があったので積み立てができた、こういう理解なんで

すか、お答えいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 財政調整基金につきましては、２１年度末が３９億４,０００万円ということで、２２年度にお

きましては剰余金積み立てが７億５,０００万、それ以外で５億２,０００万ほどの積み立てを行い

まして、一方で７億の取り崩しを行ったといったところで、結果といたしまして、２２年度末では

４５億円となったところでございます。 

 この財政調整基金につきましては、議員ご案内のとおり、いわゆる年度間の財源の不均衡を調整

するための積立金であるとともに、災害発生時の対応を見据えた基金でありますことから、財源に

余裕が生じた場合は、財政調整基金に積み立てをしてきているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 私は、市民生活を守り、暮らしを応援するための施策が十分やられた上で、余裕があるんなら積

んでくださいと、こういうことやと思うんですよ。ところが、その前提にある市民生活が本当にわ

かっていないんやないかと、職員は。 

 例えば国保税、２１年度決算で出た１億円の黒字を、わざわざ国保の会計から一般会計に戻すと

いうことをしましたよね。そういうことをやりながら、どんどん積んでいるわけですよ、財政調整

基金をね。たとえ１億でも引き下げに充てる、こういうことをすれば、市の試算で１世帯３万円の

引き下げができる。随分払いやすくなるんですよ、これだけでもね。こういうことが１億円あれば

できるんですよ。それから、バスでもそうですよ。今、南部・東部ルート、非常に便数が少ないで

す。１便ふやすことができないのか。わずかなお金ですよ、これ、かけたって。いっぱいあるやな

いですか、市民の要求が。保育所１ヵ所建てたって、そんなにかからないやないですか、土地さえ

あれば。建てかえができませんか。 

 こういう市民の要求がいっぱいあるのに、それを余裕がありますから積み立てました、そういう

決算です。それで納得できると思いますか。最後に市長、本当に市民の暮らしの質を高める、こう

いうための決算だったというふうに胸を張って言えるのかどうか、市長にこれは尋ねたいと思いま

す。 

○副議長（宮崎勝郎君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ２２年度決算、先ほども伊藤議員のご答弁で考え方を申し述べさせていただきましたが、総体的

には市民の暮らしの質を高めるために、行財政運営をしっかり見直しや転換をさせながら、そこの

ところへ重点的に事業を展開したと。おおむね議会もお認めをいただいております実施計画、ある

いは２２年度予算案、これに基づいて執行ができたものというふうに考えておるものでございます。 

 ご指摘のように、市民の皆さんのニーズというのは多種多様でございまして、そういう中にあり

まして、市民の暮らしの質をいかに高めていくのか、ここのところは基本的な政策の基軸にあるわ

けでございますが、それを継続して、さまざまな事業が動いておりますけれども、前へ進めていく

ためには、政策の優先度、あるいは市民のニーズの優先度、それと財源をしっかり見きわめて手当

てをしていくという考え方で臨ませていただいたところでございます。 

 したがいまして、大きな事業、自然の森公園の白紙でありますとか、和賀白川線の橋梁のコスト

縮減等、そういう事業を一回しっかり見直して、ソフト事業やヒューマンウエアにかかわる、そう

いう部分にしっかり手当てをしていこうというような思いで、２２年度展開をさせていただきまし

た。 

 したがいまして、課題はたくさんあろうかと存じますけれども、総体的にはおおむね２２年度決

算におきまして、一定の成果が生み出せたものというふうに考えておるものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 私は、今の市長の答弁を聞いて、市民が本当に市民生活が大変な中で、必要な事業をやってもら

った上で、なおかつ積み立てるだけの余裕があっということで決算を見てくれるのか、それとも先

ほど言ったように、まだまだいっぱいやるべきことがあったにもかかわらず、貯金の方へ回ってし

まったのではないかと、こう見るのか。これは当初予算でリニアも積んでいるわけですよ。そうい

う予算の使い方はどうなんだということを問われるのが、私は今回の決算だろうというふうに思っ

ております。 

 もう一つだけお聞きしたい。市民まちづくり基金です。これは、はっきり申し上げて、使い道に

困っている基金だろうと思います。合併時に、私たちはこれはつくる必要はないと言いました。こ

れは合併特例債を使った基金です。だから、借金なんで、返済をしなければなりません。この基金

を使える事業というのは、いわゆる建物を建てたりというようなハード事業はできませんので、い

わゆるソフト事業と言われるものしかできません。基金を崩すのも簡単にはできません。返済の終

わった額という範囲内でしか基金も崩せません。非常に使いにくい、使い道に困っている基金であ

ります。これが実態です。 

 これまでこの問題を取り上げてきたんですけれども、前聞いた時点では、基金を預けておくこと

により生じる利息分よりも、返済をする借金の額の方が多いという答弁がありました。 

 そこで聞きたいのは、２２年度にどんな使われ方をしたのかということとか、それから利息と返

済額はどれぐらいなのか、これをお聞きしたいと思います。 



－５０－ 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 市民まちづくり基金の運用益でございますけれども、２２年度につきましては５５９万９,７８

０円でございました。 

 これの主な使途につきましては、地域づくり支援事業など、自主・自立的で魅力ある地域づくり

活動を展開するため、地域における自主的なまちづくり活動を行う北東部まちづくり実行委員会と、

それから昼生地区まちづくり実行委員会に対する補助金といたしております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 市民まちづくり基金の２２年度の運用益につきましては、５５９万９,７８０円でございます。 

 一方、利子の償還額でございます、１,０８０万円でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 やっぱりこれは変わっていないですね。利息よりも返済の方が大きい、こういう基金ですよ。１

０億円あるんですよ、この基金はね。崩すこともできなければ、使い道もなかなか見つからない。

本当にこれ大変な負の遺産を抱えているというふうに思います。 

 私の時間が限られておりますので、この問題は決算特別委員会でまたやりたいと思いますけれど

も、次に移りたいと思います。 

 次は、決算と、それから比較をする材料として、昨年３月に提示された中期財政見通しとの関係

についてお伺いしたいと思います。 

 まず、財政調整基金ですけれども、中期財政見通しでは、平成２３年度に、２２年度末の現在高

が３０億円と想定されていましたけれども、２２年度決算を見ると４５億円あって、これだけで１

５億円の差が出てきています。さらに中期財政見通しでは、毎年の財政調整基金の積立金も、過去

の実績で最低であった３億円というふうに想定をしております。 

 この積み立てがされるのは、歳入と歳出の残りのお金、剰余金をいうんですけれども、当初予算

を組むときに、工事など入札で幾らぐらいかかるかという金額を予算で計上して、実際に入札をや

るとそれよりも安く落札されるということでの差が出てくるということで、どうしてもこれは歳入

歳出の差が生じて、年度末に差額が市全体で見ると何億円と出てくるということで、この出てきた

剰余金の半分は自動的に財政調整基金に積んでもいいという条例になっていますので、それが積み

立てられるということですね。だから、毎年確実に数億円の積み立てがされるという、こういう仕

組みになっているわけです。 

 私が、過去６年間の自動的に積み立てられる半分の額を調べてみました。そうすると、大体５億

から７億。だから、倍の１０億から１４億の歳入歳出での差額、剰余金があるということですね。

平均をとっても６億５,０００万積み立てをされているというのが、この６年間の実態であります。 

 ところが、中期財政見通しは、平成２６年まであと４年ありますけれども、３億掛ける４年間で
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１２億円しか積み立てができないという試算になっています。ところが、私がこの計算をした平均

の数値、６億５,０００万で４年間を計算しますと、２６億円の積み立てになるんです。これでも

市の財政見通しと実績値、私がはじき出した数字との間で１４億円も差が出る。つまり、見通しよ

りも１４億円多く現実には積み立てができるということになるわけですね。 

 さっきも言いましたように、財政調整基金が現時点でもう１５億円差が生じている。さらにこれ

から４年間で１４億円もの積み立ての差が出てくる。合わせると２９億円、財政調整基金だけで違

ってくるという勘定になるんですよ。 

 中期財政見通しを見ますと、今後４年間、２３年度から２６年度、５億円ずつ支出を削減してい

くということが出されていますけれども、そういうふうにしないと、最終年度の２６年度には財政

調整基金が２８億赤字になりますよと、こういう試算がされているんです。ところが、もしこれが、

先ほど言いましたように２９億も見通しに誤りがあるんであれば、この２９億引く２８億で１億円、

５億円削減しなくても、１億円まだ財政調整基金が残るという試算、全く中期財政見通しが違って

くるんですね。こういう問題。 

 それから、今は財政調整基金だけを取り上げましたけれども、来年度から後期基本計画、５年間

の計画がスタートします。当然それには、この見通しをつくった時期よりも歳出面での増が出るだ

ろうということも想定されます。 

 そういうことを考えていくと、現時点でこれだけ違っている中期財政見通しは、直ちに見直すべ

きだというふうに思うんですけれども、見解をお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成２２年の３月にお示しをさせていただきました中期財政見通しにつきましては、昨今の社会

経済情勢の変化などによりまして、先ほどご質問にもありましたように、財政調整基金の積立金だ

とか、市税においても若干の乖離があるといったところでございます。今後の適正かつ健全な財政

運営を図っていく上でも、将来を見据えた財政フレームが必要であるというふうに認識をいたして

いるところでございます。 

 このことからも、財政見通しにつきましては、現在策定を進めております後期基本計画との整合

を図った上で、来年３月にご提出をすべく、現在平成２２年度決算の検証、２３年度の決算見込み

など、財政計画の基礎数値となる資料の作成を進めているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 そうすると、後期基本計画にあわせて見直しをされるということでよろしいですか。 

 きょう、決算の問題を幾つか取り上げたわけですけれども、まだまだ問題点はあるんです。ただ、

私に与えられている時間が残りあと６分ということでありますので、次の問題に移りたいと思いま

す。残りは決算特別委員会でやりたいと思います。 

 次に、議案第５６号亀山市営住宅条例の一部改正についてであります。 

 この条例の一部改正は、低所得者などの住宅困難者の居住の安定の確保を図るために、平成２７
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年度までに２００戸の市営住宅を供給し、そのうち７０戸を民間賃貸住宅を借り上げ、供給すると

いう住生活基本計画に基づき、今回１０戸の借り上げをするための条例改正であります。 

 そこで、民間賃貸住宅を借り上げるというのも一つの方策ではありますけれども、基本は、私は

あくまでも市営住宅を新築する、建てかえをする、このことだと思っております。こういう方向は

全く考えられていないのかどうか、この点をまずお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 亀山市としての市営住宅の建てかえということでございますけれども、建てかえについて全く否

定するものではございませんが、亀山市としては、当面は市営住宅の建てかえは行わない方針でご

ざいます。今後とも既存の市営住宅ストックの活用、並びに民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅と

して供給することにより、住宅に困窮する低額所得者等の居住の安定の確保を図ってまいりたいと

考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 今、市営住宅がどんどん古くなって解体をしていく、だから管理戸数が減る一方というのが今の

現状であります。だから、これはどうしてもいずれかの時期にやらなければ、どんどん減っていっ

てしまうということですね。民間でこういう形で借り上げればいいじゃないかということで全部済

ますわけにははいきませんので、やはり市の責任というもの、公営住宅というものは、そういう立

場からもやっぱりこれは建てるべきだろうというふうに思います。 

 もう１点、今回の方針が、きょう持ってきましたけれども、住生活基本計画がもとになっており

ます。平成２７年度までに２００戸の市営住宅を供給するという、その２００戸の根拠がこの中に

も書かれています。それを見ますと、どういうふうに書かれているかというと、収入に対する家賃

負担限度の範囲で、最低居住面積水準の民営借家に居住するために必要な年収に満たない世帯を推

計する。こういうことで、いわゆる住宅困窮世帯数というのを割り出しをしている。それが２００

戸だと、こういうふうな書き方をされております。 

 しかし、私は、こういう人たちのセーフティーネットというのは必要ではありますけれども、そ

れ以外にも公営住宅の役割というのはあるんだろうと思います。というのは、いわゆるここで言わ

れる年収困窮者、こういう人たちだけでなしに、亀山に住みたいと考える、自分の家が持てるまで

の間は公営住宅でという若い人もいるんではないかと。こういう人のことが考慮されているのかど

うかということですね。 

 この住生活基本計画の５４ページに、こういうイラスト、シナリオイメージというライフステー

ジをずっと描いたものがあります。その中に、例えばこういうふうに書いてありますね。これは就

職して独立をする、結婚・出産をする、子育てをする、退職をする、それから高齢になるという、

こういうライフステージをずっと眺めた中での記述ですけれども、こういうふうに若い世代の時代

のことですけれども、５年後に持ち家を取得し、市内で定住を予定しているため、町なかにある公

的賃貸住宅に入居すると、こういうのがシナリオイメージとしてかかれているわけです。私は、こ
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れはあると思うんですよね。貯金が本当にたまるまで、一戸建てが持てるまでの間、できるだけ安

いところに住まいをして、そしてお金をためて、一戸建てを持とうという若い人、私はたくさんい

ると思うんです。そういう人たちのためにも、やっぱり公営住宅というのは私は必要だと思うんで

すけれども、今言いました２００戸というのは、こういうものが入っていないということですから、

やっぱりこれは政策的にも問題があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今言った

ようなシナリオイメージにあるような人たちのための施策というものをどのように考えてみえるの

かということをお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 市営住宅の役割ということでのご質問でございますが、市営住宅供給の考え方といたしましては、

低額所得者、高齢者等の住宅困窮者の居住の安定の確保を図るものとしておりますことから、亀山

市住生活基本計画におきましても、その視点において供給目標を設定し、供給を図っているもので

ございます。 

 また、若者世代のライフステージに応じた住生活充実のための支援につきましては、民間住宅の

活用等の別施策として実施の検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

 なお、議員のご提案につきましては、今後、住生活基本計画を進めていくに当たっての参考とさ

せていただきたいと存じます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 若い人は、残念ながら今本当に年収２００万、３００万というのが当たり前のような、そういう

実態であります。そういう中で自分の家を持ちたいというためには、できるだけ住宅に係る費用を

抑えたいという、そのことができれば、亀山市内に一戸建てが持てる、こういう夢もかないますん

で、そういう施策もぜひあわせてやっていただきたいことを申し上げて、終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 １８番 服部孝規議員の質疑は終わりました。 

 次に、７番 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。通告に従いまして、順次質疑をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 議案第５７号亀山市消防団条例の一部改正についてをお伺いをしたいと思います。 

 まず初めに、日ごろから消防団活動に励んでいただいております亀山市の消防団の皆様には、本

当に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 今回の条例改正は、団員の任命資格のうち、年齢の上限である４５歳未満を削るものですが、な

ぜ削るのか、要因についてお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 



－５４－ 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 今回の改正は、平素から郷土愛護の精神に基づき、地域の安心・安全の確保に大きく貢献してい

る亀山市消防団に係る条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、少子・高齢化などの社会環境の変化に伴って、消防団員の数が全国

的に減少し、定員確保に苦悩している現状から、地域の防災リーダーとなる消防団員を確保する方

策の一つとして、任命資格の上限であります「４５歳未満」を削除するものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 先ほどご答弁いただきましたが、近年の団員不足のことを状況から考えますと、４５歳未満とい

う制限が残っていたということに対して非常に驚いているものですが、全国的にも、また県内でも、

このような年齢の上限はあるのかお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 三重県内２９市町におきまして、任用条件に年齢上限を定めているのは、当市と１市６町でござ

います。全国的にも、年齢の上限を定めている市町村は数少ない現状であります。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 １市６町残っているということで、この残っているところは団員が十分にそろっているのかなあ

ということを思いますが、次に、新たな団員の確保の働きかけについてお伺いをしたいと思います。 

 少子・高齢化など社会的な要因や労働環境の変化等に伴って、ピーク時には約２００万人いた消

防団員が、今では９０万人を割ろうとしております。亀山市におきます亀山市消防団の現在の人数、

それから定数がありましたら、その定数が何人なのかお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団員の条例定数は４１５名でありますが、実員４１３名、欠員２名の現状でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ２名足りないということで、ほぼ充足をしているのかなあと思いますが、消防団に寄せる期待と

いうのは、阪神・淡路大震災以降、ますます高くなってきていると思います。また、今回の東日本

大震災で、本当に地域住民のために命を賭して懸命に任務に当たられた団員の皆さんのことが、多

くテレビで放映をされておりました。 

 この団員の確保に対して、具体的にどのような働きをされているのかお伺いをしたいと思います。 
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○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 団員の確保につきましては、各分団相互の入団促進活動や、ポスターの掲示などの広報活動、さ

らには消防団員を雇用する市内事業所に対し、消防団活動の協力を顕彰することを目的に、総務省、

消防庁が行っております消防団協力事業所表示制度を取り入れ、現在、亀山市では６事業所を認定

している現状でございます。このような活動を実施し、団員確保に向けたさまざまな取り組みを行

っております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 サラリーマンの方がふえているとか労働環境も変わっておりますので、しっかりと働きかけをお

願いしたいと思います。 

 それから、この条例では、「１８歳以上４５歳未満」の「４５歳未満」が取られるわけですけど、

子供のときから消防団というのはこういうものなんだよとか、そういった消防団に対する思いとか、

親しむとかというような、身近に感じられるような、大人の方に対する働きかけもそうですけど、

子供に対する働きかけをどのようにされているのかお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 地域の防災意識の高揚を図るために、幼少年期から防災に興味を持っていただくことが大切であ

ると認識しております。 

 現在、市内には三つの幼年消防クラブが結成されておりますが、今般、新たに市内の小学生を対

象とした少年消防クラブの結成に向けて、研究しているところであります。また、市内には、女性

を中心とした防災団体としてＣＥＦ等が活動されておりますが、これらの団体を通じて保護者側の

立場から、少年消防クラブの結成に向けてご支援をいただければ幸いでございます。今後ともご協

力の方をお願いしてまいりたいと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 しっかりと働きかけをしていただきたいと思います。今三つ幼年消防クラブがあるとお聞きをし

ました。この少年消防クラブが本当に広がっていくような展開をお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について、そのうち、第３款民生

費の障がい者福祉施設整備事業の内容についてお伺いをしたいと思います。 

 この補正に上がっております事業ですが、どのような施設になるのか、それから定員数は何人な

のか、また障がいの区分があるのかお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 
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 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 今回の補正、障がい者福祉施設整備事業は、社会福祉法人が行うグループホーム・ケアホーム一

体型施設の整備に対する補助でございます。 

 内容といたしまして、グループホームは、障がい者が夜間において共同生活を営む住居、それか

らケアホームは、入浴、排せつ、調理等の日常生活上必要な支援もあわせて行うものでございます。

定員は１０名でございます。 

 施設整備事業に対しまして、県補助金７５０万円、市補助金２,０００万円を予定いたしており

ます。 

 また、この障がいの区分でございますが、３障がい、身体・知的・精神、こういったすべての方

が対象になるものと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ７番 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。 

 国の考え方として、本当に障がい者に地域の中で生活をしていただく、また就労していくという

考え方ですけど、ただ、本当に施設整備が追いついていないのが現状でありました。亀山市は、本

当に一ヵ所もそういった居住スペースとなる、共同的な施設がありませんでしたので、ぜひ地域の

ご理解をいただきながら進めていただきたいと思いますが、先ほど部長からご答弁いただいた、１

０部屋ということで、１０人ということになろうかと思うんですが、これが取っかかりだとは思う

んですが、本当にまだまだ追いついていないということですが、早いかもしれませんが、今後の整

備計画についてお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 第２期亀山市障がい福祉計画におきまして、グループホーム、ケアホーム、それぞれ１ヵ所の整

備を平成２３年度を目標に取り組み、社会福祉法人に対して新規参入の呼びかけを行ってきたとこ

ろでございます。 

 今後につきましては、平成２４年度から平成２６年度までの第３期計画の策定作業を進めており

まして、アンケート調査や聞き取り、また当事者を交えたワーキングにおきまして、障がい者福祉

サービスごとに必要な見込み量を調査しておりますので、その結果を踏まえて、必要なサービスを

確保するための整備目標を立てていく予定といたしております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 第３次計画の中身でそれを決めていかれるということでご答弁いただきましたが、最後に、障が

い者のついの住みかの確保の考え方についてお伺いしたいと思うんですが、障がい者が働く小規模

作業所やグループホームなどが加盟をするきょうされんの調査では、障がいのある子供の介護をし
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ているのは母親が６割超で、父親を含めると約９割が親の介護に頼っているといいます。中には、

９０歳代の親が、知的障がいや精神障がいがある５０歳から６０歳代の子供を介護しているケース

も少なくないといいます。このような親の高齢化など、障がいを持つ子供たちのついの住みかを非

常に心配をされております。そういった相談を私自身も受けております。当市において、このつい

の住みかの確保の考え方について、最後にお伺いしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ついの住みかの確保の考え方についてでございますが、障がいのある方の保護者にとって、将来

子供たちがどうやって暮らしていくのかと、そういう不安をお持ちだと思います。 

 今回整備予定のグループホーム・ケアホームにつきましては、１０人家族の住まいだと考えてお

ります。皆が朝起きて食事をとり、それぞれが仕事や創作活動などに出かけ、またそれが終われば

家に帰り、皆で食事をしたり、おふろに入ったりと、普通の家族の生活を生涯にわたって営むこと

ができるよう願っております。 

 そのためには、ぜひ地域の仲間として普通に溶け込ませていただくことができますよう、皆さん

のお声かけなどもしていただけると幸いだと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 今、部長がおっしゃった１０人家族の生活を今後この施設ができればされていくんだというご答

弁でしたが、親の思いからすれば、そういったことが整ってくれば本当に安心をされていくんでは

ないかなと思います。今回、これが取っかかりでありますので、しっかりと地域の方のご理解を得

ていただいて進めていただきたいなあと思います。 

 次に移ります。 

 最後に、報告第９号、決算に関する附属書類の提出について、その中の主要施策の成果報告書の

中で、学校図書館支援事業についてお伺いをしたいと思います。 

 議員にさせていただいてから、子供の情緒の安定や学力の向上の観点から、読書環境の充実を訴

えてまいりました。この５年間で、随分亀山市内の学校図書館も変化をしてきたと感じております。 

 まず、協力員のいる５校の検証についてお伺いをしたいと思います。 

 この中の学校図書館の環境はどのように変化をしたのか。また、子供たちはどのように変化をし

たのかをお伺いしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校図書館支援事業でございますが、平成２１年度から、亀山西、亀山東、井田川、神辺、関小

学校の５校に学校図書館協力員を配置し、学校図書館の環境整備を行ってまいりました。これによ

り、協力校５校の学校図書館は、季節に合わせた壁面掲示や、図書館祭りなどの楽しい取り組みな

どにより、子供が行きたいと思うような図書館になってまいりました。その成果の一つとして、亀
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山西小学校の学校図書館が、平成２３年度子ども読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰を受

けることになっております。 

 また、学校図書館協力員を配置した学校においては、学校 図書館の利用数や貸出数が増加し、

図書を楽しむ子供がふえてまいりました。静かに読書をする活動を通して、読書習慣が身につきつ

つあり、マナーを守り、落ちついて学習するなどの効果が出ているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 大きな効果が出ているかなというふうに感じました。本当に楽しい取り組み、学校図書館に行き

たい取り組みをしていただいているということで、西小学校が表彰を受けられるということで、本

当にすばらしいことだなあと思います。また、利用者数の増加や、子供たちの生活面もいろいろと

変化をしているということをお聞きしますと、やっぱり本を読む、それから本を読む環境というの

が、非常に子供たちにとっては大きな意味を持っているのだなということを感じます。 

 次に、協力校以外の６校について、この協力校でない６校も、週３回ほど今は協力員さんが来て

いただいていると認識をしておりますが、その図書環境はどう変化をしたのか。また、子供たちは

どうなのかお聞きをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校図書館支援事業を活用し、学校図書館協力員を配置できなかった学校、川崎、白川、加太、

野登、亀山南、昼生の六つの小学校につきましては、配置した学校に比べますと、読書環境に温度

差が見られました。そこで、本年度は学校図書館協力員を市内小学校に全校配置をし、すべての小

学校の図書館環境のレベルを一定にするため、整備を進めているところでございます。 

 本年度は、協力員が全校配置になったことから、同時に一斉の取り組みを進めることができるた

め、かめやましファミリー読書リレーについても取り組み家族数がふえるなど、さらに充実してい

るところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今年度から１１校すべてに協力員を置いていただいているということで、非常に期待をしている

ところであります。１９年に全部の小・中学校を回らせていただいた中で、本当に図書館環境がこ

れほどまでも違いがあるのかというところにびっくりしたんですが、徐々にお金もつけていただき

ながら、協力員さんも配置をしていただきながら変化をしていく、また協力員さんがいなかった６

校についても非常に期待をしていきたいと思います。 

 では次に、今後の協力員さんの情報交換等の連携体制についてお伺いをしていきたいと思います。 

 井田川小学校に行かせていただいたときに、非常に協力員さんも積極的に先生と連携をとりなが

ら、学校図書館が本当にすばらしいなあというように私も感じて帰ってきたんですけど、そういっ
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たベテランの協力員さんたちのスキルを新しいところにどう引き継いでいくのか、どう伝えていく

のか、この連携体制は大きなことだと思うんですが、そういった連携体制についてご所見をお伺い

したいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 昨年度は、協力員の情報交換や研修の機会を確保できなかったことにより、その活用が不十分で

あったという反省がございました。 

 そこで本年度は、学校図書館協力員を対象に研修会や連絡会を実施し、学校図書館協力員の技術

向上と情報交流及び業務の内容について確認などを行っているところでございます。その第１回目

といたしまして、ことしは、例えばブックカバーのかけ方、室内のレイアウトや装飾の方法、絵本

の選び方や読み聞かせの方法などを学び合いました。また、学校図書館協力員だけでなく、市立図

書館司書や学校図書館担当者も参加できる情報交流の場を提供するなど、年３回の実施を計画して

いるところでございます。 

 今後は、市内全体で活動について共通理解したり、自校の運営について検討したりするなど、市

全体として学校図書館の質の向上を目指して進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 次長のお話を聞かせていただきながら、昨年度できなかったということで、今年度そのようない

ろいろと取り組みをしていただくということで、本当に図書館環境、それから協力員さんの状況が

大きく変わっていくことを期待しております。それは、とりもなおさず子供たちに確実にあらわれ

てくると思いますので、引き続きの対応をお願いして、私の質疑を終わらせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ７番 森 美和子議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１０番 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 緑風会の坊野洋昭でございます。よろしくお願いいたします。 

 早速、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 

 １番目、議案第５４号亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正についてお伺いをいたします。 

 １点目です。どのような改正なのか、改正内容と、なぜ改正が必要なのか、その背景をお聞かせ
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ください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正につきましては、スポーツ振興法の全部改正により、

本年８月２４日からスポーツ基本法が施行されたため、本条例の改正が必要となったものでござい

ます。 

 具体的には、条例の名称を「亀山市スポーツ推進審議会条例」に改め、スポーツ基本法第３１条

に基づき、亀山市スポーツ推進審議会を設置することといたします。 

 また、スポーツ推進審議会の所掌事務につきましては、スポーツ振興法の規定を引用し、市長の

諮問に応じ、スポーツの推進に関する重要事項について調査、審議し、市長に建議することを規定

するとともに、同審議会の委員につきましては、スポーツに関し識見を有する者のうちから市長が

委嘱することを規定するものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 従来の題名の変更、いわゆる名称の変更があるわけですが、旧条例を廃止し、新条例を制定する

という手続は必要なかったのかどうか。旧条例の題名変更を含む一部改正でよかったのかという疑

問があります。この点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 改正の仕方でございますが、亀山市におきましては一部改正ということで提案させていただきま

した。他市の状況等も私ども検討、また調べさせていただきました。県におきましては、全部改正

後に新たに新設するという形態をとってみえると思います。他市の状況はばらばらなんですけれど

も、一部改正による条例改正が一番多い状況で、私どももそのように決定しました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ２点目です。亀山市スポーツ推進審議会委員の定数及び任期をお伺いいたします。あわせて、委

員は現在何人おられるのかも聞かせてください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 亀山市スポーツ推進審議会の委員の定数につきましては、改正前の亀山市スポーツ振興審議会条

例第２条におきまして、「審議会は、委員１５人以内で組織する」と規定しておりまして、現在１

２人の方に委嘱しております。 
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 また、第３条では、委員の任期につきましては２年と規定しておりまして、現在の委員は、本年

の４月１日から平成２５年３月までの任期でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 委員の定数が１５名以下ということで、現在１２名の委員がおられるということでございます。

この１２人という人数について、増員または減員の考えはあるのかということをお伺いいたします。 

 また、委員の任期について、改正前の条例下での残任期間ということですが、これに対する考え

方もお聞かせをいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 委員の１５名以内ということで、現在１２名ということなんですけれども、旧審議会におきまし

ても１２名でやっておりまして、旧の時点では大きく、総合型地域スポーツクラブ、そういったク

ラブの創設に向けて審議をしていただきました。１２名の委員で私どもは十分と考えております。 

 そしてまた委員の任期ですけれども、残任期間ということで、私ども、この委員さんにつきまし

ては、新しい、名前は変わりますけれども、この４月１日に任命しておりますので、引き続き２５

年の３月末までお願いしたいと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ３点目です。委員の委嘱に対する考え方をお聞かせいただきたいのですが、どのような方にどの

ような考えで委嘱されているのかをお伺いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 委員の委嘱に関しまして、どのような考え方でということでございます。 

 委員の委嘱につきましては、スポーツに関心があるというだけでなく、スポーツの指導的立場に

おられる方の中から、知識、経験、そういったものに基づきまして、幅広いご意見が伺えるように、

年齢、性別などについても配慮して選任いたしております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 第２条に、「推進審議会は、市長の諮問に応じ調査、審議し、市長に建議する」とありますが、

一般的には「答申する」という言葉が使われているものと理解しております。この「建議」と「答

申」とはどう違うのか。さきの議会運営委員会での説明の中でもこういう質問が出まして、結局正

確な答弁は得られなかったというふうなことがありますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 
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 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 私ども、この一部改正条例の中で、市長に建議するという規定をさせていただきました。このこ

とに関しましては、これまで委員には、建議するという役割で委嘱を現在しております。そういう

ことや、このたび三重県の条例改正などを参考にさせていただいておりますが、県におきましても

建議するという表現を使われると伺っております。諮問事項に対する応答としての答申よりも、よ

り自発的に意見を述べていただく建議の方が適切であるというような考え方で規定をしました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 次の質問に入ります。 

 議案第５７号亀山市消防団条例の一部改正についてお伺いをいたします。 

 １点目に、どのような改正なのか、改正内容と、なぜ改正が必要なのか、その背景をお聞かせい

ただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 今回の改正は、平素から郷土愛護の精神に基づき、地域の安心・安全の確保に大きく貢献してい

る亀山市消防団に係る条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、少子・高齢化などの社会環境の変化に伴って消防団員数が全国的に

減少し、定員確保に苦悩している現状から、地域の防災リーダーとなる消防団員を確保する方策の

一つとして、任命資格の上限であります「４５歳未満」を削除するものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ２点目です。消防団員の定数不足が背景にあるようですが、定数はどのようにして定められてい

るのか、何か法的な根拠があるのかという点についてお伺いをしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団の定数は、消防組織法に基づき、亀山市消防団条例で４１５名と定められており、実員４

１３名で充足率９９％は、全国でもトップクラスと認識しております。 

 消防団の定数につきましては、国が示す基準定数が消防職員数の約６倍とされていることから、

地域における諸事情等を総合的に勘案し、平成１７年の合併時に定員４１５名にされたと承知して

おります。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 
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 団員不足の背景があって、条例の一部改正に至ったというふうなことなんですけれども、団員不

足の背景は何であるというふうにとらえておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 団員不足の背景につきましては、価値観の多様化に加え、過疎化、少子・高齢化等の進展、並び

に産業・就業構造等の変化が全国的に指摘されております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ４点目の質問に入ります。 

 消防団員の任命資格のうち、年齢の上限である「４５歳未満」を削除するとありますが、削除の

必要性をお聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 年齢制限の削除の必要性につきましては、団員確保が一番の理由であります。そのほかに、経験

豊富な再入団希望者の優遇措置等も理由の一つでございます。また、年齢制限を削除したことによ

り平均年齢が４１.９歳よりさらに上回ることが懸念されますものの、入団条件としましては、志

操堅固で、かつ身体強健な者と定義されておりますことから、支障ないものと考えております。 

 消防団員確保につきましては、各分団相互の入団促進活動や、ポスター掲示など広報活動、さら

には消防団員を雇用する市内事業所に対し、消防団活動の協力を顕彰することを目的に、総務省、

消防庁が行っております消防団協力事業所表示制度を取り入れ、現在、亀山市では６事業所を認定

している現状でございます。このような活動を実施し、団員確保に向けたさまざまな取り組みを行

っているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 阪神・淡路や、東北の大震災でも、一番頼りになったのは地域の消防団であったと。これは周知

の事実であります。団員不足ということで、年齢制限の削除についてはやむを得ないものと理解を

いたします。しかし、一番大事なことは、若者の参加を呼びかけていくことだと思いますので、こ

のことについてはまだまだ努力する必要があるということを申し上げておきます。 

 もう１点、消防団につきましては、規律や操法の訓練という点では大変努力されていることは知

られております。消防団の必要性とか大切さについて、団員に対する心の訓練とか研修につきまし

て、あまり知られていないと思います。この点についても、今後、情宣活動の必要性を指摘してお

きたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてお伺いをいたします。 
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 １点目です。今回、総額１億３,０００万円の補正が提案されました。なぜこの時期に１億３,０

００万円もの補正が必要なのか。当初予算に何か見込み違いがあったのか、お伺いをいたします。

あわせて、この１億３,０００万円の補正額について、９月の補正として、例年と比べてこの金額

が多いのか少ないのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 補正予算につきましては、制度の改正、災害関連経費など、原則として当初予算の要求時点で見

込めなかった緊急、突発的な事態に対応するための予算でございます。 

 今回の９月補正では、当初見込めなかった災害復旧に係る経費や、国や県の補助事業として新た

に採択された事業、また助成対象者の増加など、１億３,２６９万１,０００円を計上いたしたとこ

ろでございます。 

 なお、補正額につきましては、年度によりさまざまではございますが、例年と比較いたしまして、

特に多いといった額ではございません。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 補正予算書の歳入についてお伺いをいたします。 

 第１９款繰越金で６,３６３万円の補正額となっております。これはなぜなのか、内容をお聞か

せください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 今回の一般会計補正額１億３,２６９万１,０００円でございます。その財源といたしましては、

国庫支出金、県支出金、市債を充当するわけですけれども、なお不足する額がございます。これを

前年度繰越金６,３６３万１,０００円で財源の手当てをしたといったところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ２点目です。補正予算書の歳出についてお伺いをいたします。 

 第６款農林水産業費、第１項農林水産業費、第３目農業振興費の中山間地域等直接支払事業につ

いてお伺いをいたします。 

 農業振興費が２９５万７,０００円の補正があり、補正後の額が９,４６４万８,０００円となっ

ております。この中で、中山間地域等直接支払事業１５３万５,０００円が計上されておりますが、

中山間地域等直接支払事業とはどのようなものなのか、具体的にその内容をお聞かせください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 
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 まず制度の概要でございますが、中山間地域の農用地区域内の農地における耕作放棄地の発生防

止、また農地の持つ保水機能や洪水防止機能などの多面的機能の確保などに対する活動を５年以上

継続して取り組む集落に交付金を支払うというような事業でございます。 

 具体的な取り組みの内容でございますが、耕作放棄地を発生させないために行う農地の耕作や保

全管理などの保全活動、また農道や水路の草刈りや水路の泥上げなどを行う管理活動、農地と一体

となった周辺林地の下草刈りを行う活動などが具体的な内容でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 この中山間地域等直接支払事業につきまして、今内容をお聞かせいただきましたわけですが、こ

れはいわゆる申請に基づいて支払いをするというふうなことになろうかと思うんですけれども、中

山間地域の方々にこの事業につきましてどのような形で周知をされたのか、十分地域の方々に周知

ができているのかどうかというふうなことについてお伺いをいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 この制度は、平成２２年度から平成２６年度、３期対策といたしました国の制度でありまして、

昨年度には九つの集落において取り組みをしていただいたという経緯がございます。そんな中で、

本年度におきまして、５月から６月にかけて農政推進委員さんを初め、また各自治会を通じて当制

度のＰＲを行いました。その結果といたしまして、新たに七つの集落より申し出がございまして、

今回補正をさせていただくというところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ３点目です。補正予算書の歳出についてお伺いをいたします。 

 第８款土木費、第２項道路橋梁費、第１目道路橋梁総務費の地籍調査事業についてお伺いをいた

します。 

 地籍調査事業として報償費８万６,０００円が計上され、委託料として同額の８万６,０００円が

減額をされまして、地籍調査事業ゼロ円となっておりますが、これはどういうふうなことなのか、

お聞かせください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 地籍調査事業についてでございますが、本年度におけます地籍調査事業につきましては、南野地

区、御幸５本町１地区、新所６地区を予定しておりまして、南野地区につきましては、最終年度で

国の認定を受け、地積図と地籍簿を法務局に納める予定をいたしております。また、御幸５地区は、

補足立ち会いを行い、測量図作成、新所６地区につきましては現地立ち会いの実施を予定しており

ます。 
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 今回計上いたしました補正予算につきましては、地籍調査事業の進捗に大変影響のあります係争

や、意見の相違による境界確定作業の長期化を防ぐため、現地立ち会いにおける助言や地権者間の

調整などの課題解決にご尽力をいただく地籍調査推進委員の方々の身分を明確にし、あわせて活動

に応じた報償金を支払うための予算の組み替えでございます。 

 なお、推進委員の選任につきましては、地元自治会より区域内の土地に識見を有する方を推薦い

ただき、任命してまいります。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 次の質問に入ります。 

 議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてお伺いをいたします。 

 第８款土木費、第２項道路橋梁費について、２点ほどお伺いをいたします。 

 １点目です。第１目の道路橋梁総務費の地籍調査事業についてです。地籍調査事業の支出済額５

２５万９,３００円についてお伺いをいたします。 

 この事業の内訳のうち、地籍調査委託料４９２万２,４００円について、その内容をお聞かせく

ださい。あわせて、地籍調査協議会負担金５万６,０００円とありますが、この地籍調査協議会と

はどのようなものなのかについてもお伺いをいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 平成２２年度地籍調査事業におけます地籍調査委託料につきましては、南野、御幸５地区１社、

新所６地区１社、中町１、２地区１社と、計３社に、所有者調べ、境界立ち会い、１筆地測量など

の業務委託、及び過年度地籍調査成果デジタル化業務委託、これらの発注を行ったものでございま

す。 

 また、地籍調査協会負担金でございますが、負担金の内訳は、全国協議会分２万９,０００円、

東海ブロック分１万円、三重県協議会分１万７,０００円でございます。各協議会は相互に連携し、

国土調査の推進を目的とし、調査・研究や啓発活動、事業執行の講習会の開催などを目的に設立さ

れ、県内では現在２０団体が加入しているという状況でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ２点目です。第３目道路新設改良費の野村布気線整備事業についてお伺いをいたします。 

 支出済額４,０３１万３,１０４円の内訳として、埋蔵文化財発掘事業委託料９２３万３,７００

円とありますが、何を発掘調査されたのか、その内容をお聞かせください。 

 さらに、用地購入費のほかに補償費２２４万７,１８７円とありますが、補償費の内容は何であ

るのか、お聞かせください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 
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○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 野村布気線整備事業の決算額４,０３１万３,１０４円の内訳でございます。その内訳といたしま

して、その中の埋蔵文化財の調査でございますが、当道路区域内にある埋蔵文化財、横澤経塚の発

掘調査を行うための埋蔵文化財発掘業務委託を行ったものでございます。 

 もう１点、用地買収費と補償費でございますが、区域内の土地所有者、個人所有者との土地売買

契約、補償契約が締結できたことによります土地売買契約金及び補償金という内容でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 野村布気線整備事業につきましては、さらに二つの支出済額が明示をされております。繰越明許

費４４５万８,８７２円と、事故繰越１,１１８万８,７４９円の二つであります。ともに内訳は用

地購入費と補償費とありますが、繰越明許費の不用額１,０６３万２,１２８円とは何か、この不用

額についてお伺いしたいということと、繰越明許費と事故繰越とはどのように違うのかということ

をお伺いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 まず、野村布気線の繰越明許費分と事故繰越分の決算額についてでございますが、これらにつき

ましては、いずれも土地売買契約に基づく土地所有権移転登記が完了したことによる土地売買代金

の残金及び補償金でございます。 

 また、不用額につきましては、繰り越した分のうち、決算として不用となった額が不用額という

ことでさせていただいたものでございます。 

 もう１点、繰越明許費と事故繰越の違いについてでございますが、平成２２年度繰越明許費につ

きましては、２１年度分の予算額を繰り越したものでございます。また、平成２２年度事故繰越に

つきましては、平成２０年度分の予算額を平成２１年度に繰り越しをさせていただいて、処理を行

う予定でございましたが、これが完了しなかったため、やむを得ず２２年度に再度繰り越した分が

事故繰越となったものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 さきの６月の議会で、緑風会の小坂直親議員の質問がございました。そこの中で、事故繰越は、

繰越明許を２度繰り返すことだ、このような質問がありまして、同時に、これは職員の対応が不十

分だったのではないかというふうな形の質問だったと思います。これに対しての市長の答弁ですけ

れども、ことしの４月に一部の組織を改編して、用地買収担当を特化して定めて、用地買収がスム

ーズに進むように組織の体制強化をしたというふうに答えておられます。ところが、事故繰越が繰

り返される。確かに用地買収、大変な仕事だと思います。利害が絡むわけですから。ですが、この

まま難しかったので繰り越しですよと。また次の年もだめでしたよ。だから、これは事故ですよと。



－６８－ 

これではやはり困ります。そういうことを申し上げながら、用地買収担当を特化して定めてという

ふうなこと、これはどういうことなのか、どういう組織の改編であったのか、再度お聞かせをいた

だきたい。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 用地買収の強化ということでございます。 

 昨年度の組織といたしましては、用地管理室の中で、全職員が地籍調査であるとか、管理部門で

あるとか、用地買収、それらの業務を組織の中で各職員が分担してやっておったと。室長はそれを

総合的に取りまとめを行っていたと、総括していたというようなことで組織体制でございました。 

 今年度、強化ということで、副参事として、用地担当を専属で副参事、それと担当職員も専属と

いう形で置くことによって、用地担当を専属で主にやっていくという職員を配置したということで、

用地買収に向けての強化を行ったということでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 この件につきまして、特に道路新設改良の野村布気線につきましては、いろいろとお伺いをした

いことがたくさんあるわけですけれども、この件については、再度一般質問の中でやりたいと考え

ております。ただ、この質疑の中で１点だけ、用地買収強化のために副参事を置いたというふうな

ことでありますが、まだ４月からというふうなことで、性急に効果はどうだというふうなことは申

し上げにくいところですけれど、とりあえず、私、前にも申し上げましたように、用地買収につき

ましては、地籍調査事業の必要性というふうなこともございます。そういう意味で、非常に喜ばし

いことだとは思いますが、とりあえず４月からこの方、半年以上たちまして、どういうふうな効果

があったと考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 組織強化の効果ということでございます。 

 用地買収を行う事業は、野村布気のみではございません。いろんな道路事業、他の道路事業もご

ざいますけれども、野村布気を含めて、かなりフットワーク軽く動くことが可能ということになっ

た中で、かなり用地買収交渉というものは進んでおるものと感じているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 ある意味で、組織改編までして努力をされておるという点については、敬意をあらわすものでご

ざいます。ただし、どれだけやっても結果が出せなければ、これは対応不十分どころか、おい、大

丈夫かいと、職員の能力はどうなっているのやと言わざるを得ないような状況が出てまいると思い

ますし、逆に言いますと、市長、どうなっているのやと。きっちり大事な仕事として督励をしてお
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るのかと、ほったらかしかいというふうなことを申し上げなければならないような事態が出てくる

かもわかりません。十分心して、まず結果を出すこと。ネックがあれば、じゃあそれはどう解決し

ていくのかという次の段階への考えをやはり固めていく必要があると思います。これに対しては、

用地の担当者だけではなくて、市長を初めとする市の幹部の心構えが問われるものだというふうに

考えます。一般質問の方でこの件につきましては再度やらせていただきますけれども、しっかりや

っていただきたいということを要望しておきます。終わります。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 坊野洋昭議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 １時４４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５６分 再開） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１３番 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 １３番 中村でございます。 

 それでは、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 

 議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、まず１点目で、決算の

総括検証についてということでございまして、平成２２年度決算は、厳しい財政状況の中、第１次

総合計画、第２次実施計画の初年度に当たり、この計画を遂行するがために、限られた財源を有効

かつ適切に活用するとともに、選択と集中による施策内容の見直しを行い、暮らしの質を高める施

策の推進を基本姿勢に予算編成をされたものでありました。 

 一般会計の決算では、歳入が約２２１億円、歳出が２１０億円、差し引き１１億円で、２３年度

の繰越財源７,７００万円を除いた実質収支は、約１１億円の黒字となっておるところでございま

す。また、財政力指数は、市税収入が１５億円減少したものの、１.０５０で不交付団体が継続し

ているものの、２３年度では交付団体に移行するということでございます。財政構造の弾力性を示

す経常収支比率は、平成２１年度より８.８ポイント上昇し、８５.２％となっており、厳しさを増

す財政状況が現実味を帯びてきたと、そのように考えるところでございます。 

 こういった中、市長として２年目の平成２２年度決算でございますが、どういった総括検証をさ

れたのかお伺いいたしますところでございますが、先ほど同僚議員からも総括に関しましてはご質

問がありまして、ある程度答えていただきましたので、要点とポイントを再度答えていただきたい

と。よろしくお願いします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 中村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 
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 市長２年目の決算の評価の要点とポイントはということでございましたが、午前中に伊藤議員の

ご質問にもお答えをさせていただきました。ご案内のように、少し触れられましたけれども、平成

２２年度につきましては、市税収入が平成２０年度のピークから２３億落ち込む中にありました。

２１年度からは１５億という中にございまして、そういう中にあって、第１次亀山市総合計画にお

ける前期基本計画、第２次実施計画に掲げるさまざまなハード施策、ソフト施策の推進を図るとと

もに、市政の透明性の確保と市民サービスの向上に努め、最少の経費で最大の効果を上げるべく取

り組んでまいったところでございます。 

 こうした取り組みによりまして、実施計画に基づく各種施策につきましても、おおむね計画どお

りの進捗を図って、それぞれ所期の目標を達成することができたものというふうに考えてもおりま

す。しかしながら、これもお触れになられましたが、経常収支比率が８５.２％に上がってきたと

いうことで、財政指標が示しますように、市税収入等の減少により財政構造の硬直化を示す指標が

高くなるとともに、平成２３年度において、ご案内の７年ぶりに普通交付税の交付団体に転じるこ

となど、大きな行政経営の転換点を迎えておる、そういう中に現在ございます。 

 このことからも、今後、この平成２２年度決算を踏まえ、さらに行財政改革の取り組みを一層強

力に進めまして、効率的で持続可能な行財政運営を今後も図ってまいりたいと、このように考えて

おるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 どうもありがとうございました。 

 じゃあ、次に２番目でございますが、先ほど、実質収支比率が約１１億円の黒字となっていると

いうことでございましたが、単年度収支と実質単年度収支はどんな状況であるか、お尋ねしたいと

思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成２２年度決算によります実質収支につきましては、決算書の実質収支に関する調書のとおり、

１０億８,２１４万２,０００円の黒字となってございます。一方、単年度収支につきましては、２

２年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いたもので、４億１０６万６,０００円の赤字と

なってございます。また、実質単年度収支につきましては、単年度収支に財政調整基金への積み立

ての黒字要素と、取り崩しの赤字要素を考慮するもので、５億８,０９２万７,０００円の赤字とな

ったところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 先ほどの数値から考えてみますと、かなり厳しい状況だということで判断させていただきます。 

 担当者の総務部長としては、この数字に関してどういった見解をお持ちか、ちょっとお尋ねした
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いと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、単年度収支、また実質単年度収支につきましては赤字となったと

ころでございますが、決算統計上、減債基金への積み立てが３億円ございますし、剰余金の積み立

てが７億５,０００万円ございますが、これらは黒字要素として見込まれないといったこともござ

います。また、臨時財政対策債の借り入れも控えたといったことなども考慮いたしますと、黒字と

なりまして、健全な財政運営ができたかというふうに考えているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 次に、財政運営に関してでございますが、市の財政状況を判断する財政指標というのがございま

す。それからいきますと、財政力指数が０.３ポイント減少して１.０５０で、財政の弾力性を示す

経常収支比率は、先ほど言いました８.８ポイント上昇して８５.２％、公債費負担比率は１.５ポ

イント上昇して１４.１％となっているところでございまして、財政指標について、程度はともあ

れ、硬直化の傾向が見られておるというのが現状でございます。 

 また、市税収入におきましても、大幅な減少が見込まれるなどとともに、公債費が本年度から数

年にわたりピークを迎えるなど、扶助費を含む義務的経費は増加の傾向にあり、財政運営は今後一

層厳しさを増すものと見込まれるところでございます。 

 このような現下の財政状況においてでも、財政の悪化を理由に消極的な財政運営に陥るというこ

とは、決して許されるものではないと考えるところでございます。 

 そこで、今後の財政運営につきましてはどのようにされるおつもりなのか、お伺いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 今後の財政運営についてでございますが、現在の景気低迷が長引く中、ここ数年来の財政基盤を

支えてきました市税収入は年々減少するとともに、公債費の償還がピークを迎えるなど、財政運営

が厳しくなることが予測をされます。 

 また、本年度におきましては、７年ぶりに普通交付税の交付団体となるなど、自治体経営の大き

な転換点を迎えることとなってきてございます。 

 このような中、平成２４年度にスタートいたします後期基本計画に向けては、地方分権が進展す

る中、急激な社会経済情勢の変化に的確に対応し、市民生活に密着した各種行政サービスを永続的、

安定的に提供できるよう、将来を見越し、計画的かつ余裕を持った財政運営を行っていく必要があ

るものというふうに考えてございます。 

 こういったことを踏まえまして、亀山市行財政改革大綱に掲げた各種施策に取り組むとともに、

職員一人一人に限られた財源の有効活用への意識を徹底させるなど、無駄のない健全な財政運営に

取り組んでまいります。 
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 また、市税収入等の歳入に見合った歳出の抑制、選択と集中による財源の重点配分などをさらに

徹底をするとともに、経済事情の著しい変動や災害の発生などに備えるために、計画的に必要とな

る基金を確保いたしまして、持続可能な財政基盤を確立してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 先ほども同僚議員の中から、中期財政見通しのお話もあったんですけど、２３年から２６年のス

パンということで、５億円ずつ毎年削減するという目標が掲げられてあったところでございますけ

ど、今後、それについてどうされますか、お伺いしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 毎年５億円を削減目標といたしました現在の中期財政見通しにつきましては、財政状況に大きな

変化が見られることから、見直すことといたしました。既にご答弁をさせていただきましたが、後

期基本計画との整合を図って、新たに３月に提出させていただきたく、策定に取りかかっていると

ころでもございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 次の３番に行きます。 

 財政調整基金と減債基金の積み立てについてということでございます。 

 基金に目を向けてみますと、市税収入が前年より約１５億円大幅に減少したものの、財政調整基

金は５億７,０００万円増加して４５億円、減債基金が３億円増加して１７億円、計６２億円積み

立てされておるところでございます。大規模建設事業として、亀中や関中の改築事業、東幼稚園、

あと特養整備、また川崎愛児園整備事業への補助等、この２２年度である程度完了しておりまして、

今後、和賀・白川線や野村・布気線という大きな工事が残っておるわけでございますが、今後、あ

まり大規模な公共事業といいますか、今のところ聞いていないところでございまして、今後は大き

い支出も、あまり今のところはないんじゃないかと、そういった状況の中で、財政調整基金の活用

の考え方と今後の積み立ての目標額につきましてどうお考えになってみえるのか、先ほど言われま

した行革大綱の中期財政見通しというのもありますが、今後変更していくというご意見も聞いてお

ります。そういった中で、目標額はどのように考えてみえるのか、お尋ねしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 財政調整基金につきましては、積み立て目標額といったものは特に設けてございませんが、決算

の状況や財政需要を考慮いたしまして、財源に余裕があれば積み立て、また不足をすれば取り崩す

といったことになってまいります。 



－７３－ 

 平成２２年度末の財政調整基金の残高は、剰余金の積み立てなどによりまして約４５億円と、新

市となって最高額となってございますが、今後、これまでから申し上げていますとおり、市税収入

の減少などにより、財政運営は厳しさを増してくるものと考えております。 

 このような中で、新たな後期基本計画が策定をされますが、市民の暮らしの質を高め、市民満足

度を高めるためには、この計画の具現化を図ることが何よりも重要というふうに考えておりまして、

そのための財源として有効かつ適切に活用してまいりたいというふうに考えてございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次にちょっとお尋ねしたいんですが、亀山市の標準財政規模はどれぐらいか、お尋ね

したいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 標準財政規模につきましては、地方公共団体の標準的な状態で通常に収入されるであろう一般財

源の規模のことでございますが、健全化判断比率の算定などに用いられております。亀山市の平成

２２年度の標準財政規模は、約１３３億円でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 １３３億円ということで、財政調整基金は、基準財政規模の約１０ないし１５％が妥当だと言わ

れておりますが、この値と比較してどういった考えを持ってみえるのか、お尋ねしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 財政調整基金の積立額につきましては、昨年度もお答えをいたしましたが、標準財政規模の１

０％程度という考え方もあろうかというふうに存じますが、本市の標準財政規模に対する財政調整

基金残高の比率で見てみますと、２２年度末で３３.９％となってございます。 

 県内他市の状況を見ますと、標準財政規模に対する比率は、１４市の平均値が１９％、全市町で

は３０.３％でございます。これから比べましても、適切な規模ではないかというふうに考えてい

るところでもございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次に、減債基金につきましても、今後どのような形で積み立てられるおつもりなのか、お尋ねし

たいと思います。 
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○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 減債基金につきましては、本市におきましては本年度より公債費の額が増加をすることから、公

債費負担比率において、財政運営上、警戒ラインと言われております１５％を超える期間が続くも

のというふうに考えてございます。このことから、財政への影響を考慮し、１５％を超える部分を

減債基金により補てんすることといたしておりまして、本年度、２３年度予算におきましても３億

３,０００万円の繰り入れを行い、公債費に充当いたしたところでもございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 特別会計等では、財政健全化法のもとで減債基金の額がその比率に影響があるわけでございます

けど、この減債基金の積立額は、よく公債費の元利償還金の６％程度が妥当じゃないかというふう

に聞いておりますけど、このことについてはどういったお考えをお持ちか、お尋ねしたいと思いま

す。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 減債基金につきましては、議員の言われる元利償還金の６％といった考えは、私ども、今現在の

ところ持ってはございません。先ほどもご答弁申し上げましたように、公債費負担比率において１

５％を超える部分について減債基金を充当させていただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 はい、わかりました。 

 次に、４番目の市債の発行についてでございます。 

 これは、先ほど同僚議員がご質問されまして、ご答弁があったところでございます。２２年度の

市債の発行は、交付税措置の部分がほとんどと、かなり占めておるということで、市債発行額も平

均的な水準であると。また、今後も平均的に推移していくだろうというお答えがありまして、確か

にこの市債の発行につきましては、標準財政規模をかんがみながら、公債費比率や起債制限比率、

また公債費負担比率等の指標を念頭に入れながら、的確な判断をしていかなければならないような

難しい面もあるわけでございますけど、今後も前向きに取り組みしていただきますように期待いた

しまして、このご答弁は結構でございます。 

 次に行きます。 

 次に、報告第９号決算に関する附属書類についてでございます。 

 １番、主要施策の成果報告書について、地籍調査事業についてお尋ねしたいと思います。 
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 地籍調査はもとより、公図や登記簿の面積が現況と合っていないために、１筆ごとの土地の調査

を行い、その結果により法務局の公図や登記簿の面積、地目を改正するものでございます。大変重

要な事業の一つだと考えるところでございます。地籍調査に関しましては、同僚議員の方々もいろ

いろ一般質問等でしてみえるところでもございます。 

 そこで、亀山市の地籍調査の進捗率はかなり低いと聞いておるところでございます。亀山市だけ

じゃなくて、全国もその進捗率というのは５０％程度と、そのようなことを聞いておるところでご

ざいまして、全国的にもおくれているという状況のようでございますが、２２年度、どんな地区を

どれぐらいの面積を調査されたのか、またその進捗につきまして、事業を開始されて１０年以上経

過しておるわけでございますけど、あまり実っていないという状況だと聞いておりますが、その成

果についてお尋ねしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 亀山市の成果でございます。 

 亀山市の事業進捗につきましては、市の面積１９０平方キロメートルのうち、国が所有する土地

を除いた１８２平方キロメートルが対象となっております。当市は、平成１４年度から事業に着手

し、御幸、東御幸町、並びに関町新所地区を中心に調査を順次広げ、昨年度につきましては、先ほ

ど坊野議員にもご説明申し上げました、南野、御幸５地区、新所地区、中町１、２地区というとこ

ろを実施させていただいておるところでございまして、本年度までに事業着手しました合計面積に

つきましては０.６８平方キロメートルでございまして、進捗率は０.３７％でございます。また、

三重県全体の平均進捗率は、８.２１％となっております。 

 なお、全国では、平成２３年４月の時点で４９％の実施率という状況になってございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 国が４９％、県が８.２１％、市が０.３７％ですか、大変進捗率が低いと理解させていただきま

すが、その調査につきまして、実施されているところと未実施のところとが当然あるわけでござい

ますが、それぞれ未実施によるデメリットというのがあると思います。また、実施されているとこ

ろにはメリットがあると思いますが、例えばデメリットですが、例えば土地取引やら相続問題、イ

ンフラ整備とか、あと公共事業にもいろんな影響を及ぼしたり、地震などによります土地の形状の

変化、境界の復元やそういった作業も、未実施のためにおくれたり、そういうことにも影響がある

と考えるところでございますが、このメリット・デメリットにつきましてお伺いしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 地籍調査を実施していない場合のメリットとデメリットということでございますが、先ほど議員

からもご紹介をいただきました。 
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 まずデメリットといたしまして、まず一つ目として財産が正確に把握されない、二つ目に災害に

対して迅速に対応ができない、三つ目といたしまして土地取引が円滑にできない、四つ目といたし

まして将来の公共事業が円滑に実施できないなどが上げられるのではないかと。特に、これも先ほ

ど議員もご紹介いただきました、特に今後、東南海地震などの発生による大災害が想定をされてお

りますが、未実施でありますと、インフラの復興事業を含めた財産の復旧に迅速に対応できないこ

とが大きなデメリットであると考えられます。 

 またメリットでございますが、先ほど説明を申し上げました、デメリットの裏返しという形にな

りますが、事業実施により土地の実態が短期間で面的に整備され、デメリットとされた４項目がメ

リットにかわるというのが一つでございます。また費用負担につきましても、土地所有者の費用負

担はなく、行政的な経費につきましても、国が５０％、県が２５％の補助があり、市負担分の２

５％につきましても、特別交付税の措置により実質的な市の負担は５％の経費になるのではないか

というようなメリットがございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 やっぱり未実施のところはかなりデメリットが多いということは理解させていただきました。 

 全国的にも、三重県も市もそうですけど、進捗状況が悪い中で、なぜこんなに地籍調査が進んで

いないかと。それにはいろんな原因があると思います。そういった中で、考えてみられる大きな原

因といいますか、３点ほどあると思うんですが、まず人員不足じゃないかと。もう一つは財政的な

問題、もう一つは市民の協力と、この３点が大きいんじゃないかと考えるところでございますが、

先ほど財政的な話で今ご答弁があったように、この事業の負担というのは、国が５０％、残りを県

と市、そのうち県と市の８割が特別交付税措置ということで、実質負担は５％とかいうお話でした

ね。ということで、財政的な問題はあまりないんじゃないかと今理解させていただきました。そう

いった中で、人員不足とか、あと市民の協力ですね、やはり地籍調査をするに当たって、いろいろ

市民の皆さんの協力は不可欠だと考えるところでございますが、いろいろ境界線のトラブルとか、

かえって地籍調査をしたためにこれまであった自分の土地が減ったんじゃないかとか、いろいろそ

ういった問題が起きてくることが多々あると考えるところでございまして、こういった地籍調査が

進まない原因という中の一つだと考えておるんですけど、この進まない原因と思われるのはこの３

点以外にもございますか、３点を含めてどのように考えてみえるのか、お伺いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 地籍調査を進めるに当たっての方策ということでございます。 

 地籍調査の進捗のために、今、人員増や組織づくりにつきまして、重要な問題であるというふう

には考えておるところでございますが、地籍調査は、現地立ち会いまでの基礎調査、現地との違い

を事前に把握し、不動産登記処理方法などの検討など丹念に精査し、進めていかなくてはなりませ

ん。所有者間の調整や、事業協力を求めるにも、人員増だけで解決するものでもありません。調査

地域を急激に広げても、境界の未確定などの問題を多く残し、結果として進捗率の向上にはなりま
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せん。 

 このような状況の中、事業予算の増額につきましては、三重県におかれましても積極的な予算対

応をいただいておりますことから、事業進捗に合わせて適切に予算要望をしてまいります。 

 また、土地所有者の協力により事業進捗を図る方向性についてということでございますが、地籍

調査を円滑に進めるため、今回、亀山市地籍調査推進委員設置要綱を定め、地籍調査実施地区内の

地権者の中で、自治会長から土地に関して識見を有する方の推薦を受け、地籍調査推進委員として

委嘱し、地籍調査の普及啓発や境界立ち会い等で生じるトラブルなどの円満な解決に携わっていた

だき、地籍調査事業の推進に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 いろいろ前向きに取り組んでみえるというのは理解させていただきました。しかしながら、なか

なか進んでいないのが現状でございます。 

 次に、この調査に対する市の考え方ということでございますけど、地籍調査というのは自治事務

であるために、市がみずからの判断で実施するか否かを決定することになるということで、市とし

てこの地籍調査の重要度についてどういった認識を持ってみえるのか、先ほどのお尋ねするところ

からいろいろ前向きにやってみえるのはわかるんですが、この地籍調査自体に対してどんな認識を

持ってみえるのか、お伺いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 今後の地籍調査の進捗に関する市の考え方でございます。 

 先ほどご答弁申し上げましたように、地籍調査事業には多くのメリットがございます。地籍調査

事業は、今後の亀山市のインフラ整備を含めたまちづくりの発展の礎として進めていくべき事業で

ございますが、多くの地権者の皆さんのご理解とご協力がないと成果が得られないものでございま

す。また、この事業は、行政主導だけで進められるものではございませんので、地域地権者と行政

が互いに協力し、取り組んでいくべきものというふうに考えておるところでございます。 

 今回、地籍調査推進委員の役割を明確にし、地権者とともに地籍調査事業の推進を着実に前進さ

せてまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 地籍調査というのは、大変重要な事業の一つだと思っておりますので、今後前向きに取り組んで

いただきたいと要望するところでございます。 

 次に、リニアの新幹線の件でございますが、リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立状況について

ということでございます。 

 これも先ほど同僚議員からご質問ございまして、現在１３億円と、目標が２０億円、５,０００



－７８－ 

万ずつ積み立てているということでございまして、いろいろな問題がございます。そういった中で、

まずこの基金に対して市民の意識はどのように考えてみえるのか、市としてとらえてみえるのか、

お尋ねしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 リニア基金を含めますリニア市内停車駅誘致に関する市民意向につきましては、これまでアンケ

ート調査等の具体的な意向把握は行っておりません。 

 リニア市民会議の取り組みについて、リニアの必要性や波及効果について、着実に市民理解は向

上してきていると感じております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 先ほど同僚議員からも、再三といいますか、質問があったわけでございますけど、要するにいか

に市民意識を高めるといいますか、このリニアの新幹線でございますけど、各県に１ヵ所駅を設け

ると、そこまでは決まっております。三重県の中でも亀山市が駅になるとはまだ決まっていないと、

そのように聞いておるところでございますが、やはりこういった駅の誘致の場合、もし亀山市に駅

ができた場合にこんなメリットがあるんだなあと、そういった啓蒙といいますか、やはり市民の方

に対してももう少し宣伝といいますか、何のためにこれだけ積み立てておるのかという、そういっ

た必要性を特にわかっていただけるような報道が必要だと考えておるところでございます。 

 そういった中、今後の方針ですけど、リニアの中央新幹線やＪＲ複線電化推進市民会議等の会議

もございますが、そういった活動の団体に対して、今後もっと強く要望していかなければならない

と考えるところでございますが、そのことにつきましてどのように思ってみえるのかがまず１点。 

 それと、市民の皆さんのそういった意識の向上を図るために、今以上の啓蒙といいますか、そう

いったことをしていかなければ、やはり理解は得られないと。お金ばっかり積み立てて、３０余年

先のことでどうするのやと、そういった意見もかなりあると思います。今後、真剣にといいますか、

市民の意識の向上のためにどのようにされるのか、これが二つ目。 

 三つ目に、特に今の状況の中でもそれなりに頑張ってみえるとは思うんですけど、もう少し国や

ら県に対して、駅が誘致できるように強い運動をしていかなければならないと。そうじゃないと、

ただでさえもなかなか目標は達せられないと、そのように考えるところでございますが、今後、以

前以上にやっていただきたいと考えるところでございますが、その３点につきましてお伺いしたい

と思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まず今後の方針でございますが、現在、中間駅の建設につきまして、東京・名古屋間というよう

な部分についてはＪＲ東海では考えられておるところでございますが、今後、その延伸に向けた働

きかけをしていきたいというようなことと、こういった動向を見据えながら県や関係団体と連携し
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ながら、ＪＲ東海と沿線自治体との協議、調整が円滑に進行していくというようなことの働きかけ

を行っていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 それから２点目、市民意識というような部分でございますが、市民意識につきましては、まずリ

ニアを知っていただこうというようなことで、現在、名古屋の方にリニア鉄道館がオープンするな

ど、市民の方々がよりリニアを現実のものとして受けとめていただく環境になりつつありますので、

今後さらに市民の関心は高まっていくものと期待をしておりますし、こういった活動はしておると

ころでございます。 

 それからもう１点、リニア市民会議でリニアの試乗会を今まで実施しておりました、平成１２年

から１８年まで。今後またこういった試乗会については行うというふうな報道もございますので、

今までリニアの市民会議によるリニア山梨実験線車両の試乗会につきましては、先ほど言いました

平成１２年から１８年度までの事業として実施され、亀山の次代を担う子供たちが親子で７３５人、

このほか一般・会員試乗で４７０人と、１,２００人余りの方々が、夢でなく現実のものとしてリ

ニアの高速空間を体験していただいておりまして、こういった活動が今後続けられるものと考えて

おります。 

 それから最後でございますが、今後の取り組み方針というようなことでございます。 

 リニア中央新幹線に関する今後の取り組み方針でございますが、リニア沿線自治体の中でも、５

万人都市規模で早くから市民レベルでの取り組みを実施している自治体は亀山市のみであると自負

いたしております。この強みを生かし、リニア市民会議を通じまして、リニア誘致によるさまざま

な地域への波及効果について市民理解の浸透を図るとともに、取り組みのすそ野を広げていきなが

ら、市を挙げた誘致活動を展開してまいりたいと考えております。 

 一方、国やＪＲ東海に対しましても、県や関係団体と連携をしながら、中間駅の建設に伴う費用

負担のあり方も含めて円滑に調整できるよう、国の関与について要望していくとともに、大震災に

対する国土軸の代替機能の必要性も含め、２０４５年とされる名古屋・大阪間の開業が少しでも早

く実現できるよう、東京・名古屋間の進捗を見据えながら、今後とも積極的な働きかけを行ってま

いりたいと考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 いろいろ努力してみえるのは理解するんですけど、依然として駅周辺の整備も３５０億円近くか

かるし、これから３０余年先の話ですし、なかなか市民の意識としては、５,０００万ずつためる

ということ自体もいろいろ難しい、ほかにも使うべきじゃないかというようないろんな意見もござ

いますので、真剣にこれから、今後どうしても基金が必要だということをわかっていただくような

啓蒙の仕方をしていただきたい、そのように思います。 

 ちょっと時間がないので、早く行きます。 

 次に、介護基盤緊急整備事業について、施設整備の現状と今後の方向性ということでございます

が、２２年度の施設整備状況というのが、三つ施設ができたと聞いております。また、現在、第４

期介護保険事業計画、広域連合でございますけど、そのもとに進んでおるわけでございます。そう

いった中で、２２年度には施設が三つできたということでございますが、この現状につきましてち
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ょっとお尋ねしたいと。 

 そしてもう１点でございますけど、平成２４年から２６年のスパンの中で、広域連合の第５期介

護保険事業計画が今度立てられるわけでございます。そういった中で、保険料とのバランスも考え

ながら、２市で協議しながらいくわけでございますけど、今後の方向性について、この２点につい

てお尋ねしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 平成２２年度介護基盤緊急整備事業で実施いたしました施設整備の状況でございますが、鈴鹿亀

山地区広域連合が、第４期介護保険事業計画に基づき地域密着型サービスとして選定いたしました

３施設の整備に係る補助金などでございます。 

 まず、定員２９人以下の小規模特別養護老人ホームが１ヵ所、これに対する補助金は、県補助が

１億１５０万円、市補助が１億円でございました。それから、認知症対応型高齢者グループホーム

１ヵ所、これにつきましては県の補助金が２,６２５万円、さらに、小規模多機能型居宅介護施設

１ヵ所、これにつきましては県の補助金が２,６２５万円、合わせて２億５,４００万円補助をいた

しております。また、それぞれの施設開設準備金といたしまして、３ヵ所で県の補助金として２,

８２０万円を支出いたしております。このほか、グループホームのスプリンクラー整備に対しまし

ても、国庫補助金１,１０７万９,０００円を支出しておりますので、総合計が２億９,３２７万９,

０００円となっているところでございます。 

 第４期介護保険事業計画の介護保険サービスの基盤整備におきましては、地域密着型サービスと

しまして、平成２１年度から２３年度までに小規模特別養護老人ホーム２ヵ所、グループホーム２

ヵ所、小規模多機能型居宅介護施設１ヵ所を計画いたしておりました。本年度にグループホーム１

ヵ所が開設予定でございますので、小規模特別養護老人ホーム１ヵ所を除き、予定した整備が完了

いたしております。 

 また、第５期介護保険事業計画の施設整備の考え方でございますが、平成２４年度から平成２６

年度の計画につきましては、現在広域連合で策定作業が進められております。第４期の評価の中で、

計画期間において積極的に施設整備を進めてきましたが、一部には供給過多の状況もうかがえるた

め、第５期計画におきましては、要介護高齢者の利用意向と、事業所の供給可能量との把握に努め、

適切な基盤整備量を設定することとしております。 

 今後の施設整備につきましては、介護保険料とのバランスにも配慮する必要がありますので、策

定作業の中で協議を行っていきたいと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次へ行きます。 

 最後でございますが、４点目の実施計画シート兼実績シートの成果指標についてということでご

ざいますが、これは成果報告書の実施計画シート兼実績シートというのを見ていただきまして、そ
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の裏の一番下の欄の指標というところに載っておるわけでございます。その中で、１次成果指標と

いうのと２次成果指標というのがございまして、１次成果指標というのは、事業を実施したことに

よる直接関係する成果で、２次成果指標というのは、事業を契機に発生する成果で、事業の本当の

目的に関する指標ということで、この２次成果指標の方が重要ではないかと考えておるところでご

ざいますが、今回成果報告に載っている全体の事業が約１３９でございます。そういった中、この

１次成果指標はすべて載っているんですが、２次成果指標が、大変重要な指標にもかかわらずほと

んど載っていないと。１０件ほどじゃないかと思うんですが、この件数、どれぐらい設定されてい

るのか、お尋ねしたいと思います。 

 それと二つ目に、この２次成果指標の設定というのは大変難しい、そのように考えております。

そういったことで載っていない理由の一つとも思うんですが、また、この指標を設定する上で難し

さの背景にあるものは何かと、その２点についてお伺いいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まず２次成果指標でございますが、この部分については、議員申されました、事業実施を契機に

発生する成果でございますが、これは可能であれば設定するというふうなことにさせていただいて

おって、数は少ないということになっております。２次成果指標を設定しておりますのは、１３９

事業中１８事業で、１２.９％となっております。 

 それから、２次成果指標につきましては、事業実施成果の先にある施策目的の達成度との関連も

深まりますことから、それぞれの事業との直接的な関係が薄くなるという側面もございます。また、

その事業を単独で達成できるものではない場合も多くありますことから、設定することが難しい面

もあり、設定できる事例が少ない状況となっておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 もう時間もなくなってまいりましたので、もう１点だけお尋ねしたいと思いますが、この２次成

果指標というのは、市職員のみで改善できると見られる指標等もあれば、市民とほかの団体の方々

との協働でなければできない指標でもあると考えておりますが、そのことにつきましてどのように

お考えになってみえるか、お尋ねしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 現在、前期基本計画の期間中でございまして、２３年度まではこのような指標でいきたいという

ことでございます。 

 それから、２４年度以降につきましては、評価の仕方も施策の持ち方によって変わってくるとい

うことでございますので、施策評価も含めて、いろんな側面で行政評価の方は検討してまいりたい

と考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 
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 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 どうもありがとうございました。 

 時間がなくなりましたので、また別の機会にでもご質問させていただきたいと思います。 

 きょうの質問はこれで終わります。どうもありがとうございました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 中村嘉孝議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時００分 再開） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２０番 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 それでは、市民クラブを代表して、通告に従い、決算に関する代表質疑をさせていただきます。

答弁につきましてもよろしくお願いします。 

 最初に、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について質疑をさせてい

ただきます。 

 平成２２年度の決算の評価についてお尋ねをいたします。 

 平成２２年度は、これまで好調でありました市税収入が減額に転じ、今後財政的にも厳しくなる、

そういう流れの中の最初の年でありました。そういうことを受けて行財政改革大綱も策定をし、歳

出構造の刷新、歳入改革の推進を２本柱として取り組んだ、ある意味最初の年だったと思います。

財政状況のターニングポイントとなりましたこの２２年度の決算をどのように評価されているのか、

確認をいたします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ２０番 竹井道男議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成２２年度決算につきましては、税収入が減少する中、経費の削減、基金の活用などによりま

して、効率的な予算の執行を図り、健全な財政運営に努めたところでございます。 

 こうした取り組みにより、第２次実施計画に基づく各種施策につきましても、おおむね計画どお

りの進捗を図り、特に教育施設の整備を初め、福祉施設の整備に係る助成などによりまして、市民

生活にかかわる基盤整備を図れたものというふうに考えております。 

 一方、初年度となりました行財政改革の視点で見てみますと、歳出構造の刷新では、時間外勤務

の削減を初め、平成２３年度予算編成に向け、目標額の設定など、新たな予算編成手法の取り入れ、

また、補助金の適正化につきましては、交付基準の策定を行ったところでございます。 

 また、歳入改革の推進につきましては、普通財産の売却や自動販売機の設置など、行政財産の貸
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し付けによる財源の確保、また基金の有効な活用による財政運営など、行財政改革大綱実施計画に

基づく取り組みに着手したところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 歳出構造の中の時間外の削減の話があります。これは一般質問でこの後予定をしておりますので、

そこでまたお伺いをしたいと思います。 

 それから、歳入改革で基金の運営、これもまたこの後の質疑が入れてありますので、改めてそこ

で確認をさせていただきます。 

 ２回目に、主要施策の成果報告書をここ数年来出していただいておりまして、特に決算の概要と

いうことで、一般会計の総括的な文章を入れてほしいということで、昨年から入っております。こ

としにおきましては昨年の決算委員会の附帯意見もございまして、外部評価委員会の結果も報告を

してほしいということで、これも明記がされました。ただ、報告内容を見ておりますと、財政に関

する硬直化の言及はありますが、事業執行に関する点は、今部長がおっしゃったような部分も含め

て、あまり触れられていない。外部評価委員会の役割、決算についてはどのような点を評価して行

っているのかを確認したいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 行政評価外部評価委員会の役割につきましては、市の行政評価の結果の検証を行い、それを市長

に報告するものとしております。また、委員会は５名で構成し、会長には三重中京大学の村林教授

に就任していただいております。同委員会において、今回から新たに主要施策の成果報告書のうち

１ページから１４ページの決算の概要について評価を行っていただいており、評価結果につきまし

ては、決算の概要に対する評価は、１ページ目の外部評価結果として記載させていただいておると

ころでございます。このほかにも、決算の概要につきましては、外部評価委員会の指摘により、主

に総括部分の一部修正や、参考資料に基礎的財政収支の推移を加えるなどの修正を行ったところで

ございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今回初めて外部評価委員会の報告がなされておりますが、少しあり方を含めて、また違うタイミ

ング、ちょっと質問が今回多いもんですから、別のタイミングでやらせていただきたいと思います

が、私が思っていた評価の内容とは少しずれがあって、もう少し突っ込んでいくというか、今のあ

り方を突っ込んでいく、先ほどの部長の答弁されておる中身のような見方がないと、ただ財政が硬

直するだけではあまりうまみがないという、外部評価としてうまみがないような感じがしましたの

で、改めてこれはまた別の段階で確認をさせてほしいと思います。 

 次に２点目に、中期財政見通しとの差異ということでお尋ねをしたいと思います。 

 これも先ほど申しましたが、行政運営ターニングポイントを迎えることに当たり、行財政改革大
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綱も策定をされたと。そういう意味では、その附帯資料の中に中期財政見通しというものが提示を

され、その結果をどう見るのかということもやはり決算の視点ではないかなということで、これか

ら５点ほどお尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目、市税についてお尋ねをいたします。 

 中期財政見通しでは、この市税については１１７億程度を一つの数字としておりましたが、決算

は１２３億４,０００万、約６億円近い増となりました。この６億円の差というものについてどう

評価しているのか、また増加分の要因について確認をしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 差異についてということで、平成２２年度市税収入全体の決算額は、議員が申されるように約１

２３億４,１００万円、中期財政見通しは約１１７億６,１００万円と、その差は約５億８,０００

万円の増となっております。その主な要因は、個人市民税につきましては、景気の低迷や雇用状況

の悪化により、民間給与収入を年収で１０％の減と見込んだところですが、予想以上に所得が上向

かず、納税義務者も減少したことにより、約１億５,０００万円の減少となりました。 

 一方、法人市民税におきましては、雇用所得環境の悪化や消費低迷などから、ほぼ横ばいと見込

んだところですが、製造業など一部事業所で業績向上などにより、約３億５,０００万円の増加と

なりました。 

 また、固定資産税のうち償却資産につきましては、現有資産の減価償却の減少分を予測し見込ん

だところでございますが、液晶関連及び自動車製造業などの一部事業所において予想以上の設備投

資が見られたこと、また、それに牽引されてのリース資産の増加があったことから、約３億円の増

加となったところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 当初、リーマンショックから１年以上過ぎて、景気がなかなか回復しないだろうということで、

法人からの税収も減るのかなと私も思っておりました。結果的には、逆に減ったのは個人の方で、

やはりこれは収入が減ってきている。ただ、収入が減った割に企業の方は業績が上がってきている

と。まさしく企業の収益体制は変わったけれども、なかなか収入に結びつかなかったところだと思

いますが、企業によって支えられてきたということは確認をさせていただきました。いい意味で、

いい方向に税収はふえたと。 

 次に、同じ税収にかかわる地方交付税についてお尋ねをいたします。 

 中期財政見通しでは、地方交付税が約４億としておりましたが、決算は約８億４,０００万、４

億近い増の数字になりましたこの増加分の要因について確認をしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 増加となりました要因につきましては、普通交付税が４億１,９００万円の見込みに対しまして
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３億８,４５０万円と、減額というふうになりましたが、中期財政見通しでは見込んでおりません

でした特別交付税が４億５,７９８万円交付されたことによるものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 中期財政見通しでは普通交付税だけが見込んであって、若干微減ではありましたが、含んでいな

い特別交付税を計上したんだということであります。 

 なぜその中期財政見通しに特別交付税を含んでいなかったのか、４億円というのは結構大きな数

字ですが、当初から含まなかった理由について確認をしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 財政見通しに特交を見込まなかった理由でございますが、特別交付税につきましては、平成１８

年度の算定から、不交付団体に対しては災害対策の緊急的な財政需要以外は交付されないといった

ことが規定をされておりまして、３年間で段階的に減額される見込みであったことから、２２年度

の財政見通しでは計上を行わなかったところでございます。 

 しかしながら、世界的な経済不況による法人税の落ち込みは、不交付団体に与える影響が大きい

とのことから、交付されることとなったことによるものでもございます。 

 また、本年のように東日本大震災や台風１２号の豪雨被害など、大きな災害が発生をいたします

と、被災した団体に手厚く交付されることとなり、当市への交付額も大きく変化をすることから、

非常に見通しが立てづらいといったことも一つの要因であるというふうに考えてございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 もともと特別交付税は、確かに８億円ぐらいが段階的にゼロになるというふうな議論だったと思

います。とはいうものの、いつでも何かしらついてくる、特別交付税自体。ただ、午前中、これま

での議論もそうですけれども、財源としてどうなんだといったときに、やはり何億という数字がも

ともとの中期財政見通しから外れた財源になってくると。ですから、足りない足りないという中期

財政見通しの中に特別交付税あたりが入ってくると、ある意味余剰になってしまうという、その辺

の危険性があるんで、全くゼロで見積もるものなのか、今後計上していくものか、この辺はまたぜ

ひ検討してほしいし、交付金の見直しがあるんであれば何がしか載せていくものなのか、この辺に

ついてはまた改めて検討した上で、来年度予算ぐらいに見直しをされるということですので、改め

て考え方をお示し願いたいと思います。そうじゃないと、ある意味隠れたお金になってしまいます

ので、非常に重要な点だと思いますので、これはまた改めて予算で確認をしたいと思います。 

 次に、歳入の自主財源となってくる市税、それから地方交付税、これは特別交付税も含んでおり

ますが、中期財政見通しはプラスになってまいりました。このような状況の中では、不足財源の対

応財源としては、これは交付税だとおっしゃっていますが、臨時財政対策債、それから当然不足財

源としての基金の繰り入れ、こういうようなものがそれをまた補てんしていく財源となってくると。 
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 まず、臨時財政対策債について確認をしたいと思います。これは当初予算では約９億６,０００

万組んでおりましたが、３月補正で３億５,０００万ほど減額をして、最終６億円になりました。

私は、臨時財政対策債も起債の一つではないかということをずうっと言ってまいりました。幾ら１

００％交付税措置があるとしても、やはり起債には変わりない。そういう意味からいくと、今回の

地方財政状況調査票を見ますと、これは発行可能額１１億円ぐらいを可能額としておりますが、実

際は６億円ということで、半分に抑えていただいたと。この辺が６億円の起債となった背景として

は、さっき申しました歳入増の影響が大きいのか、ある意味２２年度は歳出規模を抑えた結果なの

か、どう評価されているか確認をしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 臨時財政対策債につきましては、中期財政見通しにおける見込み額９億６,１５０万円に対しま

して、決算額は６億９２０万円となりました。これは、算定を行ったところ、発行可能額は１１億

２,７６２万３,０００円となりましたが、歳入では税収がふえたことや、歳出では不用額などによ

り歳出規模を抑えたため、財源に余剰が生じましたことから、借入額の抑制を図った結果と考える

ところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 私も、対策債であっても必要があれば減額補正はすべきというふうなことを言ってきましたが、

今回、２２年度減額補正を行いました。今後、税収増であった、不用額があった場合、同様の減額

補正というふうな考え方で今後も対応されるのか、確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 臨時財政対策債につきましては、交付税の振りかえ措置として不足財源を補てんするために借り

入れを行っているところで、この償還額につきましては、全額交付税算入をされまして、後年度に

普通交付税として交付されるものでございます。 

 しかしながら、公債費が年々増加していく要因ともなることから、今後の臨時財政対策債の借り

入れにつきましては、より厳格に精査をし、財政状況を勘案しながら慎重に判断をしてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 私の質問に対して答弁はありませんでしたが、今回は実際には減額補正をされたんで、今後もあ

り得るというふうに私は感じております。 

 次に４点目、基金の繰り入れについてお尋ねをします。 

 財政調整基金の繰り入れ、これも中期財政見通しと同じ額、１２億３,８００万ほど当初で入れ
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ました。３月補正で、今度は５億３,８４０万減額補正をして、最終７億の繰り入れになりました。

ただ、１２月補正で約５億円を基金に積み増した、そういうことで基金繰り入れ７億、基金積み立

て５億、実質、差し引くと２億円の繰り入れとなった。減債基金には、１２月補正でやはり不用額

や税収増があったということで３億積み立てられました。これも多分２億円こっちへ回せば、実質

基金繰り入れなしでこの２２年は運営ができたというふうになってまいります。 

 このように今回２２年は、基金を繰り入れ、途中で積み立て、最後は減額というふうな、何か上

ったり下ったりみたいな補正だったんですが、このような運営をされたことについてどう考えてお

られるのか、確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成２２年度におきましては、１２月補正で市税の増収、前年度繰越金等の計上による歳入増加

見込みから、財政調整基金５億９３６万円、及び減債基金３億円の積み立てを行うべく予算計上を

いたしましたところ、さまざまなご議論もいただきましたので、３月の補正時には歳出の減額に伴

う財政調整により、既に資金繰りとして運用しておりました７億円を除いて、財政調整基金繰入金

を５億３,８４０万円減額したところでございます。補正ごとに基金に係る歳出積み立てだとか、

歳入の繰り入れ補正ということになりましたものの、結果として良好な資金繰りを行いながらも、

基金残高も増加し、健全な財政運営ができたものと考える次第でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 少しそこが１２月の基金積み立てのときにも議論をさせていただいた部分で、やはり歳入をとめ

ておいて、歳出側で回したというのは問題があるんじゃないかと。やっぱり歳入に見合った歳出を

行うとおっしゃっているわけですから、やはり私は、余剰が生まれれば補てん財源側を減らして、

歳入規模を正しくすべきだというふうに申しましたが、そういう視点からいくと、先ほどの臨時財

政対策債と同じ質問になりますが、基金繰り入れ後の補正の考え方、どのような考えなのか、改め

て積み立てなのか減額なのか、考え方を確認したいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 先ほども申し上げましたとおり、平成２２年度におきましては、補正ごとに基金に係る歳出歳入

補正といったことになりましたが、今後につきましては、財源に余剰が生じましたら、資金繰りの

状況を見ながら、基金の繰入金の減額を基本として補正予算計上をいたしてまいりたいというふう

に考えてございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 基本的には、ぜひそういうふうな方向でお願いをしたいと思います。 
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 次に５点目に、予算執行についてお尋ねをしたいと思います。 

 予算執行率というのは、実質収支にも私は影響するというふうに考え、当然影響しますが、３月

の定例会で、２２年度の実質収支の予測といいますか、確認をさせていただきました。不用額は

４％程度出るだろうということで、当時の答弁で８億円ぐらいを見積もっているということでした

が、実際は約１０億８,０００万程度計上いたしました。２億円ぐらい上回ったことになると。３

月段階での質問でありましたが、この２億円を上回ったこと、この辺のことを受けて予算の執行状

況についての評価を確認したいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 本年３月議会の竹井議員からのご質問に対しまして、平成２２年度の実質収支額の想定を約８億

円程度とご答弁を申し上げたところでございますが、決算を見ますと、１０億８,２１４万２,００

０円となったところでございます。この差額であります３億円弱につきましては、一部景気の回復

による税の増収、及び特別交付税の３月交付分によりまして、想定以上に歳入がふえたことが要因

であると分析をいたしております。 

 一方、評価でございますが、歳出における不用額から見ますと、平成２１年度の不用額は約１２

億円で、２２年度は５億２,０００万円と、６億７,０００万円の減少となったところでございます。

これは、適切な予算執行と、事業完了後における不用額について、速やかな予算減額に努めたとこ

ろによるものと認識をいたしておりますが、引き続き事業の見通し等を精査し、適切な予算措置、

事業の執行管理に努めてまいりたいと存じます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 年度末になって特別交付税増収があったんで、見込みより多かったというふうな答弁でございま

した。 

 あと予算執行で、決算の総括を読みますと、一部の事業に繰り越しがあることから、適切な事業

の進捗管理に努める必要があるというふうなことが報告もされております。事業執行、確かに年度

途中、いろいろ補正をとったんで、不用額も減ったということでありましたが、事業執行において

の問題点や課題点、また、それを受けて次の予算編成や執行に関して反映することがあったのかど

うか、この報告がされておりますので、確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成２２年度の決算総括から、予算編成や執行に関して反映することはのご質問でございますが、

まず予算編成におきましては、今年度の予算編成より取り入れました目標額の設定や、決算ベース

での予算要求をさらに徹底し、行財政改革大綱に掲げる財政改革の推進に努め、適正な予算配分を

行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。 

 また、予算の執行につきましては、年度当初に予算の執行方針を示し、平素から事務事業の進行
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管理、並びに予算の執行状況を掌握するとともに、不用額が生じた場合は、速やかに予算の減額補

正を図るなど、予算の計画的かつ効率的な執行に努める必要があるものと認識をいたしてございま

す。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 何点か平成２３年度の予算編成にも反映したということでありますので、確認をさせていただき

ました。 

 次に、報告第９号決算に関する附属書類の提出について、２点ほど質疑をさせていただきます。 

 最初に、決算の概要についてお尋ねをいたします。 

 平成２２年度の報告を見ますと、年度別の財政指標等もグラフ化をされて、少しずつ報告内容が

わかりやすくなってきています。ただ、昨年まで報告がありました公債費比率と起債制限比率の数

値が今回報告されておりませんが、何か理由があるのか。 

 それともう１点、あわせまして、決算の数値が一覧でまとめてあります決算カードというのが、

ホームページを見ますと、１年おくれ、２１年まで公開されており、非常に決算の中身がわかりや

すい。そういう意味からいきますと、２２年度版として決算のときにそのような数値、一覧表が出

せないのか、２点を確認させていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 公債費比率につきましては、公債費の一般財源に占める割合で、地方債の発行限度を判断する比

率として、また、起債の許可制限比率につきましては、地方債許可の制限に係る指標で、いずれも

これまで起債を行う上での重要な指標でございました。平成１８年度に地方債協議制度が導入され

たことに伴いまして、起債に当たっては、別にお示しいたしております健全化判断比率に基づく実

質公債費比率による制限がされることとなったところでございます。このことも踏まえまして、今

回の決算の概要の報告に当たり、内容の見直しを行った中で指標といたしましては算出いたしてお

りますが、掲載を行わなかったところでございます。 

 次に、決算カードのご質問でございますけれども、決算カードにつきましては、地方財政状況調

査、これ決算統計でございますが、これの集計結果に基づき、普通会計の歳入歳出決算額、各種財

政指標等の状況について１枚に取りまとめたものでございます。本市につきましては、総務省の書

式に準拠して作成をし、ホームページにて公表しているところでございます。 

 これまで、元資料であります地方財政状況調査はご提出しておりますが、今後、決算カードも決

算の概要とあわせて提出させていただきたいと存じます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 年々決算についてもわかりやすいものになってきておりますので、できるだけ多くの情報を提出

していただくようにお願いをしたいと思います。 
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 次に、主要施策の成果について２点お尋ねをしたいと思います。 

 １点目に、小学校校庭芝生化事業についてお尋ねをいたします。 

 校庭の芝生化は、砂の飛散防止、温度抑制効果、屋外活動の促進が期待されるということで、南

小学校をモデル的に整備したものです。この、今お話をしました求めた効果というものは発揮でき

たのかどうか、まず確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 昨年度実施いたしました亀山南小学校の校庭芝生化モデル事業の効果でありますが、砂の飛散防

止対策の面では、一定の効果を発揮しているものと評価をしております。また、子供たちが昼休み

などに進んでグラウンドに出て遊んだりする機会が多くなったと学校から報告を受けているところ

でもございますし、そのことから、子供の屋外活動の促進についても事業成果が図られたものと考

えているところでございます。 

 なお、温度抑制効果につきましては、現在、グラウンド及び教室内の温度測定を継続的に実施し

ておりまして、今後、詳細な検証に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 三つの目的のうち二つについては、ほぼいい傾向があったんじゃないかなというふうなご報告で

した。 

 ただ、私たちも、会派で田辺市の芝生化をした小学校に視察に行きました。非常にそこはお金が

ないということで、校長先生と教頭先生２人で水やりから芝生刈りからやっておられました。やは

り一番重要となるのは、芝の管理をどういうふうに行っていくのかと、維持管理が非常に重要な視

点だろうというふうに思います。成果報告の課題を見せていただいておりましても、今後の維持管

理、活用について、保護者や地域の方々との検討も必要ではないのかなというふうなことも課題と

して取り上げていただいておりますが、この１年を通じた中での今後の管理体制について確認をし

たいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 芝生の管理でありますが、今年度は初年度であり、芝の管理は最初が肝心でありますことから、

エアレーション、目砂散布、施肥、芝刈り等といった業務を専門業者へ委託し、維持管理に努めて

いるところでございます。 

 なお、今後の維持管理につきましては、本年度の管理内容や芝の生育状況等も見きわめ、芝刈り

や除草などについて学校などと検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 
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 モデル的に南小学校がスタートをして、東幼稚園の方にも、小さいですけど張られている。当然、

温度抑制効果と、こういう暑い夏をどう過ごすんだというところで非常に重要なテーマになってく

ると思うんです。やっぱり維持管理をどうしていくのか、お金をかければそれでいいという問題で

もないし、やはり地域も含めてどういうふうにやっていくのか。 

 田辺市を見に行っても、芝張りはいろいろお手伝いをしていただいたけれども、なかなかその後

は難しいというふうなこともありましたので、ぜひまたこの検証をした上で、管理体制について改

めてまた確認をさせてほしいと思います。やはりどう学校と地域と、それから業者がいるんでしょ

うけれども、うまく提携をしながらやっていただきたいというふうに思います。 

 次に２点目に、総合環境研究センターの事業についてお尋ねをします。 

 平成１７年１月に設置要綱が策定をされておりまして、この総合環境研究センターは、次代を先

取る有効な環境施策を立案して、自治体、企業、住民が実践できる戦略を練る実践型シンクタンク

として設置をしております。平成１７年６月の定例会で質問をさせていただきました。そのときの

答弁では、三重大や三重短期大学の先生たちが集まって、亀山市の次代を先取る有効な環境施策の

研究立案をするんだというふうなことでありました。ただ、センターの所掌事務は五つあって、そ

の中の一つに環境教育があります。今はこれが中心的な所掌事務の一つとしての環境教育のみが実

施をされている。 

 私は、シンクタンク的な面があまり発揮されていないんじゃないかということをここ数年言って

まいりました。成果報告を見ましても、環境教育の視点しか報告をされておりませんが、総合環境

研究センターの事業をどのように評価されているのかの確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 評価についてご答弁させていただく前に、平成２２年度の総合環境研究センターの実績を少し触

れさせていただきます。 

 まず実績といたしまして、環境教育の面では、かめやま環境市民大学、大学院の開講、また環境

講演会の開催、事業者との連携の面では、シャープ等の連携による中学校への環境出前講座、それ

から国際交流の面では、ＣＯＰ１０による国際環境学習、情報発信では、環境文化史の発刊、また、

シンクタンクの面では、エコライフチェック施策の提言などが行われてきたところでございます。 

 なお、平成２２年度の主要施策の成果報告書には、環境市民大学の事柄のみ特化して記載をして

おりまして、これらの他の取り組みの記載が漏れておりました。申しわけございません。 

 評価でございますが、平成１７年に設立をいたしまして６年が経過し、延べ７３０名の方々が市

民大学、大学院を卒業されまして、学ばれた知識を環境団体活動などに生かしていただきまして、

子供たち、また市民の方々に自然の大切さ、地球温暖化防止の必要性などを広めていただいたとい

うところがございます。また、シンクタンクの面では、レジ袋の削減、エコライフチェックなどの

次代を先取る有効な環境施策の提言、国際交流においてＣＯＰ１０への参加など、さまざまな取り

組みを行っていただいており、成果はあったものと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 
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○２０番（竹井道男君登壇） 

 今、それぞれご報告ありましたが、成果報告が三、四年前から入っているわけですね。これも政

策評価としてやるべきだということで随分言って、ようやくそういうものが入ってきたと。当然主

要事業として上げてあるんであれば、私、３年ぐらいずうっと毎年見ていますけど、市民大学しか

ない。要は、視点がそこに行ってしまっていると。当然、行政チャンネルでも２時間程度講座があ

ったりして、大学院まで発展をしてしまうと。やはり事業の広がりがあれば、違う方向に行くはず

なんです。１７年の６月にも同じことを聞いたんです。シンクタンクですよねと聞いた。それで、

環境に絡む政策をつくっていくんだということは、県でもやっているじゃないですかということを

言って、いや、やはり亀山独自の人材なんだとおっしゃる。でも、あの評価を見ていると、そこま

で書き込んでいないんで、これから活躍する場を見つけなければならないみたいな書き方がしてあ

ると。 

 ですから私は、２３年の予算委員会でも、それにも改めてまた文化や健康を入れてしまって、環

境の域を脱していませんかねと。だから、こういうものは、逆にそういうふうで入れるんであれば、

生涯教育でやったらどうだろうかと。そうやって環境や教育や文化が生涯教育の範疇でやれば、さ

らに、今部長がおっしゃったようなさまざまな仕事をしているんであれば、そういうものを入れれ

ばいいわけですね、そういうところに。そういう意味からいくと、まず成果報告にも問題があった。

これはやっぱり早急に変えていかなきゃならないということと、今の環境の幅が出てしまったとい

う問題ですよね。ここのところが多分事業仕分けなんかでも指摘をされたんだろうと思う。 

 ですから、今後どうされていくのか。一般質問でもいろいろ、この後あるんで、方向性だけ確認

して終わりたいと思いますが、どういうふうに受け取られるのか、確認をしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 事業仕分けでは、２名の委員が不要、３名の委員が、それぞれ内容・規模見直し、民間委託、民

営化などの判断をされ、環境を考える市民をつくることは重要であるが、現状の事業内容では、手

段として適切でないなどのご意見を賜ったところでございます。今後、このご意見を踏まえながら、

関係部署と協議、また検討を行ってまいりたいというところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 決算の確認ですので、また改めて方向性が出ればお示しを願いたいと思います。 

 次に、議案第６９号平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について質疑をさせていただき

ます。 

 最初に、純損失計上の背景についてお尋ねをします。 

 昨年に引き続き赤字決算になりました。当年度純損失５,８００万円を計上しました。昨年は７,

２８０万ありましたが、繰越剰余金の処理をしましたので、この２２年度で初めて純損失として繰

越欠損金を計上いたしました。純損失を２年間計上した背景、収益の背景や対応について、改めて

確認をさせていただきます。 
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○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 医療センターでは、改革プランに基づき、赤字補てんとして一般会計からの補助金を２億円以内

とする経営改善に取り組んでいるところでございますが、結果といたしまして、補助金を超えた５,

８１３万８,２８０円を純損失として計上することとなりました。 

 その大きな要因といたしましては、平成２１年１２月末で退職した整形外科の常勤医師の後任の

確保ができず、三重大学から非常勤医師の外来診療支援を受けてはいたものの、整形外科の手術及

び入院に十分な対応ができなかったことが大きく影響しております。しかしながら、平成２２年８

月には三重大学医学部総合診療科から常勤の内科医師が赴任したことにより、多用な疾患を持つ患

者に幅広く診察できる体制が整い、また、救急患者の受け入れについても積極的な対応に努めた結

果、外来では約２,０００万円の減収となりましたが、入院においては約４,０００万の増収となり、

医業収益全体では前年度より約２,０００万円の増収となっております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 一番影響が大きいのは、これも去年も確認しましたが、整形外科医の方がやめられた後の後任が

なかなか見つからないということだろうと思います。三重大からもいろいろご配慮願って、入院も

少し経営改善になったということでしたが、２２年度も繰越欠損金が発生したと。今、一応約２億

円の補助金で収支バランスをとるという経営計画でありますので、非常に補助金の増でのこの欠損

金の解消は難しいと思いますが、とはいうものの、欠損金が発生をいたしておりますので、これの

解消の対応について何かお考えがあるのか、確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 欠損金解消の対応ということでございますが、平成２２年度については、改革プランの取り組み

の２年目として、経営の改善、健全化に向け、一般会計からの補助金２億円以内を目標に取り組ん

でまいりました。それを超えた５,６０６万１,４３８円の欠損金となりました。これは、先ほど申

し上げました５,８００万と約２００万ほど差異がございますが、これは利益剰余金を充当したた

めでございます。 

 なお、平成２２年度より進めてまいりました三重大学との寄附講座が本年６月に開設されたこと

に伴い、総合診療科医師の配置による診療体制の拡充や、これまで不在であった整形外科の常勤医

師の配置により、患者数及び手術件数等が増加しておるところでございます。 

 今後におきましても、診療体制の維持拡大に努めることにより、患者数が増加し、収益増につな

がるものと考えており、それによりまして、プランの達成と欠損金の解消をしてまいりたいと考え

ております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 
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○２０番（竹井道男君登壇） 

 寄附講座の話がありましたが、これは２３年の話なので、少しそういうものが今後プラスに転じ

るだろうということでございましたので、これは確認をさせていただきました。また改めて寄附講

座の内容については別の機会に確認をさせていただきます。 

 次に改革プランとの差異を聞く予定でしたが、少し後の質問の関係がありますので、これは伊藤

議員の方からも、患者数の増減の質問がございましたので、ここは割愛をさせていただいて、３点

目の医療費の未収についてお尋ねをしたいと思います。 

 監査委員からの決算審査意見書でも、未収金が２１年から２２年にかけてふえています。９８７

件、１,７８４万円になっているということが報告されていました。議会に提出された資料からは

なかなか内容が把握できませんが、監査委員の資料でこのことが書いてございます。なぜ未収金が

増加しているのか。それからまた、未収金の外来、入院の配分といいますか、どちらが多いのか、

あわせて確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 まず、医療費の未収金ということでございますが、全体について申し上げますと、平成２２年度

決算時点での未収金総額は、約１億９,５００万円ございます。その内訳としましては、約１億７,

６００万円が国民健康保険や社会保険団体等への請求分に係るものでございまして、これにつきま

しては、事務手続の関係上、約２ヵ月おくれで入ってくることから、年度末の２月分、３月分が主

なものでございます。 

 議員言われる個人負担分の未収金は、約１,７８０万円でございます。これにつきましては、入

院が１,３３０万、外来が２８０万でございます。 

 なお、未収金の発生要因といたしましては、やはり経済的な理由から一括支払いが困難であるた

め、分割による支払いになったり、あるいは未払いになるケースがございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 従来、未収の質問をすると、国保や社保分だということが多かったんですが、今回、監査委員か

らもそういう報告がある。特に今内容を聞くと、入院の方が圧倒的に多いと。確かに入院した後、

支払う段階で、こんなに多かったのかということが多分あろうと思います。そうなると、やっぱり

未収金が出ない取り組みですね、出た後の取り組みが非常に重要だけれども、市税の方を見まして

も、一たん未収になると取りづらいというか、なかなか集めづらいような状況になってきます。そ

ういう意味では、入院というところもそういうポイントもありますので、今後、そういう場面で、

やはり未収金になっていかないような考え方、当然、今、未収になったものの解消も要りますけれ

ども、そういう考えがあれば確認をしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 
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 未収金についての具体的な取り組みについてでございますが、未収金の新たな発生を防ぐことに

努めることとしておりまして、対策といたしまして、入院時に所定の手続により、一定額を超えた

個人負担分を納付しなくてよい限度額適用認定証の申請等を勧めております。また、窓口での支払

いが困難な場合には、その都度分割等の相談をし、分納誓約をいただくなどにより、未収金発生の

抑制に努めております。 

 なお、未収金が発生した場合には、本人あてに文書による督促を行い、支払いがない場合には電

話にて督促を行うなど、収納に努めているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今でも約２億円近い市からの補助を入れながら、どんどんどんどん患者さんは上向きになっても、

片一方でこういう、上向きになればなったで未収が出てくるというのは、たとえ１００万でも１５

０万でも、私は収益に寄与するような努力というものはやはり必要ではないかなということを申し

上げて、次に入らせていただきます。 

 最後に、議案第７０号平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について質問させていた

だきます。 

 まず最初に、純損失の計上の背景についてお尋ねをします。 

 ２１年度決算から２ヵ年連続で純損失が発生をいたしました。これまで宿舎会計は収支とんとん

でありましたし、道の駅会計が利益がありました。そういう意味で、剰余金も計上いたしてまいり

ました。ただ、２２年度の決算では、道の駅、国民宿舎の両会計とも純損失を計上して、２,００

０万近い純損失となりました。この両方の事業の純損失の計上の内容分析はどのように行っておら

れるのか、確認をさせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 平成２２年度決算につきましては、国民宿舎事業、関ロッジが２,０４０万７,４２０円、道の駅

が５６万１,４９５円、合わせて２,０９６万８,９１５円の純損失となりました。 

 関ロッジの利用状況としましては、宿泊者数が８,５００人、これは昨年度比マイナス４５０人、

休憩者数につきましては１万３,３５５人で、７８人の増になっております。トータルでいきます

と３７６人の減ということで、そのうち、市内の方が利用されてみえる状況につきましてご説明さ

せていただきます。宿泊利用につきましては７９３人、休憩利用につきましては９,３０６人で、

合わせて１万９９人がご利用いただいております。また、その利用目的としましては、同窓会、自

治会等の会議、懇親会が約４０％、法事等が３０％、老人会等、高齢者のご利用が１５％、その他

１５％となっております。 

 欠損の要因につきましては、長引く景気の低迷や、旅行形態の変化、及び施設が利用者ニーズに

合わないなど、宿泊利用者が減少したものによるものでございます。 

 一方、道の駅の利用につきましては、来館者６万８,３０１人、前年度に比べますと３,３８７人

の減となっております。その主な減少要因は、新名神高速道路の開通や高速道路の無料化などに伴
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い交通動線が変化し、国道１号線利用が減少したことによるものでございます。以上の要因で収支

の減になったということでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 休憩はほぼ横ばいですが、やはり宿泊、それから道の駅の利用が落ち込んできたということは確

認させていただきました。 

 ２点目に、国民宿舎の経営資金ということで確認をしたいと思います。 

 現金、預金を見ますと、２０年度の１億６,５００万から２２年度では１億５,８００万、６００

万近く減ってまいりました。これも多分純損失の影響が大きいのだろうと思います。今後も同じよ

うな純損失が続きますと、私は現金、預金はさらに減少するものと思いますが、このような状況の

中で、国民宿舎事業を経営するのに必要な運転資金について、どれぐらい要るものなのか、確認を

させていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 国民宿舎を経営するに当たり必要な運転資金ということで、宿舎事業としては、月おおむね１,

０００万、道の駅事業としては１５０万、合わせまして、月平均１,１５０万、年間でおおよそ１

億４,０００万程度になると思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 宿舎事業で１,０００万、道の駅事業で１５０万ぐらいが毎月ないと運転できないということで

した。ただ、現金預金の１億５,９００万の中には、４条側の予算である資本的収支不足の補てん

財源、これも１億５,０００万ぐらい含んでおりますので、相当経営資金は厳しいのではないかな

と。これでは１００万足りなくなってしまいます。２１年度は、決算で利益積立金の、利益剰余金

を赤字に補てんをして、利益に絡む剰余金は一切ゼロになってまいりました。２２年度は、その損

失分をこの留保資金で処理をして、７,０００万しか残っていないと。８,０００万の建設改良積立

金は使えませんので、留保資金７,０００万で経営をしていくことになってまいります。そうしま

すと、経営資金が１,０００万は要るわけですから、資本的収支を使いながら今経営をしていると

なりますと、この純損失、２,０００万円がどうかはわからないですが、仮に２,０００万あったら、

減価償却が１,２００万ありますので実際８００万ぐらいは赤字になってしまうと。そんなペース

が続きますと、やはり私は経営資金に不足を生じるような懸念がないのかなというふうに思うんで

すが、その辺のところについてのご見解をお示し願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 稲垣関市所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 純損失が２,０００万ベースでいくと、今後経営資金が不足するのではないかというふうなご質
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問をいただきました。 

 おっしゃるように、関ロッジとしては、現金預金として今１億８００万程度ございます。そのう

ち、建設積立金８,０００万、退職者給与引当金約６７０万、それを差し引きますと２,０００万余

りの運転資金ということになります。それを今７００万から８００万の赤字ということになります

と、３年程度につきましては３条予算の方の賄いでいける。ただ、それ以降になりますと、議員ご

指摘の建設改良積立金等の流用というふうな厳しい経営状況になるということでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ２年連続欠損が続きましたので、少し数字を調べてまいりましたら、相当厳しい状況だなという

ふうに感じましたので、今回質問をさせていただきました。早急な経営改善が望まれるということ

を指摘いたしまして、この質疑を終わらせていただきます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ２０番 竹井道男議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ３時５４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ４時０５分 再開） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２２番 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、早速質疑をさせていただきたいと思います。ちょっと質問の順番は変わりますけれど

も、ご容赦願いたいと思います。 

 議案第５３号亀山市待機児童館条例の制定についてですけれども、条例中、第２条の名称及び位

置においての中で、今回の名称を「亀山市待機児童館」というふうな名称にされました。待機する

子供たちの施設として活用するんですけれども、余りにも条例の条文を使った待機児童館と、でき

たら市民に親しまれやすいような名前にして、市民が親しみを持った施設としての名称をなぜ考え

られなかったか、一遍そこについてお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 施設の名称でございますが、「亀山市待機児童館」といたしております。この名称につきまして

は、その名前から施設の内容を推察できるものにするため、施設の設置目的に記載されている内容

に基づいた名称としたものでございます。今後、親しみやすい名称につきまして、別途愛称を保育

園の保育士から募集する予定をいたしております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 
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○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 極力、この保護者の人らも子供たちも、どこどこ行くよというような形の名称をぜひとも考えて

いただきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

 次に、議案第５７号の亀山市消防団条例の一部改正についてですけれども、午前中にも２名の議

員の人が質問されました。この条例改正について、同じような答弁をされたんですけれども、４５

歳を削除した理由について、少子・高齢化云々とかいうふうですけれども、これは基本的に、平成

１７年１月１１日に亀山市と関町が合併させてもらいました。そのときに、旧関町の条文の中には、

その年齢制限がなかったと、上限が。だけど、亀山市にはあったと。だから、合併当時のこの市町

の条例整合はうまくいかなかったと。だから今回の条例改正になったんではないかと、私はそうい

うふうに思いますけれども、そうじゃないんですか、どうですか。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 平素から郷土愛護の精神に基づき、地域の安心・安全に大きく寄与していただいております消防

団でございますが、今議員おっしゃる合併当時のそういういきさつにつきましては、ただ単に関の

１４５名と亀山の２７０名を足して４１５名になり、その後のそういう条例の内容につきましては、

関町は上限の年齢がなかった、亀山市にはあったというふうなことでございましたが、これは亀山

に倣うというふうなことで合併協議会で話しなされて、今に至った経緯だと私は認識しております。

以上でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 そういうふうな認識の中で今回の４５歳を削除して、１８歳以上の方を消防団員として任用する

というふうな条例改正になったので、今まではその答弁されたことが、建前と本音、そこら辺が整

合されておらんと。といいますのは、平成１８年に規則改正がされています。その規則改正に伴っ

て、各分団の団員条例というのが規則の中で定められています、各分団の人員を。そういう中で、

平成２２年３月３０日、及び平成２３年３月３１日をもって規則改正を櫻井市長のもとで、各分団

の人員の組みかえがなされておると。というのは、７分団に１名増員し、１０分団に１名増員し、

８分団に２名増員し、なおかつ１１分団で４名減少というふうな規則改正を行ったと。というのは、

地域的なぐあいもありますけれども、消防団員確保のために条例・規則改正は、規則第２４条のそ

の他の事項で、規則については、必要と認めるときは消防長が改正することができるというような

ことですけれども、告示は市長の名でやられておると。そういう中で、やはり４１５名云々のこと

をいろいろ議論されたんですけれども、やはり現在、消防団員定数は条例で４１５名と定数を決め

られています。その中で、各分団における定数が規則によって定めておる中で、こういうふうな２

２年、２３年という動きがあると。だから、いろいろ不都合があると。だから、やはりこの規則と

いうのは、消防団員がいかに確保できるためには、定数をこういうような改正ごとに、２２年、２

３年というようなややこしいことせんと、附則の中で、消防団員の定員が欠員になった場合には、
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他に流用することができるという附則を設けたら、こういうような条例改正することはならんし、

また団員、この規則の中で定めておる定数というのは、一応のおおむね各地域の所轄分団の地域性、

それにのっとって団員の基礎的な人員配置をしておかなあかんけれども、欠員ができたときには流

用できるというふうな方法に規則の改正をすることができないのかどうかということをお尋ねした

いと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 亀山市の消防団規則に定められております各分団の定員数につきましては、当市の人口動態を見

て、見直しの必要もあるものと認識しております。 

 今後は、独立機関である消防団組織内で検討を要するものと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 団幹部でいろいろ協議してもろうて、団幹部の要望が来るというふうな形で整備していきたいと

いうんですけれども、基本的に、任命権者は市長であります。市長がやっぱり消防団のいろんな式

典、訓練等でいろいろ述べられる中で、やはりもう少し消防団組織の組織内容、そういうようなも

のを見きわめていただきたい。といいますのも、条例に関連して、消防団の育成確保についてもい

ろいろな問題の中で、現在、消防団員で公務災害補償費、１名１,５００円、福祉共済金１名３,０

００円というようなことで納付しております。それで、現在の公務災害補償の１,５００円は、公

費で負担されております。ところが、福祉共済については個人の出費、個人から徴収して福祉共済

がなされております。この東日本大震災のときに消防団員が２４５名殉職されて、福祉共済で２,

７００万の弔慰金が支給される中、余りにも多くの消防団員が死亡したために、１,１００万に減

額されたと。それで、現在の現職消防団員に対しては、過去３年間、今から３年間、３,０００円

の掛金が４,０００円になるというような通達を私は聞き及んでおります。 

 そういう中で、消防団員は団員で年間３万６,０００円の年報酬をいただいておるんですけれど

も、そこから３,０００円を引いた中での消防団活動をする中に、消防団員として確保するために、

なぜそういうような３,０００円の福祉共済を個人払いさせんならんかと。というようなことをし

ておるもんで、団員確保もなかなかうまくいかないというようなことです。 

 これ、ほかに、さっきの森さんの答弁の中で、１市６町、亀山市を入れて２市６町がこの年齢制

限をやっておるという中で、各市町でいろんな基準を設けています。そういうようなこともきちっ

と本市も見きわめた中で、市長としても消防団活動に、どういうふうに消防団が対応を受けておる

かということをすべて市長として把握していただきたいと思いますけれども、今後の意気込みにつ

いて、消防長もお見えになりますけれども、市長としてもう少し認識をしていただきたいと思って

いますので、その点についてお考えがあったら、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員に申し上げます。 

 議案と少し離れておると思いますので、注意願います。 
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 渥美消防長。 

○消防長（渥美正行君登壇） 

 櫻井議員のご質問については、消防に関するものでございます。統括をする立場として、私の方

から少しだけご答弁申し上げたいと思います。 

 先ほど議員がご提起なされた、まさに消防団員の定数条例のいわゆる資格の問題であります。こ

れは、条例４条の第１項１号について、このたびの議会で改正案として示させていただきました。

これは、各自治体の事情によって必ず異なります。先ほど次長がご説明いたしましたように、県下

でも、いまだに亀山市を含めて２市６町がそれぞれの事情の中で上限年齢というのを定めておりま

す。最高齢のところは５５歳というところもございます。それは地域の実情、当亀山市におきまし

ても、平成１７年の合併のときに、旧関町、旧亀山市において協議なされて、現在の条例が定まっ

たわけであります。当時関町は、１８歳、上限なしと、これは当時の町の消防団のご判断であった

ろうと、このように推察をいたしますし、当時の亀山市の上限４５歳というのも、事情があったも

のと理解をします。ですから、その中で、当時の消防団幹部、消防本部、いろんな英知を集めて協

議した結果が、現条例だと思います。 

 私は、この消防団確保の根幹というのは、年齢制限、これも一つでありますけれども、根幹は、

第２号の内容であると私は理解をしております。議員の皆さん方は賢明でありますので、消防団条

例の第４条第１項２号、これをご承知だと思います。これについて、私はある議員の方と懇談をさ

せていただきました。すばらしい条文であります。亀山市の４条１項２号、志操堅固な者、そして

身体強健な者と、これですべてあらわしているなあと、このように理解をしておりますし、なおか

つ一番大事なのは、午前中のご質疑の中で坊野議員からご指摘ありました消防団活動のあり方、こ

れは消防団の現団員の皆さん方の活動はもちろんでありますけれども、消防団活動をいかに市民の

皆様方があらゆる角度から理解をして、そしてまた、それに対して評価をいただくか、これが最終

的な消防団確保につながるものだと思います。そしてまた、やっぱり将来の亀山市の消防、防災、

これを考えるに、将来の担い手をいかに築くか、これが根幹だと考えております。 

 したがって、次長がご答弁申し上げましたように、将来を見据えてしっかり少年消防クラブ、幼

年消防クラブ、こういったものをもとにしっかりと研究をして、亀山市民のための消防行政という

ものをしっかり取り組んでいきたいと、かように考えております。意のあるところをご理解いただ

いて、櫻井議員に対する答弁とさせていただきます。以上です。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 消防団員確保の中で、１市６町の中には、班長以上、幹部級の者は年齢制限を撤廃しておるわけ

です。そういうようなことも踏まえた中で、やっぱり消防団員資格、今回の条例改正については、

やはり今まで気がつかなかったということを申し述べておきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

 議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についての基金運用についてちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

 時間がありませんので簡単にいきたいと思うんですけれども、現在の亀山市では、国債、地方債、
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政治債、定期預金という４種類の基金運用を行っております。 

 まず地方債において、三重県、川崎、京都、福岡、各市町の地方債を購入しています。三重県に

おいては１０年もので１.０５６、川崎市は５年もので０.９２、京都市では０.９３、福岡市では

２２年１２月２４日に０.４になるというような形で地方債を購入しています。国債においては、

減債基金は２年もので２億、及び９億、定期預金で６億というふうな数字が上がっています。リニ

アは１０年ものから２年ものまであると。そういうような中で、各年度によってこの金利がかなり

差があるんですけれども、やっぱりこれは基金運用として妥当な数字であるのかどうか。また、そ

の時期によってどのようなことを踏まえて行っているのか、ひとつ聞きたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 片岡会計管理者。 

○会計管理者（片岡久範君登壇） 

 基金の管理運用につきましては、亀山市基金条例に基づき、普通預金、定期預金、債券で、金融

機関の安全性等情報収集を行い、最も確実かつ有利な方法により保管し、運用から生じた収益は、

その基金の設置目的に充て、編入を行うか、歳計現金に繰りかえて運用を行っております。 

 基金の運用状況については、普通預金、定期預金及び債券に分散して行っております。 

 また、地方債の利息の差につきましては、地方債の購入時期及び運用期間等が異なっていること、

並びに安全性を考慮し、分散した銘柄を購入したことによって利益の差が生じております。 

 また、金融機関に預託しておりました基金の利率につきましては、ペイオフ対策等のため、借入

金の相殺範囲内で預託がえを行っているところでございます。預託がえの際には見積もりを提出い

ただいており、金利について、窓口金利や市場動向を踏まえた上で預託を行っております。以上で

ございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 その減債基金について、２年ものを２億、それから平成２２年３月３０日に９億の２年ものを買

うておる。国債というのは、やはり全体の比率からいくと、金利が当座で年間に２,８００万ぐら

い生じると。銀行金利は２１０万という中で、国債が安定な運用だというふうに理解してみえると

思いますけれども、１点ちょっとお尋ねしたいんですけれども、市中銀行７行、農協から百五銀行

までいくんですけれども、各銀行によって金利幅が、例えば三重銀行は０.１８、ところが中京銀

行が０.０４、いろんな幅があるんですけれども、本市においてその基金運用については、各銀行

の入札制度を行っておるのか。あるいは、その入札制度を充実することによって銀行から生み出し

てくる金利、２３年度が２００万ちょっとですけれども、入札制度を行って、これが妥当か、また

国債運用はこれでいいのかどうか、お考えを聞かせていただきたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 片岡会計管理者。 

○会計管理者（片岡久範君登壇） 

 多分、市中銀行に預託している１,０００万の金額だと思いますけど、１,０００万につきまして



－１０２－ 

は、ペイオフの範囲内で、相殺範囲内で、随意契約で行っております。市内の支店がある金融機関、

及び鈴鹿市にある金融機関については、随意契約で行っております。 

 また、本来、預託する時期には、まず債権の情報を先に情報収集し、また、入札価格をある程度

推定し、国債が有利なのか、定期預金が有利なのか判断して行っております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 基本的にペイオフは、叫ばれてから大分たつんですけれども、ちなみに百五銀行に１１億２,０

００万、北伊勢信用に１１億７,０００万、こういうような預金されておると。ほかの農協、労金、

中京、そこら辺が１,０００万単位と。もう少し金利競争をさせて、もう少し百五、北伊勢の、や

っぱりペイオフの関係があって、おつき合い程度に、今言った農協、労金、１,０００万クラスは、

もう少し額をふやせば、金利ももう少し確保できるとちゃうかなと、そういうふうに思うんですけ

れども、市長はどういうふうに思ってはるか知りませんけど、市長として、お金のことは会計管理

者に任せておきゃいいという思いなのか、やはりもう少し、ペイオフもあるんですけれども、その

預金先をもう少し分散せいと、百五銀行は１１億、北伊勢が１１億７,０００万、こういうような

数字が上がっておるんですけれども、やはりもっと、三重銀行は７億５,０００万あるんですけれ

ども、そういうような指示は市長として考えてみえないのか、経営者として。どうですかな。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 以前にも議員の方からこういうご指摘、議論があったのを記憶いたしておりますが、現在、私ど

もは、基金の運用状況に際しまして、今少し会計管理者が申し上げましたように、安全性、それか

らリスク分散、こういうことを重視させていただいて、その情報収集を行って、最も確実かつ有利

な方法を選択させていただいてまいりました。これは過去にもそうでございますし、現在もそうで

ございますし、今後もその分散をし、有利な運用を図っていくという考え方は基本に考えておると

ころでございます。 

 ご案内のように、海外の欧米の経済情勢が非常に不安定、それから国内におけます経済情勢、あ

るいは震災の影響もございまして、景気、それから金融市場は非常に大きく今不安定な状況の中に

ございます。 

 それから、議員ご指摘をいただいた、たしか平成１４年であったと思いますが、ペイオフ解禁と

いう状況の中で、やっぱり自治体がしっかりと自己責任において資金運用を図っていくという責務

があろうかというふうに考えております。 

 したがいまして、情報収集の中で、国債にするのか、有利な預金、どのように選択するか、金融

機関の方からは、なかなか亀山市の運営は厳しいとご指摘もいただいておりますが、しっかり亀山

市としては、会計管理者は一義的に判断をしてくれておるわけでございますけれども、今後も基金

を含め、現金の管理運用につきましては、しっかりと安全性、リスクを考えて、分散をさせながら、

情報収集、分析を行って、適正に運用していきたいと、これは基本的な考え方でございます。 
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○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、その基金の分散の運用の中で、例えば農協が１,０００万、２３年３月３１日から２４

年の３月２８日まで３６４日で０.０４で運用されとるわけです。ところが三重銀行は、７億５,０

００万入れて、１８０日、半年ものですけれども、０.１８という金利があると。そうしたら、例

えば百五と北伊勢の金を農協へ預けたら、この金利はもっと高くつくというような形の、もっと分

散を図るわけですよ、これはね。そういうようなことを今後考えていただきたい。やはりどうも定

期の偏りがあり過ぎるというふうに私は思います。こればっかりやっておったら時間がないもんで

あれですけれども、まだ今後の課題として、また決算のときにやりますけれども、もう時間がない

もんで次に移りたいと思います。 

 次に、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての、第８款土木費、

第５項住宅費、第１目住宅管理費の緊急地域経済対策、住宅リフォーム助成金５９６万６,０００

円、一般財源にて、この事業の要綱をこの議会に出されなかった理由をまず教えていただきたい。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 当事業の要綱につきましては、現在、作成途上でございます。ただ、文書化はしておりませんが、

事業の対象工事であるとか、助成額等の議論をさせていただいた中で、まだ実施までの間に作成を

いたすというふうな状況になっているところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 各議員が過去にはいろいろな質問をしてきて、この新規の事業が出てきたんです。９月補正予算

で、私の議会におらせてもろうた中で、緊急を要すると、緊急地域経済対策事業と、この委員会の

資料をちょっと見せていただくと、１０月に今言われた要綱を作成して、この事業を、この資料８

でいうと、今後の概略工程、１０月に要綱の策定・告示、１１月に云々、１２月云々、住宅改修の

開始が１月と。三月間でやると。それで、この両方の基準が１０万円を限度ということですね、１

００分の１０と。そうすると、１００万かかっても１０万、２００万かかっても１０万が上限なの

か、一遍その確認だけ。イエスかノーか、伺います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 当事業につきましては、一般型でございますけれども、工事費の１００分の１０に相当する額を

１０万を限度に助成をさせていただくということでございますので、２００万以上の工事につきま

しても、上限が１０万ということになります。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 
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○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうすると、１０万ということは、５００万で５０件分をこの３月３１日までにこなさんならん

という予算ですね。こなせますか、これを。こなす自信があるか。恐らくこれは、６月に減額補正

ということは、緊急に補正を組んだわけです。これ、こなせますか。その自信ありますかな。 

 例えば、今言われた、２００万かかっても１０万補助と。例えば、この説明資料によると、市内

業者に限ると。例えば、これ１００分の１０という話ですけれども、これは市長にお答えいただき

たい。例えばあなただったらどのように選択されるか。例えば２００万かかりましたと。市の補助

が１０万、手出し１９０万。市内業者に２００万の仕事を市が１０万補助して仕事をしてもらうと。

市外業者が、例えばその２００万の仕事を１７０万でしますよと言うたときに、あなたはどちらを

選択しますか。２００万の事業で１０万の補助をもろうたら、１９０万の手出しの請負を市内業者

を希望するか、１７０万で請負をする市外業者が来たとすると、どっちを選択されますか、一遍聞

きたいです。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 仮定のご質問でございますが、状況にもよりますが、気持ちとしては市内業者を活用させていた

だくと、そういう思いでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 やっぱり市長は金持ちなんやね。わしは１７０万の方を選びますよ。例えば１７０万の、それは

市長さんは金を持ってはるさかいに、２０万ぐらい高うても、市内業者、しゃあないなと言われる

かわからんけれども、私は市から１０万補助をもろうて、２００万のリフォームをやるのに、１７

０万の方を私やったら選びます。 

 なぜこのような質問をさせてもろうたかというと、この上限１００分の１０と、１０万という額

が余りにも緊急の経済対策であっても、脆弱と私は見ておる。私やったら、思っておるのは、１０

０分の３０、例えばその事業費の３割をリフォーム資金として助成するから、市内業者の育成も図

った中で市民の生活環境をリフォームをやるというふうにします。例えば２００万かかって３割補

助とすると６０万、６０万出すことによって市が２００万の仕事をすると。そうすると、市外業者

も、いかなこと、６０万以上の値引きをして、よう請けませんよ、普通やったら。どうですかな。

この制度は、１００万かかっても１０万、２００万かかっても１０万、３００万かかっても１０万、

こんなんやったら、市内業者を使うたら１０万はやるけど、３００万かかったら、あとの２９０万

はおたく出しなさいよと、市民の人に。この制度、よろしいやろうがというよりも、３００万かか

ったら９０万の市の補助を出しますよという制度にすれば、市民のリフォームのこともできるし、

市内業者の育成もできると、私はそう思うけれども、市長は１９０万の方をとると。少々高くても

いいわということで言われましたけれども、それではこの制度自身が、私はせっかくの制度が生き

やんと思うんですけれども、これは十分やと認識されておるか、もう一遍市長に聞きたい。 
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○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回ご提案をさせていただいておりますこのリフォーム費用の助成制度、これは昨年の１２月の

議会以来、３月、６月の議会でも、多くの議員の皆さんにここでご論議をいただいてまいりました。

こういう中で、検討、研究をさせていただいて、今回、９月議会に上程をさせていただきましたが、

住宅リフォームに対して一定の助成を行うことで、良好な住環境の確保のためのリフォーム工事の

発注の促進、また助成対象工事を市内業者が施行することに限定することで、地域の中小企業等の

支援、地域経済の活性化にもつながって、十分妥当性のある事業であるというふうに考えておりま

す。 

 また亀山市が、今ご指摘をいただきました１０％上限、１０万円とした根拠につきましては、他

市の制度を調査いたしてまいりました。ご案内のように、県内先進地であります伊勢市における、

伊勢市の場合は、工事費の５％、上限１０万円の設定ということになっておりますが、これを初め、

全体工事費３０万円以上に対し１０％の助成で、上限を１０万円に設定している自治体、これがほ

とんど多数を占めておられるということがわかりました。その一方で、その波及効果につきまして

も、一定の波及効果がそれぞれ出ているものというふうに確認をさせていただいておりまして、こ

の制度を進めていくに当たりましては、亀山市の１０％、上限１０万円、これにつきましては適正

な額であるというふうにも考えておるところであります。 

 一方で、議員、３月にもご質問いただきましたが、これは耐震補強の本市の助成制度でございま

すけれども、これもあわせて、今回亀山市として、県の事業が７月に新たに創設されましたので、

これを上乗せして展開をしていくということを考えております。その意味で、これは従来、亀山市

は全県下で最高１８０万という最高レベルでございましたけれども、県の制度とあわせて今回の上

乗せ措置を考えますと、上限約２２０万というようなこと、これらあわせてリフォーム助成と耐震

補強、こういうものを前へ進めていくということが大変意義のある政策判断だと私自身は考えてお

るところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 めでたい話はいつまでもしておってもしようがないんですけど、基本的に、私はここで申し述べ

るのは、旧関町には町並み保存事業というのがありました。上限８００万の補助、修復に対して。

だから、今日の二十数年たった関の町並みは、多くの見学者が町並みを訪れるようになったんです。

最初は５００万でした、補助制度が。そのときに、２,５００万使った人でも５００万の補助をも

ろうて２,０００万の修復をされた。だから今の町並みが残っておるんですよ。関にも住みたいと

いうような形なんです。ただ、どうせやるんだったら、伊勢市は５％だからというものではない。

中途半端な助成をするんやったらやめときなはれ。私、ここで言うておきます。もしこれの５００

万が年度末に消化できなんだときに、どういうふうな言いわけするか、楽しみにしています、私。

恐らく、ここに抽せんと書いてある。だけど、ここにもう一つ、国の制度とかそういうものは、書

いてありますよ。国、県、市、他の制度の助成金、補助金等の助成、補助を受けていないことが一
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つの対象工事の中に入っていますよ、これ。だから、今おっしゃった、耐震工事どうの、これはま

た別途の問題ですよ。そういうふうに私は指摘したいんですけれども、市長、それで、この事業が

何％、１００％、普及できるとお思いになっているのか。私は、どうせやるんだったら、事業費の

３割を助成するぐらいの意気込みで緊急対策を組んで、やはり市内業者の、緊急経済対策事業とし

て取り上げるべきだと思うんですけれども、そういうお考えはないですか。改めて聞きたい。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 いずれにいたしましても、これはリフォーム工事を行う市民の皆さんの選択によりまして、市外

業者との競争、当然でありますが、亀山市内におきましても、事業者間の競争の上での工事受注と

いうものが想定されるということでございまして、この助成制度によります意欲のある市内事業者

への一定の効果があるというふうに考えておりまして、この１０％、１０万というインセンティブ

をもちまして、今の状況の中で一定の政策効果をねらっていきたいというふうに考えておるもので

ございます。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 楽しみにしていますわ、３月をね。 

 どうもありがとうございました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 次に、６番 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党議員団の福沢です。 

 順次質問をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、議案第５３号亀山市待機児童館条例の制定についてです。 

 これについては、先ほど櫻井議員から施設の名称について質疑があったところです。私もこの名

称についてなんですけれども、まず児童館という言葉が入っていることで、児童福祉法によるとこ

ろの児童館と混同しやすいんではないかという問題、亀山市は児童センターですけど、そういう性

質のものであると間違いやすい。 

 あともう１点は、待機児童だけではなくて、医療センターにいらっしゃる職員さんの子供さんも

お預かりになる、その子たちは待機児童ではないけど同じ施設に行くという矛盾、私たちから見た

ら矛盾ですね。行政から見たら、縦割りですので、別と思ってはるか知りませんけど、矛盾がある。

そして、やはり小さな子が通うのに、呼び、親しみにくいという問題から、この名称については疑

問がありました。 

 先ほどのご答弁で、愛称などでということがありましたんで、考えてはいただけるものと思いま

すが、やはりこの市制というものはもうちょっと市民の目線でわかりやすく、ぜひともこれから心

を砕いていただきたいなということを申し上げて、次の質問に移ります。 

 保育の内容に移っていくわけですが、その前に、待機児童館ですので、待機児童の数を、一番新

しいデータで聞かせていただきたいと思います。 
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○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 お尋ねの待機児童の数でございますが、正式な人数ということで、４月１日現在が一番新しくな

ります。その人数で７人でございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 大分減ってきたなという感があるんですけれども、この７人ほどに減ってきた要因、こういうこ

とを頑張ったので減ってきたということがあれば聞かせてください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 待機児童の数につきましては、昨年度、平成２２年４月１日現在では３０名ございました。これ

が、ことしになりまして７名となったところでございます。 

 その要因としましては、川崎愛児園で改築がなされまして定員がふえたこと、また、各保育所に

おきましても、施設等の配置、それから保育士の配置等を勘案しまして、できる限りたくさんの児

童を受けられる、そういった措置をとってきたところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 こうやって７人に減ってきますと、この待機児童館というのは、いつまでも待機児がいるという

ことでは困りますので、最終的にはなくしていきたいという思いで頑張ってもらっていると思うん

ですけれども、今後の施設の利用の仕方ということもまた問題が出てくると思いますが、それにつ

いてはちょっと時間もありますので割愛しまして、私は保育の内容、前の質疑のときにも申し上げ

ましたが、内容についてもう一回お伺いしたいと思います。 

 この条例を見ますと、保育料が今の保育園と一緒の料金を課すということがうたってあるわけで

すけれども、そうしますと、ここに通われるお子さんに対する保育は、現在の保育園でなされる保

育と全く一緒なのか、違いがある部分があるのか、それについてお伺いしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 保育料につきましては、ほかの認可保育園と同じ保育料ということでうたっております。 

 保育の内容でございますが、内容につきましても、児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把

握しまして保育内容を工夫するなど、保育所と同等の内容で実施をいたします。 

 したがいまして、通常の保育のほか、給食の提供等もさせていただくことになります。ただ、給

食についてちょっと触れてしまいましたが、外部搬入ということで考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 



－１０８－ 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 細かいことを言いますと、私は公告の図面を見まして、やっぱりきちんと保育士さんの見た、例

えばトイレの配置ですとか、あといろんなことがどうなのかなということもありましたけれども、

先ほどご答弁の中でも言っていただきました給食の問題は、非常に大きい問題であるなと思ってい

ます。あと、障がい児の保育を全園で亀山市はしていますんで、そういうことについてもきちんと

なされるのかどうかということも心配なんですが、まずこの給食についてお伺いします。 

 私は前のときにも、この小さな、ゼロ歳、１歳、２歳というお子さん、また離乳食を食べてみえ

たり、ミルクであったりですので、大きなお子さんと違って５回食事をするわけですよね、保育の

間に。それを外搬ということを前提として、公である市の施設をつくるということに対する疑問を

呈してまいりました。しかしながら、待機児童をなくするということに対する施策を、後ろ向きで

はなくて前向きにしていただくということで、予算的なことも反対せずに、私はこれは何とか認め

てきたわけですけれども、やっぱりこれまでの間にどうしてもこの給食の問題だけは何とかしてい

ただきたいと思って、市長にも直接、非公式ですがお話をさせてもらいましたし、担当部にも、少

ない人数の子供さんであれば、家庭内のコンロ、三つあるぐらいの施設で給食は可能であるから、

それができるという事業者がもしこの保育園を運営してくれるんならば、できてくるので、そうい

うことができる可能性を持った施設にしてほしいと、せめてコンロぐらいはつけてほしいというこ

とを申し上げてきたわけですが、今回の公告の図面、とても小ちゃくて見にくかったんですけれど

も、一体どこにコンロがあるんですかということで、わからなかったので聞くと、今の事務所にあ

るたった一つのコンロがあるだけであると。保育園の子供が本当に楽しみにしているのが、お給食

であったり、手づくりのおやつであったりという、そういう生活をしているということを本当にお

わかりになってこの施設をつくろうとしているのかどうか、本当に疑問に思いました。これについ

てはどういうお考えで、このようなコンロが一つしかない、普通の家庭のお台所程度の施設もない

ものをつくろうとしているのか、お考えをお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 資料でお示しをさせていただきましたコンロにつきましては、配置上、事務室というところにご

ざいます。園児に対しますミルクとかおやつとかの提供に当たりましては、調乳、配膳室を別途設

けております。そこにはコンロも設置をしていないと、そういう設計でございます。 

 考え方といたしましては、調理室を設置しませんが、できるだけ自園調理と遜色のない仕組みで

給食やおやつの提供ができるよう、運営事業者からの提案を求めているところでございます。また、

事業者によっては、その辺の新しい提案といいますか、それぞれのお考えがあろうと思います。そ

の辺は十分にお聞きしたいというふうに考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 公告を見ますと、評価基準のところで、食事のところは外搬も可ですが、先ほども部長おっしゃ
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いました、自園調理に近いほど加点をしていくということが書いてあります。火がなくてどうやっ

て自園調理をするのか。おやつは調乳室でコンロがないところでしますって、手づくりおやつを火

がないところで何として、ゼリーだって火を使うんですよ。どうやってされるのか、具体的にどう

いうものをイメージしておられるのか、さっぱりわからないんですけれども。その事業者の工夫と

いうのは、事業者がみずからまたそこをリフォームして、火の元をつくるということなんですか。

もう一度お聞かせください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 公告の中の自園調理に近い方法につきましては、近いほど加点をするというような基準を設けさ

せていただいております。この待機児童館には調理室がございませんので、その待機児童館の中で

調理をするという意味ではなくて、運営事業者の方で調理をしていただく、そういったものが自園

調理だというふうに解釈をしております。ただ単に外注で給食を調達する、そういった手法もあろ

うかと思いますが、そういった場合に比べまして、自園調理というふうな加点をしたいということ

でございます。 

 また、事業者が施設を改修してというふうなお話もありましたが、そういったことは全く考えて

おらない、原則あり得ないものと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 私はもう１点、この給食のことを考えるに当たって考えなくちゃいけないのは、食事のアレルギ

ーのことなんですね。この公告を見まして、アレルギーにも対応していきなさいと書いてある。特

に中学校、高校、大人でもアレルギーがありますけど、小さいお子さんのアレルギーというのは、

今は本当にふえていますけれども、小さいうちにきちんと除去をすれば、ちょっと大きくなったら

治っていくお子さんが多いんですよね。だから、この保育園での給食でアレルギー対策をするとい

うことが本当に大切になってきます。このことが１点。 

 そして、やはり食育の問題です。園の中に調理をするという働く人がいる、その姿を見るという

ことや、食品の素材を見る、調理をする、素材を見てからでき上がった給食を見る、いろんなにお

いがしてくる中での楽しみですとか。亀山は食育について何かつくりましたけど、市長も食育食育

ということおっしゃいますけれども、それをあらわしたのがこういう子供の施設をつくることなの

か、このアレルギーの問題と食育という問題で、本当にこれでいいのかどうか、もう一回お伺いし

ます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まず、アレルギー対応についてはどうなのかということでございますが、要綱にもありますよう

に、事業者には食物アレルギー対応食の実施を求めておりまして、対応できない場合は、代替案を
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提示するように求めているところでございます。 

 また、入所児童に対します食育につきましては、市の方でも、先ほどご紹介がありましたように

食育推進計画をつくったところでございます。この中では、各年代ごとにライフスタイルに応じた

食育のあり方というのを示しております。これに沿ったものかということでございますが、つくる

過程、こういったものを子供に見ていただくのも確かに食育でございますが、出された給食につき

まして、残さず食べるとか、食べ物を大事にするとか、こういったものが大きな食育の観点ではな

いかというふうにも考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 こういう施設のこういう食事の計画で子供たちに食育ができるのかという観点において、市長に

も同じ質問をさせていただきたいと思います。お答えください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 福沢議員のご質問にお答えをいたします。 

 確かに自園調理での給食でなければ食育には貢献できないという考え方だけではないというふう

に思います。食育自体の概念というのは、少し今部長が答弁をさせていただいた、幅の広い、少し

深い、そういう要素があろうかというふうに考えております。 

 今現在、調理室を設置せずに、今アレルギーの対応とか、幾つかご指摘をいただきましたけれど

も、そういうことにも配慮をしながら、できるだけ自園調理と遜色のない仕組みで給食やおやつが

提供できる、そのような運営事業者からの提案を求めてまいりたい。その中で、それに近い状態、

議員おっしゃられるような自園調理に近いような状況の中で環境を整備していきたいと、このよう

に現時点で考えておるものでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 市長の考える食育がその程度であったのかということを私は確認しました。 

 こういう施設に本当に子供を入れなくちゃいけないお母さん方の思い、悩み、それでも働かなく

ちゃいけない、本当にここにこの施設をつくることに、そういう親の視点や保育士の視点が入って

いるとは思えません。そもそも今運営事業者が決まっていないのに、そうやって調理は外搬でもよ

いとか、そのようなことを先に決めてしまって、そして後からこうやって運営を、どなたがやられ

るかわからないけど、今回も聞き取りしましたけど、結局その事業者がどういう保育をするかわか

らない、細かいことは聞けないという状況ですわ、きょうもね。そういうやり方もまたどうなのか。

やはり日本でこういうことをやっているところがあるのかといったら、日本で亀山市と、あと１市

しかないという、本当にこれは難しい施設なんだと思います。ぜひ現場を見て、勉強していただき

たいと思います。 

 時間もありませんので、次の質問に移らせていただきます。 
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 この補正予算の中で、住宅リフォーム助成事業の内容についてお伺いします。 

 この事業については、私も１２月議会で質問してから、３月、６月と、ほかの議員も質問され、

私はよく「検討する」とか「研究する」というのは、しないということだということをよく先輩議

員から聞いたことがあるんですけれども、本当に検討して、研究して、こうやって形にしていただ

いたということは、私は敬意を表したいと思いますし、よくやってくれたなという思いでおります。 

 この事業が、私が質問したときは日本で２００自治体ぐらいだったのが、この前、６月でほかの

議員さんが質問されたときには、４００自治体ぐらい広がっていた。やはり効果があるんだろうな

あということはすごく思いますし、これについては注目もされているようで、既にもう問い合わせ

もあるということですので、この事業の内容についてお伺いしたいと思います。そして、これによ

ってどういう効果を望んでおられるのかということもあわせて、すみませんが、ちょっと時間もな

くなってきていますんで、わかりやすく簡単にご説明ください。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 住宅リフォーム助成事業の内容でございますが、まず対象者につきましては、市内に居住し、住

民登録を有する者で、対象物件につきましては、みずからが住んでいる市内の持ち家ということに

なります。対象となる工事につきましては、市内に本社、支店、営業所がある法人、または市内で

営業する個人事業者が行うもので、助成金の交付決定以降に着工する住宅の増築、改築、補修、修

繕等であり、改修費が３０万円以上であること。さらに、平成２４年３月３１日までに完了及び実

績報告ができるもので、国、県、市のほかの制度の補助金を受けていないことなどが条件となりま

す。 

 助成額につきましては、一般型と高齢者・障がい者支援型の２種類に分けて助成を行い、一般型

につきましては、工事費の１０％に相当する額で、上限１０万円、高齢者や障がいを持つ方との同

居世帯に配慮した支援型として、工事費の２０％に相当する額で、上限２０万円の助成を行います。 

 また、それのスケジュールでございますが、要綱制定後、速やかに市民に一定期間周知し、１１

月中旬ごろに申し込みの仮受け付け、抽せんを行い、１２月に本受け付け、交付決定を行い、その

後の３月までの間に工事を行っていただくことになります。 

 また、リフォーム助成を行うことによる効果についてでございますが、市民の良好な住環境の確

保の促進とあわせて、市内建設業者の施行に限った住宅リフォーム助成でありますことから、助成

する額の何倍ものお金が発注額として流通することになり、市内経済の活性化に効果があるものと

考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 先ほど櫻井議員もちょっとひっかかっていた部分、私もちょっとこれ、概要を見ていまして、国、

県、市のほかの制度、助成金などを受けていないことということと、ただし、耐震補強工事、介護

保険による住宅改修工事は除くという部分が、何かわかりづらいなと思ったので、要綱とかをまた

つくっていただくときには、多分これ、耐震補強と介護保険なども一緒にやってもらっていいです
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よということも書いてあるんですけれども、何か一緒に書いてあるとわかりづらくて、ほかの制度

を受け取ったらもうあかんのやなという感じで思ってしまうので、わかりやすく表示していただき

たいなと思います。 

 それから、初めから抽せんということが書いてあるわけなんですけれども、これ期限的にやるん

ですね。ずうっと続けてやる事業ではないということなんですけれども、それであれば、たくさん

の方が申請されたからということで、補正を上げながらやっている助成事業はほかにもたくさんあ

るわけなんですけれども、そういう形にはならずに、どうしても抽せんで絞らなくちゃいけないの

かどうかということについて、お考えをお聞きしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 抽せんということに関するご質問でございますが、現時点として予算の枠を決めてございますの

で、その枠の中でまず抽せんというか、超えるか超えないかの中で、まず抽せんという手続をとら

せていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 ずうっとやっていただくんなら、抽せんというのも何度かやって、当たってから頑張って工事し

てねということもあるのかもわかりませんけれども、このたった２年か３年かしかない中で、外れ

て外れて外れて、なかなかできなかったわという方が出てくるわけですよね。だから、先ほども１

０万が少ないか多いかという話がありましたけれども、ほかの事業でも補正で少しずつ上げていた

だく事業はたくさんありますので、そういう形でやっていただけるかどうかということの検証は、

今から決めていただかずに、これから始めて、事業の効果やら皆さんの声を聞いていただいて、ま

た検討していただきたいなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 同じく補正予算のうち、障がい者福祉施設整備事業の内容についてです。これについても森議員

が質問されましたんで、どのような施設ですかということに対して、グループホーム、ケアホーム

一体型の施設ですよと、１０部屋ですよということは伺ったんですけれども、グループホームとい

うのは、高齢者のグループホームもあって、どういうものかなというのがちょっとイメージしにく

いので、この際、これは亀山で初めての施設ですので、高齢者のものとの違いも含めて、どういう

スタッフが配置されて、どういう生活をされる施設なのかということについてお聞かせ願いたいと

思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まず、グループホーム、ケアホームでございます。これはどういった施設かということでお答え

を申し上げます。 

 障がいをお持ちの方が地域で暮らしていくためには、家となる暮らしの場や、日中の活動の場が
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必要です。グループホーム、ケアホームは、障がいのある方の暮らしの場として、主に夜間におい

て入浴、排せつ、食事だの援助を受けながら共同生活を営む住居となります。グループホームは、

相談等の日常生活上の援助が必要な障がい程度区分１以下の方を対象として、またケアホームは、

食事や入浴等の介護が必要な障がい程度区分２以上の方を対象といたしております。そして、職員

でございますが、法に基づきまして、人員や設備、及び運営に関する基準等が省令により定められ

ております。グループホーム及びケアホームを一体的に行う事業所につきましても同様に、管理者、

サービス管理責任者、世話人、また生活支援員などの配置基準が、定員や利用者の障がい程度区分

に応じて定められているところでございます。グループホームといいますと、一般に高齢者向けの

施設が多数ございます。認知症対応型といわれるグループホームもございますし、また、それ以外

の方も受け入れられているのが現状でございます。違いということでは、その対象の方が異なると、

そういうふうに理解をしております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 高齢者の方のグループホームですと、１日そのケアを受けながら、そこでお暮らしになっている

わけですけれども、この障がい者のグループホームは、朝御飯を食べた後、ケアしていただいて、

外へ出ていかれる、仕事に行ったり、デイサービスに行ったり、いろんなことで社会に出ていかれ

る方をケアするということを伺いました。ですから、ケアホームの方で、食事や排せつのケアを受

けながらでも社会に出ていかれる方がここにおられるんだということだったんですけれども、そこ

ら辺が高齢者とは違うよということを私はお聞きしたんですけれども、そうしますと、この出てい

く先ですね、通所施設であるとか、就労であるとか、そういうことについてはどのような状況なの

かということについてお伺いしたいと思います。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 日中の活動の場となる通所施設としましては、現在、市内では、亀山市社会福祉協議会が運営い

たします小規模作業所２ヵ所、それからＮＰＯ法人が営む自立支援事業所１ヵ所、合わせて３ヵ所

でございます。利用の方は、現在４６人の方が利用されております。また、市外の２４の通所施設

を４６人の方が利用されているという実態もございます。今後、特に平成２６年から特別支援学校

卒業生が急増することから、その就労の場の確保を図る必要があるものと考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 質疑の途中ですが、本日の会議は、議事の都合により時間を延長いたします。 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 これから２６年からまたふえてくるということで、通所される施設も、就労についても、ちょっ

と考えていかなくちゃいけない、ふやしていかなくちゃいけないというお答えでした。 

 それでは、このグループホームということに対する、これ１戸、初めて亀山にできたわけですけ

れども、たくさんニーズがあるのかなと推察するわけですけれども、グループホームを求めておら
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れるニーズをどのように市は把握しているんですか。例えば待機者のリストみたいなものがあるん

でしょうか。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ニーズの把握でございますが、グループホーム、ケアホームのニーズとしましては、相談等の中

で、現時点で必要性が高いと思われる方が１０人ほどお見えでございます。また今後、体験などを

通じまして利用に至ると思われる方も１０人ほど見込まれております。また、現在、市外施設を利

用されている方につきましても、施設入所者や、入院されている方の地域移行につきましても、要

請があるものと考えております。共同生活を営むことから、受け入れ側としても困難が伴うことは

想定されますが、今後の調整が必要というふうに考えております。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 今いるだけで１０人いらして、今後必要じゃないかなと思われる方がまだ１０人いらして、まだ

ほかの市町でもいらっしゃるということですので、先ほどの森議員の答弁でもありましたけれども、

また調査をして考えていくということでしたけれども、ぜひともこの一つ目の補正を、本当に私は

とても大事な事業の補正だと思います。ぜひいい形で成功して、次にふやしていけるような支援を

お願いして、これで私の質疑を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ６番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 以上で、本日予定いたしておりました通告による議員の質疑は終了いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 まだ質疑は終了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと

思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（宮崎勝郎君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 明１３日は午前１０時から会議を開き、引き続き上程各案に対する質疑と、午後からは市政に関

する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さんでございました。 

（午後 ５時２０分 散会） 
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●議事日程（第３号） 

 平成２３年９月１３日（火）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

     議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

     議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

     議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

     議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

     議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

     議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

     議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第６２号 平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第６４号 平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

     議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について 

     議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

     議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

     議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

     議案第７１号 協定の締結について 

     議案第７２号 工事請負契約の締結について 

     議案第７３号 市道路線の変更について 

     議案第７４号 市道路線の変更について 

     議案第７５号 市道路線の廃止について 

     報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について 

     報告第１０号 健全化判断比率の報告について 

     報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 
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     報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

     報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について 

     報告第１８号 専決処分の報告について 

     報告第１９号 専決処分の報告について 

第  ２ 請願の委員会付託 

第  ３ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

                       総 務 部 長 
企 画 部 長  古 川 鉄 也 君              広 森   繁 君 
                       (兼)選挙管理委員会事務局長 

総 務 部 参 事 
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長 

文 化 部 長  川 戸 正 則 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  岡 﨑 賢 一 君 

上 下 水 道 部 長  三 谷 久 夫 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 
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消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  渡 邉 靖 文 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（大井捷夫君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

 これより、日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ９番 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 おはようございます。 

 それでは通告に従い、議案第５７号亀山市消防団条例の一部改正について議案質疑を行います。 

 私も亀山市消防団に籍を置いてもう３０年になろうかと思いますが、３０年もやっていますと、

いろいろ思うこともありますので、この機会をとられて、ひとついろいろなことをお伺いいたした

いと思います。 

 まず最初に伺うのは、現在の亀山市消防団の団員の充足の状況と、そして亀山市消防団の人員の

過去からの推移、ふえたり減ったりしておると思いますが、それと現在の消防団員の平均年齢につ

いてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団は、まさに郷土愛護の精神に基づき、地域の安心・安全の確保に大きく貢献して、地域社

会のきずなづくりに中心的役割を果たしています。その定員の推移につきましては、旧亀山市は昭

和２９年１０月、亀山市消防団を団員２９５名の５分団制で発足し、昭和３０年には、旧神辺村及

び白川村との合併に伴い、団員３６６名の６分団制となりました。その後、定員の改正を積み重ね、

昭和５５年には団員２８０名、平成１１年には団員２４０名の７分団制、平成１６年には団員２７

０名の８分団制となり、平成１７年には旧関町との合併により、団員４１５名の女性分団を含め１

３分団となり、現在に至っているところでございます。現在の実員数は４１３名で推移しておりま

す。 
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 なお、消防団の平均年齢にありましては４１.９歳でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 それでは伺いますが、この現在の平均年齢４２歳という年齢は、消防団本部の団長及び複数の副

団長、このメンバーの年齢も勘定に入っておりますか。 

○議長（大井捷夫君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団の平均年齢でありますので、当然、団本部、分団、階級は、団員から団長までの平均年齢

でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 まず、私が今回の条例変更で思うのは、平均年齢が４２歳というのは、私はころ合いだと思うん

ですよね。ただ、今回の上限年齢、新規入団の上限年齢４５歳というのを撤廃する撤廃しないで問

題になっておるわけですが、これは既に４５歳というのは、平均年齢を上回っておると、まずその

ことをこの場で指摘をしておきたいと。 

 それからもう一つ、長いことやっていますと、いろいろ昔はこんなんやったなあと思うこともあ

るんですが、団員の数も何か最近えらい減らされているような気がしますので、定数が、何かだん

だんと団が窮屈になってきたような気もせんこともないですね。そういう感想を持っております。 

 次に質問として、消防団員というものは、当然退団する人もおれば入ってくる方もおるわけです。

そういうふうな入れかわりというのは毎年あるわけですが、大体大ざっぱな話ですけれども、年に

何人ぐらいの新規入団の方がおられて、その中で４５歳の年齢制限のある結果、お断りする場合も

あるわけですが、そういった方は何名ぐらいおられるのかと、そのことをお伺いしたい。 

 それから次に、私が思うのには、やはりこういう年齢制限はいきなり撤廃するんじゃなくて、目

安として設けながら、ただし、ただし書きというのができるんやから、きのうもありましたね、例

えば一度消防団に入っておられて、いろんな事情でやめる。もうしばらくしてから再入団する。そ

ういう方もおられるでしょう。だから、こういった再入団とか特殊技能を持った方とか、そういっ

た方に関しましては、ただし書きによって、ある程度年齢の幅を持たすということも私はできるし、

その方が実際的じゃないかと思うんですけれども、この二つの点に関して、どういうふうなお考え

をお持ちか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団員の入れかえの人数でございますが、ここ二、三年の入退団の状況といたしましては、２

５名から３０名程度の入れかえは毎年行われております。また、本年度につきましては、２５名の
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入れかえがございました。 

 本年度の入団された団員の平均年齢は３３.２歳でございます。消防団全体の平均年齢は、先ほ

ど申しましたとおり４１.９歳となっております。 

 ただし書きをなぜ設けなかったのかという理由でございますが、県内２９市町におきまして、年

齢の上限を定めておりますのは７市町でございます。全国的にも数少ないものと思っております。 

 入団条件としまして、志操堅固でかつ身体強健な者とされていることから、消防団活動には支障

ないものと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 ４５歳の年齢制限があるためにお断りをした人数が、そういった該当する方がおられるんやった

ら教えていただきたいということです。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 ４５歳を過ぎてから入団希望がありました。ことしにつきましては２名の入団希望者がございま

したけど、条例に該当しないということでお断りをいたしました。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 消防団には分団長会議もありますし、団本部の副団長と団長の会議も当然あるわけですが、この

分団長会議や団本部の会議で、今回の年齢制限の撤廃に関して議論がなされたのか。なされたんや

ったらどういった議論があったのか、そのことをちょっとご説明いただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団の会議につきましては、事務局も入った会議が年間４回、それと団本部だけの会議が、こ

れは事務局は入っておりませんけど、２ヵ月に１回程度、団本部の方でやられております。 

 それと、消防団の条例の年齢の撤廃の件で、消防団につきましても議論がなされました。その中

で５５歳という数字も出てきましたし、もう撤廃という話も出てきました。最終的に消防団幹部の

意思で撤廃というふうな結果になった次第でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 消防団の幹部会議で一応了承をされたという話ですけれども、私も第１分団におりますけど、分

団としては、運営する上でやっぱりどこでも定員があるわけですわ。定員割れというのはやはり避
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けたいという気があります。だれかがちょっともうやめたいと。やめたいんやったらまたかわりを

探さなあかんと、そうなるわけですね。定員割れを避けたいという意思は我々には絶えずあるわけ

であって、そういう意識が結構強いんですわね。そうすると、何せ定員だけは満たしたいという意

識はどうしても優先的に出るから、少々年上の人でも欠員よりはましであろうというような意識も

ないこともないんですよ。だけど、今は４５歳という線できちっと枠がはめられておるから、それ

なりのことを対応しておりますが、こういったやつが撤廃されると、それこそそういう意識がある

もんやから、高齢化に向かうんじゃなかろうかと、そういう心配も私らはするわけですよね。その

結果、団としての戦力が低下するとか、そういう心配もせざるを得んのですが、そういったことに

関しまして、本部はどういうふうな認識を持っておるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団条例の第４条第２項に入団資格といたしまして、志操堅固でかつ身体強健な者とうたわれ

ていることから、消防団活動に支障のない者と。また分団長等も、入団する人を見て推薦されるも

ので、支障のないものと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 それはもちろん分団長は分団を預かる立場ですから、その辺のことはきちんと見ていますよ。も

ちろんのことですよね。だけど、消防団員というのは、要は実戦部隊なんですよね。火災現場とい

うのは一番数が多いですけど、それだけじゃなくて、年に１遍くらいはどこの分団でも行方不明者

の捜索で山登りをしたりするんですわ。水害のときは土のうもつくらなあかんし、そういったこと

が多々あるわけであって、何も机の前で口で仕事をするわけじゃないんですよね。そして、おまけ

に皆さん本業というのが別にあって、それで飯を食っているわけですよ。だから、訓練をもっと頻

繁にできるとそれは望ましいんですが、なかなか思うようにいかん部分も当然あるわけであって、

訓練の日数も限られると。そういうふうな状況というのが、今のどこでもそうだと思いますが、消

防団の状況である以上は、やはり消防本部が新規職員を採用して、消防学校でみっちり半年間やる

とか、なかなかそんな調子にいかないとなってくると、やはり時間がかかるんですよね、ある程度

の状況を一通り知ってもらうのに。もちろん多少の危険性はあると。そういうふうなことは前から

消防団につきものであって、そういった意味から４５歳の年齢、このぐらいの年齢よりも下でなけ

りゃ、やはり一人前になるのに時間もかかるし、体力も云々ということから設けてあったと私は理

解しておるわけですわ。 

 だから、今回の年齢撤廃というのは、確かに欠員ができることを防ぐということに関しては効果

があるかもわからんけれども、肝心なことは、消防団員の若返りとか、団の力を向上させるとか、

ただ頭数がそろったら、それで欠員ゼロです、はい、万歳というわけにはいかんでしょう。そうい

うことを考えると、ちょっとピントがずれているんじゃなかろうかと思うんですよね。 

 また、今回の東北の大震災にも多くの若い方がボランティアに自発的に夜行バスで行って、帰っ
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てくるとか、いろんなことで行っていただきました。だから、若い人はこういうボランティア活動

に興味がないと、そういうことでもないと思うんですよね。だから、僕が思うには、やはり消防本

部はできるだけ若い方が入団しやすい環境づくりという待遇なんかも含めて、そういうふうなこと

をするにはどうしたらよいかということを考えるのが、私は仕事やと思うんですよね。新規入団の

人を集めるのは分団で実務をやることですけれども、そういうふうな若い人が入団しやすい環境づ

くりのためにはどうしたらいいかということを考えたことがあるのかないのか、今何か考えておる

のか、そういうことに関してご説明をいただきたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団は地域の安心・安全のために献身的にかつ奉仕的に活動しており、地域における身近な消

防・防災リーダーとして重要な役割を担っております。また、災害対応はもとより、地域コミュニ

ティーの活性化にも大きく役割を果たしております。地域住民からの期待も大きいものがございま

す。 

 このすばらしい組織である消防団を、日本の未来のために次世代へ引き継ぐことが重要であり、

社会のニーズにこたえたさまざまな取り組みを検討・導入し、消防団のみならず、国・県・市・

町・事業所等の関係団体が協力して、消防団の充実強化に向けて全力で取り組んでいくことが重要

であると考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 重要であると考えておりますとおっしゃいますが、だから、具体的なこういうことをやったらい

いんじゃなかろうかとか、そういう具体策というのが何かあるかと私は聞いておるわけであって、

消防団組織は重要な組織やから次代に引き継ぐために考えておりますって、それだけじゃだめなん

ですよね、何か具体策がなけりゃ、そういったものはございますか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 若い団員が消防団に入りたいと思うような装備品、あるいは服装、あるいはまた手当の見直し等、

図る必要があるんではないかと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 私どももやはり若い団員からはいろんな要望が出ますわ。例えば消防車が夏の最中はクーラーも

入っておらんから暑くておれんとか、窓を開けて走れば涼しいやろうと言うとるんやけれども、い

ろんな要望があるけれども、かなりの部分が却下されるんですわね。だから、そういうふうなこと
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を思うんやったら、若い団員の意見もある程度取り入れてもらわなあきませんよ、お金もかかるか

しらんけれども。そういったことをこれからも前向いてやっていただきたいということをお願いし

たいと思うんですね。 

 それから、きのうの質疑にもありましたが、年齢制限を設けておるところと設けていないところ

と、設けてあってもいろいろな数字があるわけですが、設けていないところが多いから、うちも設

けないというような言い方をしてはったけど、中には三重県でももっと年齢制限が低い、例えば３

５歳で切っているところがあったと思うんですよね。たしか菰野町でしたかね、ちょっとその辺の

ことに関して、僕の記憶違いじゃないかと思うんですけれども、たしか菰野町が３５歳で切ってお

ったような気がするんですが、いかがでしたか。ちょっと教えていただきたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 年齢制限の一番若い市町につきましては、菰野町が３５歳未満の者ということで年齢制限がござ

います。そこにはただし書きがございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 それでは伺いますけれども、この３５歳で新規入団の年齢制限を切っておるというのはかなり厳

しいように思うんですが、それによって菰野町の団員が欠員まるけとか、そういうことはないと思

うんですよね、だから菰野町へ、おたくは３５歳で新規入団の年齢制限を設けておるけれども、こ

れで団員は十分足りていますかとか、そういったことの話を聞いたことがあるんか、どういうふう

にしてやっているのか、ちょっとそういうふうなことを菰野から話を聞いた、それとも一回も行っ

たこともない、その辺はどうですか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 ちょっと今資料がございませんもんで、後ほど答弁させていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 三重県の市町の中にも上限を撤廃したとことか、もっと高いとことか、こういうふうに低いとこ

もあるわけですよ。それは土地柄によっても違うと思いますね。私も以前、消防学校へちょっと行

かされたときも、よそから来た分団長で、余りにも若いのが分団長で驚いたことがあるんですよね。

だけどそういうふうなとこもあるわけですよね。 

 だから、私が最後に一言言いたいのは、やはり消防団というのは、現実に運営しているとわかる

んですけれども階級があるんですよね。軍隊や警察ほどのことはないけれども、一応階級というの

があるんですよ。そして、団として動く以上は、やはり年齢と階級というのがある程度リンクする
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とか、一致した方がやりやすいということは事実ですわね。そういうふうなことを考えておくと、

新しく入っていただく方はできるだけ若い方がいいと、それはそうなんですわ。現在新しい分団員

を例えば勧誘するとか、リクルートするといいますか、そういうときには分団が責任を持って人を

探すわけで、そういうのが現実の状況ですね。 

 だから、私どもは本部に望むのは、やはり分団が人を探すと、それは分団任せになっておるわけ

ですが、やはりそれを間接的にバックアップして、消防団の充実を図って、消防力の向上に努める

ことが本部の仕事であって、こういうふうな人が集めにくい、なら年齢制限を取っ払おうかと、そ

ういうふうなやり方は非常にこそくなやり方ですよ。そして、こういうふうな若い年齢制限のとこ

ろでも現実にやっているところもあるんですから、それじゃあ年齢制限を外したからこれから消防

団員が集めやすくなるかというと、そんなことはないと思うんですよ。年齢制限のない市町もよう

けあるけれども、どこもやはり苦しいと思うんですよね。それはなぜかというと、やはり各分団は

実際にやっていく以上は、この年の方でいいのかなと思う力が働くから、やはり考えて推薦するか

ら。そういうことはちゃんと分団でやっておることです。 

 だから、私は今回の撤廃よりも、私個人としては、ただし書きとかそういう方法でやった方が合

理的ではなかったかと、実際的ではないかと、そういうふうな考えを持っておるわけです。消防本

部もこれから各分団の一層の充実のために力を尽くしていただきたいということです。 

 私の質問はもうこれで終わりますが、先ほどのご返事はありますか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 先ほど菰野町の３５歳未満の件でございますが、菰野町の消防団の人員につきましては、条例定

員が１６８名、充足率が今年度の場合９７％でございます。 

 それと、任用の条件といたしまして、上限に３５歳未満の者と書いてございますが、これは任用

時のみに適合してございます。それで、班長以上になった場合にはこの限りではないというような

ただし書きでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 それでは最後に、３５歳、４５歳、これは任用時の年齢制限は亀山市も同じですから、やっぱり

よそはそういうふうな若くして年齢制限を設置しても何とかやっていっておるということは、やは

りどういうふうな状況があるのか、いろんな背景をちょっと調べて、それを亀山市にも応用できる

ことがあったら応用していただきたいと思います。私の質問は以上で終わります。どうもありがと

うございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 ９番 岡本公秀議員の質疑は終わりました。 

 次に、１２番 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 
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 市民クラブの前田耕一でございます。 

 通告に従いまして、早速質疑に入らせていただきたいと思います。 

 私からは、議案第５３号亀山市待機児童館条例について、五、六点を質問させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、この条例第１条の設置目的についてお伺いをいたします。 

 条例案では、保育所への入所を待機している児童に対し、一時的な保護としての保育を行うこと

等により、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、待機児童

館を設置するとなっておりますが、この１条の条文中の、まず一時的な保護としての保育について、

具体的な中身をお示しください。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 条例第１条の設置目的にあります一時的な保護としての保育でございますが、これにつきまして

は、今回のこの施設は待機児童を対象とした施設でございます。その待機児童につきましては、本

来なら保育所があきましたらそちらへ移っていただくという趣旨がございますので、年度末にはそ

ういった他の保育所へ移っていただく、そういったことを前提として一時的な保護といたしており

ます。 

 また、児童福祉法第２４条第１項のただし書きの中でも、通常の保育所で預かることができない

場合の措置として、小規模なといいますか、そういった保育施設でもって保育するということを定

めておりますので、それに基づきまして、一時的な保護としての保育を行うものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 そうしますと、今の答弁の中で、年度末には正規の保育所の方へ移る方向性が示されたわけでご

ざいますけれども、そうすれば、例えば年度途中に各園で欠員ができたというケースも多分あろう

かと思うんですけれども、その場合には、この児童館、児童館という言葉を使うのは僕はあまり好

きじゃないんですけれども、中での施設を利用している方は、当然優先して欠員のできた園へ希望

があれば転園できるのかどうか、確認したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 待機児童館に入所している児童ということで、希望する保育所にあきができた場合、優先的に入

所できるということではございません。あくまでも保育に欠ける状況を判定しまして、より緊急度

の高い児童が希望園に入所していただくことになります。 

 ただ、この施設に入所する児童につきましては、保育に欠ける度合いが高いものと存じますので、

結果的に希望園に入所できる率は高いものと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 
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 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 私が思うに、当然緊急度が高いから、待機を自宅でもできない、どこも預かってもらえないとい

うことで、無認可で新しくできる施設の方へ一時的に入ってもらうわけですから、当然欠員ができ

れば、そこへ入所されてみえる方を優先して、新しい保育所の方への通園を考えるのが当然のこと

かと思うんですけれども、その辺のところについて、再度の検討をすべきじゃないかと思いますの

で、これはこの程度でひとつ置いておきまして、同じく第１条で、安心して子育てできる環境の整

備について、整備の基準となる施設は具体的にどういうものを指されるのか。通常の保育所と全く

同じ中身であれば、わざわざこんな表現をする必要もないかと思うんですけれども、何か認可され

ている９園、あるいは私立の３園と違った中身の整備、あるいは保育指針などが出ているのかどう

か確認したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 条例第１条に規定いたしました「安心して子育てができる環境を整備し」ということでございま

すが、そのために、今回待機児童館を設置するものでございます。この待機児童館につきましては、

通常の認可保育所と同等の保育ができるようにということで、施設整備を行うことといたしており

ます。 

 したがいまして、保育内容につきましても、認可保育所と同等の保育を行うというふうに考えて

おります。細部にわたりましては、きのうご指摘いただきましたように、給食の提供の仕方とか、

園庭の広さとか、そういったところは若干違いがございますが、適正な保育を実施したいというふ

うに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 先ほどの部長の答弁の中身について、期待していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、次に、第２条の名称及び位置についてでお伺いいたします。 

 この施設は亀山市待機児童館という名称とするとなっております。先日の櫻井議員の質疑の中で、

施設の名称は待機児童館という名前にしておいて、市民にわかりやすい名称にしたということにな

っておりますね。そして、愛称をまた募集していくということを答弁がございました。 

 この児童館について私が辞書で調べましたところ、児童館とは、児童福祉法第４０条に規定され

ている児童厚生施設の一つで、児童というのは、これは児童福祉法上はゼロ歳から１８歳未満の子

供を指しているわけでございますけれども、この児童に健全な遊びを与え、その健康を推進し、ま

た情操豊かにすることを目的に設置される屋内型の児童厚生施設のことをいうとなっております。

ちなみに屋外型の場合は児童遊園という言葉を使うそうでございますけれども。そして、児童館に

は集会室、遊戯室、図書室、育成室、相談室などが設けられ、専門の指導員、―― これは遊びを

指導する指導員らしいんですけれども ―― 指導員によって、季節や地域の実情に合わせた健全な
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遊びの指導を行うとなっております。対象者は小学生以上で、いってみれば学校外の教育施設のよ

うなものということです。ちなみに乳幼児対象の児童館は、原則として親子参加が原則だそうです。

ということは、この児童館という言葉を使うのは適正かどうか私は疑問を感じているわけですよ。

これについてのご所見があれば、お伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 この施設の名称といたしましては、待機児童館ということで定めております。 

 議員がおっしゃいました児童館というのは、その言葉を条例の中で略称として用いておりますが、

私どもの考え方は、児童館とは略称しましたものの、待機児童に対する保育施設という考え方でご

ざいます。したがいまして、児童福祉法第４０条に掲げます児童館につきましては、この施設とは

性格の異なるものと考えております。 

 ちなみに市内には、児童センターとして東御幸に設置しております施設が児童館という位置づけ

になります。したがいまして、今議員がおっしゃられました内容の子供に遊びの場を提供したりと

か、そういったことを提供しているということでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ですから、私が申し上げているのは、この「児童館」という言葉を使うこと自体が、待機児童を

扱う施設としてはふさわしくないんではないかということを申し上げるわけです。 

 詳しく調べたわけじゃございませんけれども、県外の待機児童を預かっているこういう施設、い

ってみれば無認可の託児者とか保育所を見てみましても、こういう言葉を使ったところは恐らく一

つもないかと思うんですよ。非常に紛らわしいというよりも、逆に問題じゃないかなあという感じ

がしておるんですけれども、再度その辺のところにつきまして確認をしたい。あくまでもここは待

機児童、乳幼児を預かる無認可の保育所としてスタートをするわけですから、児童館ではないと思

うんですよ。そのところについて、再度のご所見をお願いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 再度のご質疑でございますが、条例上児童館という言葉は、略称として使用させていただいたも

のでございます。あくまでもこの施設の名称としましては待機児童館でございます。待機児童のた

めの保育施設という位置づけでございます。 

 したがいまして、市内にございます児童センターとはまた別の施設という考えでございます。ち

なみに他市の例を見てもこういった例は少ないわけですが、静岡にあります待機児童のための保育

施設につきましては、待機児童園というような名前をつけて、またそれには愛称をつけて、一般に

は愛称を使っていただいているところでございます。私ども亀山市の待機児童館につきましても、

愛称を定めていきたいというふうに考えております。 
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○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ですから、先ほど静岡を申されましたけれども、児童館という言葉は使っていないですね、児童

園ですね。だから大きなこれは問題だと思うんですよ。通称とかいうような問題で、例えばこれは

条例ですから通るもんじゃないと思いますので、この点につきましては、また委員会の方でも多分

議論があろうかと思いますので、この程度にとどめておきたいと思います。 

 続いて、３点目、第３条についてお伺いいたします。 

 第１条の方で、一時的な保護としての保育云々ということを今ご答弁をいただきました。この３

条にも同じような状況で、一時的な保護としての保育を行うということになっておりますが、この

意味合いは、１条と３条は全く同じものと理解させてもらっていいわけですわね。 

 そこでちょっと確認したいんですけれども、きのうの答弁をお聞きしておりますと、現在７名の

待機児童がお見えになるということでございました。ここは対象者の受け入れの規模としては、待

機児童１０名ということ。それで乳幼児３歳未満ということも４条にうたってありますけれども、

聞いておりますけれども、この７名の方を現在この事業として遂行していく場合に、イメージして

の事業内容としてお考えになっているのかどうかということが１点と、もう１点、この３条の２号

で事業を行う中身として、児童館の設置目的の達成のために必要なこととうたってありますけれど

も、これ、具体的にどんなものを指すのか、この２点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まず１点目でございます。 

 昨日のご答弁で、４月１日現在の待機児童が７名いるということでご答弁をさせていただきまし

た。この待機児童につきましては、毎月の動きといいますか、そういったものもありますので、こ

の人数がオープン時の対象人数かと言われますと、そうでもございませんし、また待機されている

保護者の中には、この待機児童館へ申し込みをされる方、またされない方もあると思いますので、

具体的には１２月１日の申し込みを受け付けて、初めて内容が定まってくるというものでございま

す。 

 それから２点目でございますが、条例第３条第２号に規定する事業でございますが、待機児童館

の主な目的は、保育所の入所を待機している児童を保育するものでございますが、将来的な子育て

支援策といたしまして、一時預かりや休日保育等の特別保育を行うことも想定しておりますことか

ら、規定をいたしたものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ありがとうございます。じゃあ、４番目の質疑に入りたいと思います。 

 ４点目としまして、第４条の入所対象児童についてお伺いいたします。 
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 入所対象者は３歳未満の乳幼児で、二つ以上の保育所に入所の申し込みをして、かつ保育できな

いということで待機している者を対象とするというようになっております。先ほど７名の待機児童

が見えると。これから月々によって希望者の状況が変わってくるし、１２月の入所申し込みの時点

ではどれぐらいの方が希望されるか、現在のところは把握されてないということでございますけれ

ども、この把握している７名の方につきましては、いずれも二つの保育所での入所を第一希望、第

二希望と言ったらいいんですかね、あるいは第三まであるのかわかりませんけれども、希望があっ

て、なおかつ入所できない状況の方を指しているように理解させてもらっていいんでしょうか。そ

のうちわけ、年齢も含めてお示しいただければありがたいんですが。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ただいまご答弁をさせていただきました４月１日現在の待機児童７名でございますが、この７名

の方につきましては、二つ以上の保育所に入所申し込みをいただきましたが、あいにく保育所に余

裕がなく、入れなく待機している児童でございます。 

 その７名の年齢等の内訳でございますが、ただいま手元に資料がございませんので、また後ほど

ご答弁をさせていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 非常に細かい質疑ばかりで申しわけないんですけれども、同じく４条の２項で、１項以外で市長

が特に必要があると認めた児童を児童館で行う事業の対象とすることができるとあります。この事

業の対象とすることができるというのは、どういうケースをイメージされているのかお示しくださ

い。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 第４条第２項に定めます前項に規定する児童のほか、市長が特に必要があると認める児童を児童

館で行う業務の対象とするということで記載しておりますが、この対象者といたしましては、先ほ

どご説明をさせていただきました一時預かりや休日保育等を実施した場合の児童を想定しているも

のでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 そうすると、この一時預かりと、また休日保育も多分出てくるやもしれませんけれども、あるい

は夜間とか、時間外とか、年齢はあくまでも３歳未満ということで理解させてもらっていいんでし

ょうか。 
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○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 一時預かりや休日保育等の具体的な実施内容につきましては、まだ時期、それからどういった方

を対象にしていくかということも未検討の状態でございます。その実施できるような時期といいま

すか、そのときになりましたら、また定めてまいりたいと思います。 

 ただ、待機児童館自体の対象者は３歳未満でございますが、こういった一時預かりや休日保育等

の特別保育につきましては、幅広い受け入れが必要という考えも持っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 それでは、続いて第１４条の児童館の利用についてお伺いをいたします。 

 第１４条では、その設置目的を妨げない範囲で、第３条に規定する事業以外の事業に利用するこ

とができるとなっております。具体的な内容をお示しください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 第１４条の内容でございますが、第１４条につきましては、隣接いたします市立医療センターの

院内保育としての利用を想定して規定をしたものでございます。 

 それから、先ほどのご質疑の中で、４月１日現在の待機児童７名の内訳でございますが、零歳が

２名、１歳が２名、３歳が１名、４歳が１名、５歳が１名というふうになっております。この時点

では７名ございましたが、うち５名は、その後、認可保育所に入所をいたしております。以上でご

ざいます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 また質問が戻ってしまいますけれども、７名といったのが、実際は現在２名という理解でいいわ

けですね。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ７名と申し上げましたのは、４月１日現在の待機児童の数でございます。その後、毎月入所の申

し込みがございまして、締め切りをしておりまして、その都度入所できない児童も発生しておりま

す。したがいまして、そういった申し込みをされる方、また入所をされる方、そういった出入りが

頻繁でございますので、今ご答弁をさせていただきました５人以外の２名につきましてが現在も待

機になっているか、その辺の状況は把握はいたしておりません。 

○議長（大井捷夫君） 
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 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 人数は多分月によって推移されていると思いますけれども、今の数字を見てみますと３歳、４歳、

５歳の方も入っておりますので、実際に３歳未満で現在待機の状態として行政が把握している人数

を確認したかったんですけれども、それはそれで結構でございますわ。 

 それで、またもとに戻ってややこしいですけれども、１４条の件で、院内保育としてこの施設を

利用するという今ご答弁がございましたけれども、そうしますと、これは医療センターの職員の方

の子供さん、医療センターで働いてみえる方々の子供さんが対象になっての保育になると思うんで

すけれども、これは医療センターの福利厚生の一環としてやられるわけですわね。その辺を確認さ

せていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 院内保育の部分につきましては、医療センターの職員の福利厚生に該当するものと考えておりま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 福利厚生の一環として医療センターの職員のお子さんも預かるという形、これはこれで結構なこ

とだと思うんですけれども、そうしますと、私がちょっとひっかかるのは、無認可の保育所として

運営していって、そこへ医療センターの勤務者の方のお子さんを入れるとなった場合、保育料の問

題、あるいは年齢の問題、一般の待機されている方の入所条件と当然変わってくる部分があろうか

と思いますし、それから福利厚生の一環であれば、病院会計からと言ったらいいのか、医療センタ

ーからと言ったらいいのかわかりませんけれども、何らかの補助金やその辺はどの程度出るのか。

というのは、全然関係なく無認可の託児所を医療センターが利用するわけですから、それなりの負

担なんかも当然あるんじゃなかろうかと思いますので、その辺についてまで確認したいと思います、

３点。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 院内保育の部分につきましては、先ほども答弁させていただきましたように、医療センターの職

員の福利厚生に該当しますので、その利用の仕方といいますか、それにつきましては、別途医療セ

ンターの方で規程等を設けていただきまして、対応していきたいというふうに考えております。ま

た、医療センターから負担金をもらうというようなことにもなろうかと存じます。 

 また、保育料の考え方でございますが、原則は認可保育所の保育料と同じでございますが、院内

保育の場合は夜間とか休日の保育が入ってまいりますので、その辺も含めまして、医療センターの

規程の中で定められるものというふうに考えております。 



－１３１－ 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 当然、福利厚生の一環として院内保育をするんであれば、一般の方の通園要件と変わってくると

ころはあろうかと思いますので、その辺のところは十分な配慮が必要かと思いますので、よろしく

お願いします。 

 それと、院内保育でということでございますけれども、５名程度ということをお聞きしておりま

すけれども、現在、院内保育として、ここの児童館を使うことのニーズ調査とかをやってみえるの

かどうか。今現在、来年の１月４日からスタートするわけですから、何名ぐらいがここへの通園を

希望してみえるのか、その辺のところの数は把握してあるのかどうか、確認をしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 直近でただいま調査しておるところでございますが、まず１名については、それを条件に採用さ

れたいというふうなご希望もございます。さらに数年前ですが、調査したときには約５名ございま

した。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 採用予定の方１人のお子さん、数年前には５名いたと、数年前だと年はとっていきますからね。

現在はそうすると実際の医療センターに勤務されている方のお子さんでは希望はいないということ

なのかどうか、ちょっとそれを確認したいんですわ。 

 それともう１点は、院内保育の対象者、医師・看護師さん等につきましては、多分どこの市外を

見ても把握しての希望者調査をやってみえると思うんですけれども、医療センターの中に見える方、

例えば技師さんとか職員の方なんかもこの場合適用されるのかどうか。その辺をちょっと確認した

いんですけれども。医療センターでの勤務をされている方すべてが対象者になるかどうかというこ

とと、それから現在の入所希望の方が何名見えるかを確認したいと思います。現在通園を希望して

みえる方。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（伊藤誠一君登壇） 

 基本的には対象としておりますのは、医療職に限定したいというふうに考えておりますが、それ

は医師・看護師・技師も含めてということでございます。さらに直近での正確な調査ではございま

せんが、看護部を通しての調査に関しましては、３名強というふうに聞いておるところでございま

す。 

○議長（大井捷夫君） 



－１３２－ 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 大体概略ご答弁いただきましたけれども、必ずしもここを入所希望される方ばかりじゃないよう

な感じもお聞きしている範囲では状況だと思っております。詳しいことはまた委員会の方で確認を

するようになると思いますけれども、そういうことでこの項については終わりたいと思います。 

 ６点目として、私質問を予定させていただいておりました件につきまして、同条例施行規則の制

定云々につきましては、通告を出した後で入札公告とか出てきまして、その中である程度の状況は

把握できましたんで、あえてこの６項目めにつきましては、質問の方は省かせていただきますので、

申しわけございませんがよろしくお願いします。 

 トータル的なところでちょっと確認をしたいんですけれども、この施設をつくっていくのは確か

に必要な部分はあろうかと思います。しかし、本当に状況を把握して、ニーズを把握した中で運営

がやっていけるのかどうかというのが非常に心配しているところがございます。というのは、入札

公告なんか見ますと、２７年までの約４年間ちょっとの形での入札ということで資料をいただいて

おりますけれども、約４年間、この間の亀山市内の待機児童の状況を把握されているのかどうか。

非常に難しい部分、確かに子供さんがお生まれになってというのも、行政の方で把握できる部分で

はないですから難しいかわかりませんけれども、実際問題、県内の待機児童の状況を見ても、亀山

が際立って多い。ほかのところはほとんど待機児童は現在のところはいないというような状況の中、

亀山がいるかというのは調査の方法なのか、別個の事情なのかわかりませんけれども、このままの

形で推移していく、多い形でとか、多分私はあり得ないんじゃないかと思っているんですよ。そう

すると、せっかく多額の経費をかけて設置してもらっても、大丈夫なんかなあという疑問を持って

おります。 

 ことしの７月に、新たに民間の託児施設として「ちびっこかめやま園」というのが栄町の方にで

きておりまして、ここの現在の状況はどんな状況なのかちょっと確認をさせてもらいましたら、９

月、今は一時保育の方が３名通ってみえるようです。費用につきましては、昼間は１時間２５０円

ということで対応してみえるようですけれども、今後の状況はどうですかとお聞きしましたら、や

っぱり少ないんと違うかなあと。なぜかと申しますと、通う場合に利便性を考えるということをお

っしゃってみえました。あそこの場合には３０６号線沿いであれば比較的便利やからいいんやけれ

ども、それ以外のところからはやっぱり二の足を踏まれると。 

 そういうことをお聞きしておりましたら、私の住まいは南部の方、安知本町ですから、安知本の

小さい子供さんをお持ちの方で仕事を持ってみえる方、亀田まで預けに行かれる方が果たして何名

見えるかなあと。その辺の利便性の問題とか、二つ以上の園を希望してだめな場合しか入れないと

かいうような条件も入ってきますと、非常に厳しい部分もあるんじゃないかなということも考えら

れますので、やっぱり条例は条例としてつくられるにしても、その内容について、もう少し考えて

見直す必要があるんじゃないかなという感がします。 

 条例の中で、先ほど言いました児童館という問題とか、細かいところでやっぱりこの制度にそぐ

わないような条項、それから名称等もありますので、改めて検討していっていただければ幸いかと

思いますので、そんなところを申し上げて私の質疑を終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 



－１３３－ 

○議長（大井捷夫君） 

 １２番 前田耕一議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１１時０７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時１８分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 では、通告に従い質疑に入ります。 

 まず、議案第５３号亀山市待機児童館条例の制定について。 

 まず最初に、待機児童館の目的、役割につきましては、先ほど細かく教えていただきましたので、

それは置きまして、その待機児童館の中で院内保育も同時に実施するとありますが、どのような違

いがあるのか、区別なしに保育をするのか教えていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 院内保育につきましては、医療センターの医療職の方のお子さんをお預かりするということでご

ざいまして、普通の待機児童の保育との違いといたしましては、まず対象の年齢が違います。待機

児童につきましてはゼロ、１、２歳まで、それから院内保育につきましては、就学前の児童をお預

かりするということでございます。 

 そのほか、院内保育につきましては、勤務体系の関係から夜間とか休日の保育も入ってまいりま

すので、その辺も対応をさせていただくことといたしております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 システム的な違いということで、院内保育と普通の待機児童館としての待機児童の方の保育とい

うのは、同じようにやるということで理解してよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 はい、わかりました。 

 次に、先日配付していただいた資料の中に、対象がゼロから２歳の保育を必要とする待機児童及

び医療センターの医療職が扶養する就学前の児童とありますが、前者のゼロ歳から２歳と限定する

理由は何かをお答えください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 



－１３４－ 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 市内の保育所では、就学前の児童を対象に生後６ヵ月から５歳までのお子さんをお預かりいたし

ております。今回の待機児童施設につきましては、その対象といたしまして、ゼロ歳、１歳、２歳

に限定をいたしております。 

 その主な原因としましては、昨今の保育需要を見てみますと低年齢化が進んでおりまして、これ

は親御さんの就業等によるものが主な原因と思われますが、ゼロ、１歳、２歳につきまして、市内

の保育所で入所できない事態となっているということでございます。３歳から５歳につきましては、

おおむね認可保育所で入所していただいておりますので、特にゼロ歳から２歳について、今回保育

を提供させていただくということでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 それは今需要がということで見込みということだと思うんですけれども、もし今後３歳であって

も保育所に入れない児童がふえるというか、そういうふうな事態が起こった場合は受け入れする予

定なのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 今回オープンします待機児童館につきましては、ゼロ歳２歳のお子様限定ということでございま

すので、３歳から５歳までの方の入所希望があっても、他の認可保育所に入っていただくよう勧め

てまいりたいというふうに思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、保育所利用条件についてお伺いしたいと思います。 

 待機児童館の利用条件ではなく、保育に欠けるが待機児童となるのはそもそも保育所に通いたい

児童が保育所の定員数を上回っており、入れないから起こるわけですが、そもそも保育所利用とし

て保育に欠いている基準というのはどのようなものか、保育所に通う条件を亀山市ではどのように

判断しているのかお答えください。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 保育所は入所しようとする児童の保護者や同居の親族等のいずれもが事情により保育できない場

合が対象となります。具体的には、まず昼間に会社の勤務等によりまして、自宅外で仕事をしてい

る場合、２点目としまして、昼間に自宅内で自営業など日常の家事以外の仕事をしている、３点目

としましては、妊娠中または出産後間がない、そのほかには疾病や負傷、もしくは精神や体に障が

いがある方などの場合が対象となり、保育ができない度合いを指数化して、その点数の高い人から



－１３５－ 

順に優先的に入所をいただいております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 先ほど答弁いただきました保育ができないという判定なんですけれども、その判定というのはど

れぐらいの頻度で行われているのでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 児童が保育所へ入所した後の保護者の在職状況等の確認につきましては、年に２回、在職証明等

の保育に欠ける状態を証明する文書を提出していただいて確認をいたしております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 働いているなどの証明を例えば源泉徴収票を確認するとか、そういうふうな判断をしているとい

うことで。 

 一つの懸念としまして、保育に欠けていない人が保育所を利用して、本当に保育に欠けている状

況で、一番本当に困っている人が利用できないというような本末転倒なことが起こっていないか。

現に待機児童が亀山市では多いわけでして、亀山市は保護者が仕事を探している期間も受け入れ態

勢があるというふうな、他市と比べてもきめ細かいとお聞きしたんですけれども、やはり先ほど申

しましたように、本当に困っている人が利用できないということなども判断していかなければなら

ないと思いますので、その判定においてはきちんと行われるべきだと思いましたので、質問させて

いただきました。 

 次に、待機児童が解消したときの待機児童館の取り扱いについてですが、当然のことなんですけ

れども、待機児童の方がもし希望の保育所にあきができた場合は、待機児童館から退所するのか。

そしてまた、３月の議会だったと思うんですけれども、５年から１０年くらいで限られた期間でこ

の施設を使うというふうな答弁があったので、その辺もちょっとお聞きしたかったんですけれども、

どんどん待機児童さんは減っていくという見込みでそうなさっているのか。また、見込みのように

解消した場合に、待機児童館はどのような扱いをするのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まず、待機児童館に入所いただいておって、その間に認可保育所の方であきができたらどうする

のかということでございますが、その場合におきましても、待機児童館の方で年度内いっぱいお預

かりをするという予定でございます。そして、新年度につきましては、一般の児童と同じように認

可保育所への入所申し込みをしていただくということになります。 

 また３月議会では、５年から１０年の短期的なというご答弁もさせていただいておりますが、こ



－１３６－ 

の待機児童館につきましては、緊急的な対応ということで今回施設の設置をしております。今後の

動向を見る必要はございますが、全体の児童数とか、それから就業の状況で入所を希望される方が

どうなっているのか、その辺の把握には今後努めてまいりたいと思います。 

 それから、待機児童が解消後の施設の利用でございますが、待機児童が解消した場合、当該施設

につきましては、院内保育が残りますので、その後の施設の活用につきましては、保育所在り方検

討委員会などの場を通じて検討をしてまいりたいと存じます。 

 なお、先ほどご答弁させていただきましたように、一時預かりや休日保育、こういったものも実

施をしたいというふうに考えておりますので、総合的に判断をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ちょっと先ほどの答弁の中で、例えば途中で希望している保育園にあきができた場合も年度内い

っぱい預かるということは、例えば年度内いっぱい預かっている間に、またもっと点数の高い児童

さんが入った場合というのは、そちらの方が優先されてしまって、また児童館にそのままいなけれ

ばならないということは起こらないんですかね。ちょっと確認で。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 途中であきができたのに待機児童館へ入っていて、他の方に先を越されるような事態が起こらな

いかなあというご心配でございますが、あくまでも待機児童館につきましては、年度内の入所を前

提としております。途中であきができましたら、新たに申し込みをいただくことによりまして、そ

の待機児童館に入所している児童、また一般の認可保育所への申込者、そういった方を合わせた中

で、保育に欠ける度合いを見まして、また判定をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 あともう１点お聞きさせていただきたいのが、またそもそもなんですけれども、待機児童館がで

きたことによって、実際に待機している児童さんがそこに入るかという問題なんです。待機児童の

方の中には、家から遠いからとか、この前にいただきました亀山市立保育所在り方検討委員会の中

間報告書の中にもございました。希望する保育所以外にあきがあっても、通園に距離があったり、

同一小学校区でなかったり、あと兄や姉と同じところに通わせたいからという理由であきを待って

いる人もいらっしゃるそうです。そういう場合に、待機児童館もそれらの希望を満たせていないの

であれば、入らない可能性もあるのではないか。そういうことが考えられないかということと、あ

と先ほどの今の答弁なんですけれども、年度内いっぱいはずっと預かるということで、途中で抜け

られなくて、また順番待ちみたいな形になるのなら最初から入らないわという方とか、それはない

ですね。すみません。そういう場合があるのではないかと思うのですが、その辺の考え方をお答え
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いただけますでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 待機をされている児童が、実際に待機児童館への入所申し込みにつながるかということでござい

ますが、それぞれ待機している方の個別の事情があると思いますが、例えば待機児童館から自宅ま

での距離、また小学校区が違う、こういったことも考える中での大きな要因になってくると思って

おります。したがいまして、１２月１日から入所の申し込みを受け付けいたしますので、その中で

明らかになりますが、現在待機されていると思われる方につきましてはお声かけをしてまいりたい

と、このように考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 わかりました。では、次に行きたいと思います。 

 議案第５７号亀山市消防団条例の一部改正についてお伺いしたいと思います。 

 まず、１番、亀山市消防団の現状につきましてですけれども、こちらの方は今４１３名というこ

とで先ほど答弁幾つも聞いております。その次の、条例の一部改正を行うまでの経緯、ねらいにつ

いてですが、年齢制限を緩和したことで希望者がふえる見込みはあるのかどうか、お答えいただき

たいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 今まで消防団に入団したくても４５歳という上限の年齢がございましたもんで、それで消防団に

入団することができなかったということは耳にしております。今後これを取り除くことによって、

消防団への入団希望者もふえるものと思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 年齢制限を撤廃することによって、ふえる。年齢制限以外にも消防団がふえる理由というのはた

くさんあると思うんですけれども、そういった理由は研究なさったか。また、その理由としてどの

ように把握なさっているかをお答えください。 

○議長（大井捷夫君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団の入団者を募るのに当たり、魅力ある消防団づくりが必要ではないかなと思っております。

それには若い人が消防団に入りたいというようなことで、被服の見直し、あるいは装備品の見直し、

また福利厚生面での研究が必要かと思っております。 
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○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 確かに魅力があるというのはとても大事なことなんですけれども、今までに行ってこられた消防

団員の募集や消防団に興味を持ってもらうための取り組み、また今後も考えている取り組みなどが

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防団協力事業所という認定制度がございます。それは亀山市内に６事業所、亀山市消防本部で

認定しております。こういう事業所等に消防団員を一人でも多く雇用していただき、雇用者との連

携も必要でないかと思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 事案がずうっと重なっていましたのでこの辺にします。 

 議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてお聞きいたします。 

 １番に、第３款民生費のうち第２項児童福祉費、児童扶養手当給付費についてお聞きいたします。

こちらは増額されているんですけれども、昨今の亀山市のひとり親家庭の現状について、この制度

は子育てをするひとり親に対するものですが、ひとり親とはどういう対象なのか、またなぜ増額す

る必要があったのかをお聞きいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 児童扶養手当はひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子供の福祉の増進を図ることを目

的として支給される手当でございます。手当を受けることができる人は、親の離婚や死別などの条

件に当てはまる１８歳までの子供を監護している父や母、または父母にかわって子供を養育してい

る方となります。 

 それから、今回補正を増額しなければならなくなった理由でございますが、児童扶養手当給付費

の必要額が当初の見込みよりふえた原因としては、主に二つの理由が挙げられます。 

 まず１点目は、受給者数の増加でございます。児童扶養手当の受給者数は年々増加しておりまし

て、その増加分を加味して予算を計上しておりましたが、見込みより人数がふえたためでございま

す。 

 ２点目は、１人当たりの受給額の増加でございます。児童扶養手当は所得の状況等により支給さ

れる額が異なりますが、所得が減少した世帯がふえたため、支給される額が全体的に増加したもの

というふうに考えております。 
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○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 経済動向の関連もあるということですが、現在亀山市で給付の対象となっている件数、給付額、

またひとり親家庭の増加の現状について、亀山市はどのように把握していらっしゃるでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 現在の児童扶養手当の受給者数でございますが、本年８月現在で母子家庭の方が２５５名、それ

から父子家庭のひとり親の方が２０名、合計が２７５名でございます。支給額につきましては、現

在資料を持ち合わせておりません。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ひとり親家庭の増加の現状というのもちょっとお聞きしたかったんですけれども、その辺で何か

亀山市として傾向で窓口でどう思われているかとか、もしあれば教えていただきたいのと、ひとり

親家庭というのもいろいろなパターンがありますので、それから給付に当たり、その給付判断基準

というのがありますけれども、その確認についてはしっかりしているかどうかということもお聞き

したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まず、受給者の亀山市としての現状といいますか、増加の傾向であるがどうかということでござ

います。 

 ひとり親家庭となられたその要因別に推移を見ましても、あまり特徴的といいますか、以前と変

わっているというような状況は見られないところでございます。死別にしましても離婚にしまして

も、あまり大きな変動はございません。 

 それから給付の判断基準でございますが、この制度につきましては、申請をしていただいて、給

付を決定いたしますが、その際には所得の状況、また家族の状況等を詳細に報告いただきますので、

しっかりと判断をして適正に支給をさせていただいているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ひとり親家庭の現状としては大きな変化はないということでした。でも実際にこのように受給額

がどんどん増加し続けているということで、ここについての状況把握、なぜこのような状況になっ

たのかという背景というのは、やはりこれからもしっかり研究していかなければいけないと思いま
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すので、お願いいたします。以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 ５番 豊田恵理議員の質疑は終わりました。 

 以上で予定をしておりました通告による議員の質疑は終了し、日程第１に掲げた上程各案に対す

る質疑を終結いたします。 

 次に、お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち、議案第６１号から議案第７０号まで及び報告第９号

から報告第１７号までの１９件につきましては、委員会条例第６条の規定に基づき、委員２０名を

もって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま議題となっております議案のうち、議案第６１号から議案第７０号まで及

び報告第９号から報告第１７号までの１９件につきましては、委員会条例第６条の規定に基づき、

委員２０名をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しまし

た。 

 

       決算特別委員会付託議案表 

 

議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６２号 平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６４号 平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について 

議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について 

報告第１０号 健全化判断比率の報告について 

報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について 

報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 
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報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について 

 

○議長（大井捷夫君） 

 続いてお諮りいたします。 

 ただいま設置いたしました決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第８条第１

項の規定に基づき、お手元に配付いたしてあります一覧表のとおり、２０名を指名いたしたいと思

います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました２０名を決算特別委員会委員に選任することに決しまし

た。 

 

決算特別委員会委員 

 

議席番号 氏  名 

１番 髙  島     真 

２番 新     秀  隆 

３番 尾  崎  邦  洋 

４番 中  﨑  孝  彦 

５番 豊  田  恵  理 

６番 福  沢  美 由 紀 

７番 森     美 和 子 

８番 鈴  木  達  夫 

９番 岡  本  公  秀 

１０番 坊  野  洋  昭 

１１番 伊  藤  彦 太 郎 

１２番 前  田  耕  一 

１３番 中  村  嘉  孝 

１４番 宮  崎  勝  郎 

１５番 片  岡  武  男 

１６番 宮  村  和  典 

１８番 服  部  孝  規 

１９番 小  坂  直  親 

２０番 竹  井  道  男 

２２番 櫻  井  清  蔵 
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○議長（大井捷夫君） 

 続いて、議案第５３号から議案第６０号まで及び議案第７１号から議案第７５号までの１３件に

つきましては、お手元に配付いたしてあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委

員会にその審査を付託いたします。 

 なお、報告第１８号及び報告第１９号の２件の専決処分の報告については、地方自治法第１８０

条の規定による報告でありますので、ご了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   総務委員会 

 

議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての内 

       第１条 第１項 

       同 条 第２項「第１表 歳入歳出予算補正」中 

       歳入 全部 

       歳出 第２款 総務費 

          第３款 民生費 

           第１項 社会福祉費 

            第３目 老人福祉費 

             第２３節 償還金、利子及び割引料 

       第２条 「第２表 地方債補正」 

 

   教育民生委員会 

 

議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての内 

       第１条 第２項「第１表 歳入歳出予算補正」中 

       歳出 第３款 民生費 

          ただし、 

           第１項 社会福祉費 

            第３目 老人福祉費 

             第２３節 償還金利子、及び割引料 

                              を除く 

          第４款 衛生費 
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          第７款 商工費 

          第１０款 教育費 

 

   産業建設委員会 

 

議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての内 

       第１条 第２項「第１表 歳入歳出予算補正」中 

       歳出 第６款 農林水産業費 

          第８款 土木費 

          第１４款 災害復旧費 

議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第７１号 協定の締結について 

議案第７２号 工事請負契約の締結について 

議案第７３号 市道路線の変更について 

議案第７４号 市道路線の変更について 

議案第７５号 市道路線の廃止について 

 

○議長（大井捷夫君） 

 続いて、日程第２、請願の委員会付託を行います。 

 今期定例会におきまして、本日までに受理いたしました請願は、お手元に配付の請願文書表のと

おりでございます。 

 その審査につきましては、所管する常任委員会に付託いたします。 

 

請願文書表 

受  理  番  号 請  ３ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名 義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願書 

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森文男 外２名 
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要       旨
義務教育費国庫負担制度が存続され、全額国負担となるよう決議いた

だき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名
竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝

彦、髙島 真 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ４ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名
保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願

書 

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森文男 外２名 

要       旨
保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度が拡充するよう決議

いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝彦

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ５ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森文男 外２名 
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要       旨

子どもたちの「豊かな学び」の保障に向け、「教職員定数改善計画」

の着実な実施と教育予算の拡充を行うよう決議いただき、国の関係機

関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名
竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝

彦、髙島 真 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ６ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名
防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求め

る請願書 

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森文男 外２名 

要       旨

子どもたちの安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定し

た防災対策の見直しをはじめ、総合的な学校安全対策を行うよう決議

いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝彦

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

○議長（大井捷夫君） 

 会議の途中ですが、決算特別委員会の開催のため、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際、ご報告申し上げます。 
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 先ほど決算特別委員会において正副委員長の互選が行われ、その結果、委員長に１９番 小坂直

親議員、副委員長に１３番 中村嘉孝議員がそれぞれ選任されました旨の通知に接しましたので、

ご報告申し上げます。 

 次に日程第３、市政に関する一般質問を行います。 

 なお、質問に当たりましては、通告以外の質問を追加することのないよう、ご注意をお願いいた

します。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ８番 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 ぽぷらの鈴木でございます。 

 今回の私の質問のテーマは、計画策定及び変更と市の説明責任という質問でございます。 

 通常ですと質問の趣旨、ねらい、背景等を初めに話させていただいておりましたけれども、最近

どうも時間がなくなるということで、質問の中でその趣旨をお察しいただければありがたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 まず、新市まちづくり計画の変更についてから質問します。 

 今議会開会日に新市まちづくり計画の変更ということで、１枚ものの資料が議会に提出されまし

た。その内容について、市民の方々にもわかりやすく、簡潔に説明をいただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 新市まちづくり計画の変更について資料を提出させていただきましたので、その説明をというこ

とでございます。 

 本市では、新市まちづくり計画策定以前からＩＳＯ１４００１に基づき、二酸化炭素の排出量抑

制に努めてまいりましたが、公共施設からの排出量抑制の必要性は近年さらに高まっております。 

 そこで、公共施設から二酸化炭素の排出量抑制の取り組みをさらに強化するため、公共施設から

の温室効果ガスの排出量抑制の考え方による施策を追加するものでございます。具体的には既存施

設の統廃合、長寿命化の観点から溶融炉長寿命化事業及び衛生公苑長寿命化事業の２事業を追加す

る計画変更を行うところでございます。この変更によりまして、合併特例債の活用のための条件整

理を行うというところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 今の答弁、説明を整理しますと、一つ目は、新市まちづくり計画の中の六つの基本方針の中の５

番目、環境に優しい社会形成の中では、ごみの削減、リサイクル、省エネと、どちらかといえば個

人・家庭・企業、この方々への努力推進とか啓発が主な書き込みであったと。それを今回、市の公

共施設の二酸化炭素の排出量の抑制の視点からもとらえるということが１点。 

 二つ目は、この計画の変更により合併特例債の活用のための条件整理をしたと。溶融炉長寿命化
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事業、それからし尿処理場であります衛生公苑の整備のために特例債残金を充当しようという説明

であったと思います。 

 そこで、三つ質問をさせていただきます。 

 まず、この計画変更の目的についての質問です。 

 新市まちづくり計画は、合併に伴い両市のまちづくりの一体感の醸成、合併後１０年間の方向を

定めた平成１６年３月に制定されたものであると理解をしますが、基本方針後、環境に優しい社会

の形成のみを計画変更するのかと、これのみを計画変更するのかと。いってみれば、その後に亀山

市が策定された計画もの、小さいものから大きいものがございますけれども、大きいものでいえば

総合計画、あるいは昨年制定されました都市マスタープラン。こんな書き込みの中にも、新市まち

づくり計画に書き込みのないさまざまな事業があると思うんです。いってみれば、例えば学校教育

ビジョンや文化振興ビジョンの策定に伴って、新市まちづくり計画の中に教育・文化の充実の部分

とか、その他健康福祉の充実、生活基盤の充実等、六つの基本施策・方針すべてに変更をしなけれ

ばならないのと違うんでしょうか。そこで、ほかの基本方針も見直しをするのかということが１点。 

 それから２点目は、新市まちづくり計画の見直しや変更をもってして合併特例債を活用すると、

こういった手法を今まで是としてきたか、了としてきたかということを質問したいと思います。 

 昨年の９月議会の中で、我が会派の櫻井議員が合併特例債を利用して防災無線の設置をしたらど

うかという提案をさせていただきました。そのときの企画部長の答弁ですと、新市まちづくり計画

の中に書き込みもございませんし、読み込める記載はありません。合併特例債の活用につきまして

は、現段階ではできないものと判断しているという答弁がございました。つまり、新市まちづくり

計画に記載のないものは対象にならないという答弁をしておきながら、いわゆる今回の変更です。

見直しや変更、今回の場合は追加ですね。こういう手法を了としたアナウンスメントを今までして

きたんでしょうか。これが２点目。 

 それから３点目は、この計画変更の内容について今説明を受けましたので、ちょっと触れたいと

思います。 

 この変更に伴って、位置づけをする二つの事業、溶融炉の長寿命化事業とし尿処理場ですね、衛

生公苑、これら二つの事業で、おのおの事業費は幾らで、そのうち合併特例債の対象となる金額が

幾らで、それによって交付税として幾ら亀山市に戻ってくるのか、概算でよろしいのでお答えを願

いたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まず、新市まちづくり計画のほかの基本方針の見直しをするのかというようなことでございます

が、基本的にほかの基本方針について見直しする考え方はございません。こういった部分について

は先ほどご答弁させていただきましたように、この変更により合併特例債の活用というようなこと

の条件整理を行いたいと考えておりまして、こういったところが変更する主な趣旨でございます。 

 その部分にほかの基本方針については、後期基本計画を現在策定しておりますので、後期基本計

画の中で見直しを行っていきたいというふうに考えておるところでございます。 
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 それから２点目でございますが、昨年の９月の部分でございますが、そういった部分につきまし

ては、新市まちづくり計画の中でというようなことの前提条件があったというふうに私記憶をして

おりまして、そういったご答弁にさせていただいたというふうに思いますが、合併特例債の変更ま

でというようなことについては、まだ今回初めて考え方を述べさせていただいたというようなこと

でございまして、溶融処理施設と衛生公苑の長寿命化施設につきましては、財政的に厳しい状況で

あっても実施しなければならない事業というようなことで、仮に合併特例債を活用しない場合でも、

一般廃棄物処理事業債を発行して実施するというふうなことにならざるを得ないというようなこと

でございまして、庁内的に少し、後期基本計画の財政フレームに先立って考え方を整理させていた

だいた。これは時期的なものもございまして、整理をさせていただいた上で、合併特例債を活用す

ることが、この２事業にとっては非常に有効なものというようなことで考え方を整理させていただ

いて、初めてこういった考え方は出させていただいたということでございます。 

 それから、３点目のことでございますが、溶融炉長寿命化事業及び衛生公苑長寿命化事業のおの

おのの事業費等でございます。 

 現時点におきまして、これに関しては本当の概数でございまして、まだ変わる要素は十分ありま

すが、ということをご認識いただいてご答弁させていただきたいと思います。 

 溶融炉長寿命化事業につきましては、事業費が約１９億円、特例債対象事業費が約１０億円、交

付税措置額が７億円でございます。また、衛生公苑長寿命化事業につきましては、事業費が約１３

億円、特例債対象事業費が９億円、交付税措置額が約７億円でございまして、二つの事業において

合併特例債以外の起債を活用した場合と比較しますと約５億円有利になると試算をしておるところ

でございます。 

 なお、各事業における国の交付金がそれぞれ対象となる交付金もございますが、この算定により

ましては、また合併特例債の事業費も変わってくる可能性があるということでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 まず、１番目の答弁、これ以外の計画変更は考えていないと。いってみれば、合併特例債の残金

を有効利用するためにこの計画の変更があったというような理解をします。この部分については、

今後県・国、さまざまな協議がございますと思いますので、この程度にとどめます。 

 ２番目の答弁ですね、これはちょっと乱暴な言い方をすれば詭弁にしか聞こえないです。という

のは、今例に挙げた防災無線にしても、新市まちづくり計画基本方針第６の項目の中に、情報化と

地域自治の推進、その１．生活を豊かにする情報を発信できる仕組みを整えます。ここにこういう

書き込みがある。私はこの文面だけでも十分対象になるとも思うんです。それを一切書き込みもな

いし、読み込むこともできないと。この部分では非常に言葉を計画の一つ一つの文言を厳格に、あ

るいは狭小にとらえておいて、そういう読み方を勝手にしておいて、今度は追加という手段、こん

な方法もありますよというやり方は、少し度が過ぎているよという意見だけは申し述べたいと思い

ます。 

 それから三つ目の答弁ですね。 

 私は今回の９月議会で質問をしてよかったなあという思いがいっぱいでございます。全体の二つ
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の事業で３１億円、その中で特例債対象が１９億円と、それで交付税措置で１４億円ぐらいが対象

だと。しかしながら、今のご答弁ですと、他の補助金等を使った場合の、いわゆる特例債を使わず

に使った場合の差額が５億円だというような数字のお示しだったと思いますけれども、合併特例債

というのはそもそも我々の認識ですと、いわゆる事業に対する３分の２が市に対して交付税でいた

だくという中で、その５億円がほかの事業との比較の中で５億円しかという言い方は失礼ですけれ

ども、５億円が戻ってくることに対しては、今までの我々の合併特例債の市民が享受できる、いた

だくことのできるお金と大きな幅があると。その意味で、この事業の選択とか規模、多くの問題を

残していると。この問題については、今この質問があって、後日先輩議員から入念な質問があると

思いますのでこの程度にとどめますが、やはりこの問題は合併特例債の残金に対する市長の考え方、

あるいは進め方、大きな問題があったんだというような認識で次の質問に入らせていただきます。 

 パネルを用意しました。 

 合併特例債の活用についてということで、時系列別に見てみます。 

 今９月議会に新市まちづくり計画の変更概要をお示しいただきました。今後この概要に基づいて、

この間には当然県との協議等ございましょう。１２月に入りまして、まちづくり計画の変更に対す

る提案がなされて、ここで議決を見るわけです。それに基づいて、３月には多分後期基本計画、第

１次実施計画の策定の中で、この合併特例債の残金を使って二つの事業を行うという形になるんで

すけれども、私がここで議論をしたいのは、新市まちづくり計画の変更前と今回では大きな方向転

換があったということを指摘したいと思います。 

 合併特例債の発行可能額２６億円の活用について、市長の今までの考え方と、今議会のスタンス

には大きな隔たりがあると。ここでいうならば、今まで否定的であったものが、活用については肯

定化されたと。大きな方向転換をしたと私は認識をしております。否定とは言いません、否定的で

あったと。方向転換をしたのか、この辺の認識を聞きたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 以前より合併特例債の新規事業の活用につきましては２点ほど申しておりまして、１点目は、基

本的には借金であるため、後年度負担の増加につながることから慎重に判断するということ、それ

から２点目は、活用期限となる平成２６年度中に完了できる事業で、単年度での財政負担が多大と

なるような事業へ有効に活用するというふうな考え方を基本としてご答弁申し上げております。こ

れまで新規事業で、具体的に活用するという事業はお示しはしておりませんでした。 

 また、さまざまな施設整備などの大規模な事業の実施に当たりましては、合併特例債も含めたあ

らゆる財源を有効に活用するとご答弁を申してきたところでございまして、こうした考え方に基づ

き、後期基本計画期間中に実施が想定される事業の中でも、特に大規模な事業となる見込みの溶融

処理施設と衛生公苑の長寿命化事業につきましては、合併特例債を含め、活用できる財源の検討を

進めておったところでございます。 

 これらの事業が起債対象となるか、合併特例債の適応対象となるか、新市まちづくり計画の変更

の可否について、県と事務レベルでの協議を行ってまいりました。こうした内容についておおむね
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確認されましたところから、最も有利な財源と考えられる合併特例債の活用のために、必要となり

ます新市まちづくり計画の変更を行いたいというようなことで、資料提供をさせていただいたとこ

ろでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 否定的であったか、方向転換じゃないのかということに対して、的確な答えではなかったと思い

ます。いってみれば、あまり否定的とは認めたくないという答弁に聞こえましたけれども、少し今

までの答弁を整理してみます。 

 例えば基金造成分、市民まちづくり基金の１０億円、関宿にぎわいづくり基金の３億７,０００

万のこれと四つの事業、和賀白川線、関中、それから野村布気線と斎場、これ以外の事業は考えて

おりませんという答弁、たくさんしていますよ何回も、これはね。それからもう一つ、先ほどのあ

れですけれども、合併特例債を発行して進めようとしている事業は、すべて新市まちづくり計画に

位置づけられており、これ以外の事業への合併特例債の発行は考えておりません。これはことしの

３月、企画部長からの答弁でございます。およそこういう答弁が多かった。一部広森総務部長の後

からは、合併特例債の活用については慎重であるけれども、フレキシブルに柔軟に対応していく旨

の発言もございます。しかし、私は部長の答弁を何と言ったかというよりも、最も注視したいのは、

ことし３月の我が会派の伊藤議員に対する市長の答弁です。読んでみます。聞いてください。 

 「合併特例債について市長の基本的な考えということですが、合併特例債は後年度で３分の２が

交付税で戻ってくるということでございますが、基本的には借金でございます。後年度の世代への

負担を背負わせるということにつきましては、この特例債に限らず、やっぱりそこは慎重に運用す

べきという基本的な考え方と、合併特例債の発行は使い切るのかどうかということにつきましても、

それぞれのまちの考え方や財政状況もあろうかと思いますが、この発行は将来の公債費の負担を高

めるという側面もございますので、３５億円を使い切るべきという性格でないものと考えておるも

のでございます。 

 今後特例債の活用については、活用期限が平成２６年までに完了できる事業、とりわけ大規模な

事業があれば有効に活用させていただくことも、選択の余地としてはあるというふうに現時点では

考えております」ということでございます。 

 このことでパネルも用意しました。考え方としては大きな理念として、これは市長の基本的な考

えというよりも、むしろ私は政治的な理念だと思うんですよ。いいですか、基本的には借金であり、

次世代に負担を残さないということが１点と、この合併特例債は使い切るべき性格のものではない

という市長はそういう基本的な考え方。むしろ政治的な理念だと思います。これを部長が何と言っ

たか、部長の方向性とか、あるいはハウツーとは違った哲学だと思うんですね。 

 それで市民の方にはこの市長の考え方、後世に借金を残さない、使い切るべきではないと、同じ

国のお金であれ、市のお金であれ、血税を使い切るという考え方の否定については評価される方も

見えるでしょう。私は違いますけどね。この部分はやはり有効に利活用するのは納税者たる市民の

権利であり、それを推し進めるのは市の私は義務だと思っていますので違うんですけれども、もう

一つ後段の部分で、とりわけ大規模な事業があれば、利用も選択肢にできるという部分については、
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この２６年までに完了を余儀なくされる中で、とりわけ大規模な事業をことしの３月時点でやみく

もに議論しても到底間に合わず、私は非現実的だなあという印象を持ちました。総じて合併特例債

の残についての利活用については、多分市長部局からは、提案は期待できないだろうという判断を

私はさせていただきます。そこで二つ質問をします。 

 まず、合併特例債の市長の今二つ上げましたこの基本的な考え方、理念に変更はないのかという

こと。二つ目は、今回対象としている二つの事業がとりわけ大きな事業として見ていいのかと、あ

るいは想定内の事業であったかということを質問させていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 鈴木議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 合併特例債、これに対する市長の基本的な考え方は変わっていないのかということでございます

けれども、何度も申し上げてまいりましたけれども、そもそも合併特例債は国の増大する借金、あ

るいは財政の悪化、それから地方交付税制度の疲弊などを背景に、その構造改革を目指して、平成

の市町村合併を促進するために創設をされた期限つきの優遇措置であったと、このように基本的に

考えております。 

 しかし、この特例債そのものは借金でございまして、地方交付税で後年度にその約７割が措置さ

れるからという安易な理由で新規の大型建設事業に充当した自治体は、合併後１５年、２０年たっ

て大きな借金と、それから施設の維持管理費だけが残りまして、自治体財政を圧迫するものと、こ

れを避けられないと、こういう考え方に立ってまいりました。 

 一方で、きのうも触れましたが、平成１３年度に創設されました地方交付税特別会計の財源不足

を１年限りの緊急措置として導入されました臨時財政対策債が、１０年たった今でもこれが延長さ

れておるという大変厳しい国の地方交付税の状況というのは、議員もご案内のとおりでございます。 

 したがいまして、市長就任以来この２年間、これらの考え方並びに特例債を使っても、交付税額

に反映されない不交付団体という状況から、合併特例債の充当活用については慎重に判断をいたし

てまいったものでございます。同時に政策の優先度の観点から、当初合併特例債の活用、充当を想

定いたしておりました市庁舎建設計画の凍結、それから和賀白川線橋梁計画の見直しによりまして、

発行可能額の変更を同時に行ってまいったものでございます。 

 これらの流れの中で、合併から７年を迎えました本年、くしくも７年ぶりの交付団体へと転じた

ところでございますけれども、現在、本市の今後５年間の行政経営の基本となる後期基本計画の策

定作業を進めておりますが、中期・長期の政策の選択とその裏づけとなります財源の確保につきま

して、あらゆる可能性を探ってまいりたいと、このように考えておるものでございます。 

 ２点目に、とりわけ大きな事業、想定内の事業であったかと、この二つの事業がということでご

ざいますが、合併特例債の活用は先ほど答弁がございました平成２６年度完了の事業、これを適用

とすると、こういう仕組みでございます。ご案内のように合併後、例えば衛生公苑の長寿命化、旧

亀山・旧関町のし尿処理施設の効率化、統合、この問題は大きな政策課題の一つでもございました。 

 もう１点、環境センター溶融処理施設につきましては、これは当初、平成１２年の稼働の時点で
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耐用年数１５年、平成２７年をめどにということで稼働いたしてまいったものでございますけれど

も、本年度、議会、市民の皆様にもお示しをさせていただいておりますが、この溶融炉を１５年で

はなくて長寿命化をさせていこうと、新たに施設を更新するんではなくて、３０年間何とか手入れ

をしながら長く生かしていこうと、こういう方針の転換をお示しさせていただいてまいったもので

ございます。いずれもこれが平成２６年度までに事業を終えるというような想定ではございません。

もう少し後ろへ行く長い事業の中で、これらの考え方、事業の展開を実は想定をいたしておったも

のでございます。 

 したがいまして、今、中長期の政策の検討、それから財源の裏づけを後期基本計画の策定作業で

検討いたしておりますが、その中での検討の過程での議論の一つというふうにご理解をいただきた

いと思います。したがいまして、新市まちづくりの変更はその一環であるというご理解をいただき

たいと考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 さっぱり理解のできない答弁で時間ばかりたっていくのは本当に困るんですけれども、２番目の

とりわけ大規模な事業ということなんですけれども、「とりわけ」ということを広辞苑で引きます

と、「殊さらに、特別に」という意味なんです。それから「殊さらに」を引きますと「新しくする

こと。わざわざすること」です。 

 対象になったこの二つの事業、溶融炉の中間改修の概要を既に平成２１年に出ているし、その後

の長寿命化事業も２２年にできているんです。それから衛生公苑の基本構想についても、２１年に

はもう策定されているんです。私はこの部分が「とりわけ」という言葉、殊さらにする事業、新し

くする事業、わざわざする事業なんてとても思えないです。 

 それから、前段の答弁ですけれども、結局さっぱりわからないですよ、途中で交付団体になると

か、いろいろ溶融炉の設備の問題、し尿処理の問題を言ったけれども、そういうことがわかってい

る、いわゆる対象内であったということですか、これ。どっちなんですか、これ。対象内であると

したら、このことに関しては、さまざまに市長は答弁する機会は今までありましたよ。今初めてこ

ういうことを聞くんですよ。時間が全くないもんですから、次の説明責任に移りますけど、非常に

答弁についても不明瞭であって、私は全く理解できないということだけを申し述べます。 

 ちょっと質問を飛ばします。 

 ３番目の説明責任についてということですけれども、説明責任という言葉は当局はどんな認識を

持っているか等を聞こうと思ったんですけれども、時間がありませんので、私は解説文をもって説

明します。 

 説明責任、アカンタビリティー、個人や組織、特に権限を行使する者が影響を与えた事象や結果

に関し、意思決定行為について、その意思の明確化と共通理解のために合理的な説明を行う責任を

要することということでございます。 

 新市まちづくり計画を変更し、合併特例債の利活用に充てるとしたこの１枚ものの概要が、意思

決定行為について、意思の明確化と共通理解のため、合理的に説明したと判断しているかお聞かせ

ください。 



－１５３－ 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まず、総務委員会にＡ４１枚で資料を提出させていただきました。総務委員会資料ということで、

それと、今現在県とも協議中というようなことで、非常に簡略化して掲載をしておりますので、少

し総務委員会では補足をさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 それから、現在のところ、県との事務的な協議を進めておって、これらの課題が整理できました

のが８月に入ってからというふうなことでございます。そのため、これまで明確な方針決定に至っ

ておりませんでしたことから、今回の資料提供をさせていただいたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 質問が悪いのかもしれませんけど、さっぱり伝わってこないんです。 

 それでは、パネルをもう一度見ていただきたいと思います。説明責任という意味で、今回いわゆ

る来年の３月には、後期基本計画の中で我々議会、あるいは議員は新しく提案をされたものについ

て、合併特例債を使ってこの二つの事業に有効に使うと、これが市民の理念や福祉のためになるん

だから、賛成・反対どうですかという重要な白黒をつける決断を迫られるわけです。 

 私もやはり有効利用ができるのであれば、先ほども言ったように、市民の大切な税金が戻ってく

ることを利活用することについては、これは市民の権利であり、そしてそれを推し進めることは市

の義務であると、この部分の賛否に対しては、仮に私が、我々議員が賛成であっても、いわゆる今

までの流れ、今までどちらかというと合併特例債の有効活用に対しては否定的な立場を持った答弁

をしてきた当局が、急遽方向転換に対する大きな説明責任、この手順がどうも理解できないという

ことで、この議案に対して仮に反対をするという立場をとったとしたら、これは市民にとっても、

市にとっても大きな私はマイナスだと思うんです。 

 こういうことが結構最近多いんです、こういうたぐいのものが。例えば、最たるものは昨年提出

されました、この後やろうと思っております第１次総合計画を破棄して、なくして、見直して、第

２次総合計画にしようという提案をなさった。これについての説明責任もあまり確かではなかった。

あるいはほかの事業でいいますと、誕生日祝い金とか、市外の病院に対する補助金の問題、あるい

はライフサポート事業等々いろいろある。市長の考え方が明確に伝わっていない、伝わらないとい

うことで、本来の議決に対することよりも、さまざまな手順とか手続の中で、まともな議論ができ

てこなかった。その部分が不足をしていたという案件が非常に私は多いと思うんです。その上に、

この部分は市長は今まで否定的ではなかったとおっしゃるかもしれない。あるいは方向転換ではな

いというような答弁ですけれども、我々は少なくとも、あれは、この案件に対してずうっと眺めて

こられた市民の方は、私は合併特例債の利活用に対しては否定的であり、そして一つの方向転換を

この１枚ものの紙で示されたと思うんです。こういう説明の仕方が非常に足らないと思うんです。

市長の意思の明確化、あるいは市民と議会との共通理解、やはりこの辺はもう少しやるべきだし、

何か説明責任についてもっとこんな工夫をしたらどうだと、反省も含めて、あるいは私のコメント



－１５４－ 

に対する反論も含めて、説明責任ということに対して市長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員に今ご指摘をいただきました説明責任でございますが、就任以来、開かれた市政の進展なお

かつ情報の共有、こういうことを市政の業績への大きな一つの柱にいたしてまいりました。そうい

う意味で、この開かれた公の議会での議論、それから年４回定例会がございますけれども、こうい

う節目節目で私ども行政として、庁内でいろいろ政策決定や意思決定をしていくプロセスは、本当

にさまざまなプロセスがございますけれども、その節目節目で議会並びに市民の皆様にそれを明ら

かにし、またこういう議論を通じて説明責任を果たさせていただいてきたというふうに考えておる

ものでございます。 

 ただ、その中で幾つかお触れになられましたが、その手続、プロセス、説明の不足という部分が

十分議会側に伝わっていないと、議員に伝わってないというご指摘でございましたけれども、まさ

にそういうものに対しましては、誠心誠意私どもはお伝えをさせていただいてまいったつもりでご

ざいますし、さらに創意工夫が必要な部分もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、公

の利益、それはまさに市民の利益、そういう視点で政策の決定や財政の運営を今進めておりますの

で、この基本姿勢は今後も変わりませんし、議員並びに市民にしっかりと方針転換であるとか事業

の詳細につきまして説明をさせていただくと、それは全くおっしゃるとおりでございますので、今

後もそういう方針で臨んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 時間がなくなりましたので、次の質問を簡単にさせていただきます。 

 第１次総合計画後期基本計画の策定についてということでございます。 

 実は私も総合計画の審議委員でございます。その意味ではこの場で質問することはなじまないと

いう思いもありましたけれども、やはり諮問を受ける前に確認をしておきたいことが二つあります

ので、たくさんあるんですけれども、時間がありません。二つだけ質問をさせてください、よろし

くお願いします。 

 まず、市長は副市長を長とする中期戦略会議に市長の思いをどう伝え、策定に臨ませたか。そう

いうことも含めて市長の後期基本計画に対する考え方、理念をお示しいただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 後期基本計画策定、これに市長は何を中心に取り組んできたのかということでございまして、ご

案内のように、現在の総合計画を策定いただきました合併直後の平成１７年、１８年の本市を取り

巻く環境と現在の環境は異なるという基本認識を、まずは庁内で共有をいたしてまいりました。そ
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れを基本に、昨年度より中期的な政策の優先度と、そのための財源確保の多様な検討を進めて、今

日に至っておるものでございます。 

 また、新市合併から７年目を迎えました今日、前期基本計画におきましては、その合併後の一体

感の醸成が基本にあったんだろうというふうに推察をいたします。この５年間の着実な歩みを踏ま

えて、後期基本計画においては、これらの地域資源、これを一層磨きをかけるプランとして策定す

べきと、このように考えてまいったものでございます。 

 さらには、東日本大震災におけます教訓、それから地方分権改革の行方、それから本市の財政構

造の変化などの直近の環境変化を踏まえ、市民力で地域力を一層高めて、地域の魅力や活力の向上

につながる取り組み、さらには防災・健康・医療などの安全・安心に向けた取り組みなど、亀山市

の都市としての持続可能性につながる施策を中心に検討を加えるよう指示をし、今日に至っておる

ものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 時間がなくて、まとまりのない質問をお許し願いたいと思います。 

 最後に一つ、せっかくボードを用意しましたので、この部分だけきょうは聞いて質問を終わりま

す。 

 第１次総合計画を見直しをして、第２次総合計画を策定しようとしたその意思、これあたりをや

はり後期基本計画を策定前に確認をしたく思います。 

 一つ目はここに書いてあります第１次総合計画の基本構想の中には、施策の優先順位が大きく変

わる状況となってきたということと、やはり自分のマニフェスト、政策公約には第１次総合計画の

考え方からはみ出るものがあると。これは何をもって市長は発言をしたのか。そして、そのことが

後期基本計画の中ではここにあります「基本構想をより発展させる議論を行う」と書いてあります。

まず、この発言、私は未消化でございます。消化できておりませんので、この二つ、優先順位が違

う、はみ出す部分、これについての考え方を聞きたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ただいまご質問がございました件でございますけれども、２年前に私自身が政策の具体策と期限、

財源を明記したマニフェスト、６８の施策、三つの戦略プロジェクトを明記させていただきました

が、これと総合計画との整合性につきまして、昨年の３月に、例えば自然の森公園の廃止、これは

従来の総合計画実施計画に組み込まれておったものでございますが、これの廃止。あるいは１４の

変更、五つの追加を行って、いわゆる総合計画、前期基本計画との整合性を図ってまいったところ

でございます。 

 今、環境の変化と今後この基本構想をより発展させる論議を行うご指摘でございましたけれども、

まさにそういう思いで、現在後期基本計画の策定を進めておるところでございます。この後期基本

計画との関係におきましては、９件の未着手の積み残しの事業、それから実施状況を考慮の上で、

環境の変化も当然考慮に入れまして、今後政策の優先順位も含め、最終的な判断を行ってまいりた
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いと考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 市民の皆様にこの後期基本計画策定に際しましてアンケートをいただきました。非常に冷静に的

確な判断、市民の方々のご意見が私は寄せられたと思います。特に大災害の後、安全の部分の要望、

そしてこれからの将来、年金、医療、介護、そういうものに対する不安、あるいは現在の負担感、

これを解消してくれと。そして、中にはさまざまな市の手数料とか、あるいは補助金とか助成金の

見直し、これあたりにも言及されております。生活の質の向上、確かにこれも大切でしょう。しか

し、やはり我々は暮らしていける、暮らしやすい、いわゆるもっと底辺の部分をこの総合計画にい

ま一度、大震災という非常に厳しい被害を受けた中で、改めて底辺の部分で総合計画をつくり直し

ていくと、そんな私の私見も余分な私見でございますけれども申し述べて、甚だまとまりのつかな

い質問になってしまいましたが、総務委員会等でまたこれについていろんな議論をさせていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 ８番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 １時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時００分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 通告に従い、質問に入ります。 

 まず、地域内でお金が循環する施策を講じ、地域経済を活性化させる幾つかの提案をしたいと思

います。 

 日本経済は、２００８年秋のリーマンショック以降、低迷を続け、最近では円高も加わり、一層

厳しさを増しています。これまでの自民党政権でも、今の民主党政権も、こうした危機に対して、

金融、自動車、家電、ゼネコンへの支援策を続けてきましたが、一向に景気回復のきざしは見えま

せん。今、必要な経済対策は、これまでの輸出型、大企業優遇の日本経済の構造を根本的に見直し、

内需拡大、あるいは地域循環型の経済構造に変えることであり、この指摘は各方面から出されるよ

うになってきています。 

 きのうの質疑でも明らかになりましたが、亀山市でも２２年度決算で企業が納める法人市民税は

３億５,０００万円ふえているのに、個人市民税は１億５,０００万円の減となっており、企業の利

益が労働者に配分されない実態があります。この点からも、内需拡大、あるいは地域循環型の経済

構造に変える必要に迫られているのではないでしょうか。 

 今回質問する地域内でお金が循環するという一つの例は、今議会の補正予算に計上された住宅リ
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フォーム助成制度であります。市が補助金を出すことで、市民のリフォーム意欲を喚起し、地元の

業者に仕事は発注をされます。地元の業者は、新たな仕事が生まれ、仕事がふえることで、そこで

働く人たちの生活が守られ、新たな雇用と所得が生まれる。その新たな雇用と所得が消費に回り、

税として市に戻ってくる。もちろんリフォーム工事で市民の生活環境の向上にもつながります。そ

して、その経済効果ですが、リフォーム助成の補助金が工事費の１割で、１０万円を上限としてい

るので、簡単に言うと１０万円市が投資することで、１０倍の１００万円の工事が新たに生まれ、

関連業者への波及効果も含めれば１０倍以上の経済効果が生まれることになります。市民が地域に

暮らし続けるためには、その地域で産業活動が持続的に行われ、雇用と所得が再生産されることが

必要不可欠です。地域住民の生活を支える経済活動を担っているのが、企業、農林業、地域金融機

関、そして市役所です。こうした経済の主体となるところが地域内で繰り返し投資をすることで、

地域の産業が維持されるだけでなく、そこで働く人たちの生活が維持され、また農林業の方の生産

活動を通じて地域内の森林や農地の保全が図られ、防災効果も高まります。こうした地域内で繰り

返しお金を循環させるという政策は、地域内再投資力と呼ばれ、今注目をされている施策でありま

す。 

 平成２１年度に国が実施した経済センサスという統計によれば、亀山市内の全産業の事業所数は

１,９５０ありますが、そのうち従事者数が３０人未満の事業所が１,８３３で、全体の９４％を占

めています。つまり亀山市の事業所のごく一部を除く圧倒的多数が中小零細の事業所だということ

であります。 

 また、ついでにこの経済センサスについて触れれば、亀山市で事業所数の最も多い産業というの

は卸売・小売で４９２、次が製造業の２４１、３番目が建設業の１９９、４番目がサービス業の１

９７、５番目が宿泊・飲食サービスの１９２となっています。 

 まず１点、こうした中小零細事業所のうち、商工業に対する市の施策にどんなものがあるのか、

まずお尋ねをしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 中小企業の支援といたしましては、国・県・市それぞれ役割がございまして、まず国におきまし

ては、中小企業庁が設けられまして、新分野への進出、新製品の開発、企業再生などに対してのさ

まざまな融資・助成制度が設けられております。また、県におきましては、国にないきめ細かな融

資制度が設けられております。 

 そのような中、亀山市でございますが、亀山商工会議所と連携をいたしまして、中小企業の経営

や技術の改善・発達を目的として商工会議所内に設置されている中小企業相談所の運営に対する支

援、それから中小製造業などの経営力強化に向けての支援として、本年度から亀山商工会議所と連

携いたしまして、専門家によるものづくり経営革新塾の開催、それから中小商業レベルアップ推進

事業といたしまして、意欲のある商業者に専門家を派遣し、繁盛店モデルを創出する事業などに取

り組んでおります。 

 また、このほかに市内小売商店振興として、商業団体などへの補助、市内商業者や商業団体らと
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ともに地域の商業の維持活性化について研究する亀山市商業活性化調査研究事業、小規模事業者の

資金繰り支援として、県の融資を利用するに当たっての保証料の補給、それと緊急経済対策として、

地域の経済循環をねらいとした平成２０年度に２度行いました亀山元気大抽選会事業の支援、さら

に、本議会で先ほど議員も申されました住宅リフォーム助成制度の実施などに支援をいたしておる

ところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 いろいろ言われましたけど、市としてはあまり力を入れていると言えるような状況ではないとい

うふうに私は思います。というのは、この２３年度の当初予算の中で、商工業の振興のための予算

である商工業振興費、これは２,１７６万円あるんですけれども、そのうちの６４％は商工会議所、

東町商店街振興組合、商業団体連合会という団体補助なんですね。残りの三十数％が一般事業とし

てやられている。その中に、足してみると７００万から８００万ぐらいですね。だから、その程度

の事業しか、団体補助以外の事業というのはやっていないというのが実態なんですね。 

 そこで、私が提案したいのは、こういう団体に補助するとか、それから会議所にゆだねるとかと

いうことでなくして、市自身が直接商店、事業所を訪問する中で、経営状態、それからどんなこと

を施策としてやってほしいのかということを聞き取りしてくる必要があると思うんですが、そうい

うことをやる姿勢はありませんか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 議員ご所見のように、事業者と直接交流をすると、そんな中でニーズを把握して施策につなげて

いくということは非常に重要かと考えております。そんな中で、現在、商業者と商業の活性化事業

という形の中でいろいろ商店の方々と協議をしたり、それから、今後取り組むものづくりの経営支

援、これについてもその場でいろいろ生の声をお聞かせ願って、いろいろな施策につなげていきた

いというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 ぜひ団体任せにせずに、市の職員が直接行って実態をつかむということをやっていただきたい。

その上で政策をつくっていただきたいと思います。 

 この問題については、過去の予算がどのように使われたのかというのを調べてみました。１８年

以降２２年までの５年間の決算で見てみました。国・県の補助金を除いた市が自由に使える一般財

源だけで見てみました。そうすると、一つは、シャープなどごくわずかな大企業に出された奨励金、

これが５年間で３３億円になるんですね。一方、先ほど言いました商工業振興費、これが５年間で

どれだけかというと、１億３,０００万でしかないんですよ。余りにもこれは格差があるんじゃな

いですか。３３億対１億なんですよ。こういう点が問題になっているんじゃないかなと私は思いま
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す。この３３億円で効果が十分あるんならいいんですよ。ところが、効果の面でも、私は雇用の面、

地域経済の波及の面でも十分な効果がないということを再三この場でも申し上げてまいりました。

こういう全体としてお金の使い方が大企業に偏っているんじゃないか、こういうことを指摘してお

きたいと思います。 

 もちろん税収がふえたではないかという反論もあるんです。これについては、確かに税収はふえ

ています。しかし、私が言いたいのは、誘致に伴う支出もそれに見合ってふえているんですよ。具

体的に言うと、スマートインターチェンジもつくりました。渋滞解消のための道路建設も今してい

ます。それから、上水道の配管がえもしました。アパート建設のための奨励金も出しています。こ

ういうものも全部ひっくるめて、差し引きどうなんだということをしっかりと見定めた上で効果と

いうものを言うべきだろうと。ところが、どうも市の話を聞くと、税収がこれだけふえましたとい

うことだけしか言わない。それでは、私は十分じゃないんだというふうに思います。 

 そこで、市長にお聞きしたいんですけれども、こういう多額の奨励金を出して大企業を誘致する

やり方はもう見直すべき時期ではないかというふうに思うんですが、市長の見解をお聞きしたいと

思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 企業立地のための奨励金制度は、これは非常に大きな成果があったというふうに思います。個別

の税収だとか、幾つか触れられましたが、これではなくて、有形・無形の大きな財産、力となり得

たというふうに考えておりまして、この点につきましては、これはシャープだけではなくて、市内

に立地をいただく事業所の増設等々でもかなり活用いただいて、投資をいただいたり、いろんな要

素があったということは申し上げておきたいというふうに思います。 

 その上で、今後の産業政策、立地政策で、確かにいわゆる奨励金の制度、その多い少ないを競う

ような状況だけでは企業は立地をいただけないと、このように認識をさせていただいておりますし、

今は、数年前、１０年前とは大分企業のとらえ方も変わってきておりまして、そのまちが、その都

市がいかに成長力があるのか、あるいはそのまちの輝きがあるのか、あるいは地域社会としての充

実があるのか、こういうところが大きな要素として企業立地がなされる、そういう傾向が大変顕著

になってまいりました。その意味で、奨励金制度を今後も継続をさせていただいてまいりますけれ

ども、それらを補完する都市政策や産業政策やさまざまな政策を総合的に展開いたしてまいりたい

と思っております。一方で、中小企業に対する商工施策につきましても、今幾つか手がけてきてお

るところでございますけれども、従来の発想の延長線上にないような施策をしっかりと構築して、

今後に生かしていきたいと、そういう基本的な認識を持たせていただいておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 随分私とは見解が異なるんですが、この問題についてきょうは議論をしようということではあり

ませんので、ただ私が言うのは、亀山を適地、適当な場所として企業を誘致するということについ
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ては何も別に異論はないんですよ。ただ、多額の奨励金をつけて企業を誘致するというやり方はも

う見直すべきだと、こういうことを申し上げているんで、そういうことを理解していただければと

思います。 

 次に移っていきたいと思うんですけれども、最初に言いましたように、地域内でお金が循環をす

るということで提案をさせてもらいます。 

 一つは、市が実施する工事や業務請負、こういうものでワーキングプアと言われるような者が生

まれてはならないということですね。そういう意味で、まだまだ自治体としては一部ですけれども、

市が実施する公共工事や業務委託について、下請を含めて従事する労働者の最低賃金などを市長が

定め、これを守らせることによって、市が実施する公共工事や業務委託でワーキングプアをつくら

せないという目的を持った公契約条例というのを制定しております。本来、国がつくるべきもので

あろうと思いますけれども、一つ例を挙げれば、千葉県の野田市で全国初ということで、公契約条

例が制定をされました。 

 少し紹介しますと、この野田市の場合は、予定価格１億円以上の公共工事と１,０００万円以上

の業務委託を対象にしております。この条例に基づいて、市長が定める賃金の最低額というのは、

設計労働単価及び市の一般職員の給与を勘案し、その８割ということで決めているそうであります。

条例が施行された４月段階で、これは一昨年ですけれども、時給８２９円というふうにされたとい

うことです。この最低額を下回った場合、受注者は下請、孫請などと連帯して労働者にその差額を

支払う責任を負うという旨のことがうたわれているわけです。市は、契約解除や損害賠償の請求も

できると、また事業者名の公表もできるという内容になっているわけですね。野田市での効果です

けれども、早速ある業務委託の時間給が１００円ほど引き上げられたということが起こっていまし

て、それと関連する、例えばこの条例をつくった市役所の中で働く臨時職員がこの額よりも下では

みっともない話なんで、これも改善をされたというようなことがあります。今、１年たった時点で

新たに見直しをかけて、５点ほどの見直しをしているというのが、今、野田市の実態であるわけで

す。 

 私は、こういう公契約条例をつくって労働者の生活を守る、そのことによって地域の産業を守っ

ていくという意味で、公契約条例をつくる必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、市

長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（兼）契約監理室長（笠井泰宏君登壇） 

 市発注の工事または業務委託等を市内業者に受注させることは、市内経済を活性化させることの

大きな要因となっています。また、そのことに配慮しながら多くの市町においてその取り組みがな

されている状況でございます。「市内優先」という言葉を使いながら、業務の発注をするというと

ころの部分は多くあることだと思っています。当亀山市においても同様でありまして、受注の意欲

の拡大が価格競争に反映されてしまって、工事を初め業務委託等が低価格で契約されてしまうこと

が全国の多くの自治体で発生しています。結果的にそういう競争が働くことの中で、その工事、業

務委託に直接雇用される方々の賃金に大きく影響を与えているということも否定はできない状況の
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中にあります。それらを回避するために、行政サービスの外部委託をする際に、労働者の最低賃金

額を定める公契約条例が制定されて、幾つかの自治体で検討されているのは議員のご紹介のとおり

でございます。 

 ご紹介のあったように、平成２１年９月に、千葉県野田市において野田市公契約条例が制定され

て、２月に施行されました。公契約に位置づけられた、先ほど言われた金額に応じたものにつきま

しては、市長が定めた最低の賃金を支払わなければならないという形になっています。議員おっし

ゃるように、これらの課題が、本来は国の整備による解決をしなければいけないということで、亀

山市におきましても、平成１７年６月定例会において、公契約法の制定など公共工事における建設

労働者の適正な労働条件の確保に関する請願第３号を国に対して採択していただいているところで

ございます。亀山市としましては、市の発注の工事、委託業務において、その業務に従事する労働

者に支払うべき賃金の安定的な確保は、契約に係る業務の質、社会的価値の向上につながると理解

をしておりますので、亀山市に適した形での取り組みを模索していく必要があるのだろうと考えて

おる所存でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 亀山に応じたものをぜひ検討、言ってすぐにというわけにいかないと思いますけれども。実は、

亀山市は公契約条例を制定していないんですけれども、その先駆けというようなことをもう既にし

ているんですね。というのは、平成２０年６月議会で、指定管理者制度に利用料金制を導入すると

いう条例改正が提案をされました。そのときに、指定管理者制度というのは体育館、文化会館、コ

ミュニティーなどを民間企業やら団体にゆだねるというあれですけれども、そのときの議案質疑の

ときに、私が言ったのは、こういう利用料金制を導入することによって、労働者の賃金を下げるよ

うな形で、コストを下げるようなことに働かないのかどうかということを質問したんですけれども、

そのときに市は、こういう指定管理者制度の中でワーキングプアをつくってはならないんだという

ことで、早速それを受けていただいて、今ここに持ってきていますけれども、現在の指定管理者と

結んでいる基本協定書の２２条にしっかりとうたわれています。どういうふうにうたわれているか

というと、労働者の安全の確保等という項目で、例えば労働安全衛生法及びその関連法令に従って、

労働者の安全と健康を確保することとか、最低賃金法及びその関連法令に従って、労働者の賃金の

最低限を保証することはもとより、労働条件の改善を図る、これをしなさいよということを基本協

定で結んでいるわけです。まさにこれは公契約条例の中身なんですけれども、部分的ではあります

けれども、既に亀山市はこういうものが入っていると。 

 一つこれでお聞きしたいんですけれども、これが具体的に、基本協定が結ばれていますけれども、

これがどういうふうに守られているかどうかの確認がされているのか、この点についてお聞きした

いと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 



－１６２－ 

 先ほど議員が申されましたとおり、基本協定において最低賃金等の労働条件の改善というような

ことを規定しておりまして、基本協定書についてはそれぞれ所管室で協定を結ぶわけでございます

けれども、所管室において最低賃金額が遵守されているかについては書類等で確認をしておるとい

うようなところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 書類の確認ということだけで十分できるのかという疑問は残りますけれども、少なくともこの基

本協定に反するようなことが明らかになれば、当然それなりの対応はできると思いますので、やっ

ていただきたいと思います。 

 はしりですけれども、こういうことを亀山市が発注する事業、業務委託に広げていただくという

ことで、ぜひ鋭意取り組んでいただきたいということを申し上げて、次に移りたいと思います。 

 もう一つ提案をさせていただくのは、名前は各自治体によって若干異なるんですけれども、小規

模修繕参加登録制度というものであります。これはどういうことかというと、小規模修繕参加登録

制度というのは、内容が非常に軽易であるとか、それから履行の確保が容易な修繕、こういうもの

を希望する事業者を登録して、そしてその活用を図って、市が発注する小規模な修繕について、市

内小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化をする。つまり、普通ですと、指名の登録

をしていないと発注することはありませんけれども、これは、それとは別個に小規模な修繕を対象

にしたような業者が別個の登録をして、そこに小規模なもの、例えば３０万とか２０万とかという

ような修繕なんかはそちらの方に仕事を発注するというような仕組みなんですね。これは、リフォ

ームと同じように多くの自治体でやられています。こういう制度を亀山市も導入する考えはないの

かということをお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（兼）契約監理室長（笠井泰宏君登壇） 

 現在、軽易な修繕工事につきましては、亀山市入札参加資格名簿に登録された企業の皆様と契約

を行っているところでございます。この皆様は、建設業許可を得て、毎年経営審査事項を受けてお

られる方々です。市としましても、このことによって工事の規模及びそれに必要な技術水準等に見

合う能力のある建設業の皆様に工事を発注することによって、工事の品質確保に努めてまいってい

るところでございます。 

 ご提案の小規模修繕参加登録制度は、仮の名前でしょうけれども、市内に技術を有する個人業者

の皆様もたくさんおられるでしょうから、市内の建設業のすそ野を広げるという意味においては受

注拡大につながり、大きく寄与することが考えられます。県内でも導入している一部の自治体がご

ざいます。ですから、検討の余地はあるのではないかなと感じています。しかし、既登録業者様と

のすみ分けも必要となっていることから、やはり先行自治体の課題等も含めながら、調査・研究を

していきたいと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 
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 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 確かに現行制度から変えるということになれば、いろいろな問題が生じてきます。その辺の整理

もした上でないと、なかなか新しい制度はつくれないだろうというふうに思いますけれども、あく

までも、私が今回こういう提案をさせていただいたのは、最初にも言いましたように、今のこの経

済を何とかしなければならん、暮らしを何とかしなければならないというところで、やはり内需拡

大、需要をつくり出す、それを受ける仕事がないと言われるような小さな業者、企業、そういうと

ころへも仕事が回るようにする、そのことが亀山市全体の経済を活性化させていくということにつ

ながっていくだろうということで、そういう観点で物を申していますので、その点を十分含んだ上

で検討をいただきたいなというふうに思います。 

 私は、今回リフォームも質問にはしていませんけれども、リフォームを含めこの公契約条例、そ

れから小規模の参加登録制度、こういうものをつくることによって地域内でお金が回るという、何

とかそういう仕組みを亀山市でつくれないのかということを提案させてもらったわけです。そうい

う意味でいくと、まず投資をするということも必要でありましょうし、制度をつくるということも

必要なんだろうと思います。そういう意味では、市の役割というのは私は随分大きなものがあるん

ではないかなというふうに思っておりますので、ぜひきょう提案したことを真剣に受けとめていた

だいて、検討をいただきたいということで、今回はそれでおさめておきたいと思います。また質問

させていただきます。 

 次に移ります。 

 二つ目の、福島第一原発事故に伴う放射能汚染についてであります。東京電力の福島第一原子力

発電所の重大事故から半年がたちましたが、いまだに収束の見通しはたっていません。経済産業省

の原子力安全保安院は、安定していると言いますが、放射性物質の放出はとまっておらず、たまっ

た汚染水の地下への浸透、海への流出が起こっている可能性を指摘する専門家もおります。また、

水素爆発の可能性がまだまだあるという指摘もあるわけであります。 

 そんな中で飛び込んできたのが、新聞や週刊誌などで放射能に汚染されたがれきの処理を受け入

れる自治体という見出しをぼんと掲げた記事でした。その中に、三重、亀山市というのが入ってい

るわけですね。早速市民の方から、亀山は本当に受けるんですかという問い合わせをいただきまし

た。そこで、私はこの報道が事実なのかどうかということで、市の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を願います。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 先ほどの報道の関係でございますが、それにつきましては、４月の時点で環境省、三重県を通じ

て県内の各自治体に支援の依頼がありました。当市といたしましても、その時点におきまして可能

な限り支援をするというような形で回答をしたところでございます。ただ、その時点でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 
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 ということは、この週刊誌、新聞等に書いてある、いわゆる放射能に汚染されたがれきを亀山市

は受け入れますよという返事をしたということではないと、これが事実関係ですか。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 先ほどご答弁させていただいた時点ではそういうことでございました。そのような中で、想定外

でありました放射能汚染、がれき問題が全国的にもクローズアップをされてきたということがあり

ました。そんな中で、現在、関係省庁で、国レベルでその対応について現在調査・研究が行われて

おるところでございます。また、８月１１日に環境省がまとめた指針では、災害廃棄物を焼却する

に当たっては、十分な能力を有する排ガス処理装置が設置されている焼却施設を有するとともに、

焼却灰や飛灰における放射性セシウム濃度が８,０００ベクレル／キログラム以下となるものであ

れば安全であるとの見解を示しております。ここで言うベクレルといいますのは、放射性物質が放

射線を出す能力をあらわす単位でありますが、そういう形になってございます。今後、仮置き場に

保管されたがれきから、木材や繊維などの種類ごとに放射能濃度を測定して、さらに湾岸エリアの

２次仮置き場におきましても、周辺の空間線量率を測定して、特段の上昇がない場合は、県外での

広域処理を進めていきたいとの方針を示されておりますが、引き続き放射線濃度のデータを蓄積し、

検討を重ねるとのことから、支援自治体への搬入時期や搬入方法などは未定なところでございます。 

 そのようなことから、亀山市といたしましては、現時点において受け入れを決定しているもので

はなく、今後の国の動向を注視し、安全性が十分確認された段階でその是非の判断を行ってまいり

たいと考えておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 今回、私がこの質問をしましたのは、マスコミの報道が余りにも大きく市民の中で反響がありま

して、もし誤った理解をされたのであれば、これはきちっと正しておく必要があるということで、

今回質問をさせていただきました。 

 先ほどの答弁のように、マスコミの見出しにあるように、放射能のがれきを受け入れるというこ

とを亀山市が決めたのではないということだけははっきりしたということで、今後、こういう問題

というのはどういうふうに処理していくのかというのがいろいろ議論があろうかと思うんですけれ

ども、現時点で報道にあったような事実はないということだけ確認をさせていただいておきます。 

 それからもう一つ、放射能にかかわってお尋ねをしたいんですけれども、これは、市内の環境の

中にある放射能の測定の問題であります。三重県のホームページを見ますと、県内で大気中の放射

能を継続的に測定しているのは、四日市市にある保健環境研究所の１ヵ所だけで、ここは２４時間

連続で測定をしています。それ以外については、６月２４日から３０日までの間で、亀山市を除く

県内１０ヵ所で１回だけ測定をやったということなんですね。最近の市民の意識というか、国民の

意識というのは、福島原発が起こって以降、政府や東電の余りにも情報隠しであるとか、公表をお

くらせるとか、こういうことが繰り返し繰り返し起こっているもんで、なかなか政府だとか東電の

発表をもう信用できなくなっているという事態ではなかろうかと私は思うんですね。今大事なこと
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は、正しい情報をきちんと伝えることではないかなと、情報をきちっと公表することではないかな

というふうに私は思います。そういうことがなしに誤った情報が流れると、余計な不安をあおると

いうことになりますので、そういう意味で、亀山市の場合、１ヵ所も測定する箇所がないんですけ

れども、ぜひ亀山市内でも何ヵ所か継続的に大気中の放射能を測定する場所を設ける必要があるん

ではないかと思うんですが、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 少し長くなりますが、三重県の保健環境研究所のモニタリングポスト、これは２４時間連続自動

測定を行っている機械でございますが、その辺の結果から、市民の方にわかっていただくというこ

とも含めてご説明をさせていただきます。 

 まず、このモニタリングポストにおきましては、過去３年間、２００７年から２００９年の測定

値でございますが、この測定の最大値が０.０７８９マイクロシーベルトでございました。このマ

イクロシーベルトといいますのは、放射能による人体への影響度合いを示す単位でございますが、

０.０７８９マイクロシーベルトでございましたが、原発の事故発生以来、このモニタリングポス

トにおける測定値では、１度若干数値を超えたことがあります。１日の１時間だけでございますが、

若干でございますが数値を超えたことがございますが、その他は一切超えておらず、またこの測定

値は過去の最低値に近い数値で推移をしておるというところでございます。 

 それから、先ほど議員が申されました１０市における測定は１回だけ測定をして、こちらの数値

も過去３年間の四日市の測定値を大きく超えているものではないということから、三重県といたし

ましては、人体に影響を与えるような測定値は観測をしていないということが発表されてございま

す。 

 それから、議員ご所見の亀山市において測定をしたらどうかというところでございますが、私ど

もが考えますに、三重県における２４時間連続測定の結果、それから１０市における測定結果、そ

れから近隣県においてもこの２４時間の連続測定も行っておりますが、こちらにおきましても人体

に影響を与えるような測定値は観測をされていないということでございますので、亀山市だけ局地

的に高い放射能数値が出るというような、降下したというようなことは考えられない。いわゆるホ

ットスポットですね、こういうことは考えられないというふうに思っております。これは三重県に

も確認をさせていただいたところでございます。したがいまして、亀山市においてそういった測定

を行うということは現在のところ考えていないというところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 私がこの問題を取り上げたのは、直ちに亀山市の放射線量が高いんで、何とかはかれということ

ではないんですね。一つは、福島の例でよくわかるんですけれども、いわゆる同心円というんです

かね、距離が同じでも、風向きや地形によって全然放射線の高さが違うんですね。だから、これは

福島の話なんですけれども、今、部長、亀山市にホットスポットはないと言われましたけど、はか
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らずに言う話ですわね。ところが福島県ははかった結果、いわゆるホットスポットと言われる特定

避難勧奨地点が見つかったという、これはあくまでも測定した結果見つかっているんですよ。だか

ら、私が言うのはそういうことなんですよ。つまり、はかった結果、こうだということを公表すべ

き。今の部長のように、はかりもせずにホットスポットはありませんと言うことが、果たして市民

の不安を解消することになるのかどうかと、こういうことなんです。 

 それからもう一つは、これも福島県の例ですけれども、非常に空間の放射線量が低いと言われて

いた地域で高いセシウムが検出されたということが報告されています。だから、そういう点で見て

も、ここが大丈夫だから、四日市ではかって大丈夫だから、亀山市も大丈夫だということにはなら

ないというのが、やはり大気中を常に動きますので、そういう意味ではやはり測定をする必要があ

るんじゃないかなというふうに思います。特に私が一番言いたいのは、はかって低ければそれで不

安が取り除ける、はからずに大丈夫ですよと言うておるよりは、はかって不安を取り除いた方が市

民の不安を取り除ける。この測定の機械も高いものじゃないですね。はかり方も専門の技術者が要

るわけでもないし、はかろうと思えば私でもはかれるわけですよ。だから、そういうことを考える

と、費用的にも人の問題にしても、そんなにかかるもんでもないし、やったらいいじゃないですか。 

 亀山市はいろんなことをやっていますよ。例えば一つの例を言うと、ダイオキシンの調査、これ

は市内の河川で１４地点で年１回やっています。それから、大気中のダイオキシンに関しては、市

内２地点で年２回やっています。それから、土壌中のダイオキシン類については、市内２地点で年

１回やっています。それから、底質ダイオキシン類も年１回、２地点でやっている。こういうふう

に環境に負荷のあるものについて、いろんなものを実際に測定しているわけですよ。その中になぜ

放射能はいいんだということになるのかということですよ。だから、ぜひこれも含めて、やっぱり

環境に負荷のある、人体に一番大変な負荷があると言われるようなものですから、そういう意味で

はやる必要があるんじゃないかと思うんですけれども、再答弁を求めたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 まずダイオキシンの関係と比べて放射能も同じようにできるのではないかというお話でございま

すが、このダイオキシンなんかの測定は発生源が限定をされておりますことから、その発生源の周

辺や風上・風下において測定をしているところでございます。放射能におきましては、発生源が遠

方でありまして、風向きによる風上・風下などの特定ができないとか、ダイオキシンと同じように

単発で測定をしても、先ほど議員が言われましたような正しい情報、正しい数値の把握が非常に難

しいというようなところがございます。そのようなことから、うちの見解といたしましては、三重

県が行っているように２４時間の連続測定による調査が最も有効であるというふうに考えてござい

ます。現在は、三重県におきましては、四日市に１ヵ所だけモニタリングポストがございますが、

国がこのほど第２次補正予算におきまして、県下の調査体制をさらに強化するというような方針を

打ち出しまして、全国のモニタリングポストを全国で２５０台増設をするということが決定され、

今年度の後半から来年度にかけて設置をされるということでございます。ですから、三重県におき

ましても複数台設置され、２４時間の連続測定が行われるというような形になってこようかと思い

ます。 
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 以上のようなことから、現時点におきましては、亀山市における単発による測定は考えてござい

ませんが、危機管理上の原子力災害に備えるというような観点から、今後検討をしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 もう１点、なぜこの問題をということをあれしますけれども、実は、亀山市というのは浜岡から

１５０キロという位置にありますし、それから、私は浜岡よりももっとある意味危険なのが福井に

ある原発ではないかなあと思います。ここは１００キロ圏内に入るんですね。伊吹おろしというん

ですか、風もこちらへ入ってきますし、そういう意味でいくと、もし福井であれば、当然、放射能

はこちらへ流れてきます。そういうことも含めて考えると、今の時点で、こういう状態の中で線量

をはかっておけば、事故が起こったときにどれだけふえたか、こういうことがわかるわけです。と

ころが、事故が起こってからはかっても、過去のデータがないと、それが比較できないんですよ。

だから私は、今の段階から測定をすればいい。もしそれで、不幸にも事故が起こった。そうしたら、

これだけ放射能の線量がふえたということが公表できるじゃないですか、明らかにできるじゃない

ですか。そういう意味もあって、この亀山という地点は、将来的に考えると、そういう対処をして

おく必要があるということで考えておりますので、最後に市長にお聞きしたいんですけれども、検

討をされるというようなことも部長がちょっと言われましたけれども、ぜひお金もかかるものでも

ありませんし、ぜひ検討いただきたいと思います。 

 市長、どうですか、最後に。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当面は、国・県の対応の中でしっかり亀山市としてはその情報を見きわめていきたいというふう

に思っております。今、ご指摘をいただいた部分でありますが、確かに私自身も８月に東北の被災

地に寄せていただきました。内陸部の福島から１００キロ離れました栗原、登米市、全く想定をし

ていなかったということで、市長、副市長がおっしゃっておられましたが、放射能の影響が生じて

おりました。そういう意味で、議会の方にもお示しをさせていただきましたが、八つの今後の地震

対策につきまして課題を明記させていただいたわけでございますが、今後の防災対策の見直しの過

程で、原子力災害についての扱いをどうするかという検討を指示いたしておるところでございまし

て、そういう中で、さまざまな見きわめをさせていただくことになろうかと思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 １８番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時５１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時０１分 再開） 
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○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２番 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 それでは、２番、公明党、新 秀隆でございます。 

 通告に従いまして、一般質問に入らせていただきます。 

 今回は、市税等の滞納者の対応についてということで、まず初めに、滞納状況についてでござい

ますが、今回も当議会で幾度となく出ております、７年間不交付団体でありながら、今回、我が市

も税収減により本年より交付団体になったということは言うまでもないことでございます。 

 その中で、今回、市民税、固定資産税、軽自動車税等々ございますが、この辺の市の税金の滞納

状況について、まずお伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 平成２２年度の決算における国民健康保険税を除く市税の滞納状況につきましては、約８億５,

８４８万円で、このうち法に基づき猶予されている特別土地保有税約１億３,９３８万円が含まれ

ております。この猶予を除いた実質の収入未済額は約７億１,９１０万円となり、前年と比べ約２,

７０４万円増加いたしております。 

 一方、国民健康保険税の滞納額につきましては約５億３,２４８万円であり、前年より約５,６７

５万円増加となっております。今後も滞納市税を減少させるよう催告や納付相談に努め、悪質な滞

納者に対しては滞納処分を執行し、税負担の公平性の確保を図ってまいりたいと存じます。 

 なお、来月からコンビニ収納を実施いたし、市税の督促に係る納付書等についてご利用が可能と

なります。また、来年度からは市税の納税通知書に係る納付につきましても実施を予定をしており、

納税の収納環境の拡大と納税者の利便性の向上を図ってまいりたいと存じます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございました。 

 トータルで８億５,８４８万３,９３１円というふうな報告をいただきまして、確かに高額な金額

だとは思います。そんな中でも、先ほどおっしゃられましたコンビニでの納付、これを新たに開始

されるということで、確かに通常人に頼めないような状態のお仕事をしてみえる方とか、なかなか

時間帯に合うようなお仕事をされていない方は難しいと思いますが、こういうコンビニというアイ

テムがふえることによって、幾分かでも滞納者が少なくなれば好ましいことと思われます。 

 そして、これは昨年からいたしますと約２,７００万、また国民健康保険税の方については５,６

００万と、ふえてきている傾向にあるのは間違いないと思います。先ほど、昨年来と言いましたけ

ど、私もちょっと調べさせてもらいましたら、一昨年の２０年ぐらいから見ると、やはり金額的に

は加算されて、たまたま今期だけふえたというわけではないという形は皆さんもご承諾のことだと
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思いますが、その点につきまして、ふえていく傾向、昨今の厳しい情勢になり、企業も個人も大変

な中で皆さん頑張っておられますが、そういう中で、現在の状況といたしまして、今、コンビニ納

付というふうなことが大きくクローズアップされておりますが、そちらについて、ほかの手だてと

か、また増加傾向にある状況をどのようにお考えか、その辺をお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 滞納の対策ということで、先ほどもご答弁をさせていただきましたように、催告や、特に納付に

ついての相談というのは、税にしても国保にしても随時ご相談を受けておるということで、生活状

況とかお聞きをして、納付誓約等々個人に合った納付の方法などを協議して進めておるというとこ

ろでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 先ほど窓口でのご相談を承っておるというふうなご答弁をいただきましたが、実際に昨年の国民

生活基礎調査においても、貧困のさらなる悪化が示されております。とりわけ１７歳までの子供の

いる世帯の貧困率は１５.７％と、前年比の１.５ポイントの上昇であらわされております。この辺

も格差が広がる中で取り残されている子供たちのふえることも表示されております。 

 そういう中で、先ほど来から午前中もありましたが、ひとり親家庭は厳しい生活の中におられる

方も多々見えると思います。そういう中で、根本的には、市税が払えないということは、ほかにも

原因があるということで、平成２０年３月に公明党の森議員が多重債務のことについて質問が出た

ということも記憶にあることと思いますが、その点につきまして、今回、言葉としてよく出てくる

のが、最近「ワンストップ行政サービス」というようなお言葉が出ておると思うんですけど、私も、

８月に滋賀県の方へ行くことがございまして、野洲市の市民部生活相談室の生水裕美主査という方

の講演を聞くことができ、またお話も伺うことができたんですけど、２０年のときにも、森議員の

議会の質問の中に話が出ておったわけでございますが、この方も国会の方に参考人という形で招か

れるぐらいになっておられまして、何をやったかというのは、結構有名になってきて、皆さん知っ

ておられるんですけど、こちらの債務生活再建ということにつきまして、野洲市の方でつくってお

られる表題のところにございますが、ちょっとその辺だけご紹介させていただきます。 

 「市で何ができるか」というところから始まるわけなんですけど、行政のさまざまな窓口に相談

に来られる住民の方は、多重債務問題を抱えている人が少なくありません。特に何らか滞納がある

人はそうです。多重債務者はこの問題だけに相談できず、追い詰められて孤立化され、そして、そ

の結果、自死の結果を招くこともございます。借金問題は必ず解決します。しかし、多重債務にな

られる家庭で崩壊した生活の再建は、借金問題を解決しただけでは果たせません。生活再建を果た

して初めて多重債務問題が解決すると言えるのですと。そういうふうな冒頭で始まるわけなんです

けど、やはりこちらのところでは、先ほど申させていただきましたワンストップ行政サービスとい

うのが、当亀山市も、縦割りだけではないというところもその辺はあるんですけど、先ほどおっし
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ゃられた窓口で受けられて、その後どのように対応をしているか。フローのような形で、突然窓口

にあらわれてくれればまだいいんですけど、お呼びするのに、実際に職員の方がお電話なり文書な

り、また足を運んでいただくというふうな状況があると思うんですけど、その辺でなかなか弊害に

なっていることもいろいろあると思うんですけど、一番の問題点についてはどういうふうな形でと

らえておられるか、その辺、窓口業務についてお伺いしたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 市民からのあらゆる相談、税に限らず、いろんな相談の窓口といたしましては、市民相談協働室

の方が担当をいたしております。その中で、議員がご指摘のような多重債務者等々のご相談という

ことで、体制につきましては、市民の相談窓口として今言うた市民相談協働室のほか、鈴鹿亀山地

区広域連合において開設をいたしております鈴鹿亀山消費生活センターで、所長ほか専門相談員３

名の４名体制で対応をいたしておるところでございます。多重債務の相談で窓口にお見えになられ

た場合には、職員が個室にて相談内容をお伺いして、平成２０年４月から運用をしております多重

債務者相談連携システムにより、弁護士及び司法書士の専門家をご紹介いたしているところでござ

います。なお、亀山市内の方の多重債務による相談件数につきましては、市民相談協働室において、

平成２２年度は７件、本年度は８月末現在ではございません。また、鈴鹿亀山消費生活センターで

の相談件数は、平成２２年度は６件、本年度は８月末現在で４件でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございます。 

 先ほどの鈴鹿亀山地区広域連合の中の鈴鹿亀山消費生活センターというのが、おっしゃるように

平成１８年４月３日に設立され、もちろん相談料は無料という形で進められて現在に至っておると

思います。 

 先ほど相談件数をお伺いしたんですけど、もっとほかにもなかなか足が重たくて向かないという

ふうなところもあると思うんですけど、そういうふうな点について、亀山の行政として、確かに納

めるべき税金というのはもちろん当たり前のことなんですけど、そういう中でも、やはり何らかの

過剰支払いとか、また法定を超えた金利で借金をしていたとか、そういうことも回避されたという

ことも聞き及んでおります。そういう中で、亀山の状況は、先ほど３名から４名ということでござ

いましたけど、実際、件数ももう少し多かったんじゃないかなと思うんですけど、実際のところ今

お伺いした人数の方だと思うんですけど、実際におうちの方へ赴いて税の軽減とか、そういうふう

なことをアドバイスという形で、滞納が少なくなるというような実態というのは実際には出ている

んじゃないかと思うんですけど、その辺についていかがでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 
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○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 税の滞納者への相談ということで、市税につきましては、滞納を解消する方策としては、先ほど

もご答弁をさせていただいたように、滞納者との面談により納税の理解を深めていただくことが重

要であると考えております。この中で、さまざまな事情により納付が困難な方につきましては、分

納などにより納付可能な方法を検討し、早期に滞納が解消できるよう、収納対策室窓口において随

時相談窓口を開いてございます。平成２２年度におきましては、納税相談の結果、１５７件の納税

誓約書などを提出いただいたところでございます。この納税相談の周知につきましては、市のホー

ムページや催告状などの通知文においてご案内をいたしているところでございます。 

 一方、国民健康保険税に関します滞納につきましても、督促や催告状により、電話相談または窓

口相談を行っており、平成２２年度では１０２件の納税誓約書等を提出いただいておるところでご

ざいます。 

 また、国民健康保険被保険者証交付基準に基づき、短期保険証を交付しており、更新時には窓口

相談において生活状況など聞き取りをさせていただき、分納誓約等により納付意識を促した上で、

再交付をいたしておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 窓口以上に、これだけの１５７件、そして１０２件という方の申請等が実際にあったということ

は職員の方の努力があったんではないかと思います。ただ、金額につきましては、確かに高額にな

ってきております。これが不納欠損という形で、いずれというふうな、ちょっと寂しい方向にはあ

ると思うんですけど、その辺につきまして大きく市の行政の中で、せっかくの金額なんですけど、

何らかの理由によりまして欠損処理しなくてはいけないということにつきまして、その辺市の状況

として、市長として、そういう点につきましてはどのような方向性でお考えいただいておるかとい

うことをお伺いできますでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 新議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 市税の滞納につきまして、大変額としても課題がございまして、財政改革の基本方針でも明記を

させていただいておりますが、収納率を向上させていこうということでさまざまな取り組みをいた

してまいってきておるところでございます。ただ、今ご指摘をいただきました、確かにさまざまな

ご事情がある中で、相談の体制、それからさまざまな支援の体制ということで、先ほど報告をさせ

ていただいた仕組みで動かせていただいておるところでございます。いずれにいたしましても、今

後も滞納を解消していけれるような方策につきまして最善を尽くしていきたいというふうに思って

おりますし、非常に悪質な滞納につきましては、税負担の公平性の原則に基づいて毅然とした対応

をさせていただくと。なおかつ、三重県地方税の管理回収機構との連動の中でそれに臨んでいくと

いう基本方針で現在進めてきておるものでございます。市政の非常に大きな課題の一つということ
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でございますので、関係機関とも連携をしてしっかりと対応していきたいと、基本的にそのように

考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 何とか県に行く前に、市の方で対応がとれるような形に持っていっていただきたいと思いますの

で、その点をよろしくお願いいたします。 

 この点の最後のところなんですけど、やはり働こうと思っても職場がないとか、仕事の雇用先が

ないとか、そういうふうな問題が多くなってきております。先ほど服部議員の方が、市の商工会等

云々で、業者といいますか、企業に対する支援の話が出ておられましたが、企業に強くなっていた

だくというのも大切なことなんですけど、現在、亀山市での雇用の促進の状況について、１点お伺

いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 亀山市におけます求職者の方々への情報発信というような形では、ハローワークからの求人のチ

ラシなどを市役所、また総合保健福祉センターであります「あいあい」、関支所、加太出張所など

に設置をして情報提供を行っておりますとともに、市役所の中の商工業振興室の窓口にパソコンも

設置しておりまして、そちらで情報などを提供しております。また、企業関係につきましては、雇

用対策協議会というのがございまして、これは市内の企業さんがつくっていただいておる協議会で

ございますが、そちらの方に求職の話というような形で努力をお願いしているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 市の方でもパソコンを見かけたことはあるんですけど、先ほどの滞納者への相談窓口のこともあ

るんですけど、先ほど部長がおっしゃっていただきましたパソコンとかネットでというのもあるん

ですけど、私の近所の方で、パソコンは持っていてもインターネットがつながっていないとか、お

年を召されてくると、そういうメディアに関してちょっと苦手という方もおりますので、その点に

ついても、市の広報とかその辺でしっかり訴えていっていただきたいということだけ申し添えて、

そして、先ほどの話に戻りますが、ハローワークの所長も、せんだって商工会の会長とか、そして

県の方にもお話で回っておられたというのを聞き及んでおります。 

 先日ありましたんですが、三重県が平成２４年度の組織編成で、産業と観光・雇用施策を推進す

る部をつくる方針であることが発表されておりましたが、その辺につきまして、ハローワークとか

県の行政の機関との連携についてどういうふうなお考えで進めておられるか、また今後の方向性と

して持っておられるか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 
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○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 ハローワークの連携に関しましては、先ほどのチラシとかパソコンを利用してハローワークの情

報をいかに市民の方々にお出しするかというのが一番になってこようと思いますけれども、そんな

中で、商工業振興室の窓口におきます働く人の相談窓口で、職員が直接お話をお聞きして、ハロー

ワークの紹介をしたり、市で現在行っております緊急雇用創出事業などの求人案内などをお示しさ

せていただいて、できるだけご要望に沿うような形で対応していくというのが一番重要かと思って

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 しっかりと万全な形で市民のサポートをしていただき、そしてまた、今回の滞納状況を悪化する

ことなく減少していくことを申し添えて、この点は終了させていただきます。 

 次の段階で、市民の安心・安全を守るというところで、環境の街頭補導活動、そして環境浄化パ

トロール（青パト）についてというところに移りたいと思います。 

 運用の目的としては概要書の方でもございましたけど、青少年の非行防止、自立支援に必要な業

務を行っていると。それだけには至らず、６月議会でございました新聞等の持ち去りの罰則条例に

おいて、近日２件の勧告をなされたという実績も上げられたというふうな報告も聞いております。

この点で運用の目的をもう一度確認したいと思います。その辺で、当初の概要と現在の今回の勧告

をできたとか、そういうふうなことを含め、今回の運用の目的についてもう一度確認したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 議員ご指摘の青少年総合支援センターの目的でございますが、これまでから青少年総合支援セン

ターにおいて青少年の健全育成を図ることを目的に青パトによる街頭指導・パトロールを行ってい

るところでございます。昼夜間を問わず、毎日市内を巡回パトロールすることにより、登下校時の

安全確認はもとより、不審者対応や非行に走ろうとする子供たちへの抑止力もねらいとしていると

ころでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 管理体制のことについてお伺いのところで、先ほど次長の方からお話がありましたが、昼夜問わ

ずということで、実際に深夜の零時まで街頭補導活動をなされておるということで、昼間は５名、

夜は３名というふうにお伺いしておりますが、この点につきまして、人員の構成といいますか、車

で走るのに男性、そして女性、男性が行ってはまずいところとか、逆に女性が入ってはまずいトイ

レとか、そういう面につきまして人員の割り振りについては問題なくなされているんでしょうか。

その点についてお伺いします。 
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○議長（大井捷夫君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 管理体制でございますが、先ほど申しましたように、昼間は補導員５名、夜間は補導員３名の合

計８名の補導員により、昼間は２台、夜間は１台の青パトにて、市内全域の巡回パトロールと子供

たちへの声かけを行っております。特に昼間は、市内を地域別に４分割し、２台の青パトが一つの

地域に重複しないようエリアを定めてパトロールを行っているところでございます。日々のパトロ

ールの状況につきましては、午前中は駅の待合室、公園、コンビニなどを中心に、午後は下校途中

の児童・生徒に対する不審者からの被害防止や交通安全指導、夜間はショッピングセンターやゲー

ムセンターなどへ出入りする子供たちへの声かけ、また、学校や駅周辺を中心に市内全域のパトロ

ールを行っております。現在８名の補導員の中に、女性１名の補導員を配置いたしております。女

性補導員という同性の立場から、女子中学生や高校生への声かけ、また、幼稚園・保育園で開催す

る防犯教室での保護者への啓発も行っているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 本当に長時間拘束されるというような大変なことだと思います。そういう中で、女性が１人とい

うことで、シフトが二つあるとどっちかがやっぱり欠落していくという状態になると思いますので、

男女共同参画ということも含めて、その辺も雇用の面で考えていただきたいと思います。 

 三つ目に出ております危機管理局との連携についてということで、以前３月のときに、鳥獣被害

のところでそういうパトロールを利用してできないかというふうな質問をさせていただいたところ

もあるんですけど、あれもこれもというのを全部パトロールの方に押しつけてしまっては、それは

また大変なことだと思いますので、まずは自分が今思っておるような危機管理ということにつきま

して、先日の台風はちょうど土曜、日曜にかかっておりましたので、子供たちはお休みになってお

りましたが、その前の６号のときはふだんの日でしたので、そういう中でも子供の通学路を安全に

運べるかどうかという下見、そしてまた、前回、長野でもございましたが、川の色を見ただけでこ

こは危ないと言った途端に土砂崩れが起こってきたという、日ごろ見回っている方の観察力といい

ますか、そういうのを重視して、特に午前０時というと、実際には子供たちは午後１０時以降は外

出しちゃいけないよというふうなことにもなっておりますので、今後、危機管理のところも含めて、

そういうお考えはないのかというところをお伺いしたいと思いますので、お願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 危機管理局との連携についてですけれども、まず日ごろの街頭パトロールを通じて得た情報は、

学校及び警察はもちろんのこと、関係機関との連携を図っております。例えば道路の崩落箇所や動

物の死骸を発見した場合は道路管理者へ通報し、またごみの不法投棄を発見した場合は、環境・産

業部へ情報を提供しております。危機管理局との連携につきましては、亀山地区防犯協会からのヒ

ューマンネットワークによる不審者情報等が寄せられた場合には、危機管理局と情報を共有し、重
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点パトロールを実施しております。今後は、青少年の健全育成という視点と地域防犯という視点を

整理しながら、一層の連携を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 地域との連携での防犯に、大変だとは思いますけど、何とかその辺をしっかり連携取り合って、

安心・安全を守る市に運んでいただきたいと思います。 

 最後のところですが、青パトのところで、市民ボランティアによる自主防犯パトロールという点

についてですけど、実際に亀山市内で数ヵ所のところで自主防犯パトロール、日ごろは自主防災隊

等の皆さんに夜の遅くもパトロールを歩いてしてくださっておる人もおるんですけど、ちょっとお

土地柄、距離が増すところというのあると思うんですけど、その辺の管理体制と、時間も来ていま

すので一緒に、行政との協働防犯抑止について、どのような形で運用を把握されておるか、お伺い

いたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 市民ボランティア団体による青パトでの自主防犯活動は、平成２１年１１月から、和田町及び南

部地区の２地区で実施していただいております。また、ことし８月から、新たに井尻町においても

設立していただき、現在３団体が活動していただいております。この３団体は市からの委嘱及び県

警の認可を受けており、地域の子供たちの登下校の見守り活動について、徒歩に加えて自己の車両

を使用しながらパトロールを実施していただいております。各団体の活動につきましては、毎月の

活動報告書にてパトロール実施日時や活動内容を報告いただいておるところでございます。 

 また、行政との協働防犯抑止についてでございますが、地域における子供の安全対策については、

自主防犯パトロール隊のほか、登下校の子供の見守りを行う「愛の運動」や「ＳＯＳの家」があり、

どの活動もそれぞれの学校を核とした中で地域での取り組みを行っていただいています。ご指摘の

行政との協働につきましては、子供の安心・安全を守る観点からも、今後も学校を核とした地域の

見守り活動に対する支援を行ってまいりたいと考えておるところであります。 

 地域の子供たちに対する見守り活動については学校が核となり、一方で、市内全域をカバーする

のが青少年総合支援センターの青パトによる街頭補導やパトロール活動であると位置づけて行って

いるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 それでは最後に、今、次長のお話もありましたが、見守り隊、そしてＳＯＳの家といろいろあり

ますが、この辺の自主防災パトロールの行政としての支援の方は、お伺いしているのは青パト等、

そして車の横に張るマグネットのネームプレートといいますかそれぐらいで、あとのところはなか

なか個人の支援に任せているという状況なんですけど、その辺についてもある程度の補助は出てい

ると思うんですけど、その辺の拡大といいますか、それによってまたきめ細かい新たなものを、８
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月より井尻も入って３団体ということですが、きめ細かい見守りができるような今後の施策といい

ますか、そちらについてのことを最後にお伺いして終わりたいと思いますので、お願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 市の自主防犯パトロールへの支援内容ですが、まず団体の使用する車に関し、警察への申請が必

要となります。このことから、書類作成のお手伝いをさせていただいています。認可後、青色回転

灯、マグネットシート、懐中電灯、誘導棒、ジャンパーなどの物品も貸与しているところでござい

ます。活動開始後は、毎月活動報告書を提出していただき、それに対し、個人のパトロール車使用

に対する謝金として、年間約７万５,０００円程度のガソリン代相当分を支給しております。 

 このように、地区防犯活動はとても大事なことだと思っていますので、今後いろんな団体、いろ

んな地域でこれが広がるように、いろんなところと協議を重ねて、亀山が明るい、安心できるまち

になればと考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 どうもありがとうございました。そういう形で、なかなか個人の車で、そして、警察への申請も

いろいろ、勝手にワッペンを張って走るわけにはいかんということだけは皆さんも存じ上げている

ことだと思うんですけど、そういう面について、先ほど次長のおっしゃられた市民の安心・安全を

守る亀山市にしていくためにも、その辺の支援を見直せるところがあると思いますので、その辺を

申しおきまして、私の質問を終了したいと思います。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 ２番 新 秀隆議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ３時４４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時５４分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、３番 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 緑風会の尾崎です。 

 通告に従い、質問に入らせていただきます。 

 まず、６月の議会に引き続きまして防災関連の質問から入りたいと思います。 

 まず、第１番の防災士の育成についてです。まずこの防災士とは、ＮＰＯ法人日本防災士機構が

認証した人たちのことであり、自助、互助、協働を原則として、社会のさまざまな場で、減災と防

災力向上のための活動が期待され、そのために十分な意識、知識、技能を有する者として、主とし
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て地震や水害、火山噴火、土砂災害などの災害において、公的機関や民間組織、個人と力を合わせ

てさまざまな防災・減災活動を行うことが可能な人たちです。 

 そこで、いつ起きてもおかしくないと言われております東海・東南海・南海地震に備えて、この

亀山市でも、防災士、もしくは防災士の資格に似たような防災知識を持った方、こういう方たちを

養成して、前回、亀山市の地域防災計画書の中にありましたように、自主防災組織の方への知識の

普及とか、また亀山市内にある企業の代表者を選んで、そういった方にも知識を広めていけばどう

かというふうに考え、こういった質問をさせていただいております。 

 この件につきまして、市長はどのようにお考えなのか、まず所信をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 尾崎議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 市長の所信をということでございました。今、議員がご紹介をいただきました防災士、これは民

間資格でございますけれども、防災上の専門的な知識・技能を有する者でございまして、防災意識

の啓発、行政が各地域に到着するまでの被害拡大の防止や被災者の支援などさまざまな場面での活

躍が期待できる方々でございます。 

 また一方で、三重県の方でみえ防災コーディネーター育成講座を開講いただいておりまして、こ

れは県内で年間大体１００名程度の方が受講されると伺っておりますが、先ほどご紹介の防災士と

同様に専門的な知識を習得されて、防災コーディネーターとして県の認定資格を受けておる者でご

ざいます。 

 市内の防災士の資格取得者数は正確に把握をできておりませんが、防災コーディネーターの認定

を受けられた方は市内に１４名おられまして、この方々が亀山防災ネットワークを既に組織されて

おられまして、私ども市当局と連携をし、自主防災組織の指導や子供たちへの防災教育の実践をい

ただいておるものでございます。 

 市長の所信をということでございますが、今後の防災対策の強化を考えてまいります中で、ご質

問の亀山市独自の防災教育や育成振興等々について、防災や減災をテーマといたしました出前講座

が大体昨年度で３２件ございました。積極的に地域に出向かせていただいておるところでございま

して、今後もこれは一層出向いてまいりたいと考えております。 

 それから、先ほどの防災コーディネーターの認定を受けております市の職員が４名おりまして、

それと合わせて現在受講中の職員が１名ございます。今後も引き続いて、亀山防災ネットワークの

方々とより一層連携を図りまして、地域などへの活動の機会を積極的に設けていきたいと思ってお

るところでございます。そうしながら、自助、共助、公助の力を高めてまいりたいと、そのように

考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど市長の方から、三重県の取り組み、みえ防災コーディネーターといった方の育成に現在尽
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力していただいているということをお伺いいたしました。 

 それと、他の市なんですけれども、九州の福岡市では、防災士というのを市の講座として開いて、

小学生の低学年には、まず命を守るために逃げることを教育し、また高学年の者については、こう

いう防災知識を植えつけ、また中学生は、地域の防災知識を教育するといったような取り組みもや

っております。ぜひ亀山市も、いつ来るかわからないという先ほどの三連動の地震に備えてぜひこ

れからもやっていただきたいと思います。 

 次に、質問の第２番、被災者支援システムの導入ということについてお話しします。 

 緑風会では、８月１６、１７日の２日間をかけて、１９９５年に発生した阪神・淡路大震災で大

きな被害を受けた西宮市と姫路市へ防災に関する行政視察に行ってまいりました。 

 西宮市では、この被災者支援システムをつくられた被災者支援システム全国サポートセンター長

の吉田 稔さんにお会いしまして、このシステムができた経緯から、このシステムの利便性などに

ついて勉強させていただき、今回の質問については、この西宮市で学んだことを前提としてさせて

いただいております。 

 この被災者支援システムとは、阪神・淡路大震災で市街地の全域が被災し、市の庁舎も大きな被

害を受けた西宮市でつくられたシステムで、コンピューター機器やネットワーク回線も大きなダメ

ージを負った中で、市の日常業務の復旧とあわせて被災者を支援するシステムを構築し、被災者支

援や復旧・復興業務に大きな力を発揮したというシステムです。 

 今回の東日本大震災では、家族の安否確認情報や公的支援を受けるために必要な罹災証明書の発

行に時間がかかり、市役所では長蛇の列をなしたと報道されていましたが、こういった混乱の背後

には、平時から想定外に対する備えがなかったということが上げられます。 

 そこで、いつ起きてもおかしくないと言われる先ほどの三連動の地震に備えて、このシステムは

無償で活用できるということになっており、この亀山市もそういう震災に備えて導入する考えを市

長が持っておられるのか、所信をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 被災者支援システムの導入について、市長の所信をということでございましたが、ご提案のござ

いました被災者支援システムにつきまして、６月の定例会でも、森議員からご提案をいただいたも

のでございますが、現在、危機管理局におきまして調査・研究をさせておる段階でございます。 

 このシステムはもちろんでございますが、一方で、被災者支援システム以外に災害発生前から運

用できるシステムにつきましても、例えばＧＩＳを活用して生かしていくと、発災前に生かすとい

うようなことにつきましても、同時に研究するよう指示をいたしておるところでございまして、今

後、そういう研究をしっかりとして、亀山市の場合、どうすべきかというところに反映をしていき

たいというふうに現時点で考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 
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 市長の所信の方で大体私の用件は達したんですけれども、実際に危機管理局長としまして、この

システムについて勉強なされたと思いますけれども、先ほど市長の方からお話がありましたように、

ＧＩＳを利用したシステム、費用対効果も当然考えていらっしゃると思いますけれども、西宮市の

このシステムにつきましては、実績というのはかなりあるというふうに存じておりますし、また、

有償でなくて無償というところは、非常に導入するのには簡単ではないかと。現在、使用している

パソコンでも使えるということになっておりますんで、その辺も含めてぜひ検討していただきたい

と思いますけれども、その件につきましてお考えをお願いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 被災者支援システムにつきましては、システムの内容を詳しく知る必要があるということから、

このシステムの管理をされてみえます西宮情報センターの方へシステムの中身について、その使用

許可を申請いたしまして、近々その許可をいただくような形になっております。中身について研究

をさせていただきたいというふうに思っております。 

 また、その他のシステムについても、近々ＧＩＳを使ったシステムについて、デモを見ながら、

システムの中身について、当市に合致するかなど研究をしていきたいというふうに考えております。

予定を組ませていただいて研究を進めているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 災害は待ったがきかないと思いますので、ぜひ早急に検討していただいて、答えを出していただ

くようにしていただきたいと思います。 

 次に、質問の３に移ります。 

 ６月の議会では、亀山市の地域防災計画書の内容について、誤字があるとか、内容的に間違って

いるところがあるというような指摘をさせていただいております。何よりも大事というふうに言わ

れている自主防災組織、現在、まだ設立されていないところが多々あると思いますけれども、こう

いったところの、設立に向けての取り組み等の進捗状況についてお話ししていただきたいと思いま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 まず、地域防災計画の見直しの進捗状況でございますけれども、６月、議員よりご指摘いただき

ました亀山市地域防災計画の見直しについてですけれども、まず、今回の計画書の見直しの視点と

いたしまして、計画に記述のある関係法令等との整合、それと災害対策本部、各対策部や防災関係

機関等との連携における活動・行動において、実際の活動等と合わないものなどを中心に各部に依

頼し、現在、各部から提出されてきた内容を危機管理局においてチェックをしているところでござ

います。 
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 ことし３月に発災した東日本大震災での検証等も含めた中で、各部と協議を行いながら、見直

し・修正を図り、またその内容の変更には県との事前協議を経て、亀山市防災会議に諮る必要もあ

りますことから、正式な見直し・修正にはいましばらく時間を要します。ご理解賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 それと、自主防災組織の未結成組織に対しますアプローチのご質問ですけれども、現在、当市で

の結成団体は１４９団体でありまして、組織率は人口ベースで９４.２％となっております。未結

成団体数はベースが変わりますが、自治会ベースで３１団体となっております。これまでにこれら

の未結成の自治会に対しましては、防災研修会への参加等を含め、自治会の役員の方々に直接お会

いしまして、自主防災組織の結成のお願いをしてきたところでございますが、自治会の会員数が少

ない、高齢者集落であり、資機材の維持管理が困難であるとか、自主防災倉庫を建てる場所がない

などの理由により、進んでいないのが実情でございます。 

 今後におきましても、継続して自主防災組織の必要性を認識していただき、例えば隣接自治会と

の複合的な結成などを提案しながら、結成の働きかけをしてまいりたいと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 まだ３１団体できていないという状況ですけれども、これの方もぜひ前向きに進めていただきた

いと思います。 

 それと、前回、全員協議会の中で、食事の乾パンが足りなかったとかというような問題が出てお

りましたけれども、机上の防災計画書なんかをマスターしたとしましても、なかなかそれが実践に

役立つということは、頭の中で理解していてもなかなかそれが実践で生かせないというようなこと

になると思います。これは訓練が非常に欠けているからだと思います。なかなか頭の中で理解でき

ても、体が動かないということが多々あると思いますので、ぜひこれからより実戦向きの訓練を行

っていただいて、いざというときに市民の命と財産を守れるよう頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入らせていただきたいと思います。 

 東野公園の駐車場についてなんですけれども、現在、１００台駐車できるスペースがあります。

７月に一度、私が東野公園へ行きましたところ、ある企業のバレーボール大会と少年野球が重なっ

て、駐車場の１００台のスペースにとめられなく、場内にあります歩道の上にまで車を両側にとめ、

また通路にもとめ、そして一般道路のところにも全部駐車されている状態で、駐車場が非常に足り

ないというところを目の当たりにしました。ついこの間の９月１０日、これは少年の軟式野球大会

が行われたんですけれども、そのときもやっぱりあふれて、体育館の使用者は十数名だったんです

けど、一つの何か大きな行事があると、車は駐車スペースに置けずにいろんなところへ行ってしま

うという状況が起こります。これは、駐車場の１００台のスペースが普通の状態では十分だと思う

んですけれども、そういった大会があると、１００台では足りなくなるという状況だと思います。 

 そして、障がい者用の車のスペースなんですけれども、駐車場の中の１００台のうちの２台が障

がい者用の駐車スペースになっているんですけれども、駐車場をおりて、車いす等を使われて、自

分で運転してきて、車いすに乗られる方もおられますけれども、段差があって、歩道の方に上がれ

ないと。２０センチぐらいの高さの段差があって一人では上がれない。じゃあどうやって体育館の
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方へ行くかというと、これがまた歩道でなくて、車道を自分で行かなければならないという状況で

す。また、距離にしまして、障がい者用の駐車場からバリアフリーになる、上がっていくところま

ででも約５０メーター近くあると思うんですけれども、それもスロープが１０度ぐらいの上り坂に

なっていますね。また、いろんな催し物等があると、歩道にまで車を置くとなると、障がい者には

非常に不自由なところになっております。 

 駐車場の拡張と同時に、障がい者に不自由をかけないというか、障がい者に優しいような施設に

ぜひやっていただきたいということで、今回のこういった質問をさせていただいているわけなんで

すけれども、ぜひ拡張を考えていただきたいと思うんですけれども、今話ししました状況を踏まえ

て、今後どういうふうに考えられているかをお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 現在、東野公園には、議員も申されましたけれども、１００台余りの駐車スペースがございます

が、体育館とグラウンドで同じような時間帯に団体使用があった場合や、大きな大会が開催された

場合などに駐車場不足が生じております。このようなときには、指定管理者が利用者の車を誘導し

て、出入り口付近のスペースなどを活用して駐車していただいたり、大きな大会が開催された場合

には、東野公園駐車場を一般見学者の利用に供するために、選手とか役員の方については西野公園

の駐車場を利用していただいた上で、バスでピストン輸送をしていただくといったような利用者の

協力のもとで支障のないように努めているところでございます。大きな大会や施設利用が重なった

ときに駐車場が手狭となりますが、なかなか近隣にすぐ利用させていただける土地などもありませ

ん。やむを得ずこのような対応をしておるのが現状でございます。路上駐車のないように利用を制

限するということも、これまた逆に難しい面もございますので、その点につきましては、近隣とい

うか、隣接地というのはなかなか難しいと思いますし、整備という形になると困難と考えますので、

少し離れてでも、例えばですけれども、事業所の駐車場、土曜日とか日曜日にお借りできるような

ことがあればそういった方面、あるいは少しまとまった借地でもあれば、その辺の可能性も含めて

今後検討をしていきたいと考えております。 

 ハード的な整備につきましては、建設部長の方からお答えさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 私の方からは、バリアフリー対応についてご答弁申し上げさせていただきます。 

 都市公園内のバリアフリー化につきましては、昨年度は亀山公園内の多目的トイレ周辺の歩道の

切り下げや、点字誘導ブロックの補修、また思いやり駐車区画２升を設置いたしました。本年度は

みゆき公園の南入り口の手すりの設置や、東野公園多目的トイレ前の段差解消、南第１駐車場障が

い者駐車区画からの段差解消等を実施いたします。 

 今後、東野公園や他の公園につきましても、逐次バリアフリー化を実施してまいりたいと存じま

す。 
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○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど近くに駐車場スペースを確保するような場所がないとか、いろんな話がありましたけれど

も、いずれにしましても、一般道路、左側駐車はされているんですけれども、私がたしか７月ぐら

いで見たところ、二十何台ずうっと並んでいました。実際に走るときに、車道にとめているわけで

すから、どうしてもそのとまっているスペースで走れなくなると、センターラインをまたいで走る

ような状況になっているんですね。それで、上り坂になっている部分では対向車が来るのが見えな

くて、非常に危ない思いをしたんですけれども、これをこのまま放置、土地が借りられないとか何

とかいう話もありますけれども、これは交通違反になっているわけで、それと大きな大会といえど

も、亀山市の少年野球はそんな大きい大会でもなかったと思うんですけれども、それでもとめられ

ない現状があると。交通違反を認めるというようなことはおかしいとなると、そういう大会の関係

者に話をするというんですけど、あそこはそういう大会の関係者だけでなくて、バレーボールは趣

味で集まっている方とか、私も趣味で一人で行ったんですけれども、そういうような場に遭遇する

と、送り迎えとか、みんなでそろってというのは当然不可能になるし、そういうことを当然知らず

に行くと、その辺にとめようという気持ちになるわけですよね。ですから、そういったことを踏ま

えて、もう一度お聞きしたいんですけれども、こういった問題をそのまま放置するつもりなのか、

それとも早急に手を打つべきところは打たなければいけないというふうに感じますけれども、その

辺について再度お聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、私ども公園の周りのいろいろと駐車スペースに

ついて調べさせてもいただきましたけれども、なかなかすぐに利用させていただく、あるいは貸し

ていただくような土地はないという判断をしております。したがいまして、その辺について、少し

距離は離れるかもしれませんけれども、事業所等の駐車場が活用できればと、そういうことは相手

もあることでございますので、ご依頼に行かなければなりませんけれども、そういったところで少

し考えてみたいと思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 ２年後には、中体連の男子のソフトボール大会が行われるとか、そういう話も聞いておりますし、

そういう大きな大会は数年に１度か、そういうタイミングでしかないと思うんですけれども、年に

５回、６回でもあって、駐車禁止が出るような状態は私は異常だと思いますし、外に求めてなけれ

ば、やむなくでも公園の中の緑地をつぶしてでも、違反者を出さないためにはそういった対策も必

要だと思いますので、ぜひそういったことも含めて考えていっていただきたいと思います。 

 次に、私の方で職場の活性化・市民サービス等向上についてということで、職員事務改善提案の
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内容についてちょっと聞きたいと思うんですけど、通告をやった時点では、亀山市の方で職員事務

改善提案のこういったものができているということを知らずに、自分なりに考えてやったんですけ

れども、この職員事務改善提案の実施効果としてどのようなことを見込んでおられるのかと、どう

いったことからこういうものを考えられたかについてお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まず、職員の事務改善提案でございますが、私ども９月２日の経営会議にこういった提案をおろ

したところでございまして、まだスタートに立った段階でございます。この実施効果というか、目

的でございますが、まず職員が日常の事務の執行において創意工夫することを心がけ、また、それ

による気づきを提案する場を設けることによりまして、職務への意識改革と事務効率の向上を図る

ことを目的としております。また、この取り組みを通じまして、各室長のマネジメント能力の向上

にもつながることを期待しておるところでございます。 

 なお、この取り組みにつきましては、亀山市行財政改革大綱実施計画に掲げております事業につ

いて、大きなものについては市全体として取り組むこととしておりますことから対象外としており

まして、実際にはこの実施計画の部分については非常に大きな項目であるので、事務改善の提案が

あってもいいんではないかという職員からの提案をもってこのような制度をつくったというような

ことでございます。先ほど申したとおり、職員の周知につきましては、９月２日の経営会議におい

て各部長を通じて行い、現在スタートしたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 この職員事務改善提案を見ますと、提案及び回答は、原則としてＩＰ系オフィス内のフォーラム

とか、職員の広場を活用していますと。これはパソコンだと思うんですけれども、こういう提案活

動というのは正規の職員だけに限っておられるのか、それとも非正規の職員もこういったことに提

案できるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 提案につきましては、正規・非正規に限らず提案をしていただきたいというふうに考えておりま

す。なお、先ほど申しましたこのシステムについてはパソコン上でのやりとりということになろう

かと思っております。常勤の職員については、消防、あるいは医療センター、保育園等は一部配備

ということですけれども、それ以外については全員が、常勤についてはパソコンを配備しておりま

して、非常勤職員については所属長が必要と判断したものについては配備をしておるというような

ことでございまして、もし配備されていない方については、上司の方に提案を言っていただいたら、

そこで入力できるということになろうかと思います。 
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○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 また、提案については、他の所属の事務に関するものとありますが、何で自分の部門の、自分が

やっている仕事に対する改善がだめなのか、そういう提案がだめなのかという理由についてお聞か

せ願いたいと思うんですけど。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 自室の事務に関する部分については、その自室内で取り組んでいただきたいという考え方があっ

て、他の部署に係るものというふうにさせていただいたところでございまして、その室内でこうい

った改善提案が取り組みを行われて、他の部署にも広げようというような提案であれば大歓迎とい

うか、そういったところでございますので、こういった部分があればぜひとも提案をしていただき

たいというようなことで、まずは自室の分については自室内で取り組んでいただきたいというとこ

ろから、そういった文言を書かせていただいたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 民間企業、トヨタとか、ホンダも含めてなんですけれども、トヨタは「カイゼン」と言うんです

か、それとか一般の企業では「提案活動」とかいろんな呼び方でやっておりますけれども、私がい

ました民間の企業でも、全員参加ということで、請負の社員からパートの方まで全部、他の部署を

知らない者については自分の部署の今やっている仕事についての提案をやってくださいということ

で、先ほどいろんな効果とか、これを始めた目的とかいろいろありましたけれども、それもそうな

んですけれども、まず私たちがやってきて、一番は、自分の仕事をまず考え直して、まず考えて仕

事をする習慣づけをやろうと。そのためには、まず提案という制度があることによって、自分の仕

事を見直したり、周りを見る習慣づけができるだろうということで始めているわけなんですけれど

も、これなんかでも、非正規の職員で、例えばパソコンがつながらない方、今おっしゃられました

ように、所属の上司のところへ行って、パソコンを借りてというのは、またその方に打ってもらう

というのは、それは言葉の上では簡単なことだと思いますけれども、そういう方にはペーパーで出

さすとか、そういったことも簡単にできると思うんですけれども、より大勢のそういうような案を

結集して何かをやろうというときは、そういった方々のことも考えてやるべきだと。まずは自分の

仕事を見直すということが原点にあると思いますので、ぜひ他の部門のことでなくて、自部門の提

案も書類とかそういう形にして残してぜひやっていただきたいと思います。ちなみに、これがどれ

ぐらい１年たった後で出るのかわかりませんけれども、１年後には一度検証してみたいと思うんで

すけれども、ちなみに、私たちがいた会社では、３００名弱で年間多いときで２,０００件以上、

１,２００件から１,５００件というのは当たり前で、１０年間これをやっていますと、２,０００

件あれば２万件のそういうものが出てくると。そういった中で、１級から参加賞というような制度
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で、１級から５級まであり、その下に６、７とあって、参加賞ということがあって、常にそういう

ことをやって、それと同時に成果はあまり期待していません。まず、考えて仕事をする習慣づけで、

ところが、私がいました、こちらの工場ばかりにはいませんでしたけど、三十何年間の間にこちら

の工場で１級というのは３件ぐらい出ております。これは、非常に費用対効果がいいものというこ

とでありました。例えでいいますと、マイナスのねじくぎをプラスにしただけで、ねじ山が傷まず

に力が加わって、非常に使いやすくなったとか、マイナスをプラスにしただけでの効果とか、そう

いったこともありますんで、ぜひ大勢の方の提案をぜひ拾い上げて、市民サービスの向上に努めら

れるようにしていただきたいと思います。 

 最後ですけれども、こういった提案について、多分これは関係ないと思いますけど、勤務考課と

か、人事考課の対象になるのかどうかを最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 今回の職員提案が人事考課に反映をさせるのかといったご質問だと思いますけれども、優秀な職

員提案につきましては、現在、人事考課制度の能力評価の中の変革力においての評価項目の中で、

「現状に満足せず、改革・改善策を積極的に提案し、メンバーや関係者から賛同を得ている」とい

う項目がございまして、ここで一定の評価をいたしますので、当然反映されるものというふうに考

えてございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 当然、私たちの会社でも年間の件数を問題にして、効果のあるものを期待するとなると非常に難

しいと思いますので、まずは自分の仕事を考えてやるような習慣づけのために行う程度で私はあっ

てほしいと思いますし、評価に大きなウエートを置きますと、いろんな効果を期待した提案という

のばかり出てくると思いますけど、まずは簡単な、身近なところの提案というところから始めてい

ただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 ３番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ４時３６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ４時４７分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 次に、４番 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 
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 新和会の中﨑でございます。 

 きょうは一般質問ということで、市営住宅について質問をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 では、質問通告に従いまして、市営住宅について一般質問をさせていただきます。 

 これは、私が今言うまでもございませんが、市営住宅というのは、本市が市営住宅として住宅供

給をすることで、住宅に困窮する低額所得者世帯等に適切な住宅を提供するということとあわせま

して、自分の力で住宅の確保が困難な低額所得者、高齢者、または長引く不況に伴う住宅困窮者等、

本市においても困窮する世代が今後とも増加することが考えられるわけでございまして、こうした

方々に対する住宅セーフティネットの確保が必要なことは、私が言うまでもございません。 

 現在、亀山地区には９団地、３６９戸、関地区に３団地、２６戸、合わせて１２団地、３９５戸

の市営住宅がありまして、そのうち耐震強度が不足している住宅が６団地、１０８戸あると聞いて

おります。 

 また、その大半が築後３０年から５０年以上の老朽化した住宅であるということでございます。

特に関地区の城山住宅、若草住宅におきましては、昭和２５年に建設された住宅であるというふう

に聞いております。その入居状況はと申しますと、全戸数３９５戸のうち３０３世帯の入居があり、

このうち耐震強度が不足している住宅に５５世帯の入居があるというふうに聞いております。 

 そして、本市におきましては、平成２１年３月、亀山市住生活基本計画が策定されております。

その中で、公営住宅供給の考え方と公営住宅等の供給目標量の設定というようなことが住生活基本

計画の中で記述されております。 

 その中を拝見させていただきました。この現状、公営住宅供給の考え方ということは、既設の公

営住宅ストックについては、ちょっと読ませていただきます。現状を維持することを基本とし、団

地の老朽化が著しく、居住の安全が確保できない場合で、かつ早急な建てかえ等のストック活用が

困難な場合、入居者の安全の確保の観点から、必要な住みかえ等の対応を行うとともに、解体除却

し、用途廃止をしていきますというような住宅供給の考え方が書いてございます。そして、公営住

宅等の供給目標量の設定という項目では、２００戸というような供給目標が設定をされておりまし

て、そのうちの１３０戸については、公営住宅の空き家で１３０戸を対応していくと。そして、２

００戸のうち７０戸は民間借家を活用していくということでございます。そして、この２００戸の

うち３０戸については、新規整理や建てかえ戸数で補っていこうというふうなことがこの住生活基

本計画に述べられておるということでございます。 

 今、２点のことをお話し申し上げましたが、この２点のことを踏まえて、質問に入りたいという

ふうに思います。 

 まず、一つ目でございますが、耐震強度が不足している住宅入居者の安心・安全の確保の取り組

み、方策について聞きたいと思います。今、現在、今も述べさせていただいたように、耐震強度が

不足している住宅には５５世帯の入居があるわけですから、この人たちの安心・安全の確保の取り

組み、方策についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 
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○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 住宅入居者の安心・安全の確保ということで、先ほど住生活基本計画の中身を議員の方からご紹

介をいただきましたが、その中身も含めてご答弁申し上げますが、耐震強度が不足している木造等

の平家住宅の入居者の安全確保につきましては、早急に解決すべき最優先課題ととらえているとこ

ろでございます。安全確保の方策についてでございますが、耐震性を有している既存の市営住宅に

空き室が発生するたびや、民間賃貸住宅を市営住宅として借り上げた際、公募による入居者募集に

優先して住みかえの案内をしているところでございます。 

 なお、これらの住みかえに際しましては、引っ越し費用の一部に充ててもらうため、移転補償費

を支給するほか、急激な家賃上昇を緩和するため、６年間で段階的に家賃がすりつくよう、傾斜家

賃を適用しているものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、いろいろ方策についてお答えをいただきましたが、そうしたら、そういう耐震不足の住宅に

住んでみえる方が、今までそういうふうな方策でどれだけの方が退去していただいたのか、それを

お聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 今、この方策の中で、退去者の人数というのは今ちょっと持ち合わせておりませんので、後ほど

ご答弁申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 私が今ご質問させていただいた、退去者は今までどれぐらいあるかということをお聞きしたのは、

現在聞いたところによりますが、説得なり、ご理解をいただいて退去していただけなければ、地震

対策の上からも生命を守るということで、非常に危険な状態でございますのでお聞きしたわけでご

ざいますけれども、今現在、市の方で退去の方法を、そういうふうな空き家があったらとか、民間

の住宅を借り上げてそちらへ行ってもらうということの方策ということでございますけれども、こ

の５５世帯、今、耐震の不足している住宅に入っている、例えば亀田とか、野村は入居戸数が少な

いわけでございますけれども、和田住宅にはまだ３５世帯の方が入居されているわけですわ。地震

というのはいつ来るかわからんというような状況ですので、この人たちにはできるだけ早く退去を

していただいて、安心・安全を確保していただかなければならんということから言いますと、今の

空き家ができたらそちらへ退去を優先的に、そしてまた、民間住宅を借り上げてそちらへ行ってい

ただくというようなことをしていたら、この５５世帯の方が完全に退去して、耐震不可の住宅を用

途廃止すると、最終的にはそうなると思うんですが、そういうことをしていたら、いつまでたって

も退去できないと私は思うんです。そうしたら、どうしたらいいか。 
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 これは２番、３番の質問にも関連してくるわけですが、私はこの３０戸というような市営住宅の

新規整備、建てかえというようなことがこの住生活基本計画でうたわれておるわけでございますけ

れども、市営住宅を新しくどこかへ新築して、そして、皆さん、新築しましたと。こちらへ集団で

移っていただけませんかというような方策をとらないと、地震対策にならんと思うんです。そうい

うことで、市としてこの５５世帯の人が全員退去していただいて、安心・安全を確保する、その目

標が定められているのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 住みかえの目標でございます。その前に、先ほどの入れかえ・住みかえの入居者数についてご答

弁申し上げます。これまでの５年間で１３世帯住みかえをいただいておるという状況でございます。

その住みかえの目標でございますけれども、住みかえにつきましては、今後も退去による空き室で

あるとか、民間活用住宅において移転先の住居の確保状況にもよるところではございますけれども、

今後、数年間を目途として、入居がえを現在の入居者に対してお願いをしているところでございま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 これ以上退去の時期とか、いろんなことを申し上げても時間がたつばかりだし、堂々めぐりの議

論になってきますので、これは２番、３番にも関係してくる話ですので、質問２番に移りたいと思

います。 

 亀山市の住生活基本計画におきまして、要支援世帯が新規に入居可能な戸数を平成２７年度まで

に約２００戸と設定しております。これはどういうことかということで、私も調べたんですけれど

も、公営住宅の供給目標の中で、平成２７年度までに供給目標量が約２００戸と設定されておりま

す。その内訳は、民間住宅の借り上げが約７０戸、新規整備と建てかえ戸数が合わせて３０戸とな

っております。残りの１００戸についてはといいますと、空き家を充てるということになると思う

んですが、平成２７年度までの５年間でいうと、１年当たり単純にして２０戸の空き家が発生しな

ければ、２００戸は達成できないというふうに思うわけでございます。 

 ９月１日現在の資料によりますと、入居可能な家屋は、現在７戸であります。こんな状況で本当

に２７年度までに供給目標量の２００戸が達成できると思ってみえるのか、達成できるのか、その

辺の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 ２００戸の目標ということでございます。この目標戸数の２００戸といいますのは、入居がえも

含めた新たに入居いただけるよう供給する延べ戸数が２００戸ということでございまして、既存の
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市営住宅の空き家募集も含んだ数でございます。この空き家募集で１３０戸、残りの７０戸につい

ては、民間賃貸住宅を活用する形で供給してまいることといたしておるところでございます。 

 そこで、平成１８年度から平成２２年度までの５ヵ年の供給実績でございますが、既存の市営住

宅の空き家募集により、約６０戸の市営住宅を供給してまいりました。それから、今回の条例改正

議案でございます民間賃貸住宅の借り上げによる市営住宅として、今年度は１０戸の供給を予定し

ているところでございます。このような形で、市営住宅を整備・供給していくことにより、約２０

０戸という供給目標戸数についてはおおむね達成できるものと考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 今の部長の答弁で私は思ったんですけれども、こういう住宅政策といいますか、こういう懸案で

ございますけれども、今の市の答弁でいきますと、私が思うには、空き家募集、それから民間住宅

を借り上げるということが大前提になっておりますけれども、これは人任せだと私は思うんですよ。

空き家募集というのは、退去していただく人がいなければ空き家ができないわけで、これ人任せだ

と私は思うんです。そして、民間住宅を借り上げる。これも、今回の条例改正で１０戸の民間住宅

を借り上げるということが提案されておりますけれども、それは私、人任せだと思うんです。あく

までも、市営住宅、公営住宅というのは、最低限度市で新築なり、建てかえを行って、それに対応

していく。もちろん民間住宅を借り上げる、空き家募集も頭に入れる、これはこれでいいと思うん

ですよ。しかし、基本は、公営住宅を市できちっと整備をしていくというのが私は基本じゃないか

というふうに思うんです。新築をしたことによって、若い人たちが亀山市に住んでいただける。平

成２８年度には５万２,０００人の亀山市の人口を想定しております。５万２,０００人の想定目標

をしておったら、若い人に住んでいただける住宅を新築して、こんな住宅ができました、住んでく

ださいというふうなことが必要になってくるんじゃないかというふうに思うわけでございます。 

 そしてもう一つ、これに関連して質問させていただきますが、この住生活基本計画で作成されて

２年経過しているわけでございますけれども、約３０戸の新規整備建てかえの具体的な実施計画、

こういうものは今の発言からいくと、策定されているのかどうか、こういうものを策定して、新規

整備とか、そういうことをしていくのかどうか、そういうお考えがあるのかどうか、それをお聞き

したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 亀山市住生活基本計画の中の記述について、新規整備建てかえ戸数３０戸とありますのは、市営

住宅について建てかえを全く否定したものではなく、１０年間となる長期間でございますので、既

存ストック活用や民間賃貸住宅の借り上げによる住宅の供給状況によりましては、住宅の建てかえ

等の手法も考えられる余地を残して計画を策定し、供給目標を定めているものでございます。しか

しながら、既存の取り組みにより住宅供給も進められているところから、現状としましては、当面

の間、市営住宅の建てかえは行わない方針としているところでございます。 
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○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 そういうことでは、公営住宅のあり方、そういう面から考えますと、これは本当に将来に向かっ

て禍根を残すような政策の考え方じゃないかというふうに私は思いますよ。今も申しましたが、く

どいようですけれども、公営住宅の基本、市営住宅の基本というのは、あくまでも他人任せではだ

めだ。今からそういう目標を立てて、財政面も厳しい折でございますけれども、そういう計画をき

ちっと立てて、何年度までにはこういうふうな整備計画をしていかないかんというような、計画の

策定、そういうことをきちっとやっておかないと、２年前、３年前に計画を立ててすぐやる、そん

なわけにいかないわけでございますから、そういう具体的な実施計画を策定しておく必要がある。

どんな事業でもそうだと思うんです。そういうことをぜひともお願いをしたいということをお願い

しまして、次の質問も、２番の今言った質問と関連するわけでございますけれども、次の質問、住

山住宅の整備についてということでお聞きしたいと思います。 

 この住山住宅、私も時々あそこの中を車で通らせていただくわけでございますけれども、これは、

近くに医療センターあり、「あいあい」等の公共施設等もあり、利便性も非常に高いというのは言

うまでもございません。そして、この土地の広さ、これ８万６,０００平米あるわけでございます。

そういうふうなことで、昭和４０年代に建設されて、耐震性は十分だということが耐震審査でわか

っておるということは聞いておりますけれども、いまだに住山住宅はくみ取り便所なんですね。

我々市民のくみ取り便所を合併浄化槽にするときには補助が出て、今でも補助が出ておるわけでご

ざいますが、そういうふうなことで住環境の整備に補助を出しておる。一方では、市営住宅ではい

まだにくみ取り便所。これはおかしいのと違いますか。この人たちは、自分で浄化槽をつけられな

いわけですから。市民の皆様には、補助を出しますから、合併浄化槽にしてくださいと。公共下水

道が行かないところがまだたくさんあるわけでございますから、そういうふうなことで、一方でそ

ういう事業展開をしておって、住山住宅にみえる方は、いまだにくみ取り便所だというようなこと。

これもちょっとおかしい、改善すべきだというふうに思っておるわけでございます。 

 そして、今、この住生活の中に記述をされておりました。私も読ませていただきましたが、ちょ

っと読ませてもらいます。今、企業立地によるまちづくりの基礎調査というのが行われまして、家

族と同居している労働者のうち、市内居住者は３割程度にとどまっており、他の多くの労働者は近

隣の市町に居住していることから、市内への居住・定住を促進するなど企業立地の効果をより大き

なものにする住宅施策が必要になっています、ということでございます。ここに書いてある。それ

なら、この８万６,０００平米あるこの住山住宅を建てかえるなり、再開発をして、市営住宅を新

築できないんでしょうか。この住生活基本計画にはもっと踏み込んだことが書いてありますよ。市

独自で整備できないなら、ＰＦＩなんかの民間活力を導入して、そういうことで整備をしていく方

向もある、そこまで踏み込んで書いてあるんですよ。それなのに、当分の間は市営住宅の建てかえ

とか、整備は考えておりませんという今の部長の答弁でございました。 

 私は、そこまで踏み込んでこの住生活基本計画が書いてもろてある。これは計画ですから、諸般

の事情によって変更やいろんなものがある。それは当たり前のことです。しかし、既存の市営住宅

の老朽化とか、地震対策上からも、住山住宅の８万６,０００平米、ここに市営住宅を新規整備し
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ていく、そういうことが必要じゃないかと私は思うわけです。 

 ここで、市長にお伺いしたいんですが、そういう住山住宅、今の現状のままでいいのか、今のま

まで、いつまででもあのままの状態で放置しておくのがいいのか。私は決していいことではないと。

その辺のことを市長は今どういうふうにお考えになっておるのか。今のままで放置しておくのはい

かんと思っておるわけですが、その辺のご見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 中﨑議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 住山住宅についての考え方でございますけれども、議員ご指摘いただきましたように、住山住宅

については昭和４０年代に整備をされた住宅でございます。一方で、約２万坪を超える、これもご

指摘いただきましたような広大な土地で、一団の土地というふうに認識をさせていただいておりま

す。現在、管理戸数１８５、入居いただいておりますのが１５２戸ということでございますが、こ

の住山住宅については放置をしておるというような今ご発言がございましたが、決して放置をして

おるということではございませんでして、平成１９年度に実施をいたしました耐震診断、これにお

きまして耐震性が確保できているという結果が出ておりますので、現在、ご入居いただいておりま

す方々につきましては、当面の間は継続して入居していただけるものというふうに基本的に考えて

おるものでございます。一方で、現在の居住環境等を考慮いたしまして、積極的に空き家を活用し

て入居者を募集するということは差し控えさせていただいておるものでございます。 

 この地域につきましては、今後、将来、公共下水道の整備、それから都市計画道路の和賀白川線

の北側延長分等々の整備が予定をされておりますことから、住山住宅の今後のあり方につきまして

は、現時点におきまして、現状を踏まえて、結論は今持ち合わせておりませんが、前段の基本的な

方針に基づいて対応するということと、今後のあり方自体につきましては、長期的に検討をする必

要があるものというふうに考えておるものでございます。 

 民間活用のＰＦＩによる再開発、それから、定住化促進のために市営住宅を建てかえてはどうか

というご提案も先ほどいただきましたが、今、全体の公営住宅の取り扱いにつきましては、昭和４

０年代、５０年代の高度成長期における公営住宅のあり方、役割と、今日の公営住宅の役割は変わ

っておるものというふうに思っておりますが、住宅困窮者のためにこの住居を提供していくという

行政の使命は認識をさせていただいておるものでございます。ただ、その方式はすべてを公が担う

だけではなくて、地域の民間の既存の住宅ストックを有効に活用して、公であれ民間であれ、この

全体の中でそのニーズを満たしていこうという基本方針でございまして、住生活基本計画の中でも

こう申し上げておるものでございます。 

 したがいまして、住山住宅につきましては、当分の間、市営住宅としての建てかえ、あるいは再

開発等々は行わないというふうに、現時点では考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 
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 今、市長に答弁をいただきましたが、建てかえとか、新規整備は今のところ行わないという答弁

でございましたけれども、そんなことで亀山市の住宅政策というものはそれでいいんでしょうか。

何遍でも言います。民間住宅を借り上げる、空き家ができたら、そちらへ入ってもらって、充足を

していく。それはもちろんです。亀山市の民間住宅も住宅ストックとして利用していく。それは当

たり前のことなんです。ただ、今、リーマンショック以来、長引くこの不況の中で、今後、住宅困

窮者というのは私は増加していくんじゃないかという懸念を持っております。そうした中で、今、

景気の先行きというのは全然見通しがつかん。そんな状況の中で、私は市営住宅として住山住宅を

整備したらどうかというような提案をさせていただいたと。ここで整備をしてください、いや、ち

ょっと今のところしません。これ、今幾ら私が言っても、これは堂々めぐりになるだけでございま

すから、私はこれ以上は言いませんが、最後に、耐震強度が不足している、また老朽化している市

営住宅を今後亀山市としてどうしていくのか。また、今後の市営住宅のあり方、方向性というもの

を具体的に、真摯に対策を検討していただいて、講じていく方策を考えていただきたい。市長には

常識的な判断をお願いして、私の質問とさせていただきます。終わります。 

○議長（大井捷夫君） 

 ４番 中﨑孝彦議員の質問は終わりました。 

 以上で本日予定いたしておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 次に、お諮りいたします。 

 まだ質問は終了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、明日にお願いしたいと

思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 明１４日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さんでした。 

（午後 ５時２１分 散会） 
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●議事日程（第４号） 

 平成２３年９月１４日（水）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

                       総 務 部 長 
企 画 部 長  古 川 鉄 也 君              広 森   繁 君 
                       (兼)選挙管理委員会事務局長 

総 務 部 参 事 
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長 

文 化 部 長  川 戸 正 則 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  岡 﨑 賢 一 君 

上 下 水 道 部 長  三 谷 久 夫 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  渡 邉 靖 文 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（大井捷夫君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １５番 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 皆様おはようございます。 

 市民クラブの片岡です。よろしくお願い申し上げます。 

 私の間違いがございましたので、訂正をお願いいたします。通告書の大きい項目、２番目の

（５）で、底流量バーナーとありますが、「底」ではなくて、低い高いの「低」に変更をお願いい

たします。 

 ９月議会開催において、市長は現況報告の中で、今までに発言のなかった基準財政需要額の表現

をされました。それは、平成２２年度の亀山市における基準財政需要額の計算では約９２億４,０

００万円であり、２３年度からは国の支援を受ける交付団体となり、新規事業、継続事業を含めた

十分な精査も必要であるとの観点から発言されたと私は聞いておりました。 

 亀山市の財政状況を考慮するならば、経費削減が必要であるとの観点からでしょう、今回提出さ

れました主要事業成果報告書の中にも、財源問題と自己負担、再度申し上げますが、財源問題と自

己負担との書き込みがあるからであります。地方議会は市長と議員の二元代表制で運営をされてお

り、債務負担の増加には、私も議員としての責務を感じるからであります。国が認めてくれる亀山

市における必要予算、基準財政需要額の算定基準方式を、市民の方にも納得のいくように、広報と

市長とのふれあいトーク等でも説明をして、行政経営をしてくださいと申し上げておきます。 

 そのような財政状況の中でも、溶融炉の長寿命化は必要であると、この６月議会に産業建設委員

会で提出された溶融炉長寿命化計画の資料に基づき、途中改造を含めて確認をさせていただきます。 

 この溶融炉長寿命事業整備計画の策定委託料として、２２年度予算では３９０万円が、決算では

約２６０万円であります。この事業計画をメーカーに策定を依頼された資料が提出されたものと理

解をしております。 

 亀山市の議員６名も参加の中で、四日市の勉強会に行きました。その中で講師は、ごみ処理はＲ

ＤＦではだめ、亀山市の導入のときに言われた言葉「何でも燃やせる溶融炉がよい」、そのままで

再利用ならよいが、分別せずに焼却が一番経費が安いと説明を聞いてまいりました。地球温暖化は
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５００年サイクルの影響、ＣＯ２削減は、アメリカ、中国のような大陸が削減しないのに、必要は

ない。まして三重県には海があると言われておりました。考えてみますと、皆様もご承知のように、

飲料用炭酸水はＣＯ２を吸収させ、製造されております。ＣＯ２は海水が吸収するという意味であ

り、なるほどと思った、興味のある勉強会でもありました。 

 また、他市の議員からの質問の中で、指定ごみ袋の導入は必要もない、レジ袋は５回は再使用が

できる。指定ごみ袋を導入したことにより、ポリプロピレン製品が４.３倍の売り上げに協力した

だけで、導入された市町村では、市民負担の増加となった、無駄な施策であるとも聞いてまいりま

した。 

 私も化学工場を定年退職して１０年になり、資料もすべて廃棄しましたが、溶融炉のフローシー

ト、いわゆる全体の流れ、機器の場所とか台数、ヒートバランス、熱のバランスです。そしてマス

バランス、燃焼ガスや石炭、石油、酸素、アンモニア等、どのように使われておるかというのがマ

スバランスですけれども、そういう資料があれば多少質問も違いますが、要求をしても提出されま

せんでしたので、今回確認させていただきます。その中で、私は議員は経営者と同じ立場であると

思っております。資料も提出して説明するのが本来の二元代表制の中に入るのかなあと、特許内容

も隠さずにすべきではないのかなあと私は思っております。今回の質問は、私の頭の中にある勤務

経験だけを頼りに確認しますので、間違っていれば、それは違いますと説明をお願いするとともに、

私も勉強の機会とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 ３年間で１９億４,０００万円も使用する計画なら、市民に対しての説明会も開催するべきです。

また、市民の方の中にも、私より専門家は多く見えると思います。たくさん見えると思いますので、

より多くの意見を聴取して、市職員とメーカーとの質疑応答で理解をしていただく機会をつくり、

正すべきは正す計画をしていただきたいのが、私の気持ちであります。 

 私は６月の産業建設委員会を傍聴して、確認された以外の項目を取捨選択して通告をさせていた

だきましたが、確認項目が多くあり、時間不足の場合には次回とさせていただきますので、議長の

配慮をよろしくお願いいたします。 

 まず、大きい項目１番目の質問に入ります。 

 今回までに途中改造は何をしたのか、その改造に要した投資額はどれだけ必要であったのか、２

点だけを確認いたします。 

 （１）の当初設計の不備なのか、溶融炉内の燃焼温度が上昇しないために、三段羽口への酸素投

入の改造をされましたが、その投資額はどれだけ必要であったのか、まず確認をさせていただきま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 おはようございます。 

 三段羽口は、一般ごみ、掘り起こしごみ、固化飛灰などの多様なごみの炉内での燃焼促進を図る

ことを目的といたしまして、平成１５年度に増設をいたしておりまして、その事業費は４,４１０

万円でございます。 



－１９６－ 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 ４,４１０万円。 

 昨年ちょっとあるところで勉強させてもらった中に、酸素の配管をようけ使うなあということを

勉強させていただきました。 

 それで、二つ目に入ります。 

 発電用蒸気発生の熱交換器で、１次・２次・３次スーパーヒーターは経年劣化による定期部品の

取りかえに入るかもしれませんが、１炉、２炉をすべて取りかえた必要経費はどれだけ必要であっ

たのか、確認をいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 スーパーヒーターは、燃焼室から排出される高温の燃焼ガスを熱回収する機器として、燃焼ガス

冷却設備のボイラー内に設置をされております。経年劣化に伴う老朽更新により、平成１８年度か

ら平成２１年度までの４年間で機器の取りかえを行っておりまして、その事業費は、４年間合計で

２億８,７７０万円でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 １０年で取りかえられましたが、３０年使用への改造なら、また２０年目にもう１回、２億８,

７７０万円必要ということですかね。 

 私が前回確認したときのように、配管内部からの腐食、外部からの腐食を考慮した設計で１５年

間取りかえ不要を検討されていれば、経費の削減は可能であったのではないのか。要は、常時２炉

でフル運転ができるごみ焼却の溶融炉ではないのに、２０年耐用でしか検討されていないと思うか

らであります。 

 次に、大きい項目２番目の質問に移ります。 

 溶融炉長寿命化の１０年間延長には、平成２４年度から３ヵ年で総額１９億３,８００万円が必

要と、６月に提出されました提出資料の中から、個々の改造内容について、主な７項目の確認をさ

せていただきます。 

 （１）のＣＯ２削減工事で２億３００万円、ＣＯ２削減関連工事で９億２,７００万円、ＣＯ２削

減対象外の工事で２億４,０００万円と、ほかに定期、非定期整備で５億６,８００万円が計上され

ていますが、国が指導しているＣＯ２の２５％削減のためか、その費用への歳入対策として、国か

らの支援交付金はどれだけ予定しているのか確認をいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 
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 溶融処理施設の長寿命化計画に基づきます基幹的設備改良工事は、その主たる目的が、施設の性

能水準を維持しつつ長寿命化を進めるとともに、生涯コストの低減を図ることでございますが、施

設から排出される二酸化炭素の排出量を３％以上削減することが、国の循環型社会形成推進交付金

事業活用の条件となっているところでございます。基幹的整備改良工事において、二酸化炭素削減

に直接寄与する工事２億３００万円と、間接的に寄与する関連工事９億２,７００万円に対しまし

て、３分の１の交付金が交付予定でありまして、約３億７,７００万円の交付を見込んでいるとこ

ろでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 ＣＯ２の削減、資料の一番最後には３.１％という数字は書かれておりました。それで、ＣＯ２削

減の対策費用で、先ほども言われましたけれども、総を足しますと１１億３,０００万円の３分の

１ということは、３億７,７００万円を国からの交付ですが、残りの１５億６,１００万円は亀山市

がどこからか財源を確保しなければならない長寿命化対策と、私は理解をしておきます。 

 次に移ります。 

 （２）の圧縮空気設備は重要度Ｂ２でありますが、予備機の有無、必要空気量、酸素と窒素の発

生量、酸素と窒素の純度はどれだけなのか、答弁のできる範囲内で結構ですので、確認をいたしま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 空気圧縮機は３台備えておりまして、圧縮空気は出湯口の開閉機や各機器の開閉弁に使用するほ

か、炉内の酸素濃度を抑える目的で使用する窒素を製造するため、窒素発生装置に取り込んでおり

まして、１ヵ月ごとの交互運転により、常時２台が稼働しております。 

 必要とする空気は、設備が設置されております室内の空気を取り入れておりますが、空気圧縮機

からの空気吐出量は、１分当たり約２０立米となっております。窒素発生装置の故障時に備えて、

液化窒素を購入し、備蓄しておりますが、高価であるため、非常時のみの使用としているところで

あります。また、空気ブロワーで取り入れた空気は、炉内送風用の酸素を製造するため、酸素発生

装置に取り込んでおります。 

 各発生装置で製造する酸素、窒素の純度は、酸素が９０％、窒素が９８％でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 空気圧縮機が３台もあると。今からちょっと言わせてもらいます。私のいた職場の空気プラント

では、高圧ガス法が改正されて、２年間連続運転が可能になりました。空気圧縮機は、酸素、窒素

の発生には心臓部に当たり、最重要な機器と規定して定期点検をしていたのに、なぜ重要度がＢ２

なのか。私には信じられない溶融炉の設備であると思っております。私の会社では、空気圧縮機の

吐出圧力は５キロで、時間当たり７万５,０００ノルマル立米発生でも、空気圧縮機は１台で２年
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間連続運転していたんです。当時の導入時の時間当たりの電気代が１０万円必要と聞かされており

ました。溶融炉導入時に、川崎小学校での説明会では、酸素の発生装置が故障しても、空気ブロワ

ーからの酸素分、いわゆるここの空気中の酸素２１％で十分燃焼は可能であるとの答弁でありまし

た。私はダイオキシンも除去できる装置であると理解をしていましたが、それなら空気分離のＰＳ

Ａ装置は不要でないのか。先ほども言われましたけれども、確かに液体窒素は高いです。でも、そ

の液体窒素の備蓄だけでよいのではないかと思ったから、確認だけはさせていただきました。 

 次に移ります。 

 （３）と（４）の高耐熱炉布と低温触媒については、関連があると思われますので、一括してお

伺いいたします。 

 高耐熱炉布と低温触媒への変更理由はなぜなのか。今回の低温触媒入り口温度をどのようにして

下げるのか。要は、下げやんことには低温では使えませんでね。現在まで使用してきた炉布と触媒

の耐用年数から、何年間延長ができるのか。その経費の削減額はどれだけなのか、確認をいたしま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 ボイラーから出ます排ガスの出口温度は約２１５度でありますが、現状の設備において、ろ過式

集じん器内の炉布の耐熱温度が１７０度でありますことから、一たん排ガス温度調節器で水を噴霧

し、排ガス温度を下げております。しかし、触媒反応塔内の触媒は、排ガス温度が２００度に達し

ないと、排ガス中の窒素酸化物やダイオキシンを除去することができないことから、１７０度まで

下げた排ガスを、触媒反応塔内で蒸気を用いまして２００度まで再加熱をしております。本計画で

は、排ガス処理設備も一部改良しますが、触媒反応塔に入る排ガス温度が１８０度で窒素酸化物や

ダイオキシンが除去できる低温触媒に変更することで、触媒反応塔における再加熱の必要がなくな

ります。そのことから、排ガス温度調節器から出る排ガス温度を１８０度とすることで、その温度

を保ったまま、１８０度対応型の高耐熱炉布を介して排ガス処理を可能とするところでございます。 

 なお、低温触媒への変更に伴う単価や耐用年数は、従来品と変更はございません。また、高耐熱

炉布は単価が約２倍となりますが、耐用年数も２倍に延長されますことから、トータル経費の増減

はないところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 僕も聞いておっても、わからんというより、えー、えーというような感じで聞いています。 

 高耐熱炉布というのはやっぱり高くて、２倍になるけれども、それだけの期間使えるということ

を理解しました。それと、低温触媒に入れかえて、温度を下げるための対策も伺いました。あとは、

経費については変わらんと言われましたけれども、触媒変えて値も変わらんておかしいなあと思い

ますけど、まあその辺は、またないしょでこそっと聞きます。 

 ２回目、過去に市民クラブで、ダイオキシン対策を私の勤務していた会社にお願いをして見学に
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行ったときの説明と現場見学では、炉布でダイオキシンを吸収すると聞いてまいりました。それで

そのような対策が施された炉布と想定していたのですが、今の話を聞いて納得はいたしました。そ

やけれども、今後３０年対応となると、またどういうふぐあいが出てくるかわかりませんけど、そ

の辺の監視については、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、（５）の燃焼用の酸素か灯油の注入量を削減される計画で、経費削減のために低流量バー

ナーと推測しますが、流量を少なくできるのは、酸素の濃度を上げて炉内の温度を上昇させるのか、

灯油の流量を削減する場合でしたら、削減しても炉内の温度上昇には関係があるのかないのか、そ

の理由について確認をいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 今回更新いたします低流量バーナーは、排ガス燃焼室の失火防止用に常時点火しているパイロッ

トバーナーでありまして、これを細かな制御ができ、灯油の使用量を抑えることが可能な機器に変

更するものでございます。 

 燃焼室の温度上昇には、従来から設置しているサブバーナーを使用するため、問題がないところ

でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 今サブバーナーと言われましたけれども、これは常時点灯されておると思いますけれども、余談

と思わずに聞いてください。私の会社でも、バーナーが火が消えておって、再度着火したら爆発し

たという苦い経験もありますんで、そういうことのないように、十分監視だけはしていただきたい

と思っております。 

 それで、（６）番目の再循環送風機の仕様変更とは、機器の、私は交換と理解しているんですが、

この機器の使用目的と仕様変更の理由はなぜなのか確認をいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 排ガス再循環送風機は、ろ過式集じん器から出た排ガスを循環させ、排ガス燃焼室へ再度送り込

むための設備で、高耐熱炉布の採用により排ガス温度が高くなるため、その温度に耐えられる送風

機に変更いたすものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 納得せいと言うたら納得しますけれども、１７０度から２００度ぐらいのところで温度の高いや

つに仕様変更って、そんなんあるの。もう今あれやけど、私はその辺が不思議やと思う。通常１７

０度から２００度ぐらいの温度やったら、許容範囲内に入っておると思うのが、私の気持ちであり
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ます。もうそれ以上言うてもあれやけれども、それだけ言っておきます。 

 次に、（７）番目のＤＣＳの耐用年数は約７年ぐらいと、会社で導入のときに聞いておりますが、

長く使用するには部品の交換が必要と、会社では部品の確保をしておりましたが、予備部品は予備

品倉庫で管理されているのか確認をいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 溶融施設の監視・操作の中枢となる分散型制御装置ＤＣＳは、専用のコンピューターで構成され

ておりまして、使用している制御ソフトは、製造メーカー独自のシステムでございます。ＤＣＳの

耐用年数は１０年程度であり、既に耐用年数を過ぎ、製造中止となっている部品でありますことか

ら、確保可能な部品については予備品として保有し、故障に対応できるよう準備をいたしておりま

す。しかし、すべての部品を確保することは不可能でありますことから、ＤＣＳの更新を行うもの

でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 その辺はわかりましたんで、パソコンと一緒で次々と変えていかんならんというのは、そういう

部品であるというのはわかっておりますので、理解しました。 

 次に、大きい項目３番目の質問に移ります。 

 今後２０年も経過すれば、新規の溶融炉建設も必要となってきますが、火葬場への侵入道路をつ

くったために、今の場所でのローテーションは不可能になったのではないのかなと。要は、私は、

今の掘り起こししておるところ、あの辺でローテーション用地やと思っておったんやけれども、も

う道路をつくってしまったんで無理なんかなあということを思っております。 

 そこで、次の溶融炉建設用の用地の確保と、それから溶融炉更新資金を確保への計画策定も必要

ではないのですか。 

 それと、カーボンオフセット事業について、確認の質問と提案をさせていただきます。 

 現状設備の更新でも約１００億円ぐらい必要なら、その３分の２が地元負担を考慮するならば、

今から毎年３億円ずつ積み立てても、２０年間では６０億円しか積み立てられません。ですから私

は、積み立てていく必要があるのではないかと、提案だけはしておきます。 

 それと、溶融炉でのごみ焼却費の市民負担を少なくするためには、大規模溶融炉への転換計画が

必要と思っておりますが、そこで、２点の確認をさせていただきます。 

 現在の溶融炉から次への更新のときになりますが、広域連携によるごみ処理費の増大をして、発

電量増加対策は考えられないのか、広域化をしてごみ処理費の経費削減ができないかの観点からで

あります。この件は、産業建設委員会で傍聴していまして、竹井委員も確認をされておりましたが、

私も、合理的な経営で市民負担軽減のためであり、再度確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 
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○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 平成４１年ごろと見込んでおります、次回の施設更新時には、ごみ処理コスト削減のために、近

隣市とのごみの広域処理についても視野に入れた検討を行う必要があると考えているところでござ

います。ただ、広域処理となりますと、相手方の市のごみ処理の考え方、施設の建設場所の選定や、

現在稼働しているごみ処理施設の更新時期との整合が図れるかどうかといった課題もありますこと

から、他市の動向把握にも努め、検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 そのときには、私もおらんと思いますけれども、部長ももう定年退職、市長もどうやろうけれど

も、やっぱりそれまでに十分な検討をしていただいて、経費の削減できるようなことを検討してお

いていただきたいと思います。 

 次に、（２）の亀山市の溶融炉でのＣＯ２削減３.１％。先ほども言いましたけれども、一番最

後の資料には３.１％と書いてありましたけれども、次回からの更新時には、溶融炉の改造よりも、

企業が行っていますカーボンオフセット対策を検討されないのですか。その方のが安くつくのと違

うのかと思うんですけれども、お伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 将来、ごみ処理施設更新時には、施設から排出されます二酸化炭素を極力低減する施設とするこ

とも重要であると認識をいたしておりますが、現在取り組んでおります森林環境創造事業の計画的

な推進により、市域全体の森林吸収量の増加を図り、排出分を埋め合わせるカーボンオフセットな

どの取り組みについても、今後研究をしてまいる所存でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 片岡武男議員。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 私の持ち時間、もっと答弁の内容が細かく言うてくれるのかと思ったんやけれども、さっぱりと

簡単にというのか、私としては理解できましたんで、それで結構なんですけれども、今から言うこ

とは、質問ではありませんので、聞いておいてください。 

 ２回目、カーボンオフセットの対策として、亀山市内にある国有林、市有林、荒廃地において、

ＣＯ２吸収のために風通しのよい間伐をして、鈴鹿市の地元説明の資料にもあるように、猿の隠れ

る場所もなくし、猿の食べるえさになる樹木を山に植栽を考える必要もあると記載されていました

が、いかがですか。この７月にも、みどり町の方まで猿は来ていましたね。それは、何ら対策もと

られていないためではないのですか。農業、林業で採算のとれる施策も提示されませんが、農業と

林業の経営が納得できる施策を、この一、二年の間に提示されるのですか。市民の方からは、猿被

害はどうしたらよいのかと尋ねられましたが、本会議でも提案した、自衛隊に依頼して、被害防止

対策をしてやってください。市民の方も我が身の食べ物としてつくっているのに、その大切な自給
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自足用の食べ物までとられてしまうという観点が、行政にはないのかとも言われてしまいました。

つくっても仕方がないので、荒廃農地しか仕方がないとも言われておりましたんで、その辺を理解

してやってください。 

 今回の溶融炉の長寿命化計画のＣＯ２削減については、国の補助金が対象で、３分の１の交付金

目当ての事業は理解いたしますが、国にも原子力事故以外の津波被害対策と、先日の台風１２号被

害復旧に対する予算確保に、四苦八苦している現状を私は理解するからであります。何でも国の補

助金目当てではなく、地方によっては財政力指数が０.６以下でも、地方自治の運営が可能な行政

経営よりも、国の財政支援を要求しなくてもよい、自立可能な健全財政の確立での行政経営は必要

であり、辛抱するべきことは辛抱もして、将来負担の軽減をするべきであると私は思っております。 

 それと、土地利用計画も亀山市は厳しく、鈴鹿市のような土地利用計画を推進して、亀山市の人

口も７万から８万にして、財源確保の必要があるのではないのかと私は思っております。そのよう

な理由として、亀山市には、全国平均では２万６,０００人に１隊である救急隊も３隊あるからで

あり、身の丈に合った、小さくても輝くには、それなりの財源確保と経費の削減が必要ではないの

かと思うからであります。 

 最後に、始めにも申し上げましたが、先日の勉強会の講師は、原子力関係の委員として、これは

問題と指摘しても、委員長より「だれだれ委員、この発言は今回限りとしてください」と言われ、

その後は委員としてのお呼びがかからなかったとも言われておりました。私は、委員はイエスマン

か、疑問を持つ者にはふたをしようとする者の集まりなのが委員会なんですかと思いました。 

 菅前総理が退任して、原子力発電の技術力に失望したと新聞報道をされておりましたが、イエス

マンばかりの委員会ではなく、市民に対しては負担は少なく、犠牲になるのは従業員だけ、そうい

うつもりで安全対策をとことん追求するべきと私は思っております。 

 原子力発電の地元交付金は２０年で８００億円。電源が喪失しても爆発回避の設計がなされてい

ない、電力がなくてもベントができず爆発、それは恐ろしい、やらせ報道と一緒で、何の安全対策

もされていないのに確認もせず、地元が原子力発電の誘致を決定したと思うからであります。 

 冷却水がなければ、液体窒素をコールド・エバポレーターで貯蔵し、溶融炉にもありますね。あ

のタンクの液体窒素を水のかわりに注入して冷却はできなかったんですか。電源は要らないですよ。

液体窒素で炉内の温度が下がらなかったんですか。ＲＤＦの爆発と一緒です。あんなところに水を

まいて爆発、あそこも液体窒素を噴入すれば、そんな爆発はしていません。コンビナートの保安に

必要な窒素ガスの送出はＤＣＳでは監視はできますが、バルブ操作はアナログと現場で手でするの

です。それは爆発回避の生命線であり、他プラントが安全に停止するための液体窒素を備蓄してお

ります。耐震用に、配管にはフレキシブルホースを使用し、バルブ操作に必要な空気のかわりに液

体窒素を蒸発させ使用して、万全を期しているのが化学工場であります。 

 原子力発電の爆発は、電源がなくなったらベントガスが放出できない最悪の設計と、放出ガスの

放射能除外設備もつくられていないのに、地元も立地に協力したための住民負担で、今回の事故は

何年かかるか知りませんけれども、２０年か３０年か知りませんけれども、放射能がいつになった

ら取り除けるのかと私は思っております。企業誘致をすれば、固定資産税の収入は増加しますけれ

ども、原子力発電の誘致により、毎年４億円の交付金を目当てで地元に導入した代償は大きく、原

子力発電の設置には、地元との共存共栄の観点から、本社機能と工場も統一をして、迅速な対応を
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するべきであると私は思っております。東京電力の工場から撤退、避難、そのような指示があった

と聞いておりますが、何ですか、企業の責任者が現場で陣頭指揮をとるのが当たり前と私は思って

おります。原発事故は、国民負担とはなってはならないです。企業が負担するべきです。 

 今回の事故は、農家、畜産業、商店、サラリーマン、すべての方には、安全神話が無視された、

気の毒な原子力発電事業であったと思っておりますが、今までの暮らしは、原子力に対する交付金

で自己負担が少なくなり、満足な生活をされていたのかであります。 

 家庭の財布の中にお金がなければ、ないそでは振れません。お金がなければ、買いたくても買え

ないので、辛抱するのではないですか。債務負担行為も視野の行政経営を脱却していただきたいと

思うからであります。自立可能な亀山市に発展をしていただきたいのです。 

 時間は随分余りましたけれども、ありがとうございました。これで私の質問を終わります。 

○議長（大井捷夫君） 

 １５番 片岡武男議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時３８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５１分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、通告に従いまして一般質問の方をさせていただきます。 

 まず、市長マニフェストにもある、支所機能を兼ね備えた消防北東分署ということで質問をさせ

ていただきます。 

 去る６月議会で、常備消防力適正配置調査委託料ということで、本年度の補正予算として計上さ

れました。この調査は、分署設置の必要性や広域化なども含めて、その名のとおり、当市の常備消

防力の適正配置がどうあるべきかの調査であるということですけれども、当然、その結果によって

分署の設置に影響が出てくるものだと思われます。 

 ただ、市長がマニフェストで言われているのは、単なる北東分署ではなく、支所機能を兼ね備え

た北東分署です。この調査はあくまでも消防力の調査であり、この結果いかんにかかわらず、支所

機能が一体どうあるべきかという、その必要性に影響を与えるものではないと思っております。 

 そこでお尋ねいたします。支所機能の必要性につきまして、市は現時点でどのように考えておら

れるのか。通告には、（１）と（２）の二つの項目を書きましたが、この常備消防力の適正配置調

査によって、もし北東分署の設置が必要とされた場合、支所機能を兼ね備えた消防北東分署をつく

るのか、あるいは単なる消防北東分署をつくるのか、どちらを設置するのか。逆にこの調査によっ

て北東分署の設置が不要とされた場合、北東部を対象にした支所を単独で設置するという考え方が

あるのかどうか、市としてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 
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 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 おはようございます。 

 まず北東分署、あるいは支所とも、現在後期基本計画策定の中で検討中でございます。それから、

総合計画の安心・安全なまちづくりの中では、議員が申されました、市北東地域への支所機能をあ

わせた署所の配置検討というようなことを書かせていただいておりますし、また一方で、公共施設

整備の中で、市北東部地域の行政機能充実を図るため、支所機能の整備について検討するというふ

うにしておりますので、併設並びに単独での設置について、両方とも検討をしておるというような

ことでございます。 

 その中で、この支所機能ということに限ってご答弁をさせていただきたいと思いますが、北東部

地域へ支所機能につきましては、支所を設置した場合に想定されます機能としては、証明書等の交

付を行う窓口機能が考えられますが、証明書等の交付につきましては、現在、本庁舎、関支所、加

太出張所、総合保健福祉センターあいあいの４ヵ所で実施しており、本庁舎におきましても、平成

１９年度から日曜窓口を実施しております。戸籍及び税に関する証明書等の交付実績は、年間約１

０万件の実績があります。単純に人口当たりに換算をいたしますと、年間２ないし３件の交付とな

るというふうなことでございます。今後、これらの交付実績をもとに、日曜窓口の継続的な実施や、

あいあいでの窓口利用の促進など、市民サービスの向上も含めた、北東部地域における窓口機能の

必要性や利便性の向上について検討を行うとともに、他の機能も含めた、北東部地域への支所機能

の必要性について検討を行ってまいりたいと考えております。ということで、それぞれ個別での設

置についても検討はしておるということでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いろいろと言っていただきまして、若干混乱をしておるわけですけれども、ちょっとまず確認し

たいのが、後期基本計画で検討中ということを最初に言われましたけれども、支所機能と、あと常

備消防力というか消防分署の設置ですね、前期基本計画に両方とも載っていたと思うんですけれど

も、これは後期基本計画で実現することを検討しているという意味にとっていいのかどうか。その

検討の今の状況ですね、ちょっとその辺の話がはっきりしなかったので、もう一度ちょっとその辺

を確認させてください。 

 前期基本計画の中で検討をしているという、前期と後期との言い間違いなのか、後期基本計画で

実際実現に向けて検討されるという意味なのか、その辺どうなんでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 ちょっと私もはしょってご答弁させていただきましたので、申しわけございません。 

 まず、消防力の充実、あるいは市庁舎の整備の中には、検討するというようなことが記載してお

りまして、消防力の調査については特に昨年からというふうに記憶しておりますし、市庁舎の整備
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につきましては、北東部機能の検討会というようなことで、所管の部長もあわせて検討しておると

いうようなことでございます。 

 その中で、先ほど申しましたのは、市長も答弁させていただいておると思いますが、北東支所、

あるいは分署については、後期基本計画策定にあわせて考え方を整理したいというようなことで答

弁をさせていただいておりますので、後期基本計画策定の中でも検討をしておると、そういうふう

な意味でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 消防分署の設置とも話が関連はしてくると思うんですけど、そちらにつきましては、現在総務委

員会でも検討を重ねておられるということですし、前回の補正予算に計上された調査もしていただ

いているということで、消防分署については、今回私は申し上げることは特にないんですけれども、

ただやはりこれとは別に、支所機能の問題というのがずっとありまして、一応検討は重ねていただ

いておるということではあるんですけれども、ただ、それをさらにあわせるという議論もあったわ

けで、何か一見、まず北東分署という必要性はあるとは思いますけれども、これが出てきたことに

よって、三つの議論が、まず北東分署の必要性に置きかえられてしもうておるような気がしたんで

すね。支所機能と、それをあわせるという議論は、一体どこかに行ってしもうておるような印象を

受けたもんで、ちょっと確認させていただいたわけなんですけれども、そんな中で、やはり後期基

本計画を見据えてという話は出てきました。 

 そういう意味では、まだはっきりとはしていないのかなあというような印象は受けるんですけれ

ども、ただ、前期基本計画の中で設置をするとは言われていませんけれども、検討するという話が

ある中で、もうこれから後期基本計画にある程度考え方を整理するというふうな話ではあるんです

けど、やはりまだ検討の域を出ていないのかなという印象を持たれかねないという部分もあります、

まだ検討という言葉を使われると。 

 やはり今回、この後期基本計画に一体どういう形で出てくるんやろうかというのが、一番ポイン

トになってくるのかなあというふうに思うんですけれども、この辺につきまして、後期基本計画で

はまだ策定中ではありますけれども、より具体的な、もう検討に入るというふうなことを考えてい

いのかどうか、あるいは後期基本計画を前にして、もう必要性に対する見解が出てくると思ってお

いていいのかどうか。要は、例えば常備消防力のこの調査によって、北東分署が設置が必要やとさ

れた場合に、じゃあ設置するのかじゃなくて、そこから、いやもう一回支所が必要かどうかという

のを議論した上で設置をしますよとか、そんな話になってしまったら、やはり本来の北東分署の必

要性というのが、また逆に問われてしまうということになってしまいますもんで、そういう意味で

は、やはり北東分署の設置も含めた調査ですんで、それと並行して、かなりの具体性を考えていか

なければならない。設置しろというだけじゃなくて、支所機能の方を設置しないのであれば、設置

をしないなりの何らかの考え方を示していかなければならないというふうに思うんですけれどもね。

その辺で、どうなんでしょうか、そこまで具体的な話を後期基本計画で、どこまでの具体的な像を

描くような考え方でおられるのか、その辺の見解をお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 現在、後期基本計画策定中で、１０月２０日ぐらいには諮問もしたいというようなことを考えて

おります。 

 その中では、後期基本計画については、前、総務委員会でもお示しさせていただいたと思います

が、事業レベルではなく、施策レベルで書き上げるというような部分の中で整理をしたいというよ

うなことは、前提条件でございますが、市長も申しておりましたとおり、この２３年度中には、基

本的に分署とか、あるいは支所機能についての一定の方向性を示すというふうに答弁をさせていた

だいておると思いますので、そういった部分についての一定の結論の方向性を書きたいというふう

なことは思っております。 

 ただ、その分について、先ほども申しましたとおり、事業というようなことではございませんの

で、そういった詳細にわたる書き込みというようなことではなしに、方向性ということになろうか

と思ってはおります。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 後期基本計画にあわせて、やはりある程度の市長の見解が出されるというふうに、私はそれは理

解をさせていただきます。 

 ただ、本来庁舎問題というのがあったと思います。これも消えているわけではないと思ってはお

りますけれども、凍結ということで。ただ、私本来この城のあった場所というのは、行政をとり行

うのに非常にふさわしい場所やというふうには思っております。そういう意味では、やはり庁舎建

設問題とすると、移転とかいう話も出てきますし、大規模な問題になってくると。地元の方の思い

もいろいろあるとは思います。古い庁舎であってもいいからここにあってほしいという思いもあり

ますし、逆に庁舎が移転することによって、例えば関の方で関支所がなくなってしまうんかなとい

うような不安もあるとか、そのような話がいろいろあります。ただ、やはりその場所の選定だけで

も大変やろうとかいう話の中で、特に人口の重心地である北東部、やっぱりその辺の動向というの

が、私らとしても非常に気になるところではあります。 

 それでは、都市マスタープランなんですけれども、そこで、従来この北東部につきましては、郊

外という表現がずっとされていたのが、今回の都市マスタープランでは、何か副次的市街地という

言葉に変わっていると。非常に北東部の位置づけも変わりつつあると。東京でいう副都心ぐらいの、

そんな存在なのかなというふうにも思ったりもするんですけれども、やはり人口の集積地であると

いうことで、行政サービスもそこが自然に大きくなってきてしまう、お客さんがですね。その方が

亀山の中心まで来られるに当たって、やはり駐車場の問題もありまして、非常に駐車場が手狭と言

われておる中で、もし人口の重心地である北東部の方が地元の方で簡易な行政サービスをクリアで

きるんであれば、もう少し、いってみれば庁舎の分散化なんですけれども、この辺は庁舎を集積す

るのか、分散するのかという議論はあるとは思いますけれども、私は、交通手段の技術の高度化に
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よって、どんどんどんどん集積というやり方で日本は来たと思うんですけど、やはりこれに高齢化

という問題が重なって、技術力に伴えない人間の限界というのが出てきたと思いますんで、ここは

もう一度分散化という方に入ったんではないのかなと思われますんで、この支所機能というのは重

要であるなと。北東部の支所をつくることによって、やはり中心市街地というか、この亀山の中心

地の混雑というのも解消されていくんじゃないのかなというふうにも思っておりますので、それこ

そ支所といっても、私はもともと各コミュニティーセンターにもう少し簡易な行政サービスをでき

るようにというような考え方でおりますんで、やはりその辺とも絡んできますもんで、ただ、まず

わかりやすいという意味で、前期基本計画に載っておるこの北東部の支所をしていただくことが、

本庁舎の問題もありますけれども、本庁舎を考える上でも、もう少しやりやすくなるんではないの

かなというふうに思いますんで、分散化というやり方の方が。その上で、やっぱり大きなものを移

転させるよりは小さなものを、この本庁舎を改装するというような話とかの方がやりやすいと思い

ますんで、逆に。そういうことも含めまして、少し北東分署との絡みで、支所機能が一体どうなっ

ているんだろうかというのが感じられましたんで、今回ちょっとその点を確認させていただきまし

た。これにつきましては、後期基本計画をしっかり見守りたいと思いますんで、よろしくお願いし

ます。 

 それでは、次の項目なんですけれども、関文化交流センターのバリアフリー化ということで質問

させていただきます。 

 合併後、旧関町で導入されたというこの仕組みの中で、代表的なものがコミュニティ制度という

ことで、試行錯誤をする中で、旧関町で徐々にこのコミュニティーというのが浸透してきていると

は思っております。 

 そんな中で、旧関町の中で、関木崎、関新所、関中央、関南部、泉ヶ丘・富士ハイツというこの

５地区の合同のコミュニティセンターとして、関文化交流センターが設定されております。旧関町

時代から、町民会館としまして文化行事などを中心に行われていまして、町民に親しまれてきた施

設ということで、コミュニティセンターとの位置づけは非常にぴったりやなというふうに思ってお

るんですけれども、一つ一番大きな問題というのがありまして、それは玄関が２階にありまして、

ホールを除くほとんどの施設が２階・３階にあり、にもかかわらずエレベーターがない。そういう

ことで、上に上がるのに階段を使わなければならない。コミュニティ活動としては、現役を引退さ

れた方が中心になられることが多くて、中にはかなり高齢の方もいらっしゃるということで、そん

な活動を行うにも、やはり２・３階まで階段で上がっていかなければならない。そういうこともあ

りまして、コミュニティー導入の際に、エレベーターを設置したいというような話ですね。５地区

それぞれにコミュニティセンターを設定することを思えば、エレベーターを設置してもらった方が

安く上がるのと違うのかというような話も出ていたぐらいですもんで、今後のコミュニティ活動の

活性化を考えても、エレベーター設置というのは欠かせないと思われますけれども、市としまして、

関文化交流センターへのエレベーター設置についての考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 
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 亀山市関文化交流センターにエレベーター設置の考え方はということでご質問をいただきました。 

 亀山市関文化交流センターは、ご存じのように、地域の自主的な活動を支援し、もって市民の文

化及び教養の向上、並びに社会福祉の増進を図るため設置をされ、多くの市民の方々に利用されて

おります。 

 本センターの利用状況につきましては、平成２２年度では年間２万２,２５２人、１日平均７２

人の方が利用され、会議や文化講座、イベントなどを行っていただいております。さらに、年間６,

９７９人、１日平均２３人の方が図書館を利用されております。 

 施設につきましては、平成２１年度には耐震改修工事を完了し、本年度には駐車場舗装工事、施

設内の装備品の修繕を予定いたしているところでございます。 

 議員ご質問の、施設内における、大きくバリアフリー化ということにつきましては、議員もご承

知のように、１階から２階につきましてはスロープが設置をされておりますので、３階への移動手

段が階段のみでありますことから、本センターの利用されている方、市民の皆さんのご意見もお聞

きしながら、エレベーター設置も含めて検討し、また構造上の問題もあわせて検討してまいりたい

と存じております。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 検討されるということで、本当にしっかり検討していただきたいんですけど、さっき部長がおっ

しゃったように、こちらは図書館の分館もありまして、非常に多くの関の方に愛されているという

か、私も正直しばらく関を離れていたときもありましたもんで、その後行ってみたら、かなり小さ

いながらも非常にいい図書館になっているなというふうなイメージもありまして、正直、地元なが

らここまで頑張ってやってもらっておるとは思わんだというのもありましたけれども、ただそんな

中で、やはり３階まで上がってきてもらうとなると、特に高齢の方とか、妊婦さんとかも非常にき

ついと。行きたいんやけれど、やっぱりあそこまで上がるだけのことを考えるとという意見もあり

ましたんで、コミュニティ活動ももちろんですけど、やっぱりそういう観点でも考えていただきた

いと思いますし、エレベーター設置、意見という話はありましたけれども、その辺で今後どういう

ふうに意見を聞いていかれるのか、検討と言われたら検討をしていただけるんでしょうけれども、

やはり今回合併するあたりで、コミュニティーを導入に当たって地元の方々といろいろ協議される

中で、例えば当時、当然５地区ですから、指導員の方が５人ぐらい配置される、けれどそれはちょ

っと勘弁してほしい、３人にしてほしいという話やったらしいです。そのかわりにきちっと整備し

てくれよというような話もあって。ただその３人がいつの間にやら１人に減らされておるというよ

うな不満も聞かれました。やはりそんな話があると、どうしても検討していく、いろんな人の意見

を聞くとか言われながらも、本当にどこまでやってもらえるんやろうとかいう話も、また本当にや

ってもらえるんかなあ、本当に前向きに検討してもらえるんかいなというのがあると思いますんで、

その辺を具体的にどういうふうに意見を聞いていこうと思っておられるのか、ちょっとその辺を確

認させていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 
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 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 どういう方法でということで、現在コミュニティーの５地区の役員さんが入ってございますので、

役員さんとは常々この施設についての意見交換等々をして、施設の利用しやすいような形というこ

とで希望も受けて、施設の構造上もありますので、その辺十分お聞きをして、今年度もその意見を

もとに改修等もさせていただいておるという状況であります。 

 それから図書館につきましては、３階に設置をされておるということで、図書館利用の方に、ど

ういう方法で、どういう形でというような、具体的なアンケート方式になるんか、自治会を通じて

というような形になるんか、その辺は、方法等々については、今後また十分地元の方の意見を聞き

ながら、そういった方法を考えてまいりたいと思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 先ほども地元の方ということで、やはり特に旧関地区というと、まだまだ合併して、旧亀山市の

職員の方が来られると、まだ本当に信用してええんかとか、そんな話も若干残っておるような気も

しております。そんなことはないよというふうにもなってきてはおるんですけれども、やはり。た

だそういうので、３人が１人に減らされたとかいう話になると、知らんうちにだまされておるん違

うかという、単純な話で、そういうふうなことが先に立ってしまったりもしますんで、やはりコミ

ュニケーションをきちっと図っていただくような形ですね、まず役員の方なりに何度も足を運ぶと

いうような、何度もというか、そういう接触をきちっとすることによって、意見を聞いていただく

ということをしていただかないと、やっぱりいけないやろなと思いますんで、その辺特にやってい

ただきたいなと思います。 

 それと、最初３人が１人になったというふうな話ですけれども、例え５人が３人で運営したとし

ても、指導員、月１０万としましても、１年１００万、２人分で２００万。２００万１０年やった

ら２,０００万ぐらいになりますんで、そういう意味では、エレベーター設置も安くはないですけ

れども、そういう人件費のこととのバランスも考えれば、将来的にいろいろと、木崎地区は、木崎

のいっぷく亭を使ったらどうやとかですね、中町は別のあれ使ったらどうやとかありますけれども、

やはり本来はコミュニティ制度というのは、旧役場にかわるもんやというふうに思っておりますも

んで、果たして本当に関の木崎とか新所、中町、あと泉ヶ丘のあたりが、全部こればらばらで活動

できるもんなのかどうかというのもありますんで、そういう意味では、関文化交流センター、旧町

民会館の充実というのが、やはりその辺の今後のあり方を図っていく上でも必要なことやと思って

おりますんで、そういうことも含めまして、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 ちょっと大分時間が余りましたけれども、以上で質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質問は終わりました。 

 次に、６番 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 
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 日本共産党議員団の福沢美由紀です。 

 午後からと思っていましたので、ちょっとびっくりしましたけれども、落ちついて質問をしたい

と思います。 

 きょうは、３点質問させていただきます。 

 災害時の市民の避難について、まずこの１点目についてお伺いします。 

 今年度になって、台風６号と台風１２号の経験を、私たちいたしました。これで避難勧告という

ことがあったわけですが、この経験を踏まえて市として反省、検討したことをお伺いしたいと思い

ます。 

 まず、６号の体験でこういうことがあかんだなということがあって、そして１２号に生かしたこ

とがあるかどうかとか、あと６号で問題があったけれども、未解決なことがあるのかどうかとか、

そこまでお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 まず、台風６号の反省、検討したことは何かということでご質問をいただきました。 

 台風６号の反省についてでございますが、７月２０日に開催しました最終の災害対策本部会議と、

さらに８月１日に開催いたしました定例の経営会議で、それぞれの対策部から提出がありました意

見をもとに、今後の対策について検討したところでございます。 

 その内容につきましては、各対策部の活動状況の共有のあり方。それと避難所への食料調達のお

くれ、避難所環境に対する避難者ニーズの把握不足。リアルタイムでの避難所への情報提供ができ

なかったことなどでございます。 

 また、評価できるものとしましては、要援護者台帳に基づく要援護者の確認において、該当者宅

を戸別訪問したことで、詳細な状況が把握できたことでございます。 

 これらの反省をもとに、台風１２号では、災害対策本部の運営の中で、特に各対策部の活動状況

や避難所情報等の共有に努めたこと、それと迅速な避難所開設により早期に避難者の受け入れ態勢

ができたこと、避難所への情報伝達ができたことなど、随所では改善できたこともあると感じてお

るところでございます。 

 しかしながら、まだまだ改善する点も多く、地域防災計画の見直しの中でも、このような必要事

項について反映をしていく必要があると考えております。 

 １２号でも反省をさせていただいて、まだまだ情報共有というようなところも含めて、さらに進

めていこうということで、反省をさせていただいております。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 私、６号のときには、避難所へは伺えなかったんですけれども、後で、どうやって皆さんに勧告

をお伝えしたんですかということをお聞きしたところ、戸別訪問を職員が手分けしてされたと、そ

して地元は地元で皆さんにお知らせをしたということをお聞きしています。それは大変なことやっ
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たなあと思ったんですけれども、地元の方とこちらの市の対策本部の方との連携はどうだったのか

ということになると、それぞれでやっていたということで、それならどこかで漏れるような危険性

はないのかということを感じたんです。 

 今回、１２号のときには、井田川小学校の体育館に伺いました。そしたら、どういうふうに皆さ

ん避難勧告というのをお知りになって、こちらにいらしたんですかということをお聞きしたら、ち

ょうど自治会長さんやったんですね、自治会長さんは、私もこれどうやって市から伝わってくるん

かがわからなかったと。でも、電話が今回は来ましたと。電話が来ると知っていたら、もう少し心

づもりもできたし、じゃあ電話が来た時点で私はどう動けばいいのかということが、例えば要援護

者に関しても、ひとり暮らしの方はどうしようと思ったら、どうも民生委員さんにも電話が行って

いるようだということが後からわかったと。民生委員さんがさっと動いてくださったので、非常に

助かったんだけど、それならそれで、そういうルートで連絡が行って、こういうふうに動けばいい

ということを心づもりしたかったというようなお話でした。 

 今回避難勧告ですけれども、指示ということになってきて、知らなかったということがもしあっ

てはいけませんし、お話を聞いていると、電話をしたんだけど出なかったところは、ちょっともう

連絡ができなかったわという話もありましたし、この避難勧告を本当にきちんと必要な方にお知ら

せするという点に関して、当局がどう考えておられるのか、どのようにしようと思っておられるの

かをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 台風６号、１２号につきましては、広報車で避難勧告を発令しようという決定を本部会議の中で

させていただきまして、すぐさま各該当地域の方へ、広報車によって勧告の案内をさせていただき

ました。それと、一方では、各自主防災組織、それと自治会長さんの方へ避難勧告をさせていただ

くということの電話連絡を、本部会議の方からさせていただいております。広報車につきましても、

何回も戸別訪問もする中で、その該当地域の方へ、何回も時間をかけて避難勧告の広報をしてきた

ところでございます。 

 １２号につきましては、幾分該当する地域が、各４自治会の方へさせていただくと同時に、自治

会長さんとか自主防災組織の役員の方からも、多分その連絡が各戸に行くというような形にはなっ

ておるんですけれども、動き方がわからなかったということもありますので、今後もまたそういう

出前講座とか、そういうところを通じて、またそういう連絡体制ですね、各自主防災組織の中では、

連絡体制というのも各組織の防災計画の中で決めてみえるところもございますので、そういう点で、

また連絡網を活用していただいたり、また市の方からもさらに連絡体制について、もう一度ちょっ

と検討をしていきたいというふうに思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 広報車もね、耳の聞こえない方もいるわけですし、あと本当に隅々まできちんと伝わる工夫とい
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うのを、また今回の経験を生かして検討していただきたい。 

 そして、自主防災組織がきちんと機能しているかどうかというところの確認ですね。自主防災組

織と自治会とコミュニティーが、一体どのように動いたのか。例えば自治会長さんなんかも名簿と

いうものを、やっぱり多分自治会費を集めるというのは会計さんになってくるので、細かい、この

家に何人おるというような名簿というのは会計さんが持っておられたと。自分はそういう細かいも

のはなかったので、急いで用意したというような話もありましたし、やはり実際にこうして体験し

てみると、自主防の方との連絡はどうなのかということもちょっとよくわからないようでしたし、

やはり避難をする地域が本当に自主防全体をかぶっているか、コミュニティー全体なのかというこ

とは、やっぱり川のどこら辺とかいうことで、一部であったりすると、その町の人がそこにかかっ

ていなかったりすると、いらっしゃらなかったりすることもあるわけですので、ぜひともここが、

それは地域がやることなんですけれども、ちょっと踏み込んでいただいて、本当にいざというとき

にきちんとこれがうまく組織するように、リアルな訓練であるとかお話を、希望があったらという

レベルではなくて、ぜひともやっていただきたい。もういざとなったら、これは人の命にかかわっ

てくることですんで、自治会の自治会長さんから、例えば組長さんや班長さんへの連絡、組長さん

がどれだけ自分の組の人を把握しているかとか、どれだけ動けるかというのは、各自治会によって

違うと思うんですよね。ですから、その自治会、自治会、それぞれのコミュニティーによってやり

方とか自主防災組織との連携が違うと思いますんで、ぜひともここのところ、まず入り口のところ

ですけれども、避難するというところで徹底を、今回は本当に何事もなくてよかったんですけれど

も、今回の経験を生かしてやっていただきたいと思います。 

 それで、やっぱり避難するときに、代表避難所ということの認識がなされていない方も少なから

ずおられたみたいで、一たん集まったところを、公民館ですとか集会所を、もうここへ入るんやっ

たらあけろというようなことを言ってみえる方もお見えになったということですし、今回の体験を

通して、やっぱり代表避難所というのはこういうもので、一たんここに集まってとかいうことも含

めて、市民それぞれが頑張って勉強していくことなんですけれども、あわせて市の方も、ぜひとも

きちんとそれがなされるように確認をしていただきたいと思います。 

 そして、まずそれで一番私が心配に思ったのが、トイレのことなんですね。現場におられた市の

職員の方も言ってみえました。これはちょっと何とかせなあかんと私らも思っていますと言ってお

られましたが、トイレが各小学校全部きれいになったんですけど、それは校舎内のことであって、

体育館のトイレは整備がされていなかったんですね。洋式トイレがないという問題、そしてトイレ

に入るところに段差がある、そしてトイレの形態もドライ方式ではなくてタイルになっていて、水

を打って掃除をしなくちゃいけないようなトイレですので、非常にこけても危ないような感じでし

た。実際に転倒された方が見えて、いつもこういうときには巡回をしてくださる医療センターの院

長先生がいらして、診察をしていただいて事なきを得て、大丈夫だったということなんですけれど

も、そういうけがをしたり命を落とすことのないように避難をしてきて、けがをしておるようでは

困りますんで、やっぱり代表避難所としてふさわしい施設設備が必要かと思います。 

 全部を一遍にというのはどうなのかわかりませんけれども、まずはそのトイレの問題はもう待っ

たがききませんし、まずは洋式トイレだけでも整備をと思うんですけれども、それについてはどう

お考えになりますか。 
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○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 避難所におけるトイレでございますけれども、高齢者の方々や体がご不自由な方々は、日常的に

も洋式トイレを使用されておられると思います。このような方々が避難所へ避難された場合は、災

害に対する不安に加え、他の避難者の方々への遠慮から、精神的な苦痛も増すものと察するところ

でございます。 

 市では、備蓄品といたしまして、洋式用の簡易トイレとプライベート用のワンタッチテントを準

備し、災害時にはこれを使用し、対応させていただきますが、災害の規模によりましては、避難生

活は長期間となることも予測されますことから、施設の段差解消も含め、関係各部と協議し、今後

の対策を検討してまいりたいと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 せっかく備蓄しておりましても、それがすぐさまに用意ができなかったという問題もありますん

で、ぜひとも早期に検討していただきたいと思います。 

 それから、先ほどの避難勧告の周知の問題なんですけれども、私の知り合いが四日市の方にこの

ときおりまして、会議か何かで行っておったら、携帯電話に避難のお知らせが入ったと。エリアメ

ールというものだそうなんですけれども、全然亀山市のように登録をしていなくても、たまたまそ

こにおっただけで、このように、ここにおる人はここへ避難してくださいと、１階におる人は２階

に上がりなさいとか、１階しかない人は、近所周りの２階の家を探してぜひとも行ってくださいと

かね、そういう具体的な避難の指示をするようなメールが入ったそうなんです。 

 それで、やっぱりそこに住んでいる人だけじゃなくて、たまたま仕事で行っている人やら、旅を

している人やら、いろんな人が、それは皆助からなあかんことですもんで、ぜひともこのエリアメ

ールというのも、今の安心メールも広めつつ、考えていただくということは、再考できないのかな

と思いまして、お聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 エリアメールの導入というご質問でございます。 

 現在、市の方からいろいろな情報発信の手段として、ホームページやケーブルテレビの文字放送、

それと先ほどおっしゃっていただきました、携帯電話によります安心メール、それと関町地区です

けれども、同報系の行政無線、それとあと広報車というような形での情報発信手段がございます。 

 エリアメールにつきましては、ドコモの方からそのサービスが提供されてございます。 

 ８月に東日本大震災の方を調査に行かせていただきまして、携帯電話による通話がなかなかでき

なかったというようなこともございました。 
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 現在のところは、携帯電話を使用する中で、かめやま・安心めーるというのが登録をしていただ

いて、今３,４００名ぐらいの登録だと思いますけれども、これを基本にして携帯の方からはいろ

いろな情報を発信させていただこうというふうには思っております。 

 今後、その情報発信の手段について、調査の結果も踏まえて、また別の、例えば媒体も含めて総

合的に、ちょっとそういう情報発信手段についてどうしたらいいかということを検討中でもござい

ますので、その中にはエリアメールも含めて検討させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございます。 

 ぜひ検討していただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 地域公共交通についてお伺いします。ずっとこの地域公共交通会議とともに再編が進められてき

たわけですけれども、現在この会議の進捗状況も含めて、今までの経過についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 市では、平成１９年に策定をいたしました地域生活交通の再編方針に基づきまして、みずから車

を運転して移動することができない、移動困難者の方々の日常生活における買い物、通勤といった

最低限度の移動性を、より効率的、効果的に維持・確保することを目的といたしまして、市民の代

表、学識経験者などの方々で構成する亀山市地域公共交通会議で協議を行いながら、バス路線の再

編を進めてまいったところでございます。 

 これまで、新たな再編ルートといたしまして、関・坂下地区と総合保健福祉センターあいあいを

結ぶ西部Ａルート、川崎地区と市中心部を結ぶ東部ルート、天神・昼生地区と市中心部を結びます

南部ルートの運行を開始してまいりました。 

 最近では、東部ルートの環状運行の試行、運行期間延長につきまして、地元の方から示された利

用予定者数や利用促進対策を踏まえまして、地域公共交通会議にて協議が行われまして、試行運行

の延長が決定をされたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 私は、この地域公共交通会議に、できるだけ都合のつく限り傍聴し続けてまいりました。この会

議は、非常に行政からしっかり独立しておって、それぞれが行政とバランスよく働いているなとい

うことを感心して見てきていました。 

 今回の、この東部ルートの試行をしたこともそうなんですけれども、この地域力というのをこの

会議が信じて、住民の声を拾い上げてきたということも、本当に評価をしたいと思います。パブリ
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ックコメントの中で実現できることはないか探していただいて実現したり、あとこの東部ルートの

ルート変更は、本当に最初の計画より大きく変わる変更で、これについても実現をしていただいた

り、あと南部ルートについても、バス停を地域の声を聞いてふやしていただいたりしてまいりまし

た。 

 しかしながら、結果として、それが乗っていただくという数にはつながらなかったということで、

今回、東部ルートの試行ルートもやむなくやめなければいけないかという議論になってきたときに、

やはりこの地域力というものがありながら、その力を生かせなかったのは地域のみの責任ではない

ということを、この会議で委員長さんも言いまして、やっぱり職員がそれからは何度も地域に入っ

ていただいて、地元が主体となって需要を調べて、地元が主体となって利用促進に向けてどうする

かということを出してこられた、その結果で、もう１年頑張ってこの運行をしてみようという結果

になったということは、非常に私は市民全体が共有すべき、地域公共交通、コミュニティバスの経

験だろうと思います。 

 この地元が主体となってやったことの内容ですけれども、あいあいに皆さんで行くということで、

温泉へ向かうグループには運賃と温泉代を助成するであるとか、あと皆に定期的に亀の市に行きま

しょうということで、グループでお出かけをするであるとか、あと皆さんが月に１回は集まって、

このバスのことを話し合いましょうであるとか、そういうことを、地域、また行政も地域任せにせ

ず時々入りながら、これからもずっとやっていくということが話されまして、私は非常に、本当に

これは皆さんと共有したい、これからいろんなところのバスを広げていくにしても、貴重な体験で

あったと思います。 

 今までこの東部まで行きましたけれども、次は北部が予定されていて、なかなかおくれているわ

けですけれども、これについて、今後の方針についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 今後の再編作業につきましては、議員ご所見のとおり、最後の再編事業であります北部ルートの

再編が残っております。この北部ルートにつきましては、現在、バスの運行の新たな仕組みという

のも取り入れる可能性も含めまして、効率的で効果的な運行ということを検討してまいるというと

ころでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 新たな仕組みも含めて再編、全体を見直していくということなんですけれども、その新たな仕組

みというのは、今までにも何回か答弁の中でも出てまいりました、デマンド交通のことなどを言わ

れるのだと思うんですけど、一体それはどういうものなのか、新たな仕組みとはどういうものを考

えて検討していただいているのかということを、ちょっとわかりやすく説明していただけないでし

ょうか。 

○議長（大井捷夫君） 
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 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 新たな仕組みの中には、デマンド交通とか、また地域やＮＰＯが運行するバス、こういったもの

があろうかと思います。 

 少し内容を説明させていただきますと、デマンド交通といいますのは、利用者が交通サービスを

利用する際に、事前に予約をすると。デマンド交通の最大の特徴は、この事前の予約というところ

でございます。それから希望の停留所から希望の目的地まで運行するバスで、きめ細かい経路や停

留所の設定が可能な交通サービスがデマンド交通でございます。また、運行はその予約が発生した

ときのみ行われますことから、乗客がいない状態で運行することがなく、効率的な運行も可能にな

るというものでございます。 

 それから、地域やＮＰＯが運行するバスといいますのは、地域やＮＰＯが事業主体となりまして、

市の補助金や地元から負担金を集めるなどして運行する交通サービスでございまして、このバスは

地域が主体となって運行されることから、地域の需要に見合った経路や停留所が設定できるという

ようなものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 北部のみならず、まだまだ亀山市には、交通手段がなくて困っておられる地域が残っております

んで、そういう新しい方法も考えながら再編を検討していただくことは、すごくいいことだと思い

ます。 

 ですけれども、それが５年先のこと、１０年先のことということでは、やはり私たちは、今のバ

スをもう少し利便性よく、もう１台ふやしてとか、時間をとかいうことをやっぱりやっていかなく

ちゃいけないわけなんですけれども、この計画がどういうスパンで、いつからされる予定でおられ

るのかということお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 この新たな仕組みの導入につきましても、検討をいろいろやっておるところでございますが、こ

の仕組みの導入につきましては、現在の再編方針の変更も必要になってこようかと思います。そん

な中で、市としての総合的な考え方も、あわせて整理が必要になってくるということで、そのよう

なことから、後期基本計画の中で対応をしてまいりたいと考えておりますが、できましたら早期に、

新たな仕組みの実証実験を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 後期基本計画といいますと、２４年からやるということですね。２４年から実証実験をやりなが
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ら、やっていくということですね。 

 大体デマンド交通、検討してからどれぐらいで通りましたかということを、この前もお聞きしま

したが、半年ぐらいでやったところもありますもんで、いつぐらいのことなのかなあということが

すごく心配でした。 

 玉城町の元気バスを見せていただいても、やっぱり戸口から行きたいところに行ける、少々回り

道であったり、少々皆さんに時間をあわせなくちゃいけないことがあっても、高齢者の方が元気に

いつまでも移動しておられる姿を見て、非常に亀山市にも導入していただきたいなと思っておりま

した。 

 まだ公共交通会議の中では、デマンド交通という言葉は出ておらないような気がしましたけれど

も、委員長さんのおっしゃったことが非常に印象的で、これから高齢化社会が訪れると、そうする

とますます車に乗れない人がふえて、公共交通のニーズが高まるんじゃないかと、それは間違いで

すと。今まで皆さんの生活を考えてみていただいてもわかるとおり、人は目いっぱい車に乗れる限

り乗り続けて、乗れなくなったらもうやめて、移動しようとはしないと。やっぱり一生動ける、一

生移動し続けるためには、早目に車からおりてもらって、公共交通に乗りかえていただくことだと。 

 また、以前の会議でもおっしゃっていたのが、やはりバスで移動する、公共交通を利用するとい

うことは、やっぱり帰りのことも考えなくちゃいけない。荷物を自分で持たなくちゃいけない、や

っぱり大変だから、自分は車に乗れなくなったらバスのお世話になるわということじゃなくて、乗

れるうちにその練習をしていくという必要性があるんだということを言っておられました。 

 そういうことも考えますと、この再編計画の目的にあります、先ほども言われた、移動困難者の

買い物や通院の、最低限度の移動ということだけに狭めておりますと、やはりこの新しい計画はな

かなかできないし、どうしても評価をすると何人乗ったということが、今回の会議でもそんな人数

ばかりで評価してはいけないということが出ていましたけれども、どうしてもやっぱりたくさんの

方が乗っていただくということが大切になってくると思うんです。そういう意味で、この目的自体

もきちんと検討していただくのかどうか、移動困難者というところに、学生さんや通勤者、市民全

体をということも含めての検討なのかを、もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 少し先ほどもご答弁の中に入れさせていただきましたが、今後再編方針の変更が必要になるとい

うのは、移動困難者という定義とか、これから日常生活における最低限の移動を維持、確保すると

いう目的、この辺も変更なり整理も必要だというところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 この間の会議では、北東部まちづくり推進協議会からの提言書で、坂本の方のバス停まで、池山

のバス停まで３０分も歩かなくちゃいけないから、坂本までバスを上げてもらえないかというよう

な要望が上がっていることやら、あと井田川の駅のリニューアルすることによって、来年４月に完
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成しますけれども、大型バスが入ることが可能になってくるんじゃないかということで、皆さんか

らの要望である、電車に間に合うバスが入れないかということを検討していきたい、調整していき

たいというようなこともお話されていましたんで、ぜひ市民の立場になって、これからも地域公共

交通会議と行政と市民と一緒になって進めていっていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 アートによるまちづくりについてです。 

 アートによるまちづくりというのが、ずっと続けてやっていただいているわけですけど、それが

一体何を示すのかということも、多分おわかりにならない方も見えるかと思います。ちょうど中日

新聞のサンデー版といって、日曜日に写真がいっぱいで、この定期開催のアート展というのが７月

３１日号で出たんですね。ここにわかりやすく説明がされているんですけれども、このアート展と

いうのは、表現の場が欲しいアーティストと、まちの活性化を図りたい行政の思惑が一致して、近

年さまざまなアート展が誕生しているということで、毎年やっているところから、ビエンナーレと

いって２年に１回やっているところ、トリエンナーレといって３年に１回やっているところがあり

ます。日本でも本当にたくさんのまちがやっておりまして、５億円以上の総事業費をかけていると

ころ、１億円とか、本当に大きなものもたくさんあるわけなんですけれども、この亀山でもこれを

毎年やり続けて、東町商店街でアート展というのをやってきたわけですね。市民の方が中心になっ

て、行政も協働という言葉の意味ではなくて、一緒になってやっていこうということで、いろんな

形でやってこられたと思います。また、このアート展だけではなくて、関宿のスケッチコンクール

というようなものもやってこられました。 

 少なからずも市はいろんな形で応援をしてきたと思うんですけれども、まずこれらについて、市

にとってどういう効果があると思っておられるのか、市のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 東町商店街の空き店舗を活用したアート亀山展や、先ほど言われました、関宿のスケッチコンク

ールにかかわりまして、これまで行政とのかかわり、経緯、あるいは支援策を含めて少し答弁をさ

せていただきます。 

 この東町商店街の空き店舗では、平成１８年度からアート亀山が、それから平成２０年度からは

「７ｄａｙｓギャラリー」が開催されております。 

 市は、アート亀山に対しましては、アートによる街づくりを考える会に対しまして、平成１９年

度から２２年度までの間に、市民参画協働事業推進補助金から２０５万円を補助し、本年度は、協

働事業提案制度の市民提案ということで実施しております、この予算としては、２５万円を持って

おります。 

 また、「７ｄａｙｓギャラリー」につきましては、グループｍａｊｏ＋に対しまして、本年度市

民参画協働推進補助金から５万円を補助する予定でもあります。 

 また、関宿に関しましては、平成１７年度から関宿スケッチコンクールが開催されております。

市といたしましては、関宿スケッチコンクール実行委員会に対しまして、平成１９年度から２１年
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度までの間に、市民参画協働推進補助金から６６万６,０００円を補助するとともに、平成２２年

度には、関宿にぎわいづくり補助金から５４万８,０００円を補助しております。本年度も５５万

円を補助する見込みでございます。また、平成２１年度には、関宿スケッチコンクールの５周年記

念事業として開催されました、早春のスケッチの集いに対しまして、７３万円を補助いたしており

ます。 

 市ではこのような市民活動に対して財政支援のほか、広報啓発や人的支援も行っているところで

ございます。 

 これらの効果についてということでございますが、このような商店街とか関宿といったような生

活空間を活用した、アートによる文化の発信というものにつきましては、まちの個性や魅力を創出

するとともに、多くの市民の皆様にごらんいただくことによりまして、生活にアートを感じてもら

える取り組みでもあると考えております。ここから交流やにぎわいが生まれて、美術文化の振興、

まちの魅力向上につながるものと期待しております。また、こうした取り組みで来訪者が増加する

ことによりまして、地域の商店や商店街の活性化にもつながるものと期待しております。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 この企画に対しては、アートという視点からと、まちの活性化という視点の二つがあると思うん

ですね。 

 それで、このアートということに関して、三重県立美術館の館長さんが、この亀山の取り組みに

対して非常に高い評価をいただいているということなんですね。こうやって新聞にも、たくさんの

まちがアート展をする中で、亀山に特異なものというのは何なのかというと、やはりお客さんがた

くさん来るであろうという方を招待して、それでお客を寄せるんではなくて、これは３５歳以下の

若い人たちに全国に発信して公募をして、そしてこの館長さんも初め審査をしていただいて、エン

トリーされた方が商店街に、いろんな自分で選んだ場所に、自分のアートを表現するわけなんです

けれども、今まで古い文化を大切にしてやってきているところはあるんだけれども、新しい文化を

つくろう、大事にしていこう、そういうまちはほかにはないというんですね。 

 そして、ことしのこのアート展のはがきにも、アート亀山は、三重県で唯一の公募による現代ア

ート展です。ことしもとがったアートの競演を期待していますという、井上館長のお言葉があるん

ですけれども、この公募だけで、これだけの予算でやっている。先ほど予算のことも言われました

けれども、この全国のを見ると、けたが違うんですね。やっぱり行政としても、もう政策として取

り組んでおられるところが多いので、ＮＰＯが主になって動いているところは多々あるんですけれ

ども、やっぱり行政支援のけたが違うんですけれども、そんな中でも非常に質の高いアートが繰り

広げられているということを、非常に評価をしていただいている。 

 この三重県立美術館の館長さんは、日本で一番歴史のある古いアート展であります横浜トリエン

ナーレというところの事務局長やプロデュースもされている方で、そうやって全国を見る中で、亀

山の取り組みがすばらしいと言っていただいているということを、ぜひ行政の皆さんにも市民の方

にも知っていただきたいなと思います。 

 そして、本当に毎月やっているｍａｊｏ＋という、ささやかな空き店舗を、閉まった商店街を、
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その１週間だけ毎月あけようと言うことでやっているんですけれども、個展と常設みたいなことで

やっているんですけれども、芳名録に書いていただいた名簿だけで、一月に二、三百人は来ていた

だいているということなんですね。そういう方がお花を買ったり、ちょっとパン屋さんに寄ったり、

商店街をうろうろしていただくだけでもすごいですし、ことしのアート展についても、日本全国か

ら来ていただいていて、たった２日間の下見だけでも８０人ぐらいがまちをうろうろして、そして

私はこのエントリーシートというのを見てびっくりしたんですけれども、作品のコンセプトという

中に、この芸術を通して亀山のよさを何とか引き出したいという思いがいっぱい書かれてあるんで

す。 

 私たちは自分たちの住んでいる亀山が大好きですけれども、市民アンケートを見ても、やっぱり

この自然が好きであるとか、いろんなことが書かれているんですけれども、やはり都会から見えた

方、若い方は、また独特の切り口で亀山のよさを発見しておられるんですね。そういうものを今ま

であった当たり前のまちに、アートという、芸術という非日常をぽんと置くことによって、１週間

であり１０日であり、一定の期間を置くことによって、今までの亀山が、ちょっと違った魅力が引

き出されるということが、このアート展の大事なところらしいんですね。これ本当に財政上大変な、

初めは１００万、２００万という財政支援がいろんなところであったんですけれども、今本当に少

ない中で、ことしは２０万という少ない、印刷費だけということの中でやっておられますし、エン

トリーされた芸術家たちは、賞品というものはほとんどなくて、１万円の製作費だけをいただくと

いう、それだけのために全国からエントリーしてこられます。ですから、ぜひとも行政としても、

もう一歩、大切な政策として踏み込んでいただきたいなと思うんですけれども、そこについてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 このアート展、議員もおっしゃられるように、新しい風を吹き込むものと私どもも感じておりま

す。 

 今後、こうした活動に対する支援といいますか、財政的な支援に関しましては、昨年度策定しま

した文化振興ビジョンに基づきまして、こうした活動の活性化を図るための新たな支援策も検討し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 いろんな国の制度も活用し、いろんなことを見て頑張ってしていただきたいなと思います。 

 そして、このまちの振興という視点なんですけれども、私もこのまち、いつからどうだったんか

なということをちょっと聞きたくて、産業の方にお聞きしたんですけれども、昭和４８年から始ま

って、５４年から工事を着工して、丘の上の白いまちということで、この商店街がああいうふうに

なったということなんですね。今、それこそアートの建築の方面のプロの先生方に聞くと、非常に

この商店街は建築的な価値があるというふうなこともおっしゃっておられるようで、お店の数もそ
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の当時八十何軒とあったようなんですけれども、今は２０軒台なのか３０軒台なのかわかりません

けれども、やはりどこのまちでも抱える、シャッター街という問題があるんですけれども、今回は

このアート展も１００円商店街と一緒になってやっていただくということで、１回目の１００円商

店街のときにも、本当に三重県で初めて亀山が一番乗りでされて、今回松阪の方でもするらしいん

ですけれども、そういうことでこのアート展も、美術館の方にも、松阪や伊勢からも応援してほし

いというようなことを井上館長さんにもお話があるらしいんですけれども、亀山のまねをしても仕

方がないだろうということで、本当に亀山に力を入れていただいている状況です。 

 この１００円商店街も、非常にお店の方もアートも含めて頑張ろうという気概を持っておられま

す。今までこんなに売れたことがなかったと。１回目の１００円商店街のときにもたくさん、お花

屋さんでも１,０００鉢以上の苗を売ったことって、よっぽどやないとなかったけど、あのときに

は本当に皆さんがたくさん来てくれた。アートをしていても、見たことがないお客さんがどんどん

店の中に入ってきてくださる。芸術家の方のお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんま

で来てくださる。いろんな思いで応援をしていただいています。 

 また、商店街全体が一緒になっていくということと、この商店街が活性化するという視点で、こ

のアートというものをどういうふうに考えられるかというのは、文化部長さんではなくて、産業の

方の国分部長さんにちょっとお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 私も見せてもいただきまして、変な意味ではなく、今の取り組みが継続して、今後につながって、

今言われた、２年、３年のそういったアートのやつにつながればおもしろいかなというような形で

考えておりますので、環境・産業部としても文化部と一緒になって、できる限りの支援をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 もう時間がありません。 

 この丘の上の白いまちをつくるにも、たくさんの投資がされていますんで、ぜひともここをまた

大切に使っていけますように、市と、また先ほどの交通と一緒で、行政が一体となっていいまちを

つくっていけるように、私も一緒に応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。終

わります。 

○議長（大井捷夫君） 

 ６番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午後 ０時０７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 
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○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして順次質問させていただきます。 

 今回、生きがいを持てる福祉の展開について、１点目として質問させていただきます。 

 総務省が６月末に発表した２０１０年国勢調査の抽出速報で、ひとり暮らし世帯が最も多い家族

形態となったことが明らかになりました。それによれば、一般世帯の家族形態別割合において、ひ

とり暮らし世帯が３１.２％となり、今まで最も多かった夫婦と子供世帯の２８.７％を上回った形

となりました。このことは、１９６０年の世帯に関する調査開始以来初めてのことであり、将来、

この単身世帯はさらにふえ続ける見通しであります。特に高齢者のひとり暮らし対策は、早急に具

体化する必要があります。 

 全国では、高齢者の１５.６％、約４５７万７,０００人が単身で生活を送っていて、男性の１０

人に１人、女性の５人に１人まで達しています。 

 ひとり暮らしの高齢者は、引き続き増加が見込まれ、団塊の世代が６５歳を迎える２０１５年以

降は急増することが予測されます。 

 昨年夏に全国的に見られたような高齢者の所在不明問題のような事態を二度と引き起こさないた

めにも、地域ぐるみで高齢者を見守る仕組みが必要だと考えます。 

 そこで１点目として、ひとり暮らし高齢者の実態把握について、市内の状況をお伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 本年８月１日現在の６５歳以上の高齢者は１万９９７人で、高齢化率も２２％となり、平成１９

年の２１％に比べ高齢化が進行しております。また、それに伴いひとり暮らし高齢者や高齢者世帯

も増加傾向にあります。 

 平成２２年１０月現在の民生委員・児童委員さんによります実態調査では、６５歳以上のひとり

暮らし高齢者が１,１５５人、６５歳以上の方で構成する高齢者世帯は１,３３０世帯となっており

ます。 

 平成１４年度から開始しましたひとり暮らし高齢者の訪問では、健康相談や福祉サービス等の相

談、困ったときの相談先の周知など、健康状態の悪化を未然に防ぐよう支援を行ってまいりました。 

 また、本年度から開始いたしました６５歳以上の２人暮らし高齢者世帯の訪問では、地域の方に

とってあそこは２人でいるから安心だというように、場合によってはひとり暮らし高齢者よりも目

が届きにくいケースもありますので、その実態把握と健康相談に努めているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 
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 ありがとうございます。 

 本当に、確実に当亀山市におきましても高齢化率も進んでおりますし、本当に待ったなしの状況

だなということを思いました。 

 また、特に民生委員さんには日ごろからお世話になって、こうやって訪問をしていただいている

ということに本当に感謝をしたいと思います。 

 ２点目としまして、ひとり暮らしの高齢者の見守り強化についてお伺いします。 

 健康福祉部の方では、先ほど部長の方で答弁ありましたように、本年度から２人暮らしの高齢者

のお宅も訪問をされているということで、この新たな取り組みに対して本当に評価するところであ

ります。 

 このような中で、今、各地における組織や人材といった社会資源を生かした見守りのためのネッ

トワークづくりをしていただいております。その中に、各地区コミュニティーに福祉委員さんを設

置していただいております。まずこの福祉委員の役割についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 福祉委員さんの役割でございますが、この福祉委員さんは、社会福祉協議会の委嘱という形で設

置をされておりまして、５０世帯に１名ほどの割合で設置をされているものでございます。その主

な活動内容といたしましては、地域住民の福祉課題を発見する、また地域における見守り、訪問活

動を行ったり、また地域の実情に応じた福祉活動をする。また、さらに地域だけでは問題解決でき

ない場合は、民生委員・児童委員さんと連携をとりながら、行政、社会福祉協議会、地域包括支援

センター等へ連絡をして、課題の解決に当たる。また、その他といたしましては、地域福祉に必要

とされる事業への参加協力などが上げられております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 今、部長の方で答弁いただきました、社協の方から委嘱をされているということですけど、高齢

化が進んでいく中で、本当にこの民生委員さんだけでなくて、こうやって福祉委員さんを置いてい

ただくことによって見守りが強化されていく。本当に大事なことだと思うんですが、この福祉委員

さんの意識向上のために何かされているのであれば、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 福祉委員さんでございますが、各コミュニティーに設置をされております福祉委員会というのが

ございます。これにつきましては、現在２４地区に設置をされております。そして、その中で３３

７名の福祉委員の方が活躍されております。地域におきまして、取り組み内容に違いがございます

が、２４地区それぞれが特色ある活動をされております。 

 福祉委員は、民生委員・児童委員や自治会、老人クラブ等と連携して、地域の高齢者を対象とし
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た見守りや訪問など、地域に根差した活動を展開されております。 

 また、認知症サポーター養成講座の受講や地域福祉に関する研修など、地域福祉の意識の向上に

も努められております。今後も、福祉委員が地域福祉の担い手として、地域で助け合い、支え合う

輪の中心となっていただくことを期待いたしております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 地域によっては少しばらつきがあろうかと思いますが、こういった人たちが本当に地域の支え合

いの中で頑張っていただいているということに本当に感謝を申し上げたいと思います。 

 もう一つ、日ごろからの安否確認として、郵便事業会社や新聞配達の方、それから乳酸菌飲料を

配っておられるような民間の事業者との連携をとることも大事かと考えますが、ご所見をお伺いし

たいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ひとり暮らし高齢者の見守りにつきましては、地区の民生委員・児童委員さんに従来からお世話

になっておりますが、今年度は新聞配達の方や牛乳配達の方など、家庭を訪問する職業の方と連携

し、配達物がたまっていないかなど、また集金時などの様子にご注意いただくことで、見守りネッ

トワークの輪が広がるよう努めております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 今年度から始めていただいているということで、そういった重なった支援が行われるということ

は本当にいいことだと思いますので、さらに進めていただきたいと思います。 

 ３点目としまして、認知症高齢者の徘回等の事故を防ぐ対策についてお伺いします。 

 徘回するおそれのある高齢者は、事件や事故に巻き込まれる危険性があり、また探し出す家族の

負担は非常に大きいものであります。 

 このような高齢者の情報の事前登録などはあるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 高齢者の徘回についてでございますが、８５歳以上の高齢者の４人に１人が認知症と言われてい

る現在、本市におきましても認知症高齢者の徘回につきましては、いつ起きても不思議のない状況

でございます。 

 その対策として、徘回のおそれのある高齢者に対しまして、ＧＰＳ機能を搭載しました徘回探索

装置の給付を進めております。この給付数ですが、平成２２年度は新規で６台、現在合計で９台で

ございます。 
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 しかしながら、徘回探索装置は常時端末を身につけておかなければならないということから、認

知症の高齢者に対して理解を求めることは容易でなく、家族による支援が必要となります。事前の

登録ということではなしに、お申し込みをいただいて、給付をさせていただいているということで

ございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ＧＰＳを貸与されているということで、今現在９台お貸ししているということで、さっき部長の

方が、８５歳以上の４人に１人が認知症というお話がありましたが、高齢者だけじゃなくて、若年

性認知症も今ふえているということもお聞きをしておりますので、こういった貸し出しがあるのだ

という周知もしっかりと行っていただきたいと思います。 

 二重、三重のセーフティーという観点からいけば、ガソリンスタンドなどの協力事業者や警察と

の連携も大事になろうかと考えますが、その点についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 この徘回等の対策につきましては、何よりも地域での見守り活動が不可欠だと考えております。

ご近所同士声をかけ合っていただいたり、地域の商店等見守りの拠点となる核をつくり、見守り体

制の強化を図っていきたいと考えているところでございます。 

 皆様方に周知をするとともに、ガソリンスタンド等にも声かけをしていきたいと、このように考

えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 いろんなあらゆる手を使って、そういうセーフティーをかけていかないと、大変なことになって

しまってでは遅くなりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから四つ目に移ります。 

 認知症サポーター養成の促進についてお伺いしたいと思います。 

 先ほど少し部長の方も触れていただきましたが、この認知症サポーターは、認知症を正しく理解

し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として、日常生活の中での支援をしていただく方であ

ります。何かを特別にやっていただくというものではなくて、友人や家族にその知識を伝えたり、

隣人として、あるいは商店街、交通機関等、町で働く人として活動をしていただくものであります。 

 認知症サポーターの養成講座を受講したサポーターには、そのあかしとして認知症を支援する目

印としてのブレスレット、オレンジリングをいただいているということであります。現在、この亀

山市においてどういった方たちを対象に養成をされているのか。また、この養成を受けられたサポ

ーターは何人いらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 
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 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 認知症サポーターとは、ただいまご紹介いただきましたが、認知症を理解し、認知症の人や家族

を温かく見守り、支援する人のことを言います。 

 平成１６年度から始まりました、認知症を知り、地域をつくる１０ヵ年キャンペーンにおいて、

サポーター養成に向けて認知症サポーター１００万人キャラバン事業が展開された結果、既にサポ

ーターは全国で１００万人を超え、さらなる養成が目指されております。 

 本市におきましても、民生委員・児童委員さん及び福祉委員さん、また市民の方にもご参加いた

だきながらサポーター養成講座を開催し、平成２２年度末までに５６１人のサポーターを養成いた

しております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 多分亀山市で初めてやった養成講座に行かせていただいて、私も受講させていただきまして、オ

レンジリングもいただきました。正しい知識を得ていくということが一番大事で、そういった意味

から、今部長が民生委員・児童委員を中心にとおっしゃいましたけど、今後対象としていく人たち

は、どういった方たちを対象に広げていこうとなさっているのか。さらには、子供たちにも、徘回

の高齢者というのはもう市内、徘回をされている可能性がありますので、そういったときに認知症

を正しく子供たちにも理解をさせていく必要はあろうかと思いますが、そういったことに対してお

考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 認知症サポーターの養成でございますが、先ほどは民生委員・児童委員さん、また福祉委員さん

をご紹介させていただきました。そのほかにも自治会の役員の方等にも声をかけさせていただきま

して、今後はさらに一般の方に広く受けていただくように進めてまいりたいと思います。 

 また、子供さんにつきましても、こういった福祉に対する理解、認知症に対する理解、こういっ

たものも大変重要かというふうに考えております。 

 現在は、成人の方を対象にサポーター養成を行っておりますが、次の段階といたしまして、福祉

教育という観点から、教育委員会とも連携したり、また地域での取り組みといたしまして、地域、

また社会福祉協議会とともに取り組みを検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 認知症サポーターの養成は大事なんですけど、このサポーターを養成するための講師の方、キャ

ラバンメイトさんも必要だと思うんです。私が受講したときには、多分県だったと思うんですけど、

そこから講師の方が見えていて、教えていただいたんですけど、いろいろ講座を受けたんですけど、
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このキャラバンメイトさんの養成は進んでいるのか。 

 それから、さっき部長がおっしゃった市民の方にこれからは広く周知をしていっていただきたい

ということでしたけど、一般の市民グループがどのようにしたらこの講座を受けることができるの

か、この２点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まずキャラバンメイトでございますが、認知症サポーター養成講座を行う講師役を務めるキャラ

バンメイトも２６人養成しております。今後は、このキャラバンメイトの協力も得ながら、各地区

のコミュニティーと連携し、地域ぐるみでの講座開催ができるよう、地域へ理解を求めていきたい

と考えております。 

 地域の皆様におかれましても、私どもの方へそういった講座の開催ということでお申し出いただ

ければ、出前講座というような形で積極的に出向いてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。 

 高齢社会にあって、幾重にも見守りがされているということは安心・安全なまちづくりの基本に

なってこようかと思います。特にさっき部長の答弁の中にはありませんでしたが、市役所の職員も

率先してこのサポーターになっていただきたいなと。また、ひな段に座っておられます部長級の方

たちも、本当に率先してサポーターになっていただいて、みんながオレンジリングを、市長、副市

長を初め、本当になっていただきたい。また、後ろにいらっしゃる議会の方も、理解を深めていた

だくために、議長、よろしく。私が決められませんので、そういった広がりを今後持っていく必要

が私はあるんではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 では、５番目の介護予防対策として、簡易聴覚チェッカーの導入についてお伺いをしたいと思い

ます。 

 厚生労働省の調査によれば、６５歳以上の方で聞こえづらいと自覚をしているのは１２.６％、

７０歳以上では２５.２％と、４人に１人は難聴を自覚しています。また、加齢性の難聴の発生頻

度は、６５歳以上で３０％、７５歳以上で６０％、８５歳以上は８０％を超えると言われています。 

 難聴から社会参加ができづらくなったり、家庭内でも孤立することにより、生きがいを失い、閉

じこもりやうつ、認知症になるケースがあると言われております。このように、進化をさせないた

めの対応をしていく必要があると考えます。 

 埼玉県鶴ヶ島市の耳鼻科医で医学博士の小川先生は、難聴からコミュニケーション不足になって

認知症になっていくということをご自身の父親の介護から気づき、簡易に難聴をチェックできる

「ペギーちゃん」という器械をつくられました。これなんですけど、音だけでなくて、わかりづら

い単語などが収録してあって、復唱したり、イラストカードで指先確認をしたりする器械でありま

す。 
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 鶴ヶ島市では、特定健診に難聴検査項目を取り入れ、医師会の協力のもと、内科医が簡易チェッ

クを行っております。亀山市では、介護予防の一つとして、おたっしゃチェックを行っていただい

ております。特定健診に入れるとなると、医師会のご理解をいただけないといけませんので、まず

このおたっしゃチェック５項目、目をつむってその場で足踏みをしていただいたり、立ち上がりの

チェックをしていただいたりという５項目があるんですけど、その中にこの認知症の予防の一つの

ツールとして、このチェッカーを組み込むことはできないのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 簡易聴覚チェッカーでございますが、これは簡易的に聴覚をチェックするもので、病院等で診断

を行う必要性の有無を知ることができるものと考えております。 

 議員ご提案の介護予防対策の一つとしての導入でございますが、耳が遠くなることで人が集まる

場に出向くことがおっくうになりがちとなります。そして、それが閉じこもりの原因の一つにもな

る可能性がありますので、自分の体の状態を知るきっかけの一つともなると考えております。 

 しかしながら、聴力の測定ということで、測定環境の整備が必須となりますので、環境整備等の

課題も含めて今後前向きに検討してまいりたいと考えております。ご指摘のおたっしゃチェックの

中に加えるといったことも含めて考えてまいりたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ５万９,８００円するそうです、あのチェッカーは。 

 やっぱり環境が大事だと思います、聴力のチェックになってきますので。でも、鶴ヶ島市でも皆

さんに問いかけるそうです。すみません、聴覚のチェックをしますので、少しお静かにしていただ

けますかという環境をこちらからつくってあげれば、それは可能だということを、私は鶴ヶ島市の

方に確認をしましたので、ぜひ前向きに検討をしていただきたいと思います。 

 ６番目に移らせていただきます。 

 救急医療キット配付の進捗状況についてお伺いします。 

 昨年３月に議会質問をさせていただいておりますが、亀山市地域医療再構築プランの中では、２

３年度に導入をするということでありました。この進捗状況についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 救急医療情報キットの配付、これにつきましては地域医療再構築プランに位置づけた事業であり

まして、現在、配付に向けて前段階の準備に取り組んでおります。 

 このキットは、１１９番通報で駆けつけた救急隊員が患者を搬送する際、また搬送先の医療機関

にとって必要な緊急連絡先やかかりつけ医などの情報をメモにして、専用の筒状のケースに入れて
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家庭に備えておいていただくものでございます。 

 対象となる方は、全員が６５歳以上の高齢者世帯、およそ２,５００世帯で、約３,７００人が対

象となります。現時点では、およそ８００人の方から配付の申請をいただいております。そのキッ

トのご案内の中では、ご記入をいただく内容が多岐にわたっておりますが、家族が帰省する８月盆

の時期に合わせて、８月１２日に案内を発送しており、家族の方に記入を手伝っていただいたり、

また民生委員の皆様にも記載の助言をいただくなど、ご協力をいただいており、一人でも多くの方

に申請をいただくように取り組んでおります。 

 また、より効果を高めるため、キット内の情報をデータ化いたしまして、消防と情報を共有して

活用することといたしておりまして、年内を目標といたしまして、各地区の民生委員さんに配付を

していただく、このように準備を進めているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 進んでいるということを確認させていただきました。 

 ９月１０日の伊勢新聞に市長が載っておりましたので、こうやって敬老会で紹介をしていただい

たという記事も載っておりましたので、前に進んでいるんだなあということを確認させていただい

ております。 

 ちょっと部長の今の答弁の中で、全員が６５歳以上の世帯とおっしゃいましたけど、日中に仕事

に若い方が出ていらっしゃるときなんかにも必要だと思いますし、３月の質問のときにも障がい者、

最終的には欲しいと思われる方は全員渡してあげたらいいんじゃないかということも提案させてい

ただきましたので、この全員が６５歳ということに限られている、そこに幅はないのか、１点お聞

かせ願いたいと思います。 

 それから、やっとこうやって前に進んで、年内にはご自宅の方に届くということでありますが、

全国の自治体ではどんどん進化しております。救急医療キットからさらに進化をしまして、携帯用

の救急医療キットなどの取り組みもしているようであります。 

 例えば先ほどありました、なかなかＧＰＳを持ちたがらない高齢者の方などには、その医療情報

を書き込んだ黄色いハンカチを持たせたり、それからスポーツ選手が首に巻いているゴム製の健康

のための、情報をインプットした健康ネックレスとして首に巻いたり、それからパスポートタイプ

のものにしたりとか、工夫していろいろご支援をいただいているようですけど、こういう携帯用の

救急キットに対する認識について、２点お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まずこのキット配付の対象の方でございますが、対象者は世帯全員が６５歳以上の方として、現

在取り組んでおります。しかしながら、日中独居の世帯など、ご要望の方もたくさん見えると思い

ます。今回は初めての事業でございますので、まずは世帯全員が６５歳以上の方を対象として実施

をしております。今後、日中独居等、希望される方に対しましても、申請や配付の方法等を検討い



－２３０－ 

たしまして、配付できるように取り組んでまいりたいと考えております。 

 それから、外出先での緊急時に活用できるような携帯キットの検討をしてはどうかということで

ございますが、外出先での万が一の事態に備え、医療情報などを常に身につけることは、特に持病

を持つ高齢者にとっては大きな安心につながるものと考えております。 

 しかしながら、今回、亀山市として初めての試みとしてキットの配付を準備しておりますので、

この取り組みを継続していくためにも、まだまだ改善が必要な点が出てくるものと考えております。

そのため、まずは今回の救急医療情報キットの取り組みを進めていきたいと考えておりますが、次

の段階に向けた新しい仕組みを研究する中で、ご提言いただきました携帯キットについても研究を

してまいりたいと、このように考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございました。本当に二重、三重のセーフティー、いろんな取り組みを考えていただ

いて、また全国的ないろんな事業があろうかと思いますので、研究していただいて、高齢者の方が

安心できるような対応をしていただきたいと思います。 

 それでは、危機管理体制についてお伺いをしたいと思います。 

 このたびの台風１２号において、紀伊半島を初め三重県内にも大きな被害がありました。犠牲に

なられた皆様のご冥福をお祈りしますとともに、浸水等で被害を受けられました皆様へ、心からお

見舞い申し上げます。 

 亀山市内でも、犠牲者は出ませんでしたが、がけ崩れや土砂崩れが、全協の市長報告であるとい

うことがされました。さらには、椋川の水位の上昇によって、四つの地域に避難勧告が出されまし

た。さらにまた、７月の台風６号でも、鈴鹿川の急激な水位の上昇によって、１地域で避難勧告が

出されております。 

 この二つの台風による検証について、私もお伺いをしようと思いましたが、午前中に福沢議員が

いろいろと検証された課題のことを聞いていただきましたので、ここはちょっと省かせていただこ

うと思います。 

 東日本大震災の後ということもありまして、市民の皆様も、それから職員も非常に緊張した中で

の避難勧告であったろうと推察されます。 

 私も、この７月の避難勧告のときに、議会事務局の方からメールをいただきまして、避難勧告が

出されるんだということで、すぐ南鹿島の方に行って、知り合いですけど、日中に高齢者だけのお

宅とか、高齢者だけの世帯のところに回っていきました。避難勧告が出されたということで、移動

が困難ということで、私もその方を積んで、東小学校の方に送っていきましたし、それからもう１

軒は、足が不自由な高齢者の方だったので、新さんと２人で車に乗せてお連れをしました。 

 先ほどの答弁の中にもありましたけど、職員がずっと１軒ずつ回ってもいただいていましたし、

それからバスも南鹿島のときには用意してあって、市役所のバスがとまっておりましたし、本当に

緊張感の中で多分皆さん手を打っていただいたんだなと思いました。 

 本当にありがたかったなと思ったんですが、その高齢者の方、足の不自由な方は、おしめをされ

ていたんですね。私もおしめのかえを持たないでいいのと言ったら、いいと言って、そのまま連れ
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てはいったんですけど、結局南鹿島のときには一昼夜だったんですよね。次の日の朝に解除された

ので、そのままいらっしゃって、７時過ぎぐらいにうちに電話があって、家に連れて戻ってもらい

たいということだったので、お連れしたんですけど、おしめが漏れていたんですね。だから、そう

いった課題はあったんだなということをすごく私自身感じました。 

 先ほどの危機管理局長の答弁の中でも、ニーズの把握ができていなかったということもありまし

たので、本当にそういった一つ一つのことというのはしっかり庁内で検討はされたと思うんですけ

ど、いろんなご意見を聞きながら、危機管理局長のところへ行ったらアンケートもとらせていただ

いたということもおっしゃっていましたので、そういうことでしっかりとこの検証はしていただき

たいと思います。 

 いざというときに、さまざまな対応を迫られるのが現場であります。 

 静岡県が開発をしました避難所運営を机上体験できるカードゲームで、避難所ＨＵＧというもの

を使って訓練をしている自治体があるそうですが、亀山市での避難所開設における訓練はされてい

たのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 避難所運営に関する研修につきましては、ことし７月に地域防災計画に定める代表避難所ごとに

選定しました指定職員３１名と、災害対策本部救援対策部として、直接避難所運営に当たる市民部

５室の職員、計３６名を対象に、先ほどご紹介いただきました避難所運営ゲーム、頭文字を取って

ＨＵＧと言いますが、これの研修を実施いたしました。静岡県が考案したこのゲームは、避難所を

どう運営するか、避難所で起こるさまざまな事態にどう対応していくのかということをシミュレー

ション形式で展開していくものであり、今後、代表避難所の代表者である自主防災会長などにも行

っていただくよう計画しているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 午前中の福沢議員の質問の中でも、そういった避難所運営に対する課題みたいなのもいろいろと

あらわれているみたいですので、こういうゲームですけど、さまざまなことを想定した対応を日ご

ろから訓練されていくということは大事だと思いますので、いろいろ広げていっていただきたいと

思います。 

 また、特にもう１点は、今回、避難をされている市民の方のご様子を、私も１２号のときも井田

川小学校や東小学校、東小学校はどなたも見えませんでしたが、行かせていただいたんですけど、

市民の方の意識にかなり差があるなあということも感じました。 

 特に南鹿島の台風６号のときには、本当に手提げかばん一つで、普通に買い物に行くぐらいの感

じで出てこられた方、それからこんな大きな袋を何個か持って集まられた方、すごくその差がある

ことが自分の中で印象に残っております。 

 勧告というのは、この間の全協のときに市の方で命令することはできない、あくまでも市民の皆



－２３２－ 

さんの対応やということだったんですけど、本当にその意識を高めないと、勧告が出て、あのとき

は鈴鹿川が水位がかなり上がっていましたけど、もしかしたら最悪それが決壊をしてしまったら、

家のものは全部流されてしまうとか、水につかっちゃうというようなことを考えると、やっぱり勧

告まで出るということは、自分自身が意識を高めていかないといけないんだなということをすごく

思いました。 

 東日本大震災の後ですし、もっともっと私は市民の方たちのそういう意識は高いのじゃないかと

思ったんですけど、それぐらい幅があったということですので、今後、こういった面の市民の方へ

の意識啓発ですけど、どのようにされていくのかお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 非常持ち出し品などの準備につきましては、直接、地域に出向いて行っております防災出前講座

や防災マップ、それとホームページの方でも紹介をさせていただいておりますが、この中で説明を

しておりまして、近い将来発生が危惧されています東海・東南海・南海地震や、ことし３月の東日

本大震災などのように長期の避難所生活が予測される大地震を想定し、自分自身で３日分の食料、

最低３日分の生活必需品等の備えを準備しておくよう啓発を行ってきているところでございます。 

 市民の皆様には、今回のような一時的な避難の対応についても理解していただけるよう、引き続

き機会をとらえまして啓発をしてまいりたいと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 市がやるべきこと、また市民としてやるべきこと、いろいろ課題が見えてきた今回の台風だった

んだなということを思いました。 

 ２点目として、女性防災会議の開催についてお伺いします。 

 まず、亀山市の防災会議のメンバーはどのようなメンバーが集っておられるのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 防災会議の組織の構成につきましては、亀山市防災会議条例の定めるところによりまして、指定

地方行政機関、指定公共機関といった所定の機関の職員で構成をしております。 

 現在１９名の委員で構成をさせていただいております。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 国の防災基本計画には、２００５年に女性の参画、男女双方の視点が初めて盛り込まれ、２００
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８年には政策決定過程における女性の参加が明記されました。 

 この防災会議のメンバー、今１９名とおっしゃいましたが、女性は入っておられるのか、お伺い

したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 防災会議の委員の中の女性でございますけれども、現在の中では鈴鹿保健福祉事務所長、それと

教育長、２名でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 今２名入っていただいているということですが、これは役職で決まっているということですので、

役職が、その方が男性になれば女性は皆無ということもありますので、私が今回提案をしたいのは、

女性だけで一回防災会議というのを開いてみたらどうかということであります。これは、女性の視

点というのは本当に細かいところにありますので、今回のこともそうですけど、課題の洗い出しが

何かできないのか。もう一つは、庁内における女性の人材育成の取り組みにもなるのではないかと

いうことと考えます。 

 そこで出てきた課題を今後防災計画に反映させていく、そういうふうな形で女性だけの防災会議

というのをとることはできないのか、これに関してご所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 今回、避難所運営等の検証を図っていく中で、女性ならではの目線や配慮に関する意見などを積

極的に受け入れていきたいとも考えておりまして、市内には防災活動等を中心に行っている女性の

団体などもありますことから、まずはこのような団体と情報交換を図り、進めていきたいと考えて

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 女性は地域に人脈を築き、地域のことをよく知っております。介護や子育てといった具体的な経

験を通じて、子供や高齢者、生活者の視点を持っております。こうした女性たちが災害時の担い手

として、その力が発揮できるような取り組み、６月議会でも私も触れましたが、大きな地域資源と

しての女性力の活用を今後の防災の視点だけでなく、まちづくりの視点にも取り入れていただきた

いと思います。まずは、防災会議が役職で女性がいないということにならないようお願いをして、

終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 ７番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 
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（午後 １時４７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５８分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１０番 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 緑風会の坊野洋昭でございます。 

 時間をたっぷりいただいてまいりました。頑張ってやりたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 早速、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 

 まず大きな１番目、事業仕分けについてお伺いをいたします。 

 １点目です。 

 平成１９年度に始められた事業仕分けは、平成２２年度までの４年間で１５１事業を検討され、

これまで削減、廃止、民間委託などの判定を受けた１９事業を見直し、約６,３００万円を減額し

たとのことですが、質問の１点目として、この事業仕分けの目的、意義は何かというふうなことを

お伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 事業仕分けの目的、意義でございますが、まず目的としまして、公開の場において実施すること

により、市民の皆様に事業の中身を知っていただくことや、職員の意識改革、さらに判定結果や仕

分け委員会の意見を踏まえ、改めて事業の必要性や改善点などについて検証し、その結果を今後の

予算編成に反映するよう努めていくことを目的としております。 

 それから意義でございますが、事業仕分けを行うことの意義といたしまして、行政に刺激を与え、

市が行うべきサービスは何かを改めて真剣に考え、事業の効率化につなげることであると考えてお

るところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 私の感覚では、事業仕分けという手法は、政権がかわったとき、あるいは市長が交代されたとき、

いわゆる前任者のやった事業に対して見直しをかけるというふうな形で受け取ってしまっておりま

した。ただいま目的、意義を聞かせていただきました。その点については、評価をいたします。 

 ２点目として、平成２２年度までの事業仕分けについて、どのような評価をされているのか。そ

の総括をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 
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 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 今までの総括ということでございますが、事業仕分けは亀山市行政改革大綱に位置づけを行い、

行政改革の一環として、平成１９年度、２０年度、２２年度及び２３年度において、４回既に実施

しておるところでございます。平成１９年度の事業仕分け導入からご指導いただいております滋賀

大学 石井教授からは、回を重ねるごとに職員のプレゼンテーション能力の向上など、意識改革に

よる成果があらわれているとの評価もいただいたところでございます。 

 過去３回の事業仕分けにおける主な事業の見直しといたしましては、仕分け委員からいただいた

意見を踏まえ、運動施設等の公募による指定管理者制度への移行や、前納報奨金交付事業及び学校

開放管理指導員謝金の廃止などが見直した項目でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 去る８月２８日、亀山市総合保健福祉センターで、平成２３年度事業仕分けが実施されました。

担当部局が主要事業を除いた事業の中から２０事業、１億７,０００万円を対象に、市民委員、外

部委員及び市の事業担当者の皆様が４班に分かれ協議された結果、不要が１事業、規模見直しで継

続が１６、現行どおりが３事業と判定されました。 

 そこで、平成２３年度事業仕分けについて、３点ほどお伺いいたします。 

 １点目です。 

 まず最初に、だれが何人でどのぐらいの時間を使って行われたのかということで、事業仕分けは

どんな形で行われたのかということをお伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 先ほど議員申されましたとおり、８月２８日午前１０時半から午後５時までにおいて、２０事業

を対象に事業仕分けを実施したところでございます。 

 事業仕分けの体制におきましては、１班当たりコーディネーター１名、それから市民委員３名、

外部委員２名の６名で１班を構成しておりまして、４班が１事業当たり６０分を使って実施したと

いうふうなことでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 市民委員とか外部委員とかの事業仕分けの委員は、だれがどのような観点から選ばれたのかとい

う点について、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 
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○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 事業仕分けにつきましては、４班体制で、１班５名ということで、計２０名の体制で行っており

まして、まずそのうちの１３名の市民委員につきましては、亀山市行政改革の審議機関である行政

改革推進委員会委員を中心に、また経済界、労働界などから市が選任いたしました。 

 市民委員については１人ダブっておりますので、１２名を１名、補充の方が１名おりました。 

 それから次に、８名の外部委員につきましては、滋賀大学 石井教授に依頼をしまして、公共経

営に関心のある行政、市民、それから民間企業の有志が集まる任意の組織であります滋賀大学ＮＰ

Ｍ研究会に所属する自治体職員及び民間企業職員の方を人選いただき、市が選任したところでござ

います。計２１名でございます。すみません。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 不要とされた事業が１事業というふうなことですけれども、不要とされたのはどういう事業なの

か。今後、それをどのように扱っていかれるのかという点についてお伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 今回の事業仕分けにおいて、総合環境研究センター事業が不要と判定されております。この班と

しての統一意見といたしましては、環境を考える市民をつくることは重要であるが、総合環境研究

センターの現状の事業内容では手段として適切ではないなどというものでございました。市といた

しましては、判定結果はもとより、班としての統一意見を十分に踏まえながら、今後検討してまい

りたいと考えておりまして、現在検討中でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 事業仕分けについて、いろいろな問題点が指摘をされております。 

 例を挙げてみます。議論をする時間が少なく、議論が不十分ではないのかということ。もう一つ、

対象事業の選択の基準があいまいで、市が選んだものばかりであると。もう１点、委員の選び方に

問題があり、地域の事情に精通していない人が判定するということに疑問があると。もう１点、事

業担当者の説明の仕方により判定が左右される心配がある。これら以外にも、研究者、学者と言わ

れる人から、もっと辛らつに批判されている部分もあります。亀山市で事業仕分けを始めて５年が

経過したことになります。指摘されている点について、改善の余地があると思いますが、今後も事

業仕分けを同じ手法で続けていかれるのか、お考えをお聞かせください。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 
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 事業仕分けについて、今後どのようにするのかというようなことでございます。 

 平成２２年度及び平成２３年度の事業仕分けを私どもワンセットとして考えておりまして、一応

の区切りを迎えております。過去４回の事業仕分けを省みますと、職員の事業に対する成果志向が

定着しつつありますが、一方では事業仕分けの実施に基づく検証結果を事業の見直しに生かし切れ

ていないという現状もございます。また、現在実施しております行政評価の検証や事務事業評価の

導入システムの検討など、各評価システムとの関係性などについて十分整理する必要があるという

ふうなことを考えておりまして、事業仕分けにつきましては、平成２４年度、来年度については一

たん休止をして、それらのことについて整理をしたいというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 大きな２点目の質問に入ります。 

 避難所指定についてお伺いをいたします。 

 亀山市議会では、さきの６月議会で、公立学校施設における防災機能の整備を図るための予算を

求める意見書を政府に提出することを全員一致で議決をいたしました。 

 この意見書の概要は、政府におかれましては、大規模地震等の災害が発生した際、公立学校施設

において地域住民の安全で安心な避難生活を提供するため、耐震化等による安全性の向上とともに、

防災機能の一層の強化が不可欠であるとの認識に立ち、公立学校施設における防災機能の整備を図

るための予算を確保することを強く要望いたしますというものです。 

 この６月議会が終わりました後、８月６日の新聞に「避難所指定校設備不足７割」という大きな

新聞記事が出ました。サブタイトルには「防災倉庫、通信装置なし」とあります。文部科学省の国

立教育政策研究所が実施した今年度の調査結果についての記事でありました。岩手、宮城、福島の

東北３県を除く全国の公立学校での調査結果ということです。東北３県を除くということは、さき

の東北大地震の影響で調査に回答できなかったものと推察しますが、改めて震災の被害の大きさを

感じました。 

 内容を見ますと、東北３県を除く全国の公立校３万４,１８５校で、避難所に指定されていたの

は３万５１３校です。公立校のほとんどが避難所に指定されております。 

 この避難所に指定されている公立校の体育館、一般に学校が避難所といいましても、大体は体育

館ということになっているらしい。この体育館のうち、７８％にトイレはあったと。高齢者や身体

障がい者が使いやすい洋式の設置率は４８％と、５割を切っています。防災倉庫の整備率は３５％、

非常用の通信装置は３０％、自家発電装置は１８％と低く、文部科学省の目指している学校の防災

拠点化への課題が改めて浮き彫りになったとあります。学校の防災拠点化への課題が改めて浮き彫

りになったわけですけれども、約９割の公立学校が避難所に指定されているにもかかわらず、防災

機能が十分ではないとも指摘しております。 

 そこで、亀山市内の避難所指定についてお伺いをいたします。 

 １点目です。避難所は、市内に何ヵ所指定されているのか。そのうち学校は何ヵ所あるのかとい

うことをまずお伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 
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 坊野洋昭議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 避難先には一時避難場所、指定避難所、代表避難所の大きく三つに区分しております。 

 次に、それぞれの区分についてでございますけれども、一時避難場所とは、災害が発生した直後

に家族や自治会単位などで一時的に集合する安全な広場などで、次に指定避難所につきましては、

公共施設で一時的な避難生活が可能な施設で、コミュニティセンターなどでございます。また、代

表避難所とは、各地区の防災拠点となる避難生活が可能な公共施設であり、小学校、中学校、市体

育館を指定しております。 

 数でございますが、それぞれの避難先の指定数ですが、一時避難場所が１８７ヵ所、それと指定

避難所が３１ヵ所、それと代表避難所が１５ヵ所となっておりまして、この代表避難所の１５ヵ所

のうち、小・中学校、学校施設につきましては１２ヵ所となってございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 代表避難所１５ヵ所のうち１２ヵ所が学校であるということをお聞かせいただきました。 

 では、この代表避難所にはどのような設備の設置が必要と考えておられるのか。現在あるなしに

関係なく、最低このようなものが必要だというふうな形でお聞かせください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 東日本大震災においても、避難所施設の充実が論点になっているところの中で、特に代表避難所

におきましては、避難生活が可能な施設でありますことから、このことを前提とした設備を有する

必要があると考えているところでございます。 

 施設といたしましては、災害時にすぐさま必要となる資機材を収納するための防災倉庫、災害対

策本部等との連絡や避難者に情報提供するための通信装置、電力を確保するための発電装置や照明

器具、高齢者等でも利用しやすいトイレ等の附帯設備も必要と考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 いろんな意味で、いわゆる障がい者も使えるようなトイレが必要ですよというふうなことですけ

れども、現状、学校を見ますと、そのようなことは非常に困難であろうと思われますし、ひどいと

ころには体育館そのものにはトイレがないところもあろうかと思います。そういうふうなことから

考えてみますと、とんでもない金をかけて準備をしなければいけないというふうな結果になってし

まいます。 

 ですから、あまり多くを要求するわけではありませんが、次のところで、防災倉庫、非常用の通

信装置、自家発電装置は、学校でどの程度配備されているのか。３点に絞ってお聞かせください。 
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○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 避難所におけます設備でございますけれども、自家発電装置につきましては、学校等については

発電装置につきましてはございません。対応させていただく方法としましては、市の方で備蓄にあ

ります発電機を使わせていただいて、避難所の照明等に活用させていただこうと。燃料による発電

機であったり、プロパンガスですね。ここら辺の発電機を使わせていただいて、避難所の方の装備

という形でさせていただきたいというふうに考えております。 

 通信の方につきましては、現在、代表避難所１５ヵ所の中ですけれども、防災倉庫を併設させて

いただき、また防災資機材の備蓄もできるスペースを確保してきておりまして、施設は５ヵ所、防

災倉庫をさせていただいております。 

 ことしにつきましては、南小学校、野登小学校に設置を進めているところでございます。 

 通信につきましては、今現在、衛星携帯電話を各代表避難所の方に１台配備をさせていただいて

おりまして、設置の方は１００％、各代表避難所すべてに衛星携帯電話を設置させていただいてお

るところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 自家発電装置ゼロということですが、これは市の持っておるものを持っていって使われるという

ふうなことで、特にそう急ぐこともないかもわかりません。ただし、防災倉庫はやはり必要だと思

いますし、頑張ってほしいと思います。 

 非常用の通信装置が１００％あると。これについては、衛星携帯電話であるというふうなことで、

この点につきましては感服をいたしました。よそではほとんどないそうでございますので。 

 ところが、この衛星携帯電話というのは、初めての人がだれでも使えるというふうなことにはな

っていないらしい。ある方角を向けなければよく通信ができない。それから、どうも窓際へ持って

いかなければ、ちょっと感度がよくないとか、いろんなことが言われております。そこで、せっか

く１００％あるこの非常用の通信装置、まず最初に学校にあるんであれば学校の先生方が使えなけ

ればいかんだろうと思います。 

 充電式で、常に充電した状態のままであるというふうなことは伺っております。ですから、停電

になっても使えるんだということ。ただし、残念なことに、これの使い方の講習を受けたのか、実

際に使ってみたことがあるのかというふうなことを聞いたら、どうもそれがなされていないみたい

だ。衛星携帯電話の使用方法の、特に学校の先生方への周知、あるいは講習会程度のものはやられ

たのかどうかをお聞かせください。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 学校関係者に対します衛星携帯の取り扱いの周知でございますけれども、本年度当初にそれぞれ
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の学校での避難所開設にかかわります指定職員が直接学校に出向きまして、この取り扱いについて

説明をさせていただいております。同時に、本部と通信ができるかという訓練もさせていただいて

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 衛星携帯電話、非常に有効なものだろうと思います。宝の持ち腐れにならないように、実習なり

をやっていただけるようなご指導を十分お願いしておきたいと思います。 

 次に行きます。 

 さきに述べました文部科学省の国立教育政策研究所の調査結果の中で、学校用の災害対応マニュ

アルは多くの自治体で策定していたが、学校が避難所を運営するための内容を盛り込んでいたのは、

市町村では３３％にとどまっていると指摘をしております。 

 そこで、亀山市内学校の防災対応マニュアルの策定についてはどうなっているのかをお伺いいた

します。あわせて、衛星携帯電話について、学校の先生方への使い方の周知、これは教育委員会と

してはどのように考えておられるのかというふうなこともお伺いをいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 議員ご指摘の、市内の小・中学校は災害時の代表避難所、または指定避難所となっております。

災害や避難所等の状況によっては、施設管理者、いわゆる学校の適切な対応や協力が求められ、そ

のことが人命や避難所運営にも大きく影響することは明らかであります。 

 これまで、各学校では避難所対応については県教育委員会が発信している手引書の内容を指針と

しておりました。しかし、今回の東日本大震災を受け、教育委員会といたしましても、避難所対応

マニュアルが必要であるとの観点から、モデルマニュアルを作成し、８月上旬に各小・中学校に避

難所対応マニュアルの作成を指示したところでございます。 

 現在では、地震や風水害発生時の対応マニュアルとともに、すべての小・中学校において作成が

終わったところでございます。その内容といたしましては、当市災害対策本部が作成いたしていま

す避難所運営マニュアルとの整合を図りつつ、災害時の学校の役割や施設管理者（学校長等）の役

割及び教職員の支援体制等を取りまとめたものでございます。今後におきましては、関係者への周

知や計画的な訓練を積み重ね、必要に応じて見直しを推し進め、安全・安心の学校づくりを進めて

まいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、衛星携帯電話の関係でございますが、ことしの異動で、学校というのは管理職が随分かわ

られました。特に教頭先生が多くかわられましたので、教育委員会から危機管理局の局長に、うち

の管理職もかわったので、その衛星携帯電話の説明や指定職員との顔見せをしておいてほしいとい

う旨を、私の方から４月に申し入れをいたしました。その中で、ややもすると充電がしてないこと

が起こったら大変だとか、また指定職員が顔も知らんのに学校へ来たら、不審者と勘違いするんじ

ゃないかというような思いもございましたので、何とか指定職員との顔見せをするとか、そういう
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コミュニケーションが大事なんだろうという思いで、４月に申し入れをして、危機管理局もそれに

従って、そういう場を設けていただきました。そのことを、５月の校長会で、またそのことを各学

校でも一度衛星携帯電話があることや、本当に学校としても災害が起こったときにどうすればいい

のかというのを再度考えてほしいと。それは、子供たちが帰るときに、帰る途中で起こったらどう

するんやとか、実際の例を挙げて考えてほしい旨を教育長からも指示が出されました。それという

のも、今回の東日本大震災で釜石の奇跡ということがありましたけれども、現実に対応して、その

場で確認をして対応する能力が求められておりましたので、それに対応するよう指示を出したとこ

ろでございます。 

 今後とも、学校と一緒になって、教育委員会といたしましても安全・安心の学校づくりに向けて、

マニュアルだけじゃなくて、それを訓練することで、それがもっと増していくんじゃないかという

思いもございますので、そういうふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 大きな３点目の質問に入ります。 

 県と市町の地域づくり連携協働協議会（地域会議）のトップ会談についてお伺いをいたします。 

 ８月２２日、県の鈴鹿庁舎で鈴鹿・亀山地域分のトップ会談が開かれました。その中で、櫻井市

長は、新名神高速道路や東海環状自動車道の整備に触れ、北勢地方のポテンシャルはさらに高くな

ることが予想されるとして、知事に県土づくりの方向性を質問したとあります。さらに、県が本年

度中に策定する新総合計画に関しては、産業間や企業間の連携は一部しかないと。つながりは大変

重要な政策テーマと述べられ、広域で連携を図る仕組みづくりを要望したと、こういうふうなこと

になっております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 トップ会談に臨むに当たり、亀山市としてはどのような準備をされたのか、この点を最初にお聞

かせください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 議員申されましたとおり、県と市町の地域づくり連携・協働協議会におけるトップ会議につきま

しては、鈴鹿・亀山地域において、８月２２日に開催されたところでございます。 

 トップ会議の開催に当たりまして、６月には開催日が決定しておりまして、決定した以降で亀山

市と鈴鹿市からの地域で選定する議題を考えまして、その提出が６月下旬に、それからこの決定に

ついては、これは県民センター、あるいは県の本庁で最終的に調整を行いますが、これが７月の中

旬に行われたところでございます。 

 ということで、この地域で選定する議題、危機管理と県土形成の方向性、私どもはリニア関連と

か、あるいは新名神の方向性も含めた県土形成の方向性について意見交換をしたいというようなこ

とで、市長の意向でこういった方向性で知事と意見交換をするというようなことで、県本庁の方に
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はこういった議題をお願いしたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 トップ会談では、何を要望されたのかという点について、もう少し詳しくお聞かせ願えますか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まずトップ会議については、県と市町が意見交換を行う場所ということで設定をされておりまし

て、その中で、今回のトップ会議では、県から提案する議題として新しい県政ビジョンの策定に向

けてというようなこと。それから、先ほど申しました地域で選定する議題として、県土形成の方向

性についてと危機管理についての意見交換をしたところでございます。 

 地域で選定する議題として、県土形成の方向性では、新名神高速道路、亀山西ジャンクションの

フルジャンクション化の実現や、高速道路網を生かした産業振興や新たな土地利用の可能性、さら

には大規模な自然エネルギーの導入も視野に入れたエネルギーの確保など、今後の県土形成の方向

性について意見交換を行ったところでございます。 

 また、危機管理につきましては、内陸部における地震被害想定の見直しや、地震対策への県と市

町が連携した対応、土砂災害や地震災害などを総合的にとらえた防災対策の一体化などの必要性に

ついて、意見交換を行ったところでございます。 

 そのほかにも、木材流通の仕組みの構築などについても、県の方に提案を行ったところでござい

ます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 会談後に、知事は記者の取材に応じて、こう答えられたとあります。きょうは大きな話題が多か

ったと。また、一対一で具体的な話をしたいと述べられたそうです。 

 一方、同じ日に行われたいなべ市や東員町との会談について聞かれますと、まずいなべの土石流

の現場はめちゃくちゃリアリティーがあった。管理道路を含め、継続的に支援をしたいと。東員町

につきましては、東員町は提案型で、有意義で、ヒントもたくさん得たなどと話したとあります。

これ新聞に大きなタイトルでは、亀山・鈴鹿分というふうなことで出ておりましたが、そのわきに

今のいなべ、東員町でやった感想も同じ記事として並べて書いてあるような感じでした。 

 この記事を読んで、知事と市長のトップ会談に対する認識の相違があったのかなという感じを受

けたのは私だけではないような気がするんです。この記事だけを見ますと、知事はもうちょっと地

域独自の要望的なものを聞きたかったというふうな認識だったのかなあと。それに対して、亀山さ

んの話は大き過ぎましたよというふうな感じを受けられたのかなというふうな思いをしましたので、

このような点は別にしまして、今回のトップ会談に対しての市長の評価をお聞かせください。 

○議長（大井捷夫君） 



－２４３－ 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 坊野議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 今回のトップ会議におけます新聞の報道につきましては、事実を今回は書いていただいたという

ふうに思っておりますが、ただそのすべてを多くの会議全体の中のまさに一部、これに対するコメ

ントの一部ということでございますので、これに対しては私自身がどうこうということは差し控え

させていただきたいと思います。 

 このトップ会議でございますけれども、市長の感想、評価はということでございました。これは

毎年度継続して実施をされておりまして、私自身も野呂知事の折から３回目ということでございま

した。いずれも広域的な観点で県と市町が意見交換を行える場として、大変有意義なものであると

いうふうに考えております。 

 そして、本年度につきましては、鈴木知事の就任後初めての開催となったことから、今後の県政

の方向性や考えについて共通認識をさせていただけたというふうに考えておりますし、知事は当然

鈴鹿市、亀山市のさまざまな課題や全体の問題につきましてよくご存じをいただいておりましたの

で、それを前提に、少し今後の県の計画等に反映をしていただきたいという思いで、そういう考え

方を共有させていただけたというふうに考えております。 

 過去２回とは雰囲気が、正直なところ違いまして、知事ももちろんそうでございますし、鈴鹿の

市長さんも交代をされましたので、大変フレッシュな雰囲気の中でこの会議をさせていただいたと

思っております。 

 私自身は、このトップ会議の意義につきましては、県に対して個別・具体の要望を行う場ではな

くて、地域におけます課題につきまして、包括的な意見交換を行い、県と市町のパートナーシップ

の構築や相互理解を促進する場であるというふうに考えております。 

 そういう観点から、今回は地域で選定する議題として、県土形成の方向性や取り組みについて提

案をして、意見交換を行わせていただいたものでございます。今後も、さまざまな場面、機会を活

用し、広域的な観点からの県に対する政策提言、政策要望はしっかりと行ってまいりたいと考えて

おるところでございます。 

 なお、本市特有の課題等につきましては、１月に開催を予定されております、今度は知事と各市

町の首長との１対１の対談におきまして意見交換を行わせていただきたいと、このように考えてお

るものでございます。よかったというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 どうもありがとうございました。 

 次の質問へ入ります。 

 市道野村布気線についてお伺いをいたします。 

 時間があと１２分ですが、足りるのか足りないのかわかりません。少しはしょりながらやってみ

たいと思います。 
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 通告の１点目です。市道野村布気線について、平成２５年度の供用開始は可能かということにつ

いて一問一答的な形で少し質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 まず最初に、県道亀山関線と同時に開通するために、平成２５年度供用開始はできるのか。市道

野村布気線、２５年度供用開始についてお聞かせください。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員の質問に対する答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 市道野村布気線につきましては、測量設計が完了し、用地買収を進めてまいりました。既に個人

の地権者につきましてはご理解をいただくことができましたが、残る企業との用地交渉がはかどら

ないため、供用目標である平成２５年度を１年先送りさせていただき、平成２６年度の供用開始を

目指して、さらに用地交渉を初めとする事業の推進に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 供用開始、もう１年延びると、平成２６年度というふうなことです。企業３社との話し合いがつ

かないというふうなことですけれども、この企業３社ということになりますと、どことどことどこ

なのかを聞かせていただけますか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、既に個人の地権者についてはご理解をいただくことができました

が、残る道路計画区域内の企業３社との交渉を現在進めているところでございまして、当道路事業

についての必要性はご理解をいただいているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 企業３社との話がついていない、多分こういうことだろうと思います。市道野村布気線の計画道

路内には企業３社があるだけです。ほかに一切建物その他ありません。すべて農地ばかりでありま

す。地元地権者は、全員協力をいただいており、用地買収交渉はすべて終わっているはずです。と

いうことになりますと、交渉が難航しているのは、この企業３社のうちのいずれかということにな

ります。あるいは全部なのか。名前を出すことができないのであれば、３社しかないわけですから、

大体わかりますので、できましたらこの企業３社で間違いないか。その３社の名前はここで言って

もらえるのかどうか、お伺いします。 

○議長（大井捷夫君） 
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 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 企業３社ということでございますが、道路計画区域内の３社ということでございますが、具体的

な企業名については、この場では差し控えさせていただきたいと存じます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 名前は控えさせていただくというふうなことですけれど、企業３社といいますと、この計画道路

の東の端に企業が２社あります。西の端に企業が１社あります。この東の端の２社のうちの１社は

地元のばりばりの企業が筆頭株主みたいです。社長も出されておられる企業です。残りの企業２社

は、都市計画道路としての線引き後に開業をされております。道路事業が始まるときには協力する

という一筆を入れておられるはずです。企業が３社とも早期解決が見込めないとはとても思えませ

ん。どうなっているんですか。 

 用地交渉の担当者の努力が足りなかったのか、ほかの仕事が忙し過ぎたのか、あるいは企業の要

求が大き過ぎるのか、このぐらいしか考えられないと思います。そういうことを考えてみますと、

用地交渉にもう乗ってこないということはちょっと考えられない。何がネックになっているんだと

いうことをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 先ほども申し上げましたように、所有者であります企業側も、野村布気線の道路整備につきまし

ては、その必要性を理解していただいているところでございます。 

 そこで、道路整備に必要な用地、それに伴う物件の移転補償などの交渉をさせていただいている

ところでございますが、企業が所有している当道路整備に必要な用地につきましては、遊休地では

なく、現在、企業の操業に必要な用地でありますことから、土地が減ることへのかわりの代替地や、

土地を売ることによる営業的な補償などの企業の経営にかかわることから、細部にわたっての条件

整備に時間を要しているというのが現状でございます。 

 昨今の経済状況の厳しい折から、所有者である企業側も厳しい状況ではありますが、ご理解をい

ただけるようお願いをしているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 主要事業が１年おくれる。平成２６年度に供用開始を目指したいと。ところが、この野村布気線

の事業につきましては、予算は合併特例債で充てられている。合併特例債は、合併後１０年以内に

工事が完了するものに限って使えるというふうなことだろうと思います。１年延びて、平成２６年

度に使えるようにしましょうということですが、何かもう一つアクシデントがありますと、２６年
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度を過ぎてしまう。過去の経緯から見まして、必ずそういうことは起こり得るだろうと思います。

合併特例債を使って２年で用地交渉をして、２年で工事を完成して、そして供用開始を目指す。県

道部分と市道部分は一本の道路です。同時に供用を開始しますと。これは、もう議会の方へ提案を

されて、議会でも議決をした。少なくとも５年ぐらい前の話ですよ。５年かかって、もうあした、

あさっては合併特例債は使えないんですよと。こういうふうなときに、何ともならんので、もう１

年待ってくれ。これでは話にならん。 

 それで、主要事業であるこの事業が平成２６年度までにまたできなかった、完成できなかった、

こういう事態が起こったらどうなるんでしょう。市政は成り立たない。国会なら解散をすればよろ

しい。ここではそういうわけにいきません。我々議員が主要事業ができなかったから、責任をとっ

て解散をいたしますというわけにはいきません。となりますと、市政がひっくり返ることになりま

すよ。だれが責任をとるのやといったら、市長を初め幹部の皆さんには腹を切ってもらわなあかん。

こんな事態になりかねません。考えて頑張ってほしい。 

 それと、時間が迫ってまいりましたが、次へ行きたいんですが、合併をしました。合併して、亀

山と関が一緒になった。ところが、アクセスはまるきりできていない。今、私が申し上げている県

道亀山関線につきましても、本来は亀山と関をつなぐ立派な道にならなあかんはずや。もうでき上

がっていなければいけない。ところが、フラワーはできていない。もしこの市道野村布気線、それ

に続く県道亀山関線ができましても、工業団地から向こう、テクノヒルズから向こう、いわゆる関

とつなぐ部分は全然でき上がっていないことになります。関と亀山が一緒になるためにも、やっぱ

りこれは亀山と関をつなぐということで頑張ってもらわなければいけない。 

 関、亀山とのいわゆる平成の合併というのは、国や県が主導して行ってきたものです。この国や

県が主導して合併をしなさいという形をとられたときに、現櫻井市長は当時県会議員でありました。

副市長は県の職員でありました。そして、今、道をつくろうというふうな話になってきますと、担

当の岡﨑建設部長は県の職員でした。こんなことを考えてみますと、合併して、関と亀山が一緒に

なったんやと。そのためには、本当に関と亀山を一緒にするんだというふうな気持ちがなければい

けないでしょうし、そういう思いからいけば、現在の市長、現在の副市長、現在の建設部長さん、

これは非常にいいコンビでおられるなあというふうな思いがあります。ところが、全然進んでいっ

ておらん。どう考えておられるのか。関と亀山とのアクセスをよくするために、インフラの整備に

ついて、市長さんでも副市長さんでも岡﨑部長さんでも結構ですが、何か一つコメントをいただき

たい。 

 そして、この件につきましては、さらに産業建設委員会、いろんなところで議論を進めていく必

要があろうかと思いますので、何かコメントをよろしくお願いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 時間が来ていますので、最後に答弁とします。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員、今ご指摘をいただきました市道野村布気線、並びに県道亀山関線の道路整備につきまして

は、ご指摘のように、工業団地やスマートインターチェンジを経由します亀山市にとっての必要不

可欠な東西軸の道路であると。できるだけ早く早期の供用開始に向けて事業展開をいたしてまいっ
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たところでございます。 

 既に当道路事業にご理解をいただきました、大切な土地を譲っていただいた所有者の方々には、

心からお礼を申し上げたいと思います。また、現在交渉させていただいております所有者につきま

しても、一日でも早いご理解、ご協力をいただいて、合意形成に至るよう切にお願いを申し上げて

おるところでございます。 

 このたび、亀山市の主要な幹線道路の整備として、懸案でありました和賀白川線、並びに椿世道

線の供用についてめどがつけることができましたので、残る野村布気線の整備の推進に全力を挙げ

て取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。必要でありましたら、私自身もお願いに

上がらせていただきたいと、このように考えておりますので、引き続きまして議員の皆さん、それ

から地権者の皆さん、一層のご理解とご支援、ご協力をお願いいたしたいと、このように考えてお

るものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 １０番 坊野洋昭議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ３時０３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時１３分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１３番 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 １３番 中村でございます。 

 きょうはもうこれで最後ということでございまして、１人分が少し時間が早くなっておりますん

で、できるだけ早目にテンションを上げてやりたいと思いますんで、ご答弁は的確によろしくお願

いいたしたいと。 

 それじゃあ、第１番目でございます。 

 障がい者小規模作業所支援事業についてということで、この事業は、障がいに起因して就業、ま

たは一般企業に雇用されることが困難な在宅の心身障がい者の方々に対して、個々の特性に応じた

作業活動、創作活動、生活交流の場を提供し、地域に根差した障がい者の方々の社会的自立と福祉

の向上を図るものであると、そういった事業でございます。 

 それで、現在の市内の作業所、３ヵ所ほどあると聞いておりますが、運営の状況につきまして、

何ヵ所か、それと入所の人数と、わかれば職員数をお尋ねしたいと思います。それと、作業所がで

きてからの経過年数。この４点についてお尋ねいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 市内の障がい者施設の現状でございますが、市内には３ヵ所ございます。そのうち、社会福祉協
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議会が運営する２ヵ所の作業所でございますが、つくしの家は、昭和５７年４月の開所で２７年が

経過しており、通所者は２１人、職員数は７人でございます。また、平成１０年４月開所のなかま

の部屋は１３年が経過し、通所者１０人、職員数３人でございます。またほかに、民設の夢想工房

さんにつきましては、平成１６年４月の開所から７年間たっており、昨年８月ＮＰＯ法人を立ち上

げられ、自立支援法に基づく事業所に移行されましたが、通所者１８名、職員数は７人でございま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。それで、この３ヵ所の施設でございますけど、現時点で何か問題点というのはあ

るのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 現時点で、２施設についての問題点等は特に聞いていないところでございます。 

 なお、先ほどの私の答弁で、つくしの家の経過年数でございますが、５７年４月の開所で２９年

経過しているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。かなり年数がたっておるということでございます。 

 制度の変遷に触れてみますと、平成１５年度までは措置制度で運営がなされておったところでご

ざいますが、その後措置から契約制度になって、平成１８年度までに支援費制度と変わりまして、

その後障害者自立支援法が成立いたしまして、また今後、平成２５年には新しく政権がかわったと

ころで新法ができるらしいと、そのように聞いておるところでございます。障がい者の方々にとり

ましては、１割負担も今度できまして、年々厳しくなっているのが現状だと考えております。 

 次に、三重県障がい者小規模作業所運営補助金についてお尋ねしたいと思います。 

 こういった補助金が、次年度、平成２４年でございますが、来年から廃止されると、そのように

聞いておりますけど、そうであるのか、その後どうなるのか、それについてお尋ねしたいと思いま

す。また、これまでの補助金の流れについてお尋ねいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 まず補助金の流れでございますが、三重県障がい者小規模作業所事業費補助金につきましては、

平成４年から施行の三重県心身障害者小規模作業所事業費補助金と平成８年から施行の三重県精神

障害者共同（小規模）作業所運営費補助金が、平成１８年４月、自立支援法施行にあわせて統合さ
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れたものです。そして、本年度をもって廃止される予定でございます。現在の補助基準額は通所利

用人員及び職員配置基準によるランク別になっておりまして、つくしの家につきましてはＣランク、

補助金額は７２８万７,０００円、なかまの部屋につきましてはＢランクで５７６万円、夢想工房

さんにつきましては、同じくＢランクでございます。ただし、夢想工房さんについては既に昨年の

８月に移行をされております。この額は年額でございます。小規模作業所につきましては、障害者

自立支援法に基づく指定事業所に移行するよう準備も進められているとお聞きをいたしております。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 はい、わかりました。 

 ３番目の項にもちょっと関連するんですけど、この県補助金が、廃止されるということで理解し

たんですが、補助金がなくなった場合、今後どういった方向性になるか、補助のあり方といいます

か、それについてお尋ねいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 平成１８年に施行されました障害者自立支援法では障がい者（児）の方が利用されている入所施

設や通所事業所など、県に認可されている事業所を初め、無認可の小規模作業所においても平成２

４年３月までに法に基づく事業所への移行が求められております。そして、移行後は、事業に伴う

報酬で運営をしていただくということになってまいります。このため、国におきましても、移行に

向けてさまざまな措置も講じられてきました。社会福祉協議会におかれましても同様、自立支援法

に基づき移行に向けて準備がなされてきたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ３番に行きます。 

 自立支援法に基づく事業所の移行ということでございますが、市内の作業所が平成２２年８月１

日より障害者自立支援法第２９条第１項により、指定障害福祉サービス事業者に指定され、就労支

援Ｂ型事業所に移行したと、今、先ほどご答弁の中でお触れにもなったわけでございますが、障が

い者の方々、作業所に通所している方々にとりまして、だんだん厳しい状況になってくると、その

ように考えるところでございます。こういった制度移行につきまして、具体的に説明をお願いした

いと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 障害者保健福祉施策は、平成１５年度から導入されました支援費制度により充実が図られました

ものの、障がい種別ごとのサービス体系がわかりにくいことや、サービスの提供体制が不十分な自

治体も多く、サービスが行き届いていないという課題がありました。こういった制度上の課題を解
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決するとともに、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が利用できるサービスを充実し、一

層の推進を図るため、平成１８年に障害者自立支援法が制定されました。 

 障害者自立支援法におけるサービスでは、就労継続支援や生活介護等の新サービスが創設され、

これまで無認可の作業所であった夢想工房さんにおかれましては、就労継続支援Ｂ型の認可事業所

になられたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 今少しちょっと具体的にというか、わかりにくい面もあったんですが、こういった事業の流れと

いうのは制度の移行ですけど、先ほど言ったように通所者の方々にとりまして、かなりデメリット

もふえてくると思います。そういった中で、こういった制度が移行することによるメリットとデメ

リットについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 これらの制度によりまして、これまでに主に県補助金で運営しておりました小規模作業所は、移

行により、これまでを上回る収入を得ることができるようになり、職員体制の充実も図られるよう

になりました。このため、全国的にも移行が進んだところでございます。小規模作業所の移行状況

でございますが、全国ベースでは昨年４月には７４.７％が移行され、本年４月時点でございます

が、三重県の状況は７９.３％で、８７ヵ所中６９ヵ所が既に移行され、昨年ＮＰＯ法人へ移行さ

れました夢想工房さんもその一つでございます。同工房につきましては、収入がふえたことにより、

職員体制の充実が図られ、このため通所者も増加し、充実した就労支援が受けられ、メリットとな

っているものと考えております。また、就労支援Ｂ型事業所に移行したことによりまして、通所者

の工賃収入を上げるため、営業努力により、多種多様な内容に取り組まれておられ、福祉的就労か

ら一般就労へつながる足がかりにもなっております。 

 なお、障害者自立支援法につきましては、利用者である障がいのある方に負担が大き過ぎる、こ

ういったデメリットがあるとして廃止されることが決定されており、政府は、利用者の応能負担を

基本とする（仮称）障害者総合福祉法の平成２５年８月までの施行を目指し、現在、障がい者制度

改革推進会議で協議が重ねられております。新制度ができるまでの間は、利用者負担の上限額につ

いて軽減措置が講じられ、特に市民税非課税世帯につきましては、利用者負担が無料となっている

ところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 どうもメリットの方ばっかりたくさんあるようなお話でしたですね、デメリットがどうも少ない

ようで。制度に移行したら大変だと思うんですが。 

 次に行きます。 
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 小規模作業所の統合についてでございますが、現在、市内には三つ作業所があるということで、

つくしの家となかまの部屋というのが社協が管轄して現在やってみえるところでございます。先般、

その２ヵ所の施設に対しまして、保護者の方々に説明会というか、そういうことがあったそうでご

ざいます。それで、制度移行の件というのは、かなり、５年も前からわかっていたことでありなが

ら、急に、このつくしの家となかまの部屋の統合についてお話があったと聞いております。具体的

に言いますと、つくしの家の方へ、なかまの部屋を廃止して、一緒につくしの家一つにすると、そ

ういったお話だそうでございますが、当然、統合については急な話で反対の方が多いと、ほとんど

の方が反対ということで聞いております。具体的には、要するになかまの部屋がなくなるというこ

とでございますが、これまで、なかまの部屋も現在までになってきた、先ほど経過年数も聞かせて

いただいたところでございますけど、やはりここまで立ち上がるには皆さんの努力もたくさんあり

ましたし、地域の見守りのもとに、旧関町のなかまの部屋が設立されたわけでございます。それで

今にわたっている、そういった中で、通所されている方も近くにあればこそ通所できると、そうい

った状況の中にあるわけでございます。またこれ、一たん施設をなくしてしまいますと、今後立ち

上げるということは不可能に近いと、そのように考えるところでもございます。もう少し早い段階

から、当事者とも十分納得できるお話をすべきではなかったかと、そのようにも考えております。 

 担当部局である社会福祉協議会も、一つの事業所としては、先ほど答弁がありましたように、一

般事業者として今後補助金なしにやっていかなきゃならないということで、いろんなそういった事

情もわからないわけではありませんが、一つの会社として経営していかなければならないと、そう

いった難しい面もあるわけですけど、こういったことに関しまして、どのようにお考えか、お尋ね

いたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 亀山市社会福祉協議会におかれましても、障害者自立支援法が制定されて以来、勉強会や、さき

に移行済みの他市町の実態調査なども行われ、法に基づく認可事業所への移行に向けて準備を進め

られてきたところでございます。事業所移行に向けての保護者会への説明の中では、移行方法の一

つとして、つくしの家となかまの部屋を統合される案を示されたと伺っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 そういった統合される案を提案したと伺っておりますということでございますが、その後、今の

考えですね、今後どのように考えられるのかお尋ねしたいと存じます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 現在、社会福祉協議会におかれまして、保護者との話し合いやアンケート調査を実施しながら、
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統合せずにそれぞれを残す方向とするとともに、サービスの手法について再度検討されているとお

聞きをいたしております。市といたしましても、保護者と十分話し合って合意を得るように伝えて

いるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 今のご答弁では、これから今後時間をかけて保護者の方と面談をして、両方の施設が立ち行くよ

うな形で進めていくと、僕は理解させていただきました。 

 それで、こういった小規模作業所の存在価値ということについてでございますが、自立支援法施

行後、これまでの規模の大きな施設の補完的な役割と見られがちな、こういった小規模作業所が、

地域福祉サービスの多様な生活支援の大切な拠点として位置づけられるようになったわけでござい

ます。通所されている人たちの生活や人生に対して責任ある支援の可能性が問われていることであ

りまして、その重要性は認識されていると考えているところでございます。個々の利用者の真のニ

ーズを理解し、その実現に不可欠な利用者のエンパワーメント、今こういった言葉がよく使われて

いるわけでございますが、エンパワーメントを高めると。そのために必要な、細やかで、小規模だ

からこそ可能な個別的支援こそが、今後の事業所の存在価値でもあると、そのように考えるところ

でございます。このことについてどうお考えか、お伺いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 これら小規模作業所の存在価値ということでございますが、市といたしましては、今後も障がい

者の増加が見込まれる中で、障害者福祉計画で基本目標としております、障がいのある人も住みな

れた地域で必要なサービスを受けながら自立して安心して暮らせるよう、暮らしの場としてのグル

ープホーム、ケアホーム、また、日中活動の場としての通所事業所の充実を図っていく必要がある

ものと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 何度も言うんですけど、この事業は社協の事業とかいうように丸投げすることじゃなくて、当然

市の方にも大きな責任があるのは当然でありますんで、今後は、両施設が両立できるように最善策

を考えていただきまして進んでいっていただきたいと、そのように要望するところでございます。 

 次へ行きます。 

 次は、放課後児童健全育成、学童保育のことでございますが、学童保育につきましては、再三質

問もさせていただいているところでございますが、しつこく何遍もしないとなかなか実現が見えて

こない、そういうことでございまして、何度も同じようなことを質問させていただくと。１年前ぐ

らいにもさせていただきました。 

 この学童保育が法制化されまして、かれこれ１１年が経過したわけでございますが、法制度はま
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だまだ不十分なままで、公的責任もあいまいでありまして、実態は問題が多いのが現状であります。

こういった現状を踏まえて、学童保育というものの原点に立ち返って考え直すことも必要だと考え

ます。原点といっても抽象的でありまして、それは子供の健やかに育つ権利、それが自然の権利と

してありまして、憲法を初めとするさまざまな法律や条例はそのことを全うすることを子供たちに

約束しなければならないと、そういうことでございます。その精神が確固たる位置に立っておると、

そういうことでございます。とりわけ自治体がその先頭に立たなければ、子供たちの健やかな育ち

というのはなかなか難しいものだと考えております。 

 そういった中、市の方も努力されまして、現在１１小学校区のうち９小学校区に１０ヵ所、市長

のマニフェストにもありましたけど、学童保育を完成されておるところでございます。なかなかし

かしながら、当市の方針も、あくまでも民設民営を基本としております。以前から変わりありませ

ん。また、１０ヵ所のうち公設が４ヵ所、民家を借りているものやプレハブ、また民設等、さまざ

ま全部形態が違うわけでございます。もう皆さんご存じのとおりでございますね。学童保育のこの

おくれというのは三重県全体もそうでありまして、全国で４７都道府県のうち三重県は４２番目と、

それぐらい県もおくれておるということでございました。これもご存じだと思います。当市におき

ましても、公設公営はなかなか無理かもしれませんが、せめてこういった、例えばその間借りの学

童保育とか、プレハブのお粗末なと言うたら失礼ですけど、プレハブの学童保育施設とかそういっ

たところを、せめて公設に今後できないのか、お伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 学童保育所につきまして、借家やプレハブのところなどを公設で建てかえできないかというご趣

旨だと思います。 

 学童保育所は行政だけでなく地域の力を必要とする施設であり、地域の方々が設置場所や運営方

法等についてご協議いただいた上で、地域の特性に応じた方式で設立され、その中で、子供たちが

地域の方々に見守られながら安心して過ごすことができることが望ましいと考えております。今後

も、民設民営を基本として設置をしてまいりたいと存じております。また、民設の学童保育所の施

設改修につきましても、同様の考え方によりまして、公設で建てかえるということは現在考えてい

ないところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 全然考えていないと、以前と同じ答えでございます。 

 先般、教育民生委員会で愛知県小牧市を視察してまいりました。小牧市の人口が１５万人、１６

小学校区に２１ヵ所学童保育所があったわけでございます。そのすべてが公設公営でありました。

これは前市長の公約を実現したと、そういうことと聞いております。保育料が月額５,０００円と、

一律、全部。亀山市は大体１万円か１万２,０００円と、それぐらいと聞いておるんですが、当市

の半分でございますね。保護者も大変喜んでみえると、そういうことを聞いてきました。確かに亀
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山市とは財政規模も違うし、そういった差があるわけでございますので、一概に同じ条件というわ

けにはいきませんが、全国でも公設公営が５０％近くとなっておる中で、やはりこういった状況に

かんがみまして、公設公営とまでは言えませんが、先ほどの差があるような施設に対して、公設で

今後見ていこうじゃないかというお考えは少しぐらいでもないのか、ちょっと市長にご答弁をお願

いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 中村議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、小牧を視察もされまして、学童保育所を公設公営で設置しておりますが、亀山市も同様の

考え方持ってへんのかというご趣旨であろうかと思います。 

 学童保育所の設置形態はそれぞれの市区町村によってさまざまでございますし、その地域の特性

や歴史に応じて異なるものというふうに認識をいたしております。今、小牧の例を出されましたが、

私どもが先ほど答弁をさせていただきましたけれども、学童保育所を運営していくということにつ

いて、地域の力、保護者であったり、お世話いただく地域の皆さんの力の結集であると、これが亀

山市の場合は、今こういう時代にあって、しっかりとその力でもって運営がされ、支えられておる

ということは、都市化をした小牧市と全く違う環境の中で、すばらしい運営がなされておるという

ふうに私どもは考えておるものでございます。したがいまして、議員ご案内のように、昨年度加太

の学童保育を設置させていただいたところでございますけれども、加太の学童保育所は、従来とは

違った形での公的関与をさせていただきました。これ、議員ご案内のとおりであろうと思います。

敷地につきましては、市の所有地を提供させていただいておるということでございます。あわせて、

本年立ち上がりました神辺小学校区の学童保育所につきましても、同様の対応をさせていただいて

おるものでございます。いずれにいたしましても、亀山市におけます放課後子供対策の拠点づくり

の一つとして、学童保育所につきましても、それぞれの地域が主体となって地域の特性に応じて自

主運営をしていただくこと、これが防災もそうですし、さっきの地域福祉の話もそうでございます

が、地域力の向上にもつながるものと認識をいたしておりますので、民設民営を基本としながら、

公的関与を強める方向で今後の対応をさせていただきたい。しっかりとそれは支援をさせていただ

きたいと、このように考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 地域の力でやると以前から同じような答弁を聞いておるんですけど、なかなか限界があるわけで

すね。それともう一つ言えることは、やはり同じような保育料を納めて、その住んでいる地区によ

って全然格差が、後で触れますけど、片や公設でつくった立派な暖房もあるわ、何でもあるわ、そ

ういうところでやっておるところと、極端なわけですわね。だから、地域の力と言ってもやっぱり

限界が僕はあると思いますんで、最低限のところまでは市の方でやってあげなければならないと、

もう前からそのように思っておりますんで、できたら実現するまで質問しようかなと、そのように

思っております。 
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 ちょっと時間も迫ってきますんで、もう一つ大事なところへ行きますけど、この保育施設に対す

る考え方でございますが、さっき言いましたように、市内の９施設がそれぞれ異なっておる状況で

ございまして、賃貸契約の学童保育もあるわけでございます。また、プレハブもあると。この賃貸

契約の学童保育でございますけど、木造でかなり老朽化しておる、もう４０年ぐらいたっておるそ

うでございますが、先般、いろいろな同僚議員が、今回防災の関係についていろいろご質問されて

おるわけでございまして、もういつ東南海地震が来るんか、本当にあすにでも来てもおかしくない

といった状況の中でございまして、防災に関しては、もうあらゆる報道関係でも今盛んに言うてお

る、そういった現状の中でございまして、その間借りの賃貸契約されておる学童保育にとっては耐

震の問題があるわけでございまして、耐震の強度もほとんどないような状態だと思います。そうい

った中で、耐震工事をするに当たっても、その保護者たちが負担しなきゃできないということでご

ざいます。これ、命がかかっておりますので、そういった施設に対しては、せめてそういった耐震

工事の補助とか、市の方で早急にやっていただきたいとそのように考えますが、それについてお尋

ねしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 学童保育所の中でも、賃貸で家を借りている場所についての耐震工事についてでございますが、

学童保育所に対する補助金は、国や県の補助基準に準じた亀山市放課後児童健全育成事業補助金交

付要綱に基づいて支出しております。 

 民設の学童保育所は、保護者からの負担金と市からの補助金の収入により、それぞれが工夫を凝

らされて運営していただくことが基本と考えております。そのことから、その財源の中で対処いた

だきたいというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 その園の中で考えると言ったって耐震工事に何十万も何百万も要るわけですから、そんなもの不

可能な話ですよね。だからそういうことを、本当に命がかかっておるんですから、もっと真剣に考

えてほしいと。できるわけがないですよね、１００万も２００万もかかれば。前向きに検討してい

ただきたいと思います。 

 時間も迫ってきましたんで、この学童保育の事業も、もう先般も言いましたんですけど、国の責

任もあるわけでございますね。公的責任もあいまいで、国の制度でございますけど、市町村は学童

保育の利用促進への努力義務しかうたっていない。それとまた、児童福祉施設ではなく、児童福祉

事業といった仕組みにもなっております。予算措置があいまいで補助金が少ない上に、学童保育所

の補助金は法的に決められた予算措置ではないんで、奨励的な補助金といった位置づけになってお

ります、国の場合ね。そんな状況である不十分な補助制度であるからということこそ、今後、市単

独での補助が必要じゃないかと。市の補助の重要性というのはそういうところから余計に出てくる

んじゃないかと、そのように考えます。 
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 もう次に行きます。 

 学童保育はまた後の機会にいたしまして、最後の国道２５号、県管理の整備の件でございますが、

この国道２５号線というのは県管理で、市道ではありませんので、市としては県の方へ強く要望し

ていただきたいと、そういう形で今回質問させていただいたわけでございますけど、この国道２５

号でございますけど、旧関町では東海道、伊勢別街道、大和街道の分岐点に当たりまして、現在で

も近畿自動車道やら、伊勢道、国道１号、名阪国道、国道２５号など広域交通網の結節点として交

通の要所に位置しているところでございます。国道２５号も根幹的な路線として利便性も高く、そ

の利用度も高いということでございます。 

 平成１７年にお伺いしたときには、亀山市の当路線の総延長約１０キロ、改良済み延長が２,４

０９メーター、改良率が２２.９％と大変低いもんでございました。その後６年間たっておるわけ

でございますが、現在の改良済み延長と改良率をお尋ねします。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員の質問に対する答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 亀山市内の鈴鹿建設事務所が管理する国道２５号は、関町新所から加太北在家までで約１０.５

キロの延長があります。そのうち改良済みの区間の累計延長は約２.５キロメートルであり、改良

率は２４％でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ２４％ということで、６年間たってもほとんど改良率が進んでいないと理解させていただきまし

た。なかなか何十年たっても２５号線は改良されない現状でございまして、整備が遅延の理由とい

うことでございますが、この国道２５号線というのは民家が密集しているところと全然民家のない

ところとあるわけでございまして、毎年少しずつではございますけど、側溝の整備とかいろいろ直

してはいただいております。そういった中、危険性が高い部分が三、四ヵ所あるわけでございます

が、今後もそういったところを集中的にやっていただきたいと思っているわけでございますが、こ

の２５号線というのはご存じのとおり、かつては国道ですので、１けたから２けた台の国道という

のは一級国道、昔の話でございますけど、一級国道といって立派な国道ということでありました。

国道２５号線もそういったことで、それから一般国道に変わったわけでございますけど、特にこの

道の悪いのが加太の北在家というところから伊賀市の柘植という間でございます。そのところが一

番道が悪いということでございまして、せっかくきょう、写真を撮ってきましたので、皆さんにち

ょっとお配りした、見ていただいたら。 

 ２枚あるんですけど、このきれいな方が伊賀市の国道２５号線でございます。そして、もう１枚

の方が同じ国道２５号線でございまして、これが北在家から柘植の方へ行く途中でございます。こ

れガードレールもありませんし、舗装もされておりません。確かに舗装されているところもあるん

ですね、全部が放置というわけではないですけど、そういったことで、余りにも元一級国道の中で

ひどいんで、国鉄マニアじゃないんですけど、そういった国道マニアというのがおりまして、全国
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で。この２５号線の国道を、残酷の酷を用いて「酷道」と言っております。それとか、ほかにもい

ろいろ県道の悪い道を「険道」とかね、それで大阪の府道を腐った「腐道」とか、そういった形で、

マニアの中では、インターネットなんか見るとここが上がっておるわけなんですね。それで、こう

いったことで２５号線が有名になっても何もならないと。もっとええことで有名になってほしいと、

そのように考えるところでございますが、要望し続けてから数十年たっておるわけでございます。

一向に進展しない理由というのは何なのか、それについてお伺いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 進捗率が遅い原因というところでございますが、道路延長も長いことから、事業効果が高い箇所

から整備を順次進めていただいているため、全線的に見ますと事業の進捗が不十分な区間があるか

と存じますが、今年度には、平成１５年度に事業着手いたしました板屋工区と国道２５号の将来道

路ネットワークの一部として整備を進めている県道関大山田線、加太板屋工区の整備が完了する予

定というふうになっているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 今言われたところはその民家があるところで、今、それも長いことかかって直ってきたというと

ころでございます。僕が言っているところはこの写真にあるところでございます。そういったとこ

で、この道につきましては、今の市長が県会議員のころ、よくご存じやと思うんですわ。よくこの

現場も見に行っていただいて、要望もしていただいたんですけど、結局はできないと。亀山市のは

できないんですけれど、伊賀市はこんだけきれいにできとるんですから、できないということはな

いと思うんですね。今後、元県会議員のお連れもたくさん見えることだし、県に強く要望していた

だきたいと、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 また、ご承知のとおりこの２５号線に沿った名阪国道というのは、リフレッシュ工事も年に２回

ほどある場合もありますし、かなりの期間にわたってあるわけですわ。また、事故も全国で一番多

いということで、とにかく大型車がこういった道をどんどん、特にこのごろ大型車が入ってくるわ

けですね。それで、死亡事故が起こらないのがもう不思議ぐらいな、そんな状況でございます。そ

ういった中で、もう何遍も言っておるんですけど、とにかく早急の対策が必要だと、そのように考

えております。以前はその大型車が入らんようにとめたこともあるんですけど、どうしても道を知

っておる大型車が入ってくるわけですね、そのリフレッシュ工事のときとかも、事故の際は。待っ

たなしの状況でございますんで、今の市長も隅から隅まで道の状況は知ってみえると思いますんで、

ひとつよろしくお願いいたします。 

 ２５号線は国道でも県管理でありますんで、これから県の方へ市からもいろいろ強く要望してい

ただくと思うんですけど、特に先ほど申し上げましたように、全国の酷道といわれる中で、珍しい

ほど悪い道路といったことでインターネットでも要らんことで紹介されまして、もっとええことで、

シャープで紹介されるならまだしも、こんなことで紹介されるのはあんまり名誉なことじゃないと、
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そのように考えております。聞くところによりますと、さきの東日本大震災の影響も受けまして、

その迂回路の必要性というのは、県の方でも重要性を改めて認識されたということはちらっと聞い

ております。三重県の方でも今度改めてそういった部分に、道路ですけど、こういった部分の調査

に入るとそんなことを聞きましたんですが、このことについて県とも協議とかそんなことはやって

みえますのか、お伺いいたしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 調査費の計上というところでございますが、今年度中に現在整備を進めています区間が事業完了

いたしますので、来年度から板屋から北在家を結ぶ市道加太北在家線と、さらに西側区間の整備を

順次進めていくということで、県とも調整を図っているところでございまして、地域の方々に対し

ても、近日中に説明をさせていただく予定としておるところでございます。その調査費でございま

すけれども、その区間の測量設計調査費を今年度予算に計上していただいているというふうに伺っ

ているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 その調査費というんですが、この部分ですね、北在家から向こうの部分も入っているんか、それ

だけ確認させていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 一応、西側の全線が入っていると、調査費の中には入っているというふうに伺っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 少しは進んだんじゃないかなと思いますので、理解しました。 

 新しい県会議員さんにもいろいろ、地域の方からもいろいろお願いしておる最中でもございます

が、とにかく、元は一級国道であったこんな立派な道でありましたんですが、こんな全国でワース

トワンとか言われていては全く情けないと、そのように考えます。インター付近は少し改良された

ものの、今後直すべきところはたくさんあるわけでございます。今後は、今まで以上に関係機関へ

特に強く要望していただきまして、ぜひとも、少しでもこんなガードレールのないような変な道じ

ゃないように直していただけますように強く要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 １３番 中村嘉孝議員の質問は終わりました。 
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 以上で本日予定いたしておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 次に、お諮りいたします。 

 まだ質問は終了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと

思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 明１５日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さんでした。 

（午後 ４時０２分 散会） 
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●議事日程（第５号） 

 平成２３年９月１５日（木）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

                       総 務 部 長 
企 画 部 長  古 川 鉄 也 君              広 森   繁 君 
                       (兼)選挙管理委員会事務局長 

総 務 部 参 事 
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長 

文 化 部 長  川 戸 正 則 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  岡 﨑 賢 一 君 

上 下 水 道 部 長  三 谷 久 夫 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  渡 邉 靖 文 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（大井捷夫君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ２０番 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 おはようございます。 

 早速ですが、通告に従いまして順次質問させていただきます。答弁につきましてもよろしくお願

いをいたします。 

 最初に、時間外勤務と要員配置について、４点お尋ねをいたします。 

 １点目に、なぜ時間外勤務が必要なのかについてお尋ねをいたします。 

 ６月に小坂議員からもご質問がございました。私も少し疑問な点がございましたので、時間外勤

務についてご質問させていただきます。 

 ６月の定例会では、この夏の電力不足もあって、節電の意識を高めるためのスーパーノー残業デ

ーを新たに新設。あわせて職員の意識改革を進めるというふうなご報告もございました。 

 また、６月定例会の私の質問で、組織改革の効果をお尋ねをしたときに、初めて時間外勤務も４

万６,０００時間を切ったというふうな答弁もございました。 

 ただ、時間外勤務というのが、予算当初からたしか盛られているわけですが、最初から時間外勤

務を前提としたような要員配置になっているのか。逆に、職員定数も徐々に減ってきている中で、

職員定数の枠の中で業務が処理できない、そういうために時間外勤務が行われているのか。まず最

初に、なぜ時間外勤務が必要なのか、確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 おはようございます。 

 時間外勤務につきましてご質問いただきましたので、ご答弁をさせていただきます。 

 地方公務員の時間外勤務につきましては、労働基準法第３３条第３項の規定によりまして、公務

のために臨時の必要がある場合に限定して時間外勤務をさせることができることとなってございま
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す。この「公務のために臨時の必要がある場合」の解釈でございますが、一般的には、公務とは地

方公共団体の事務すべてを言いまして、臨時の必要があるとの判断は、使用者であります地方公共

団体にゆだねられており、広く公務のため臨時の必要性を含むものと解されております。文字どお

り正規の勤務時間を超えて処理しなくてはならない一時的な業務すべてを指すものでございます。 

 例えば通常の業務に加え、一定の期間に限り業務が集中する場合もございますし、また災害対応、

夜間での会議、用地交渉、また職員が病気休暇や育児休業を取得した場合、さらには年度途中にお

いて新たな事務事業が発生した場合などが上げられます。 

 したがいまして、年度当初より時間外勤務を前提とした要員配置といったものは行っておりませ

ん。あくまでも臨時の必要が生じた場合に限定して時間外勤務を行っているものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 時間外勤務を前提とした要員配置ではないということであります。今回の質問は、イレギュラー

的な選挙であったり、災害であったり、それから短期的に集中するということでなくて、恒常的な

時間外という視点で少し質問させていただきたいと思います。 

 基本的には、要員配置の体制は、時間外を含めた時間での配置じゃなくて、あくまでも要員配置

は定数の中で業務をこなしていくんだというふうな答弁だったと思います。 

 とはいうものの、以前、私が知っている範囲では、手当というところしかわかりませんので、時

間外勤務の手当換算というのがよく予算のときにお話がありまして、職員給与の７％程度が当初予

算に計上されているというふうなことをよく聞いた記憶がありますし、私もそういう質問をしたこ

とがあります。なぜ最初から予算を盛るんだということですね。 

 現在の時間外勤務手当、当初予算で組んでおられるのか。それから、組んでいるということであ

りましたら、どれぐらいを当初予算に時間外勤務手当として組んでおられるのかを確認したいと思

います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 当初予算に計上いたしております時間外勤務手当の総額につきましては、２３年度におきまして

約１億３,０００万円でございます。これにつきましては、平成２０年度の当初予算より前年度実

績を参考にして算出をいたして、当初予算に計上いたしているものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 平成２０年度から前年度実績で組んでいるという答弁でございましたが、既に予算計上の段階か

ら時間外勤務手当は組んであると。先ほどの最初の質問の答弁では、要員配置は時間外はあまり考

えていないと。要するに公務上必要なときだけやらせているんだということだと思いますが、そう

いう視点でありながら、既に平成２０年度からでも前年実績をもとに時間外勤務手当をつけている。
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要するに時間外勤務時間があるということですね。そうなると、当然私は削減目標みたいなものが

あってしかるべきではないかなと考えますが、例えば昨年実績から５％、１０％カットしたもので

予算計上させているのか、あくまでも前年実績そのままのせ込んでいるのか。私は、やはり徐々に

時間外勤務を減らしていくような予算立てが必要かと思いますが、その辺の考え方について確認を

させていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 先ほどご答弁を申し上げましたとおり、時間外勤務手当につきましては、前年度の実績を参考に

して当初予算に計上いたしておりまして、前年実績から一定率を減じて計上しているわけでもござ

いません。しかしながら、私ども、特定事業主行動計画に基づきまして、毎年、その年の時間外勤

務目標を掲げ、各部署で業務のあり方を工夫し、部長による時間外勤務の管理徹底、さらにはノー

残業デーの徹底などを実施いたしまして、時間外勤務の削減に取り組んでいるところでもございま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 削減の取り組みについては、この後また質問させていただきますが、基本的には昨年実績を勘案

しながらやっているということですので、最初の答弁の質問とは少し予算立てが違うんではないか

なということを指摘して、次に入らせていただきます。 

 次に２点目に、職員数、時間外勤務時間、臨時職員数との関係についてお尋ねをいたします。 

 決算カードというのがありまして、これは議案質疑でも申し述べましたが、ホームページに載っ

ております。過去５年間、平成１７年から２１年が記載されておりますので、そこからデータを見

ますと、一般職の職員数は４５６名から４４０名と１６名削減がされております。人件費も載って

おりますので、トータルの人件費で見ますと、ほとんど４０億円ベースということで変化はござい

ません。 

 人件費の変化がないということをもとに、さっき言いましたが、この５年間での職員数の変化、

時間外勤務時間、臨時職員数の推移について、まずお尋ねをいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 まず正規職員の削減状況でございますが、平成１７年度に策定をいたしました定員適正化計画で

は、５年間で職員全体の５％に当たります２３人の職員を削減し、消防職及び医療職を除く職員数

を４２４人とすることを目標に掲げ、計画最終年度であります平成２１年度末には目標を達成した

ところでございます。 

 先ほど竹井議員から１６名の削減とございましたけれども、この計画につきましては、特別会計
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の職員も含んでございますので、２３人といったことでございます。 

 次に、時間外勤務の時間数でございますが、全職員の総時間数で比較いたしますと、平成１７年

度で５万５,２９５時間、１８年度、１９年度では若干増加をいたしまして、２０年度には６万１,

３６６時間となってございます。 

 その後、特定事業主行動計画におきまして、時間外勤務削減を目標に掲げ、各部署で業務のあり

方を工夫し、部長による時間外勤務の管理徹底、さらにはノー残業デーの徹底などを実施いたしま

した。 

 このことによりまして、平成２２年度には５万２,９０２時間となりまして、平成１７年度と比

較しますと約２,４００時間の削減となったところでございます。 

 次に、臨時非常勤職員数の推移でございますが、これ市のすべての臨時職員数でございますが、

平成１７年度の総数が３６３人に対しまして、平成２２年度では５４７人となってございまして、

約１８０人ほど増加をいたしているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 時間外については、５万５,０００時間が２,４００時間ですので、５％弱の減少になったと。臨

時職員については、逆に１８０名増加になったということの答弁でございました。簡単に言えば、

職員も減り、時間外も減ったが、臨時職員数はふえたというふうなことだと思います。 

 職員の削減を何で埋めてきたんだろうかということがちょっと気になりまして、この質問をさせ

ていただました。当然仕事の効率化を進めないと時間外勤務時間削減というものも進まない。公務

に必要なために時間外はあるわけですので、仕事の改善がない限りは減らないと。ただし、それが

減ったという反面、臨時の方がふえたということでは、やはり職員の時間を臨時職員の増で埋めて

きたのではないかなと、そんな感じを、答弁を聞いて思いました。 

 そういうことからいけば、やはり人件費からの削減効果は見られていないと。ほとんど４０億円

で推移をしている。そのあらわれではないかなと思いますが、なぜ平成１７年度から２１年度、こ

の５年間の人件費がほとんど変化がなかったのか。職員について大きく削減をした割には、人件費

ベースで見ると減っていない。このことについての見解を確認したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 平成１７年度に比べまして１６人の職員が減少したにもかかわらず、職員人件費全体はほぼ横ば

いとなってございますのは、人件費の中の退職手当の増加が大きく起因しているところでございま

す。 

 退職手当の推移でございますが、平成１７年度で約３億８,０００万円、１８年度で４億８,００

０万円、１９年度は５億６,０００万円、２０年度は３億５,０００万円、２１年度は５億７,００

０万円となってございまして、１７年度は３億８,０００万円、２１年度が５億７,０００万円でご

ざいますので、その差約２億円といったものが削減をしたといったことと考えてございます。退職
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手当の増につきましては、やはり団塊の世代と言われる職員の退職者が増加したことが人件費全体

を膨らませたものというふうに認識をいたしているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 退職手当は、当初予算よりも多くの方が年度途中で退職される意思を示されて、いつも１２月議

会で補正を組んでおります。当然そういう答弁が来るだろうと思って、４０億からその数字を引い

た残りが実際の人件費となると、３５億から３４億の間で推移をします。職員給を見ると、確かに

１億円ぐらい減っておりますので、その分が人件費として減ってきていると。人勧やら何やらいろ

いろあって職員の人件費自体も下がってきておる。ですから、効果としては１億円ぐらいしか出て

こないということになって、大量に職員の定数を減らした割には減っていない。その辺が時間外や

臨時職員の影響があるんではないかなというふうな気もします。ちょっとその数字までは議論をす

ると時間がかかりますので、ただ私はそういう大きく変化をしていない考え方の中に、やはり全体

の業務時間という視点でちょっととられてみてはどうかなというふうに思って、ちょっと質問させ

ていただきます。 

 正規の職員４２４名全員が年間働く時間、それから５万２,０００という時間外勤務の時間、さ

らに五百何名という臨時職員さんの業務時間、全部足したときに、果たして平成１７年度から平成

２１年度に変化があったんだろうかと。何万時間という数字になりますね。何十万時間かもわかり

ません。そのときに、ただその面積の切り方が変わっただけと。職員数のシェアが減り、時間外の

シェアは減ったけれども、臨時のところでその時間割合がふえてきておる。やっぱり本当は時間外

勤務の議論をする前に、全体の仕事量の質問をすべきだったと後で反省をしましたけれども、ちょ

っと今、通告してなかったんで、３回目で聞かせていただきますが、本当に全体の時間から考えた

ときに、臨時職員側へ正規の職員の仕事がシフトしているんではないかなという疑問を思いますが、

通常ですと臨時職員は基本的には補助職。正規職員を助ける位置づけというふうに聞かされており

ますが、この５年間の間で正規の職員の仕事自体が臨時の職員の方への仕事にシフトしていないの

かどうか、その辺について確認をしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 先ほどご答弁を申し上げましたとおり、職員数及び時間外勤務時間数は平成１７年度と比較いた

しますと減少いたしておりますが、臨時・非常勤職員数は増加している状況にございます。 

 この臨時・非常勤職員の増加の要因でございますが、これにつきましては、緊急雇用創出事業に

よる任用増もございましたし、特別支援教育を先行して進める中での学習生活相談員、また介助員

の任用増、保育園の障がい児受け入れ数の増加による加配保育士の任用増等でございます。こうし

たことが増加の要因でございまして、正規職員の減員分を臨時・非常勤職員で補充をいたしている

ものではございません。 

 なお、事務補助員の業務内容でございますが、一般的には受付事務、電算入力業務、書類整理な
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どであり、決して正規職員の担うべき業務を担当させているものではございません。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今の答弁ですと、まず職員の仕事はやっていないということであります。きょうの質問は臨時職

員の仕事の中身の質問ではなくて、時間外勤務のあり方ですので、またそれは違う場面でやらせて

いただきたいと思いますが、やはりそれであれば、もっと細かな臨時職員の１８０名ふえた部分の

内訳なんかもこれからは少し議論していかないと今の部長の答弁の検証はできませんので、これは

また改めて別のところでやらせてほしいと思います。 

 次に、そういうことを受けて、３点目に、時間外勤務指示についてお尋ねをします。 

 ６月定例会、小坂議員のご質問がありまして、時間外勤務の指示は部長管理のもとで行っている

というふうな答弁でございました。 

 改めて、時間外勤務の指示、だれが行っているのか。職員独自での判断の時間外勤務はないのか、

確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 時間外勤務は、事前命令、事後確認の原則に従い、所属長、室長でございますが、その都度、職

員個別に事前命令を発し、その命令内容が達成されたか否かを翌日に確認することといたしてござ

います。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 室長の命令によって、職務の内容は翌日確認をすると。答弁はきっちりそういうふうに言われま

した。実は私、民間の会社にもおりましたし、民間企業では今サービス残業については相当厳しい

管理を行っております。特に退社管理、私がおりました会社でも、１５分、２０分以内にはタイム

カードを押して、聞くところによりますと、ある会社では１時間以内に敷地から出るというぐらい

シビアになっていると。要はいたら、サービス残業をしているんじゃないかと疑われてしまう。当

然今のご答弁ですと、役所にはサービス残業的なものはないということになりますが、やはり心配

いたしますのは、タイムカードがありませんし、特に退庁時の管理というものがやはりルーズにな

ってくるんではないか。私どもですと、タイムカードを押した、押さない、そのところが判断にな

りますが、全員がきっちりと帰ったかというのは確認しづらい。そんな中で、室長命令による時間

外だけなのかということになりますと、非常にその辺があいまいなところが起きてしまうのではな

いかな。当然必要な時間外にはきちっと手当てを支給すべきでありますし、今、大変厳しくなって

おりますサービス残業的なことは一切行うべきじゃないというふうに考えて、当然これは公務に必

要なお仕事をされておりますので、そういう意味からいきまして、時間外勤務の管理ということ、

指示は室長ですが、その管理は適切に行われているのか、再度確認をさせていただきます。 
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○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 先ほどもご答弁を申し上げましたが、通常業務に関連する時間外勤務につきましては、すべて所

属長の命令、管理の中において行われているものであり、命令を伴わない、いわゆるサービス残業

は存在しないものと認識をいたしております。 

 その上で、職員が所属長の命令を受けずに、本人のスキルアップ等のために自発的に勤務時間終

了後も自席に残っている場合があるとの報告も受けてございます。こうした場合には、所属長から

その職員に対し退庁を促すことはもちろんのことでございますが、たとえスキルアップとはいえ、

業務に関連することにつきましては、所属長の命令を受け、正規の時間外勤務として取り扱うよう

指導しているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 非常にあいまいなところがあるわけですね。私のところでも、だからタイムカード管理、退社管

理というんですね。相当厳しくなっている。役所にはそれがない。だれがそこをきっちりと見てい

くのか。やはり必要なことに時間外を行うべきであって、必要外の人が職場におること自体が今は

もうだめなんです。そういう指示徹底をきっちりやらないと、我々としても、本当に全員が適切な

時間外のためにいるのかという疑問もわきますので、これについては、一応答弁としてはサービス

残業はない。あくまでも指示のもとに行っているということで確認をさせていただきます。 

 ３回目に、そうなりますと、時間外勤務を管理しているのは所属長、部長、室長となってまいり

ます。当然時間外も今後削減はしないと経費削減につながらないとなりますと、やはり所属長のマ

ネジメント能力というものが重要になってくる。人材育成方針でも、職員にはスピードやコスト意

識、管理監督者にはマネジメントを求めておりますし、行財政改革大綱でも効率的な行政システム

を構築し、事務事業の効率化に取り組むとしております。当然もう７年、８年前に、職員１人１台

のパソコン体制も構築して、相当効率化が図れてきただろうという感じで質問しておりますが、な

かなか時間外も数％程度しか減ってきていない。やはりこれらの基本方針があるわけですので、仕

事の効率化を進めていく、時間外勤務を削減していくということに対する考え方を再度確認したい

と思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 おはようございます。 

 １人１台パソコンにつきましては、先ほど議員も申されましたが、平成１２年策定のＩＴプラン

に基づき導入し、平成２２年度、昨年度には機器の更新を行ったところでございます。導入当初、

機器更新時とも、情報基盤の整備による情報共有のスピード化や所属を超えた連携による業務の効
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率化、迅速化を目指しておりましたため、時間外勤務の削減や職員数の削減を直接の目的とはして

おりませんでした。そのため、パソコンの導入、更新時において、経費や職員数の削減効果は現在

のところ具体的な評価はしておりません。なお、具体的な評価は行っておりませんが、年々業務量

がふえている中で、人件費の削減にもつながっているものとは考えております。 

 今後、システムの更新時におきましては、時間外勤務や職員数が削減されるかどうかについて確

認しながら、費用対効果を明確に評価してまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ちょっと時間がだんだん過ぎてきているんで、やはりコンピューターを構築したのは効率化だと

思うんですよね。そのことの検証もあまりやっていないとなってしまうと、何億というお金をかけ

ながら、片一方では時間外も平行線といいますか、何のために入れたんだろうかと疑問がわいてく

る。これはＩＴのときも言いましたけれども、やっぱりスキルアップの問題も大きく絡んでくる。

もう一度ここはきっちり検証していただかないと、一人ずつ道具を与えただけでは仕事は進まない

ですよということを言ったと思いますが、これらについて、以前から指摘をしておりますが、時間

の関係で、私はもう少しきっちり検証されるべきと申し述べて、次に入らせていただきます。 

 ４点目、要員配置の問題についてお尋ねをいたします。 

 時間外勤務についても、決算の資料なんかを見ておりましても、私は結構部署によってはばらつ

きがあるのではないか、そんなふうな印象を持っておりますが、職員の方の時間外勤務時間、最大

と最小でどれぐらいの時間差があるのか、確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 職員の時間外勤務時間につきましては、所属部署や同一の部署でありましても、職員個人によっ

て時間数に開きが生じていることは認識をいたしているところでございます。 

 平成２２年度の実績でございますが、職員全体の年間における時間外勤務時間数は平均で１２３

時間となっております。また、職員個人の時間外勤務時間で比較いたしますと、年間で時間外勤務

を行っていない職員もございますし、多い者では年間６７７時間の時間外勤務を行っている職員も

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 平均１２３時間、ゼロもいらっしゃいますから、ゼロから６８０時間ぐらいまでと。１人、多い

方ですと５０時間ぐらいやっていらっしゃるということになります。やはりこれだけ個人の職員間

にばらつきがあるというのは、６月の定例会でも申しましたが、やはり組織のあり方にも問題があ

るのではないかな。要員配置が窮屈になれば、当然その分の仕事量が固定されておれば、個人に対

する負荷もかかってくる。そういう視点からいいますと、恒常的に時間外勤務の多い部署、そうい
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うのがあるのか。また、その部署は、その仕事量に見合った適切な要員配置をしていると考えてお

られるのか、確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 年間時間外勤務時間数の多い部署につきましては、健康福祉部で１人平均２５３時間、上下水道

部で２４２時間、建設部で２２７時間となってございます。いずれも平均時間より多くなっておる

といったところでございます。 

 竹井議員から、本年６月定例会におきまして、組織機構改革の検証の中で組織の細分化による縦

割りの弊害をご指摘いただきました。この際にもご答弁を申し上げましたが、現在の組織機構につ

きましては、これまで以上に横断的な組織力が発揮できますよう、関連性の高い室で再編をいたし

ておりまして、さらに迅速な対応を図れるものと認識いたしております。 

 一方で、職員の要員配置につきましては、現在の組織機構をさらに検証する中で、年２回でござ

いますが、副市長及び私によります各部長面談だとか、人材育成室長によります各室長面談も実施

をいたしております。また、職員個人に対しましては、人事考課制度や自己申告制度を実施する中

で、各部室における組織、並びに人事の問題点等の聞き取りを行いまして、常に現状に即した配置

に努めているところでもございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 いわゆる適切な配置であれば、平均時間より多い部署がこれだけ生まれるということはないし、

１人６００時間なんていうことも考えられない。やはり私は均一化されていないと。それは、仕事

の中身じゃなくて、人の充て方が均一化されていないんじゃないかなと。そこが、ある意味仕事の

見直しだったり、効率の見直しだと思うんです。そうなると、恒常的な部署での再配置の問題が非

常に重要なことになっていくのではないかなと。全部が全部人はかけれませんけど、やはりならし

ていく作業というのは必要ではないかなと。 

 行財政改革大綱でも効果・効率的な行政システムを構築する。組織の活性化や横断的な執行体制

をとるんだと。柔軟でスピード感のある体制をつくると。確かに部長がおっしゃいましたように、

私の質問には横断的だし、迅速な対応ができると。それであれば、こういう残業はもっともっと減

る。重なり合うということですね。仕事が重ならないと減らないですね。１人だけに任せると。そ

ういう視点からいくと、いま一度組織のありようというもの、組織と要員のあり方を見直す時期に

来ているのではないか。そうしないと、なかなか時間外は減らないというふうに考えますが、再度

お考えをお尋ねいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 
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 先ほどもご答弁を申し上げましたとおり、職員の要員配置につきましては、常に現状に即した配

置に努めているところでございますが、一方で、国の地域主権改革を初めとするさまざまな社会情

勢の変化も予想されますことから、今後、これらに対応できる組織とするために、さらなる組織機

構改革の中で要員配置の見直しも必要になってくるものというふうに認識をいたしているところで

ございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 やはり仕事量という視点で組織というものの見直しをぜひしてほしいと思います。 

 次に、大きな２点目に入らせていただきます。図書館システムの活用について質問させていただ

きます。 

 まず１点目に、図書館システムの状況についてお尋ねをいたします。 

 現在の図書館システムは、合併時に更新をしておりまして、平成１８年２月から稼働し、稼働後

６年を迎えていると聞いております。現在、６年目を迎え、今の図書館のシステムの運用状況につ

いて確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 おはようございます。 

 図書館電算システムにつきまして、過去の導入も含めて、状況を説明させていただきます。 

 図書館電算システムにつきましては、平成４年１１月に初めて電算化を導入し、平成１１年４月

にシステム更新をした後、合併後の平成１８年２月に再度システム更新を行っております。 

 平成１８年の更新に際しましては、関文化交流センター内にあります関図書室との電算統合化を

図り、利用者がインターネットから蔵書の検索が行えるよう進めるとともに、図書館内でも利用者

が蔵書検索ができるよう自動検索機を本館、関図書室、それぞれ１台ずつ設置をいたしたところで

ございます。その後、平成１８年３月にはインターネット予約サービスも開始し、パソコンや携帯

電話から予約ができるような業務を行っている状況でございます。 

 また、三重県図書館総合目録ネットワークに参加しており、県内の公立図書館との相互貸借利用

サービスにより、亀山市立図書館にない資料につきましても利用者が借りていただけるような業務

を行っているところでございます。 

 図書館の電算システムによる日常業務につきましては、図書貸出券の発行による利用者の登録業

務や図書の貸し出し、返却、予約業務のほか、蔵書検索や利用者検索などを行っている状況でござ

います。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 平成４年から導入をされて、１８年に最後の更新が行われたと。基本的には図書の貸し出し、蔵
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書管理、この質問のために一度見学に行かせていただきました。そういう部分では特に問題ないの

かなという印象を持ちましたが、少しお話をした中でも、図書データの活用という部分で、どんな

図書が市民の方に利用されているか。それから、どんな使われ方をされているか。また、蔵書の管

理、そういうふうな、せっかくあるデータを活用するような仕組みは今の仕組みにはなかったよう

な印象を持ちましたが、私はやはりデータ活用の視点、特に市民の方の図書館利用や、どんな本が

必要なんだ、どんな本が読まれてないんだとか、そういうふうな管理の視点が今後システムには要

るのではないかと思いますが、その辺のご見解があれば、お尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 図書館の蔵書につきましては年々充実を図ってきており、平成１７年度のシステム更新時期と比

較しますと、蔵書冊数も約２万４,０００冊増加しており、平成２２年度末で１４万冊を超える状

況にあります。また、平成１９年４月から図書館の開館時間を午後７時まで延長したこともあり、

入館者数も年々増加し、平成１７年と比較しますと約２万６,０００人増加し、平成２２年度末で

約１０万１,０００人となっております。 

 このように、蔵書冊数、入館者数の増加や、機器も６年目を迎えたこともあり、システムのふぐ

あいが発生することも見受けられる状況にあります。また、現在の電算システムを利用した統計デ

ータにつきましては、利用度の多い図書や時間帯別による利用者数などはできるものの、年齢別に

よる図書の利用などはできないところでございます。このことから、機器の導入後６年目を迎えて

いることもあり、また利用者のサービス向上を進めるためにも電算システムの更新が必要であると

考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 いろんなデータを処理することによって、市民ニーズをつかまえたり、蔵書管理をしたり、こう

いうものは今のシステムでできていないような印象を持ちました。そういうことを前提に置きなが

ら、次の質問に入らせていただきます。 

 ２点目に、学校図書管理システムの状況についてお尋ねをいたします。 

 東小学校に学校図書館管理システムを平成１５年度に導入をされまして、９年目を迎えている状

況です。ここにつきましても見学に行かせていただきました。やはり９年目を迎えるということで、

システムのふぐあいも少し出ているような状況でございました。これまでの東小学校の取り組みの

状況、また成果、課題等について確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 亀山東小学校の図書館システムでございますが、平成１５年度から図書のデータ化を行い、バー



－２７３－ 

コード入力により校内の本の貸し出しを行っているところでございます。これにより、図書委員会

を中心に、本の貸し出しや返却が早く正確にできるようになりました。本の貸し出し冊数の検索や

貸し出し中の情報などがすぐにわかり、蔵書管理がしやすくなっています。 

 成果といたしましては、朝の読書活動や読み聞かせなどの取り組みも含めて、学校図書館を利用

する子供がふえるとともに、読書習慣が身につきつつあるところでございます。 

 課題としましては、導入から丸８年が経過し、機器などが古く、ふぐあいが生じていること、ま

た現在のシステムにはデータの統計処理をする機能がないため、データを活用するまでには至って

いないことが上げられます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 約８年を経て、プラス効果、当然子供たちの読書習慣が非常によくなったのではないかなという

こと。もう１点また、ふぐあいという課題として、少し機器の老朽化といいますか、そういう部分

があるということでした。 

 約８年、９年目を見ているわけですが、その間、ほかの学校へのこういうシステムの反映がなか

ったわけです。本来ですと、東小に入り、そして広がっていくようなものですが、なかったこと。

予算も、ちょっと調べてみましたら、１７年から１９年で年間１８０万ぐらい使っていると。相当

単体の機器の割には非常に多額の金が使われていたんだと、改めてそう思いましたが、やはり他の

学校への反映ができなかったこと。これは費用的な面がネックだったのか、また使い勝手みたいな

ものであったのか。できなかった理由について確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 亀山東小学校のシステムをほかの学校へ広げなかった理由についてでございますが、一つには、

機器のリース料や保守委託料など１校分のコストがかかり過ぎるということがございます。また、

システムを導入する前に、まずは図書館に人がおり、温かみのある場を確保する必要があったため、

図書館協力員を配置することを優先したことなどが理由に挙げられます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 私はやっぱりコスト高ではないかなという気がします。改めて予算書を見てみたときに、やはり

なかなかほかのところに反映していくには多額の費用が要るんじゃないかなというふうな印象を持

ちました。 

 ただ、見学して、お話を聞きますと、こういうシステムですので、貸し出しの管理は児童で行っ

ていて、児童たちがそれぞれ参加をしながら学校図書館の管理をしている。大変いいことではない

かな。 

 それからまた、近年、学校もＩＣＴ機器の活用によって、授業の進め方もディスプレーを使った
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りして非常に変わり出してきたと。当然教員の方にも１人１台というふうな体制になってきた。そ

うなりますと、学校図書館であっても、やはりその視点は今後必要ではないかな、そんなふうに考

えます。当然そうなりますと、機器の使用においても、さらに子供たちの習熟機会がふえていくと、

そんなような印象を持ちましたが、費用面は抜きにしまして、やはりこういう図書館管理システム

の導入、他の学校へも必要性を感じておられるかどうか、確認をさせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校への図書館システムの導入につきましては、現在、市立図書館とも連携を図りながら、調

査・研究を進めているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今、研究中ということでありますが、少し提言めいた質問になりますが、次のところに入らせて

いただきます。 

 次に３点目に、図書館システムを活用して学校図書館管理システムを運用できないのかというこ

とでお尋ねをいたします。 

 ６月定例会の現況報告で図書館のことが書いてありまして、図書館では学校との連携に力を入れ

ており、司書の派遣、市内小学校３年生の施設見学の受け入れや学校への一括貸し出しなどを行い、

今後も学校との一層の連携を深めながら読書活動の推進を行う。そんな報告もございました。 

 私は、今、行っていただいております人的な交流に含めて、先ほど申しましたが、やっぱり図書

館のシステムを活用して、それらのデータによって、読書活動や今後の学校の図書館の管理みたい

なものへ、システムを導入した上で、そういう促進を図るべきじゃないかなというふうに考えます。 

 東小学校に入っているのは、単体でソフトが入った機械が置いてありまして、情報の人に聞くと、

スタンドアロン型というふうに言っておられましたが、要するに単体のものが置いてございました。

ただ、ケーブルテレビの普及とともに各学校へも光ケーブルが敷設してあって、全部連携がとって

ある。そういうふうになりますと、ＩＣＴという視点からいけば、ネットワークの部分はベースは

つくってございますので、各学校図書館の管理システムもネットワークで結ぶようなシステムを構

築する方が、単体で置くよりはいろんな部分で活用ができるのではないかな。そしてまた、そうな

りますと、システム管理は市の情報担当が行いますので、やはり学校へお任せをしていくような部

分よりは、さらに情報管理も進むのではないかなと、見学をしてそんな印象を持ったところですが、

従来の一個一個学校に置くということではなくて、やはり今後もし置くんであれば、私はネットワ

ーク型のシステム導入について検討していただくべきではないかと考えますが、このような導入の

考え方ですね。ネットワーク型のシステムについてどのようにお考えか、確認をさせていただきま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 
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 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校図書館のシステム化につきましては、現在調査・研究を行っているところでありますが、近

隣の自治体の状況を見てみますと、学校図書館のデータベース化を行っている地域も多くなってき

ております。 

 また、現在調査・研究の中では、学校図書館システムを市単独で導入するより、市立図書館のシ

ステム更新に合わせた方が安価で導入できることが明らかになっております。このことから、ネッ

トワークが構築されますと市立図書館と学校図書館とが結ばれ、市内の読書推進の取り組み強化に

つながると考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 次の質問でお伺いしようというところだったんですが、当然今の時代ですので、各学校がつなが

っているネットワーク型というのは当然必要だろうと思います。私が一番学校に行って感じました

のは、単体のものを置いて、学校にそれぞれお任せをすると、やはり担当の方もかわるし、この前

行きましたときにも、どちらかというと業者依存型のシステム運営になっていたと。こういうこと

になりますと、どうしてもやる気といいますか、学校側のやる気が若干弱いんじゃないかなという

ふうな印象を持ちました。 

 やはり仕組み自体はきっちりどこかが管理して、あとは使い勝手だけをいろいろ議論する方が非

常に便利になっていくんじゃないかな。そういうふうに思いますと、１番目に申し述べました図書

館システムの更新もそろそろ入ってくるだろうと。そうなると、図書館をキーとして、各小・中学

校１４校がつながるような仕組み、また横にずうっとつながる、そんな仕組みも今の時代ですとそ

う難しいものではないだろうと。やはり単体で入れますと、先ほど言いましたように、毎年１８０

万という多額の費用掛ける１４校になりますと、相当の費用が年間発生してくる。それよりも、一

遍システムを構築すれば、管理運営費は図書館の運営費ぐらいで済む。これはたしか年間１７０万

ぐらいだと思いましたが、安価に済むと思います。そういう意味では、今答弁がありましたので質

問はしませんが、私はやっぱり図書館システムを活用して、その中に学校図書管理システムを組み

込んでしまう方が非常にわかりやすいし、使いやすい、そういうふうに感じております。答弁は先

ほどございましたので、ぜひそういうふうな方向で一度検討をしてほしいと思います。 

 あと、最後の質問としまして、一部、東小学校でも貸し出しのデータなんかが使えるというふう

な答弁でございました。私が実際行って確認しましたら、１人何冊借りたとか、何が低学年で多く

借りられているという情報はとれますが、個々に細かく、１年生でどういうもの、例えば竹井がど

ういうものを借りているということは出なかったです。そういう情報が、子供たちの読書傾向をつ

かまえるには非常に重要ではないかなと。各学校の中でそれぞれ特徴も出るでしょうし、それが相

互に各学校間のデータがそろうことによって、亀山市全体の読書傾向なり、子供たちの読書傾向も

わかってくる。そういう視点が今後私は非常に重要ではないかなと。当然そうなりますと、一番そ

ういうものに強いのはネットワーク型で、データがリンクするというんですか、それぞれデータ活

用ができる。そういうものの方が、これからの時代にどうせ投資をするのなら、そういうデータ活
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用ができるような仕組みづくりをやっておかないと、ただ図書館の貸し出しだけの業務をやるよう

ではあまり意味がない。それはペーパーでやっても十分できますので、そういう視点も入れて、図

書館のシステムの活用と同時に、学校図書館を運用する効果というものが非常に出るのではないか

なと。そうすると、また各学校で子供たちもそのシステムを使って貸し出し業務とかやれますので、

子供たちの習熟にもつながっていく。 

 それから、９月の定例会の現況報告にもあります国語力が少し伸びてきた。読書が一番重要だと

いうことも聞かされておりますので、今後の亀山市の子供たちの読書指導、これの基礎データに活

用できるのではないかな、そんなふうな印象を持って、今回この質問をやらせていただこうという

ふうに思いました。 

 最後に、さらにこの図書館システムとの統合によって、子供たちの読書指導に当たるため、各学

校、さらに学校間のデータ収集の活用やその必要性、どのように今お考えなのか、確認をさせてい

ただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 ご指摘のように、ネットワーク構築が実現いたしますと、他市と同様に、子供の貸し出し冊数だ

けでなく、子供の読書志向や人気の傾向がわかるようになり、今後の読書指導に生かすことができ

るようになります。 

 また、図書館や各校の蔵書が有効に活用できるようになるとともに、亀山市全体のデータを統計

処理したり、比較検討したりできることから、地域、家庭を巻き込んだ市全体の取り組みも可能に

なってくるのではと大いに期待するところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 図書館のシステムと学校図書館管理システム、両方見せていただきまして、やはりＩＣＴ時代だ

といって、相当多くのお金を使って学校にもデジタル機器を導入しました。そういう意味からいく

と、一番足元の部分が、せっかく東小学校に入れても、全くそれがすそ野が広がらないまま、多額

のお金を使って、実地試験になったんだろうかと。結果的に、のぞきに行ったことで、やはりもう

ちょっといいシステムが要るなというふうな印象を持ちました。お金も要ることですけれども、次

期の更新に合わせ、もし小学校、中学校も入れたいという意欲があるんであれば、ぜひそれに向か

って取り組んでいただきますようお願いをして、質問を終わらせていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 ２０番 竹井道男議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５９分 再開） 
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○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２２番 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 早速一般質問に移らせていただきたいと思います。 

 １点、通告しました保育所については、また後日させていただきたいと思いますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 まず１点目でございますけれども、人権についてです。 

 この人権については、私はこれで３回目になろうかと思いますけれども、条例制定に向けての意

欲について、元三重県の生活文化部長の安田副市長が本市の副市長となられました。その経験と指

導力を踏まえた中で、人権条例が未設定である亀山市のあり方について、今までどのような形で取

り組んでみえたか、そのことについてお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 私の思いをというようなことだったと思いますけど、まず日本国憲法で保障されております基本

的人権の尊重という精神は、決して変わることのない普遍的なものと認識をしておりますが、時代

とともに変化する社会を背景といたしまして、新たに人権課題としてとらえるべき事象がたくさん

生まれてきております。 

 若干三重県のことでございますが、三重県における人権の取り組みは、部落差別の問題を解決し

ようという取り組みから出発しておりますことから、人権というと、どうしても狭くとらえがちに

なっておりますが、現在では障がい者の差別、在日外国人の差別、男女や子供の人権問題、インタ

ーネットによる人権侵害など、広範多岐にわたってきております。このようなことに対応していく

ことが社会の進歩、発展の一つの指標だと認識をしております。 

 したがいまして、これからつくろうとしております条例は、さまざまな人々の人権課題から出発

をしながらも、地域社会全体を見据えた広がりのあるものにしていかなければならないと私は感じ

ております。 

 くしくも昨年３月に制定されました亀山市まちづくり基本条例の検討、策定過程におきまして、

子供の人権を初めといたしました人権の取り扱いが議論をなされ、その扱いを課題として、積み残

した経緯があるとも聞いておりますので、おくればせながら補完できるような条例になればよいと

考えております。 

 また、平成１８年に亀山市は人権都市宣言をしていますが、その理念の中には、人権尊重のまち

づくりを進めていこうという考え方が強く含まれておるように感じております。 

 このように、あれこれ考えてみますと、今まで亀山市が行ってきたことを、人権という視点から

しっかり整理を行うとともに、社会の進歩、発展の現状をも取り入れ、より多くの市民、団体との

議論によってつくり上げていくという条例、まちづくりの手法を使った条例の制定過程が何より大

事になると考えております。 
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 最後に、しかるべき段階でたたき台をお示しいたしまして、多くの議員に参加をしていただき、

ご理解を得ながら、条例案ができるように努力をしてまいりますので、ご理解をお願いいたしたい

と思います。以上でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 今後の取り組みについて、いろいろるる述べていただいたんですけれども、基本的には、やっぱ

り副市長もおっしゃったように、市長さんにもお願いしたい点なんですけれども、まちづくりの指

標によるものの中での人権と。とかく人権尊重をやると、部落問題、同和問題が表へ出るんですけ

れども、もう今、副市長が言われたことが今の流れやと思っています。だから、しかるべき段階で

上程を考えていきたいという提起をしていただきましたので、私も残す任期３年間、一生懸命この

ことについては、私の議員としての責務として行政の動きを見ていきたいと思いますので、できま

したら一日も早く、県下２９市町の中の未制定２市２町の中の２市に入っていますので、亀山市と

して人権条例の制定に臨んでいっていただきたい。私も議員の一員として、行政とともにこの人権

条例制定のために努力させていただきますので、よろしく提案していただきたいと思います。 

 次に、お聞かせ願いたいと思います。順番は違いますけれども、９月定例会の市政現況報告につ

いて、地上デジタル放送の完全移行について、市長の報告の中で、「大きな問題も発生せず」と表

現されましたが、その認識の真意について市長に聞きたいと思います。 

 地デジ問題でかなり、テレビの購入とか、いろいろありましたけれども、ほんまに大きな問題は

なかったのかということを、担当部局の報告があったのかなかったか。現況報告を見ますと、「大

きな問題は発生せず」というふうなことですけれども、そのような認識はなかったのか、手短にお

願いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 櫻井議員のご質問にお答えをいたします。 

 現況報告での地上デジタル放送への完全移行について、問題がなかったというような認識はどう

かということでございましたが、７月２４日に地上波デジタル放送への完全移行につきまして、多

くの皆さんのご協力をいただき、事前の周知の効果もございまして、全体として亀山市の場合は大

きな混乱はなかったというふうに基本的に認識をさせていただいております。 

 移行当日、日曜日でございましたけれども、市民の問い合わせに対応するため、担当職員も勤務

をさせていただいておりました。また、デジサポ三重の皆さんによります相談会を市役所において

その前段階から開催をさせていただいたり、その後もそうでございましたが、さらに中部電力にお

きましてもコールセンターを設置いただいて、共聴施設でテレビ受信をしていた世帯からの対応を

していただいたところでございます。 

 当日の問い合わせの内容でございますが、ケーブルテレビへの加入方法に対する問い合わせがほ
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とんどでございまして、移行そのものに対する、あるいは問題と言われるようなものはなかったと

いうふうに認識をさせていただいております。 

 また、この完全移行後につきましても、デジサポ三重によります相談会が８月２３日まで７回開

催をいただきまして、相談内容のほとんどがデジタルチューナーの入手方法についてでございまし

て、デジサポ三重の方でご対応をいただいたところでございます。 

 このようなことから、市政現況報告の中では「大きな混乱はなかった」とご報告をさせていただ

いたものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 担当部局は当然聞いていただいておると思うんですけれども、基本的に地デジの場合、今言われ

ましたように、チューナーの購入、それがしかりだと思います。ゼットケーブルが基本的に、光フ

ァイバーを希望しても、ゼットケーブルが大体８０％以上のシェアを占めておると。だから、亀山

市には光ファイバーを引いても加入者ができないので、こっちへ来ないというふうなことを聞いて

います。そうすると、どうしてもゼットケーブルに頼らんならんと。そこで、私の知り合いですけ

れども、ゼットケーブルに加入しようやないかということを考えられて、ゼットケーブルに申し込

んだと。そこで、その方の敷地が広いもんで、設置費用に、宅内の引き込みの費用に２００万の請

求書を出されたという事実があります。それによって、その方は知り合いの電気工事屋さんに何と

かアンテナ対応でできやんかという形で、何としてもゼットケーブルでいろんな情報を得たかった

んですけれども、２００万も出してまでゼットケーブルは引けないということで、いろいろ交渉し

ておったんですけれども、ゼットケーブルの方の対応がまことにお粗末であって、旧関町の地域で

すけれども、関町に空白地ができておったと。そのことによって２００万の請求をされたという事

実があります。 

 そういうようなことも踏まえた中で、今後、ゼットケーブルとのいろんなことについて、もう少

し慎重にやっていただきたい。ゼットケーブルが８０％以上を占めておるもんで、光ファイバーを

引きたくても引けないという方も見えます。引き込みに企業が来ないという現状もあるので、独占

的な企業になっておるという現状も十分理解してもらった中で、今後ゼットケーブルとの対応もし

ていただきたい。 

 旧関町は、加入金を全額町民の皆さんの積み立てた金で購入して、旧亀山市は個々の加入金で加

入してきましたと。当時、９万円以上払った旧亀山市民の方も見えます、ケーブルが導入されたこ

とによってね。だけど、その後に加入金の無料化とか、引き込み費用の無償化とか、まして宅内工

事の無償化とか、いろんな形のサービスをしてくれておるんですけれども、今、独占企業となって

おることを念頭に置いて、今後のＺＴＶとの交渉も十分考えていただきたいということを申し述べ

ておきたいと思っております。 

 あまりこのことについてやっておると時間がありませんもんで、次に移りたいと思います。 

 我がぽぷら会派の鈴木議員もお尋ねしたんですけれども、合併特例債の活用の今後の推移につい

て知りたいというふうなことで通告をさせていただきました。 

 鈴木議員が大方の詰めをしておいてくれたんですけれども、今日まで、市長が、この活用につい
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て、庁舎建設凍結ということで市長選挙に打って出たと。そして当選されて、庁舎建設の凍結がな

されたと。２５億の合併特例債の活用ということが宙に浮いた。その中で、平成２２年からあまた

の議員、私も質問させていただきましたけれども、私は、防災行政無線の設置をしたらどうかと。

費用は大体６億円かかると。これはどうですかとか、いろんな方が、川崎小学校の改築をしてはど

うか、保育園の改築をしてはどうか、いろんな提案をしてきたけれども、鈴木議員のボードを借り

ますけれども、かたくなに拒んでいたのは、ここにも書いてありますけれども、基本的に借金であ

り、次世代に負担を残さない。使い切るべき性格のものでない。もう１点、ここには書いてありま

せんけれども、新市まちづくり計画に記載がしていない。読み込みができないので、こういうふう

な２５億の特例債は借金であり、次世代に負担を残すことはできへんので、使うことはないと。使

うべきでないという考えを、ここに２３年の答弁書の写しがあるんですけれども、我が会派の伊藤

議員、各議員、前田 稔議員も、それから、もう引退されました森 淳之祐議員等々がいろんな活

用について質問された。そのたびに、書き込みがないから、次世代に負担を残すからというような

形の答弁を繰り返してみえた。やにわにこの９月の定例会に、総務委員会の資料６に合併特例債の

活用を行うというものが突如出てきました。 

 鈴木議員からもいろいろ質問したんですけれども、もう一つパネルを用意しましたんですけれど

も、同じようなことですけれども、もう少し細分化したんですけれども、このパネルを見ていただ

いたらいいんですけれども、私も勉強不足でした。というのは、ここに市町村合併ハンドブックと

いうのがあるんです。これは、平成１１年１２月２７日に初版本で、平成１３年１０月１２日に８

版、再販です。平成１１年に合併特例法等々のいろんな議論の中で、このような市町村の建設計画

の改正や変更を作成する。県との下打ち合わせをやる。それから、合併市町村はあらかじめ都道府

県知事に対して協議を行う。事前協議を８月にやったと。９月に入ってきて、これを都道府県知事

に事前協議をやるということは、もう既に変更を前提に事前協議をやっておるわけです。これは正

式な協議です。これは明らかに県と詰めた中で、変更手続ができた段階でやったという意味です。

ここで、知事は亀山市に、異議がない旨の回答をやると。 

 ここで、１２月議会に上程をされて、議会の議決を経て、そしてこれが各関係省庁におりていく

と。総務省の総務大臣から、財務省から各関係機関に通達され、協議をして、その結果、合併特例

債を使用してもよろしいよという協議を経て、亀山市に戻ってくる。こういうふうな一連の動きが

できるわけです。できたのに、今日まで、今、冒頭に申し上げたような次世代に残す負債である。

これはあくまでも借金であると。新市まちづくり計画に記載がしてなかったというふうな、私から

言ったら、私ら議員に対して偽りの答弁をしてきた責任、それをどういうふうに市長は考えてみえ

るのか。どういうふうにこれを認識されておるのか、一遍お聞きしたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 そもそも合併特例債でございますが、今、事務手続のパネルを出していただきましたが、国策と

して市町村合併を促進させるための優遇措置として制定をされたものと認識をいたしております。

しかし、この特例債そのものは借金でありまして、地方交付税で後年度に措置をされるからという

安易な考え方で新規の大型建設事業に充当した自治体は、合併後１５年、２０年たって、大きな借
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金と施設の維持管理費が残り、自治体財政を圧迫する可能性があると、そのように私自身は考えて

まいりました。 

 市長就任以来、この２年間、この考え方、並びに特例債を使っても交付税額に反映されない不交

付団体という現状から、合併特例債の充当活用については慎重に判断をいたしてまいりました。 

 同時に、特例債の発行を想定いたしておりました市庁舎建設計画の凍結、和賀白川線橋梁計画に

おける形態の見直しなどによりまして、発行可能額の変更を行ってまいりました。 

 一方、ご指摘のように、本年３月の定例会におきまして、ぽぷらの伊藤議員のご質問に対しまし

て、今後、特例債の活用については、交付税制上の有利な面もあり、活用の期限である平成２６年

度までに完了できる事業で、とりわけ大規模な事業があれば有効に活用することも選択肢として考

えている旨、ご答弁をさせていただきました。６月の定例会におきましても同様の考え方をお示し

させていただいたものでございます。 

 これらの流れの中で、合併から７年を経過いたしました本年度、くしくも７年ぶりに交付団体へ

と転じました。同時に、現在、本市の今後５年間の行政経営の基本となります後期基本計画の策定

作業を進めておりまして、中期・長期の政策の優先順位とその裏づけとなる財源確保について、最

も最適な方策を検討することは当然のことと考えておるものでございまして、したがって、新市ま

ちづくり計画の変更はその一環としてご理解をいただきたいというふうに存じます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 あのですね、市長。職員、担当部局の書いたものを読んでおるような市長ではだめなんや。私は

そんなことは聞いてないですよ。交付団体になったから、この金を使いましょうとなったわけです

やんか。不交付団体やから、これは使わんとこという考え方ですやん、借金やから。そうでしょう。

そんな職員の書いた答弁を私は聞きたくない。市民の人もそうやと思う。凍結したのは、庁舎は建

てやんでもいいやないかということで２５億が浮いたわけでしょう。その浮かすのは、次世代に負

担を残さんようにするためやと。これは借金やと。だから、私は凍結して、しばらく待つんやと。

今までのままでいくのやと。市民の皆さんにも、市役所を訪問してもろうても、不便は感じるけれ

ども、ごめんしておくんなはれと。だけど、何とかこの財政でやっていきたいと。それがあなたが

言った中・長期の２００億円という、５ヵ年の２０億円削減のこの予算でもそうでしょう。そのた

めに２００億円以下の予算を組んだのと違ったんですか、当初に。 

 なのに、いろいろなことをかんがみ、これを使いますわと。長寿命化というけれども、平成４年

から溶融炉の議論はされておるんですよ。平成７年８月に臨時議会で上程されて、それで今日に至

っておるんです。こういうふうな長寿命化というのは、当然行政の一環としてやるべきことなんで

す。これは別に合併特例債で活用するものではないと私は思う。 

 市長にお伺いしますけど、市町村合併の特例に関する法律の５条第２項、市町村の一体性の速や

かな確定及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町の均衡ある発展に資するようにという

ような文言があるんです。この５条ですべて動いておるんですよ、この変更も。だから、こういう

ふうなものがあるわけですよ。だから、今日までの答弁の真意が私はわからん。だから、こんなこ

とは知っておって言っておったんか、知らんと、たまたま２５億が、あと３年後、２６年までに合
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併特例法の１０年が切れるので、これを使い切らなあかんと。そのとき、たまたま交付団体になっ

た。だから、使うんやと。使わな損やという考えで来ておると私は誤解するんですよ。また、そう

いうふうに思っておるんですよ。 

 だから、今の答弁、溶融炉の長寿命化は必要ですけれども、それ以上に合併した市町の均衡化を

図るというための事業というのは、ようけメニューを出しましたよ、議員から。それを全部けって

きたんですよ。違いますか。それを突如、この９月の定例議会に１枚の資料で、これに使いますと

いうふうなことになってきたんですよ。だから、こうやって質問せんならん。あなたが凍結をせん

と、庁舎を建てておったら、２５億の合併特例債の議論はなかったと思うんです。だけど、いみじ

くも、あなたは凍結という形で市長に就任されて、２５億が残っておると。だから、こういうふう

な議論がある。いろんな議員が一生懸命考えて、議論してきたんですよ、２２年から。その成果と

いう努力をあなたは何も思わんと、溶融炉の長寿命化ということでぽんと出してきたんですよ、紙

１枚で。１２月に上程しますと。１２月に出てきたときにはもう決まっておるわけですよ。議員の

方、どういうふうに反論するかわかりませんよ。だけど、議会はあくまでも賛成多数ですから、過

半数の賛成がありゃあこの議案は通っていくんですよ。それが果たして、市民に対していいんか悪

いか、さらに聞きたい。今までの答弁も踏まえて、あなたの生の声を聞きたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず、今の私自身の答弁に対しまして、市長の生の声ではないと。職員の書いた原稿を読むなと

いうご指摘でございましたが、全く思い込みのご指摘はこの場では控えていただきたいというふう

に思います。私自身の思いを申し上げてまいったものでございますし、今日まで、同じ思いをこの

場で申し上げてきておるところでございます。 

 さらに、今おっしゃっていただきましたし、議員かねてから、合併特例債を有効に活用すべきだ

というご指摘をいただきました。防災無線、あるいは川崎小学校、あるいは北東分署に充当すべき

だというご指摘もちょうだいをいたしてまいったところでございます。 

 私は、大切なことは、行政が抱えております行政課題というのは多様なものがございます。そう

いう中にありまして、市全体として、今後５年間、中・長期で何を優先していくのか。あるいは、

その裏づけとなる財源を最も最適な方法でいかに確保していくのか、この検討を現在進めさせてい

ただいておるところでございます。 

 一方で、極めて難しいことでありますけれども、この特例債の償還は大体合併後１５年から２５

年というスパンがございますので、なかなか難しいことなんですが、大枠でその１５年、２５年程

度を視野に入れながら、行財政運営をしていくということは、私自身、未来への公の責任の一つで

あって、市民の皆さんを初め、公の利益につながるものというふうに考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 改めてお尋ねする。あなたはよく選択と集中、あなたが市長選挙に臨んだ市庁舎、空調が悪い、

利便性が悪い。それを１万平米で新しい庁舎を建てて、市民の、また市職員の職務、市民に対する
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接客というんですか、それの機能を充実しようという庁舎建設を選択せず、あなたは溶融炉の長寿

命化を選択したんかな。そういうことやろう。庁舎建設は選択の余地がなかった。だけど、溶融炉

の長寿命化をあなたは選択と集中の中で選択したということ、それでよろしいかな。 

 もっとほかに市民のためにすべきことがあるのに、あえて長寿命化を選択としたと理解させても

らいますが、私は。そういうふうに理解しますよ。庁舎建設を凍結する。それを選択と集中から外

して、溶融炉の長寿命化をあなたは選択したと、そういうふうに理解しますが、どうですか。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほども申し上げましたが、行政が進めるべき、あるいは対応すべき行政課題は多岐にわたって

おるものでございます。それを全体を、庁舎建設か、あるいは今の長寿命化かという、ＡオアＢと

いう話ではなくて、全体の中で、最適なことを、やっぱり優先順位を考えて、あるいは後年度への

負担や償還のことを考えて、考えていこうということでございまして、今申されたこと、そういう

ことではございません。全体の中での判断ということでご理解をいただきたいと存じます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 １２月に臨んで、どうしても下相談して、県との事前協議もやってみえると思うけれども、上程

するための９月定例会の総務委員会資料として、総務委員会でかなり具体的なことを説明されるわ

けですかな。もう一遍確認したい。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 そのように考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 もうちょっと、今までの反省は何もしていないということをもう一遍確認させてもろうたわけで

すけれども、こればかりやっておっても、あともう一つ重要な案件を抱えておるもんであれですけ

れども、総務の委員の皆さん方にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。我が会派

の鈴木議員もお見えになりますので、鈴木議員を通じて、またいろいろお話もあるかと思います。 

 次に移りたいと思っております。 

 障がい者福祉施設、小規模作業所の今後についてということで、きのう、中村議員がかなりのこ

とを聞かれました。 

 私もちょっとお尋ねしたいんですけれども、市長マニフェストから入りたいと思います。市長さ

んは、マニフェストに２年間で５,０００万、２ヵ所の小規模作業所の新設、グループホームをマ

ニフェストに掲げられました。この間、見せてもらいましたマニフェストレポート、花マルが三つ
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ついておりました。ところが、そのマニフェストの履行状況を一遍お教え願いたい。 

 グループホームについては説明がありました。小規模作業所について、２ヵ所新設、２年間で５,

０００万ということについてお尋ねしたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 障がい者施策でございますけれども、今、マニフェストの関連でご質問をいただきました。マニ

フェストの趣旨、思いにのっとりまして、既存施設に対しまして、小規模作業所３ヵ所への財政的

支援を行ってまいったものでございます。同時に、本年度、亀山市障がい者福祉計画の見直しや、

第３期の亀山市障がい者福祉計画の策定を進めさせていただいておりますが、その趣旨の前進に向

けて、現在取り組ませていただいておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 取り組ませていただいておるという答弁の中で、ここに平成２３年７月３０日、亀山市心身障が

い者小規模作業所保護者説明会事業移行資料というのがあります。これ、中身を全部読むと時間が

ありませんもんで、最後の結びのところに、自立支援法等々云々がうたわれております。きのうも

中村議員がお尋ねしたように、社会福祉法人がやっていますつくしの家（旧亀山市）、なかまの部

屋（旧関町）、それから夢想工房さんについてＮＰＯでやられておる。つくしの家となかまの部屋

の統合というのがこの文書です。平成２８年８月に新法が変わる。これは政権がかわったで変わる

という言い方であります。最後に、これらの運営基盤が確立されないと安定した経営につながらず、

結局は利用者の不利益になります。統合することで安定した経営ができ、職員の目が行き届き、質

の高いサービスになりますので、保護者の皆さん、統合しましょうと。統合しますにという話が、

２３年７月３０日の保護者会で説明されておるけど、この事実について、市長、ご存じかどうか、

まず確認。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 社会福祉協議会において、そういう議論があったということは承知をいたしておるところであり

ます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 市長のマニフェストで、２年間５,０００万で２ヵ所を新設するというマニフェストがあって、

今既存しておるつくしの家、なかまの部屋を統合するという話が出たときに市長は何も感じなかっ

たんか。確かに夢想工房さんはＮＰＯになって、認可作業所として進んでみえると。これは、きの

うも山﨑部長からも報告があったし、けど、今、市長が言われると、マニフェストは進めておる。
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だけど、つくしの家となかまの部屋を統合するということを聞き及んでいるときに何も感じなかっ

たか、一遍それを聞きたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員ご案内のことだというふうに思いますけれども、先ほど政権交代後、変わるというふうに触

れられましたが、平成１７年に制定をされました障害者自立支援法の中身、これでございますが、

障がい者への費用の原則１割負担を求めた上で、従来ばらばらであった身体、精神、知的障がい、

この３障がいの福祉サービスを一元化しようということ。それから、一般就労への意欲のある障が

い者の皆さんの能力を引き出し、その就労への支援をしていこうという……。 

（「そんなこと、聞いてないがな、私は」と２２番議員の声あり） 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 これ、大事なところですから、説明をさせていただきたいと思います。 

 それまで国が補助をする仕組みであったこの事業に、国の財政負担を義務づけて、そういう仕組

みに改めたということで、戦後の障がい者福祉政策の歴史の中で、保護から自立へと変わる大きな

転換点であったというふうに私自身は考えております。 

 この支援法に基づいて、新たな体系への移行期限であります本年度に向け、本市を初め、４７都

道府県や地方自治体、それから全国の社会福祉協議会や民間事業所までがその準備を進めてまいっ

たところでございます。私自身、先ほどマニフェストの話、ご指摘いただきましたけれども、障が

いのある皆さんが住みなれた亀山での生活が継続できて、自立できるよう、またそのご家族の皆さ

んが老後への不安がないよう、地域社会全体がそれをゆだねられるような、そういう亀山市をつく

っていきたいと申し上げてきたところでございます。 

 そこで、今お尋ねの小規模作業所の統合につきまして、昨日、中村議員のご質問に市の考え方を

お答えさせていただいておりますが、亀山市社会福祉協議会においては、今日まで支援法に基づく

新体系移行へのご検討をいただいてまいったところであります。その検討の１案としてのつくしの

家、なかまの部屋の統合案について、８月上旬にお伺いをいたしました。この二つの施設を残しつ

つ、新体系への移行を可能とする方策について、健康福祉部長に対し、社会福祉協議会事務局長の

同席のもと、再度検討するよう指示をいたしたところでございます。 

 現在、保護者の意向確認や協議会の運営体制の検討などの作業を現在進めていただいておるもの

というふうに承知をいたしておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 議長にお願いしたいんやけれども、私はそんなこと聞いてませんのや。市長のマニフェストで二

つ新しくつくりますよと、２年間で５,０００万かけて。なのに、つくしの家となかまの部屋を統

合するという話を聞いたときに、市長はどう思ったと聞いたら、自立支援は云々とか、ぐだぐだと、

だれが書いたかしらん書類を読んでおる。先ほどいろいろ指示を出しておると。つくしの家ではつ

くしの家で運営する。なかまの部屋はなかまの部屋で運営していくと。そして、ひいては国の２分
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の１の補助、県の２分の１の補助、それから市から４分の１の補助を出して、財政的に潤沢な作業

所としての施設構築に、認可できる施設に移行するような指示を市長として出していくのかどうか。

今の場合は、何とか存続するという話を協議してもろとるらしいけど、これが夢想工房と同じよう

な形の施設として、つくしの家もなかまの部屋もつくり、また今後、障がい者が、私の予測では、

今、義務教育で介助を必要とする子供さんたちが２００名ばかり見えるわけです。その方が選択で

きる。市内に市長が言った４ヵ所できるわけです。４ヵ所つくって、それぞれの障がいに応じた形

で、社会になじむと。地域の人が見守った中で、施設として充実するような方策を考えるようにや

ってくれるのかどうか、それを一遍お聞きしたいんですけどな。 

 ちょっと読みますけれども、この資料にこういうようなことが書いてありますよ。作業所の統合

について、統合する理由について、なかまの部屋の利用者の数は７名になります。そのため、なか

まの部屋の経営は赤字になります。また、調査した結果、今後の利用者が急に増加する見込みはあ

りません。さらに、作業所を置く場合、生活保護、または就労云々と書いてあって、契約しない可

能性もあります。最後に、作業所の職員と事務局の職員の方向性に向けた会議を重ね、いろいろな

体系を考えて、２ヵ所の作業所を残すように努力をしてきましたが、結果としては、よりよいサー

ビス、また職員の職員体制を確保するために、多機能型に事業を移行し、二つの作業所を統合する

体制で進めていきたいですという文章が書いてあるんですよ。ご存じかな、このことを。そのとき

に、そんなことは私のマニフェスト、公約に違反するから困ると。もっといい方法はないのかと。

私が思っておる、新たに２ヵ所をつくるということを推し進めてくれということを担当部局に指示

をしたんですかということを私は聞きたい。今の施設の正式な認可施設としての充実を図る方法を

考えよという指示を出す立場にある市長が、出したか出してないのか、それを聞きたいんです、私

は。いかがですか。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほどご答弁させていただいたように、８月の上旬に健康福祉部長に対して、社協の事務局長同

席のもとに、二つの施設を残しつつ、新体系移行への方策を再度検討するように申したと、そのよ

うに申し上げたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 新体系とはどういうようなものですか。新体系というのは、私、わからん。新体系とは、こうい

うようなものやという市長の考えを示してほしい。 

○議長（大井捷夫君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 このたびの障害者自立支援法の趣旨に基づきます小規模作業所の新体系への移行でございますが、

従前は市の補助金等でもって運営をしていただいておったわけですが、この法律の施行によりまし

て、今年度中に新体系に移行しなければならないということでございます。 



－２８７－ 

 新体系に移行しますと、今までの補助金と違いまして、サービスを行う、そういった事業に対し

ます支援費というのが払われるようになりまして、報酬で運営をしていただくということになりま

す。今の社会福祉協議会の協議の中でも、その支援費で運営できる、そういった手法もあるという

ふうに検討の中で掲げておりますので、そういった方向に向けて検討をしていただいているという

ことでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 この資料の中にも６案があるんです、統合までの。私も勉強不足ですので、うちの同僚議員の鈴

木議員に聞いたら、櫻井よ、これ亀山市としてのつくしの家、なかまの部屋の体系として、４番目

の案が一番いいのじゃないかと。というのは、つくしの家は多機能型で、就労継続支援Ｂ型プラス

生活介護、なかまの部屋は生活介護の方式が一番いいのではないかというのが鈴木議員が私に教え

てくれました。 

 市長もやっぱりもう一遍考えてください。つくしの家、なかまの部屋は、自立支援法云々じゃな

しに、それぞれに旧亀山、旧関という感覚ではなしに、障がいを持ってみえる方々を、地域が見守

る、地域の近くに、なかまの部屋へ通所してみえる方は自分の車いすで、自分で作業所まで行く方

もおれば、福祉バスに乗ってみえる方、家族の方、保護者の方が送ってみえる方、そういうような

方が見えます。つくしの家も、それぞれ保護者の方が作業所へ送ってみえて、そこで通常の作業は

できないかもわからんけれども、それなりの仕事をやってみえると。だから、その施設二つは残し

てくれるんですな。残してくれませんのかな。もう一遍確認したい。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほど、最初に申し上げましたように、亀山市としての障がい者施策を前へ進めていくと。その

理念は、やっぱり住みなれたこのまちで、障がいを持たれた方が自立をして暮らし、働いていける

ような、そういう環境をつくりたいというふうに私自身考えておりますし、そういう具体策を展開

いたしておるものでございます。 

 今回、亀山市初となりますグループホーム、ケアホームの補正予算をこの議会に上程いたしてお

りますが、それも具体的な一つでございます。今のつくしの家、なかまの部屋につきましては、社

会福祉協議会で、それこそ六つとおっしゃっていただきましたが、さまざまな検討をしていただい

て今日に至っておりますが、歴史的な背景、あるいは現状、ただ今後、どうこれを新体系の中で社

会福祉協議会が運営できるのかという課題もございますので、ぜひそれをクリアしていただいて、

亀山市の障がい者福祉政策が前へ行くように亀山市としても支援をしていくということで考えたい

というふうに思っておるものでございます。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 後段は委員会でやらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 
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 ２２番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１６番 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 通告に従って、一般質問をさせていただきます。 

 今回のキーワードは、その後という観点から、３点ほど質問させていただきます。 

 まず、現在の亀山市の人口についてでありますが、櫻井市長は、自分の思いというんか、思い入

れというのか、あるいはまたまたキャッチフレーズというのか、「小さくともキラリと輝く亀山

市」、まずこの意義をお尋ねしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 宮村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 「小さくともキラリと輝くまち」、これの意味合いということでのお尋ねでございますが、以前

にも申し上げたかもわかりません。まず、「小さくとも」という意味なんですが、平成の市町村合

併によりまして、亀山市の隣接する４市、津市さんが３０万都市、それから鈴鹿市が２０万都市、

それから伊賀市が１０万都市、それから滋賀県の甲賀市が１０万都市ということになりました。そ

れらに囲まれた５万都市というイメージでございます。 

 また、「キラリと輝く」という、その意味合いでございますけれども、本市の歴史を重ね、織り

なしてきたたたずまいや、緑豊かな環境、さらには近年の経済発展や交流拠点性の高まりの中で、

力強いコミュニティーや市民活動、さらには特色のある環境、健康教育のプログラム、これらまち

を形づくる市民や地域の、そして都市の多様な要素がうまく結びつく高い結晶性、まとまりをつく

るという概念でございます。したがって、「小さくともキラリと輝くまち」とは、５万都市亀山は、

小さいながらも、その高い結晶性において、他市がまねのできないようなオンリーワンの輝きを発

する。それが市民一人一人の暮らしが輝いて、愛着と交流へつながるもの、そういう思いを込めて

使わせていただいておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 人口の数、あるいは財政規模でのご答弁かなと思いながら、財政規模のお話というんか、答弁は

入ってなかったんですが、後ほど私も、オンリーワンというのは偶然なんですが、後ほどその件に

ついて触れたいと思います。 
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 次に、きょう現在の当市の人口をお尋ねします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 きょう現在のということで、ちょっと今手元に資料を持っておりません。また、後ほどご答弁を

させていただきます。 

 亀山市の今までの人口の推移を若干ご説明……。 

（「そんなこと聞いてない」と１６番議員の声あり） 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 今、手元に持っております最新の人口といたしましては、８月１日現在の４万９,９３３人でご

ざいます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 私も、市民の方もそうなんですが、必ずや当市役所へ場面場面で来庁する場合は、人口の数、玄

関入って右側ですけれども、部長が見てないって、きょうのボードは４万９,９３０人と書いてあ

りますので、ひとつご認識の方、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、私が総務委員会に所属しているときですが、平成２０年３月のことなんですが、当時の市

長、あるいは当時の議長とともに、人口５万人達成記念式典というのを１階のロビーで、５万人目

到達の子供さんも含めたご父兄の方と祝ったというのを記憶しております。 

 それともう一つは、この祝ったわずか数年後、直近でいいますと５万人切ったということですが、

いつごろから、ことしの何月に切ったのか。それと、その要因は何なのかをお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 ５万人を下回った時点ということで、平成２３年６月９日、人口としては４万９,９９７人でご

ざいます。 

 それの主な原因といたしまして、５万人を超えた最大時から比較をさせていただきますと、その

減少幅というのは５８１人減をしております。そのうち、外国人の方が５２１人と全体の９０％を

占めておるというふうなことでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 ５００人ほど減少したということなんですが、ほとんど外国人の方だということですが、そうし

ますと、これはまあ一般常識ですから通告もしていませんが、施策大綱の中で外国人の方と共生と
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いう大きな題目がありますが、所管部長、外国人の方が減ったということで、この施策から見て、

現実、直感でよろしいです。どんな感想を持っておられるか、よろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 川戸文化部長。 

○文化部長（川戸正則君登壇） 

 このところの外国人の減少についてのお尋ねですけれども、ピーク時には５.３％、全体の人口

に対する外国人の割合というのは５％を超えておりました。現在、先ほど市民部長が答弁しました

数値からいきますと４.３４％、約１％ぐらいピーク時に比べると下がっております。しかしなが

ら、この４.３４％という人口比率につきましては県下でも非常に高い状況であります。したがい

まして、私ども、日本語教室とか、いろんな外国人に対する施策を打っておりますけれども、今後

も共生社会の実現と、日本語教室というのはまだまだ、ことしの状況を見ましても、昨年と同様に

かなりの方が来ていただいていますので、そういった施策は進めていきたいと考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 所管部長として、先ほどの市民部長の答弁で、９割以上が外国人の方ですよと。私の本来の質問

の趣旨とはちょっと違うんですが、心配事とか、あるいはこういうふうな考えを持っているとか、

それが私の意図する質問であって、もう答弁は終わりましたから結構ですが、ひとつ今後の所管担

当部長としての分野は入念にチェックもしながら、自分なりの施策を講じるというのを、毎日やっ

ぱり考えておいてもらわないと困る。それだけ申し上げておきます。 

 第１次亀山市総合計画の将来推計人口、これが平成２３年度ですから来年の３月末ですね。先に

数字を言いますが、５万８００人と。そうすると、まずこの辺の差異が１,３００人ほど。この辺

のところ、どう考えてみえるのか、まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 総合計画の将来推計人口ということでございますので、企画部の方からご答弁申し上げます。 

 総合計画の基本構想の将来人口は、平成２８年度で５万２,０００人と推計をしておりまして、

中間年次でございます今年度で、議員申されたように５万８００人と推計しておるところでござい

ます。 

 本年８月１日でございますが、三重県市町村別推計人口、平成２２年度国勢調査結果速報値を基

礎として算出した人口につきましては、本市は５万４７７人ということで、東日本大震災の影響と、

それから厳しい経済状況下で一時的な落ち込みというふうに考えておりますけれども、平成２８年

度の人口フレームに大きな影響は今のところないというふうに考えておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 現実問題として、一応総合計画の推計人口からしてもマイナス要因で差が生じたというふうなこ
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とです。それで、人口が減ったということに関して、まず財政面に１点焦点を絞って、どんな影響

が出るのか、私の方からお尋ねしたいところをちょっと申し上げます、先に。 

 基準財政需要額の意義、それから水準の根拠、それから三つ目、算定の仕組み、この意義につい

ては担当部長の方で、議員はよく意味はわかっておりますが、一応テレビ放映もやっていることで

すので、わかりやすくご説明をしていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 基準財政需要額につきましては地方交付税の算定に係る数値でございまして、標準的な行政運営

を行うに際して必要となる経費というふうに考えていただいたらいいかなというふうに思ってござ

います。 

 地方交付税につきましては、ご承知のように、基準財政需要額から基準財政収入額、市税ですけ

れども、引いた差額分が普通交付税といった形で交付されるといったものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 算定の仕組みというのをお尋ねしたんですが、答弁はなかったですから、私の方で申し上げます

が、この算定の仕組みは、費用ってたくさんあるんですが、大きく項目別に分けて、土木費、教育

費、厚生費とか総務費、それ以外もあるんですが、この中にはすべて人口が基礎数字として乗っか

っておるわけですね。入っているということです。だから、算定の仕組み、亀山市での１年間でと

らまえますと、歳出面での事業関係の費用掛ける認定単位、この認定単位というのがまさしく人口

の数値のウエートが高いと。そういう方程式というんですか、一応計算になっていますが、それほ

ど人口の数は大変影響が大きいと、このように思っております。 

 そういった中で、課題、当市に及ぼす影響、ずばり数字的に、例えば例をとっていただいていい

んですが、今後どうなるのかと。先ほど古川部長の方から、あくまでも５年サイクルで、一昨年で

すか、国勢調査を行った結果、５万人をクリアしているから、５年間は人口の基礎数字としては５

万人以上の亀山市ですよと。そういう推移で進んでいくという、計算上はそういう話がありました

が、現実問題、財政的に別の角度で人口が減ればマイナス影響ですね。それを端的に述べていただ

きたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 今回、人口の減少によりまして、５万人を割ったことに伴います財政への影響につきましては、

市税収入におきましては少なからず影響を受けると。個人市民税に影響を受けるんではないかとい

うふうに感じているところでございます。 

 また、一方で、歳出におきましては、やはり人口が減少いたしましても、施設の管理費や行政経

費などの財政需要といったものは減ることはございませんので、市税が少なくなってくることから、
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少なからず財政にも影響はあるというふうに考えているところでございます。 

 しかしながら、一方で、市税の減少に関しましては、地方交付税の方で補てんもされますし、基

金の活用といったこともございますので、市民生活への財政面での影響といったものはないものと

いうふうに考えてございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 ご答弁の中で、財政面にはしわ寄せはないようにという答弁がありましたが、それはそれで、財

政面は、歳入の面からいくと、自主財源、自然税収が多ければ多いほどもちろんいいわけであって、

足らなかったら、普通で言う借金、市債の発行とか、そんなたぐいで、あるいは貯金を減らしたら

いいと、そんな論議を今いたしておるわけではないです。あくまでも人口が減ったときに、どうい

う心配事が起きるのかなといった意味で、部長の方から、市民税、市税については影響が出ますと。

一応この答弁程度で抑えておきますが、問題は人口が、ここからが問題なんですが、５万人を切っ

ておるのと切ってないので、亀山市の市民の方に及ぼす影響というんか、イメージというんですか、

だから、これは行政だけの問題では決してないという、そんなスタンスで我々議員も当然意識も持

ち、ふやすがための提案とか、いろんな形で場面場面、これから出てくると私は信じておりますが、

１人に、あるいは１場所に責任を、そんな小さな考え方は一切ありません。 

 そこで、ふやすため、５万人を回復するがための施策が、私も企業誘致大賛成の一議員ですので、

恐らくどの業種、どの企業さんに勤めておった外国の方が減ったのかお尋ねはしませんし、ただ言

えることは、やはり外国の方ですので、大きな企業というんですか、そういったところに勤務され

ている方、要は企業誘致、あるいは既存の企業は、事業が活発で、売り上げも好調に伸び、従業員

もふやす。そういった企業環境で人がふえたんだと私は思うんですが、これはまさに他力本願です

ね。行政としてすごく魅力ある施策を当市が他市に比べてまさる施策をとっているかどうか。これ

こそ、やはり改善というんか、ふえるという、そんな道筋はたった一つしかないんじゃないかな、

そう私は思っておりますが、何か施策、今思い浮かべるような施策ですね。過去において、私も福

祉の面とか、学校の面とか、あるいはインフラ整備にすごく事業を投資して進めてこられたのは百

も承知なんですが、そういうことを一歩進めて、何か得策というか、そういった考えを持っておら

れるのかどうか、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 総合計画の前期基本計画におきまして、戦略プロジェクトとしまして、子育て支援と定住プロジ

ェクトを位置づけ、定住化の促進を図るために、子育て支援の充実、多様な雇用の場づくり、住宅

の安定供給、広域的なアクセス向上のための各施策を推進し、それぞれが連動し、相乗効果をもた

らすことで、定住化を促進してまいったところでございます。 

 まず、今後とも引き続き定住化を促進するには、先ほど申しました子育て支援、あるいは教育、

福祉、医療、環境の充実など、市民生活に密着した施策を総合的に展開していくとともに、魅力あ
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るまちづくりをしていくというふうなことで考えておりまして、この部分については、後期基本計

画策定の中でもそういった視点を持って策定をいたしたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

 なお、定住人口につきましては、住基人口が基本でございますが、総合計画策定時の平成１９年

４月の段階では人口は４万９,１１０人、それに対して、平成２３年８月でございますが、４万９,

９３３人と１.６％の伸びを示しておりまして、一番ピーク時では減りましたものの、伸びてはお

るというふうなこともございます。さらには、８月から９月にかけて３名減少ということで、若干

下げどまりになったかなというような予想もございますので、今後もう少し推移を見守っていきた

いというふうに考えております。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 ５万人を切ったからといって、決して悲観した質問は一切しておりませんので、今後どうするの

かと。まさに施策、これに尽きると思いますので、その辺で論議を一体感を持っていただきたいな

と思います。 

 ちょっと提案します。後期基本計画を来年の４月以降作成すると。そういう段階のもと、亀山在

住の方を対象にアンケートをとられたということは私もよく知っています。 

 そこで、現在、亀山市に住んでいる人のアンケートだけで、果たして魅力ある、今そんな言葉が

出ましたが、それだけでは決して魅力あるまちづくりの、このアンケートはアンケートとしていい

んですよ。ちょっと矛先を向けないと、本当に亀山に住むという。だから、だれを対象にしたら、

現在のいろいろと福祉にしても、学校教育にしても、インフラにしても、手を打ってきたのに人口

が減っていると。これは先ほど言いました、他力本願ですから、何も悲観はしておりません。だか

ら、自前の亀山市としての施策、提案ですから申し上げますが、どこの家族でもほとんど次男坊以

下とか、いろいろと家族構成の中で、規模の関係もあるでしょう、いろんな事情の中で、近隣都市

に住み着いている、その人たちに対してアンケートをとる、そんな考え方をこれから考えるべきと

思う。今現在住んでいない人が、両親もおる、兄弟もおるから、生まれ故郷の亀山で今後一生を終

えたいな。この辺の発想をまずだれにまともな魅力あるまちづくりの答えを出していただけるのか、

その辺の工夫は非常に大事じゃないかなと。税金を投資して、箱物にしても、ソフトの面にしても、

そりゃあ投資額が多ければ他市にないものができますけど、やはり原点、どういう考え方を、どん

な希望、どんな魅力ある亀山市にしていただいたら、私は生まれ故郷の亀山に戻りたい。例えば津

市とか、鈴鹿市とか、四日市とか、勤務は現在の住居から離れるけれども、遠のいても住みたいな

と。その辺のアンケートがまさに正しい答えじゃないかな。何でも物事はそうですけど、井の中の

カワズという表現とは合致しませんが、亀山市に住んでいる人はもうマンネリ化になっていますわ。

惰性というのはちょっと失礼ですが、その辺、企画部長として、私のこの提案、市外に住んでいる

方、これは調べるのは簡単ですよ。家族構成を教えてもらったらいいから。やはり汗水かかないと、

「原点」という言葉はあまり使いたくないんだけど、本当に基本に戻って、自分自身、一人一人が、

ここにいる理事者側は全員そうです。共有の責任を持って、認識も持っていただいて、ふやすため

にはどうしたらいいんかな。みんなが喜ぶわけですわ。その辺、部長、どうですか、見解は。 
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○議長（大井捷夫君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 後期基本計画の策定につきましては、平成２２年度からもう策定を始めておりまして、来月には

諮問させていただきたいようなスケジュールをとっております。議員申されます近隣の方々のアン

ケートについても非常に有意義なことだとは思いますが、今回については、亀山在住の方のアンケ

ートというようなことの中で施策の立案も考えておったところでございますので、今後の研究課題

にさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 何でも一度やれば、それは完璧でないはずです。最初から完璧だったら、この世の中、万々歳で

すのでね。何も修正とか、世の中、それこそ素早いスピードで環境が変わっているんですから、こ

の大事なアンケートにしても、やはりとり終わったから、たしかことしの３月ごろだったと思うん

ですが、より中身を濃くしようと思えば、アンケートをお願いするぐらい、こんなの１週間あった

らできますよ、その気になりゃあ。せっかく提案しているんですから、何も受けてくれと私は言っ

ていません。共有の立場で提案をさせていただいたということだけ含んでおいてください。 

 我が会派、緑風会で金沢市へ視察に行きました。定住化も含めて、人口増、受け入れ、ふやすが

ための、そんな視察をしてまいりました。 

 これは１冊の本です。立派です。「金沢、住まいのすすめ」と書いてあって、住宅支援制度だけ

ですよ。住宅支援制度だけで１６事業、補助金を出しているのが１６ですよ。だから、単なる住居

だけの問題ではないと思うんですが、結果ふえているんですよ、空洞化とか、そんなことも皆解消

しながら。だから、一つの事業で単発に三つ四つの事業をやったからといって、達成感を持っても

らっていないと思うんですが、これは大間違い。やはり上限というか、上は切りがありませんので、

それぞれの部署でいま一度人口を、決して悲観はしておりません。ふえればいいわけですので、そ

の辺はやっぱり共有の認識で頑張っていきたいなと、そう思います。 

 最後に市長にちょっと申し上げたいんですが、先ほどたまたま、「小さくともキラリと輝く亀

山」、「オンリーワン」、そんな言葉がご答弁に入っていましたが、やはり魅力ある亀山にしよう

と思えば、オンリーワンの、当たり前ですが、市長にこんな言い方は申しわけないと思うんですが、

他市にない、鈴鹿にも四日市にも津にもない亀山の、いろんな施策を打っていただいているのは承

知の上で申し上げています。何か本当に亀山らしさとか、そんな甘い表現、意味じゃなくして、こ

れはさすが亀山だなと、何か一つ考えていただくような、オンリーワンというそんな気持ちだけを

ずうっとこれから意識していただける施策を一つでも打ちたいな、そんな思いだけで結構です。今

打つは言えないと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今、議員が、人口の変化についてご懸念もお持ちをいただいておるんですが、ご指摘のように、
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まちの魅力や活力をいかに高めていくのか、未来志向で。このことが今問われておるというふうに

思っております。したがいまして、地方分権の時代にあって、亀山の持っておりますさまざまな地

域の資源、これをやっぱりつなぎ合わせていくと。こういうことに今苦心をさせていただいておる

ところでございます。同時に、他都市と違う亀山らしい行政の政策展開というのを本当に心がけて

いきたいというふうに思ってまいりました。とりわけ、例えばごみ環境の処理のシステムなんてい

うのは、住民の立場から申し上げても、県下で断トツの展開だというふうに思っておりますし、子

育て支援のプログラム、あるいは教育のプログラムは全然次元の違うところで、今、三重県の先頭

を切って走っておると、このように思っております。今回、リフォームの制度を伊勢市に次いで立

ち上げてまいりますけれども、そういう独自性のある、ただそれを実現していくためには、やっぱ

りそれを推進する体制の問題、それから財源の問題、幾つかのニーズがある中で、それに絞り込ん

でいくというのは本当にきっちり見きわめて、その輝きを増していきたいというふうに思っており

ますので、議員のご提案のご趣旨というのはしっかり受けとめながら、今後の後期基本計画の策定、

中・長期的にしっかりその中に組み込んでいきたいというふうに考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 じゃあ、二つ目の質問に入らせていただきます。 

 ＪＲ下庄駅構内と周辺の再開発について、ちょっと「構内」が抜けておりましたので、通告後、

所管の部長には申し上げてありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 市長ね、この駅西といいますのは、亀山安濃線、県道バイパスですね。あの道は着手から完成ま

でに１６年かかりました。とどのつまりは、一番難儀するＪＲのトンネルの下を掘って、一番難儀

なところを後に回して、遅々として、いつ開通するんかなあ。地元では、もう開通しないと違うん

かなあと、そんな言葉の中で、私も議員生活をさせていただいている。そして、当時、櫻井市長が

県会議員のときに補正で３億円確保していただいて、めでたく開通したと。そんな記憶を鮮明にし

ております。当時はどうもありがとうございました。 

 そこで、私は、このＪＲの駅西、過去において３回質問しています。きょうが４回目なんですが、

私の３回目の質問以降、今日に至るまで、ＪＲ東海とどのような交渉をされてきたのか。回数と何

部のどういう肩書の方と話をしていただいたのか、その辺、ちょっと答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 ＪＲ下庄駅に関する交渉経過でございますが、これにつきましてはほかの部もまたがっておりま

して、私の方で答えさせていただきます。 

 これまでＪＲ東海との協議や要望を行っておりますが、一昨年でございますが、平成２１年度に

はＪＲ東海に対し、駅前舗装要望を行うとともに、駅の駐輪場整備について三重支店と協議を行っ

ておるということでございます。また、平成２２年度には、三重県鉄道網整備促進期成同盟会の要
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望書において、下庄駅の利便性向上に資する施設整備の要望を行っておるところでございます。な

お、今後も必要に応じてＪＲ東海との協議を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 すみません。この相手先の名前まではちょっと手元に持っておりませんので、改めてご答弁させ

ていただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 駅前の整備とか、過去に、現在もそうなんですが、全く改善されていない。これはいろいろ事情

があって、ＪＲの用地であるとかで、駐輪場のことも過去に言っています。あるいは現在の改札口、

東側にあるんですが、雨が降ったら水たまりができるとか。あえてここでそんな細かいどうのこう

のは言いません。このことについて、今までの答弁ではもう難しい難しいの一点張りの答弁を聞い

ておりました。いろいろとそのときの相手があることですから、頼み事ですので、難しいんかなあ、

ＪＲは。そんな思いでいっときは思っておりましたが、それと頻度、昨年、話によると、どうなん

ですか。１回なんですか、２回なんですか。だれと会ったかもわからん。本当に責任ある当局が、

相手方の責任ある担当者と、どんな気持ちで交渉に行ってもろうておるのか。単なる礼儀的にあい

さつ程度で年に１回か２回行っているって、そんなもの交渉のうちに入らないと私は思います。だ

から、時間の関係がありますから、だれに会ったとか、そんなことは言いません。ひとつはっきり

したことは言えるんですよ。過去において、難しいですよと。どっこい、そうはいきませんよ。き

ょう、この現在に当たって。今回、本議会において、市道和賀白川線整備事業に伴う関西線亀山駅

構内のとあって、白髭跨線橋新設工事の施工に関する協定、これ議会で認めないといけないんです

が、協定書を締結されたと。契約の相手は東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部長 中村 滿さ

んですか。これは鉄道事業に関する交渉相手のトップですね。まして今回、２億円以上ですね、協

定額が。２億２６５万なんですが、これの協定を結ぶことによって、ＪＲにとっては大変メリット

があるわけですね。私の思いからいうと、踏切の遮断、安全・安心面でも気を使わなくていい。踏

切なんて、人力で一々上げ下げしているわけじゃないですね。コンピューターかなんか知りません

が、維持管理費でも救われると。だから、今回、恩義を売ったと。リニアの話は、ちょっと遠くの、

遠くというのは年数的にまだ先の話ですけど、何回も交渉するに当たっての材料は幾らでもあるん

ですよ。やはり責任ある交渉をやっていただかないと、交渉については、そういった形でチャンス

と材料は幾らでもあるということを申し上げておきますので、次、交渉に行かれるときはまたお尋

ねするかわかりません。だれと会ったのか。何でもそうです、物事はね。初めて会ったりすると控

えますよ。何日の何時にどこの場所でだれと会って、どんな話をしてきたか。そんなもの、営業の

鉄則ですよ。今のような答弁はこれからはもうしないでください。だから、熱意が感じられないと

いうことだけ申し上げておきます。 

 次に、これもご協力願った話なんですが、駅前開発、西側にバイパスと、今現在のＪＲ駅との間

に土地開発公社にて土地は７００坪ぐらいでしたか、買っていただいています。土地を買っていた

だいたら、これはバスも現在のところから西側へ歩道がついていますからね、このバイパスには。

だから、土地は買っていただいた。受け皿はできています。次は、私が申し上げていますように、

乗客の利便性を考えた西側の改札口しかないんですよ。前の駐輪場とか、そんなことは整備しなく
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てもよくなる。なくなるわけですね。過去の答弁、もうここで否定しておきます。近くには津市豊

里ネオポリスの大きな団地があります。津市の人が乗客するとか、あるいは私のすぐ東は鈴鹿市で、

鈴鹿市の乗客もある。１日当たりの乗降客が何人とか、そういう次元の低い話はこの際なしにして、

ひとつ前向きに頑張っていただきたい。前向きに頑張っていただきたい、こんな力の弱い言い方で

は話になりませんもんで、古川部長、都市マスタープランの６９ページ、持ってなかったら私が言

いますが、ＪＲ下庄駅の位置づけをどう書いてあるか。市民の方、きょうはテレビを見ておられま

すのでちょっと申し上げますが、持ってみえましたね。じゃあ、ちょっと読んでください。公共機

関等の進め方というんか、取り組みというのが。ＪＲ井田川駅と下庄駅と並んで、文字が来て、機

能どうのこうのと書いてあります。ちょっと答弁してください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 申しわけございません。ページ数をもう一度ちょっと。 

（「間違えました。６３ページ」と１６番議員の声あり） 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 その他公共施設の駅前広場等というふうなことで、一番下でございますね。ＪＲ井田川駅前、下

庄駅前については、公共施設の利用促進や利用者の利便性向上を図るため、駅前の機能向上を図り

ます。以上でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 ちょっとページ数を間違って申しわけなかったんですが、まず総合計画を立てるがためのその前

段階というのか、手順からいきますと、根っこの部分からで、都市マスタープランにはそのように

書いてあります。 

 そこで、下庄駅、下庄駅と私が騒いでおってもいけませんので、実はこういう話があります。Ｊ

Ｒの職員のＯＢの方、今、下庄駅は無人駅です。ボランティアでＯＢの方が月に１回、五、六人な

んですが、トイレも含めて清掃に来られる。そして、このＯＢの方たちが井田川の次は下庄やなと。

教育委員長もここにお見えですが、教育関係で子供関係の通学もありますもんで、共有を一つにし

ていただきたいんですが、地元は、昼生地区だけじゃなくして、津市も。津と鈴鹿の話をしたのは、

建物火災の消防に関する協定を渥美消防長は結んでみえますね。だから、鈴鹿とか、津とか、ちっ

ぽけな話はせんといてくださいなという背景はそういうことですので、ひとつ認識しておいてくだ

さい。横着な言い方をしておりましたが。そういったことで、大変各駅、下庄駅だけと違いますよ。

亀山市には五つ駅がありますから、すべての駅において夢を持っておられます。夢というのは、や

はり駅はその地域の顔であり、心のふるさとであるんだと。企業愛というんか、ＪＲ愛というんか、

いろいろあるんでしょうけど、その辺の方はそんな後押しを私にしていただいていますので、その

辺だけはよく含んでおいていただきたいと思います。 

 市長、最後にちょっと申し上げたいんですが、時間の関係上で申し上げます。そういったことで、
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都市マスタープランにも上がっておりますし、来年４月には後期基本計画の策定に当たりますので、

ひとつそこに載せていただく、そんな考えがあってほしいと。あるのかないのか。ないのは申し上

げませんので、ひとつその辺まだ時間もありますので、一挙にはなかなか難しいかわかりませんけ

れども、まさに環境整備という意味合いからも、暮らしの質も高めてもらわんといけませんので、

ひとつ地域の要望になるかわかりませんが、全体像で見ていただいて、五つの駅のうち、いろんな

意味で一番劣るのは下庄駅です。下庄駅の整備が待っておるということだけ申し上げます。簡単に

ご答弁をお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ＪＲ下庄駅の整備でございますけれども、駅周辺の整備に当たりましては過去にも提案いたして

まいりまして、協議もいたしてまいりましたが、ＪＲ東海との交渉や土地の制約などを考えますと、

さまざまな問題があるというふうに考えております。また、その問題につきましては、ハードルが

高いというふうにも考えておりまして、それをクリアする必要があるというふうに基本的に思って

おります。 

 一方で、駅をご利用いただく皆さんの安全性確保とか、あるいは利便性の向上という視点につき

ましては、しっかりとその方策を考えてまいりたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 ご答弁の中で、後期基本計画にどうのこうのという話は一切ありませんでした。利便性とか、そ

ういうことは、市長、もう私にとっては過去の話と。だから、人脈を使うなら、私も限られた人脈

を使いますので、市長とともに共同戦線で交渉に当たりたい。だから、要は駅舎にも、改札口を変

更するぐらいでは投資額はわずかだと思います。だから、市の投資もひとつ考えていただきたい。

そんな思いで基本計画はどうですか。 

 それで、時間がありませんので、最後の、久しぶりに明るい話題なんですが、シャープ亀山工場

の新展開で、前回３月にも申し上げましたが、スマートフォン、そういった事業展開を第１工場で

展開されると。時間が３分ですので、もうまとめて答えてもらったら結構ですわ。 

 まず、今現在のシャープの全体像の状況はもう結構です。要は第１工場は今あいていますよと、

過去の中国への売却等があって。だから、第１工場にスマートフォンを事業とするものの生産体制。

だから、事業の目的、いつから操業開始か、それから設備投資額。昨年の１２月の日経では１,０

００億と書いてありましたが、現状で１,０００億に変化があるのかどうか。現実につかんでいる

投資額を教えていただきたい。 

 それと最後に、これは通告はしておりませんが、スマートフォンの事業は何年展開されるのか。

５年なのか、１０年なのか。わからなかったらわからないとはっきりと答弁してください。 

 まず１点目、これで終わります。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 
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 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 まず１点目の稼働の開始時期でございますが、第１工場でのスマートフォン向け中型液晶パネル

の生産開始は来年の春と伺っております。 

 また、第２工場ですが、これにつきましては、タブレット端末向けの中・小型液晶パネルの生産

でございますが、現在、試作段階でありまして、年内には量産を開始されるということで伺ってお

ります。 

 それから、投資額でございますが、投資額につきましては、第１工場におきましては正式な発表

はされておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。ただ、第２工場につきましては、新展開

に伴います投資額は１００億円程度と伺っているところでございます。 

 それと、何年程度スマートフォンを中心にというご質問でございますが、こちらについても伺っ

てございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 雇用人数は幾らかつかんでみえるのか。それと、所管は市民部長にあるかと思うんですが、今回、

私の想定している投資額１,０００億より少なくなるんじゃないかな、そんな予想もしておるんで

すが、仮に新聞紙上で書いてあることを前提に、１,０００億投資したら、税収面でプラス要因の

影響はどれだけ出るのか、それだけちょっとご答弁願います。 

○議長（大井捷夫君） 

 時間も迫っております。簡潔に答弁願います。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 雇用の関係でございますが、第１工場は当面社内異動によりまして、本年１０月には約２００人

の亀山工場における雇用増加があると伺っているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 仮に１,０００億の投資がなされた場合、償却資産としての税としては約１１億ちょっとという

ことでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 宮村和典議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 １６番 宮村和典議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 １時５６分 休憩） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時０６分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１２番 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 市民クラブの前田耕一でございます。 

 通告に従いまして、早速一般質問に入らせていただきます。 

 今回は２件の質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず最初に、学校体育施設の整備についてお伺いいたします。 

 私は、学校教育は知育、徳育、体育の３本柱をもって行われていると考えております。この学校

教育の３本柱のうち体育について、ある辞書をひもとくと、学校体育とは、知育、徳育に対して、

適切な運動の実践を通して身体の健全な発達を促し、運動能力や健康な生活を営む態度などを養う

ことを目的とする教育、または教科と記されております。 

 また、先月、８月２４日に施行されたスポーツ基本法第１７条に、学校における体育が青少年の

心身の健全な発達に資するものであり、かつスポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに

親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、体育に関する指導の充実、

体育館、運動場、その他のスポーツ施設の充実云々とうたわれております。 

 このような観点をもとに、学校体育施設について、３点を確認させていただく予定でございます

が、その前に、前段で、学校教育の中で亀山市として体育をどのように位置づけているのか、お伺

いをいたします。答弁、よろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤ふじ子君登壇） 

 議員が先ほどおっしゃっていただきましたように、体育という教科の取り組みについてご説明を

させていただきます。 

 子供たちに生きる力を身につけさせるために必要な確かな学力、豊かな心、健やかな体をバラン

スよく身につけさせるということは非常に大切であると考えております。その中で、特に体力づく

りということは、いろいろベースになる非常に重要な要素の一つだと認識しております。 

 体育という教科を学習指導要領の観点から、その教科の目標について述べさせていただきますと、

心と体を一体としてとらえ、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保

持増進と体力の向上を図るという目標で設定されておりまして、各学校においてもそのような目標

のもとに実践を進めさせていただいているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ありがとうございます。私の思っていること、あるいはいろいろな書物等で確認したことと内容
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的には同じような中身だと思っておりますので、その中身に基づいて、早速３点を質問させていた

だきます。 

 まず１点目として、現在、市内に３中学校ございますが、この中学校運動場、きょうは運動場に

特化して確認させてもらいたいと思いますけれども、運動場の現状について、どのように考えてみ

えるといったらいいんか、どのような状態であるというふうに位置づけているか、ちょっとご答弁

をよろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 ご質問のありました中学校のグラウンドでございますが、広さ、面積について、少しお答えをさ

せていただきたいと思いますけれども、亀山中学校で１万８６３平米、中部中学校で２万８,５０

０平米、関中学校で９,６６３平米でございまして、文部科学省令で定める中学校の設置基準の運

動場の面積は満たしているところでございます。 

 次に、排水状況でございますが、亀山中学校につきましては、平成７年度に側溝などの改修工事

を実施しておりますが、現在は排水状態も悪く、降雨後すぐには使用できない状況であると認識を

いたしております。 

 なお、グラウンドを使用しているクラブ活動の状況でありますけれども、亀山中学校では、野球

部やサッカー部、ソフトボール部、テニス部、陸上部の５部が、中部中学校では野球部、サッカー

部、陸上部、ソフトボール部、テニス部の５部が、また関中学校におきましては、野球部、サッカ

ー部が使用している状況でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 今ご答弁いただきましたグラウンドの状況でございますけれども、面積を今お示しいただきまし

た。中部中学校は２万８,５００平米、それから亀中が１万８６３平米、関が９,６６３平米という

ことで、いずれも生徒１人当たりの基準はクリアしているということは、私も過去から見てきてお

聞きもしておりますから、理解できるんですけれども、中学校の場合、体育の授業で利用するんで

あれば、十分すべての面積はクリアしておれば問題ないかと思うんですけれども、先ほど教育次長

の答弁がありましたように、クラブ活動で使っておりますわね。特に亀中、関中も決してグラウン

ドが広いことないですけれども、亀中を例にとってみますと、あの狭いところで野球とサッカーと、

あるいはソフトボールが一同に練習していると。たまにはグラウンドの譲り合いをして、時間をず

らしてやっていることもあろうかと思いますけれども、グラウンドを譲り合いして、野球部、１ク

ラブが使うとして、しかし、それでも、例えばあそこで試合をするとなった場合、十分な場所があ

るかといったら、やっぱりないと思うんですよ。サッカーにしてもしかりだと思います。 

 過去に私、申し上げましたが、生徒の数が１００人の学校であっても、１,０００人の学校であ

っても、クラブ活動では同じ広さの面積のグラウンドを使うわけですね。うちの学校は１００人し

かおらんで、例えば野球の試合を５人でしようかということにはなりません。やっぱり９人の選手
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がおって、ホームベースから１塁までは２７メーターぐらいでしたか、それから外野の守備位置等

考えていけば、１人当たりの面積でクリアしているから大丈夫だというわけにいかないと思うんで

すよ。サッカーにしても、例えば縦が１０５メーター要ると。当然とれませんわね。そういうこと

を考えていきますと、やっぱり基準をクリアしているからオーケーなんだというわけにはいかない

と思うんですよ。関中にしても、この状況は変わらないと思います。 

 その辺につきまして、ずうっと従来から、過去から変わっていないわけですから、対応を考えて

みるべきかと思うんですけれども、その辺についての問題点を指摘したいと思います。 

 それから、亀中の排水、水はけは本当に惨たんたるものですね。これも私、過去から申し上げて

おりますけれども、過日の台風のとき、相当水が出ました。今の時期は夏ですから、まだ相当な水

かあって水たまりがあっても、比較的早くに乾いてしまうわけですから問題ないんですけれども、

例えば曇り空の日が続いたりとか、もう少し時期がずれて、秋から冬にかけてはやっぱりなかなか

乾燥しないですから、一度降ったら、３日、４日は使えないという状態は従来と変わっていないと

思います。その辺について、早急な対応が必要かと思いますけれども、この件について、改めて、

どのような考えで今まで放置してあったのか、確認したいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 亀山中学校のグラウンドは、皆さんもご存じのように狭隘であるため、今までからクラブ活動に

支障を来しているのではないかというご質問でございますけれども、亀山中学校では、先ほど申し

上げましたとおり、野球部など５部が使用しておるような状況であります。このことから、各クラ

ブが練習内容等に応じ、西野公園運動場の各施設や亀山公園庭球場などを借り上げ、クラブ活動を

行っていただいているところでございます。 

 また、関中学校におきましても、亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンドなどを借用するこ

とにより対応をいたしているところでございます。 

 私も、亀山中学校のグラウンドも見てきましたけれども、この８月にＰＴＡのご尽力を得て、側

溝の掃除も泥揚げもしていただきまして、各学校の中で保護者等にも協力を得て、ご努力をいただ

いているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 次長の方でも問題意識はお持ちだと思います。当然あの状態を見て、無関心でおられる方は多分

見えないかと思うんですけれども、ならば、何らかの手だてを早急に打つべきじゃないかなと、か

ように思います。 

 いずれにしましても、今ここで言って、簡単に早急な対応ができるというご答弁はいただけない

と思いますけれども、これは所管している教育委員会だけじゃなしに、行政全般の問題として問題

意識を強く持っていただきたいと思いますので、その辺のところ、よろしくお願いいたします。 

 続いて、２点目でございますけれども、同じように小学校の運動場の現状、いいグラウンド、そ
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れから悪いグラウンド、相当格差があろうかと思いますけれども、いい面、悪い面を含めて、現状

のご説明をよろしくお願いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 小学校のグラウンドの広さ、面積でございますが、亀山西小学校は４,５００平米、亀山東小学

校は７,６０３平米、亀山南小学校が６,０２４平米、昼生小学校が６,４４９平米、井田川小学校

が１万３,９８０平米、川崎小学校が９,０１４平米、野登小学校が８,１７０平米、白川小学校が

４,２８９平米、神辺小学校が６,４６２平米、関小学校が９,２１５平米、加太小学校が２,８９０

平米でございます。なお、小学校につきましても、文部科学省令に基づく設置基準面積は満たして

いるところでございます。 

 次に、小学校のグラウンドの改修につきましては、主に排水対策として、大規模改修を計画的に

実施いたしております。平成１７年度に亀山西小学校、平成１９年度に昼生小学校と野登小学校、

平成２０年度には井田川小学校の改修を実施してきたところでございます。また、日常的なグラウ

ンドの整備・管理につきましては、各学校において砂の充てんなどを対応していただいておるとこ

ろでございます。 

 なお、亀山東小学校につきましては、排水状態が悪く、大雨が降りますと、グラウンドに水がた

まり、雨水が校舎ピロティー部分まで流れ出す状況があり、排水経路等の問題などもあり、関係機

関と現在調整を進めているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 小学校の方のグラウンドの現状についても今ご説明いただきました。 

 広さの部分につきましては、加太小学校は少し狭いですけれども、小学校の児童が日ごろ利用す

る、あるいは授業で使用する分には何とか不自由せずに使っているんじゃないかなあという感じは

しているんですけれども、運動会とか、そのときはちょっと疑問に感じる部分もあるんですけれど

も、そういうことで問題ないんですけれども、やっぱり排水、水はけですね。それから、グラウン

ドのでこぼこ、悪いグラウンドといいグラウンドは極端な状態かと思うんですよ。亀山南小学校が、

私も喜んでいるんですけれども、天然芝のグラウンドになりました。水はけもまあまあで、いい状

態を保っているんじゃないかと思っているんですけれども、ほかのグラウンドで改修されたところ

につきましても、排水もうまくいっていて、いい状態で保てているというのは私も理解しておりま

す。 

 しかし、例えば亀山東小とか、あるいは川崎小は、比較にならないほど状態が悪い。この辺につ

いて、今後改修計画も当然入ってくるかと思うんですけれども、本当にその辺のところ、例えば行

政の方、あるいは各学校の先生方、どの辺まで何とかせないかんという認識をお持ちなのかなとい

うのは非常に疑問に感じております。十分な、例えば教育委員会と、それから各学校と連携をとっ

て、問題意識について協議したことはあるのかどうか、ちょっとその辺のところを確認したいと思
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います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校と教育委員会とどんな協議をしてグラウンドの整備を行っているのかというようなご質問だ

というふうに思いますけれども、昨今見ていますと、運動会の前でして、学校からはいろんな要望

が上がってまいります。砂を入れたいとか、８月にＰＴＡの皆さんに各学校ではお世話になって、

ならしてもらうとか、草を取ってもらうとか、また排水の整備をしていただくとか、大変ＰＴＡの

皆さんにはご尽力をいただいておるところでございます。 

 教育委員会としましても学校と協議をして、どんなふうなことをやっているのかは、管理職と教

育委員会と絶えず打ち合わせをやって、絶えずというか、要望を聞いたり、それに対して、うちが

気がついたとこにはどうされますのというような話をしておるところでございます。 

 今言われましたように、例を出しますと、亀山東小学校では排水の問題を校長と教育委員会と一

緒になって、どうしていこうと。少し整備までには時間がかかりますので、雨水対策を近々にはど

んな対応ができるのかというような話し合いも、この前、一緒に現場を見たところでございます。 

 また、川崎小学校においても、この前、校長と私も一緒になって、どうすると。グラウンドの方

が低いよなという話で、まず砂を入れてもらおうかということで、この運動会は乗り切ろうかとい

うような話をしたところでもございまして、すべての学校と全部やっているわけじゃないですけれ

ども、主なところについてはそういう話し合いをして、緊急の対策はどうしようと。長期的にはど

うしようというふうな形で、話し合いを進めさせていただいておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ３番目の質問に入りたいんですが、整備の現況につきましては、今の次長の答弁の中に含まれた

部分もあろうかと思うんですけれども、今後の整備計画、早急に対応せないかん運動場は、私は、

現在３校あるんじゃないかと思っているんですけれども、その辺について、具体的な整備計画をお

持ちなのか、あるいは既に取りかかる準備があるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 本学校のグラウンド整備の今後についてでございますが、本年度、亀山中学校のグラウンドにつ

いて、排水対策のための改修を予定いたしておるところでございます。なお、グラウンドの拡張に

つきましては、現在のところ困難であると考えているところでございます。 

 次に、亀山東小学校でありますが、さきにご答弁させていただきました現状から、近々に取り組

まなければならないものと認識をいたしております。しかし、グラウンドの排水経路等の問題があ

り、現在、関係各機関との協議、調整を行っているところでございまして、この調整等が整いまし
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たら、予算確保に努めてまいりたいと考えております。 

 また、ご指摘をいただきました川崎小学校などのグラウンド整備につきましては、グラウンドの

機能低下や利用状況、また学校施設整備計画等も見きわめつつ、順次計画的に整備を進めていく必

要があるものと認識をいたしているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 整備計画は遅々として進んでいないようですけれども、進めていただいているというふうに判断

をさせていただきますけれども、日ごろの整備を小まめにやれば、そんな極端に傷むこともない部

分も結構あると思うんですね。一番端的なのが、例えば遊具の滑り台の下とか、それからブランコ

の下、大体水たまりになっていますわね。ほったらかしです。あのところぐらいやったら、一輪車

に１台の砂でも運び込めば、すぐに処理できるところが、学校としてはそのままほったらかしで、

３日も４日も水がついているとか、あるいは園庭の隅の方に草が生えているとか、こういうところ

につきましても、今までであれば、例えばＰＴＡ、地域の方との奉仕作業等で整備してもらってお

る部分もあるんですけれども、こういうものは、例えば子供にさせても、あるいは学校サイドで職

員の方々が５分、１０分あれば、うまく対応できる部分もあろうかと思いますので、うまく子供さ

んを使うとか、先生方で有効な手段をもって対応していただければありがたいなと思います。 

 それから、私が一番気になるのは、学校グラウンドへ車が入りますね。やむを得ないという声も

いろいろ聞くんですけれども、特に端的なのは、またもとに戻りますけど、亀中のグラウンドなん

か、イベントがあると大体グラウンドが駐車場になります。天気のいいときであればいいんですね。

足場が悪くても、結構車を入れる場合があるんですね。それをだれがちゃんともとへ戻すんやとな

った場合、生徒、あるいは業者さんも入るかもわかりませんけれども、十分な手入れができない部

分があって、余計悪くなるというようなこともありますので、対応をうまく今後やっていただくよ

うに強くお願いして、この点についての質問を終わりたいと思います。 

 続きまして、２点目の雇用の現況と対策についてお伺いいたします。 

 三重労働局の発表によりますと、７月の月間有効求人数、１ヵ月間、７月中に有効となっていた

求人ですね。企業からいただく募集の求人ですが、県内九つの安定所をトータルしますと、２万３,

４４１人分ありまして、前月比プラス４.２％。逆に７月中に九つの安定所の方で仕事を探してみ

えた方３万４,１０５人、マイナス１.３％ということで、７月中の月間有効求人倍率は０.６９倍

という発表がございました。この月間有効求人倍率というのは、過去にも私申し上げておりますけ

れども、仕事を探している方１人に対して何件の求人があるかという数値をあらわしているわけで

ございますけれども、０.６９ということは、１人の求職者の方に０.６９人分の求人しかない。と

いうことは、１００人仕事を探しておれば６９件しかないというような数字をあらわしてございま

す。 

 同じような形で、７月のみに新たに仕事の申し込み、あるいは求人の申し込みをされた数を数値

であらわしますと、１.１２倍ということで、２ヵ月ぶりに改善しているというような発表でござ

います。 

 この結果によって、三重労働局としては、県内の雇用失業情勢は持ち直しの動きが見られるもの



－３０６－ 

の依然として厳しい状況にあると判断をしているようでございます。 

 亀山市を管轄する鈴鹿公共職業安定所を見ますと、求人倍率は０.５０倍、県内平均トータルよ

りも０.１９倍ほど低いわけでございますけれども、この数字は、県内９安定所で最低の倍率なん

ですね。数字で判断する限りでは、県内で一番厳しい雇用情勢の地域と言われているわけです。鈴

鹿、亀山、四日市という北勢地区というのは企業数も多いですから、普通であれば求人倍率は非常

に高い地域なんですけれども、なぜかこの鈴鹿地域、今、県内で一番低いと。尾鷲、熊野などの企

業数が少ないところを管轄している職業安定所よりも低い倍率の地域となっております。 

 そこで、まず最初に、鈴鹿公共職業安定所の管内にこの亀山市は属しているわけでございますけ

れども、この亀山市内の企業の雇用状況について、行政としてどのような動向にあるか把握をされ

てみえるかどうか、確認をしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 鈴鹿・亀山地域は自動車関連を初めとした製造業が多く立地をしておりまして、震災による影響

や長引く円高のあおりを受ける企業が多く、また非正規労働者の割合が多いことから、不況の影響

が求人倍率などの数値に顕著にあらわれているというふうに考えております。 

 ７月だけを見ますと、議員申されましたように、５ヵ月ぶりに求人者数が求職者数を上回るとい

う結果となりまして、自動車関連産業の復調などにより数字の上では回復傾向にあると。しかしな

がら、市内数社から聞き取りを行いましたところ、４月以降に削減した請負や派遣などの期間雇用

者の採用はあるものの、正規労働者の雇用にまでは至っていないということであり、依然として厳

しい雇用情勢が続いているというふうに考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 行政の方も厳しいということは把握されているようでございますけれども、状況の把握、市内の

数社の企業から聞き取りをしているということでございました。私、いつも考えているんですけれ

ども、亀山市内には相当数の企業がございますけれども、なぜ行政、担当職員でも、あるいは管理

職の方でも構いませんから、常に企業の方へ顔を向けて、企業訪問して、そこで顔を突き合わせて、

その状況について話し合いをして、状況把握ができないのかなと。その中で、状況によっては、あ

と１人募集をどうですかとか、いや、今このぐらいの人が余っているのやけれども、どこかの企業

で転職という形で引き受けてもらえないだろうかというような情報交換ができる機会はあるかと思

うんですね。そういうことで、企業との連携をもっと密にしていく手段、手法をとっていくことが

必要でないかと思っております。 

 求人とか求職のことにつきましては、基本的には職業安定所と企業の問題であり、そこへ入って

いくとなれば、当然企業関連というと、業界団体、商工会議所等が関連してきますから、直接行政

としては関係ない部分もあろうかと思いますけれども、これは全国どこにでもあるんですけれども、

雇用対策協議会というのがございますね。ここは事務局が亀山市役所の中にあるんですけれども、
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この雇用対策協議会と申しますのは、会員企業の労働力確保と雇用の安定に努めて、企業間相互の

協調と親睦を図り、地域産業の振興に寄与するということを目的に活動している団体となっており

ます。基本的にはこの団体は、昭和４０年前後に中卒、高卒で、新規に学校を卒業される方が金の

卵と俗に言われていた時代に、企業の方からこういう組織をつくって、高校や中学校へ求人、働き

かけをするための組織としてできたわけですけれども、今の時代はこの逆ですから、本来の意味の

雇用対策協議会の仕事はちょっと逸脱してしまうかわかりませんけれども、いつ同じような状況が

起こるかわかりません。そのときに、企業との連携を密にしておけば、情報交換、横の連絡も結構

できるわけですから、こういうところを利用して、せっかく事務局が行政、市役所の中にあるわけ

ですから、活用して状況把握等について積極的に行っていくというお考えはございませんか、確認

します。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 雇用対策協議会との連携も含めて、今、亀山市で取り組んでおる雇用の把握とか、企業との情報

交換についてお話をさせていただきたいと思いますが、まず把握の関係では、ハローワーク鈴鹿を

初めといたしました労働関係機関との連携を図るとともに、市内の主な事業所を定期的に雇用や経

営の状況について、電話などで聞き取りをさせていただいております。また、雇用対策協議会を通

じまして、会員の事業所における採用の予定などをお知らせいただいておるというところでござい

ます。 

 それから、この企業の方々との情報交換でございますが、亀山市雇用対策協議会や、また名阪亀

山関工業団地企業協議会というのがありますが、そういった場、またそのほかに事業所などを訪問

させていただきまして、情報交換を行っておるところでございます。 

 議員言われますように、さらにこのほかに事業所の訪問の機会をふやして、さらなる連携強化と

いうのを図っていくと考えているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ありがとうございます。 

 ともかく積極的な企業との情報交換の場をつくっていっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 ２件目としまして、来年３月、新規学校卒業予定者の求人状況についてお伺いいたします。 

 日銀は、８月の金融経済報告の中で、３月１１日の大震災後に大きく落ち込んだ生産や輸出は、

供給面の制約が和らぐ中で増加を続けており、設備投資も、被災した設備の修復もあって、総じて

持ち直しており、また個人消費は一部で弱い動きが続いているが、全体として持ち直していると発

表しております。 

 そんな中で、あす９月１６日から、将来ある新規高校卒業予定者の就職選考が開始されます。聞

くところによりますと、新規学卒者の採用計画の策定がおくれている企業もあるのか、求人票提出
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の出足がおくれていると言われております。市内事業所の学卒者用の新規求人はどのような状況に

あるか、把握してみえるようであれば、お示しください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 まず鈴鹿管内では、７月末現在の高校新卒者の求人倍率といたしまして、昨年同期を０.１３ポ

イント下回る０.８９となっておりまして、求人が求職希望者を下回っておるという状況でござい

ます。 

 また、亀山市の雇用対策協議会では毎年会員事業所と県内の高校進路指導主事との求人懇談会と

いうのを開催しておりまして、雇用確保の取り組みを行っておりますけれども、会員である市内の

４８事業所の来春の高卒採用予定につきましても昨年を下回っておるという厳しい状況であるとこ

ろでございます。 

 参考でございますが、亀山高校の求人数につきましては、就職希望者を上回る求人がありますも

のの、昨年に比べて、ややこの求人も減少しておるというところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 今、国分部長が申しましたように、求人の出足が遅くて、昨年よりも多少少ない状況というのは

私も聞いております。ちなみに８月３１日現在の鈴鹿公共職業安定所が受け付けをしている求人の

件数は１２５件、それで人数は４４２名分の求人みたいですけど、これ、８月３１日現在の数字な

んですけれども、この４４０人という数字は、去年の場合であれば７月末にクリアしている数字で

したので、求人の出足が１ヵ月おくれているのかなと。トータル的には、昨年度は鈴鹿職業安定所

の管内は５３９人の求人を受理していたという状況でございます。 

 ちなみに亀山市内の場合、市内の事業所から出ている求人は３８件で１１９人分の募集。これは

本当の個人の事業主さんから、シャープさん、古河さんとか、日東さんとかいうような大手企業、

それから自動車関連の企業も含めて１１９人の求人数と。多少数は少ないですね。 

 私がずうっと求人の歩みみたいなのを判断しておりますと、例えば去年であれば５人採用した企

業がことしは３人とか、３人であったのが２人とか、こういう形で、トータル的にやっぱり求人の

数は減ってきているんじゃないかという感じがしております。 

 先ほど私、申しました雇用対策協議会等を利用して、訪問して、その中で、おたくの会社は２人

しか募集してないなと。３人にしてもらえないかなというような形で、１人の求人アップとか、ゼ

ロのところやったら、何とか１人お願いできやんかな。求人を出してもらえないかなというような

働きかけをしていくことも非常に重要なことかと思いますので、今、雇用対策協議会の会員企業４

８社と申されましたので、４８社であれば、１日１社行くにしても２ヵ月あれば行けます。１日３

社、４社ぐらいは可能かと思うんですよ。１ヵ月あれば、何とか各社訪問してお願いすることもで

きないことはないかと思いますので、電話とか文書でするというのは、やっぱり企業を訪問して、

企業のトップの方、あるいは採用の担当の方とお会いして、いろいろな状況をお聞きするのは非常
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に重要なことかと思うんですよ。当然会社へ行けば、その会社がどういうような業種の仕事をして

いる、どういう作業をしているということを見る機会は結構多いと思いますので、もし何かのとき

にそれを参考にして、行政の仕組みの中へ生かしていくこともあろうかと思いますので、ぜひ訪問

するということを前提にしての行政の活動をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、３点目の企業誘致の計画とトップセールスについてということで確認をしたいと思

います。 

 不安定な雇用や経済情勢の中で、地域経済の発展や活性化のためには、新たな企業の市内への進

出や市内企業の事業規模の拡大が不可欠と考えております。 

 そこで、３点目として、亀山市内への企業進出や誘致について、現在、具体的なお話、計画は出

ていないのか、その現況、状況についてお伺いいたします。 

 あわせて、企業誘致などに関して、市長のトップセールスは行われているのか。行われているの

であれば、その内容についてお示しいただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 ここ数年の景気の低迷や円高などの影響によりまして、企業の設備投資に対する投資意欲という

のが回復していないという状況下におきまして、やはり市内での新規立地、また事業展開の動きも

一時に比べて鈍化をしておるというような状況でございます。 

 そのような中で、現在、企業立地の予定でございますが、宮村議員のご質問でもありましたが、

シャープ亀山工場が進める新たな事業展開というのが一つでございまして、それに加えまして、亀

山関テクノヒルズ工業団地で立地を検討しているという企業もございます。さらに、既存企業が市

内で新工場を操業するという動きがありますので、現在はその事業化に向けまして、交渉、また諸

手続や調整、事務的な支援というような形で取り組んでいるところでございます。 

 また、トップセールスの件でございますが、これらの企業を含め、企業誘致に際しましては、立

地を検討している企業へ積極的なトップセールスを行いまして、支援策や市のＰＲを市長みずから

が伝えるというようなことにより、即効性とか実効性のあるアピールに努めているところでござい

ます。 

 さらに、進出企業だけではなく、地元企業との連携を深めるということで、市内企業への市長の

訪問というのも行っているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 前田耕一議員。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 シャープを初めとして、数社の亀山への進出の計画があるような答弁をいただきました。宮村議

員の質問に対して、シャープが具体的にわかっていると。ただし、２００人ぐらいの規模は多分亀

山へは住まわれないんじゃないかなという感じが、私自身はある程度の情報で把握しているんです

けれども、宮村議員の質問の中で、亀山市の人口は５万人切ったと。早急に５万人をクリアするよ

うなことになってきてもらわなければ、私たちもちょっと寂しい感じがしているんですけれども、
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今、約７０名くらいが足らないという中で、簡単に転入予定、７０人の方が亀山に転入してくると

いうことは非常に難しいことと思います。しかし、１社企業がこちらへ来ていただければ、新規に

でも、あるいは増設でも何でも構いませんけれども、７０人ぐらいの方はすぐにこちらへ住まわれ

るだろうと。それも、隣のまち鈴鹿からの転入とかではなしに、市外だけじゃなしに、県外からの

企業進出、こちらへの移転とか、誘致がうまくいけば、本当に、シャープが越してきたときみたい

な形で非常に大きな効果があろうかと思いますので、ぜひその辺の誘致活動をお願いしたいと思い

ます。 

 ただし、何度も申し上げますが、厳しい経済情勢の中でありますので、それだけに平時と違って、

より活発なセールス活動をより広範囲に行っていかなければいけないと私は確信しておりますので、

その辺のところにつきまして、市長のご答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

 今、国分部長が申されました企業の進出等につきましては、私ははっきり申しまして、ある程度

前から、確かな情報ではないですけれども情報を得ておりました。私の立場でも情報を得られたと

いうことは、行政に見える方であれば、早くから広範囲に動けば、おいしい話というと言葉はちょ

っと失礼な言い方になるかもわかりませんけれども、いろいろ亀山市として有益な情報というのを

把握すること、つかむことは可能かと思いますので、そのところ、どのような気持ちを持って活動

に立ち向かわれているのか、最後に市長のご答弁をいただきます。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長に答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 企業立地政策についての市長の考え方はということでございました。先ほど申し上げましたよう

に、私自身のトップセールスはもちろんでございますけれども、幹部、それから担当職員、この３

層でもって、先ほどおっしゃっていただいた活発で広範囲な立地政策を展開してきておるところで

ございますが、なかなか成果に、こういう事情でございますし、先方の状況もございますので、現

時点で実となっておらない部分がございますけれども、しかし、全体として、非常に活発に展開を

してきたというふうに考えております。 

 同時に、東京、大阪の三重県人会に対して、３年前からアプローチをかけておりますこと。さら

には、メガバンク、それから中小の金融機関との情報の共有を図るように今努めてまいっておりま

す。県との連携もさらに強化をしながら、ぜひとも今後へつながるような企業誘致政策を展開して

いきたいと、このような思いでございます。 

 同時に、誘致だけではなくて、もちろん既存の企業がさらにこの地で投資をしていっていただく

ような状況が生み出せますように、そういうことにも心を砕いていきたいというふうに思っており

ますし、現実にも、先月、市内の事業所の市外にあります工場なんかへ私自身も寄せていただいて、

亀山のＰＲというか、「亀山のすすめ」と題して講演もさせていただいたり、そういうありとあら

ゆる策につきまして、今後もしっかりと進めていきたいというふうに考えておりますので、議会の

皆様方の引き続いてのご支援をよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 １２番 前田耕一議員の質問は終わりました。 
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 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時５４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時０５分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 自民党の髙島 真でございます。 

 通告に従いまして、質問させていただきます。 

 去る東日本大震災以降、私たちの生活に対する考え方や人と人とのつながり、まちのきずな、地

域のきずなの大切さが改めて問われることとなったと思います。殊さら防災、節電に対する考え方

がそうです。私もそうでしたが、水道をひねると水が出る。スイッチを押せば電気がつく。そして

冷えた部屋、快適な生活が約束されたような感じでありましたが、震災以降、電気の大切さが切に

わかったのではないでしょうか。 

 今回、私は、公共の電気、公共の節電のあり方について質問させていただきます。 

 まちには防犯灯や街路灯、通学灯など、たくさんの明かりによって市民の安心と安全が守られて

います。そこで、今回は防犯灯、街路灯、通学灯のＬＥＤ化について、ご質問させていただきます。 

 まず、質問の前に、ＬＥＤとは何ぞや。皆様もご承知かと思いますが、特性について少し触れさ

せていただきたいと思います。 

 今使用している蛍光灯との比較ですが、消費電力２３.５ワットですが、ＬＥＤにすることによ

って、わずか８.５ワットに下がる。２番目は、寿命も約７倍の６万時間の寿命があること。そし

て３番目には、ＬＥＤに関してはＣＯ２の削減効果が大。エネルギーを直接光にかえることによっ

て、温暖化防止やＣＯ２約６４％の削減に寄与できること。そして、取りつけは、今現在ちまたで

は安定器の交換とか機械の改造とか言われますが、インターネットで調べますと、取りつけは従来

どおりグロースターター式、ラビットスターター式、インバーター式に関しては、技術革新もあり

まして、差し込むだけで使えるという蛍光灯も出てきております。そして、人体に有害な紫外線は

ゼロ、電磁波、さらにゼロ、ちらつきも少ないと。 

 私が言うのは利点性ばかりですが、しかし、今までの懸念材料としては、１点しか照らさない。

そして色が白過ぎて見えにくいという懸念材料がありましたが、今現在、技術の進歩により、その

点は払拭されていると私は聞いております。 

 そこで、亀山市におきまして、今、市内防犯灯の設置の数についてお伺いさせていただきたいと

思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員の質問に対する答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 防犯灯の基数ということで、議員が申されたように、地域の安全・安心なまちを進めることを目
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的に設置をされている防犯灯につきましては、自治会で設置をしていただき、維持管理を行ってい

ただいておるところでございます。この防犯灯設置につきましては、亀山市自治会が設置する防犯

灯施設に対する設置費等補助金交付要綱に基づき、新設、または修繕不能の防犯灯設置に対して、

１基につき上限２万円とする設置費用の３分の２に相当する額を補助いたしているところでござい

ます。 

 議員お尋ねの設置基数でございますけれども、平成２２年度末現在の防犯灯設置総数は４,２３

４基で、そのうちＬＥＤは２２基でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 ４,２３４基、私の聞き及んでおるところによりますと、４,２３４基の防犯灯がございまして、

年間電気代は１,２０３万３,９３９円という数字に間違いはございませんでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 電気料金につきましては、平成２２年度の防犯灯の電気料金は１,２０３万３,９３９円、議員の

申されるとおりでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 約１,２００万のお金が市民の安心・安全のために使われておると。 

 そこで、私が言いたいのは、やはり電気代、人件費といいますと、企業で言うならば固定費に入

るわけです。固定費の中に手を突っ込んで、そこの中で節電をしていこうという考え方でございま

して、ＬＥＤに器具までかえる必要はもうなくなりました。そこで、球だけでもかえていけば、私

の試算ですと年間約４００万円弱、３６０万円から４００万円の間で節電ができると思うのですが、

ご所見の方はどうでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 ＬＥＤ化にするとどれぐらいの差が出るかというようなことで、実際に幾らというのは直接的に

調査をいたしておりませんけれども、高知県の日高村の資料ということで、月間電気料が２０ワッ

トの蛍光灯で２５０円、ＬＥＤ灯にすると約１９０円ということで、年間にいたしますと７２０円

の減になったというふうな資料をとってはございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 
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 そこで、この亀山市としてもＬＥＤ化を進めるべく対策をとられてはいかがでしょうか。いつも

防犯灯に関しては、亀山市自治会の方である一定の負担はしてもらっていますが、節電することに

よってＣＯ２の削減、環境問題も考えて、削減の分、浮いた分で自治会の負担を少なくすることな

ど、ＬＥＤを推奨されてはいかがでしょうか、お伺いします。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 現在の蛍光灯をＬＥＤ化にしてはどうかというようなご質問でございます。 

 ＬＥＤ防犯灯につきましては、議員が申されるように、環境に優しく、省エネで、長寿命であり

ますことから、近年、ＬＥＤ防犯灯の需要が高まり、価格が補助対象内で設置可能となってきてお

ります。市では、新設や修理不能により取りかえの設置を希望される自治会に対しましてＬＥＤ化

をお願いしているところでございます。 

 本年度におきまして、自治会が設置、または取りかえ予定の防犯灯数は９７基で、そのうちＬＥ

Ｄ防犯灯８１基、従来の蛍光灯の設置が１６基でございます。今後、議員が申されるように、さら

なるＬＥＤ防犯灯の設置推進のため、現在設置しております蛍光灯の防犯灯のＬＥＤ化に向けまし

て調査・検討をしてまいりたいと存じます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 どうもありがとうございます。 

 市役所みずから節電するんだと。決して防犯灯を減らすことは考えられません、節電を考える上

で。もっともっとふやすべきで、ＪＲにあっては青色のＬＥＤ。何が効果があるのかなと聞きます

と、やはり自殺予防にもなる。それと電気がないところには電気をつけて、不法投棄の問題も解決

されるんじゃないのかなと私は思います。 

 そこで、市長のマニフェストの中に「安心のカタチ」というのがございまして、夜間の犯罪抑止

に向け、年間１００ヵ所の防犯灯、環境に優しい省エネルギー型の設備を行います。事業費２,０

００万円、期限１年以内。年間１００ヵ所ということは、市長就任されてから２年半たちますが、

今現在、短絡的に考えて２５０本設置されたのかなと。それをまずお伺いしたいのですが。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 大体１年間の防犯灯の設置基数につきましては、１００基前後ぐらいの自治会からの要望を受け

て、設置はいたしております。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 
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 年間１００基つけられておると。それで、自治会のお金も負担をしてくれと。市長がつけると言

ったのならば、市長がみずからお金を出して、負担を求めることなく推進していただきたいと思い

ます。 

 それと、ＬＥＤ化については、防犯灯に限らず、市民部が所管する自治会の補助事業としてとら

えるのではなく、この事業は市の主要事業の一つとして位置づけて、公共施設、市役所の中を一気

に変えたら、それだけ環境の面にも、電気代の面にも優しくなるんじゃないでしょうか。市長、総

括の方、お願いいたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 髙島議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 今、議員ご提言をいただいた思いというのは私も同感でございまして、現在、本当に省エネ、あ

るいは環境に優しい取り組みを進めていこうということで、先ほどご説明をさせていただいた取り

組み、これも前へ進めていきたいというふうに思っております。それは安心・安全のためにという

視点もご指摘いただきましたが、今、市内に４,２００基、これを全部ＬＥＤにかえるということ

になりますと１億を超えるコストがかかるわけでございますが、しかし、長寿命化とか、いろんな

環境面への配慮ということでは大変効果があることだというふうに思っております。同時に、一方

で、電気代の使用ということにつきましても、これもご指摘をいただきました年間１,２００万程

度でございますが、全額補助をしておるというのも亀山独自、県内の１４市でもあと二つぐらいし

かなかったかというふうに思っております。自治会の負担を上げることなく、持続させていくため

にも、ＬＥＤ化、省エネ型への推進を抱き合わせてやっていくことで、環境への配慮とコスト面で

のメリットが享受できるというふうに思っておりますので、今後しっかりとこれは政策的に展開を

させていただきたいと。研究をさせていただいて、位置づけていきたいというふうに思っておりま

す。 

 なお、庁内のＬＥＤ化につきましても、さまざま検討いたしてまいっておるところでございます

が、市役所の本庁舎におきまして、本年度１階南側、税務室前の改修時におきましてＬＥＤ照明を

採用いたしたところでございます。現状ではまだまだ課題があろうかと思っておりますが、今後も

庁舎関係の施設改修を行う際や器具取りかえのときなどに順次交換をしていくと。役所も率先をし

て進めていきたいというふうに考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 先ほど市長が言われましたが、費用は１億どれだけかかると。やはり費用対効果も考えなければ

なりませんが、経費の削減をしようというならば、やはり企業としては設備投資を行って、そこで

やりくりしながらやっていかないと、知恵も必要ですけれども、ある程度設備投資というものを行

って、役所の中もＬＥＤ化を進めれば、昼休みでも暗いところで弁当を食べやんで済むのかなと、

そういう思いが。私、よく歩いていまして、節電のために電気を切る。それは当然やと思いますが、

ある程度節電がなされれば、一つ二つつけて、明るいところでご飯の粒を見ながら食べられるのじ
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ゃないかなと私は思います。 

 それでは第２点目、防災体制についてお伺いさせていただきます。 

 東日本大震災のときには、津波で亡くなられた方の水死率が９６％という報道がされました。 

 亀山市において、私、いろんな方のお話を伺っていますと、亀山市には津波が来やんで、まあ大

丈夫やと。水で死ぬことはないで、ちょっと安心やなと言われました。先般、台風１２号の折には、

私、先週、紀宝町の方に行って泥出しをさせていただきましたが、そこの住民の方の話を聞いてい

ますと、山やで水死はないやろうと思っておった。海からの水、それだけを考えていたと。そうし

たら、山から津波が来たと。言葉にもありますように、「山津波」という言葉もございます。 

 そこで、やはりこの台風のときでもそうでしだか、１点目にお聞きしたいのは、市内の備蓄品等

の保有率は一体どれだけあるのか、お伺いさせていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 市内の備蓄品の保有状況でございますけれども、まず市の備蓄倉庫は中央防災倉庫、関防災倉庫、

本町防災倉庫など、市内に１０ヵ所ございまして、今年度、亀山南小学校、野登小学校にも倉庫の

設置を進めているところでございます。 

 備蓄品の主なもののみちょっと紹介をさせていただきますが、食料、これ乾パンとかアルファ米

でございますけれども、現在のところ３万６,０００食。それと、飲料水３万６,０００リットル、

赤ちゃん用の粉ミルク９７０食、発電機が、ガソリンで発電します発電機が３０台、それとプロパ

ンによります発電機２台、それと毛布が４,３３０枚、投光機３７台、そのほかはおむつ、子供用、

大人用のおむつでございますが、おむつでありましたりとか、簡易トイレ、その他、チェーンソー

などの救助資器材を備蓄しておるような状況でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 ありがとうございます。 

 野登地区にも、いろんな地区にも防災倉庫を設置されると言われましたが、そこの中には食料品、

毛布等は入っておるのか、お聞かせ願いたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 今年度設置をいたします野登小学校、それと亀山南小学校でございますけれども、食料、飲料水

のような備蓄品につきましては、設置させていただく防災倉庫が保温対策というんですか、そのよ

うな倉庫になっておらないということから、高温にならないような環境での管理が必要ということ

の中から、中央防災倉庫がそのような環境にありますことから、そこの倉庫に配備をしていくとい

うことに基本はさせていただいて、今回の野登小学校、南小学校の方につきましては、倉庫の中に
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は食料の方を入れさせていただかない予定でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 倉庫の中には置かない。市の大きいところに置くということでしたが、亀山市は、北より八島川、

安楽川、椋川、鈴鹿川、中ノ川とございます。それがはんらんしたときには孤立地域というのが必

ず出てくると思うんですね。橋も水が出て落橋するはずで、あってはならないですけれども、あっ

たときに孤立世帯というのが確実にあります。先ほど防災倉庫のこちらは高温になるので置かない

よという答えがありましたが、今、現存する防災倉庫の食料に関しては、温度調整、湿度調整をさ

れておるわけですか、お聞かせ願いたい。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 今現在、備蓄倉庫として、食料等を集中的に保管をさせていただいておるところの代表的なもの

としまして、中央防災倉庫、それと関防災倉庫でございます。それぞれしっかりした建物の中で食

料品等を保存させていただいておると。特に温度調整というような形のものではございませんけれ

ども、そういう環境の整っている倉庫の中で食料管理をさせていただいているということでござい

ます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 わかりました。 

 やはり災害に遭われたら、まず被災者の方は、ああ命が助かってよかったな。次に、おなかがす

いたな。次に、眠たいなと、この三つが来るわけでございます。孤立になっても来るわけでござい

ます。そこの１、２、３をカバーしておけば、市役所は４から始められるわけなんですよね。取り

残された方の救出に向かうとか、そういうこともできるわけでございます。まず１、２、３、命が

助かった、おなかがある程度満たされる、それと寝る準備が整う。そこをクリアして、そして自助

ということがあって、今、その準備をしましたので、一日、一晩耐えてくださいよというお願い。

それと、共助で、皆さん助け合って、市役所の公共の公助が入るまで一晩耐えてくださいよと。そ

ういうことをしたらいかがでしょうか。そういうお考えは毛頭ないということでしょうかね。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 先ほどご答弁させていただきました食料等につきましては、今、中央防災倉庫、関防災倉庫を中

心に管理をさせていただいておるという形のご答弁をさせていただきましたが、大規模災害等が発

生しますと市職員の方も被災をするということで、命が助かったということの中で、次、自助、共

助ということの中で進めていただくわけですけれども、食料等に関しましては、代表避難所の方の

食料の配備につきましても、今回設置させていただく野登小学校、南小学校の方につきましては、
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既に発注をさせていただいた中で配備をさせていただくわけですけれども、その中に食料を入れる

状態にはないわけですが、学校そのものとか、近くのコミュニティセンターなど、公共的な施設の

方へその配備ができないかというような形で考えておりますので、この地区以外の地区にもまだ倉

庫が配備されていないところもございますので、そういうところの中で、また今後配備の方を進め

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 その倉庫じゃなく、学校、コミュニティーの方に置かせていただくと。それでもいいのかなと思

いますけれども、確かに、やはり一番に助かって、一晩生きておってくださいよと。そういう考え

は、配達する人も被災するわけなんです。基本的に役所の人が持っていくからいいわという考えに

立ちますと、役所の人は被災せんのかなと。普通の人だけ被災するのかなという考えになりますの

で、そこは一度考えていただきたいと思います。 

 そして、災害時における市役所体制についてですけれども、市長にお伺いしたいのですが、いろ

んな状況の災害を想定して、一体どの職員が来れて、だれが来れないのか、どういう体制を組める

のかというハザードマップみたいな感じで、１案、２案、３案と案を出していただいて、つくって

もうているのかなということと、それで何人体制で救助に迎えると。そういうことはお考えで、も

う出してもうてあるんでしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員お尋ねの非常時における参集体制でございますけれども、今、二つに分けておりまして、ま

ず風水害におきまして気象警報が発令をされた場合、市の体制といたしましては、警戒体制として

災害対策本部を設置いたします。状況に応じて、１次配備、これは２５名。それから２次配備、こ

れが８４名の体制をしいておるところでございます。さらに状況が悪化をして甚大な被害が発生す

るおそれがある場合、非常体制として全職員を配備し、応急対策に当たることと、このように規定

をさせていただいております。 

 それから、地震の場合でございますが、震度５弱で警戒体制、７８名、それから５強以上で非常

体制といたしておるところでございます。 

 今少し触れられました市職員の居住地によりまして、被災の状況や内容によろうかと思いますが、

職員が参集できないということも当然想定をしていかなくてはなりませんが、そういうものに対し

て、やっぱり平時からしっかりと準備をしておく、シミュレーションしておく、あるいは訓練をし

ておくということは大変重要なことだと思っておりますが、基本フレームとしては、先ほど申し上

げたような体制を想定して動いておるところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 髙島 真議員。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 やはり災害時において、いつも聞く言葉は想定外の雨が降った、想定外の水が来た、想定外の台
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風が来た。そういうことに関して、いかに行政が想定外を想定内に持ってこれるのか。どれだけの

リスクマネジメントをして、想定内をふやせるのかが一番大切かと思います。 

 今回、ＬＥＤに関してもそうですが、「キラリと輝く亀山」という文言がございますが、ＬＥＤ

に関しては、「夜もキラリ光る亀山」、それでお願いしたいと思います。 

 災害に関しては、いかに想定外を幅広く想定内に持っていくかをお願いいたしまして、私の質問

とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 １番 髙島 真議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ３時３６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時４５分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 では、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず最初に、亀山市の防災に関してですが、先日から台風１２号に伴う避難状況について、たく

さん質問が続いております。 

 先日の全員協議会で台風１２号の避難状況について報告をいただきましたが、椋川流域の川合町、

井田川町、新椿世町、栄町北地区にわたる２２１世帯、６００人に避難勧告が出され、実際に避難

された方は、資料によりますと、東小学校についてはゼロ人、東野公園体育館については１人、そ

して井田川小学校については、時間で変わっていますけれども最大で４４人ということでして、す

べて合わせて大体５０名ぐらいだと思うのですけれども、６００人に対して、割合にすると１割に

満たないほどであったということで聞いております。 

 確かに勧告には強制力はありません。実際に避難勧告が出された椋川は決壊することもありませ

んでしたが、やはり何かあってからでは遅い。避難することをもっと徹底させる取り組みを考えね

ばならないと思います。 

 もう一つ、東北で震災が起きてから、各地で防災に対する意識が高まり、避難訓練なども実施さ

れる機会が多くなっております。大変よいことではありますが、訓練の場合は、災害時ではなく、

通常の状態で避難をすることがほとんどです。本当に避難をしなければならないときは災害時です。

大雨かもしれないし、暴風が吹いているかもしれません。深夜かもしれませんし、早朝かもしれま

せん。だからこそ、このように勧告が出されたときこそ避難するべきであり、その経験を積む必要

があるのだと思います。 

 例えば実際に避難勧告に従い避難所に行くとき、避難所で気づいたことはたくさんあると思いま

す。何が困ったか、何が足りなかったか、何が不安であったか、こういったことを市は記憶し、今

後の災害時に役立てることが必要であると思います。 

 今回、全員協議会の報告の中でも幾つか避難所でのことに対しての意見が出されております。ま
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た、私も幾つかご意見をいただきました。市でもいろいろと気づいた点があると思います。 

 話が長くなりましたけれども、二つお伺いいたします。 

 今回の台風１２号の避難者数について、どう思われたか。また、避難しなかった人については、

避難しなかった理由は調べたのでしょうか。お答えください。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 台風１２号で避難勧告を出させていただきました。台風１２号に伴います避難勧告についてでご

ざいますけど、議員ご紹介のとおり、９月４日の早朝から降雨が激しくなりまして、市内の河川が

急激に増水し、特に椋川につきましては９日の午前９時過ぎに避難判断水位を超しましたことから、

午前９時５０分に、先ほどご紹介いただきました四つの自治会の方に避難勧告を発令させていただ

きました。 

 その後、避難勧告の周知でございますけれども、まず自主防災会長、自治会長と同一というんで

すか、自治会長も兼ねてみえましたので、こちらの会長の方への連絡と、代表避難所の代表者の方

へ一報するとともに、広報車による広報、消防のサイレン、ケーブルテレビ、安心メールによる周

知を行わせていただいたところでございます。 

 災害時に援護を必要とする方々につきましても健康福祉対策部の職員が直接訪問するなどし、対

応させていただいたところでございます。 

 避難者数が少なかったということで、強制力のない勧告でございましたが、当対策部の方からは、

各対象の地区の方へ広報車等を含めまして、いろいろな周知をさせていただいたところでございま

す。避難者数がちょっと少なかったのは、それぞれの判断の中でされたのかなというふうに思って

おります。 

 １２号ではございませんが、台風６号で南鹿島町の方で避難勧告をさせていただいた後で、南鹿

島町の方には二つの自治会がございまして、こちらの方へはアンケートを出させていただきました。

８月の初めに出させていただきまして、８月末であったと思いますが、提出を既にいただいており

ます。その中に、避難をしなかった理由という項目も含めまして調査をさせていただいております。

まだ結果の方は今集計中でございますので、また集計をさせていただいて、どのような形で避難を

されなかったのかということについては、その集計結果を出して、見てみたいというふうに思って

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 台風６号のときのアンケートを今調べているということでした。例えば避難勧告が出て、今回も

広報車を走らせていたということでしたので、そのときに一戸一戸回っていったんでしたらば、そ

のときに、例えば避難に行かないという方がいらっしゃったのだったら、そのときに聞いたり、ま

たできるだけ避難するように協力をお願いしたりすることがとても大事であると思います。調査し

た結果についてはまたお知らせいただきたいと思います。 
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 次に、避難勧告の周知についてですけれども、先ほど台風１２号の周知については、今、教えて

いただいたんですが、基本的に亀山市では避難勧告はどのような周知を行っているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 避難勧告の周知でございますけれども、先ほどご答弁をさせていただいた南鹿島町、台風６号に

おきましても同様に広報車によりまして周知をさせていただいております。また、個別に地区の対

象の方へ職員が訪問をさせていただいて、周知の方を図っております。通常どおりの形で、６号に

つきましても、１２号につきましても、これからもというんですか、そういう形で周知をさせてい

ただこうというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 今議会で多くの防災に関する質問が出されております。その中で、きのう、福沢議員の避難勧告

についてのお話を伺いながら思ったのですが、周知の仕方には相当事前からの準備が必要なのでは

ないかと思いました。実際、今現在では避難勧告の周知については、関の防災無線や携帯安心メー

ル、広報車、ケーブルテレビ、先ほども申されました一戸ごとの訪問とか、サイレンとかもあるそ

うです。その方法がとられているんですけれども、きのうの答弁では、市から自治会長さんや民生

委員さんに避難するように指示する電話があったということでした。しかしながら、もし災害が起

こり、大停電が起こった場合、また広域的に災害が起こった場合、そういうときに電話やメールは

機能するのか、またケーブルテレビは使えるのか、広報車は走れるのか、また避難勧告のためにそ

れだけの人数を割けるのか。一戸ごと訪問するというのはまず不可能だと思います。あらゆる手段

を考えなければなりません。 

 ６月議会で新議員が、きのうは福沢議員が提案していたエリアメールなど、一斉に多くの人に発

信できるツールを利用したり、また地域ごとにきちんと連絡する手順を各地域の代表、また自主防

災組織の方などと事前に確認しておくなど、細かい準備が必要であると思われます。 

 また、避難指示、避難勧告の必要性についてですが、実はきょうのニュースであったのですけれ

ども、「台風１２号豪雨犠牲者８割避難せず」というのがあったので、ちょっと興味があって見て

みたんですけれども、今回、台風１２号の豪雨で被災状況が判明している和歌山、奈良両県の死者、

行方不明者、計６２人のうち、８割に当たる計４７人が避難指示、避難勧告が出なかった地域に集

中していることが読売新聞の分析でわかった。つまり、指示や勧告が出なかった場合に市民の方は

動かない、動けない、そういった行政依存があるのではないかということがちょっと思われると思

います。 

 先日、私、明治大学の名誉教授の中邨 章氏の講演を聞いてきたんですけれども、その中で、公

助と自助の国際比較というデータがございました。どういったものかといいますと、災害時に個人

責任なのか、行政責任なのかということで、主要７ヵ国でいろいろ調査をしたものなんですけれど
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も、本当でしたらパネルがあったらすごく見やすかったんですけど、ちょっと間に合わなかったの

で、個人責任だというふうにしている国は、例えばアメリカ、フランス、ドイツなど。１番のアメ

リカでは、これは個人責任だという方がほとんど、４０％以上います。それに対して、日本人は１

３.２％、あまり個人責任ではないと思っている方がほとんど。それに対して、行政責任だと思っ

ている国は日本が断トツで４０.８％だそうです。ほかの国は、２位のイタリアでも２６.４％、つ

まり公助依存型の気が日本にはあると思われます。 

 こういった状況の中で、やはり日本は圧倒的に行政依存の体質になっている。避難指示、勧告の

必要性、重要性というのは肝に銘じておくというか、必要だと思いますので、その辺を踏まえなが

ら、本当でしたら個人の責任という気持ちも持っていなきゃいけないんですけど、実際今そのよう

な状況だということを把握して、避難勧告、避難指示については考えていかなければならないと思

います。 

 次に、避難所の状況についてですが、避難所には数十世帯が集合されたということですが、その

中で、実際に起きた問題、困ったことがあれば、教えていただきたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 避難所を開設させていただきまして、いろいろ市の対策本部の中でも、６号のときにもですけれ

ども、最終の対策本部の中で反省をさせていただきました。それで、８月１日も同様に、各対策部

の部長から出ますさまざまな検証をさせていただいた中で、今回の議会でもご指摘いただいていま

すトイレにつきましては、ちょっとうちの方も配慮が足らず、準備がさせていただけなかったとい

うこともございます。 

 それと、６号のときであったかと思いますが、やはり夏の暑い時期でございましたので、扇風機

とか、そこら辺もあった方がいいんじゃないかというようなところも出てきております。 

 これから環境整備に向けて、ちょっと検討をさせていただかなけりゃならないかなというので、

細かな話になりますが、そういうような形で反省をさせていただいております。 

 避難所の方への情報伝達ですね。６号も途中まで河川の水位とか、雨雲レーダーの情報、そこら

辺のところについてもすぐさまできなかった部分もありますが、ここら辺についても、結構早目か

らは避難所の方へ、当時は東小学校であったと思いますが、情報をお渡しして、１２号の各三つの

避難所の方へも同様にそういうような情報を流させていただいたというような形で、運営の方はや

らせていただきました。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 先日、きのうもそうなんですけど、衛星電話についての話題が何回か出ておりました。万一避難

が長引いた場合に、甚大な被害によって連絡網が寸断されたときに衛星電話が力を発揮するのです

が、お話によりますと、衛星電話の充電は携帯と同じような感じで、当然停電時には充電ができず、

使えません。もちろん日ごろから充電をしておけば大丈夫なのですが、学校ではきちんとされてい
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るということですが、すべての衛星電話、すべての避難所に置いてある衛星電話が果たして充電さ

れているのかということが懸念されます。ふだん私たちが使う携帯電話でさえ、充電を、私もよく

ありますけれども、忘れてしまうことがあります。それが、一度も使っていない非常時に必ず充電

されているというのはかなり過信なのでは考えてしまうのは私だけではないと思います。 

 そんな中で、きのう、上田教育次長がご答弁の中で、教育現場での徹底した万一の場合の備えと

確認、聞いていて、とてもすばらしいと思いました。何よりすばらしいと思いましたのが、代表避

難所指定職員さんが有事に学校にいらっしゃったとき、学校職員が顔を知らなくて不審者扱いして

しまうなど、トラブルがあるかもしれないので、日ごろから顔を合わせて、お互いよく知っておく

機会をつくるというお考えでした。 

 実は今回、この機会に提案、質問しようとしていたのもこのことなんですけれども、顔を合わせ

ておくということはとても大事なことだと思います。だれが情報を持っているのか、だれに指示を

仰げばいいのか、そして、だれに情報を報告すればいいのか。こういったときに、だれにというふ

うな代表の方がわからないとそこでまずおくれてしまう。そして、情報伝達が誤ってしまうおそれ

があるんです。そういうことで、情報がうまく伝わらないということがあるといけないので、この

ことはとても大事だと私も思っております。 

 あと、現在、各部署で議論して、地域防災計画の再計画をしているということをお話で聞きまし

たけれども、もう一つ、ぜひ考慮していただきたいことがございます。それは、非常時の人のメン

タル面のことなんですけれども、避難所は多くの人が集まっており、また被災時でもあるから、皆

さん、平常時以上にストレスといいますか、神経過敏になっております。震災後、春ごろだったと

思いますが、いつもお世話になっている多文化共生にかかわっているＮＰＯ団体の方からお話を伺

いました。災害のため、事前の心の準備もなく、多くの人がごっちゃに避難所に詰め込まれてしま

ったんですが、例えば外国人の人は言葉も文化もライフスタイルも違います。大きな声でしゃべっ

たり、歌を歌ったりするだけでも、ふだん普通にしていることが周囲に理解されないなどで、けん

かになってしまったり、言葉が通じないことによる衝突もたくさんあったそうです。また、小さな

赤ちゃんが一緒のお母さんなどは赤ちゃんが泣くたびに寒い外に出ていかなければならなかった。

授乳にも大変苦労していたということです。 

 もちろん避難所の議論においては優先順位がございますので、ただ、どうしてもこういうことも

話し合っていただきたい。各担当の部署で話し合っていただきたいということで、今回、時間を割

いてお話しさせていただきました。 

 次に、洪水ハザードマップについて、お聞かせいただきたいと思います。 

 この洪水ハザードマップは、私、避難訓練のときにいただいたんですけれども、まだつくったば

かりで新しいということですが、今、あちこちで過去の記録を塗りかえる大雨、洪水が起こってい

ます。このように、年々被害が甚大となっている今、このハザードマップの検証がもう一度必要で

はないかと思います。 

 この中に洪水を想定するための条件というのが載っているんですけれども、鈴鹿川の場合は６時

間で２６８ミリ、１５０年に１回の確率、そして椋川、洪水を想定するための条件は、１日間で３

４０ミリ、１時間最大雨量９０ミリ、３０年に１回の確率というふうに書いてあるんですけれども、

こちらも台風１２号で最多雨量が２,４３９ミリ、亜熱帯並みだというふうなニュースが出ており
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ました。この２,０００ミリ超の雨量は国内では観測例がないため、亜熱帯並みの集中豪雨は想定

されておらず、水害の対策の見直しが必要だとされております。やはりこういった面でも、もう一

度ハザードマップを検証した方がよろしいかと思います。 

 洪水ハザードマップの存在、これを知らない方も結構いらっしゃるかと思います。また、防災マ

ップと洪水ハザードマップの違いも混乱のもとになるかもしれません。例えば私の住む天神町では、

防災マップ、この黄色いものですけれども、この防災マップとハザードマップ、防災マップでは１

次避難所が天神公民館、和賀公民館などが含まれておりますけれども、このどちらもがけの上とい

いますか、かなり危険なところにありまして、土砂崩れの危険性があると思います。そういった誤

解によって、２次災害、２次被害はないのか。ここでお聞きしたいのですけれども、ハザードマッ

プはどのような基準で警戒地域が決められているのか。また、１次避難所、指定避難所、代表避難

所の違いは何でしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 岡﨑建設部長。 

○建設部長（岡﨑賢一君登壇） 

 ハザードマップの作成をした基準ということでございますが、まず浸水想定区域の条件といたし

ましては、先ほど議員ご紹介いただきました鈴鹿川は１５０年に１回、６時間で２６８ミリ、椋川

は３０年に１回、１時間で最大９０ミリという豪雨を想定して、そういった雨が降ったときに川か

らあふれ出る水により浸水する区域を想定したということで、そういった想定が国土交通省及び三

重県より洪水想定区域が発表されたということから、水防法１５条に基づき、平成２１年度に浸水

想定区域に当たる自主防災組織、消防団、国土交通省、三重県、市消防、市職員から成る亀山市洪

水ハザードマップ策定委員会を立ち上げまして、作成したものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 １次避難場所と代表避難所の違いということでございます。 

 １次避難場所と代表避難所の違いについてでございますけれども、１次避難場所とは、災害が発

生した直後に、家族や自治会単位などで一時的に集合する安全な広場などで、また代表避難所とは、

各地区の防災拠点となる避難生活が可能な公共施設であり、小学校、中学校、市体育館を指定して

おります。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 一時的にということで、確かに公民館とかというふうに普通思うのだと思うんですけれども、安

全が確認されてから、代表避難所に行って、そこで避難をするという形だと思います。 

 この危険箇所については、公的に調べたりとか、かかわるのも限界があると思うんですけれども、

やはり実際にそこで住んでいて状況がわかる人が集まって、地域で話し合うなどの取り組みが必要

であり、そして、それを公的に援助していく、支援していくという形が一番いいのだと思います。 



－３２４－ 

 例えば地域の人で集まってもらって、実際にその地区を歩いてみる。歩いてもらう。その危険箇

所をチェックして、地図に落としていって、その情報を公的なところ、市役所とかに持っていって

というふうな感じで、見える形にしていくという形で、また実際にやっていけばいいんかなと私は

普通に思ったんですけれども、こういった地域を実際に地域の方で歩いてみる。その歩いてみるの

を、小学校の方とか、中学校の生徒さんとかと一緒に、みんなで一緒にハザードマップをつくって

いくというふうな感じでやってみたらいいのかなと私は思ったんですけれども、そういったこれか

らの取り組みというのも実際にやっていっていただければなあと思います。 

 というのは、新しく引っ越してきて地理がわからない方なんかも毎年毎年いらっしゃいますし、

数年間で災害の大きさも随分変わってきております。随時毎年更新していかなければならないと思

いますので、そういった取り組みが必要ではないかと私は思います。 

 次に行くんですけれども、次に、防災に関する知識の啓発についてをお聞きしたいと思います。 

 やはり基本は、答弁でもいつもいただいておりますように自助・共助、これが一番肝心であると

思います。そういった中で、最近では広報でも土砂災害についての特集を組んでもらったり、市で

もさまざまな取り組みがなされておりますけれども、そのほか、市で防災に関しての啓発として取

り組んでいることは何でしょうか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 防災に関する知識の啓発につきましては、災害発生時に重要な役割を担っていただくのは地域の

方々でありますことから、出前講座、市広報紙、ホームページ、ケーブルテレビ等、あらゆる機会

を通じて、災害発生時の自助・共助の必要性や避難の方法、そのときの経路等についてご説明をさ

せていただいているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 避難とか避難所についてとかをお聞きしているわけですけれども、ほかにも引っ越しをしてきて

亀山市がわからないという人だけでなく、たまたま仕事でとか、ちょうど通ってとか、観光で亀山

市に入ってきた方もいらっしゃるはずです。そのときに、例えば地震が起こったり、土砂災害が起

こったり、そういうことも恐らくあると思うんですけれども、亀山市に住んでいない方、特に地理

カンがない方とかは、代表避難所、避難所自体がわからないということも考えられます。 

 例えば鈴鹿市さんで、この前、新聞に載っていたんですけれども、電柱に避難所のマークをつけ

るというふうなのも一個の案なんだろうなと思いまして、ちょっとご紹介させていただきますが、

代表避難所のところにきちんとマークがあったりとか、看板があったりするんですけれども、ふだ

ん代表避難所の近くでないところなんかにも、ちょこちょこと代表避難所はあっちみたいな感じで

書いてある方が、もしも亀山市内の方ではない方がいらっしゃったときなどはどこに行っていいか

わからないと思いますので、こういったものもアイデアとしてはいいのではないかと思います。 

 ３番目に移りたいと思います。防災協定について、ちょっとお聞きしたいんですけれども、現在、
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亀山市ではどのような災害時協定が結ばれているのか、こちらをお聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 亀山市が締結している応援協定は２６件で、うち他の自治体間と締結しておりますのは８件、各

種団体や企業等とは１８件となっております。 

 人的支援や物的支援を中心とした自治体間の協定といたしましては、三重県市町村災害時応援協

定、東海道五十三次市区町災害相互応援に関する協定と、昨年１１月８日に締結いたしました市町

村広域災害ネットワーク協定がございます。単一の自治体では負担の大きい災害対策ですが、この

ような協定を締結することで支援を行い、また支援を受けることで、被災市町の早期の応急対策を

可能にすることができるものと考えております。 

 また、各種団体や企業等との間では、昨年７月１日に締結しました（財）中部保安協会との災害

時における電気の保安に関する協定を初め、医療救護活動や看護応援活動、応急救護、食料や生活

必需物資の供給に関するもの、またガス・ガソリンなどの燃料の調達、ライフラインの確保など、

さまざまな協定を締結してきているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 災害時の応援協定について、２６の協定があるというふうに今いただいたんですけれども、先ほ

ど、顔を合わせる機会が大切だと申し上げましたけれども、こういった協定、実際にやはり顔を合

わせてみないことには機能しないのではないかと思います。例えば２０年前に協定したんだけれど

も、一度も会議を開いていない。これではどうしようもないと思います。一体どのぐらいの頻度で

協定の相手さんと顔を合わせているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 これだけの協定を締結しております中で、顔合わせといいますか、定期的に応援協定の中で顔を

合わせさせていただいていますのは、東海道五十三次市区町の災害相互応援協定に関しては年に１

回、それと市町村広域災害ネットワーク協定、これは昨年１１月８日に締結したという西日本中心

の参加市町でございますが、こちらの方については、昨年度では３回顔を合わさせていただいてお

ります。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 やはり形だけというのが一番慢心、結局安全じゃなく、慢心で、備えになっていないということ

になってしまうといけませんので、ぜひともこの件については考えていただきたい。また、頻度も、
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機会をつくっていただきたいと思います。 

 これに関連しまして、前回、防災の講習を受けてきたということをちょっとお話ししたんですけ

れども、そこの中で、例えばなんですけど、この協定の一覧表をいただいたんですけれども、国や

県や市町村との応援協定、これ恐らく消防の方とかがもし亀山市が被災をしたときに来てくださる

と思うんですけれども、相手は、例えば亀山市が被災しまして、九州や中国地方から来てくださっ

たときなんですけれども、相手先の方が何を持っているか、例えば化学車であったり、はしご車で

あったり、いろんな違いがあると思いますし、また気をつけなければいけないのが、消防用のホー

スのパイプの口径が違うことがあるということをお聞きしました。せっかく来てくださったのに、

それではいけないと思いますので、そういったことについても、また話し合いとかした方がいいの

かなというふうに、その講習の中で思いました。 

 次に、備蓄と配送の考え方についてお聞きしたいと思います。 

 今回、東日本大震災や台風１２号でわかったこととしましては、一つの自治体で解決する問題で

はないような大きな震災であったこと、また今回、７２時間ルールというのができなかったという

ことがございました。 

 最近では、大震災のような大きな災害のとき、コンビニや小売店などの食料、飲料水を含む物資

調達の協定が都心部を中心に行われております。確かにコンビニエンスストアなどは独自の配給シ

ステムを持っていたり、情報システムを持っています。企業によっては、輸送トラックだけでなく、

ヘリを持っていたり、船を持っていたり、そういったところもございます。被災をしていない地域

からの物資調達のためのインフラが整っているコンビニとの協定は県でも行われております。三重

県でも行われておりますが、市町村単位でも行う必要がないか。最近では神奈川県の川崎市でも独

自に協定を結んでおります。時間的にも地域的にも広範囲をカバーしているコンビニの機能に着目

し、亀山市に見合った協定を結ぶメリットがあると考えますが、担当部はどのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 コンビニエンスストアとの協定でございますけれども、災害時の生活必需物資の調達に関する協

定といたしましては、当市は既に４社と締結をしているところでございますが、今のところ、コン

ビニエンスストアとの協定の締結はございません。市内が壊滅的な被害を受けたときでも、市外か

ら迅速な物資供給ラインを確保する目的で、全国展開しているコンビニエンスストアとの協定を締

結することは大変有効と考えますが、既に、先ほどご紹介がありましたが、県ではコンビニエンス

ストア３社との間で締結しておりますことから、災害発生時にはこの協定と当市の協定、スーパー

等でございますけれども、当市との協定を併合した中で生活必需品の確保をしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 



－３２７－ 

 確かに三重県でも協定はなされております。しかしながら、大規模な東海・東南海・南海地震、

そういったものが来たときというのは、三重県というのもとても大きいですので、亀山市というの

が隠れてしまわないかという懸念もございます。 

 先ほどの答弁の中で、協定の中で市町村広域災害ネットワーク災害時相互応援に関する協定、１

４市１町の協定が去年結ばれたということでした。その中に、滋賀県の野洲市がございまして、そ

こでは、守山野洲地区コンビニエンスストア安全なまちづくり推進協議会というコンビニエンスス

トアの協議会の中で野洲市と一緒にコンビニ協定を結んでおります。 

 私がなぜコンビニエンスストアと災害のときに協定を結んでおくべきじゃないかと言いましたの

は、コンビニエンスストアというのは、大きく分けまして、お店の機能、それから配送システムや

情報システムの二つの面で考えていただきたいんですけれども、まずお店というのは、東京のとき

もそうでしたけれども、帰宅困難者の方が、２４時間ずうっとあいていて、安全であって、近所の

どこにコンビニがあるということも皆さんご存じです。そういった意味で、まずお店の機能。お店

にはまた商品もございますし、水道、トイレ、そして今さっき申し上げました帰宅困難者の方の確

保といいますか、そこにいられるということ。そういった意味で、コンビニというのは、ちょっと

私が数えた中でしか言えませんけれども、亀山市でも２４時間あいているところが１９店舗、私が

数えただけなので、もしかしたらもう少し多いかもしれませんが、ございます。結構各地にありま

す。 

 あともう一つ、独自システムということなんですけれども、コンビニエンスストアは、皆さんご

存じの大手がたくさんございますけれども、全国各地に工場を持っております。そして、輸送シス

テムも持っております。先ほども申し上げましたけれども、トレーラーやオートバイ、船、ヘリコ

プター、あと冷蔵や温度調節ができるトレーラー、配送車も持っているそうです。これ、なぜかと

いいますと、夏であったり、あと道路が寸断されている場合というのは、食料を運んだとしても輸

送時間が物すごく長くなってしまって、その食料が腐ってしまうということもあったそうなんです。

コンビニさんというのは全国に工場がありますし、例えば三重県の亀山市で災害が起こった。三重

県全体で起こったとしても、起こっていない近くの自治体から輸送が、例えば道路が寸断されたと

すれば、ヘリや船やそういったものが使える。もし細い道で行けるのなら、オートバイを持ってい

るとか、そういったいろんなことができるかなというところがございます。 

 あとは、情報伝達システム、こちらも今は自家発電システムというのをお店で持っているところ

が結構あるそうです。そういう意味で、情報も素早く入ってくる。また、商品の供給なども早く回

復する。そういったもので、コンビニというのはかなり災害が起こったときに復活しやすいといい

ますか、７２時間ルールに対応できるものが今はあると思います。 

 私は、もし災害が起こったときにということで、いろいろ考えさせてもらったんですけど、備蓄

というのがありますけれども、備蓄ってどうしても限界があると思います。できれば、例えば食品

であったり、水であったり、一番大事なものというのは、水でしたら、浄化装置なんか、今結構小

さなものもございますし、自分でその場でつくり出せるもの。そしてまた、公助に頼らずに輸送で

きるシステムも確保すべきなのじゃないか。どうしても自治体、公的なものというふうになってし

まうと、順番があったりとかしますけれども、民間の活力も手段として持っておくのはとても大事

なことじゃないか。そういう思いで今回は質問をさせていただきました。 
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 それでは、次に事業仕分けについて、お話を伺いたいと思います。 

 まず２２年度の事業仕分け結果について、２２年度の事業仕分けの判定結果が出されましたが、

これらの判定結果は今年度どのように反映されたのか。実施例がございましたら、教えていただき

たいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 平成２２年度の事業仕分けの判定結果といたしましては、不要６事業、市実施現行どおり８事業、

市実施内容・規模見直し１９事業、市実施民間委託化２事業となっております。 

 これらの事業のうち、平成２３年度予算に反映した事業は５事業ございまして、内訳としまして

は、不要と判定された事業が３事業、内容・規模見直しと判定された事業が２事業ございます。 

 まず不要と判定された事業でございますが、介護予防支援センター費につきましては、介護予防

支援機能を廃止とし、待機児童対策施設としての活用を図ることといたしております。 

 次に、敬老会開催事業につきましては、地区コミュニティ活動費補助金へ統合いたしております。 

 次に、学校開放管理指導員謝金につきましては、利用団体の自己責任において管理することを基

本とし、管理指導員制度を廃止しております。 

 このほか、訪問理美容サービスとか、あるいは地域子育て支援センター費のうちのイベント参加

費用の一部徴収などがございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ２２年度の事業仕分けの結果が反映されたといいますか、それも考慮に入れての判断ということ

で、そういったことが２３年度に行われたということですね。 

 次に、事業選定のあり方についてお伺いをいたします。 

 事業選定なんですけれども、２２年度と２３年度、少し違うんでしょうかね。対象事業の選定に

当たっての基本的な考え方とございますけれども、この事業選定のあり方について、どのように判

定したかをお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 事業選定のあり方についてはいろいろな方法があろうと思いますが、これについては、私どもの

方で選定をしたということでございまして、平成２２年度の事業選定につきましては、２２年度一

般会計当初予算のそれぞれの室単位における事業、５３３ございますが、平成２４年度以降継続が

見込まれており、一般財源が５００万円以上の事業のうち、法定受託事務など市長の裁量が限定さ

れている事業や幹線道路建設事業などを除き、対象事業を選定いたしたところでございます。 

○議長（大井捷夫君） 
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 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 資料で基本的な考え方というのがございまして、ちょっと私も読ませていただきましたけれども、

（４）の事業仕分け以外の方法により評価する事業というのはどういうものなんでしょうか。これ

対象外としますと書いてあるんですけれども、ちょっと教えてください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 平成２２年と２３年と対象選定も違っておりまして、平成２３年度の（４）に書いてあることだ

と思いますが、これについては、主要施策の成果報告書に記載させていただいておりますが、外部

評価をした事業については、今回対象外にさせていただいております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ちょっと聞き取れなくてよくわからなかったんですけれども、最後にこれはちょっと聞いておき

たいので、今回の工夫と課題について、今回なので２３年度のことなんですけれども、２３年度に

事業仕分けを行いまして、今回、２２年度と比べて、２３年度に工夫したこと。それと、２３年度

に行ってみたけれども、もし課題があったのでしたらば、その課題についてお答えください。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 今回の事業仕分けにつきましては、平成２２年度の検証結果を踏まえ、１事業当たりの所要時間

を４０分から６０分に拡大しております。それから、仕分け委員の班としての統一意見をより明確

化した班の意見ということを集約していただきました。また、議論の経過につきましては、現在要

約中でございますが、議事録を作成しておるところでございます。 

 次に、課題といたしましては、先ほど議員が申されました部分もございますが、対象事業の選定

方法が一つございます。それから、より多くの市民の方々に会場にお越しいただく方策についてと

いうふうなことで、もう少し多くの市民の方にご来場いただきたいというふうに思っております。 

 さらに、仕分け委員さんにアンケートを行っておりまして、さらに職員から、これはプレゼンテ

ーションした職員からも意見を集約したいというふうに考えておりまして、今後、課題の洗い出し

を行ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（大井捷夫君） 

 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございます。 

 やはりこういうふうに何回か回数を重ねてきたことによって、いろんな課題もありますけれども、
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よかった部分も私もあると思います。職員さんの気持ち的にもすごく変わるものもあったと思いま

すし、プレゼンテーション能力についても上がったというふうにお伺いしました。やっぱり事業仕

分け自体、私自体は賛成なんですけれども、これからの課題について、今回、１年かけて、また整

理するということでしたので、引き続き精査していただきたいと思います。以上で終わります。 

○議長（大井捷夫君） 

 ５番 豊田恵理議員の質問は終わりました。 

 以上で予定をしておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 これより一般質問に対する関連質問に入ります。 

 通告に従い、発言を許します。 

 １９番 小坂直親議員。 

○１９番（小坂直親君登壇） 

 議長のお許しをいただきましたので、緑風会、坊野議員の質問に対しまして、関連質問を２点ほ

どさせていただきたいというふうに思います。 

 先ほど来、避難について、多くの議員の方からいろいろ議論もあり、避難所の対応についてはま

だまだ十分ではないというような意見もございましたが、それ以前に、「避難勧告」という言葉が

きょう十分に使われております。避難勧告とは、一体何をもって避難勧告とされておるのか。その

上に、避難指示。地域防災計画の中には、本来ですと、その以前に避難に対する避難情報をまず出

さなければならないと。３段階の計画になっておりますけど、避難準備情報というのをまず出して、

それから避難勧告を出して、避難指示と。それについて、いかように、この議会でいろいろ言葉が

使われておりますけれども、一般住民はほとんどわからない。勧告がどういうものであって、それ

から指示がどういうものであってということがまるきりわからない。この地域防災計画には、地震

の場合と風水害の場合とに大きく分かれると思いますけど、今回は台風６号と１２号に関しての風

水害に関する避難勧告、また避難指示が、何をもって避難指示、勧告されるのかをまずお聞きした

いと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 小坂直親議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 まずは避難勧告、避難指示とはどのようなものかということでご答弁をさせていただきます。 

 避難勧告と避難指示を発令する状況についてでございますけれども、亀山市地域防災計画に定め

るところにより、避難勧告については、通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況において発令をいたします。 

 また、避難指示につきましては、前兆現象の発生や現在の切迫した状況から人的被害の発生する

危険性が非常に高いと判断される状況等において発令することとなっております。 

 今回の風水害、台風６号、１２号でございますけれども、河川には、水位に応じて河川管理者、

鈴鹿川におきましては国土交通省三重河川国道事務所でございます。それと椋川につきましては、

鈴鹿建設事務所において設定をされましたはんらん注意水位、それと避難判断水位、はんらん危険

水位などがございます。特別警戒水位とは、それぞれの水位の基準の中で避難判断水位がこれに当
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たるものでございます。この避難判断水位とは、河川の水位が堤防高に達する可能性が高まったこ

とを示す水位でございます。以上でございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 小坂直親議員。 

○１９番（小坂直親君登壇） 

 それぞれ鈴鹿川と椋川は県と国の判断、これ市は関与しないいんですか。判断するのはどうせ災

害対策本部長の市長やと思うんですけど、それを確認するのは県なんですか、市なのか、国なのか。

それはだれが確認をして、これは避難勧告やと。勧告を指示にするには何の基準をもってやられる

のか。その決めた危険水位というのは、ただ県と国の基準にはめるだけで、目視もなし、確認もな

しにやるのか。あくまでもその確認をだれがするのか。河川管理者は国と県やと思うんですわ。そ

うやけど、勧告を出すのは市長なんですよ。それはだれがどの段階で決めるんですか。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 河川の増水に関する避難勧告、避難指示の発令の根拠でございますけれども、まず避難勧告は、

水位が先ほどの避難判断水位に達したときに、また避難指示につきましては、はんらん危険水位に

達したときに発令を判断することとなっております。この判断につきましては、気象庁が発表して

おります気象予報や現地での目視情報等を参考に、災害対策本部会議におきまして最終的には本部

長であります市長の判断により決定されるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 小坂直親議員。 

○１９番（小坂直親君登壇） 

 その辺があいまいで、だれが責任を持って、最終に出すのは市長の責任やけど、情報収集は気象

庁とか、県とか、それは他人の決めたやつで、市独自で本当に危険なのか危険でないかという判断

は、もっと正確な資料なり、確たる事実をもってやらなければ、なかなか人に勧告するには不十分

だと思うんですね。それも鈴鹿川とか、全部河川があっても、２ヵ所だけの水位をもってすべて判

断しておると。これにも問題があるだろうと思うし、それから、避難準備情報は今回も出していな

い。これは生活の困窮者とか、独居老人とかいうのは、勧告を出す前にまず準備報道しなければな

らないと。この報道が今回もやっていないし、前回もやっていない。やはりマニュアルどおりやる

となれば、そこらまるきりやっていない。手落ちがある。そこらについても反省をすべきだと思う

んですけど、地域防災計画には、やはり椋川については椿世、川合、それから鈴鹿川については南

鹿島と。ここは危ないですよということは文書化もして、ずうっと書いてあるのに、それに対する

手当ては何もしてない。相手は国や県やということやけど、やっぱりこの地区の方々は一生雨が降

ると脅かされるのかと。これを直すのが行政なんですよ、やっぱり。県や国に働きかけて、例えば

南鹿島では今鹿島橋の工事をしておるんやったら、順番に堰堤をすれば守れるはずですやんか。雨

が降るたびに、ここはあきませんよという指定だけしておいて、勧告するだけで、指示するだけで

は、住民はたまったもんじゃないです。やっぱり指定しておるんやったら、指定を解除する方法を
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行政がやるべき。だから、堰堤を上げるなり、当然やるべきです。南鹿島に対して毎年、前回もあ

ったし、今回もあった。それに対して、市は何らかの形で勧告しなくてもいい方策をとるべきやな

いか。これが市であって、だから、椋川についても、当然危険区域が来ても堤防を建てるというの

が当然市の責務であると。しかし、地域防災計画にこの２ヵ所だけは大変危ないですと。危険です

ということが文書に書いてあるだけで、雨が降ったら、勧告で避難しなさいと言うだけでは住む環

境は整っていない。 

 だから、市であろうが、県であろうが、国であろうが、やはり住民にそれだけの危険があるんな

らば、市長はやっぱりそれに関して、どのような方策をして、この危険を安心・安全なまち、住み

よくするかという手段を講じるべきだろうと。これは市が関与することはないというやなしに、そ

れに関して、市長は今日までどのような対応をされたか。 

○議長（大井捷夫君） 

 櫻井市長に答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 小坂議員のご質問でございますが、今回、台風６号で７年ぶりに南鹿島に避難勧告を出させてい

ただきました。今ご指摘をいただいた河床の上がっておるもの、あるいは７年前の堤防が決壊をし

て、はんらんをしたというその経験をもとに、これは前市長もそうであろうと思いますし、私自身

も南鹿島下流の左岸堤防の整備を国交省にお願いし、今日まで国交省の方で準備をしてきていただ

いておるものでございます。河床を下げるということにつきましても、従来から国の方へお願いを

いたしてまいってきておるところでございますけれども、要は、今少し触れていただきました。私

も２回の台風、災害対策本部、それから、多分、今、紀州の方でご苦労いただいておりますが、い

わゆる市町村長が決断をすべき避難勧告、あるいは避難指示ということは最大の決断というふうに

感じております。市民の人命にかかわる判断をするということでございましたので。ただ、今回、

私ども、国のマニュアルどおりということではなくて、一応国・県の基準、水位の基準はございま

すが、台風６号の判断につきましては、実ははんらん注意水位の段階で避難勧告を出させていただ

きました。これは総合的に判断をさせていただいたものでございますけれども、夜間にかけてのあ

の時間帯で、実はその数時間前に加太地区で時間雨量５０ミリを超える雨が降ったと。それから、

レーダー等々、国・県の情報を把握しておったところでございますけれども、連続雨量がもう３０

０ミリに達しておったと。こういう判断の中で、南鹿島の避難勧告を出させていただきました。 

 そうしますと、本当に今回のさまざまな教訓の中で、私自身もそうでございますし、市職員もそ

うでございますし、地域の皆さんにはご負担をおかけいたしましたけれども、さまざまな課題も実

は認識をさせていただいて、検証をしながら、次へ生かしていこうということで、台風１２号には

備えさせていただいたものでございます。公の責務として、しっかりと対応していきたい。そうい

う意味で、地域防災計画の見直しを指示いたし、全庁的にその作業を進めておるところでございま

すが、同時にもう一つは、先ほど来よりお話がございました自助、共助の部分、やっぱりここをど

う高めることができるのか。行政すべてが、誤解を恐れず申し上げるならば、特に地震のケース、

大規模災害の場合、限界があるという中で、やっぱり自助、共助の力をいかに高めていくのか。こ

れが大変重要であるというふうに認識をいたしております。 
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 いずれにいたしましても、災害、大規模災害に対する全責任は市町村長であります私が負うもの

でございますけれども、ぜひともこういう経験を通じながら、市民の皆さん、事業所の皆さん、議

員の皆さん、地域の皆さん、多くの皆さん、一遍みんなで考えて、それを高めていくような共通の

認識を持って、今後臨んでいくということが将来に備える一番大事なことではないかと思っており

ますので、議員ご指摘いただいた従来の仕組み、ここも検証しながら、今後に生かさせていただき

たいと、このように考えておるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 小坂直親議員。 

○１９番（小坂直親君登壇） 

 とうとうと説明をいただいたんですけど、やっぱり政治家は、結果責任であって、国や県へ申し

上げておっただけでは物はできてこないんで、やっぱりでき上がって、整備できて、初めて政治責

任を果たせると。だから、国・県へ申し上げておるだけでは、政治責任の結果にはならない。でき

上がって初めて、政治責任を果たせるということになるんで、今の実情をもうちょっと認識を再度

して、国・県・市でできることは市で、やはり地域住民が安心・安全に暮らせる方策を、あらゆる

手段をとってやっていただきたいということをまず申し上げておきたいと思います。 

 まだほかにも申し上げたいことがあるんですが、もう１点、少しだけお聞きしたい点は、野村布

気線については、きのう、坊野議員がいろいろ申し上げたと思いますけど、これは合併特例債を使

って、当初２３億の事業費に対して２２億の合併特例債を充当するということで、既に前年度が１

億７,０００万、ことしは５億８,０００万ぐらい合併特例債を借りると。きのう、２６年度までに

１年間延長したけど、これができるかできやんか、確かに結果論であって、そこまでは言い切れな

いだろうが、もしできなければ、この２２億という合併特例債が、２６年度に完成しなければこの

合併特例債は堅持できるのか、できないのか。要するに合併特例債で野村布気線をやりますと。２

３億でやりますと。しかし、供用開始までいかない。用地買収だけで終わりましたと。工事はいつ

になってもできませんということになった場合に、この合併特例債の２２億は担保できるのか、で

きないのか。これについて、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（広森 繁君登壇） 

 ２６年度までに供用開始ができないと、仮の仮定でございますけれども、そういった場合、２６

年度までに執行した事業費につきましては、合併特例債の対象となるものでございます。 

○議長（大井捷夫君） 

 小坂直親議員。 

○１９番（小坂直親君登壇） 

 合併特例債は、箱物と違いまして、道路、あらゆる面について完成はしていなくても、使い切っ

た分はすべて見てやると。交付税で見ましょうと。それは法律で決まっておるか、規則で運用され

ておるのか、これ大きな問題やと思うんです。そんなら、もしこの道路が、確かに２５年度完成が

２６年度になれば、今から十何億、ほとんど今までは用地買収費の補てんであると。抜本的にでき
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なければ大変な問題になろうかと。当然合併特例債に大きく左右すると。もともとこの道は、関・

亀山合併当時の亀山関線と関を結び、それから工業団地の渋滞緩和ということであったわけですけ

ど、これ以前に、この完成がおくれるということは、従前から、合併当時から出ておる関の木崎鷲

山線の延長、これと結ぶというのが最善のルートやったわけです。合併して一体化するには、この

道路が唯一やということで、前市長のときも地元への説明会も入っております。都市計画事業とし

ても決定しておりますし、それと、この亀山関線をつなぐということには全然手つかずであると。

これも、前年度には副市長も現場へ行っていただいて、この事業は大変重要であると。大変有意義

な道路やというふうに言われたけど、一向に手がけていただいておらん。 

 これは都市計画決定をされておるので、都市計画事業でいくか、合併特例債でいくかということ

なんですけど、今の野村布気線が合併特例債で完成しなくて、もしできなければ、用地買収だけで

も合併特例債で認めるんやったら、今の鷲山木崎線と亀山関線を結ぶのをまちづくり事業に加味し

て、２６年までにできなくても、用地買収だけ済むということはできるわけでしょう。都合のいい

合併特例債を、溶融炉やとか、公園に使って、これは変更ですよと。野村布気線、２６年度までに

物事はできなくても、今まで使った分だけは特例債で見ましょうというのであれば、それの延長上

にある鷲山木崎線の土地を今から合併特例債で充当して、用地買収してもろうて、２６年までにで

きませんだと言ったら、合併特例債を使うことはできるでしょう。そういうことがあるから、私は

不自然やと思うんです。そんなことができるような合併特例債であるならば、今からもっと重要な

路線をどんどん今の新市まちづくり計画に入れて、２６年までにはできませんだと。しかし、使っ

た金だけは合併特例債で認めますよという結果になるなら、今から都合のいい合併特例債の組み替

えをせんでも、２億、３億や１０億の金は、今から新市まちづくり計画で事業を変更して、道路が

２６年までにできなくても、そこに費やした経費は合併特例債で見てもらいますというんやと不自

然ですよ、やっぱり。だから、この野村布気線がどういう形で決着がつくかわからんけど、最善の

努力はされるんやと思う。だから、合併特例債の扱いはそういうことで、都合のいい合併特例債や

ったら、もっと亀山市に都合のいいように、住民が本当に望んでおる道路を新市まちづくり計画に

組み入れて、２６年まで努力したけどできんだということで、それまでに使った経費を特例債で見

てもらうということもできると思うんです。だから、その辺については、どうも非常に不安定であ

って、我々が一生懸命望んでおる必要な道路、この野村布気線も関と亀山を結び、そして工業団地

の渋滞緩和をするという一つの一体的な道路であるというふうに最初から言われておる。これ、合

併以前から言われておる。絵もかかれておる。だけど、フラワーはおくれる、１号線バイパスはお

かしくなっておる。何らあの辺の改修はできていない。それで、交通渋滞もおかしくなってしまっ

て、何らあそこら辺のアクセスはできていない。それが今度の野村布気線やと思う。これについて

は、市長は最大の努力をして、年度内に債務負担行為してだめでした。今度、事故繰越でだめでし

たというわけにはいかんと思います。これを含めて、補償費でかなり難航しておると思うんで、職

員に任すんじゃなしに、それこそトップセールスで、トップダウンで話をして、今年度じゅうに決

着しなければ２６年にできないですよ。職員じゃなしに、市長が英断を振るって取り組まなんだら、

２６年にはできんです。できんと、いろんな問題が合併特例債にも波及してくると思うんで、最善

の努力をしていただきたいと思います。何かコメントがあれば。 

○議長（大井捷夫君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員ご指摘をいただきました合併協議において、鷲山木崎線につきましては新市まちづくりにし

っかり位置づけられておると。その問題意識は持たせていただいております。いずれにいたしまし

ても、先般、坊野議員にもお答えをさせていただきましたが、野村布気線の早期の完成に向けて全

力を挙げて臨んでいくと。そのために、組織の力を集中させていこうということで今取り組ませて

いただいておりますので、ぜひとも今後ともご理解、ご支援をよろしくお願いいたしたいというふ

うに思います。 

○議長（大井捷夫君） 

 １９番 小坂直親議員の質問は終わりました。 

 以上で、関連質問を終わります。 

 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結いたします。 

 次に、お諮りいたします。 

 明１６日から２８日までの１３日間は、各常任委員会及び決算特別委員会における付託議案の審

査のため、休会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、明１６日から２８日までの１３日間は、休会することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２９日は午後２時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さんでした。 

（午後 ５時００分 散会） 



 

 

 

 

平成２３年９月２９日 

 

 

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ６ 号 ） 
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●議事日程（第６号） 

 平成２３年９月２９日（木）午後２時 開議 

第  １ 議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第  ２ 議案第６２号 平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第  ３ 議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第  ４ 議案第６４号 平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第  ５ 議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第  ６ 議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第  ７ 議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について 

第  ８ 議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

第  ９ 議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

第 １０ 議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

第 １１ 報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について 

第 １２ 報告第１０号 健全化判断比率の報告について 

第 １３ 報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 １４ 報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 １５ 報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

第 １６ 報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について 

第 １７ 報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

第 １８ 報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

第 １９ 報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について 

第 ２０ 議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

第 ２１ 議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

第 ２２ 議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

第 ２３ 議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

第 ２４ 議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

第 ２５ 議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

第 ２６ 議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第 ２７ 議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 ２８ 議案第７１号 協定の締結について  

第 ２９ 議案第７２号 工事請負契約の締結について 

第 ３０ 議案第７３号 市道路線の変更について 

第 ３１ 議案第７４号 市道路線の変更について 
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第 ３２ 議案第７５号 市道路線の廃止について 

第 ３３ 請願の審査報告 

第 ３４ 議案第７６号 亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部改正について 

第 ３５ 議案第７７号 亀山市農林水産事業分担金条例の一部改正について 

第 ３６ 議案第７８号 亀山市景観条例の一部改正について 

第 ３７ 議案第７９号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

第 ３８ 報告第２０号 専決処分の報告について 

第 ３９ 常任委員会の所管事務調査報告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

                       総 務 部 長 
企 画 部 長  古 川 鉄 也 君              広 森   繁 君 
                       (兼)選挙管理委員会事務局長 

総 務 部 参 事 
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長 

文 化 部 長  川 戸 正 則 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  岡 﨑 賢 一 君 

上 下 水 道 部 長  三 谷 久 夫 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 
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医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  渡 邉 靖 文 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午後 ２時００分 開議） 

○議長（大井捷夫君） 

 皆さん、こんにちは。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第６号により取り進めます。 

 それでは、去る１３日の本会議におきまして、決算特別委員会にその審査を付託いたしました日

程第１、議案第６１号から日程第１９、報告第１７号までの１９件を一括議題といたします。 

 決算特別委員会委員長から提出の審査報告書は、印刷の上、お手元に配付いたしてありますので、

朗読は省略し、直ちに委員長から委員会における審査の経過並びに結果について報告を求めます。 

 

 

 

決算特別委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第６１号 平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について      認  定 

 議案第６２号 平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて                             認  定 

 議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

        て                               認  定 

 議案第６４号 平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定 

        について                            認  定 

 議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 
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        ついて                             認  定 

 議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

        いて                              認  定 

 議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について        認  定 

 議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について     認  定 

 議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について        認  定 

 議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について      認  定 

 報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について               了  承 

 報告第１０号 健全化判断比率の報告について                  了  承 

 報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について          了  承 

 報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について       了  承 

 報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について          了  承 

 報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について        了  承 

 報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について    了  承 

 報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について     了  承 

 報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について        了  承 

 

 平成２３年９月２７日 

 

                      決算特別委員会委員長 小 坂 直 親    

 

亀山市議会議長   大 井 捷 夫 様 

 

 

 

○議長（大井捷夫君） 

 小坂直親決算特別委員会委員長。 

○１９番（小坂直親君登壇） 

 ただいまから、決算特別委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１３日の本会議で決算特別委員会が設置された後、委員会を開催し、正・副委員長の互選を

行い、委員長に私が、副委員長に中村嘉孝委員が選出されました。 

 本会議で付託のありました議案第６１号から議案第７０号までの亀山市一般会計決算、各特別会

計決算及び各企業会計決算の認定について、並びに報告第９号の決算に関する附属書類の提出につ

いて、報告第１０号健全化判断比率の報告について、報告第１１号から報告第１６号までの各会計

資金不足比率の報告について及び報告第１７号の一般会計継続費精算報告の審査に当たるため、２

６日、２７日の両日、当委員会を開催し、審査に入りました。 

 初めに、落合代表監査委員から各会計決算についての審査の経過並びに審査の所見報告を受けま

した。 
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 続いて、総務部長から健全化判断比率及び各会計資金不足比率の説明を、また教育次長から一般

会計継続費精算報告の説明を受けた後、質疑に入り、慎重なる審査を尽くしました結果、議案第６

１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第６２号平成２２年度亀山市

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第６４号平成２２年度亀山市後期

高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についての３件は、反対討論があり、それぞれ挙手に

よる採決の結果、いずれも賛成多数で原案のとおり認定することに決しました。 

 また、議案第６３号平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第６５号平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６

６号平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６７号平成

２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について、議案第６８号平成２２年度亀山市工業用水道事

業会計決算の認定について、議案第６９号平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について及

び議案第７０号平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定については、いずれも異議なく認

定すべきものと決しました。 

 さらに、報告第９号決算に関する附属書類の提出について、報告第１０号健全化判断比率の報告

について、報告第１１号亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について、報告第１２号亀山市工

業用水道事業会計資金不足比率の報告について、報告第１３号亀山市病院事業会計資金不足比率の

報告について、報告第１４号亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について、報告第１５号

亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について、報告第１６号亀山市公共下水道事

業特別会計資金不足比率の報告について及び報告第１７号平成２２年度亀山市一般会計継続費精算

報告については、いずれも異議なく了承すべきものと決した次第であります。 

 なお、委員会として次の意見を申し添えたところであります。 

 一つ、審査の過程において指摘のあった事項及び意見を真摯に受けとめ、次年度の予算編成とそ

の執行に反映されたい。また、事業完了後に不用額が生じた場合は、速やかに減額補正等の措置を

図られたい。 

 一つ、各種基金については、安全かつ効率的な運用に努めるとともに、その設置目的、効果等に

ついて検証・評価を行い、必要性も含めて基金のあり方を十分検討されたい。 

 一つ、市税、国保税、使用料及び負担金等については、公平性の観点からより一層の徴収努力を

行うとともに、収納体制の強化を図り、収納率の向上に努められたい。なお、不納欠損の処理につ

いては慎重に対応されたい。 

 以上、決算特別委員会の審査報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 決算特別委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ないようですので、質疑を終結し、議案第６１号から議案第７０号まで及び報告第９号から報告

第１７号までの１９件について、討論を行います。 
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 通告に従い、発言を許します。 

 １８番 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 日本共産党議員団を代表して、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算、並びに

議案第６２号平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算及び議案第６４号平成２

２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論いたし

ます。 

 まず一般会計決算です。 

 長引く景気低迷の中、市民の暮らしや中小企業の営業は大変厳しくなっています。市民から受け

る相談は、厳しい生活を反映した大変深刻なものが多くあります。それを反映して、平成２２年度

決算では、市民税の滞納額が８億６,０００万となり、特に個人市民税と固定資産税が大きな比重

を占めております。また、国民健康保険税はさらに深刻で、５億３,０００万円の滞納で、収納率

はさらに下がって６３.６％にまで落ち込んでいます。今こそ、市民の暮らしや中小企業の営業を

応援するための最大限の取り組みが強く求められています。 

 ところが、質疑の中で、平成２２年度の決算を「ため込み決算」と名づけたように、市民の要望

に十分こたえていない中で、基金だけは９億円も積み増ししているわけであります。個々の基金を

見ても、その必要性に疑問のあるものや、今、積み増しが必要とは言えないものなど、問題点が多

くありました。１３億円に達するリニア基金は３０年以上先のことであり、見通しが立たない上に、

ＪＲ東海が求める中間駅の全額地元負担３５０億円をどうするのか、市民の理解をどう得るのかな

ど、問題が山積みであります。 

 また、７億５,０００万になる庁舎建設基金は、凍結を打ち出しながら建設時期も明らかにせず、

積み立てだけは進めるという、特定目的基金に反する積み立てを行っています。 

 さらに、１０億円の市民まちづくり基金はもっと深刻で、合併特例債で基金をつくり、その収益

金で地域づくりの活動を支援するものでありますが、実態は収益金の半分も使えず、使い道に頭を

痛めていると同時に、収益金の２倍の借金返済をしている厄介者の基金であります。これは、明ら

かに合併特例債を使って基金を造成するという政策判断の誤りであります。 

 そのほか、平成２２年度中に、どうしても一度に３億円も積み立てしなければならない理由のな

い減債基金に積み立てをする。また、大きな公共事業も予定されていないのに、１１億円も積み立

てられている土地開発基金、補正予算の財源とすべき前年度繰越金まで積み増しし、さらに６億円

もふやした財政調整基金など、問題のある基金が多くあることが質疑を通じて明らかになりました。 

 以上のとおり、市民の暮らしを応援し、切実な市民要望に十分にこたえることなく、基金の積み

増しを進めた「ため込み決算」は認められません。市民の立場から見て、問題の多いこの決算の認

定には、反対するものであります。 

 次に、国民健康保険事業特別会計決算です。 

 平成２２年度の決算の最大の特徴は、２年連続で国保税を大幅に値上げした２年目となり、一般

会計から繰り入れもされましたが、１人当たり１０.９％値上げとなり、そのことの検証が問われ

ました。質疑で明らかになったように、値上げしながら当初の国保税の増収見込み１億２,０００

万円を大幅に下回り、わずか２,８００万円の増収に終わりました。その上、税収増が２,８００万
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円しかないのに、滞納額はその２倍の５,６００万円にもなりました。その結果、収納率も６４％

まで落ち込んでしまいました。 

 私たち議員団が、当初予算の審議時に、もともと国保税は高くて払えない市民が多いのに、大幅

な値上げをすれば払えない市民をさらにふやし、収納率が低下し、さらなる国保財政悪化を招くと

いう悪循環に陥るだけで、財政健全化にはつながらないと指摘をしましたが、そのとおりの結果に

なったわけであります。 

 その上、２１年度決算で生じた１億１,０００万円もの黒字も一般会計へ戻してしまいましたが、

このお金こそ国保税の引き下げに使うべきではなかったのではないでしょうか。 

 現在の国保特別会計が深刻な事態に陥っている最大の原因は、国がみずからの負担を大きく減ら

したことにありますが、国民健康保険制度が社会保障の制度である以上、国がやらなければ市が一

般会計から繰り入れをし、国保税を払える金額にするしか解決の道はありません。 

 以上、述べたような問題のある決算の認定には反対するものです。 

 最後に、後期高齢者医療事業特別会計決算です。 

 この後期高齢者医療制度は、お年寄りを大事にしない、長生きを喜べない問題の多い制度で、廃

止すべきであります。私たちは、後期高齢者医療制度そのものの廃止を求めていることから、この

決算の認定には反対するものです。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 １８番 服部孝規議員の討論は終わりました。 

 次に、８番 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 議案第６２号平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成

の立場で討論をさせていただきます。 

 国民健康保険に関しては、亀山市といわず、全国的に保険者、被保険者、さまざまに苦しい環境

であることは言うまでもございません。 

 そんな中で、２２年度の決算の認定を求められているわけですが、国保を取り巻く環境が厳しい

とはいえ、議会が、この場が、コンプライアンス、法令遵守の最たる聖地とするべきだという観点

から、議会人の一人として、国民健康保険法の解釈について一言申し述べたいと思います。 

 同法１条では、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民

保健の向上に寄与することを目的とするとなっております。 

 一部の方々の中では、同法を憲法で保障された生存権を具現化した制度である社会保障とし、す

べての市民が医療を受ける権利があるとし、お金を払ったか払わなかったかによって医療を受ける

ことが制限されるものではないという考えがあるようですが、今も述べたとおり、この社会保障は

事業の健全な運営を確保、これを担保して成り立つことが必要条件であることは、法解釈としてご

く自然であると考えます。 

 一方、憲法第２５条、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有すると、生存

権、社会保障義務がうたわれていますが、第１２条においては、この憲法が国民に保障する自由及

び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また、国民はこれを乱用し
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てはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うという、義務や責任

についても明記されています。また、国民健康保険事業の運営の根幹をなす国民健康保険税につい

ても、憲法第３０条、国民は法律に定めるところにより納税の義務を負う、このことは周知のとお

りで、昨年制定された亀山市まちづくり基本条例にも、市民はサービスに伴う負担を分任しなけれ

ばならないと明記されています。 

 以上の観点から、私は国民健康保険事業に対しての認識は、国の社会保障の下支えの中で、加入

者が安心して医療が受けられるよう、保険税を出し合ってお互いに助け合う制度と理解し、社会保

障に対する狭義の理解にもたれて、加入者の義務や責任を保護しかねない考えには、一定の苦言を

呈したいと思います。 

 最後に、亀山市においては国保の被保険者のうち５３％が６０歳以上で、その方々の医療費が全

体の７３％を占めていること。また、所得の多い少ないにかかわらず、被保険者すべての方々が支

払いに大きな負担感を感じていることは、紛れもない事実であると思います。 

 市民の生活を守るという観点から、財政運営、特に基金の見直し等も含め検討していただき、も

ちろん他会計被保険者の方々にも十分なご理解をいただいた中で、一般会計からの繰り入れ額、あ

るいはその幅を検討することには、反対の立場でないことをつけ加えさせていただきます。 

 これで、討論を終わります。 

 議員各位の賛同を求め、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 ８番 鈴木達夫議員の討論は終わりました。 

 以上で、予定しておりました通告による討論を終結し、ただいま討論のありました３件の議案の

うち、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、起立により採決を

行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（大井捷夫君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第６１号平成２２年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに決しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第６２号平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（大井捷夫君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第６２号平成２２年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに決しました。 
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 次に、同じく討論のありました議案第６４号平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（大井捷夫君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第６４号平成２２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定することに決しました。 

 次に、討論のありました議案以外の議案第６３号及び議案第６５号から議案第７０号まで、並び

に報告第９号から報告第１７号までの１６件について、一括採決を行います。 

 本各案についての委員長の報告は、いずれも原案のとおり認定、または了承すべきものとしてお

ります。 

 本各案を委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、 

 議案第６３号 平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第６５号 平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第６６号 平成２２年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第６７号 平成２２年度亀山市水道事業会計決算の認定について 

 議案第６８号 平成２２年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定について 

 議案第６９号 平成２２年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 議案第７０号 平成２２年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定について 

 報告第 ９号 決算に関する附属書類の提出について 

 報告第１０号 健全化判断比率の報告について 

 報告第１１号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 報告第１２号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

 報告第１３号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

 報告第１４号 亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告について 

 報告第１５号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

 報告第１６号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

 報告第１７号 平成２２年度亀山市一般会計継続費精算報告について 

は、いずれも認定または了承することに決しました。 

 決算特別委員会は、これをもって任務を終了と認め、廃止をいたします。ご苦労さまでございま

した。 

 続いて、去る１３日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託いたしました
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日程第２０、議案第５３号から日程第３２、議案第７５号までの１３件を一括議題といたします。 

 各常任委員会委員長から提出の審査報告書は、印刷の上、お手元に配付いたしておりますので、

朗読は省略し、直ちに各委員長から委員会における審査の経過、並びに結果について報告を求めま

す。 

 

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条

の規定により報告します。 

 

記 

 議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について                原案可決 

 議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての内 

        第１条 第１項 

        同 条 第２項「第１表 歳入歳出予算補正」中 

        歳入 全部 

        歳出 第２款 総務費 

           第３款 民生費 

            第１項 社会福祉費 

             第３目 老人福祉費 

              第２３節 償還金、利子及び割引料 

        第２条「第２表 地方債補正」                   原案可決 

 

 平成２３年９月２２日 

 

                         総務委員会委員長 片 岡 武 男    

 

亀山市議会議長   大 井 捷 夫 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条

の規定により報告します。 
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記 

 議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について                原案可決 

 議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について          原案可決 

 議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について      原案可決 

 議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての内 

        第１条 第２項「第１表 歳入歳出予算補正」中 

        歳出 第３款 民生費 

           ただし、 

            第１項 社会福祉費 

             第３目 老人福祉費 

               第２３節 償還金利子、及び割引料 

                               を除く 

           第４款 衛生費 

           第７款 商工費 

           第１０款 教育費                      原案可決 

 

 平成２３年９月２８日 

 

                       教育民生委員会委員長 前 田 耕 一    

 

亀山市議会議長   大 井 捷 夫 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条

の規定により報告します。 

 

記 

 議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について                原案可決 

 議案第５８号 平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての内 

        第１条 第２項「第１表 歳入歳出予算補正」中 

        歳出 第６款 農林水産業費 

           第８款 土木費 

           第１４款 災害復旧費                    原案可決 

 議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ 

        いて                               原案可決 
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 議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について     原案可決 

 議案第７１号 協定の締結について                        原案可決 

 議案第７２号 工事請負契約の締結について                    原案可決 

 議案第７３号 市道路線の変更について                      原案可決 

 議案第７４号 市道路線の変更について                      原案可決 

 議案第７５号 市道路線の廃止について                      原案可決 

 

 平成２３年９月２０日 

 

                       産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎    

 

亀山市議会議長   大 井 捷 夫 様 

 

 

 

○議長（大井捷夫君） 

 初めに、豊田恵理総務委員会副委員長。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 委員長の都合により、副委員長の私から報告いたします。 

 当委員会は、去る１３日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、２２日、当委員

会を開催いたしました。 

 まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました

結果、議案第５７号亀山市消防団条例の一部改正については、少子高齢化等の社会環境の変化に伴

って地域防災力の中核を担う消防団員の数が全国的に減少し、定員確保が難しい現状であることか

ら、本市におきましても、地域防災に意欲のある人材を確保する方策の一つとして、消防団員の任

命資格のうち年齢の上限である４５歳未満を削るため、所要の改正を行うものであり、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてのうち当委員会所

管分について、歳出については、住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民を対象に仮住民票を作

成するための外国人仮住民票発行システム導入事業に係る経費などを計上し、歳入については、対

象者の増加による児童扶養手当負担金や、台風６号による災害復旧事業費負担金などの国庫負担金

の増額や、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金などの県補助金を計上したものであ

り、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、総務委員会の審査報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 次に、服部孝規教育民生委員会副委員長。 

○１８番（服部孝規君登壇） 
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 教育民生委員会委員長報告をいたします。 

 委員長の都合により、副委員長の私から行います。 

 当委員会は、去る１３日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、２８日、委員会

を開催いたしました。 

 まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました

結果、議案第５３号亀山市待機児童館条例の制定については、現在、市内の保育所では定員超過等

により、入所したくても入所できない児童が恒常的に発生している状況であり、この状況を解消す

るため、緊急的な措置として総合保健福祉センター分館の一部を待機児童を受け入れる施設に改修

し、待機児童の保育を行うこと等により、児童の福祉の向上を図る施設として設置するため、本条

例を制定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、待機児童解消に向け、保育所の施設整備、保育士の増員等、保育環境の充実に努められる

よう申し添えたところであります。 

 次に、議案第５４号亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正については、スポーツ振興法の全

部改正によりスポーツ基本法が公布・施行されたことに伴い、スポーツ振興法の規定に基づき設置

している亀山市スポーツ振興審議会をスポーツ基本法の規定に基づく亀山市スポーツ推進審議会に

改めるため、本条例について所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議案第５５号亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、災害弔慰金

の支給等に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行され、災害弔慰金の支給対象となる遺族

の範囲に一定の要件に該当する死亡者の兄弟姉妹が加えられたことから、当該法律の規定に準拠し

て、市の災害弔慰金の支給等に関する事項を定めている本条例について、所要の改正を行うもので

あり、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてのうち当委員会所

管分については、障がい者福祉施設整備事業への補助金や、グループホームへのスプリンクラー設

置補助金など、またヒブワクチン予防接種費及び小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費について、接

種者の増加による増額、さらに子育て学習展開事業や人権教育キャラバン事業などに係る経費を計

上したものであり、いずれもやむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 次に、岡本公秀産業建設委員会副委員長。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 委員長の都合により、副委員長の私から報告いたします。 

 当委員会は、去る１３日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、２０日、当委員

会を開催いたしました。 

 まず、担当部長から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結

果、議案第５６号亀山市営住宅条例の一部改正につきましては、市では、低所得者などの住宅困窮

者の居住の安定の確保を図るため、亀山市住生活基本計画において、平成２７年度までに２００戸
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の市営住宅を供給するという目標を定めて、そのうち７０戸を民間が所有する賃貸共同住宅の活用

により供給することとしています。このため、本年度から亀山市民間活用市営住宅事業を開始し、

井田川駅前住宅を借り上げ、市営住宅として設置及び管理を行うため、本条例について所要の改正

を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてのうち当委員会所

管分については、農業集落排水事業特別会計への繰出金を増額するほか、獣害被害防止対策事業に

よる進入防止さく補助申請の増加、耕作放棄地対策として、新たに取り組む７集落への交付金の増

加、社会資本整備総合交付金の額の確定に伴い市道川崎白木線の道路舗装事業に係る工事請負費の

増額、また菅内町樺野地内の老朽化した下水路整備に係る工事請負費、緊急地域経済対策事業とし

て、安全で安心して暮らすことのできる住環境向上のため住宅リフォーム工事への助成金、さきの

台風６号による災害発生に伴う道路橋梁災害復旧事業に係る工事請負費を増額計上するものであり、

いずれもやむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５９号平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

は、田村・上加太・下加太地区処理施設の修繕料の増額のほか、昼生地区整備事業における県補助

金の額の確定に伴い事業費を減額するものであり、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 次に、議案第６０号平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）については、昼生地区

における農業集落排水事業に伴う事業費の精査などが主なものであり、やむを得ない補正と認め、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７１号協定の締結については、市道和賀白川線整備事業に伴う関西本線亀山構内６

１キロ１８５メーター付近における白髭跨線橋新設工事の施行に関する協定について、東海旅客鉄

道株式会社と平成２３年８月１１日付で議会の議決を成立条件に仮協定を締結したもので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７２号工事請負契約の締結については、市道和賀白川線整備事業に伴う和賀白川線

鈴鹿川橋梁上・下部工事を、日本ピーエス・堀田特定建設工事共同企業体と平成２３年８月１２日

付で仮契約をしたもので、地方自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議案第７３号、第７４号市道路線の変更について及び議案第７５号市道路線の廃止につい

ては、いずれも井田川駅前整備事業に伴う路線再編成による井田川駅前線及び井田川停車場線の路

線変更、また井田川９号線を路線廃止するものであり、道路法第１０条第３項の規定によるもので、

いずれも現地確認の上、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案第５３号から議案第６０号まで及び議案第７１号から議案第７５号までの１３議案に

ついて、討論を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 ２２番 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）のうち、第８款土木費

第５項住宅費、第１目の住宅管理費、第１９節負担金、補助及び交付金にある緊急地域経済対策事

業として、住宅リフォーム助成事業として５９６万６,０００円が本９月定例会に補正案件として

計上されております。 

 私も、事業の趣旨は一応理解はできますが、助成金の運用の考え方で、本定例会において市長に

も質疑をさせていただいた中、３０万円を下限に１００万円を上限とし、１００分の１０の助成と

いうことであります。また、施行日が平成２３年１０月１日より平成２４年３月３１日であり、告

示、受け付け、交付決定等の業務により、工事開始期日が平成２４年１月の予定とのことでありま

す。 

 経済が疲弊している現在、市内業者の熱い要望にこたえられた補正という形で提案されています

が、この制度を利用する市民の立場から見ると、例えば市外業者が１割助成以下の請負でリフォー

ムを行う可能性が考えられます。助成内容の見直しをし、市民も市内業者も、ともにこの制度を利

用・活用してよかったと思える制度に見直すべきであると私は考えております。 

 少し例えとしては当てはまらないかもわかりませんけれども、関宿の町並み保存事業が、まさに

地域の住民の生活環境の改善、すなわち国を挙げての修景事業ではありますけれども、これは、私

はリフォーム事業であるのではないかと認識しております。昭和５５年より今日まで、件数として

延べ５６０件余り、補助金として５億４,０００万円弱の補助がなされ、自己負担として５億円強

が投入されています。総額で１０億円強の事業費がこの事業に投入されております。全国的にも知

られている関宿の町並みが建設され、住みよい環境が続いたということは、皆様も十分ご理解いた

だけると思っております。 

 このような例えの中で、このようなことを踏まえ、現行の中途半端な制度の再考をしてほしい思

いで、あえて２３年度の補正予算（第２号）に反対をしたいと思いますので、議員各位のご賛同を

得たいと思っております。 

 我が亀山市議会議員は、市民のための、市民に理解をされる本物の政治をしていきたいと思いま

すので、その旨をご理解いただいて、このことにご賛同いただきたいと思います。 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（大井捷夫君） 

 ２２番 櫻井清蔵議員の討論は終わりました。 

 以上で、予定しておりました通告による討論を終結し、ただいま討論のありました議案第５８号

平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について、起立により採決を行います。 
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 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（大井捷夫君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５８号平成２３年度亀山市一般会計補正予算（第２号）については原案のと

おり可決することに決しました。 

 次に、討論のあった議案以外の議案第５３号から議案第５７号まで及び議案第５９号、議案第６

０号、並びに議案第７１号から議案第７５号までの１２議案について、一括して採決を行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、 

 議案第５３号 亀山市待機児童館条例の制定について 

 議案第５４号 亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

 議案第５５号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 議案第５６号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 議案第５７号 亀山市消防団条例の一部改正について 

 議案第５９号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第６０号 平成２３年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 議案第７１号 協定の締結について 

 議案第７２号 工事請負契約の締結について 

 議案第７３号 市道路線の変更について 

 議案第７４号 市道路線の変更について 

 議案第７５号 市道路線の廃止について 

の１２議案は、いずれも原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、日程第３３、請願の審査報告を議題といたします。 

 請願４件についての教育民生委員会における審査の結果は、お手元に配付の請願審査報告書のと

おりであります。 

 

 

 

請願審査報告書 

 

 本委員会に付託の請願を審査の結果、別表のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１２８

条の規定により報告します。 



－３５３－ 

 

 平成２３年９月２８日 

 

教育民生委員会委員長 前 田 耕 一 

 

亀山市議会議長 大 井 捷 夫 様 

 

 別表 

 

受  理  番  号 請  ３ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名 義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願書 

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森 文男 外２名 

紹 介 議 員 氏 名
竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝

彦、髙島 真 

委 員 会 の 意 見 主旨を了とする 

審 査 の 結 果 採 択 

 

 

受  理  番  号 請  ４ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名
保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願

書 
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請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森 文男 外２名 

紹 介 議 員 氏 名 竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝彦 

委 員 会 の 意 見 主旨を了とする 

審 査 の 結 果 採 択 

 

 

受  理  番  号 請  ５ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 

件       名 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森 文男 外２名 

紹 介 議 員 氏 名
竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝

彦、髙島 真 

委 員 会 の 意 見 主旨を了とする 

審 査 の 結 果 採 択 

 

 

受  理  番  号 請  ６ 

受 理 年 月 日 平成２３年９月５日 
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件       名
防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求め

る請願書 

請願者の住所・氏名

亀山市関町木崎１４１６ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 大森 文男 外２名 

紹 介 議 員 氏 名 竹井道男、伊藤彦太郎、坊野洋昭、福沢美由紀、豊田恵理、中﨑孝彦 

委 員 会 の 意 見 主旨を了とする 

審 査 の 結 果 採 択 

 

○議長（大井捷夫君） 

 これより、請願の審査報告に対する質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ないようですので、質疑を終結し、本請願４件に対する討論を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 ７番 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 それでは、義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願に対して、反対の立場で討

論をいたします。 

 義務教育費国庫負担制度は、教職員の確保と適正配置という目的を達成するために、最低限確保

しなければならないとする教職員給与法に基づいて、これまでも国が保障してきたものであります。

義務教育水準の維持向上のためには、質の高い教職員を、全国どの学校でも必要な数を長期的に安

定して確保することは不可欠であり、義務教育費国庫負担制度はその基盤となるものであります。

特に、無償の原則を財政制度上担保し、すべての国民に対して教育の機会均等を実現するのは、国

と地方が共同して果たすべき重大な責務であります。 

 近年、各自治体では、創意工夫によりさまざまな教育改革が展開されております。今後、ますま

す地域の実情に合った施策をより一層進めていくことが必要なことは間違いありません。そのため

には、義務教育費国庫負担制度は維持しながらも、地方が教育費を自由に使え、弾力的な学級編制

や教職員配置が可能になる税源移譲も必要であると考えます。また、このことが地方分権へと結び

つくものであると確信をしております。 

 以上のような理由で、義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願につきましては、
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制度の全額を国負担とするもので、国から地方への改革を後退させるものであると考え、反対する

ものであります。 

 以上、討論といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 ７番 森 美和子議員の討論は終わりました。 

 次に、５番 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 私は、義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願について、賛成の立場で討論い

たします。 

 この請願は、現在、社会問題とされている教育の格差の広がりに対する危惧から出されておりま

す。義務教育の根幹である無償性、教育の機会均等、教育水準の向上は憲法で保障されているもの

であり、子供の教育の機会は、国や地域の財政状況に影響されることがあってはなりません。 

 ２００６年には国庫負担率３分の１に縮減され、現在、義務教育費国庫負担金の対象外である教

材費、旅費、高校教職員の給与費は地方交付税として一般財源の中に組み込まれております。しか

し、地方財政が年々厳しくなり、多くの自治体で予算措置されている教育費は削減され、地方交付

税で措置されている水準に達しておらず、地域間格差は約６倍に広がっております。よって、この

義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願は、一人一人の子供たちすべてが公平に

教育を受ける機会を保障するものであり、賛成するものです。議員各位のご賛同を求め、討論とい

たします。 

○議長（大井捷夫君） 

 以上で、予定しておりました通告による討論を終結し、ただいま討論のありました請願第３号に

ついて、起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は、採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（大井捷夫君） 

 起立多数であります。 

 したがって、請願第３号義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求める請願書については

採択することに決しました。 

 次に、討論のありました請願以外の請願第４号から請願第６号までの請願３件について、一括採

決を行います。 

 各請願についての委員長の報告は、いずれも採択となっております。 

 各請願を委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、請願第４号保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書、

請願第５号「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求める請願書、請願第６号防災
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対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める請願書の３件の請願については、

いずれも採択することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま採択いたしました請願４件についての取り扱い及び意見書の字句の整理等については、

議長に一任願いたいと存じます。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま採択いたしました請願４件の取り扱い及び意見書の字句の整理等について

は、議長に一任願うことに決しました。 

 次に、日程第３４、議案第７６号から日程第３８、報告第２０号までの５議案を一括議題といた

します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第７６号亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正についてでございますが、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律

の一部の施行期日を定める政令が平成２３年９月２２日に公布され、同法による障害者自立支援法

の改正規定の一部が平成２３年１０月１日に施行されることに伴い、関連する本条例について所要

の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、本条例で引用している障害者自立支援法第５条第６項が第７項に、同条第１２項が

第１３項にそれぞれ繰り下げられることに伴い、条項の整理を行うものでございます。 

 なお、施行日は平成２３年１０月１日といたします。 

 次に、議案第７７号亀山市農林水産事業分担金条例の一部改正についてでございますが、平成２

３年８月３０日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律による土地改良法の一部改正に伴い、関連する本条例について所要の改正

を行うものでございます。 

 改正内容は、本条例で引用している土地改良法第９６条の４に第２項が加えられたことに伴い、

条項の整理を行うものでございます。 

 なお、施行日は平成２３年１１月３０日といたします。 

 次に、議案第７８号亀山市景観条例の一部改正についてでございますが、平成２３年８月３０日

に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による景観法の一部改正に伴い、関連する本条例について所要の改正を行うものでござい

ます。 
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 改正内容は、本条例で引用している景観法第８条第２項第３号が同項第２号に繰り上げられたこ

とに伴い、条項の整理行うものでございます。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第７９号亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでございますが、障

害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害

者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令が平

成２３年９月２２日に公布され、同法による障害者自立支援法の改正規定の一部が平成２３年１０

月１日に施行されることに伴い、関連する本条例について所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、本条例で引用している障害者自立支援法第５条第６項が第７項に、同条第１２項が

第１３項にそれぞれ繰り下げられることに伴い、条項の整理を行うものでございます。 

 なお、施行日は平成２３年１０月１日といたします。 

 続きまして、報告第２０号専決処分の報告についてでございますが、市内井田川町地内において

発生しましたＪＲ井田川駅前ロータリー除草作業における車両物損事故に伴う損害賠償の額を定め

ることにつきまして、９月１５日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしまし

たので、同条第２項の規定により報告するもので、その賠償金額は１万円でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 何とぞよろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（大井捷夫君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより各議案についての質疑を行いますが、通告はございませんので、質疑を終結いたします。 

 次に、ただいま議題となっております議案第７６号から議案第７９号までのうち、議案第７６号

亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について及び議案

第７９号亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については所管の総務委員会に、議案第７

７号亀山市農林水産事業分担金条例の一部改正について及び議案第７８号亀山市景観条例の一部改

正については所管の産業建設委員会に、その審査を付託いたします。 

 なお、報告第２０号専決処分の報告については、地方自治法第１８０条の規定による報告であり

ますので、ご了承願います。 

 委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

（午後 ３時０４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時４５分 再開） 

○議長（大井捷夫君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、先ほど総務委員会及び産業建設委員会にその審査を付託いたしました議案第７６号か

ら議案第７９号までの４議案を一括議題といたします。 

 総務委員会委員長及び産業建設委員会委員長から提出の審査報告書は、印刷の上、お手元に配付

いたしてありますので、朗読は省略し、直ちに各委員長から委員会における審査の経過並びに結果

について報告を求めます。 
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総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第７６号 亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

        の一部改正について                       原案可決 

 議案第７９号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について       原案可決 

 

 平成２３年９月２９日 

 

                        総務委員会委員長 片 岡 武 男    

 

亀山市議会議長   大 井 捷 夫 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第７７号 亀山市農林水産事業分担金条例の一部改正について         原案可決 

 議案第７８号 亀山市景観条例の一部改正について                原案可決 

 

 平成２３年９月２９日 

 

                      産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎    

 

亀山市議会議長   大 井 捷 夫 様 
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○議長（大井捷夫君） 

 初めに、片岡武男総務委員会委員長。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告をいたします。 

 当委員会は、先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、委員会を開催いたし

ました。 

 まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くした結果、

議案第７６号亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につ

いて及び議案第７９号亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、いずれも障がい

者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障がい

者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令が平

成２３年９月２２日に公布され、同法による障害者自立支援法の改正規定の一部が平成２３年１０

月１日に施行されることに伴い、関連する本条例で引用している障害者自立支援法の条項整理を行

うものであり、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、総務委員会の審査報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 当委員会は、先ほど本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、委員会を開催いたしま

した。 

 まず、担当部長から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結

果、議案第７７号亀山市農林水産事業分担金条例の一部改正について及び議案第７８号亀山市景観

条例の一部改正については、いずれも平成２３年８月３０日に公布された地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による土地改良法の一部改正

及び景観法の一部改正に伴い、関連する本条例で引用している土地改良法及び景観法の条項整理を

行うものであり、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 総務委員会委員長及び産業建設委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７６号から議案第７９号までの４議案について討論を行いますが、通告はございま

せんので、討論を終結し、議案第７６号から議案第７９号までの４議案について一括して採決を行

います。 
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 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、 

 議案第７６号 亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正

について 

 議案第７７号 亀山市農林水産事業分担金条例の一部改正について 

 議案第７８号 亀山市景観条例の一部改正について 

 議案第７９号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

は、いずれも原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、日程第３９、常任委員会の所管事務調査報告を議題といたします。 

 各常任委員会委員長より、各委員会における所管事務調査の結果報告をいたしたいとの申し出が

ありましたので、これを許可いたします。 

 初めに、片岡武男総務委員会委員長。 

○１５番（片岡武男君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 現在、全国的に社会現象となっている救急病院へのコンビニ受診や総合医療を求める余り、平成

２２年の救急車の出動件数は過去最多となっており、亀山市においても、近年は、年間出動件数が

増加している状況であります。 

 また、火災件数については減少傾向にあるものの、市民からは、救急及び火災における出動につ

いて、通報から現場へ到着する時間及び救急については、現場到着後、搬送先を決定するまでの所

要時間等について、迅速な対応が求められているところであります。 

 そこで、総務委員会では「消防・救急体制」についてをテーマに設定し、消防関係に対する市民

ニーズと、さまざまな課題の解消に向けて調査・研究を行い、昨年１２月１７日の委員会協議会に

始まり、計１２回の委員会を開催し協議を重ねてまいりました。 

 まず、現状把握のため、消防本部から消防・救急に関する体制や配置状況、火災・救急における

出動件数の推移、救急出動による市内各地区に現場到着するまでの所要時間、市民及び自治会から

の要望内容と対応、近隣市との応援協定及び県において計画中の広域消防への進捗状況等について

聞き取りを行いました。 

 また、自治会連合会、北東部まちづくり推進協議会、安心を備える女性の会ＣＥＦの各代表者１

１名と、現状の消防・救急体制についての意見交換会を実施いたしました。意見交換会で出された

主な意見としては、救急車両が安全で迅速に移動できるための道路整備、安易に救急車を呼ばない

運動、傷病者の搬送先を決めるのに時間を要していることから、受け入れ病院体制の構築や市民に

対する情報発信等の啓発活動をしていただきたい旨の意見が出されました。 

 特に、人口が密集している市北東部地域に消防分署の設置を願う意見や要望が大半を占め、現在

の消防署からでは当該地区へ到着するまでの時間を要していることから、地域の市民は大きな不安
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を抱えていると改めて認識したところであります。当委員会としても、このことは重要な課題とと

らえ、市民ニーズに対応するための提案に向け、市全体を考慮しながら議論を重ねてまいりました。 

 さらに、調査・研究テーマに沿った先進地の取り組みを視察し、宮崎県延岡市では、市と市民が

協働して、軽症患者が安易に救急要請しないように呼びかけたり、かかりつけ医を持つように推進

する活発な啓発活動を行うことで救急搬送患者が４０％も減少したことで、救急車の不要な利用の

抑制ができ、消防・救急体制の充実につながったという事例と、広島県東広島市では、２市１町で

の広域消防化により経費の削減や人員の確保、また救急出動において迅速な対応などが図られ、消

防力の向上と市民サービスの向上につながったという事例を視察してまいりました。 

 また、既に常備消防力適正配置調査が実施されており、さらに経費の削減に向けた署所及び人員

の配置などに取り組んで行くということでありました。 

 このように、総務委員会として調査・研究テーマに掲げた「消防・救急体制」について、さまざ

まな意見等を集約し、検討した結果の課題・問題点は次のとおりであります。 

 一つ、亀山市の救急出動状況の実績から、平成２２年は前年と比べ１７.７％増加しており、特

に人口が密集している井田川・川崎地区への出動件数は全体の２５％を占めている。また、現場ま

での到着時間については、市平均１１.４分である中、井田川地区へは９.２分で、川崎地区へは１

３.５分も要している。また、野登地区への到着には１４.１分と市北東部地域への現場到着に時間

を要している。 

 二つ、亀山市の消防力向上を目指すことが重要であり、国の消防力整備指針の基準に対して、亀

山市の消防力は指揮車の未整備と現有台数に対する人員が大きく不足している。 

 三つ、救急による搬送患者の傷病別の実績から、軽傷者の搬送が平成２１年は全体の５０％、平

成２２年は全体の５４％を占めており、救急車の適正な利用の認識が薄く、救急体制及び消防力全

般に影響を及ぼしている。 

 よって、総務委員会として亀山市の消防・救急体制について、市民の安心・安全を確保するため、

次のとおり市長に対して提言を求めるものであります。 

 一つ、人口が密集している市北東部地域への救急出動が多く、また現場までの到着時間を要して

いるため、早急に消防署所を設置すること。 

 二つ、救急体制の充実を確保するため、市と市民の役割を明確に示し、市民と協働して救急車の

適正な利用を推進するための施策を講じること。 

 以上、総務委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 次に、前田耕一教育民生委員会委員長。 

○１２番（前田耕一君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 近年、核家族化の進展、女性の就業者数の増加、さらに育児休業制度の充実により、出産後も仕

事を続ける女性が増加し、保育需要は年々高まっております。 

 そのような中、市内保育所では、特に低年齢児の入所児童が増加傾向にあり、子供の入所を希望

する親が安心して子供を預け、働くことができる保育所の環境整備が求められています。 

 そこで、教育民生委員会では「保育所」をテーマに設定し、施設の充実、待機児童対策など、保
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育所が抱えるさまざまな課題解消に向けて、本年１月から計８回の委員会を開催し、調査・研究を

行ってまいりました。 

 これまで、当委員会では、保育所に関連する法律、条例等の例規の確認に続き、担当部署より各

保育所の定員や入所児童数、待機児童、職員の配置状況、保育料の算定方法、施設の状況等につい

て詳細な説明を受け、その後、市内の公立保育所９園の現地視察を行い、現状把握に努めてまいり

ました。 

 続いて、保育所の管理者である園長、また実際に保育所を利用している入所児童の保護者から、

それぞれの立場での率直な意見を聞くため、意見交換会を開催いたしました。その結果、多くの保

育所が定員を上回る入所率となっており、遊戯室を保育室に改修するなど、既存施設の改修で補っ

てはきているものの、それでもまだ受け入れられない待機児童が発生しており、多様化する保育ニ

ーズに見合った計画的な施設整備が早急に必要であります。 

 さらに、各保育所とも非常勤職員が非常に多く、大半が短時間勤務であることから、職員間のコ

ミュニケーション不足や保育の継続性が失われるなどの懸念もあり、正規の職員として保育士数を

充足させ、保育サービスの質の向上に努める必要があります。 

 そこで、これらの課題を解決するためには、保育所によっては移転も視野に入れた計画的な施設

の改築・改修、また職員の補充が不可欠であり、その施策は急務と考え、次のとおり市長に対し提

言を求めます。 

 一つ、早急に各保育所の移転も視野に入れた改築・改修の年次計画を立て、その整備を進めると

ともに、駐車場、通園路等の周辺整備を図り、保育環境の充実に努めること。 

 二つ、保育士については、正規の職員をふやし、職員のモチベーションを高めるとともに保育の

継続性を確保するなど、保育サービスの質の向上に努めること。 

 三つ、待機児童対策については、施設及び人員の両面から保育所の定員の拡大を図るなど抜本的

な待機児童の解消に努めること。 

 四つ、延長保育実施保育所の拡大、土曜日の午後保育及び病児保育の実施など、多様化する保育

ニーズに見合った施策を講じること。 

 以上、教育民生委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 近年、日本の農業は価格低迷、後継者不足等により厳しさを増しております。特に耕作放棄地の

増加は顕著であり、隣接する農地の荒廃、環境及び景観の悪化につながるなど、農業以外にも影響

を及ぼしております。これらに対する施策として、国の制度を初めとし、本市においてもさまざま

な対策を講じているものの、根本的な解決には至っていないのが現状であります。 

 そこで、当委員会では、農業について平成２３年１月から計９回の委員会を開催し、さまざまな

課題の解決に向けて調査・研究を重ねてまいりました。 

 まず担当部署から亀山市の農地等の現状、農業施策とその活用状況等についての説明を受けるな

ど現状把握に努めました。 
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 続いて、亀山市農業委員会、鈴鹿農業協同組合と亀山市の農業の抱える課題・問題点や、市との

協力体制について意見交換会を開催いたしました。耕作放棄地の解消法としまして、農地の集約化

や、学校給食に地元産品の取り入れを推奨されること。また、つくる喜びを得るために農協の直売

所の利用を促進するなどのご提案をいただいてたところであります。 

さらに、先進地視察としまして、岡崎市、掛川市、豊田市、長野県松川町へ行政視察を実施いたし

ました。各市町では市と農業委員会と農協の三位一体の体制で地域づくり・地域おこしとしての側

面から耕作放棄地の解消に取り組まれており、大変参考となるものでありました。 

 この結果といたしまして当委員会として亀山市の農業の課題・問題点の中から、耕作放棄地対策

と獣害対策、営農者への支援、農業委員会や農業協同組合との連携強化を取り上げ、その解消のた

めに次の４項目にまとめ、市長に提言を求めるものです。 

 一つ、耕作放棄地対策。現在の放棄地への対策もさることながら、まずは、これ以上放棄地を出

さないことが必要である。そのためには、維持可能な農地と不可能な農地を線引きして、不可能な

農地については、環境保全の観点から取り組む必要がある。よって、市として地元の意見を取り入

れながら、各農地の状況に応じて農用地区域の見直しや、地域の助け合いに対する手厚い支援など、

環境保全という視点に立った対策を講じること。 

 二つ、獣害対策。農業経営悪化に大きな影響を及ぼしている獣害問題は、特に中山間地域では深

刻化しており、生産意欲の低下など悪影響を及ぼしている。よって、市として地元の要望・問題を

聞きながら取り組むこと。 

 三つ、営農者への支援。営農者が継続して農業に従事できるような環境が必要と考え、営農組合

を育てるための工夫、小規模農業グループ化支援、新たな担い手の育成、農道整備や水利の保全、

農家自身が価格設定ができる直売所や学校給食との連携などの地産地消の場の確保などが重要とな

る。よって、市として営農者に意欲を持たせることに対する支援や、小規模農家だけでは解決しに

くい問題に対する支援を講じること。 

 四つ、農業委員会や農業協同組合との連携の強化。農業に絶えず向き合う立場の農業委員会や農

業協同組合の存在は、農業政策を進める上で非常に重要である。よって、市として農業委員会や農

業協同組合との連携を強化していくこと。 

 以上、産業建設委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（大井捷夫君） 

 各常任委員会委員長からの所管事務調査の報告は終わりました。 

 次に、お諮りいたします。 

 以上で、今期定例会の議事をすべて議了いたしました。 

 議事を閉じ、閉会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大井捷夫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、平成２３年９月亀山市議会定例会は、これをもって閉会いたします。 

（午後 ４時０８分 閉会） 
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